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松
本
藩
士
野
々
山
家
文
書

村
石
　
正
行

（
１
）
史
料
一　

今
川
氏
真
判
物（

１
）

紙
本
墨
書
・
竪
紙　

法
量　

三
九
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
三
七
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

（
釈
文
）

先
年
於
二
参
河
国
吉
田
城
一
、
令
二
内
通
一
存
二
忠
節
一
之
上
、
任
二
契
約
之
旨
一
、
細
谷
代
官
并
給

分
五
拾
貫
文
令
二
補
任
之
一
、
同
代
官
徳
分
陣
夫
事
、
可
レ
為
レ
如
二
年
来
一
事

右
、
任
二
天（

今
川
義
元
）

澤
寺
殿
判
形
之
旨
一
所
二
充
行
一
永
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
、
守
二
此
旨
一
弥
可
レ
抽
二
忠
功

一
之
状
仍
如
レ
件

　

永
禄
三
庚

申
年

　
　
　
　
　
　

十
二
月
十
六
日�

氏
真
（
花
押
）

　
　
　

「（
端
裏
・
ウ
ハ
書
）

野
々
山
四
郎
右
衛
門
尉
殿
」

（
解
説
）

　

永
禄
三
年（
一
五
六
〇
年
）五
月
、
今
川
義
元
は
大
軍
を
率
い
尾
張
に
攻
め
込
ん
だ
が
敗
れ
た
。

当
時
三
河
国
は
西
三
河
の
松
平
元
康
が
今
川
氏
の
一
門
関
口
氏
純
の
娘
と
結
婚
し
足
利
一
門
と

し
て
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。
今
川
氏
が
桶
狭
間
の
戦
い
で
敗
れ
る
と
、『
愛
知
県
史
』
で
は
元

康
は
同
年
六
月
に
は
今
川
氏
か
ら
自
立
し
た
と
す
る（

２
）が

、
元
康
の
反
今
川
の
立
場
は
永
禄
四
年

四
月
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

３
）。

　

こ
の
文
書
は
今
川
氏
の
吉
田
城
（
今
橋
城
）
の
攻
防
に
際
し
、
野
々
山
氏
が
「
内
通
」
し
て

今
川
方
に
付
い
た
こ
と
を
賞
し
、契
約
通
り
、細
谷
代
官
並
び
に
給
分
五
〇
貫
文
分
を
給
与
し
、

こ
れ
ま
で
通
り
の
得
分
・
陣
夫
役
を
認
め
て
い
る
。
天
澤
寺
殿
（
今
川
義
元
）
か
ら
の
補
任
状

を
追
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
氏
真
が
吉
田
・
和
田
郷
を
同
年
一
二
月
一
一
日
に
大
村
弥
兵

衛
に
給
与
し
て
い
る（

４
）。

天
文
一
六
年
の
今
川
義
元
か
ら
の
判
物
で
は
「
去
年
於
二
参
河
国
今
橋

城
一
、
令
二
内
通
一
存
二
忠
節
一
」（
野
々
山
千
萬
氏
旧
蔵
文
書
）
と
あ
り
、
内
通
は
こ
の
時
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
義
元
の
死
に
よ
り
代
替
と
し
て
改
め
て
こ
の
契
約
の
履
行
を
試

み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
松
平
元
康
自
立
の
動
き
が
あ
り
こ
の
動
き
に
対
す
る
氏
真
の
制
動

と
し
て
の
判
物
発
給
で
あ
る
。
宛
所
は
端
裏
上
書
を
切
り
取
り
料
紙
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

口
絵



（
２
）
史
料
二　

今
川
氏
真
判
物（

５
）

紙
本
墨
書
・
竪
紙　

法
量　

五
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
三
五
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

（
釈
文
）

「（
包
紙
・
上
書
）

野
々
山
四
郎
右
衛
門
尉
殿　
　

氏
真
」

参
州
細
谷
代
官
并
給
分
五
拾
貫
文
之
事

右
、
先
年
依
下
吉
田
令
二
内
通
一
忠
節
上
被
二
出
置
一
、
任
二
先
判
両
通
之
旨
一
、
領
掌
了
、
次
代
官

徳
分
代
方
六
貫
八
百
文
、
米
方
四
斗
、
同
陣
夫
壱
人
之
事
是
又
如
二
年
来
一
可
レ
令
二
所
務
一
、
縦

彼
地
為
二
知
行
一
自
余
江
雖
二
出
置
之
一
、
右
之
給
恩
五
拾
貫
文
并
代
官
徳
分
米
銭
・
陣
夫
等
之
事

者
、
以
二
田
地
割
分
之
一
可
レ
令
二
扶
助
一
也
、
殊
今
度
岡（

松
平
元
康
）

崎
逆
心
之
刻
、
出
二
人
質
一
捨
二
在
所
一

無
二
為
二
忠
節
一
之
条
、
永
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
、
守
二
此
旨
一
、
弥
可
レ
存
二
忠
節
一
者
也
、
仍

如
レ
件

　
　

永
禄
四
辛酉
年

　
　
　
　
　

九
月
廿
一
日�

氏
真
（
花
押
）

　
　
　

野
々
山
四
郎
右
衛
門
尉
殿

（
解
説
）

　

史
料
一
に
み
ら
れ
る
義
元
・
氏
真
判
物
の
契
約
を
改
め
て
履
行
す
る
旨
を
記
し
た
氏
真
の
発

給
判
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
文
に
あ
る
「
今
度
岡
崎
逆
心
之
刻
」
を
大
き
な
要
因
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。『
愛
知
県
史
』
で
は
、
元
康
が
永
禄
三
年
六
月
に
は
今
川
氏
か
ら
自
立

し
た
説
を
採
る
が
、
こ
の
文
書
か
ら
も
依
り
が
た
い
。

　

野
々
山
氏
は
人
質
を
氏
真
に
送
っ
た
こ
と
、在
所
を
奪
わ
れ
た
こ
と
が
系
譜
よ
り
知
ら
れ
る
。

氏
真
は
野
々
山
氏
に
対
し
て
、
た
と
え
こ
の
知
行
地
が
他
に
給
与
さ
れ
て
も
別
の
田
地
を
分
割

し
て
で
も
扶
助
す
る
こ
と
を
約
し
て
い
る
。
知
行
地
を
出
し
置
く
こ
と
を
約
す
る
こ
と
で
、
今

川
氏
の
求
心
力
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。



（
３
）
史
料
三　

今
川
氏
真
判
物（

６
）

紙
本
墨
書
・
竪
紙　

法
量　

五
一
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
三
五
・
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

（
釈
文
）

「
野（

懸
紙
　
ウ
ハ
書
）

々
山
四
郎
右
衛
門
殿　

上
総
介
」

参
州
渥
美
郡
下
細
谷
知
行
分
之
事

一　

五
拾
六
貫
八
百
文
但
此
内
代
官
給
六
貫
八
百
文
也　

同
四
貫
五
十
文
者
綱
船
壱
艘
之
分

一　

米
四
斗　

代
官
分

一　

陣
夫　

壱
人

右
、
年
来
於
二
代
官
前
一
引
取
之
処
、
板
倉
弾
正
尔
上
細
谷
為
二
知
行
一
依
二
出
置
一
、
吉
田
奉

行
人
遂
二
算
用
一
切
符
・
陣
夫
・
綱
船
・
代
官
徳
分
者
、
為
二
改
替
一
任
二
先
判
之
旨
一
所
二
出

置
一
、
永
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
、
然
者
新
開
発
等
有
二
訴
人
一
、
増
分
於
二
出
来
一
者
、
右
之
員

数
之
外
五
貫
文
程
者
可
レ
令
二
扶
助
一
、
其
外
之
儀
者
、
可
レ
為
二
藏
入
一
、
兼
又
新
船
壱
艘
并

大
破
之
綱
船
壱
艘
令
二
扶
助
一
之
間
、
可
二
支
配
一
、
小
百
姓
以
下
他
之
被
官
尔
令
二
契
約
一
、

差-

二
置
地
頭
一
於
レ
企
二
訴
訟
一
者
、彼
百
姓
等
令
二
改
易
一
、新
百
姓
可
二
申
付
一
、郡
郷
次
之
役
、

棟
別
・
押
立
人
足
・
諸
役
之
事
者
、
各
可
レ
為
レ
如
二
私
領
之
一
、
櫓
手
事
、
可
レ
為
二
次
免
許

船
一
、
為
二
不
入
一
出
置
之
上
者
、
板
倉
弾
正
無
レ
綺
一
円
相
計
可
レ
令
二
所
務
一
、
守
二
此
旨
一
、

弥
可
レ
抽
二
忠
節
一
之
条
如
レ
件
、

永
禄
五
壬

戌
年
七
月
廿
六
日�

上
総
介
（
花
押
）

野
々
山
四
郎
右
衛
門
殿

（
解
説
）

　

上
総
介
は
氏
真
の
官
途
。
初
見
は
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
年
）
正
月
（『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』

一
六
三
六
）。
こ
の
年
の
正
月
二
〇
日
に
、
将
軍
足
利
義
輝
が
松
平
元
康
と
今
川
氏
真
の
和
睦

を
命
じ
た
御
内
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
五
月
、
北
条
氏
康
も
元
康
家
臣
水
野
信

元
・
酒
井
忠
次
に
和
睦
勧
告
を
出
し
、
し
ば
ら
く
小
康
状
態
と
な
っ
た
。
七
月
一
二
日
に
は
再

度
抗
争
が
勃
発
し
、
戸
田
重
貞
が
今
川
か
ら
松
平
へ
離
反
し
た
。
七
月
二
六
日
に
は
今
川
方
が

堂
山
城
（
豊
橋
市
）
を
攻
略
し
た
こ
の
文
書
は　

八
幡
城
の
板
倉
重
正
に
給
付
さ
れ
て
い
た
上

細
谷
の
知
行
地
に
つ
い
て
検
地
に
よ
り
算
出
し
た
結
果
、
野
々
山
四
郎
右
衛
門
に
改
替
し
宛
が

わ
れ
た
。
増
分
に
つ
い
て
は
訴
人
に
は
五
貫
文
を
融
通
す
る
が
そ
れ
以
外
は
蔵
入
と
し
新
旧
舟

に
つ
い
て
も
給
与
す
る
と
述
べ
る
。



（
４
）
史
料
四　

今
川
氏
真
朱
印
状（

７
）

紙
本
墨
書
・
継
紙　

法
量　
　

九
一
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
一
八
・
一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

印　

法
量　
　
　

七
・
二
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
七
・
二
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

（
釈
文
）

於（
印
文「
如
律
令
」）

二
三
州
上
細
谷
一
、
年
来
令
二
居
住
一
家
大
小
三
・
竹
木
共
、
当
知
行
下
細
谷
へ
破
レ
之
相
届
之

処
、板
倉
弾
正
及
二
異
儀
一
押
留
之
由
、
甚
以
曲
事
也
、
然
者
彼
家
下
細
谷
へ
可
二
相
届
一
、
并
山

本
二
郎
兵
衛
船
綱
敵
方
へ
相
退
之
間
、
彼
綱
船
自
二
吉
田
奉
行
前
一
買
取
之
、
為
二
公
物
一
令
二
藏

入
一
之
旨
明
鏡
之
上
者
、
急
度
船
綱
可
二
請
取
之
一
、
兼
又
板
倉
弾
正
船
下
細
谷
ニ
繋
置
之
由
申
レ

之
間
、
向
後
者
上
細
谷
へ
可
二
相
上
一
、
若
彼
船
百
姓
於
レ
令
二
異
儀
一
者
、
令
二
改
易
一
新
百
姓

可
二
申
付
一
者
也
、
仍
如
レ
件
、

　
　

永
禄
五
年

　
　
　
　
　

七
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
々
山
四
郎
右
衛
門
殿

（
解
説
）

　

朱
印
は
方
形
「
如
律
令
」
で
あ
る
。
氏
真
の
印
判
は
三
種
類
知
ら
れ
、
こ
の
う
ち
方
形
「
如

律
令
」
は
永
禄
二
年
に
は
使
用
開
始
さ
れ
た
最
も
使
用
例
が
多
い
印
章
で
あ
る
。
父
義
元
も
円

形
「
如
律
令
」
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
如
律
令
」
が
今
川
家
の
家
印
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
る（

８
）。

上
細
谷
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
所
持
し
て
き
た
家
・
大
小
三
、
竹
木
と
も
、
こ
れ
ま
で

の
慣
例
を
破
り
下
細
谷
へ
移
し
た
こ
と
に
対
し
て
板
倉
重
正
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
は

奇
怪
で
あ
る
の
で
、
家
地
は
下
細
谷
へ
届
け
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。
山
本
二
郎
兵
衛
の
船
綱
が

敵
方
へ
捕
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
吉
田
奉
行
に
よ
っ
て
買
い
取
り
、
公
用
と
し
て
蔵
入
に
す
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
必
ず
請
け
取
り
な
さ
い
。
板
倉
の
船
が
下
細
谷
に
繋
留
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
今
後
は
上
細
谷
へ
戻
す
こ
と
。
船
百
姓
が
異
議
を
申
す
よ
う
な
ら

ば
あ
た
ら
し
い
者
に
替
え
る
よ
う
命
じ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

さ
て
本
文
書
は
史
料
三
と
同
年
月
日
・
同
人
宛
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
セ
ッ
ト
で
発
給
さ

れ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
今
川
家
に
お
け
る
同
日
付
文
書
を
大
石
泰
史
は
家
印

で
あ
る
「
印
判
状
」
が
主
で
判
物
が
「
副
状
」
と
の
理
解
を
示
し
た（

９
）。

い
っ
ぽ
う
、
有
光
有
学

は
両
通
で
も
っ
て
発
給
対
象
に
対
し
て
し
か
る
べ
き
支
配
の
首
位
が
伝
達
さ
れ
て
い
る
と
み
る

べ
き
で
、
判
物
に
優
先
さ
せ
る
性
格
を
印
判
状
に
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た（

（1
（

。
野
々
山
氏
に

当
て
た
二
通
を
見
る
と
、
判
物
で
は
具
体
的
に
所
領
の
出
置
を
お
こ
な
い
、
所
務
の
確
定
を
細

か
く
行
い
、
か
た
や
印
判
状
に
お
い
て
は
給
人
と
し
て
在
地
掌
握
を
お
こ
な
う
べ
き
旨
が
徹
底

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
判
物
を
副
状
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
く
、
所
領
給
付
の
史
料
三

と
、
具
体
的
所
務
を
表
す
史
料
四
と
、
複
合
機
能
を
有
し
た
同
日
付
文
書
と
捉
え
う
る
だ
ろ
う
。



（
５
）
史
料
五　

徳
川
家
康
朱
印
状（

（1
（

紙
本
墨
書
・
折
紙　

法
量　

四
七
・
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
三
二
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　

印　

法
量　

直
径
五
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

（
釈
文
）

細
屋
成
ケ
之
儀
、
野
々
山
四
郎
衛
門
尉
か
た
へ
無
二
相
違
一
、
如
二
前
一々
可
レ
令
二
所
務
之
一
、

若
於
二
難
渋
一
者
、
急
度
可
レ
加
二
成
敗
一
者
也
、
仍
如
レ
件

　
　
　
　
　

閏
五
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　

細
屋
百
姓
中

「（
貼
紙
）

金
ニ
而
壱
寸
参
分

　
（
丸
に
十
字
）

金
ニ
而
壱
寸
五
分
」

「（
貼
紙
）

紋
本

　

北
野
々
山
」

（
解
説
）

　

細
屋
の
「
成
箇
」
に
つ
い
て
は
野
々
山
四
郎
右
衛
門
尉
へ
以
前
の
通
り
、
納
入
し
な
さ
い
。

も
し
難
渋
を
述
べ
る
者
が
い
れ
ば
必
ず
成
敗
す
る
。

　

こ
こ
で
い
う
「
成
ヶ
」
は
成
箇
で
、
収
穫
高
を
示
す
物
成
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

宛
所
は
本
文
書
は
細
屋
百
姓
中
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
細
屋
郷
の
管
理
を
お
こ
な
う
野
々
山

氏
に
伝
来
し
て
い
る
文
書
で
あ
る
。
文
頭
の
朱
印
は
「
福
徳
」
印
で
あ
る
。
永
禄
一
二
年
（
一

五
六
九
年
）
に
推
定
さ
れ
る
こ
の
文
書
は
、
家
康
が
使
用
し
た
福
徳
印
の
最
初
例
で
あ
る
。

　

永
禄
一
一
年
一
二
月
に
武
田
信
玄
が
駿
河
国
へ
侵
攻
し
た
。
三
国
同
盟
が
名
実
と
も
に
崩
壊

し
た
。
徳
川
家
康
も
遠
江
制
圧
を
目
指
し
今
川
氏
真
が
逃
れ
、
北
条
氏
康
の
支
援
を
受
け
て
籠

城
す
る
掛
川
城
を
攻
撃
し
た
。
永
禄
一
二
年
四
月
、
家
康
と
氏
真
は
和
睦
し
、
掛
川
城
は
開
城

し
た
。
今
川
氏
真
は
北
条
氏
の
手
引
で
海
路
駿
河
国
へ
と
脱
出
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
細
屋

郷
が
家
康
の
支
配
下
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
氏
真
は

家
康
と
決
し
て
敵
対
関
係
を
続
け
た
の
で
は
な
く
、
氏
真
の
妹
貞
春
尼
が
家
康
の
子
秀
忠
の
大

姥
局
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
良
好
な
関
係
を
継
続
し
た（

（1
（

。
家
康
も
、
野
々
山
氏
な
ど
氏
真
の
旧

臣
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
武
田
信
玄
と
の
戦
い
の
大
義
名
分
を
得
る
実
益
も
あ
っ
た
と
い
え
よ

う（
（1
（

。

　

料
紙
下
部
に
は
貼
紙
二
枚
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
野
々
山
氏
の
家
紋
（
丸
に
十
字
）
が

描
か
れ
て
い
る
。
後
補
と
み
ら
れ
る
。



（
６
）
史
料
六　

徳
川
家
康
判
物（

（1
（

紙
本
墨
書
・
竪
紙　

法
量　
　

四
七
・
八
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

×
三
三
・
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

（
釈
文
）

　

奥
郡
下
細
谷
知
行
分
之
事

右
、
任
二
先
判
之
員
数
之
旨
一
、
令
二
領
掌
一
上
者
、
彼
地
永
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
也
、
仍
如
レ

件
　

永
禄
拾
弐
己巳
年

　
　
　
　
　
　

六
月
廿
日�

家
康
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

野
々
山
四
郎
右
衛
門
殿

（
解
説
）

　

永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
年
）、
野
々
山
四
郎
右
衛
門
に
当
て
た
三
河
国
下
細
谷
の
知
行
宛
行

に
関
わ
る
家
康
判
物
で
あ
る
。武
田
信
玄
と
の
和
議
を
結
ん
だ
家
康
は
、永
禄
一
一
年
一
二
月
、

駿
河
国
へ
の
侵
攻
を
開
始
、
今
川
家
と
の
同
盟
は
破
棄
さ
れ
た
。
家
康
の
遠
江
一
国
の
領
国
化

は
翌
一
二
年
六
月
ま
で
に
達
成
さ
れ
、
見
付
城
築
城
が
開
始
さ
れ
る
。
三
河
・
遠
江
二
国
を
領

国
下
に
お
い
た
家
康
は
、
遠
江
国
に
拠
点
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た（

（1
（

。

　

こ
の
時
期
、
家
康
の
知
行
宛
行
判
物
は
事
書
で
対
象
知
行
地
を
明
示
し
、
次
い
で
知
行
地
の

目
録
を
箇
条
書
で
掲
載
す
る
判
物
で
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
世
の
知
行
目
録
の
判
物

へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
三
河
武
士
の
な
か
に
は
、
遠
江
領
国
化
お
よ
び
見
付
へ
の
本
拠

移
転
に
伴
い
、
遠
江
へ
替
地
を
与
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。
判
物
の
目
録
化
は
新
た
な
知
行

地
を
明
記
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
野
々
山
氏
は
今
川
氏
以
来
の
地
を
安

堵
さ
れ
た
も
の
で
、
遠
江
国
で
の
替
地
を
得
た
徴
証
は
見
ら
れ
な
い
。



補
説

　

本
史
料
群
は
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
年
）
四
月
、
野
々
山
敬
三
氏
よ
り
寄
贈
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
。
野
々
山
家
は
近
世
松
本
藩
戸
田
家
家
老
を
勤
め
て
い
る
。
近
世
後
期
の
分
限
帳
「
諸

侍
知
行
附
」（
外
題　

松
本
藩
分
限
帳
戸
田
松
平
家
）
に
よ
れ
ば
「
野
々
山
千
五
百
石
」
と
あ
る（

（1
（

。

　

そ
も
そ
も
野
々
山
氏
の
出
自
は「
島
津
庶
流
也
、
其
先
有
レ
故
去
二
故
国
一
浪-

三
牢
於
二
京
都
一
、

後
従
二
戸
田
弾
正
左
衛
門
尉
宗
光
一
赴
二
于
三
州
一
、
遂
住
二
田
原
邊
一
云
」
と
あ
り
、
薩
摩
国
島

津
氏
の
庶
流
で
あ
る
こ
と
、
京
都
で
浪
人
し
、
戸
田
宗
光
と
と
も
に
三
河
国
に
移
り
、
田
原
に

住
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
野
々
山
姓
に
替
え
た
の
が
野
々
山
四
郎
右
衛
門
吉
統
の
時
と
い
う（

（1
（

。

生
年
は
不
明
だ
が
、
没
し
た
の
は
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
年
）
九
月
と
記
さ
れ
る
。
天
文
一

五
年
（
一
五
四
六
年
）
に
戸
田
全
香
宣
光
が
二
連
木
に
移
っ
た
こ
と
に
際
し
吉
統
も
、
こ
れ
に

従
い
戦
功
を
上
げ
た
。
以
下
、「
系
図
」の
吉
統
記
を
も
と
に
、
吉
統
の
半
生
を
追
っ
て
い
よ
う
。

　

天
文
一
六
年
二
月
三
日
、
今
川
義
元
が
吉
統
を
賞
し
、
以
て
渥
美
郡
細
谷
鄕（
愛
知
県
豊
橋
市
）

代
官
職
お
よ
び
五
〇
貫
文
を
宛
が
っ
た
。

史
料
Ａ
「
今
川
義
元
判
物（

（1
（

」

去
年
於
二
参
河
国
今
橋
城
一
、
令
二
内
通
一
存
二
忠
節
一
、
任
二
契
約
之
旨
一
、
細
谷
代
官
并
給

分
五
拾
貫
文
令
二
補
任
之
一
、

右
、
任
二
雪
斎
契
約
之
旨
一
、
所
二
充
行
之
一
也
、
弥
可
レ
抽
二
忠
節
一
之
状
如
レ
件
、

天
文
十
六

　
　
　
　

二
月
三
日�

治
部
大
輔
（
花
押
）

　
　
　

野
々
山
甚
九
郎
殿

　

甚
九
郎
は
吉
統
の
初
名
で
あ
る
。
吉
統
は
こ
の
と
き
太
源
雪
斎

と
の
契
約
に
任
せ
て
今
橋
城
の
戦
い
で
内
通
し
た
。
こ
の
文
書
は

そ
の
際
の
証
文
で
あ
る
。
ま
た
、
写
で
は
あ
る
が
、
雪
斎
と
の
契

約
に
関
わ
る
文
書
も
知
ら
れ
て
い
る
。

史
料
Ｂ
「
太
原
雪
斎
書
状
写（

（1
（

」

今
度
依
二
忠
節
一
、
当
城
扶
助
員
数
、
代
官
等

為
二
替
地
一
、
細
屋
郷
可
レ
被
二
捕
任
一
也
、
出

仕
之
上
御
判
■
■
沙
汰
者
也
、
仍
如
レ
件
、

　

天
文
十
五

　
　
　
　

十
二
月
十
四
日

雪
斎　

崇
孚
判
（
花
押
影
）

　

野右ハ
折
紙
也
、

々
山
甚
九
郎
殿

　

残
念
な
が
ら
史
料
Ａ
・
Ｂ
と
も
寄
贈
時
点
で
野
々
山
家
に
は
現
存
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
史

料
Ａ
の
手
掫
り
カ
ラ
ー
紙
焼
写
真
が
寄
贈
史
料
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

永
禄
三
年
の
桶
狭
間
の
戦
い
で
義
元
が
敗
死
す
る
と
氏
真
が
家
督
を
継
ぎ
、
さ
ら
に
義
元
の

印
判
を
潤
色
し
た
と
記
す
。「
如
律
令
」
は
義
元
由
来
の
印
判
で
あ
る
が
、
義
元
は
丸
印
を
使

用
し
た
の
に
対
し
、
氏
真
は
角
印
を
使
用
し
た
こ
と
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。

　

吉
統
は
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
年
）
の
ほ
か
同
四
年
・
同
五
年
と
氏
真
よ
り
文
書
を
発
給
さ

れ
て
い
る
。

　

三
河
・
遠
江
国
境
の
下
細
谷
は
、
結
局
松
平
元
康
の
影
響
下
に
置
か
れ
た
。
元
康
は
今
川
氏

の
判
物
の
旨
に
任
せ
て
、
下
細
谷
の
知
行
を
安
堵
し
た
。

　

当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
文
書
群
は
、
戦
前
に
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
っ
て
「
野
々
山

萬
往
氏
所
蔵
文
書
」
と
し
て
影
写
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
戦
後
長
ら
く
行
方
が
不
明
で
あ
っ
た
。

系
譜
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
四
郎
右
衛
門
吉
統
の
知
行
に
関
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
ま
た
、
戸
田
松
平
氏
の
家
臣
と
し
て
江
戸
時
代
に
は
松
本
藩
士
と
な
っ
た
野
々
山

氏
の
中
世
に
関
わ
る
由
緒
が
原
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か

け
て
の
武
士
の
動
向
が
わ
か
る
と
と
も
に
、系
譜
研
究
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
と
い
え
よ
う
。

注１　

『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』
一
六
二
六
。

２　

『
愛
知
県
史
』
通
史
編
三
、
一
四
三
頁
。

３　

酒
入
陽
子
「
今
川
氏
真
」（
柴
裕
之
・
小
川
雄
編
『
戦
国
武
将
列
伝
六
』
戎
祥
光
出
版
、
二
〇

二
四
年
、
七
〇
頁
）
な
ど
。

４　

『
愛
知
県
史
』
資
料
編
一
一
―
五
五
。

５　

『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』
一
七
五
〇
。

写真　史料Ａ（写真は当館蔵）



６　

『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』
一
八
四
五
。

７　

『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』
一
八
四
六
。

８　

有
光
有
学
「
今
川
氏
の
印
章
・
印
判
状
」（『
戦
国
期
印
章
・
印
判
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇

〇
六
年
、
一
五
七
頁
）。

９　

大
石
泰
史
「
氏
真
の
家
督
相
続
と
印
章
」（『
静
岡
県
史
』
通
史
編
二
中
世
、
一
九
九
七
年
）。

10　

注
８
有
光
論
文
、
一
五
八
頁
。

11　

『
愛
知
県
史
』
織
豊
一
、
六
六
〇
。 

12　

黒
田
基
樹
『
徳
川
家
康
と
今
川
氏
真
』
朝
日
新
聞
出
版
、
一
五
九
頁
以
下
。

13　

注
３
酒
入
論
文
、
七
五
頁
。

14　

『
愛
知
県
史
』
織
豊
一
、
六
六
八
。

15　

注
12
黒
田
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。

16　

当
館
蔵
「
信
濃
国
藩
政
史
料
」（
請
求
記
号0-21-3-7

）。

17　

「
野
々
山
系
図
」（
以
下
「
系
図
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）。

18　

『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』
八
二
二
、
野
々
山
千
萬
往
氏
旧
蔵
。
野
々
山
敬
三
氏
所
持
写
真
を
も

と
に
補
訂
。

19　

『
戦
国
遺
文
今
川
氏
編
』
八
一
五
、
野
々
山
千
萬
往
氏
旧
蔵
。
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竜神としての師子頭―水神の役割を負う師子―

は
じ
め
に

　

私
は
こ
と
あ
る
毎
に
足
も
と
の
歴
史
を
見
直
す
こ
と
が
大
事
だ
と
主
張
し
て
き
た
。そ
れ
故
、

長
野
県
立
歴
史
館
の
所
在
す
る
千
曲
市
に
つ
い
て
も
、
史
跡
や
文
化
財
な
ど
を
で
き
る
だ
け
見

て
歩
い
て
い
る
。
武
水
別
神
社
の
大
頭
祭
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
毎
年
見
学
し
て
い
る
が
、
令
和
六

年
（
二
〇
二
四
年
）
一
二
月
一
二
日
の
夕
刻
、
御
供
撒
き
も
終
わ
っ
た
の
で
帰
ろ
う
と
す
る
と
、

「
今
日
は
夜
練
り
が
あ
り
ま
す
が
、
見
て
い
か
な
い
の
で
す
か
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
た
。
せ
っ

か
く
だ
か
ら
と
見
学
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

夜
練
り
は
六
時
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
、

五
時
四
五
分
頃
に
拝
殿
の
前
を
歩
い
て
い
る

と
、
額
殿
の
方
か
ら
声
が
か
か
っ
て
、
中
に

入
っ
た
。「
夜
練
り
で
も
っ
と
も
大
事
な
の

が
こ
の
獅
子
面
だ
」
と
、
下
顎
を
前
方
に
お

い
た
獅
子
頭
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

一
般
的
な
獅
子
面
が
動
物
の
ラ
イ
オ
ン
を
想

起
さ
せ
る
よ
う
な
丸
顔
で
あ
る
の
に
対
し
、

こ
の
面
は
鼻
が
前
面
に
飛
び
出
し
た
、
偏
平

の
な
ん
と
も
異
様
な
獅
子
面
で
あ
っ
た
。「
こ

の
獅
子
は
雨
乞
い
に
使
い
ま
す
か
」
と
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
使
う
」と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

大
頭
祭
は
「
武
水
別
神
社
の
頭
人
行
事
」

と
し
て
国
の
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
毎
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
一
四
日

の
期
間
齋
行
さ
れ
る
。
五
穀
豊
穣
を
神
に
感
謝
す
る
新
嘗
祭
で
、
記
録
に
残
る
だ
け
で
も
約
四

〇
〇
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
、
五
人
の
頭
人
を
中
心
に
進
行
し
、
頭
人
の
最
上
位
の
三
番
頭
を

大
頭
と
呼
ぶ
こ
と
が
、
大
頭
祭
の
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
祭
り
で
姿
を
現
す
獅
子
頭
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一　

武
水
別
神
社
の
伎
楽
面

【
武
水
別
神
社
】

　

最
初
に
武
水
別
神
社
と
は
ど
の
様
な
神
社
な
の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
神
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
よ
れ
ば
、
由
緒
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
創
建
の
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
社
伝
に

よ
れ
ば
孝
元
天
皇
（
紀
元
前
二
一
四
～
一
五
六
年
）
の
御
代
に
武
水
別
大
神
を
鎮
斎
し
た
。
そ
の

後
、
安
和
年
間
（
九
六
八
～
九
七
〇
年
）
に
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮
よ
り
、
誉
田
別
命
・
息
長

足
比
売
命
・
比
咩
大
神
が
勧
請
さ
れ
、
相
殿
に
奉
斎
さ
れ
た
。
延
長
五
年
（
九
二
七
年
）
に
藤

原
忠
平
等
に
よ
っ
て
奏
進
さ
れ
た
「
延
喜
式
」
に
名
神
大
社
と
し
て
記
載
さ
れ
、『
三
代
実
録
』

（
延
喜
元
年
〔
九
〇
一
年
〕
に
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
）
に
貞
観
二
年
（
八
六
〇
年
）
に
従
五
位
下
、

同
八
年
に
従
二
位
の
神
階
を
受
け
、
同
九
年
に
官
社
に
列
し
た
と
あ
る
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸

時
代
に
か
け
て
は
こ
の
地
方
随
一
の
八
幡
宮
と
し
て
諸
武
将
の
尊
崇
が
篤
く
、
慶
安
元
年
（
一

六
四
八
年
）
に
は
幕
府
か
ら
朱
印
地
二
百
石
を
与
え
ら
れ
た
。
明
治
時
代
に
入
る
と
郷
社
に
列

せ
ら
れ
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
県
社
に
昇
格
、
現
在
は
神
社
本
庁
別
表
神
社
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。

研
究
報
告

竜�

神
と
し
て
の
師
子
頭�

�

―
水
神
の
役
割
を
負
う
師
子
―

笹
本
　
正
治

武水別神社の夜練りで用いられる獅子面
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主
祭
神
の
武
水
別
大
神
に
つ
い
て
は
、「
国
の
大
本
で
あ
る
農
事
を
始
め
、
人
の
日
常
生
活

に
極
め
て
大
事
な
水
の
こ
と
総
て
に
亘
っ
て
お
守
り
下
さ
る
神
で
あ
り
ま
す
。
長
野
県
下
最
大

の
穀
倉
地
帯
で
あ
る
善
光
寺
平
の
五
穀
豊
穣
と
、
脇
を
流
れ
る
千
曲
川
の
氾
濫
防
止
を
祈
っ
て

祀
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
す
る
。
武
水
別
神
社
は
古
く
か
ら
有
名
な
神
社
で
、
主
祭

神
は
水
を
司
る
神
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

地
元
の
『
更
埴
埴
科
地
方
誌
第
二
巻
（
原
始
古
代
中
世
編
）』
か
ら
、
武
水
別
神
社
を
ま
と
め

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

＊�

延
喜
式
神
名
帳
で
明
神
大
社
に
列
せ
ら
れ
、
諏
訪
郡
の
南
方
刀
美
神
社
・
安
曇
郡
の
穂
高
神

社
・
水
内
郡
の
建
御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社
・
小
県
郡
の
生
島
足
島
神
社
等
と
同
格
。

＊�

武
水
別
神
社
は
貞
観
八
年
（
八
六
六
年
）
六
月
朔
日
、
無
位
か
ら
一
躍
し
て
従
二
位
の
神
階

を
授
け
ら
れ
、
翌
九
年
三
月
二
六
日
に
は
詔
を
も
っ
て
官
社
に
列
せ
ら
れ
、
破
格
の
待
遇
を

受
け
た
。

＊�

諏
訪
の
建
御
名
方
富
命
神
が
従
一
位
、
建
御
名
方
富
命
前
八
坂
刀
自
命
神
が
従
二
位
、
そ
の

外
に
信
濃
国
内
で
は
馬
背
神
が
従
三
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
が
、
他
は
ほ
と
ん
ど
従
五
位
ど

ま
り
。
叙
位
を
う
け
た
神
々
は
遂
次
上
階
位
を
う
け
て
い
る
の
に
一
躍
従
二
位
を
授
け
ら
れ

た
例
は
な
く
、
武
水
別
神
社
の
神
階
、
官
社
昇
格
は
驚
異
的
で
あ
る
。

＊�

武
水
別
神
社
の
訓
に
つ
い
て
は
、
九
条
公
爵
家
本
は
タ
ケ
ミ
ヅ
ワ
ケ
、
神
祇
志
料
で
は
タ
ケ

ミ
ナ
ワ
ケ
と
読
ま
せ
て
お
り
、
タ
ケ
ミ
ク
マ
リ
と
読
む
べ
き
か
と
の
説
も
あ
る
。

＊�

ミ
ク
マ
リ
を
称
す
る
神
社
は
地
名
を
冠
し
た
水
分
神
社
と
な
っ
て
い
る
。
武
水
別
神
社
は
そ

れ
ら
と
趣
を
異
に
し
、「
建
」
を
冠
し
、「
分
」
の
字
を
用
い
ず
、「
別
」
を
用
い
て
い
る
点

は
注
意
す
べ
き
。

＊�

貞
観
九
年
（
八
六
七
年
）
三
月
一
一
日
に
は
諏
訪
の
建
御
名
方
富
命
神
が
正
二
位
か
ら
従
一

位
に
、
建
御
名
方
富
命
前
八
坂
刀
自
命
神
が
従
二
位
か
ら
正
二
位
に
叙
位
さ
れ
て
い
て
、
同

月
の
二
六
日
武
水
別
神
が
、
前
年
六
月
一
日
無
位
か
ら
、
一
飛
び
に
従
二
位
を
授
け
ら
れ
た

の
に
続
い
て
官
社
に
列
せ
ら
れ
た
の
は
、
建
御
名
方
富
命
神
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。

＊�

平
安
時
代
末
に
こ
の
地
は
石
清
水
八
幡
宮
の
庄
園
で
、
そ
の
別
宮
が
勧
請
さ
れ
た
。
武
水
別

神
社
と
称
す
る
に
至
っ
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
で
、
中
世
廃
絶
し
た
武
水
別
神
社
の
古

昔
を
追
慕
し
て
、
八
幡
宮
を
武
水
別
神
社
と
し
た（

（
（

。

　

武
水
別
神
社
の
祭
神
は
諏
訪
社
と
関
係
が
あ
る
と
い
う
。
諏
訪
大
社
は
水
と
風
が
信
仰
の
根

底
に
あ
る（

（
（

が
、
武
水
別
神
社
は
社
名
か
ら
し
て
も
水
に
関
わ
る
。

【
大
頭
祭
と
夜
練
り
】

　

武
水
別
神
社
で
有
名
な
行
事
が
昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
年
）
に
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財

に
指
定
さ
れ
た
大
頭
祭
で
あ
る
。
大
頭
祭
は
毎
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
五
日
間
に
わ
た
っ
て
、

そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
を
神
に
感
謝
す
る
新
嘗
祭
で
、
七
郷
（
現
在
の
千
曲
市
八
幡
・
更
科
・
五
加

地
区
）
の
氏
子
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
頭
人
五
名
が
、
五
⇒
四
⇒
二
⇒
一
⇒
三
の
順
序
で
位
が
上

が
る
。
祭
礼
の
名
は
三
番
頭
が
最
高
位
の
「
大
頭
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
期
間
中
、
お

供
え
物
（
御
供
・
神
饌
物
）
を
神
社
へ
奉
進
す
る
お
練
り
（
献
備
品
奉
進
祭
）
を
行
い
、
新
穀
を

神
に
捧
げ
て
収
穫
を
感
謝
す
る
。
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
歴
代
の
頭
人
の
氏
名
を
記
し
た

「
御
頭
帳
」
の
記
録
に
は
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
年
）
か
ら
頭
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

大
頭
祭
で
賑
わ
う
の
は
「
練
り
祭
り
（
大
名
行
列
・
練
り
込
み
）」
で
、
そ
の
期
間
中
、
一
番

頭
か
ら
順
に
五
番
頭
ま
で
の
頭
人
が
、
齋
ノ
森
神
社
か
ら
武
水
別
神
社
ま
で
（
約
一
キ
ロ
）
大

行
列
を
つ
く
っ
て
、
米
や
野
菜
類
と
い
っ
た
神
饌
物
を
神
社
に
歩
き
運
ぶ
。
大
行
列
に
は
、
宝

船
や
武
者
行
列
・
お
囃
子
な
ど
趣
向
を
こ
ら
し
た
練
り
物
が
加
わ
り
、
長
い
行
列
と
な
る
。
途

中
、
御
供
ま
き
と
い
っ
て
宝
船
か
ら
ミ
カ
ン
や
日
用
品
な
ど
が
撒
か
れ
、
人
び
と
が
争
っ
て
こ

れ
を
拾
う
。
ま
た
一
三
日
に
は
四
番
頭
の
練
り
歩
き
に
加
え
、
大
頭
で
あ
る
三
番
頭
の
「
夜
練

り
祭
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
大
頭
だ
け
が
行
い
、
氏
子
の
責
任
を
完
全
に
果
た
し
、
更
に
自

分
の
信
仰
を
遂
げ
て
神
人
合
一
の
境
地
を
得
る
、
祭
事
中
最
も
重
要
な
儀
式
と
さ
れ
る
。
こ
の

際
、
神
宝
を
奉
持
し
て
大
鳥
居
前
か
ら
行
列
を
た
て
る（

（
（

。

　

「
夜
練
り
」
は
先
達
、
頭
人
ら
が
獅
子
面
や
伎
楽
面
な
ど
の
宝
物
と
と
も
に
、
武
水
別
神
社

の
一
の
鳥
居
か
ら
拝
殿
へ
向
か
う
行
列
で
、
そ
の
後
、
拝
殿
で
頭
人
以
下
五
役
に
御
幣
を
戴
か

せ
る
「
拝
殿
行
事
」
が
あ
る
。「
拝
殿
行
事
」
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
法
華
講
八
講
（
あ

る
い
は
十
講
）
で
、「
夜
練
り
」
は
そ
の
行
道
だ
と
説
明
さ
れ
て
き
て
い
る
。
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「
行
道
」
と
は
仏
教
行
事
で
、
① 

仏
語
。
僧
尼
が
行
列
し
て
経
を
読
み
な
が
ら
仏
像
や
仏

殿
の
周
囲
を
め
ぐ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
儀
式
。
② 

僧
尼
が
経
を
唱
え
な
が
ら
歩
く
こ
と
。

読
経
し
な
が
ら
道
を
行
く
こ
と
。
③ 

仏
道
を
修
行
す
る
こ
と
。
④ 

人
や
物
が
同
じ
と
こ
ろ
を

ぐ
る
ぐ
る
め
ぐ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
め
ぐ
る
道（

（
（

。
で
あ
る
。

　

福
原
敏
男
は
夜
練
り
を
中
央
で
成
立
し
た
行
事
が
、
武
水
別
神
社
の
行
事
と
し
て
定
着
し
た

と
と
ら
え
、
裏
八
幡
（
後
戸
の
神
）
に
納
め
ら
れ
て
い
る
法
華
経
八
巻
と
頭
人
を
中
核
と
し
、

獅
子
、
伎
楽
面
、
本
餅
柳
（
本
地
柳
と
も
）
な
ど
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る（

（
（

。
な
お
、

夜
練
り
に
お
い
て
現
在
で
は
、
獅
子
、
伎
楽
面
は
行
列
の
際
は
担
が
れ
た
り
手
に
持
た
れ
た
り

し
、
拝
殿
で
は
祭
場
の
装
飾
具
と
な
っ
て
い
る
が
、
福
原
敏
男
の
示
す
祭
礼
図
（『
八
幡
大
頭
祭

絵
巻
』、
武
居
音
兵
衛
蔵『
大
頭
祭
絵
巻
』）を
参
照
す
る
と
、
頭
の
上
に
載
せ
る
よ
う
に
し
て
被
っ

て
い
る
。

【
獅
子
頭
】

　

夜
練
り
に
出
る
獅
子
頭
な
ど
は
千
曲
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。平
造
り
で
、

下
顎
と
面
部
が
分
か
れ
て
い
る
。面
部
は
正
面
三
八
㎝
、奥
行
き
四
三
・
五
㎝
で
、高
さ
一
八
・

〇
㎝
、
奥
の
高
さ
一
五
・
〇
㎝
、
下
顎
部
は
正
面
三
八
・
〇
㎝
、
奥
行
四
二
・
〇
㎝
、
前
面
の

高
さ
七
・
五
㎝
、
奥
高
四
・
五
㎝
あ
る
。
縦
長
で
な
く
て
奥
行
き
の
あ
る
扁
平
な
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
る
。

　

面
部
の
鼻
は
大
き
く
高
く
、
鼻
孔
が
非
常
に
大
き
い
。
目
球
も
大
き
く
、
眉
毛
・
頭
髪
は
粗

い
毛
筋
を
彫
出
し
、
眉
毛
は
目
元
の
上
で
渦
巻
状
に
な
り
、
頭
髪
も
頭
上
で
左
右
か
ら
の
巻
き

込
み
に
よ
っ
て
渦
文
を
構
成
し
て
い
る
。
上
顎
の
歯
は
正
面
で
七
個
・
奥
歯
左
右
に
各
二
個
、

下
顎
は
正
面
七
個
・
左
右
各
一
個
で
、
ど
れ
も
歯
茎
を
彫
り
出
し
と
し
て
い
る
。

　

金
剛
力
士
の
二
面
は
ほ
と
ん
ど
同
大
で
、
頂
き
か
ら
顎
ま
で
三
二
・
五
㎝
あ
る
。
一
つ
は
開

口
し
、
他
は
閉
口
し
て
、
阿
・
吽
を
示
し
て
い
る
外
、
作
風
は
全
く
同
じ
で
、
一
木
造
り
、
内

刳
り
と
し
、
共
に
朱
彩
漆
塗
り
と
し
て
い
る
が
部
分
的
に
落
剥
が
あ
る
。
金
剛
力
士
の
頂
上
部

に
補
修
の
矧
付
部
分
が
あ
る
外
は
、
ほ
と
ん
ど
原
初
の
姿
を
保
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
面
と

も
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
か
る
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

　

第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
飯
田
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
際
、
飯
田
市
美

術
博
物
館
に
お
い
て
「
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー
ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
」
が
催
さ
れ
、
こ

の
獅
子
頭
も
展
示
さ
れ
た
。そ
の
際
の
図
録
に
よ
れ
ば
、木
造
彫
眼
彩
色
で
面
奥
四
三
・
五
㎝
、

高
さ
三
一
・
一
㎝
で
、
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
時
代
の
一
四
世
紀
の
作
だ
と
い
う
。
図
録
の
解
説
に

は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　

こ
の
獅
子
頭
は
、
大
頭
祭
の
四
日
目
（
十
二
月
十
三
日
）
に
行
わ
れ
る
「
夜
練
り
」
と
い
う

行
道
の
な
か
で
登
場
す
る
。
夜
練
り
は
、
も
と
は
神
宮
寺
で
営
ま
れ
て
い
た
法
華
経
を
講
讃
す

る
法
華
八
講
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
現
在
で
は
伎
楽
面
や
獅
子
頭
は
担
い
だ
り
手
に
持
つ
な
ど

し
て
練
り
歩
く
が
、
江
戸
時
代
後
半
期
頃
の
夜
練
り
の
様
子
を
描
い
た
大
頭
祭
大
門
行
列
絵
巻

を
み
る
と
、
か
つ
て
は
獅
子
頭
を
頭
上
に
載
せ
る
よ
う
に
し
て
被
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

耳
や
た
て
が
み
を
含
む
頭
部
と
下
顎
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
一
材
よ
り
彫
成
す
る
。
扁
平
で
前
後

に
長
い
形
状
は
鎌
倉
～
室
町
期
の
獅
子
頭
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
歯
を
一
本
ず
つ
彫
出
し

た
り
、
耳
を
別
材
と
せ
ず
、
た
て
が
み
を
線
刻
と
す
る
点
は
本
獅
子
頭
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

表
面
の
彩
色
は
後
補
。
顎
の
裏
面
に
「
信
州
更
級
郡
／
八
幡
宮
師
子
／
□
永
卯
月
上
旬
」
と
朱

書
さ
れ
る
が
、
修
理
時
の
追
記
か
と
思
わ
れ
る（

（
（

。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
行
道
の
場
合
、
師
子
は
主
役
で
は
な
く
登
場
す
る
面
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

【
伎
楽
面
と
行
道
】

　

師
子
（
獅
子
）
は
、
古
代
よ
り
伎
楽
の
一
つ
で
あ
っ
た（

（
（

。
伎
楽
が
寺
院
法
会
と
結
び
付
き
、

古
代
以
来
、
畿
内
の
大
寺
院
に
お
い
て
は
、
獅
子
を
交
え
た
伎
楽
を
含
む
舞
楽
法
会
が
行
わ
れ

た
。
そ
こ
で
の
師
子
は
、
行
道
の
露
払
い
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

武
水
別
神
社
に
お
け
る
拝
殿
行
事
の
祭
場
は
神
社
の
拝
殿
で
、
上
段
正
面
に
机
案
が
設
置
さ

れ
、
夜
練
り
で
運
ば
れ
て
き
た
獅
子
頭
が
二
つ
の
伎
楽
面
の
間
に
安
置
さ
れ
る
。
ま
た
机
案
の

両
端
に
は
鉾
が
立
て
掛
け
ら
れ
る
。
机
案
の
西
側
に
は
唐
櫃
と
榊
、
東
側
に
は
大
麻
が
、
下
段

正
面
の
机
案
に
は
御
幣
、
鈴
、
散
米
が
置
か
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
、
い
く
つ
か
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
一
つ
は
仏
教
行
事
に
使
わ
れ

る
行
道
面
と
さ
れ
る
獅
子
頭
が
廃
仏
毀
釈
の
荒
波
を
超
え
て
、
な
ぜ
残
っ
た
の
か
で
あ
る
。

　

福
原
敏
男
は
、
近
世
に
お
い
て
神
事
と
仏
事
が
分
か
れ
て
行
わ
れ
、
明
治
以
降
は
神
事
の
部

分
が
独
立
し
て
存
続
し
た
た
め
だ
と
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
世
以
降
の
大
頭
祭
の
持
続

と
変
容
を
見
て
ゆ
く
場
合
に
は
、
す
べ
て
を
神
仏
習
合
と
見
る
の
で
は
な
く
、
神
事
と
仏
事
が

分
か
れ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る（

（
（

。

　

獅
子
頭
の
形
態
は
古
い
か
ら
か
が
問
題
で
あ
る
。
平
成
六
年
（
一
九
九
四
年
）
に
東
京
国
立
博

物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
国
宝
法
隆
寺
展
～
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
完
成
記
念
～
」
の
図
録
に

よ
れ
ば
、
伎
楽
は
妓
楽
と
も
書
き
、
仏
典
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
伎
楽
は
奈
良
時
代
に
最
も
盛

ん
に
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
代
の
正
倉
院
文
書
に
は
呉
楽
と
呼
ん
で
い
る
。
伎
楽
面
の
現
存
す

る
も
の
は
御
物
三
一
面
・
正
倉
院
一
六
四
面
・
東
大
寺
二
八
面
・
神
童
寺
等
の
も
の
を
併
せ
て

計
二
二
〇
四
面
と
い
わ
れ
る
。
伎
楽
面
は
、
法
隆
寺
・
西
大
寺
・
観
世
音
寺
・
広
隆
寺
・
弘
輪

寺
等
の
古
資
財
帳
に
よ
る
と
、「
治
道
一　

獅
子
一　

獅
子
子
二　

呉
公
一　

呉
女
一　

金
剛
一

　

迦
楼
羅
一　

崑
崙
一　

力
士
一　

波
羅
門
一　

大
狐
父
一　

太
孤
児
二　

酔
胡
一　

酔
胡
従

八
」
の
以
上
一
〇
種
、
二
三
面
を
伎
楽
一
具
の
基
本
形
式
と
い
う
。
法
隆
寺
に
は
保
延
四
年
（
一

一
三
八
年
）
二
月
二
二
日
の
精
霊
会
の
た
め
に
調
進
さ
れ
た
行
道
面
一
具
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

行
道
の
先
頭
を
切
る
獅
子
頭
二
面（
縦
二
八
・
一
一
㎝
、
縦
二
九
・
二
㎝
）は
い
ず
れ
も
檜
材
製
で
、

上
顎
と
下
顎
を
上
下
に
開
閉
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
、両
耳
や
舌
も
動
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

丸
く
突
出
し
た
両
眼
や
肉
厚
の
鼻
先
の
形
、
口
唇
の
う
ね
り
の
さ
ま
な
ど
、
滑
稽
味
の
あ
る
誇

張
的
な
表
現
が
見
ら
れ
、
平
安
時
代
獅
子
頭
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
う（

（1
（

。

　

正
倉
院
に
残
る
伎
楽
面
の
獅
子
を
見
る
と
、
立
体
的
な
縦
長
で
、
目
も
鼻
も
、
口
も
正
面
を

向
い
て
い
て
、
獅
子
が
ラ
イ
オ
ン
か
ら
出
発
し
た
と
い
わ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
い
か
に
も
動

物
的
な
表
現
で
あ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
鎌

倉
時
代
（
一
三
世
紀
）
に
作
ら
れ
た
行
道
面
の
獅
子
（
二
十
八
部
衆
面
の
う
ち
）
は
人
の
顔
の
形

に
似
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
残
さ
れ
て
い
る
行
道
面
の
獅
子
頭
の
中
に
は
、
立
体
的
で
は

あ
る
が
、
鼻
が
前
に
突
き
だ
し
て
、
や
や
偏
平
な
感
じ
を
受
け
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
獅

子
面
は
ラ
イ
オ
ン
を
神
格
化
し
た
獅
子
以
外
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
獅
子

頭
に
対
す
る
意
識
は
、
古
代
に
導
入
さ
れ
た
時
の
神
獣
意
識
が
時
代
を
超
え
て
そ
の
ま
ま
残
る

の
で
は
な
く
、
時
代
と
と
も
に
変
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
夜
練
り
に
現
れ
る

獅
子
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
、
武
水
別
神
社
理
解
の
上
で
も
大
事
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
拝
殿
行
事
」
で
上
段
正
面
の
机
案
中
央
に
獅
子
頭
が
置
か
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
な

ぜ
最
も
大
事
な
場
所
に
こ
れ
が
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
武
水
別
神
社
の
社
名
を
含
め
、

水
信
仰
と
こ
の
獅
子
と
は
関
係
を
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

【
武
水
別
神
社
と
雨
乞
い
】

　

武
水
別
神
社
は
「
や
わ
た
の
八
幡
さ
ま
」
と
も
呼
ば
れ
、
主
祭
神
の
武
水
別
大
神
は
水
を
司

る
神
様
で
、
善
光
寺
平
の
五
穀
豊
穣
と
千
曲
川
の
氾
濫
防
止
を
祈
念
し
て
祀
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
る
だ
け
に
、
こ
の
神
社
に
は
水
に
関
係
す
る
信
仰
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。

　

古
森
沢
（
川
中
島
）
の
雨
乞
い
で
は
、
武
水
別
神
社
で
祈
禱
し
て
も
ら
っ
た
あ
と
、
帰
っ
て

く
る
と
雨
乞
い
地
蔵
を
水
に
浸
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
戸
隠
神
社
に
参
拝
し
て
お
水
を
も
ら
っ
て

き
た
。
参
拝
す
る
神
社
と
し
て
は
、
村
の
氏
神
な
ど
の
ほ
か
に
は
戸
隠
神
社
、
武
水
別
神
社
が

あ
り
、
さ
ら
に
聖
山
権
現
、
須
坂
市
の
米
子
不
動
尊
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
多
く
、
村
に
来

る
水
の
水
源
近
く
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。
武
水
別
神
社
は
雨
乞
い
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

長
野
市
大
岡
丙
に
あ
る
樋
知
大
神
社
（
ひ
じ
り
だ
い
じ
ん
じ
ゃ
）
の
御
祭
神
は
武
水
別
命
あ

る
い
は　

水
波
女
命
と
さ
れ
る
。
本
殿
の
後
方
に
は
、
長
野
市
指
定
名
勝
に
な
っ
て
い
る
湧
水

の「
お
種
池
」（
田
苗
池
・
種
苗
池
）が
あ
る
。
雨
乞
い
に
霊
験
の
あ
る
神
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、

お
種
池
中
央
の
石
祠
の
周
り
を
冷
水
に
耐
え
て
歩
き
雨
乞
い
し
た
と
い
う
。

　

「
樋
知
大
神
社
略
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
樋
知
大
神
社
は
諏
訪
大
明
神
建
御
名
方
刀
美
命
第
二

の
御
子
武
水
別
命
で
、
貞
観
八
年
（
八
六
六
年
）
六
月
朔
日
従
二
位
に
昇
叙
し
た
。
こ
の
神
は

千
曲
市
と
東
筑
摩
郡
麻
績
村
の
境
に
あ
る
聖
山
を
頂
点
と
す
る
農
業
開
拓
の
守
り
神
で
自
然
を

共
に
農
民
を
慈
む
。「
樋
」
は
水
路
で
「
知
」
は
民
の
暮
ら
し
を
治
め
司
る
大
神
と
す
る
。
古

は
聖
山
を
高
栖
の
山
と
称
し
、
安
曇
野
・
筑
摩
・
川
中
島
平
の
農
民
に
と
っ
て
、
峯
に
か
か
る

雲
の
状
態
で
天
候
を
占
い
、
雨
乞
い
に
よ
り
雨
を
降
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
神
領
よ
り
別
れ
下

る
農
業
用
水
は
、
八
峯
の
源
泉
湧
出
は
実
に
四
十
八
口
、
武
水
別
の
神
恩
に
浴
す
る
村
々
七
十
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竜神としての師子頭―水神の役割を負う師子―

五
ヶ
村
に
及
び
、
そ
の
尊
崇
敬
神
は
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
御
社
は
始
め
峯
に
鎮
座
し

た
が
、
お
田
苗
池
の
ほ
と
り
へ
御
座
な
さ
れ
、
武
（
嶽
）
水
別
の
神
と
奉
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
武
水
別
神
社
は
諏
訪
社
と
も
関
係
が
深
く
、
水
の
神
で
あ
り
、
雨
乞
い
の
対
象

で
も
あ
っ
た
。
特
に
聖
山
の
雲
で
天
候
を
占
っ
た
り
、
雨
乞
い
し
た
り
す
る
の
は
、
諏
訪
大
社

上
社
の
守
屋
山
の
事
例
と
よ
く
似
て
い
る
。

二　

長
野
県
の
雨
乞
い
と
獅
子

　

長
野
県
内
に
は
獅
子
頭
や
獅
子
舞
が
雨
乞
い
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
例
が
随
所
に
あ
る
。

以
下
に
確
認
す
る
。

【
光
前
寺
の
青
獅
子
】

　

平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
年
）

二
月
二
六
日
に
駒
ヶ
根
市
の
有

形
文
化
財
文
化
財
に
指
定
さ
れ

た
、
天
台
宗
別
格
本
山
の
光
前

寺
が
所
蔵
す
る
青
獅
子
と
陵
王

（
龍
王
）・
宇
転
王
（
優
填
王
）

は
い
ず
れ
も
木
造
彫
眼
で
あ
る
。

　

青
獅
子
は
ヒ
ノ
キ
材
を
用

い
、
大
き
さ
は
面
奥
四
四
・
五

㎝
、
幅
三
九
・
五
㎝
、
高
さ 

二
九
・
〇
㎝
で
あ
る
。
神
社
で

行
わ
れ
て
い
る
一
般
の
獅
子
練

り
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
比

べ
、
大
き
い
う
え
に
奥
行
が
深

い
。
彩
色
を
施
し
て
あ
り
、
下

地
は
胡
粉
地
に
紺
青
彩
色
で
、

目
に
金
泥
、
眉
と
髭
は
緑
、
目
尻
と
唇
に
朱
、
歯
に
白
を
塗
る
。
眉
を
つ
り
上
げ
、
目
を
大
き

く
見
開
き
斜
め
前
方
を
に
ら
む
。
耳
は
下
方
に
垂
れ
る
。
眉
・
頬
・
下
顎
の
巻
き
毛
は
蕨
手
状

に
彫
出
す
る
。
内
部
に
「
熱
田
之
住 

森
満
家
法
眼 

同
小
拾
郎
満
泰
公 

元
和
六
暦
庚
申
霜
月
吉

日 

住
持 

法
印
尊
應
」
の
墨
書
が
あ
り
、
江
戸
時
代
初
期
の
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
年
）
に
制

作
さ
れ
た（

（1
（

。
こ
の
奥
行
き
と
高
さ
は
武
水
別
神
社
の
獅
子
面
に
似
て
い
る
。

　

陵
王
面
は
面
長
二
一
・
三
㎝
、
幅
一
七
・
〇
㎝
で
あ
る
。
面
裏
に
「
奉
施
入
代
壱
貫
文
兵
部

卿
法
眼
作 

享
禄
三
年
庚
刀
□
月
日
」
の
墨
書
が
あ
り
、
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
年
）
の
製
作
で

あ
る
。
宇
転
王
面
は
面
長
三
三
・
五
㎝
、
幅
二
四
・
五
㎝
で
あ
る
。
銘
は
無
い
が
、
前
述
し
た

青
獅
子
と
作
風
が
一
致
し
て
お
り
、
同
時
期
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。

　

天
台
宗
の
光
前
寺
は
貞
観
二
年
（
八
六
〇
年
）、
慈
覚
大
師
円
仁
の
弟
子
、
本
聖
上
人
に
よ
っ

て
開
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
伝
承
に
よ
る
と
本
聖
上
人
は
円
仁
に
師
事
し
、
比
叡
山
延
暦
寺
（
滋

賀
県
大
津
市
坂
本
）で
修
行
を
重
ね
た
後
、太
田
切
川
の
上
流
に
あ
る
不
動
滝
を
修
行
場
に
定
め
、

毎
日
修
行
し
て
い
る
と
、
不
動
明
王
像
が
滝
の
中
か
ら
出
現
し
た
の
で
、
霊
地
と
悟
り
当
地
を

開
墾
、
一
宇
を
設
け
て
一
大
霊
場
と
し
て
整
備
し
た
と
い
う
。

　

光
前
寺
は
そ
の
後
、
戸
隠
山
（
当
時
の
顕
光
寺
、
顕
光
寺
は
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
令
と
廃
仏
毀

釈
運
動
に
よ
り
廃
寺
）、
善
光
寺
、
更
級
八
幡
神
宮
寺
（
現
在
の
武
水
別
神
社
、
神
宮
寺
は
明
治
時

代
の
神
仏
分
離
令
と
廃
仏
毀
釈
運
動
に
よ
り
廃
寺
）、
佐
久
津
金
寺
、
と
と
も
に
「
信
濃
五
大
寺
」

「
天
台
宗
信
濃
五
山
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
発
展
し
、
江
戸
時
代
に
は 

六
〇
石
を
有
し
た
。

　

水
に
関
係
す
る
不
動
滝
が
寺
の
出
発
点
に
関
わ
り
、
戸
隠
神
社
、
武
水
別
神
社
と
も
並
ん
で

呼
ば
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
両
神
社
と
と
も
に
共
通
す
る
の
は
雨
乞
い
信
仰
で
あ
る
。

光
前
寺
は
古
く
か
ら
雨
乞
い
に
御
利
益
が
あ
る
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
青
獅
子

だ
っ
た
。
旱
魃
に
際
し
て
こ
の
面
を
持
ち
出
す
と
決
ま
っ
て
雨
が
降
る
と
信
じ
ら
れ
き
た
。
明

治
二
一
年
（
一
八
八
八
年
）
に
は
大
規
模
な
山
火
事
が
発
生
し
五
日
五
晩
燃
え
続
け
た
た
め
、

青
獅
子
に
降
雨
祈
願
を
行
い
、
雨
に
よ
り
山
火
事
を
消
し
止
め
た
と
い
う
。
駒
ヶ
岳
の
中
岳（
標

高
二
九
二
七
ｍ
）
の
山
頂
付
近
に
あ
る
大
岩
を
「
雨
乞
石
」
と
称
し
、
傍
ら
に
祠
が
設
け
ら
れ

て
い
た
。
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）、
大
旱
魃
が
発
生
し
、
村
人
は
水
を
求
め
て
激
し
い
争

い
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
青
獅
子
を
密
か
に
持
ち
出
し
て
、
駒
ヶ
岳
ま
で
登
拝
し
濃
ヶ
池
の
霊

光前寺の青獅子（駒ヶ根市教育委員会提供）



6

長野県立歴史館研究紀要第32号（2026.3）

水
を
か
け
雨
乞
い
祈
願
を
し
た
と
こ
ろ
、
突
如
と
し
て
雨
が
降
り
だ
し
村
人
は
救
わ
れ
争
い
も

無
く
な
っ
た
。
村
人
は
青
獅
子
に
感
謝
し
て
雨
乞
石
に
「
雨
乞
記
念
石
大
正
十
三
年
八
月　

昇

天
之
際　

赤
穂
倉
田
利
市　

於
此
石
上
祈
願　

成
就
」、
雨
宿
り
し
た
石
室
に
「
青
獅
子
岩
」

と
刻
ん
だ
と
い
う
。

　

秘
宝
の
青
獅
子
は
御
開
帳
の
最
後
に
外
に
出
し
て
客
殿
か
ら
本
殿
ま
で
練
る
と
、
必
ず
降
雨

が
あ
り
踏
み
固
め
た
境
内
を
清
め
る
働
き
を
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
雨
乞
い
の
修
法
と
し
て
獅

子
舞
を
奉
納
し
た
際
に
も
陵
王
と
宇
天
王
を
着
け
て
舞
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
も
獅
子
頭
を

箱
か
ら
取
り
出
す
祭
に
は
コ
ッ
プ
一
杯
の
水
を
供
え
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

六
〇
年
に
一
度
の
御
開
帳
で
は
、
越
天
楽
や
五
常
楽
、
加
陵
頻
、
蝴
蝶
楽
な
ど
格
式
の
高
い

芸
能
を
や
っ
て
お
り
、
そ
の
最
後
に
青
獅
子
が
登
場
し
て
、
人
々
が
踏
み
固
め
た
境
内
に
雨
を

降
ら
せ
て
清
め
た
と
い
わ
れ
る
。
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
年
）
と
四
四
年
（
一
九
六
九
年
）
の

写
真
を
み
る
と
、
今
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
舞
楽
の
舞
が
写
っ
て
い
る（

（1
（

。

【
瑠
璃
寺
の
青
獅
子
】

　

光
前
寺
の
青
獅
子
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
が
、
下
伊
那
郡
高
森
町
の
江
戸
時
代
に
つ
く
ら

れ
た
大
島
山
瑠
璃
寺
の
青
獅
子
で
あ
る
。
瑠
璃
寺
は
天
永
三
年
（
一
一
一
二
年
）
に
で
き
た
と

い
わ
れ
て
お
り
、
本
尊
薬
師
如
来
三
尊
像
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
寺
は
天
台
宗

で
、
江
戸
時
代
の
寺
領
は
二
五
石
だ
っ
た
が
、
源
頼
朝
が
こ
の
寺
を
祈
願
所
に
定
め
た
と
も
い

わ
れ
る
。

　

獅
子
舞
は
寺
の
開
山
と
と
も
に
始
ま
っ
た
と
い
う
。今
日
の
獅
子
に
は
宇
天
王
や
猿
、男
鬼
・

女
鬼
が
つ
く
。
宇
天
王
は
舞
楽
の
所
作
を
伝
え
、
手
綱
を
持
っ
て
獅
子
を
曳
く
。
そ
の
モ
チ
ー

フ
は
、
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
や
絵
画
に
見
え
、
五
台
山
文
殊
信
仰
の
仏
教
説
話
を
獅
子
舞
と
し
て

表
し
て
い
る
。『
万
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
寺
院
が
で
き
た
と
き
か
ら
三
月
四
日
に
獅
子
児
の
儀

礼
を
始
め
た
が
、
戦
乱
の
世
に
古
い
伝
統
的
な
獅
子
舞
が
途
絶
え
た
。
瑠
璃
寺
の『
年
暦
私
記
』

に
、
宇
天
王
の
面
を
享
保
一
〇
年
（
一
七
二
五
年
）
に
飯
田
工
匠
楠
木
源
右
兵
衛
が
作
っ
た
と

あ
る
。
そ
し
て
、
享
保
一
二
年
に
陵
王
の
面
を
こ
し
ら
え
と
い
う（

（1
（

。

　

瑠
璃
寺
に
は
火
災
で
焼
け
た
青
獅
子
が
あ
っ
た
。
こ
の
獅
子
は
雨
を
呼
ぶ
と
信
じ
ら
れ
、
日

照
り
が
続
く
と
雨
乞
い
の
た
め
不
動
滝
ま
で
持
っ
て
行
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
享

保
一
七
年
（
一
七
三
二
年
）
に
朱
漆
塗
り
の
獅
子
頭
が
作
ら
れ
、
最
近
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
。

光
前
寺
と
瑠
璃
寺
の
朱
漆
塗
り
の
獅
子
頭
を
比
較
す
る
と
、
瑠
璃
寺
の
も
の
は
デ
フ
ォ
ル
メ
さ

れ
て
い
る
が
、
三
本
の
渦
巻
き
の
髭
と
顎
鬚
の
形
、
鼻
や
眉
毛
の
形
が
光
前
寺
の
と
ま
っ
た
く

同
じ
で
、
瑠
璃
寺
の
獅
子
頭
は
光
前
寺
の
そ
れ
を
真
似
て
作
っ
た
に
違
い
な
い
。
宇
天
王
面
も

陵
王
面
も
両
寺
の
面
は
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

　

光
前
寺
で
の
青
獅
子
に
は
、
宇
天
王
の
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
行
道
し
て
い
く
「
獅
子
児
の
舞
」

と
、
陵
王
と
セ
ッ
ト
に
な
る
「
獅
子
陵
王
の
舞
」
が
あ
っ
た
。
光
前
寺
の
境
内
図
を
み
る
と
、

客
殿
か
ら
出
て
右
に
折
れ
て
参
道
を
進
む
と
門
を
潜
っ
た
と
こ
ろ
に
池
が
あ
り
、
弁
財
天
が
祀

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
横
に
は
舞
堂
（
現
在
の
奏
楽
堂
）
が
あ
る
。
客
殿
を
出
て
参
道
を
歩
い
て

行
く
間
が
「
獅
子
児
の
舞
」
で
、
こ
の
池
の
端
で
舞
っ
た
の
が
「
獅
子
陵
王
の
舞
」
だ
っ
た
と

櫻
井
は
推
測
す
る
。
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
年
）
の
写
真
で
は
、
池
の
中
に
設
け
た
舞
台
上
で

胡
蝶
楽
を
舞
っ
て
お
り
、
池
の
端
の
奏
楽
堂
で
は
囃
子
を
奏
で
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
陵
王
が

出
て
青
獅
子
を
操
り
、
雨
を
呼
ぶ
雨
乞
い
の
舞
を
舞
っ
た
と
考
え
る
。
瑠
璃
寺
で
は
、
青
獅
子

は
不
動
滝
か
ら
出
現
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
そ
し
て
参
道
を
歩
く
と
き
は
「
獅
子
児

の
舞
」、
薬
師
堂
前
の
池
の
端
で
「
陵
王
の
舞
」
を
舞
っ
た
の
だ
ろ
う（

（1
（

。

　

現
在
の
獅
子
頭
は
全
体
に
扁
平
で
、
目
に
穿
た
れ
た
大
き
な
眼
孔
、
平
に
裁
ち
落
と
さ
れ
た

鼻
や
盛
り
上
が
っ
て
渦
を
巻
く
眉
に
特
徴
が
あ
る
。
紺
青
塗
の
た
め
青
獅
子
と
呼
ば
れ
、
雨
乞

い
に
祭
し
て
不
動
滝
に
担
ぎ
出
し
た
と
言
わ
れ
る
。
昭
和
五
九
年
（
一
九
八
四
年
）
の
庫
裡
火

災
で
喪
わ
れ
た（

（1
（

。

　

瑠
璃
寺
の
青
獅
子
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
。
京
か
ら
仏
師
が
や
っ
て
来

て
、仏
様
を
彫
ら
せ
て
く
れ
と
頼
ん
だ
が
、住
職
は
信
用
せ
ず
に
獅
子
舞
の
獅
子
を
依
頼
し
た
。

仏
師
は
滝
に
打
た
れ
て
製
作
し
、
や
が
て
獅
子
は
で
き
た
が
不
出
来
だ
っ
た
の
で
滝
壺
に
投
げ

込
ん
だ
。
す
る
と
獅
子
は
真
っ
青
に
な
っ
て
浮
き
上
が
り
、
う
な
り
を
あ
げ
た
。
鍋
が
割
れ
、

雷
鳴
が
と
ど
ろ
い
て
豪
雨
に
な
っ
た
。
後
、
こ
こ
を
鍋
割
と
い
い
、
青
獅
子
は
雨
乞
い
獅
子
と

さ
れ
た
。

　

瑠
璃
寺
の
奥
の
院
に
あ
た
る
不
動
滝
は
、
瑠
璃
寺
開
創
の
師
観
誉
僧
都
が
大
滝
に
感
激
し
、
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不
動
明
王
の
石
造
を
祀
り
不
動
滝
と
名
づ
け
た
。
日
照
の
時
、
瑠
璃
時
の
青
獅
子
を
村
人
が
不

動
滝
に
担
ぎ
上
げ
雨
乞
い
を
す
る
と
不
思
議
と
雨
が
降
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

こ
こ
で
も
滝
と
雨
乞
い
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

【
鳩
ヶ
嶺
八
幡
宮
の
獅
子
頭
】

　

飯
田
市
松
尾
の
鳩
ヶ
嶺
八
幡
宮
が
伝
え
て
き
た
獅
子
頭
は
飯
田
市
美
術
博
物
館
寄
託
さ
れ
、

飯
田
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。木
造
彫
眼
で
面
奥
四
二
・
六
㎝
、高
さ
二
五
・

〇
㎝
の
大
き
さ
で
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
初
期
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
き

く
盛
り
上
が
っ
た
鼻
に
、
ま
く
れ
上
が
っ
た
上
唇
を
持
つ
。
目
は
眼
球
の
瞳
の
部
分
が
突
き
出

し
、
目
尻
が
鋭
く
流
れ
、
眉
は
直
線
的
で
、
眉
間
に
は
立
体
感
の
あ
る
皺
を
持
つ
。
頭
頂
は
平

坦
で
、
高
さ
に
比
べ
て
顎
が
長
く
、
古
師
子
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
鼻
先
ま
で
の
長
さ
が
長

く
、
扁
平
で
あ
る
。
全
体
に
黒
色
を
な
し
、
目
・
鼻
・
頬
・
歯
な
ど
に
金
箔
が
遺
り
、
唇
に
朱

彩
色
が
あ
る
。
唇
だ
け
が
赤
く
て
黒
い
が
、
こ
れ
も
青
獅
子
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
獅
子
頭
は
、

通
称
「
青
師
子
」
と
呼
ば
れ
、
旱
魃
に
な
る
と
、
天
竜
川
へ
担
ぎ
出
し
て
川
の
水
で
洗
う
と
い

わ
れ
る（

（1
（

。

　

こ
こ
で
も
偏
平
な
獅
子
面
が
雨
乞
い
に
使
わ
れ
て
い
る
。

【
ギ
ョ
ウ
ド
獅
子
舞
】

　

下
伊
那
郡
下
條
村
の
大
山
田
神
社
の
一
〇
月
一
〇
日
の
秋
祭
り
に
奉
納
さ
れ
る
ギ
ョ
ウ
ド
獅

子
舞
は
、
獅
子
を
先
頭
に
神
社
の
境
内
を
浄
め
て
回
る
神
事
で
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）

二
月
一
四
日
に
村
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　

拝
殿
で
の
獅
子
舞
は
、
奇
妙
な
面
を
つ
け
た
神
主
「
へ
エ
オ
イ
」
と
獅
子
の
掛
け
合
い
で
、

別
名
「
蛇
踊
り
」
と
い
わ
れ
る
。
祭
典
後
、
御
幸
祭
（
備
射
祭
行
列
）
が
あ
り
、
古
く
は
社
壇

の
外
を
三
周
し
た
が
、現
在
は
行
列
を
組
ん
で
神
社
の
右
手
奥
の
鳥
居
を
出
て
、外
道
を
回
り
、

正
面
の
鳥
居
か
ら
社
叢
の
中
の
参
道
（
中
道
）
を
進
む
。
ヘ
エ
オ
イ
面
が
、
伏
せ
る
師
子
の
背

中
に
突
き
出
た
六
本
の
角
を
三
回
ず
つ
三
回
切
り
、
最
後
に
師
子
乗
り
を
演
ず
る
。
こ
れ
は
八

岐
大
蛇
を
素
戔
嗚
尊
が
退
治
す
る
場
面
を
あ
ら
わ
す
。
古
文
書
に
「
大
蛇
切
面
舞
」
と
あ
り
、

師
子
は
「
大
蛇
頭
」、
ヘ
エ
オ
イ
は
「
大
蛇
切
面
」
と
さ
れ
る
。
な
お
、
師
子
に
は
御
幸
祭
で

は
四
人
、
拝
殿
で
は
三
人
が
入
る（

（2
（

。

　

こ
の
時
に
用
い
ら
れ
る
獅
子
頭
（
大
蛇
面
）
木
造
彫
眼
、
面
奥
四
二
・
三
㎝
、
高
さ
三
五
・

二
㎝
あ
り
、
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
の
作
と
さ
れ
る
。
彫
り
が
粗
く
、
眉
と
眼
球
に
墨
を
塗
る
以

外
は
彩
色
も
な
く
、
未
完
成
品
か
と
疑
わ
せ
る
作
例
だ
が
、
前
方
に
伸
び
た
顎
と
大
き
く
ま
く

れ
上
が
っ
た
唇
に
古
態
を
留
め
る
。
大
山
田
神
社
の
宝
物
記
録
に
「
一
、
大
蛇
頭　

王
代
ノ
頃

本
郡
殿
岡
公
文
所
ヨ
リ
奉
納
セ
シ
モ
ノ
但
作
者
不
詳
」、
頭
を
納
め
る
木
箱
に
「
公
文
所
よ
り

人
気
直
し
の
蛇
頭
を
当
社
に
納
め
給
ひ
神
楽
御
免
田
歌
祭
り
と
云
」
と
記
さ
れ
る
。
殿
岡
公
文

所
は
飯
田
市
伊
賀
良
下
殿
岡
に
あ
る
。
こ
の
頭
は
現
在
使
用
さ
れ
て
い
な
い（

（2
（

。

　

寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
年
）
に
描
か
れ
た
「
大
山
田
神
社
儀
式
」
は
、
現
在
の
師
子
と
な

る
以
前
の
「
大
蛇
頭
」（
八
岐
大
蛇
）
の
祭
礼
を
描
く
が
、
ヘ
エ
オ
イ
や
夫
婦
面
は
描
か
れ
ず
、

先
頭
が
持
つ
榊
の
枝
に
鼻
高
面
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
大
蛇
頭
の
胴
部
は
ま
さ
し
く
蛇
体
で
あ

る
。
古
文
書
に
は
「
後
世
氏
子
ノ
思
付
ニ
テ
師
子
ト
ナ
ル
」
と
あ
り
、
大
蛇
で
は
人
が
集
ま
ら

な
い
の
で
師
子
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（

（2
（

。

　

櫻
井
弘
人
は
古
い
獅
子
は
青
、
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
や
絵
画
を
み
て
も
青
で
、
こ
の
青
い
獅
子

は
一
方
で
龍
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
大
山
田
神
社
の
獅
子
は
も
と
も
と
龍
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
て
、
こ
の
姿
を
描
い
た
絵
も
残
っ
て
い
る
と
す
る（

（2
（

。
獅
子
頭
の
中
に
は
青
獅
子
の
よ
う
に
、

龍
を
示
す
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。

【
下
伊
那
の
獅
子
】

　

青
獅
子
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
高
さ
に
比
べ
て
顎
が
長
く
、
鼻
が
平
に
切
り
落
と
さ
れ
た

よ
う
な
形
で
、
頭
頂
が
平
坦
の
獅
子
頭
は
、
直
接
雨
乞
い
に
関
係
な
く
と
も
下
伊
那
の
芸
能
に

は
た
く
さ
ん
に
現
れ
る
。

　

有
名
な
新
野
の
雪
祭
り
で
は
、「
し
ず
め
」
に
し
ず
め
役
と
獅
子
が
登
場
し
、
八
幡
様
の
駒

と
同
じ
よ
う
に
薦
の
上
に
伏
せ
た
獅
子
に
呪
文
を
か
け
背
中
に
ま
た
が
る
。
諸
々
の
神
様
を
鎮

め
、
ま
た
獣
害
を
収
め
る
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
獅
子
は
顔
全
体
が
扁
平
、
四
角
で
あ
る
。

下
條
村
の
大
山
田
神
社
で
行
わ
れ
る
ギ
ョ
ウ
ド
獅
子
舞
と
同
じ
く
龍
を
鎮
め
る
意
図
も
感
じ
ら
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れ
る
。

　

浜
松
市
天
竜
区
水
窪
町
で
行
わ
れ
て
い
る
西
浦
田
楽
は
新
野
の
雪
祭
り
と
の
関
係
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
の
獅
子
は
新
野
の
獅
子
と
そ
っ
く
り
で
、
頭
を
敢
え
て
言
う
な
ら
鰐
の
よ

う
な
形
で
あ
る
。

　

飯
田
市
上
村
下
栗
の
霜
月
祭
り
に
は
龍
頭
（
た
つ
が
し
ら
）・
ち
ん
ち
ゃ
こ
が
出
る
。
龍
頭
は

西
浦
田
楽
の
獅
子
頭
に
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
龍
頭
は
紺
地
の
股
引
を
は
き
、
上
半
身
に
幌
を
か

ぶ
り
、
頭
を
頭
上
に
持
ち
あ
げ
て
舞
い
、
真
っ
赤
な
衣
装
の
ち
ん
ち
ゃ
こ
が
湯
木
の
幣
串
を
両

手
に
持
ち
、
囃
子
に
合
わ
せ
て
龍
頭
の
頭
を
叩
い
て
は
後
退
す
る
。
火
床
の
周
り
を
一
周
し
て

正
面
ま
で
来
る
と
、ち
ん
ち
ゃ
こ
は
龍
頭
を
残
し
て
引
き
上
げ
る
。人
々
に
悪
さ
を
す
る
龍
を
、

ち
ん
ち
ゃ
こ
が
起
こ
し
て
知
恵
を
働
か
せ
て
ね
じ
伏
せ
、
神
の
使
い
に
す
る
、
と
い
わ
れ
て
い

る
。他
所
で
は
獅
子
頭
と
さ
れ
る
形
が
龍
頭
と
な
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。櫻
井
弘
人
は
ち
ゃ

ん
ち
ゃ
こ
が
龍
頭
を
叩
く
の
は
、
龍
を
怒
ら
せ
て
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
う
雨
乞
い
だ
と
す
る（

（2
（

。

こ
の
よ
う
な
偏
平
で
角
形
の
獅
子
は
龍
な
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
が
故
に
、
雨
乞
い
と
つ

な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

天
龍
村
坂
部
の
冬
祭
り
の
獅
子
頭
は
扁
平
で
は
な
い
も
の
の
、
鼻
先
が
垂
直
に
断
ち
切
ら
れ

た
よ
う
に
頂
部
が
平
で
あ
る
。

【
天
狗
と
獅
子
の
神
事
】

　

上
伊
那
郡
辰
野
町
北
大
出
の
神
明
神
社
の
お
舟
祭
り
は
天
狗
祭
り
、
悪
魔
払
い
、
ま
た
は
雨

乞
い
の
神
事
と
も
呼
ば
れ
、
毎
年
一
〇
月
第
三
日
曜
の
正
午
頃
か
ら
行
わ
れ
る
。

　

神
明
神
社
の
鎮
座
す
る
神
明
山
の
麓
の
大
鳥
居
の
脇
に
お
い
て
、
葉
の
茂
っ
た
青
竹
で
櫓
の

舟
形
を
作
り
、
笠
鉾
を
先
頭
に
太
鼓
の
音
と
勇
ま
し
い
掛
け
声
で
お
舟
道
を
か
つ
い
で
登
る
。

お
舟
か
ら
天
狗
が
飛
び
出
し
、
見
物
の
群
衆
の
中
に
お
ど
り
か
か
り
、
広
い
境
内
を
縦
横
無
尽

に
暴
れ
ま
わ
る
。
天
狗
が
お
舟
に
戻
る
と
、
次
は
獅
子
が
出
て
、
境
内
の
群
衆
の
中
に
入
り
咬

み
つ
い
て
歩
く
。
こ
の
時
、
獅
子
に
咬
み
つ
い
て
も
ら
う
と
無
病
息
災
で
幸
福
に
な
る
と
い
わ

れ
て
い
る（

（2
（

。
こ
こ
で
も
雨
乞
い
と
獅
子
と
が
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。

【
神
明
神
社
の
お
舟
祭
り
】

　

辰
野
町
の
上
横
川
神
社
の
獅
子
舞
の
伝
承
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五

年
）、
六
年
と
連
続
凶
作
で
、
五
月
の
植
え
付
け
時
に
毎
日
の
晴
天
が
続
き
、
山
の
雪
も
少
な

く
正
月
ご
ろ
か
ら
奥
山
の
峰
は
地
肌
が
見
え
て
い
た
。
横
川
川
の
水
は
涸
れ
、
畑
の
作
物
も
よ

れ
あ
が
っ
て
枯
れ
、
各
沢
か
ら
呑
み
水
さ
え
流
れ
な
く
な
り
、
加
え
て
疫
病
が
大
流
行
し
、
毎

日
数
人
の
死
者
が
上
横
川
地
区
か
ら
出
た
。村
人
は
病
気
が
う
つ
る
と
い
っ
て
外
出
も
で
き
ず
、

た
だ
天
を
仰
い
で
雨
を
待
つ
ば
か
り
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
瑞
光
寺
の
住
職
の
発
案
で
村
人
が
集

ま
り
話
し
合
っ
た
末
、
何
か
の
祟
り
に
違
い
な
い
、
こ
れ
を
鎮
め
る
に
は
伊
勢
へ
行
っ
て
悪
魔

払
い
の
獅
子
を
頼
ん
で
く
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
衆
議
一
決
し
て
、
二
人
の
若
者
を
使
い
に
出
し

た
。
二
人
は
伊
勢
へ
到
着
、
神
楽
師
の
総
家
の
門
を
叩
き
、
村
人
を
救
う
た
め
獅
子
神
楽
の
派

遣
を
頼
ん
だ
。
事
情
を
聞
い
た
総
家
は
大
神
楽
師
二
人
を
派
遣
し
た
。
二
人
の
若
者
は
二
人
の

神
楽
師
を
案
内
し
て
門
前
に
帰
っ
た
。

　

瑞
光
寺
を
宿
と
し
て
三
日
三
夜
祈
祷
、
持
っ
て
き
た
獅
子
頭
を
つ
け
て
本
堂
で
勇
壮
に
悪
魔

払
い
の
舞
を
行
い
、
そ
の
後
村
の
各
家
々
の
悪
魔
払
い
を
七
日
間
お
こ
な
っ
た
。
七
日
目
の
夜

半
か
ら
雷
鳴
が
し
て
大
粒
の
雨
が
奥
山
か
ら
降
り
だ
し
、
旱
天
続
き
で
枯
死
寸
前
だ
っ
た
畑
作

物
も
息
を
吹
き
返
し
、
各
沢
の
水
も
横
川
川
も
ご
う
ご
う
と
音
を
た
て
て
流
れ
、
疫
病
で
死
ぬ

人
も
こ
の
雨
以
後
め
っ
き
り
減
り
、
一
ヶ
月
ほ
ど
の
間
に
山
の
木
も
畑
の
作
物
も
田
の
稲
も

青
々
と
し
て
も
と
の
平
和
な
村
に
返
っ
た
。
こ
の
様
子
を
み
た
二
人
の
神
楽
師
も
安
心
し
て
自

分
達
の
仕
事
は
終
わ
っ
た
。
獅
子
頭
を
置
い
て
帰
る
か
ら
以
後
毎
年
悪
魔
払
い
を
行
う
よ
う
に

と
手
ほ
ど
き
を
し
て
数
日
後
に
伊
勢
へ
帰
っ
た
。
以
来
今
日
ま
で
毎
年
氏
神
様
の
例
祭
に
は
こ

の
行
事
を
続
け
て
き
た
。伊
勢
か
ら
持
っ
て
き
た
獅
子
頭
は
損
傷
が
ひ
ど
い
の
で
新
し
く
作
り
、

現
在
は
そ
の
頭
で
舞
っ
て
い
る
（
竹
渕
甲
子
男
・
第
八
〇
号
・
昭
和
五
八
年
一
月
二
八
日
（
（2
（

）。
こ
こ

で
も
獅
子
舞
が
雨
乞
い
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
塩
野
神
社
の
木
造
獅
子
頭
】

　

上
田
市
塩
田
平
の
前
山
に
あ
る
塩
野
神
社
の
二
面
の
獅
子
頭
は
、
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
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年
）
四
月
八
日
に
上
田
市
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
獅
子
頭
は
か
つ
て
霊
調
伏
の
た
め
に

神
前
に
奉
納
さ
れ
た
獅
子
舞
の
頭
と
考
え
ら
れ
る
。
用
材
は
、
第
一
面
は
桐
材
、
第
二
面
は
松

材
で
あ
る
。
第
一
面
は
面
高
三
三
・
五
㎝
、
面
奥
四
四
・
五
㎝
、
面
幅
三
八
・
五
㎝
で
あ
る
。

第
二
面
は
面
高
二
三
・
〇
㎝
、
面
奥
四
六
・
五
㎝
、
面
幅
三
一
・
一
㎝
で
、
全
体
が
偏
平
で
、

奥
行
き
が
深
く
細
長
い
頭
で
あ
る
。
第
一
面
は
円
頂
で
、
第
二
面
は
角
形
で
低
く
平
ら
で
、
両

面
と
も
白
土
の
下
地
に
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ
る
が
、
剥
落
が
進
み
現
状
は
素

地
と
な
っ
て
い
る
。
両
面
と
も
伎
楽
面
の
系
統
を
ひ
く
頭
と
思
わ
れ
、
第
一
面
は
損
傷
が
進
ん

で
い
る
、
太
い
眉
、
大
き
な
眼
球
な
ど
、
全
体
の
素
朴
な
つ
く
り
の
中
に
力
強
さ
を
感
じ
る
。

制
作
年
代
は
、
両
面
の
表
現
様
式
か
ら
み
て
、
第
一
面
は
室
町
時
代
前
半
、
第
二
面
は
室
町
時

代
後
半
と
推
定
さ
れ
る
。
同
社
に
は
雨
乞
い
に
使
用
し
た
と
い
う
伝
承
は
な
い
が
、
彩
色
の
状

態
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い（

（2
（

。

岳
の
幟
の
三
頭
獅
子

　

上
田
市
別
所
温
泉
で
行
わ
れ
る
国
の
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
い
る
岳
の
幟
は
、

毎
年
七
月
一
五
日
に
近
い
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
雨
乞
い
の
祭
り
で
あ
る
。
上
田
市
は
降
水
量

が
少
な
い
た
め
、
塩
田
平
を
中
心
に
た
め
池
で
農
業
用
水
を
確
保
し
て
い
る
。
約
五
百
年
前
の

室
町
時
代
（
伝
承
で
は
永
正
元
年
〔
一
五
〇
四
年
〕）、
大
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
際
、
別
所
温
泉
と

青
木
村
の
境
に
あ
る
夫
神
岳
に
九
頭
竜
権
現
を
ま
つ
り
、
雨
を
降
ら
し
て
く
れ
た
ら
毎
年
あ
ら

ん
限
り
の
布
を
献
上
す
る
と
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
雨
が
降
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
毎
年
、
布
を
竹
ざ

お
に
付
け
て
夫
神
岳
に
登
り
、
お
参
り
し
て
下
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

さ
さ
ら
踊
り
と
三
頭
獅
子
の
舞
が
披
露
さ
れ
る
。
三
頭
獅
子
は
獅
子
頭
を
か
ぶ
っ
た
三
人
が

舞
を
踊
る
が
、
一
頭
の
雌
獅
子
を
め
ぐ
っ
て
二
頭
の
雄
獅
子
が
争
う
様
を
舞
に
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
塩
田
地
区
で
は
も
と
も
と
祇
園
祭
に
出
さ
れ
て
き
た
龍
型
の
三
頭
獅
子
と
、
子
供
が
踊

る
さ
さ
ら
踊
り
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
所
が
多
く
あ
っ
た（

（2
（

。

中
野
市
小
内
八
幡
神
社
の
青
獅
子

　

中
野
市
の
小
内
八
幡
神
社
で
九
月
一
四
日
の
夜
、
秋
祭
り
の
宵
宮
に
獅
子
舞
が
あ
る
。
獅
子

頭
は
板
を
二
枚
合
わ
せ
た
形
で
色
が
青
い
こ
と
か
ら
青
獅
子
と
呼
ば
れ
る（

（2
（

。
全
体
と
し
て
は
偏

平
で
立
体
的
で
は
な
い
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
天
竜
川
沿
い
を
中
心
に
青
獅
子
と
呼
ば
れ
る
龍
を
か
た
ど
っ
た

獅
子
頭
が
存
在
す
る
。
そ
の
多
く
は
頭
が
平
た
く
、
口
が
前
に
偏
平
に
飛
び
出
し
て
い
る
。
ま

た
、
獅
子
が
龍
頭
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
県
内
に
は
雨
乞
い
に
関
わ
る
獅
子
舞
が
あ
る
が
、

そ
の
多
く
が
動
物
の
ラ
イ
オ
ン
型
で
な
く
、
偏
平
な
形
の
獅
子
頭
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
か

ら
す
る
と
、
武
水
別
神
社
の
獅
子
頭
も
龍
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

三　

全
国
各
地
の
雨
乞
い
と
師
子

　

獅
子
が
龍
を
あ
ら
わ
し
た
り
、
雨
乞
い
の
た
め
に
獅
子
が
舞
わ
れ
る
の
は
長
野
県
に
限
ら
な

い
。
全
国
か
ら
代
表
的
な
事
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

宮
手
鹿
踊

　

岩
手
県
紫
波
郡
紫
波
町
内
の
鹿
踊
は
、
源
義
家
が
安
倍
貞
任
攻
略
の
た
め
、
陣
ヶ
岡
に
立
ち

寄
っ
た
際
に
一
頭
の
大
鹿
が
現
れ
、
義
家
軍
を
道
案
内
し
た
。
戦
い
は
勝
利
し
、
戦
い
の
祝
い

の
宴
で
将
兵
達
が
、
鹿
の
様
子
を
真
似
て
踊
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

「
竜
頭
由
来
記
」
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
末
期
に
源
頼
朝
に
従
軍
し
て
奥
州
に
下
向
し
た
南

部
光
行
が
知
行
地
に
赴
任
す
る
際
に
甲
州
の
竜
頭
獅
子
を
同
行
さ
せ
て
来
た
。寛
永
一
一
年（
一

六
三
四
年
）
に
盛
岡
城
が
完
成
し
た
折
に
、
祝
賀
の
舞
を
し
た
と
あ
り
、
そ
の
後
藩
内
に
帰
農

す
る
下
級
武
士
た
ち
が
伝
播
さ
せ
た
と
い
う
。

　

獅
子
の
構
成
は
七
頭
立
て
で
、
大
ジ
シ
、
狂
ジ
シ
、
女
ジ
シ
、
牡
丹
に
唐
ジ
シ
、
稲
荷
ジ
シ
、

孔
雀
ジ
シ
、
押
ジ
シ
で
、
頭
の
角
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
テ
モ
ノ
が
つ
い
て
い
る
。
四
角
い
顔

に
髭
が
つ
い
て
い
る
の
で
竜
頭
と
し
て
い
る（

（3
（

。

　

鹿
踊
り
な
の
で
被
っ
て
い
る
の
は
縦
長
の
鹿
頭
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
竜
頭
と
称
し
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
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千
本
木
龍
頭
神
舞

　

群
馬
県
伊
勢
崎
市
の
北
千
木
町
・
南
千
木
町
に
伝
わ
る
獅
子
舞
の
一
種
で
、
千
本
木
神
社
で

の
奉
納
を
主
な
活
動
と
す
る
。
三
人
一
組
で
各
々
が
独
立
し
た
一
つ
の
頭
を
被
り
舞
を
行
う
。

一
般
に
「
風
流
三
頭
獅
子
舞
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸
中
期
か
ら
厄
払
い
や
雨
乞
い
に
上
演
さ
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
頭
は
「
龍
」
を
模
し
た
も
の
で
、
獅
子
と
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式

は
室
町
か
ら
江
戸
初
期
に
利
根
・
荒
川
水
系
に
多
く
発
生
分
布
し
た
が
、
現
存
す
る
も
の
は
他

に
な
く
県
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

頭
は
「
鳳
凰
元
（
ホ
ウ
ガ
ン
）」「
雌
獅
子
」「
雄
獅
子
」
の
三
体
か
ら
な
る
。
鳳
凰
元
は
先

頭
に
立
ち
、
二
本
の
ね
じ
り
角
の
根
元
に
左
右
異
な
っ
た
神
面
の
彫
刻
が
あ
る
。
顔
は
長
く
突

き
出
し
、
細
面
で
、
ま
さ
に
龍
の
顔
を
し
て
い
る
。
雌
獅
子
は
三
頭
の
真
ん
中
に
位
置
し
、
鹿

の
角
に
似
た
一
本
の
角
を
も
つ
。
雄
獅
子
は
三
頭
の
最
後
に
立
ち
、
二
本
の
角
の
根
元
に
左
右

異
な
っ
た
神
面
の
彫
刻
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
は
「
鳥
総
（
ト
ブ
サ
）」
と
呼
ば
れ
る
、
和

紙
を
紫
・
緑
・
赤
・
黄
色
に
染
め
幣
束
型
に
切
っ
た
髪
を
着
け
て
い
る（

（3
（

。

松
谷
神
社
の
さ
さ
ら
師
子
舞

　

群
馬
県
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
松
谷
の
松
谷
神
社
で
行
わ
れ
る
獅
子
舞
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
八

九
年
）の
古
文
書
に
も
出
て
く
る
。
演
者
は
全
て
少
年
で
、
師
子
は
一
人
立
ち
で
三
頭（
先
・
中
・

後
師
子
）い
て
、
年
長
の
三
人
が
師
子
頭
を
着
け
、
三
人
の
幼
児
が
花
笠
を
か
ぶ
り
、
簓
を
持
っ

て
そ
の
間
に
一
人
ず
つ
入
り
、
輪
に
な
っ
て
舞
う
。
師
子
頭
は
龍
頭
型
の
キ
ャ
ッ
プ
式
で
、
勢

多
郡
花
輪
村
（
今
の
み
ど
り
市
）
の
名
工
・
星
野
万
之
助
（
天
明
〜
寛
政
ご
ろ
の
人
）
の
制
作
で

あ
る（

（3
（

。

今
鉾
の
獅
子
舞

　

埼
玉
県
加
須
市
今
鉾
の
慈
真
院
で
行
わ
れ
る
獅
子
舞
は
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
年
）
六

月
一
六
日
に
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
年
）

に
慈
真
院
の
住
職
が
雨
乞
い
の
た
め
に
行
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
、
雨
乞
い
獅
子
と
も
呼

ば
れ
る
。
一
人
立
ち
で
あ
る
が
、
獅
子
頭
は
偏
平
で
龍
頭
に
近
い（

（3
（

。

古
宮
神
社
の
獅
子
頭

　

埼
玉
県
熊
谷
市
で
平
成
七
年
一
一
月
三
日
に
文
化
財
指
定
さ
れ
た
。
か
つ
て
使
用
さ
れ
て
い

た
隠
居
獅
子
で
、
法
眼
・
雌
獅
子
・
雄
獅
子
の
三
体
か
ら
な
る
。
法
眼
に
は
寛
永
五
年
（
一
六

二
八
年
）、
雌
獅
子
に
は
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
年
）
の
銘
が
あ
る
。
法
眼
に
つ
い
て
は
、
埼
玉

県
内
に
お
い
て
、
墨
書
の
あ
る
最
も
古
い
獅
子
頭
と
さ
れ
て
い
る
。
龍
頭
形
式
で
、
頭
に
被
る

竹
籠
の
取
付
け
位
置
が
後
方
に
下
が
り
、
古
式
の
形
態
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
神
社
の
裏
手
を

流
れ
る
古
宮
川
に
獅
子
頭
を
も
っ
て
雨
乞
い
に
行
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

法
量
は
法
眼
が
全
長
二
八
・
五
㎝
、
顎
の
幅
一
六
・
〇
㎝
。
雌
獅
子
は
全
長
二
七
・
五
㎝
、

顎
の
幅
一
六
・
五
㎝
。
雄
獅
子
は
全
長
二
七
・
五
㎝
、
顎
の
幅 

一
六
・
〇
㎝
あ
る
。
獅
子
舞

の
由
緒
は
、
文
永
年
中
（
一
四
四
四
年
頃
）
に
茂
木
大
膳
が
石
清
水
八
幡
宮
の
奉
納
獅
子
を
見

て
共
感
し
、
指
導
を
仰
い
で
氏
子
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
。
造
形
が
延
命
寺
の
龍
頭
獅
子
と
似
て

い
る（

（3
（

。

長
野
さ
さ
ら
獅
子
舞
の
頭

　

埼
玉
県
行
田
市
の
久
伊
豆
神
社
例
大
祭
で
舞
わ
れ
る
長
野
さ
さ
ら
獅
子
舞
の
頭
は
、
県
内
で

継
承
さ
れ
て
い
る
中
で
古
い
時
代
の
も
の
で
、
竜
の
形
式
を
し
た
竜
頭
獅
子
と
地
元
で
は
呼
ば

れ
る
。
ま
た
、
竜
頭
獅
子
の
中
で
も
特
殊
な
重
箱
獅
子
に
属
し
て
い
る（

（3
（

。

南
部
領
辻
の
獅
子
舞
「
竜
頭
の
舞
」

　

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
南
部
領
辻
の
鷲
神
社
で
は
、
毎
年
五
月
と
一
〇
月
に「
竜
頭
の
舞
」

と
い
う
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。
鷲
神
社
は
江
戸
時
代
中
期
に
開
発
さ
れ
た
「
見
沼
た
ん
ぼ
」

の
近
く
に
あ
る
。
見
沼
に
は
竜
神
伝
説
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
獅
子
頭
は
竜
で
、
あ
る

と
き
は
優
雅
に
あ
る
と
き
は
地
を
這
い
、
竜
が
天
に
昇
る
よ
う
に
激
し
く
勇
壮
に
舞
う
こ
と
か

ら
、
別
名
「
竜
頭
の
舞
」
と
い
わ
れ
る
。
言
い
伝
え
で
は
、
九
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
武
将
源
義
光

が
兄
の
源
義
家
を
助
け
る
た
め
に
奥
州
に
下
向
し
た
際
、
軍
兵
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
舞
い
を
鷲

神
社
に
奉
納
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　

獅
子
舞
の
一
行
は
、
天
狗
や
笛
方
、
三
頭
の
獅
子
（
太
夫
獅
子
、
女
獅
子
、
中
獅
子
）
な
ど
一
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竜神としての師子頭―水神の役割を負う師子―

〇
人
で
構
成
さ
れ
、
神
社
の
庭
に
四
隅
に
竹
を
立
て
二
間
四
方
の
注
連
縄
を
張
っ
た
中
で
約
一

時
間
半
も
舞
を
舞
う
。
三
頭
の
獅
子
は
、
東
天
紅
と
い
う
鶏
の
羽
根
で
で
き
た
長
い
頭
髪
を
後

ろ
に
垂
ら
し
、
お
腹
に
は
桶
型
の
大
き
な
太
鼓
を
つ
け
て
舞
う（

（3
（

。

北
風
原
の
羯
鼓
舞

　

千
葉
県
鴨
川
市
北
風
原
（
愛
宕
神
社
ま
た
は
春
日
神
社
）
に
伝
わ
る
羯
鼓
舞
は
、
昭
和
二
九
年

（
一
九
五
四
年
）
三
月
三
一
日
に
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
さ
れ
た
。
雨
乞
い
の
獅
子
舞

と
し
て
伝
わ
り
、
い
わ
ゆ
る
風
流
獅
子
舞
に
あ
た
り
、
祭
り
を
「
普
利
雨
祭
り
」
な
ど
と
呼
ん

で
い
る
。
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
羯
鼓
舞
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
五
年
）
に
里
見

氏
の
命
に
よ
っ
て
、
雨
乞
い
と
豊
作
祈
願
の
た
め
に
は
じ
め
ら
れ
た
。
古
く
は
長
狭
郡
二
七
か

村
の
村
民
が
七
月
七
日
の
大
山
の
高
蔵
神
社
の
祭
礼
時
に
こ
ぞ
っ
て
奉
納
し
た
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。
愛
宕
神
社
は
両
地
区
近
く
に
あ
る
請
雨
山
と
い
う
山
頂
に
あ
り
、
水
源
地
に
あ
た
る
。

　

獅
子
舞
は
、
雄
獅
子
・
雌
獅
子
・
中
獅
子
を
中
心
と
す
る
三
匹
獅
子
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
立

ち
で
腹
に
は
羯
鼓
（
太
鼓
）
を
か
か
え
る（

（3
（

。

富
津
・
古
船
浅
間
神
社
の
羯
鼓
舞

　

千
葉
県
富
津
市
の
古
船
浅
間
神
社
に
五
穀
豊
穣
に
雨
乞
い
も
兼
ね
た
獅
子
が
跳
ね
る
羯
鼓
舞

が
あ
る
。
文
政
一
〇
年
（
一
八
二
七
年
）
に
始
ま
っ
た
祭
り
で
、
雌
獅
子
役
一
人
と
雄
獅
子
役

の
二
人
が
様
々
な
舞
い
を
演
じ
る
。
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
年
）
の
干
ば
つ
の
際
に
羯
鼓
舞

を
奉
納
し
た
と
こ
ろ
、
翌
日
に
大
雨
に
な
っ
た（

（3
（

。

聖
宝
寺
の
獅
子
頭

　

千
葉
県
千
葉
市
緑
区
椎
名
崎
町
の
聖
宝
寺
で
、
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
年
）
に
明
治
時
代
に

雨
乞
い
で
使
わ
れ
た
獅
子
頭
だ
ろ
う
と
い
う
苔
で
覆
わ
れ
た
獅
子
頭
が
見
つ
か
っ
た
。
椎
名
崎

町
で
は
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
に
雨
乞
い
の
お
祭
り
が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
。
獅
子
頭
は
雌
雄
一
対
で
、
雄
に
は
角
と
耳
が
あ
り
、
雌
に
は
耳
の
み
が
取
り
付
け
ら
れ
て

お
り
、
双
方
と
も
取
り
外
し
が
可
能
な
作
り
で
、
雨
乞
い
の
た
め
に
水
の
象
徴
と
し
て
の
龍
を

模
し
た
よ
う
な
風
貌
で
あ
る
。
目
は
蛇
目
の
デ
ザ
イ
ン
で
、
北
陸
地
方
な
ど
の
蛇
信
仰
と
の
共

通
性
も
垣
間
見
ら
れ
る
。
頭
の
木
材
は
杉
板
で
、
松
の
苔
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
鼻
髭
に

は
「
ウ
ゴ
」
と
呼
ば
れ
る
海
藻
（
オ
ゴ
ノ
リ
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。
雄
獅
子
に
は
角
と
角
の
間

に
宝
珠
が
あ
り
、
梵
字
で
何
か
書
か
れ
た
跡
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
獅
子
頭
の
裏
側
に
は
カ

ゴ
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
和
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

　

元
々
、
こ
の
雨
乞
い
に
使
わ
れ
た
獅
子
頭
は
「
箱
を
開
け
て
虫
干
し
を
す
る
だ
け
で
も
雨
が

降
る
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
舞
う
こ
と
は
さ
ら
に
そ
の
効
果
を
増
す
も
の

で
あ
っ
た（

（3
（

。

墨
の
獅
子
舞

　

千
葉
県
印
旛
郡
酒
々
井
町
の
墨
の
獅
子
舞
は
昭
和
四
二
年
に
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
。
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
年
）、
墨
村
の
鎮
守
で
あ
る
六
所
神
社
の
社
殿
を
新
築
し
た

際
の
遷
宮
式
で
奉
納
す
る
た
め
、
出
羽
の
国
羽
黒
山
か
ら
伝
導
師
を
招
い
て
伝
授
さ
れ
た
の
が

始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
る
。
獅
子
舞
は
五
穀
豊
穣
と
雨
乞
い
を
祈
願
し
、
六
所
神
社
と
区
長
宅
で

演
舞
さ
れ
る
。
獅
子
三
、
猿
一
、
笛
、
大
太
鼓
、
小
太
鼓
と
い
う
構
成
で
、
古
い
伝
統
を
よ
く

伝
承
し
て
い
る（

（4
（

。

安
房
の
雨
乞
い
羯
鼓
舞

　

安
房
地
方
の
獅
子
舞
は
獅
子
神
楽
と
羯
鼓
舞
（
獅
子
舞
）
が
あ
る
。
獅
子
神
楽
は
悪
魔
を
祓

う
役
割
を
持
つ
と
さ
れ
、
各
地
で
神
事
の
は
じ
め
に
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
羯
鼓
米
は
風
流
系
の

獅
子
舞
で
あ
る
。
風
流
の
太
鼓
踊
り
は
、
腹
に
つ
け
た
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
踊
る
踊
り
で
、

太
鼓
踊
り
、
羯
鼓
踊
り
（
か
ん
こ
踊
り
）、
雨
乞
踊
り
、
風
流
な
ど
と
呼
ば
れ
、
三
河
以
西
の
西

日
本
を
中
心
と
し
た
地
域
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
太
鼓
踊
り
は
田
植
踊
り
か
ら
発
生
し
た
と

さ
れ
、
多
く
が
今
も
雨
乞
い
に
踊
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
多
く
の
安
房
地
方
の
獅
子
頭
に
は
角

が
な
い（

（4
（

。
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龍
虎
の
獅
子
頭

　

東
京
都
中
央
区
佃
一
丁
目
の
佃
ま
ち
か
ど
展
示
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
獅
子
頭

は
、
住
吉
神
社
大
祭
式
の
翌
日
（
八
月
四
日
）
に
獅
子
頭
宮
出
し
の
神
事
が
行
わ
れ
る
。
佃
住

吉
講
（
佃
一
丁
目
の
祭
祀
組
織
）
で
は
、
町
内
の
町
組
ご
と
に
有
す
る
雌
雄
一
対
の
獅
子
頭
の

宮
出
し
が
行
わ
れ
る
。
例
大
祭
で
は
、
必
要
不
可
欠
な
神
事
と
し
て
佃
住
吉
講
の
若
衆
た
ち
に

よ
っ
て
魔
除
け
・
露
払
い
と
し
て
唐
獅
子
の
頭
が
宮
出
し
さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
の
文
献
に
は

祭
礼
時
に
唐
獅
子
で
は
な
く
、
龍
頭
と
虎
頭
形
状
の
獅
子
頭
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
の
記
述
が

あ
る
。

　

幕
末
に
神
田
雉
子
町
に
居
住
し
た
名
主
の
斎
藤
月
岑
が
著
し
た
『
東
都
歳
時
記
』（
天
保
九

年
〔
一
八
三
八
年
〕）
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
と
そ
の
近
郊
の
年
中
行
事
記
）
に
は
、
六
月
二
八
日

（
旧
暦
）
の
く
だ
り
に
「
佃
島
住
吉
明
神
祭
礼
今
明
日
修
行　

神
主
平
岡
氏　

小
の
月
は
名
越

祓
と
同
日
也　

龍
虎
の
頭
を
渡
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
龍
虎
の
頭
と
は
、
江
戸
時
代
か
ら
大

正
期
ま
で
住
吉
神
社
大
祭
の
獅
子
頭
宮
出
し
や
御
練
り
で
用
い
ら
れ
て
い
た「
龍
虎
の
獅
子
頭
」

で
あ
る
。
現
在
は
大
祭
期
間
中
、
隅
田
川
畔
に
設
置
し
た
「
龍
虎
の
庭
」
と
呼
ば
れ
る
御
仮
屋

に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

龍
虎
の
獅
子
頭
は
、
江
戸
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
、
頭
頂
部
に
赤
熊
の
毛
（
赤
く
染
め
た
ヤ

ク
の
白
い
尾
の
毛
）
が
植
え
込
ま
れ
た
木
造
漆
塗
り
で
あ
る
。
頭
に
角
が
あ
る
も
の
が
龍
頭
の

獅
子
頭
で
、
や
や
扁
平
で
奥
行
が
あ
る
。
表
面
は
黒
漆
塗
り
、
唇
・
口
内
・
耳
の
内
側
等
は
朱

漆
塗
り
で
、
眉
毛
・
口
髭
・
顎
鬚
等
の
部
分
に
は
金
泥
が
施
さ
れ
て
お
り
、
龍
の
特
徴
が
よ
く

表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
髭
自
体
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
鼻
脇
に
は
か
つ
て
髭
が
植
え
込
ま

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
植
毛
痕
（
穴
）
が
数
か
所
残
さ
れ
て
い
る
。
耳
を
大
き
く
立
て
た
も
の

が
虎
頭
の
獅
子
頭
で
、
表
面
は
褐
色
漆
塗
り
、
唇
・
口
内
・
耳
の
内
側
等
は
朱
漆
塗
り
と
な
っ

て
お
り
、
丸
く
盛
り
上
が
っ
た
鼻
先
と
小
さ
な
鼻
穴
が
特
徴
で
あ
る
。

　

佃
地
区
に
は
、
か
つ
て
佃
島
で
起
こ
っ
た
落
雷
に
よ
る
火
災
を
龍
頭
が
水
を
噴
き
、
虎
頭
が

砂
を
吐
い
て
消
火
し
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
関
東
大
震
災
で
も
こ
の
故
事
に
倣
い
、
火

伏
の
獅
子
頭
を
猛
火
に
向
け
て
置
き
、
火
災
か
ら
島
を
守
っ
た
と
も
い
う（

（4
（

。

長
崎
神
社
の
獅
子
舞

　

東
京
都
豊
島
区
に
あ
る
長
崎
神
社
の
創
建
年
代
は
不
詳
で
、
長
崎
村
の
鎮
守
と
し
て
信
仰
さ

れ
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
は
十
羅
刹
女
社
と
称
さ
れ
た
。
神
仏
分
離
令
に
よ
り
十
羅
刹
女
神
に

代
わ
り
須
佐
之
男
命
を
祭
祀
し
、
氷
川
神
社
か
ら
長
崎
神
社
と
改
称
し
た
。
長
崎
獅
子
舞
は
一

人
立
ち
三
匹
獅
子
舞
で
、
獅
子
頭
は
竜
の
顔
を
し
て
お
り
、
大
夫
獅
子
は
金
の
角
を
も
ち
頭
も

大
き
く
、
舞
の
中
心
に
な
り
他
の
獅
子
を
従
え
る
。
江
戸
時
代
元
禄
期
に
伊
佐
角
兵
衛
が
獅
子

頭
を
彫
刻
し
、
神
社
に
奉
納
し
た
の
が
始
ま
り
で
、
悪
疫（
流
行
病
）や
五
穀
豊
穣
、
雨
乞
い
、

厄
よ
け
、
天
下
泰
平
を
祈
願
す
る（

（4
（

。

小
宮
神
社
獅
子
舞

　

東
京
都
あ
き
る
野
市
に
あ
る
小
宮
神
社
は
伊
邪
那
岐
命
を
祭
神
と
し
、
秋
の
祭
礼
に
獅
子
舞

を
奉
納
す
る
。
五
穀
豊
穣
、
厄
払
い
を
祈
願
す
る
獅
子
舞
は
、
三
〇
〇
有
余
年
の
伝
統
が
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
古
文
書
類
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
い
く
つ
か
獅
子
に
使
う
道
具
の
中
に
、
年
号

の
墨
跡
が
あ
る
。
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
年
）
頃
、
獅
子
の
太
鼓
の
紐
を
修
理
し
た
時
、
胴

内
に
「
元
文
三
年
（
一
七
三
八
年
）
戌
年
文
月
吉
日
」
ま
た
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
年
）
修
理
、

安
永
二
年（
一
七
七
三
年
）張
替
の
記
載
が
あ
り
、
獅
子
を
納
め
る
桐
箱
に
は
、「
天
保
六
年（
一

八
三
五
年
）
未
八
月
」、
古
い
大
太
鼓
の
胴
内
に
は
、「
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）」
と
あ
る
。

獅
子
な
ど
の
道
具
類
を
納
め
る
蔵
は
明
治
維
新
の
頃
ま
で
は
、
小
宮
神
社
の
別
当
で
あ
っ
た
大

行
寺
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
神
仏
分
離
の
た
め
に
神
社
に
移
さ
れ
た
。

　

小
宮
神
社
に
は
、
も
う
一
つ
函
獅
子
と
呼
ば
れ
雨
乞
い
獅
子
に
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
る
古
い
獅
子
頭
が
あ
る
。
傷
み
が
ひ
ど
く
原
形
を
と
ど
め
る
の
は
僅
か
で
あ
る
が
、
頭
部

に
鳥
の
羽
根
を
刺
し
た
と
思
わ
れ
る
孔
、
額
に
は
宝
珠
飾
り
を
刺
し
た
と
見
え
る
孔
が
あ
る
。

小
宮
神
社
で
は
、
こ
の
獅
子
頭
を
使
い
雨
乞
い
の
神
事
を
し
た
。
雨
乞
い
の
方
法
は
、
平
井
川

上
流
の
（
旧
）
日
の
出
村
の
樽
久
保
の
白
岩
と
い
う
滝
壺
か
ら
、
年
番
が
水
を
貰
っ
て
き
た
。

雨
乞
い
の
場
所
は
、
代
田
橋
や
御
堂
会
館
付
近
だ
っ
た
。
神
主
が
祝
詞
を
唱
え
な
が
ら
水
を
撒

き
散
ら
し
、
そ
こ
に
獅
子
が
舞
う
と
必
ず
や
雨
が
降
っ
て
き
た
。
こ
の
雨
乞
い
は
、
霊
験
あ
ら

た
か
で
評
判
だ
っ
た
と
伝
わ
る
。
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最
後
の
雨
乞
い
の
神
事
は
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
一
〇
月
に
代
田
橋
の
た
も
と
で

行
い
、
こ
の
時
も
雨
に
な
っ
て
全
員
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
た
と
い
う（

（4
（

。

風
祭
獅
子
舞

　

東
京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
の
玉
の
内
の
風
祭
獅
子
舞
は
、「
玉
の
内
の
獅
子
舞
」
と
し
て

平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）
に
町
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
毎
年
八
月
に
氏
神
の
三

島
神
社
へ
奉
納
す
る
。
こ
の
獅
子
舞
は
雨
乞
獅
子
と
も
呼
ば
れ
、
か
つ
て
は
雨
乞
い
な
ど
に
も

奉
納
さ
れ
て
い
た
。
雨
乞
い
の
効
能
な
の
か
、
八
月
の
お
祭
り
は
雨
に
降
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

と
い
わ
れ
る
。

　

古
老
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
正
の
世
（
一
五
七
三
～
九
二
年
）
に
甲
斐
の
武
田
氏
の

落
人
が
こ
の
地
に
土
着
し
農
を
業
と
な
し
つ
つ
、
こ
の
地
を
拓
い
た
と
い
う
。
三
組
残
る
獅
子

頭
の
内
二
組
に
銘
が
見
え
、
一
組
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
年
）
と
あ
る
。
ま
た
、
装
束
入
箱

の
蓋
裏
書
に
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
年
）、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
の
年
号
が
あ
る
。

　

獅
子
舞
は
一
人
で
一
頭
の
獅
子
を
演
じ
る
。
演
者
は
頭
に
獅
子
頭
を
被
り
、
お
な
か
に
太
鼓

を
括
り
付
け
、
女
獅
子
の
「
雌
獅
子
」、
棒
角
の
男
獅
子
の
「
オ
オ
ダ
イ
」、
捻
れ
角
の
男
獅
子

「
キ
リ
」
と
呼
ぶ
三
頭
の
獅
子
で
演
じ
る（

（4
（

。

四
谷
龍
頭
の
舞

　

東
京
都
八
王
子
市
諏
訪
町
に
鎮
座
す
る
諏
訪
神
社
の
祭
神
は
建
御
名
方
命
・
八
坂
刀
売
命

で
、
大
治
元
年
（
一
一
二
六
年
）
に
信
濃
国
一
之
宮
諏
訪
大
社
を
勧
請
し
た
と
い
う
。
元
亀
年

間
（
一
五
七
〇
〜
七
三
年
）
に
八
王
子
城
主
の
北
条
氏
照
に
よ
り
社
殿
が
再
建
さ
れ
た
が
、
天

正
一
八
年
（
一
五
九
〇
年
）
の
攻
防
で
社
殿
等
が
破
壊
さ
れ
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
年
）
に
再

建
さ
れ
た
。

　

八
王
子
市
四
谷
町
に
伝
わ
る
、
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
四
谷
龍
頭
の
舞
」
は
五
穀
豊

穣
、
家
内
安
全
、
雨
乞
い
を
祈
願
す
る
舞
で
、
現
在
は
毎
年
八
月
二
六
日
に
行
わ
れ
る
諏
訪
神

社
の
例
大
祭
（
ま
ん
じ
ゅ
う
祭
り
）
へ
奉
納
し
て
い
る
。
そ
の
濫
觴
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
約
四
五
〇
年
前
、
今
は
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
北
原
山
宝
積
院
を
訪
れ
た

旅
の
六
部
が
伝
え
た
と
い
う
。
現
在
、
祭
り
で
使
わ
れ
て
い
る「
龍
頭
」に
は
、
正
徳
二
年（
一

七
一
二
年
）の
墨
書
き
が
あ
り
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
頭
と
し
て
は
都
内
最
古
さ
れ
る
。
ま
た
、

練
習
用
に
使
用
し
て
い
る
頭
に
も
天
保
一
二
年
（
一
八
四
一
年
）
の
墨
書
き
が
残
る
。
関
連
資

料
と
し
て
は
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
年
）
の
「
萬
掛
覚
帳
」、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
年
）
の
「
鎮

守
祭
礼
諸
掛
控
帳
」
な
ど
が
残
る
。

　

三
人
の
獅
子
（
雄
獅
子
を
大
獅
子
・
中
獅
子
、
雌
獅
子
を
め
獅
子
と
呼
ぶ
）
の
う
ち
、
大
獅
子

頭
は
龍
頭
形
、
面
は
濃
緑
色
で
鼻
に
白
の
龍
髭（
絹
糸
）を
付
け
頭
に
鳥
の
羽
、
角
は
黒
・
赤（
角

波
）・
緑
・
茶
・
金
の
二
本
角
で
、
水
引
は
青
紫
色
・
槍
撥
に
胴
太
鼓
を
付
け
る
。
中
獅
子
頭

も
龍
頭
形
、
面
は
黒
色
で
鼻
回
り
に
茶
色
の
龍
髭
を
付
け
頭
に
鳥
の
羽
、
角
は
丸
で
黒
・
赤

（
丸
）・
緑
・
茶
・
金
の
二
本
角
、
水
引
は
白
で
あ
る
。
女
獅
子
頭
も
龍
頭
形
、
面
は
朱
色
で

鼻
に
茶
色
の
龍
髭
（
絹
糸
）
を
付
け
頭
に
鳥
の
羽
、
額
に
宝
珠
を
戴
き
、
金
色
の
捻
れ
角
で
一

本
角
、
水
引
は
赤
で
あ
る（

（4
（

。

　

諏
訪
の
神
は
龍
体
と
さ
れ
る
が
、
龍
頭
は
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
河
原
雨
乞
獅
子
頭

　

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
都
町
の
延
命
寺
に
あ
る
南
河
原
雨
乞
獅
子
頭
三
頭
は
、
獅
子
頭（
Ａ
）

が
高
さ
一
六
・
五
㎝
、
幅
が
二
二
㎝
、
奥
が
二
二
㎝
。
獅
子
頭
（
Ｂ
）
が
高
さ
一
六
㎝
、
幅
が

二
二
・
五
㎝
、
奥
が
二
二
・
五
㎝
。
獅
子
頭
（
Ｃ
）
が
高
さ
一
三
㎝
、
幅
が
一
六
・
七
㎝
、
奥

が
二
一
㎝
あ
る
。
雨
乞
獅
子
付
属
用
具
一
具
、「
武
州
橘
樹
郡
南
河
原
村
延
命
山
宝
蔵
院
什
物

請
雨
経
曼
陀
羅
并
雨
乞
獅
子
由
来
」一
冊
、
請
雨
経
曼
陀
羅
一
軸
と
と
も
に
、
昭
和
五
八
年（
一

九
八
三
年
）
一
二
月
二
一
日
に
市
重
要
郷
土
資
料
に
指
定
さ
れ
た
。

　

風
流
系
一
人
立
獅
子
舞
に
使
用
し
た
三
匹
獅
子
頭
で
、
龍
頭
で
あ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
川

崎
市
に
は
、
現
在
、
初
山
・
菅
・
小
向
に
一
人
立
の
三
匹
獅
子
舞
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
全
国

的
に
見
て
一
人
立
獅
子
舞
に
龍
頭
を
使
用
す
る
の
は
少
な
く
、
獅
子
頭
・
鹿
頭
が
圧
倒
的
に
多

い
。
黒
川
の
古
い
獅
子
頭
は
龍
頭
と
い
う
が
、
相
貌
は
延
命
寺
の
も
の
と
違
っ
て
い
る
。
延
命

寺
の
獅
子
頭
が
龍
頭
で
あ
る
の
は
雨
乞
い
と
関
係
が
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。
一
人
立
獅
子
舞
の
発

生
は
戦
国
時
代
か
ら
近
世
初
頭
の
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
頃
か
ら
す
で
に
一
人
立
獅
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子
舞
に
は
龍
頭
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
延
命
寺
の
雨
乞
い
獅
子
は
絶
え
て
か
な
り
時
間
が
経
っ

て
い
て
復
活
も
で
き
な
い
。
獅
子
舞
の
由
来
は
さ
だ
か
で
な
い
。
延
命
寺
所
蔵
の
「
雨
乞
獅
子

由
来
」
に
、
延
命
寺
で
雨
乞
い
が
あ
っ
た
の
は
江
戸
初
期
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
、
獅
子
舞
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
由
来
記
に
は
難
陀
龍
王
・
跋
難
陀
龍
王
・
善
女
龍

王
を
往
古
よ
り
獅
子
と
い
っ
て
き
た
と
あ
る
。難
陀
龍
王
が
雄
獅
子
、跋
難
陀
龍
王
が
中
獅
子
、

善
女
龍
王
が
女
獅
子
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
。

　

他
の
地
方
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
一
人
立
獅
子
舞
と
比
べ
る
と
や
や
小
振
り
で
あ
る
が
、
頭
部

が
や
や
彫
り
込
ま
れ
、
植
毛
跡
及
び
頭
部
に
そ
え
て
つ
け
ら
れ
て
あ
る
竹
籠
な
ど
に
特
色
が
あ

る
。
埼
玉
県
熊
谷
市
古
宮
神
社
の
龍
頭
三
匹
獅
子
に
は
竹
籠
が
つ
い
て
お
り
、
川
崎
市
黒
川
の

古
い
獅
子
頭
の
一
頭
に
も
竹
籠
が
つ
い
て
い
る
。
熊
谷
市
古
宮
神
社
の
龍
頭
獅
子
は
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
年
）
の
墨
書
銘
が
あ
り
、
造
形
が
延
命
寺
の
龍
頭
獅
子
と
似
て
い
る
。
製
作
年
は

明
ら
か
で
な
い
が
、『
雨
乞
獅
子
由
来
』『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
記
載
、
龍
頭
の
形
式
・
彩

色
な
ど
か
ら
江
戸
時
代
中
期
頃
と
考
え
ら
れ
る（

（4
（

。

黒
川
の
獅
子
頭

　

神
奈
川
県
川
崎
市
の
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
あ
る
江
戸
時
代
の
獅
子
頭
三
頭
は
、
昭
和
四
八

年
（
一
九
七
三
年
）
三
月
一
四
日
に
市
の
重
要
郷
土
資
料
に
指
定
さ
れ
た
。
獅
子
頭
（
Ａ
）
は

高
さ
一
二
・
五
㎝
、
幅
一
九
㎝
、
奥
二
五
㎝
。
獅
子
頭
（
Ｂ
）
は
高
さ
一
三
㎝
、
幅
一
九
㎝
、

奥
二
五
・
五
㎝
。
獅
子
頭
（
Ｃ
）
は
高
さ
一
三
㎝
、
幅
一
八
・
五
㎝
、
奥
二
七
㎝
で
、
い
ず
れ

も
偏
平
で
あ
る
。

　

獅
子
頭
は
風
流
系
一
人
立
獅
子
舞
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
黒
川
の
梅
沢
家
の
屋
根
裏
に

あ
っ
た
。
黒
川
の
獅
子
舞
は
八
月
二
八
日
の
風
祭
に
梅
沢
家
を
宿
と
し
、
三
匹
獅
子
と
天
狗
面

を
つ
け
た
者
が
村
内
を
練
り
歩
き
、
汁
守
神
社
（
麻
生
区
黒
川
）
へ
戻
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
、

使
用
し
た
獅
子
頭
は
、
現
在
、
汁
守
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
）

汁
守
神
社
に
新
し
い
拝
殿
が
で
き
て
か
ら
、
獅
子
頭
の
行
列
は
な
く
な
っ
た
。
市
民
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
所
蔵
の
獅
子
頭
は
汁
守
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
三
匹
獅
子
以
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
獅

子
頭
だ
と
い
う
。

　

円
形
の
大
き
な
目
、
全
体
に
丸
み
の
あ
る
彫
刻
、
頭
部
に
竹
籠
を
つ
け
て
い
る
点
な
ど
が
珍

し
い
。
川
崎
市
延
命
寺
の
雨
乞
い
獅
子
頭
も
竹
籠
を
つ
け
て
お
り
、
埼
玉
県
熊
谷
市
古
宮
神
社

の
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
年
）
と
墨
書
銘
の
あ
る
三
匹
獅
子
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
獅
子
頭
の

製
作
年
が
い
つ
か
は
明
ら
か
で
な
い
。大
き
な
円
形
の
目
、全
体
的
に
丸
み
の
あ
る
造
形
な
ど
、

こ
れ
と
共
通
点
の
あ
る
造
形
が
古
い
鬼
面
形
の
信
仰
仮
面
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
、
風
流
一
人

立
獅
子
舞
が
登
場
し
は
じ
め
た
の
は
戦
国
時
代
か
ら
近
世
初
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
こ
の
獅
子
頭
の
製
作
年
は
近
世
初
頭
の
頃
だ
ろ
う
。

　

こ
の
獅
子
頭
は
龍
頭
に
は
み
え
な
い
が
龍
頭
と
伝
え
て
い
る
。
風
流
系
一
人
立
獅
子
の
初
期

の
史
料
に
は
龍
頭
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る（

（4
（

。

宝
城
坊
の
木
造
獅
子
頭

　

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
宝
城
坊
所
蔵
の
木
像
獅
子
頭
二
面
は
、
平
成
二
八
年
（
二
〇
一
六
年
）

八
月
一
七
日
に
国
の
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
獅
子
頭
の
大
き
さ
は
左
側
（
そ
の
１
）
が

縦
三
七
・
五
㎝
、
横
四
三
㎝
、
高
さ
三
〇
・
三
㎝
。
右
側
（
そ
の
２
）
が
縦
三
七
・
五
㎝
、
横

四
四
㎝
、
高
さ
二
八
・
六
㎝
。
獅
子
頭
と
し
て
は
大
型
で
、
雄
々
し
く
強
い
表
情
で
あ
る
。
全

体
に
黒
漆
、
耳
と
目
と
口
の
部
分
に
は
朱
が
塗
ら
れ
て
お
り
、
顎
に
は
植
毛
を
し
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
小
さ
な
穴
が
あ
る
が
、
外
観
で
の
雄
雌
の
区
別
は
な
い
。
丈
高
の
概
形
や
穏
や
か
な

表
現
に
平
安
風
の
古
様
を
と
ど
め
、
お
そ
く
と
も
一
三
世
紀
後
半
ま
で
に
作
ら
れ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　

霊
山
寺
は
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
寺
勢
が
栄
え
た
。
獅
子
頭
は
法
要
や
祭
事
の
時
に
行
列
の
先

頭
に
立
ち
、祭
典
が
催
さ
れ
る
と
き
に
は
舞
の
面
と
し
て
使
わ
れ
た
が
、宝
城
坊
の
獅
子
頭
は
、

現
在
各
地
の
お
祭
り
で
先
頭
を
行
く
獅
子
頭
の
原
型
で
、道
行
獅
子
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

獅
子
頭
は
舞
の
面
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
ひ
ど
い
旱
魃
の
と
き
に
は
、
本
堂

裏
手
の
沢
に
あ
る
男
滝
、
女
滝
に
獅
子
頭
を
浸
し
、
雨
乞
い
の
行
事
を
行
っ
た
と
伝
え
ら
れ

る（
（4
（

。
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小
川
寺
の
獅
子
舞

　

富
山
県
魚
津
市
小
川
寺
地
区
の
祭
礼
で
は
、
神
輿
の
渡
御
を
先
導
す
る
形
で
獅
子
と
天
狗
が

練
り
歩
く
。
師
子
児
か
ら
発
展
し
た「
獅
子
あ
や
し
」の
役
に
は
天
狗
、
婆
々
面（
ベ
ッ
チ
ャ
リ
・

ク
ソ
タ
レ
）、
姉
ま
の
四
名
が
登
場
す
る
。
小
川
寺
は
魚
津
市
最
古
の
村
で
、
数
百
年
来
宗
教

集
落
と
し
て
栄
え
て
き
た
。
小
川
寺
は
真
言
宗
の
古
刹
と
し
て
一
六
坊
が
存
在
し
た
が
、
現
在

は
光
学
坊
、
心
蓮
坊
、
蓮
蔵
坊
の
三
つ
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
開
祖
は
行
基
と
い
う
。

　

富
山
県
内
の
行
道
獅
子
は
高
岡
の
御
車
山
行
事
、
二
上
射
水
神
社
の
築
山
行
事
、
伏
木
気
多

神
社
の
祭
礼
、
魚
津
市
小
川
寺
地
区
の
祭
礼
、
射
水
市
の
下
村
加
茂
神
社
の
や
ん
さ
ん
ま
祭
、

立
山
町
の
浦
田
山
王
社
の
春
季
祭
礼
で
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
で
は
、
箱
獅
子
を
使
用
す

る
こ
と
、
御
旅
の
行
列
を
先
導
す
る
こ
と
、
本
殿
の
周
回
を
す
る
こ
と
な
ど
、
共
通
す
る
点
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
富
山
県
内
で
最
も
古
い
年
記
銘
を
持
つ
獅
子
頭
は
八
尾
町
布
谷
の

紫
野
社
に
伝
わ
る
文
明
一
三
年
（
一
四
八
一
年
）
銘
の
も
の
で
、
こ
れ
も
行
道
獅
子
の
形
態
を

持
つ
箱
獅
子
で
あ
る
。箱
獅
子
の
特
徴
は
頭
の
頂
部
と
鼻
の
頭
の
高
さ
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
、

見
か
け
は
偏
平
で
あ
る
。
ま
た
、
鼻
が
長
く
て
一
見
竜
に
見
え
る
の
で
、
竜
頭
と
も
呼
ば
れ

る（
（5
（

。
親
子
獅
子
舞

　

岐
阜
県
高
山
市
神
田
町
二
丁
目
に
鎮
座
す
る
飛
騨
総
社
の
親
子
獅
子
舞
は
、昭
和
四
一
年（
一

九
六
六
年
）
一
月
一
〇
日
に
市
の
文
化
財
指
定
を
受
け
た
。
文
政
元
年
（
一
八
一
八
年
）
七
月

二
一
日
、
田
中
大
秀
が
一
宮
神
輿
を
当
惣
座
森
に
迎
え
て
雩
祭
（
う
さ
い
と
読
み
、
雨
乞
い
祭
の

意
）
を
行
な
っ
た
と
き
奉
納
し
た
獅
子
舞
が
親
子
獅
子
で
、
以
後
雷
獅
子
、
雨
乞
い
獅
子
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る（

（5
（

。

伊
奈
冨
神
社
の
獅
子
頭

　

三
重
県
鈴
鹿
市
の
伊
那
富
神
社
は
、
社
伝
に
よ
れ
ば
神
代
、
東
ヶ
岡
に
御
神
霊
が
出
現
せ
ら

れ
、
崇
神
天
皇
五
年
、
霊
夢
の
神
告
に
よ
り「
占
木
」の
地
で
社
殿
造
営
の
地
を
占
い
、
神
路
ヶ

岡
に
大
宮
・
西
宮
・
三
大
神
の
三
社
を
鎮
祭
し
た
。

　

伊
奈
冨
神
社
獅
子
神
楽
は
獅
子
舞
一
と
獅
子
舞
二
が
あ
り
、
能
面
二
面
が
県
指
定
文
化
財
に

な
っ
て
い
る
。
黒
色
尉
と
白
色
尉
が
あ
り
、
室
町
時
代
の
作
で
、
雨
乞
い
神
事
に
用
い
ら
れ
た
。

獅
子
頭
一
躯
も
県
指
定
文
化
財
で
、
頭
頂
部
胎
内
に
「
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
年
）」
の
銘
が
あ

り
、
県
下
最
古
の
獅
子
頭
で
、
行
道
面
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（5
（

。

お
わ
り
に

　

古
く
か
ら
の
祭
や
芸
能
は
時
間
経
過
の
中
で
、
社
会
の
影
響
を
受
け
て
様
々
な
変
容
を
遂
げ

る
。武
水
別
神
社
の
夜
練
り
に
姿
を
見
せ
る
獅
子
頭
は
、本
来
行
道
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
現
在
残
る
獅
子
頭
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

武
水
別
神
社
は
そ
の
社
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
水
に
関
わ
る
神
社
だ
っ
た
。
長
野
市
大
岡

丙
の
樋
知
大
神
の
祭
神
で
あ
る
武
水
別
命
は
、
諏
訪
大
明
神
建
御
名
方
刀
美
命
の
第
二
の
御
子

だ
と
す
る
。
諏
訪
信
仰
の
根
源
は
水
の
信
仰
で
あ
り
、
諏
訪
大
明
神
の
姿
が
龍
体
、
も
し
く
は

蛇
体
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
武
水
別
神
社
の
神
も
本
来
は
龍
体
の
可
能
性
が
高
い
。

　

夜
練
り
に
用
い
ら
れ
る
獅
子
は
伊
那
谷
の
青
獅
子
な
ど
か
ら
類
推
す
る
と
龍
頭
で
あ
り
、
武

水
別
神
の
御
神
体
と
し
て
の
意
味
を
持
た
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
拝
殿
行
事

の
前
に
拝
殿
の
中
央
に
置
か
れ
、
行
道
の
獅
子
と
は
異
な
る
特
別
な
待
遇
を
さ
れ
、
雨
乞
い
に

こ
の
頭
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
諏
訪
大
社
に
お
い
て
同
様
の
役
割
を
負
っ
た
も
の
に
薙
鎌

が
あ
る
。
そ
の
形
の
一
つ
は
明
ら
か
に
蛇
、
龍
を
シ
ン
ボ
ル
化
し
て
い
る
。
そ
れ
で
あ
り
な
が

ら
、
諏
訪
大
社
に
お
い
て
は
御
神
体
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

樋
知
大
神
の
祭
神
で
あ
る
武
水
別
命
は
、
千
曲
市
と
東
筑
摩
郡
麻
績
村
の
境
に
あ
る
聖
山
を

神
体
山
と
す
る
よ
う
で
、
峯
に
か
か
る
雲
の
状
態
で
天
候
を
占
い
、
雨
乞
い
に
よ
り
雨
を
降
ら

せ
て
い
た
と
す
る
の
は
、
諏
訪
大
社
に
お
け
る
神
体
山
の
守
屋
山
と
地
域
住
民
と
の
関
わ
り
に

極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
武
水
別
神
社
に
つ
い
て
は
神
体
山
が
不
明
で
あ
る
が
、
冠
着
山
が
そ

の
一
つ
の
候
補
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
水
別
神
社
の
水
の
信
仰
に
つ
い
て
は
他
地

域
の
事
例
な
ど
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
具
体
的
に
お
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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注１　
『
更
埴
埴
科
地
方
誌
第
二
巻
（
原
始
古
代
中
世
編
）』
七
四
八
頁
（
更
科
埴
科
地
方
誌
刊
行
会
、

一
九
七
八
年
八
月
）

２　

拙
著
『
戦
国
時
代
の
諏
訪
信
仰
―
失
わ
れ
た
感
性
・
習
俗
―
』（
新
典
社
新
書
、
二
〇
〇
八
年

四
月
）。
拙
稿
「
女
神
と
し
て
の
薙
鎌
―
新
海
三
社
神
社
の
場
合
―
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究

紀
要
』
第
三
〇
号
、
長
野
県
立
歴
史
館
、
二
〇
二
四
年
三
月
）

３　

『
更
埴
市
史　

第
二
巻　

近
世
編
』
六
〇
六
頁
（
更
埴
市
、
一
九
八
八
年
三
月
）

４　

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版　

第
四
巻
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）

５　

福
原
敏
男
「
葬
列
と
し
て
の
頭
人
行
列
―
信
州
武
水
別
八
幡
宮
の
祭
夜
練
り
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
神
社
史
料
研
究
会
叢
書
五
『
神
社
継
承
の
制
度
史
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
五
月
）

６　
『
更
埴
埴
科
地
方
誌
第
二
巻
（
原
始
古
代
中
世
編
）』
七
八
八
頁
（
更
科
埴
科
地
方
誌
刊
行
会
、

一
九
七
八
年
八
月
）

７　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
四
一
頁
（
執
筆
は
織
田
顕
行
、
飯
田
市
美
術
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年

一
〇
月
一
六
日
）

８　

『
日
本
芸
能
史
』
一
巻
（
第
三
章　

東
洋
的
楽
舞
の
伝
来
』（
植
木
行
宣
執
筆
）（
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
八
一
年
六
月
）。
田
辺
三
郎
助
編
『
日
本
の
美
術
№
一
八
五　

行
道
面
と
獅
子
頭
』

至
文
堂
、
一
九
七
七
年
一
月
）

９　

福
原
敏
男
「
葬
列
と
し
て
の
頭
人
行
列
―
信
州
武
水
別
八
幡
宮
の
祭
夜
練
り
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（
神
社
史
料
研
究
会
叢
書
五
『
神
社
継
承
の
制
度
史
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）

10　

東
京
国
立
博
物
館
他
編
『
国
宝
法
隆
寺
展
～
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
調
査
完
成
記
念
～
』
一
一
〇

頁
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
一
九
九
四
年
）

11　

長
野
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
長
野
市
誌　

第
一
〇
巻　

民
俗
編
』（
長
野
市
、
一
九
九
八
年

一
二
月
）

12　

大
岡
村
誌
編
纂
委
員
会
編
『
大
岡
村
誌 

歴
史
編
』（
大
岡
村
誌
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
三
月
）

13　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
五
七
頁
、
執
筆
は
櫻
井
弘
人

14　

宮
下
和
男
編
著『
信
州
の
民
話
伝
説
集
成　

南
信
編
』（
一
草
舎
出
版
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）。

櫻
井
弘
人
「
南
信
州
の
獅
子
舞
―
大
型
練
獅
子
の
誕
生
と
展
開
」（「
時
の
駅
」
講
座 

第
一
回 

令

和
元
年
七
月
六
日　

https://takam
ori-tokinoeki.com

/w
p-content/uploads/2022/09/

r1-1.pdf

）。
以
下
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
災
害
伝
承
と
神
仏
意
識
―
伊
那
谷
の
災
害
伝
説
を
通
じ
て

―
」（『
伊
那
民
俗
研
究
』
第
三
二
号
、
柳
田
國
男
記
念
伊
那
民
俗
学
研
究
所
、
二
〇
二
五
年
三
月

で
触
れ
て
い
る
）

15　

櫻
井
弘
人
「
南
信
州
の
獅
子
舞
―
大
型
練
獅
子
の
誕
生
と
展
開
」

16　

櫻
井
弘
人
「
南
信
州
の
獅
子
舞
―
大
型
練
獅
子
の
誕
生
と
展
開
」

17　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
五
四
頁
、
執
筆
は
櫻
井
弘
人

18　

『
長
野
県
史　

民
俗
編　

南
信
地
方　

こ
と
ば
と
伝
承
』
二
巻
三
号
六
三
〇
頁
（
長
野
県
史
刊

行
会
、
一
九
八
九
年
二
月
）。
滝
本
慈
真
「
大
島
山
瑠
璃
寺
の
獅
子
舞　

高
森
町
大
島
山
瑠
璃
寺
」

（『
伊
那
』
一
九
八
九
年
四
月
号
、
伊
那
史
学
会
、
一
九
八
九
年
四
月
）。
宮
下
和
男
編
『
信
州
の

民
話
伝
説
集
成 

南
信
編
』（
一
草
舎
出
版
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）。
小
沢
さ
と
し
『
新
伊
那
谷

の
昔
話
集
』（
一
草
舎
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）

19　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
四
七
頁
、
執
筆
は
織
田
顕
行
。
櫻
井
弘
人
「
口
絵　

鳩
ケ
嶺
八
幡
宮

の
獅
子
頭
」（『
伊
那
』
一
九
八
九
年
四
月
号
（
伊
那
史
学
会
、
一
九
八
九
年
四
月
）

20　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
四
九
頁
、
執
筆
は
櫻
井
弘
人

21　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
五
〇
頁
、
執
筆
は
櫻
井
弘
人

22　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
五
二
頁
、
執
筆
は
櫻
井
弘
人

23　

櫻
井
弘
人
「
南
信
州
の
獅
子
舞
―
大
型
練
獅
子
の
誕
生
と
展
開
」

24　

櫻
井
弘
人
「
南
信
州
の
獅
子
舞
―
大
型
練
獅
子
の
誕
生
と
展
開
」

25　

柴
崎
高
陽
『
柴
崎
高
陽
写
真
集　

信
濃
の
祭
り
』（
信
濃
路
、
一
九
七
二
年
七
月
）

26　

『
辰
野
町
誌　

近
現
代
編
』
一
一
二
四
頁
（
辰
野
町
誌
刊
行
委
員
会
、
一
九
八
八
年
九
月
）

27　

『
第
一
三
回
全
国
獅
子
舞
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
飯
田
市　

開
催
記
念
特
別
展　

獅
子
舞
―
ユ
ー

ラ
シ
ア
か
ら
伊
那
谷
へ
―
』
四
四
頁
、
執
筆
は
織
田
顕
行
。
上
田
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
上
田

市
の
文
化
財　

上
田
市
誌　

二
七
集
』（
上
田
市
、
一
九
九
九
年
一
一
月
）
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竜神としての師子頭―水神の役割を負う師子―

28　

上
田
市
教
育
委
員
会
編
『
岳
の
幟
の
祭
礼
調
査
報
告
書
』（
上
田
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五

年
三
月
）。
柴
崎
高
陽
『
柴
崎
高
陽
写
真
集　

信
濃
の
祭
り
』（
信
濃
路
、
一
九
七
二
年
七
月
）

29　

『
中
野
市
誌 

歴
史
編
』（
中
野
市
、
一
九
八
一
年
三
月
）

30　

紫
波
町
教
育
委
員
会
『
紫
波
町
文
化
財
調
査
報
告
書　

一
九
九
二
』（
紫
波
町
教
育
委
員
会
、

一
九
九
二
年
三
月
）

31　

石
川
博
司
『
伊
勢
崎
市
の
獅
子
舞
巡
り
』（
多
摩
獅
子
の
会
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
）。
石
川
博

司
『
獅
子
舞
雑
記
ノ
ー
ト 
一
二
五
』（
多
摩
獅
子
の
会
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
）

32　

三
隅
治
雄
・
大
島
暁
雄
・
吉
田
純
子
編
『
関
東
地
方
の
民
俗
芸
能
一
（
日
本
の
民
俗
芸
能
調
査

報
告
書
集
成
四
）』（
海
路
書
院
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

33　

加
須
市
史
編
さ
ん
室
編
『
加
須
市
の
神
社
・
寺
院
（
調
査
報
告
書　

第
九
集
）』（
加
須
市
、
一

九
八
三
年
三
月
）

34　

熊
谷
市
教
育
委
員
会
編
『
熊
谷
市
史 

別
編
一
（
民
俗
編
）』（
熊
谷
市
、
二
〇
一
四
年
三
月
）

35　

行
田
市
教
育
委
員
会
編
『
行
田
市
史　

行
田
の
民
俗
ー
く
ら
し
の
成
り
立
ち
と
移
り
変
わ
り
』

（
行
田
市
、
二
〇
一
四
年
三
月
）

36　

浦
和
市
教
育
委
員
会
編
『
浦
和
市
文
化
財
調
査
報
告
書
．
第
三
七
集
』（
浦
和
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
三
年
二
月
）

37　

千
葉
県
教
育
庁
教
育
振
興
部
文
化
財
課
編
『
ふ
さ
の
国
の
文
化
財
総
覧 
第
一
巻
』（
千
葉
県
教

育
庁
教
育
振
興
部
文
化
財
課
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）

38　

中
嶋
清
一
『
房
総
の
民
俗
』（
う
ら
べ
書
房
、
一
九
六
一
年
一
月
）

39　

和
田
茂
右
衛
門
「
聖
法
寺
と
雨
降
り
獅
子
に
つ
い
て
」（『
貝
塚
博
物
館
紀
要 

第
二
号
』、
千
葉

県
加
曽
利
博
物
館
、
一
九
六
九
年
三
月
）。
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史
．
別
編 

民
俗
二
』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）。
稲
村
行
真
『
ニ
ッ
ポ
ン
獅
子
舞
紀
行
』（
青
弓
社
、

二
〇
二
四
年
七
月
）

40　

三
隅
治
雄
・
大
島
暁
雄
・
吉
田
純
子
編
『
関
東
地
方
の
民
俗
芸
能
二
（
日
本
の
民
俗
芸
能
調
査

報
告
書
集
成
五
）』（
海
路
書
院
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

41　

千
葉
県
教
育
庁
教
育
振
興
部
文
化
財
課
編
『
ふ
さ
の
国
の
文
化
財
総
覧 

第
一
巻
』（
千
葉
県
教

育
庁
教
育
振
興
部
文
化
財
課
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）

42　

『
中
央
区
の
文
化
財
二
（
美
術
・
工
芸
・
古
文
書
）』（
中
央
区
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
文
化

係
、
一
九
八
三
年
三
月
）。
槌
田
満
文
編
『
明
治
東
京
歳
時
記 

新
装
版
』（
青
蛙
房
、
二
〇
〇
九

年
一
〇
月
）

43　

『
図
説
日
本
と
世
界
の
祭
り
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
七
月
）

44　

佐
藤
高
『「
ふ
る
さ
と
東
京
」
民
俗
芸
能
一
普
及
版
』（
朝
文
社
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）

45　

石
川
博
司
『
玉
の
内
獅
子
舞
を
訪
ね
る
』（
多
摩
獅
子
の
会
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）。
佐
藤
高

『「
ふ
る
さ
と
東
京
」
民
俗
芸
能
一
』（
朝
文
社
、
二
〇
〇
八
年
六
月
）

46　

町
田
市
立
博
物
館
『
多
摩
の
三
匹
獅
子
舞　

獅
子
頭
・
面
・
太
鼓
』（
町
田
市
立
博
物
館
、
一

九
八
六
年
一
〇
月
）。
石
川
博
司
『
四
谷
龍
頭
の
舞
を
訪
ね
る
』（
多
摩
獅
子
の
会
、
二
〇
〇
五
年

九
月
）。
石
川
博
司
『
四
谷
龍
頭
の
舞
再
訪
』（
多
摩
獅
子
の
会
、
二
〇
一
一
年
七
月
）。
八
王
子

市
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
八
王
子
市
史　

民
俗
編
』（
八
王
子
市
、
二
〇
一
七
年
三
月
）

47　

中
村
亮
雄
「
南
河
原
の
雨
乞
い
獅
子
に
つ
い
て
」（『
川
崎
市
文
化
財
調
査
集
録 

第
九
集
』（
川

崎
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課
文
化
財
係
、
一
九
七
四
年
）

48　

『
川
崎
市
文
化
財
調
査
集
録 

第
九
集
』（
川
崎
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
部
社
会
教
育
課
文
化

財
係
、
一
九
七
四
年
一
月
）。
川
崎
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
文
化
財
課
編
『
川
崎
市
文
化
財

調
査
集
録
』（
川
崎
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
七
年
三
月
）

49　

三
隅
治
雄
・
大
島
暁
雄
・
吉
田
純
子
編
『
関
東
地
方
の
民
俗
芸
能
四
（
日
本
の
民
俗
芸
能
調
査

報
告
書
集
成
七
）』（
海
路
書
院
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

50　

富
山
県
教
育
委
員
会
『
富
山
県
の
獅
子
舞
ー
富
山
県
内
獅
子
舞
緊
急
調
査
報
告
書
』（
一
九
七

九
年
三
月
）。
富
山
県
教
育
委
員
会
編
『
富
山
県
の
民
俗
芸
能　

富
山
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報

告
書
』（
富
山
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
三
月
）。
富
山
県
の
獅
子
舞
活
性
化
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
研
究
委
員
会
『
富
山
県
の
獅
子
舞
芸
能
と
祭
礼　

獅
子
の
芸
能
と
行
事
の
現
状
』（
富
山
県
の

獅
子
舞
活
性
化
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
研
究
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）

51　

『
高
山
市
史
』
山
祭
・
民
俗
文
化
編
（
高
山
市
教
育
委
員
会
編
『
高
山
市
史
編
纂
資
料
』
第
九

号
（
高
山
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

52　

三
重
県
編
『
三
重
県
史 

別
編 

民
俗
』（
三
重
県
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
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は
じ
め
に

　

近
年
、『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
や
自
治
体
史
の
刊
行
に
よ
り
、
中
近
世
移
行
期
の
政
治
史
の

研
究
は
進
ん
で
い
る
。
政
権
に
参
画
し
た
諸
大
名
の
役
割
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
も
、
着
々
と

進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
黒
田
基
樹
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
大
名
の
基
礎
研
究
に
不
可

欠
な
作
業
と
し
て
、
発
給
文
書
の
集
成
が
あ
る（

１
）。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
仙
石
秀
久
は
羽
柴
秀
吉
の
最
初
期
か
ら
与
力
と
し
て
活
躍
し
た
豊
臣
大

名
の
一
人
で
、
の
ち
に
信
濃
国
佐
久
郡
小
諸
五
万
石
と
し
て
入
封
し
た
信
濃
ゆ
か
り
の
大
名
で

あ
る
。
淡
路
国
洲
本
城
主
と
し
て
秀
吉
の
四
国
攻
略
の
先
鋒
と
し
て
実
績
を
あ
げ
天
正
一
三
年

に
讃
岐
国
一
国
を
得
た
が
、
九
州
攻
略
で
の
失
策
で
一
転
し
て
改
易
・
高
野
山
追
放
と
な
っ
た
。

小
田
原
合
戦
で
の
挽
回
で
小
諸
城
主
と
な
り
大
名
と
し
て
返
り
咲
い
た
の
で
あ
る
（
表
１
。
年
譜

参
照
）。
慶
長
五
年
の
第
二
次
上
田
城
合
戦
で
徳
川
秀
忠
軍
に
従
い
真
田
氏
と
戦
っ
た
こ
と
や
、

近
年
は
漫
画
単
行
本
の
主
人
公
と
な
っ
た
こ
と
で
、人
口
に
も
膾
炙
し
た
武
将
の
一
人
と
い
え
る
。

彼
は
豊
臣
大
名
で
あ
り
な
が
ら
、
羽
柴
名
字
を
名
の
ら
ず
、
豊
臣
賜
姓
も
さ
れ
た
形
跡
も
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
魅
力
的
な
側
面
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
基
礎
的
な
研
究
は
意
外
に
も

皆
無
に
等
し
い（

２
）。

そ
の
理
由
は
様
々
な
要
素
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
第
一
に
秀
久
が
四
国
か
ら
信

濃
へ
領
国
を
移
し
、
そ
の
子
孫
は
但
馬
国
出
石
（
兵
庫
県
豊
岡
市
）
へ
転
封
し
た
こ
と
に
よ
り
、

文
書
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
一
瞥
で
き
る
史
料
集
が
な
い
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
秀
久
の
名
乗
り
が
秀
久
―
秀
康
―
盛
長
―

秀
久
と
変
化
し
、
花
押
も
た
び
た
び
改
変
が
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
印
判
も
複
数
使
用
す
る
な

ど
の
複
雑
さ
も
要
因
と
し
て
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
基
礎
作
業
と
し
て
秀
久
の
発
給
文
書
の
整
理
・
分
類
を
お
こ
な
う

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
文
中
の
諱
は
、
引
用
史
料
を
除
き
秀
久
に
統
一
し
て
い
る
。

一
　
花
押
の
編
年

　

秀
久
は
慶
長
一
九
年
五
月
六
日
に
江
戸
藩
邸
か
ら
小
諸
へ
の
帰
途
、
鴻
巣
宿
で
没
す
る
。『
大

研
究
報
告

仙�

石
秀
久
発
給
文
書
の
基
礎
的
研
究

村
石
　
正
行

番号 花押型の例

Ａ

天正13年５月17日
広田文書

天正14年８月24日
由佐文書

Ｂ

天正19年５月14日
安養寺文書

天正18年12月10日
松原神社文書

天正19年２月28日
蓮華定院文書

Ｃ

文禄３年２月19日
龍雲寺文書

Ｄ

慶長２年12月24日
龍雲寺文書

慶長２年10月5日
龍雲寺文書

慶長２年10月12日
龍雲寺文書

Ｅ

慶長４年３月１日
龍雲寺文書

慶長４年３月１日
安養寺文書

慶長３年４月２日
龍雲寺文書

年未詳３月14日
龍雲寺文書

年未詳３月14日
安養寺文書

Ｆ１
Ｆ２

Ｆ１ 
慶長10年２月25日
柏原文書

Ｆ２ 
慶長９年９月６日
高見沢文書

Ｇ

慶長11年１月15日
高見沢文書

慶長12年４月12日
高橋文書

慶長12年11月21日
高橋文書

慶長14年２月19日
小林文書

図１　仙石秀久花押編年
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表１　仙石秀久年譜
ID 知行地 在所 西暦 和暦 月日 事項 出典

１

美濃国

美濃国 1551 天文20 正・26 美濃国加茂郡黒岩村に生まれる 改撰仙石家譜 秀久公譜上

２ 越前国 1557 弘治３ 萩原伊予守国満の養子となる 改撰仙石家譜 秀久公譜上

３ 美濃国 1563 永禄６ 12・ 舎兄久勝が家督を辞したため仙石家督を継ぎ元服　845貫文 改撰仙石家譜 秀久公譜上

４ 美濃国 1564 永禄７ 織田信長に初めて謁見し、木下藤吉郎に附属させられる 改撰仙石家譜 秀久公譜上

５ 美濃国 1567 永禄10 ４・８ 亡父七回忌の齋に自らの立身出世の思いを伝える 改撰仙石家譜 秀久公譜上

６

近江国

近江国 1570 元亀元 ６・ 姉川の戦いで浅井氏の家臣山崎新兵を討ち捕る 改撰仙石家譜 秀久公譜上

７ 近江国 1574 天正２ 近江国野洲郡に千石を知行地拝領 改撰仙石家譜 秀久公譜上

８ 近江国 1578 天正６ 四千石を加増される 改撰仙石家譜 秀久公譜上

９

摂津国

摂津国 1579 （天正７） ７・24 仙石秀久に摂津湯山の奉行を任じる 秀吉文書集201 浅野文書

10 讃岐国 1580 天正８ 信長、三好笑岩を讃岐へ渡る。秀久、長宗我部元親攻撃の先鋒として
讃岐へ渡る 改撰仙石家譜 秀久公譜上

11 讃岐国 1580 天正８ 10・ 平山に陣を張る。十川能閑が平山まで来訪し滞在。 改撰仙石家譜 秀久公譜上

12 讃岐国 1580 （天正８） 10・12 見物に来た能閑等の馳走への謝礼 改撰仙石家譜 秀久公譜上

13

淡路国

淡路国 1580 天正８年 11・ 信長、秀久を淡路国由良城を落とし淡路国を平定させる。秀久洲本城
５万石となる 改撰仙石家譜 秀久公譜上

14 阿波国 1580 天正８ 11・22 秀久、阿波国川端城を攻略。三好笑岩、本領三好・美間郡を回復。 改撰仙石家譜 秀久公譜上

15 阿波国 1581 （天正９） 12・14 浅野長吉・千石秀久が使者として野口孫五郎のもとに派遣される 秀吉文書集364 野口文書

16 備中国 1582 天正10 ３・ 秀吉の備中国冠山城攻めに加わり、褒賞する 改撰仙石家譜 秀久公譜上

17 備中国 1582 （天正10） ４・８ 信長の移座に際して路次普請を命ずる、詳しくは千石権兵衛が使者と
して伝える 秀吉文書集5929 甲子夜話

18 阿波国 1582 （天正10） ６・７ 淡路衆人質を無事請けとった旨を報じる 秀吉文書集5932 上田市立博物館所蔵文書

19 阿波国 1582 （天正10） ９・12 千石秀久に対して淡州衆を召し連れて勝瑞城に入城することを命じる 秀吉文書集487 黒田家文書

20 伊勢国 1583 天正11 正・23 秀久、亀山城の瀧川三九郎等を攻め落城させる 改撰仙石家譜 秀久公譜上

21 近江国 1583 （天正11） ２・13 千石秀久を賤ケ岳の戦いで雪山下に配置する 秀吉文書集592 古文書纂

22 近江国 1583 （天正11） ３・24 柴田勝家を討ち果たしたことを千石秀久が使者として口上する 秀吉文書集616 士林証文

23 讃岐国 1583 天正11 ４・ 秀久、讃岐国引田に山城を築き２千騎を引率し長宗我部父子と戦う 改撰仙石家譜 秀久公譜上

24 讃岐国 1583 （天正11） ５・13 備前・播磨諸警護と長宗我部元親を討ち果たすよう命じる 秀吉文書集704 古文書

25 阿波国 1583 （天正11） ５・20 船を残らず徴集するように伝えるとともにこの書状を千石秀久に遣わ
すよう命じる 秀吉文書集708 石井文書

26 阿波国 1583 天正11 ７・29 一番甲の勲功を賞したもの 飯山町誌206頁 稲毛文書

27 阿波国 9999 未詳 ８・18 銭百疋を寄進する旨を伝える 粟島神社文書 影写本　
粟島神社文書（3071.61-64-1）

28 阿波国 1583 （天正11） 10・１ 讃岐国引田での戦いにおいて油断なく働くよう命じる 秀吉文書集831 大阪城天守閣所蔵文書

29 阿波国 1583 （天正11） 12・11 阿波国において千石秀久とともに忠節を働いたことを賞する 秀吉文書集857 篠原文書

30 阿波国 1583 年未詳
（天正11カ） 12・15 秀久が軍功を上申した旨を記し、12月12日秀吉書状に添える 篠原文書 影写本　篠原文書（3071.82-8-1）

31 阿波国 1583 （天正11） 12・11 阿波国において十河・安富とともに河北を放火し河端城を押し詰め戦
功をあげたことを賞する 秀吉文書集858 秀久公譜上

32 尾張国 1584 天正12 小牧・長久手の戦いで戦功あり 改撰仙石家譜 秀久公譜上

33 阿波国 1584 天正12 11・14 某に対し鍛冶役など諸役免除する 兵庫県史史料編中世１-524 影写本　山本文書（3071.64-78-2）

34 阿波国 1585 （天正13） ３・17 船大将として千石秀久・中村一氏・九鬼嘉隆らの面々に申しつける 秀吉文書集1352 小早川文書

35 紀伊国 1585 天正13 ３・24 秀久、熊野浦に到着する 改撰仙石家譜 秀久公譜上

36 紀伊国 1585 （天正13） ３・25 千石秀久・中村一氏・小西行長らを紀伊国湯川館へ差し遣わす 秀吉文書集1365 小早川文書

37 紀伊国 1585 （天正13） ４・４ 千石秀久も小者一人を遣わしてくるので、様子を申し越すように伝え
る 秀吉文書集1390 藩中古文書

38 摂津国 1585 天正13 ５・17 10人の取次を差し出すよう命じたもの 大日本史料11編-15　
兵庫県史史料編中世１-520 廣田文書（3071.64-78-1）

39 京都 1585 天正13 ５・30 仙石権兵衛上洛 北野日記-492 北野日記492頁

40 摂津国 1585 （天正13） ６・17 摂津国中道橋・泊々要害の普請を千石秀久と相談して行うことを命じ
る 秀吉文書集1462 中川家文書

41 讃岐国 1585 天正13 ７・ 土佐国平定、秀久讃岐国高松城へ留め置かれる 改撰仙石家譜 秀久公譜上

42

讃岐国

摂津国 1585 （天正13） ８・14 羽柴秀長に対し、讃岐国は千石権兵衛に安富・十川存保を付して与力
にするので阿波国には与力類は一人も置かないことを伝える 秀吉文書集1529 毛利家旧蔵文書

43 讃岐国 1585 天正13 ８・10 ３ヵ条の禁制 香川県史８資料編古代中世-63 金刀比羅宮文書3071.82-2

44 讃岐国 1585 天正13 ８・23 ３ヵ条の禁制 香川県史８資料編古代中世-92 影写本　地蔵院文書（3071.82-4-1）

45 讃岐国 1585 天正13 ９・10 淡路国の検地帳を千石秀久が作成する 秀吉文書集1622 竜野神社旧蔵文書

46 讃岐国 1585 天正13 ９・24 物成分10石を宛がう 兵庫県史中世編１ -518 影写本塩田文書（3071.64-78-4）

47 讃岐国 1585 天正13 ９・24 物成分50石を宛がう 日置川町史１-234 「淡路草」異本所載文書

48 讃岐国 1585 天正13 10・12 200石の知行を宛がう 飯山町誌-206 稲毛文書

49 讃岐国 1585 天正13 10・19 物成10石分を金毘羅宮へ寄進する 香川県史８資料編古代中世-64 金刀比羅宮文書（3071.82-2）

50 讃岐国 1585 天正13 10・23 ５石分の年貢を免除する 香川県史８資料編古代中世-92 地蔵院文書（3071.82-4-1）

51 大坂 1586 天正14 正・４ 大坂で北野社能閑と面会 北野日記-492 北野日記

52 讃岐国 1585 天正13 12・20 藤目城における勲功を賞する 香川県史８資料編古代中世-160 平尾家文書（焼失）



21

仙石秀久発給文書の基礎的研究

53

讃岐国

讃岐国 1586 天正14 正・13 知行として150石を扶助する 香川県史８資料編古代中世-118 新撰讃岐国風土記稿

54 讃岐国 1586 天正14 ２・13 寺領100石を寄進する 香川県史８資料編古代中世-17 白峯寺文書５（3071.82-5-1）

55 讃岐国 1586 天正14 ２・13 知行として400石を宛がう 大日本史料11-28、14 廣田文書（3071.64-78-1）

56 讃岐国 1586 天正14 ２・13 寺領30石を寄進する 香川県史８資料編古代中世-64 金刀比羅宮文書

57 京都 1586 天正14 ５・ 養父久勝の葬儀を大徳寺で挙行 改撰仙石家譜 秀久公譜上

58 大坂 1586 天正14 ５・29 大坂の普請場で北野社能閑と面会。能閑、権兵衛邸で一宿 北野日記-493 北野日記

59 讃岐国 1586 天正14 ７・12 千石秀久と相談し諸事越度なきよう命ずる 秀吉文書集1908 大友家文書録

60 讃岐国 1586 天正14 ８・14 九州出陣について、四国衆についてはまず長宗我部を先に立たせ、そ
の後千石秀久に申しつけている事を伝える 秀吉文書集1935 黒田家文書

61 讃岐国 1586 天正14 ８・14 九州出陣について、四国衆についてはまず長宗我部を先に立たせ、そ
の後千石秀久に申しつけている事を伝える 秀吉文書集1936 赤木文明堂所蔵文書

62 讃岐国 1586 天正14 ８・14 鵜足郡岡田下鄕のうち知行100石を宛がう 香川県史８資料編古代中世-160 木村家文書

63 讃岐国 1586 天正14 ８・14 宇足郡津ノ鄕のうち50石を伊勢大神宮へ寄進する 改撰仙石家譜 秀久公譜上

64 豊後国 1586 天正14 ８・15 長宗我部元親・千石秀久を豊後に派遣する 秀吉文書集1940 松浦文書

65 豊後国 1586 天正14 ８・24 10石を知行として扶助する － 神奈川県立公文書館所蔵文書
（6171.37-22）

66 豊後国 1586 天正14 ８・24 50石分を寄進する 三重県史県内文書-34 坂口茂氏所蔵文書―⑶ yahooオーク
ション2026年１月９日22時41分終了 

67 豊後国 1586 天正14 ８・24 100石を寄進する 香川県史８史料編古代中世-17 影写本　白峯寺文書（3071.82-5-1）

68 豊後国 1586 天正14 ８・24 60石分を知行として扶助する 香川県史８資料編古代中世-159 影写本　由佐家文書（3071.82-7-1）

69 豊後国 1586 天正14 ８・24 600石分を知行として扶助する 香川県史８資料編古代中世-159 影写本　由佐家文書（3071.82-7-1）

70 豊後国 1586 天正14 ８・24 1,000石分を知行として扶助する 香川県史８資料編古代中世-159 影写本　由佐家文書（3071.82-7-1）

71 豊後国 1586 天正14 ８・24 100石を宛がう 香川県史８資料編古代中世-159 影写本　由佐家文書（3071.82-7-1）

72 豊後国 1586 天正14 ８・24 402石を支配分として宛がう 兵庫県史史料編中世１-521 広田文書（3071.64-78-1）

73 豊後国 1586 天正14 ８・24 30石を寄進する 香川県史８資料編古代中世-64 影写本　金刀比羅宮文書（3071.82-2）

74 豊後国 1586 天正14 ８・25 一人も残らず敵を討ち果たすよう命じ同様の命令を千石秀久ほか黒
田・宮木へも伝える 秀吉文書集1947 大友家文書録

75 豊後国 1586 （天正14） ９・５ 千石秀久・長宗我部元親を差し遣わすので必ず着陣するように命じる 秀吉文書集6029 播磨古事

76 豊後国 1586 天正14 ９・18 千石権兵衛が秀吉に書状を送り絵図および両使の口上を聞き届けた 秀吉文書集1973 仙石家文書

77 豊後国 1586 天正14 10・３ 城を取り巻いたら長宗我部・千石秀久へも使いをこまめに送り相談す
ること　なお秀久は豊後国妙見に移るというのでよく相談すること 秀吉文書集1968 黒田家文書

78 豊後国 1586 天正14 10・３ 千石秀久・長宗我部元親ら四国衆は豊後国沖浜に派遣した 秀吉文書集1972 伊佐早文書

79 豊後国 1586 天正14 10・３ 法度以下を念を入れて守るように申し伝える。嶋津を薩摩に帰すこと
なく途中で留め悪逆人を一人残さず首を刎ねること 秀吉文書集1973 仙石家文書

80 豊後国 1586 天正14 10・３ 千石秀久・長宗我部元親ら四国衆は豊後国沖浜に派遣したので忠節が
肝要である 秀吉文書集1975 問注所文書

81 豊後国 1586 天正14 10・10 大友とも相談し千石秀久・長宗我部元親の一隊の陣取りを手堅く申し
つけその上で敵の城を包囲すること 秀吉文書集1976 黒田家文書

82 豊後国 1586 天正14 ８・24 100石を寄進する 香川県８資料編古代中世－９ 田村神社文書

83 豊後国 9999 未詳 10・13 九州征伐にかかわる状況に対する返書 問注所文書 影写本　問注所文書（3071.91-37）

84 豊後国 1586 天正14 10・14 豊後国が一手に済んだので筑前表へ出陣することが肝要である　千石
秀久と長宗我部元親に相談し頑強な働きが肝要である 秀吉文書集1991 黒田家文書

85 豊後国 1586 天正14 10・17 千石秀久ほかが働いているので示し合わせて尽力することが肝要であ
る 秀吉文書集1998 立花文書

86 豊後国 1586 天正14 10・18 千石秀久以下に先兵として申しつけているので、早く人質を出し形の
ある働きがあれば本領のみならず新地も給与する 秀吉文書集2001 松浦文書

87 豊後国 9999 未詳 11・３ 九州征伐にかかわる12か条の指示書 小笠原稙盛等書翰 謄写本　
小笠原稙盛等書翰（2071.08-51）

88 豊後国 1586 天正14 11・13 豊後国を取固めず他国へ兵を動かしたことに対して叱責する 秀吉文書集2013 百瀬文書

89 豊後国 1586 天正14 11・14 豊前表への出陣を待ち入ることを伝える 秀吉文書集2015 大友文書

90 豊後国 1586 天正14 11・23 人数を送り届けるのでそのまま陣取り味方に越度なきようにするよう
命じる 秀吉文書集2016 黒田家譜

91 豊後国 1586 天正14 12・２ 豊後衆ならびに千石・長宗我部・阿波・淡路衆３万騎いるので敵が合
戦を仕掛けないところで堅固な守りをすることが肝要である 秀吉文書集2029 土佐国蠢簡集

92

改易

不明 1586 天正14 12・22 権兵衛・長宗我部がどこにいるか聞いてもらいたい 秀吉文書集2062 脇坂家文書修正

93 不明 1586 天正14 12・24 若輩者が秀吉を裏切ったので、千石権兵衛を欠所とする 秀吉文書集2066 豊臣秀吉朱印状

94 不明 1586 天正14 12・28 千石権兵衛が度々置目を破ったため讃岐を召し上げ余人に与えるので
承知すること 秀吉文書集2067 黒田家文書

95 不明 1586 天正14 欠
筑後国で大友義統・千石権兵衛・長宗我部元親が兵を動かしている
が、逆心のものが侵入してきたので豊後国府内へ討ち入ることを命じ
る

秀吉文書集2071 西寒多神社文書

96 不明 1587 天正15 正・３ 今度仙石権兵衛が不行届を働いたので不慮の事態となったので豊後国
佐伯拇牟礼城を堅固に守ったことは神妙である 秀吉文書集2074 南行雑録

97 不明 1587 天正15 正・３ 今度仙石権兵衛が不行届を働いたので不慮の事態となったのでその城
を堅固に守ったことは神妙である 秀吉文書集2075 志賀文書

98 不明 1587 天正15 正・３ 今度仙石権兵衛が不行届を働いたので不慮の事態となった、家臣の討
ち死には忠節の至りである 秀吉文書集2076 大友家文書録

99 不明 1587 天正15 正・17 書付を用いず仙石権兵衛の様子を見聞きすることがないようにせよ 秀吉文書集2083 近江水口加藤子爵家文書
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100

改易

不明 1587 天正15 ３・18 先手の者が落ち度を犯すようならば千石権兵衛の身上は相違あっては
ならない 秀吉文書集2117 黒田家文書

101 不明 1587 天正15 ５・13 仙石権兵衛が昨年置目を破り不届きをしたが、長宗我部元親は息子を
死なせた忠節者なので大隅国に加増する予定だ 秀吉文書集2185・86 武家事紀　池田伊予文書

102 不明 1588 天正16 正・朔 北野社御祈念護摩供挙行　25日権兵衛金灯籠奉納 北野日記-494 北野日記

103 大坂 1588 天正16 ７・16 仙石権兵衛と能閑が対面　この間御祈念御百度多数 北野日記-495 北野日記

104 大坂 1588 天正16 ９・３ 大坂で北野社能閑と面会 北野日記-495 北野日記

105 京都 1588 天正16 11・晦 仙石権兵衛上洛 北野日記-498 北野日記

106 京都 1588 天正16 12・朔 秀久北野社社参 北野日記-498 北野日記

107 京都 1589 天正17 ３・28 秀久の寄宿へ見舞 北野日記-500 北野日記

108 京都 1589 天正17 ４・朔 秀久が北野社参詣 北野日記-500 北野日記

109 伏見 1589 天正17 ４・２ 秀久の寄宿へ見舞 北野日記-500 北野日記

110 伏見 1589 天正17 ４・10 秀久の寄宿へ見舞 北野日記-500 北野日記

111 京都 1589 天正17 ４・14 秀久が北野社参詣 北野日記-500 北野日記

112 京都 1589 天正17 ４・18 秀久の寄宿へ見舞 北野日記-500 北野日記

113 京都 1589 天正17 ４・23 能閑、秀久と振舞あり 北野日記-500 北野日記

114 大坂 1589 天正17 ４・28 秀久大坂へ下向 北野日記-500 北野日記

115 大坂 1589 天正17 ５・19 大坂で能閑と面会 北野日記-501 北野日記

116 伏見 1589 天正17 ５・26 能閑、秀久を見舞う 北野日記-501 北野日記

117 伏見 1589 天正17 ５・27 秀久、石川久五郎のもとを訪れ能閑とも面会 北野日記-501 北野日記

118 大坂 1589 天正17 ５・29 秀久、能閑のもとを訪れる 北野日記-501 北野日記

119 淀 1589 天正17 ６・７ 秀久、淀へ出立（～10日） 北野日記-501 北野日記

120 大坂 1589 天正17 ６・28 能閑、大坂の秀久のもとを訪れ天満に泊まる 北野日記-502 北野日記

121 京都 1589 天正17 ９・７ 秀久上洛　９・10日に能閑と面会　 北野日記-504 北野日記

122 京都 1589 天正17 ９・11 秀久社参 北野日記-504 北野日記

123 伏見 1589 天正17 10・朔 能閑、１・２日と秀久を見舞う 北野日記-504 北野日記

124 京都 1589 天正17 10・６ 北野社夢想連歌に秀久が参加 北野日記-505 北野日記

125 京都 1589 天正17 11・29 秀久が上洛、野村三十郎が伺候 北野日記-505 北野日記

126 京都 1590 天正18 ３・２ 千石権兵衛、小田原征伐への出陣を秀吉に願い出る 改撰仙石家譜 秀久公譜上

127

信濃国小諸

相模国 1590 天正18 ３・20 千石権兵衛、徳川家康に謁見し従軍する 改撰仙石家譜 秀久公譜上

128 相模国 1590 天正18 ７・13 豊臣秀吉、仙石秀久を小諸城主とする 信史補遺上-693 寛永重修諸家譜

129 京都 1590 天正18 11・朔 堀尾帯刀・山内対馬守とともに千利休の茶会を開催 改撰仙石家譜 秀久公譜上

130 京都 1590 天正18 12・10 松原大明神へ社領として寄付をする 信史17-224 松原神社文書

131 小諸 1591 天正19 正・19 仙石秀久、佐久郡小諸城に入る 信史補遺上-705 二　秀久公譜中

132 伏見 1597 （天正19年） ２・28 甲斐善光寺如来の移送奉行となることを賀し、佐久への来訪に尽力す
ることを伝える 新編信濃史料叢書１-445 蓮華定院文書

133 大坂 1591 天正19 ３・６ 仙石秀久、京都を発し、大坂に着く 信史補遺上-707 旧記荒増写

134 京都 1591 （天正19） ５・11 古河から京へ女房衆を送り届けるよう小諸千石権兵衛尉ほか各在所の
大名に命じる 秀吉文書集3684 喜連川文書

135 小諸カ 1591 天正19 ５・14 百貫文を寺領として寄付する 信史17-274 安養寺文書（3071.52-22-3）

136 京都 1591 天正19 ６・ 京都にあり 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

137 小諸 1592 文禄元 ２・ 小諸を発つ 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

138 京都 1592 文禄元 ２・26 京都に着 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

139 肥前国 1592 文禄元 ３・18 仙石秀久・石川康正等、京都を発し、肥前名護屋に向う 信史補遺上-723 二　秀久公譜中

140 肥前国 1592 文禄元 11・18 仙石秀久、従五位下に叙せられ、越前守に任ぜられる 信史補遺上-724 二　秀久公譜中

141 肥前国 1593 文禄2 ４・４ 小諸城下歓喜院において亡父の33回忌を執行させる 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

142 大坂 1593 文禄２ ８・ 肥前名古屋から大坂へ帰る 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

143 大坂 1594 文禄３ ２・19 龍雲寺の釘抜門門前の地の諸役を免除する 信史17-547 龍雲寺文書

144 大坂 1594 文禄３ ２・19 龍雲寺の釘抜門門前の地の諸役を免除する 彰考館採集古文書10 彰考館採集古文書10

145 京都 1594 文禄３ 5・16 北野天満宮へ参詣 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

146 江戸 1594 文禄３ ８・是月 仙石秀久、崇源院（豊臣秀吉の養女）が徳川秀忠の許に嫁すに際して
江戸に下る。徳川家康・秀忠より刀等を与えられる 信史補遺上-731 二　秀久公譜中

147 京都 1594 文禄３ ９・25 仙石秀久、山城北野社梅順坊能閑に、文禄元・二両年分知行金銀を届
ける　 信史補遺上-732 旧記荒増写

148 伏見 1595 文禄４ 正・３ 秀吉の草津湯治のため御座所普請を申しつけられる 秀吉文書集5101 浅野家文書

149 伏見 1595 文禄４ 正・25 仙石秀久、山城北野社に参詣する 信史補遺上-734 旧記荒増写

150 愛宕 1595 文禄４ ３・15 仙石秀久、能閑とともに愛宕へ参詣 北野日記-508 北野日記

151 伏見 1595 文禄４ ３・26 秀久、家のことで能閑と内談 北野日記-508 北野日記

152 伏見 1595 文禄４ ５・20 能閑、秀久の伏見屋敷へ見舞い 北野日記-509 北野日記

153 伏見 1595 文禄４ ７・９ 能閑、秀次事件のついでに秀久邸を訪れる 北野日記-509 北野日記

154 伏見 1595 文禄４ ７・27 秀久、上洛 北野日記-510 北野日記

155 江戸 1595 文禄４ ９・ 家康の命令で江戸へ供奉する　この時より千の字を仙に替えるという 改撰仙石家譜 三　秀久公譜中

156 伏見 1595 文禄４ 10・下 伏見に帰る 改撰仙石家譜 三　秀久公譜中
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157

信濃国小諸

伏見 1595 文禄４ 10・22 能閑、22～24日まで秀久邸に滞在 北野日記-513 北野日記

158 伏見 1595 文禄４ 11・朔 能閑、伏見の秀久邸に滞在 北野日記-514 北野日記

159 京都 1595 文禄４ 11・２ 能閑、秀久の聚楽の普請場を訪問　～６日まで 北野日記-514 北野日記

160 伏見 1595 文禄４ 11・８ 秀吉が伏見に帰るため秀久も同道 北野日記-514 北野日記

161 伏見 1595 文禄４ 11・21 能閑、秀久・加藤貞泰・佐野信吉と夜更けまで大酒 北野日記-515 北野日記

162 伏見 1595 文禄４ 12・10 能閑、伏見の秀久邸に滞在 北野日記-516 北野日記

163 京都 1596 慶長元 ２・６ 鹿苑寺を訪問 北野日記-516 北野日記

164 伏見 1596 慶長元 ５・20 能閑、伏見の秀久邸に滞在 北野日記-517 北野日記

165 伏見 1596 慶長元 ５・11 山城北野社梅順坊能閑、仙石秀久に物を贈る 信史補遺下－２ 旧記荒増写

166 伏見 1596 慶長元 10・16 能閑、伏見の秀久邸に滞在～19日 北野日記-517 北野日記

167 伏見 1596 慶長元 11・24 小諸の正室逝去（本陽院） 改撰仙石家譜 三秀久公中

169 伏見 1596 慶長元 12・24 仙石秀久の室（野々村氏）死去 信史信史補遺下－６ 諸武家本記

170 伏見 1597 慶長２ 正・23 伏見にあり 北野日記-517 北野日記517頁

171 伏見 1597 慶長２ ２・６ 定書として百貫文を寺領寄付する 信史18-195 影写本　貞祥寺文書（32520148）　
3071.52-51-2

172 京都 1597 慶長2 ３・４ 京都の旅館にあり 北野日記-518 北野日記

173 聚楽 1597 慶長２ ５・12 仙石秀久、前田玄以の聚楽第に移徙する 信史補遺下－８ 旧記荒増写

１７４ 京都 １５９７ 慶長２ ７・25 盛長に改名、北野社に金200疋を寄進 信史補遺下-11 旧記荒増写

175 伏見 1597 慶長２ ７・26 仙石秀久、改名及び改判に際し、山城北野社に祝儀を送る、 信史補遺下-11 旧記荒増写

176 伏見 1597 慶長２ ８・28 仙石秀久、福島正則と共に豊臣秀吉に拝謁する 信史補遺下-13 旧記荒増写

177 伏見 1597 慶長２ ９・15 仙石秀久、岩間忠輔等に命じ、佐久郡蘆田新町を造らせる 信史18-222 土屋文書

178 伏見 1597 慶長２ ９・15 仙石秀久、岩間忠輔等に佐久郡蘆田新町を造ることを命じる。この日
忠輔等、その成就を祈願する 信史18-222 土屋文書

179 伏見 1597 慶長２ ９・21 能閑、秀吉屋敷普請場を訪問し秀久に礼を述べる 改撰仙石家譜 二　秀久公譜中

180 伏見 1597 慶長２ 10・５ 仙石秀久、猥りに禅師号を称しないことを命じる 信史18-217 龍雲寺文書

181 伏見 9999 未詳 10・５ 仙石秀久、猥りに禅師号を称しないことを命じる 彰考館採集古文書 謄写本　
彰考館採集古文書2071.02-21

182 伏見 1597 慶長２ 10・12 曹洞宗の僧侶が薄墨綸旨をもってみだりに禅師号を称することを命ず
る 信史18-218 龍雲寺文書

183 伏見 9999 未詳 10・12 曹洞宗の僧侶が薄墨綸旨をもってみだりに禅師号を称することを命ず
る 彰考館採集古文書 謄写本　

彰考館採集古文書2071.02-21

184 伏見 1597 慶長２ 10・17 仙石秀久、聚楽第の御門の完成を豊臣秀吉に報告するため京都より山
城国伏見に赴く 信史信史補遺下-16 旧記荒増写

185 京都 1597 慶長２ 10・19 秀久、伏見より上洛 北野日記-522 北野日記

186 伏見 1597 慶長２ 12・朔 千石越前ほか諸大名に観世座支配分の米納入を命じる 秀吉文書集5696 観世文庫

187 伏見 1597 慶長２ 12・24 能閑、伏見の秀久邸を訪問 北野日記-522 北野日記

188 伏見 1597 慶長２ 12・24 虚官僧侶の数多きを嘆く 信史18-218 龍雲寺文書

189 伏見 1597 慶長２ 12・24 仙石秀久、武者又左衛門に、知行を与える 信史補遺下-18 県立歴史館丸山史料

190 伏見 1598 慶長３ 正・５ 山城北野社梅順房能閑、仙石秀久に巻数等を贈る、 信史補遺下-19 旧記荒増写

191 京都 9999 年未詳 正・17 仙石秀久、石清水八幡宮に金子を寄進する 信史20-21 三　秀久公譜下

192 伏見 1598 慶長3 ２・３ 秀久、佐久郡貞祥寺龍鶴（松山）に、隠居免として寺領を加付する 信史補遺下-21 大徳寺文書

193 伏見 1598 慶長３ ２・４ 能閑、関都とともに秀久邸を訪問　宿泊 北野日記-524 北野日記

194 伏見 1598 慶長３ ４・２ 仙石秀久、佐久郡龍雲寺に土地を寄進する 信史１８－２７１ 龍雲寺文書

195 伏見 1598 慶長３ ４・12 能閑、伏見の秀久邸を訪れる 北野日記-525 北野日記

196 伏見 1598 慶長３ ４・15 豊臣秀吉、山城伏見より上洛するに依り、仙石秀久が供奉する。秀吉、
伏見に帰り、秀久が供奉する 信史補遺下-24 旧記荒増写

197 伏見
（1598

～
1616）

（慶長３
～

元和２）
９・１ 勝仙院増堅が小諸における山伏を先規のごとく法華堂に付置するよう

に仙石左馬進に伝える 信史22-216 大井法華堂文書

198 大坂 1598 慶長３ 10・６ 秀久、伏見より上洛大阪に滞在 北野日記-527 北野日記

199 京都 1598 慶長３ 10・９ 秀久、妙心寺へ出る 北野日記-528 北野日記

200 伏見 1598 慶長３ 11・８ 仙石秀久、肥前名護屋より上洛し、小諸城に帰るため京都を進発する 信史18-332 二　秀久公譜中

201 小諸 1598 慶長３ 11・８ 仙石秀久、京都を発し、佐久郡小諸城に帰る、 信史信史補遺下-30 旧記荒増写

202 伏見 1598 慶長３ 12・19 龍雲寺の釘抜門門前の地の諸役を免除する 龍雲寺文書

203 小諸 1599 慶長４ ３・１ 仙石秀久、佐久郡龍雲寺に、寺領を寄進する 信史18-342 龍雲寺文書

204 小諸 1599 慶長４ ３・１ 仙石秀久、佐久郡安養寺に、寺領を寄進する 信史18-342 安養寺文書

205 小諸 9999 年未詳 ３・14 仙石秀久、小諸城内に植木を植えるが寺内の木を免除する 信史補遺下-33 安養寺文書

206 小諸 9999 年未詳 ３・14 仙石秀久、小諸城内に植木を植えるが寺内の木を免除する 信史補遺下-33 龍雲寺文書

207 京都 1599 慶長４ ４・６ 仙石秀久、上洛する 信史補遺下-34 旧記荒増写

208 京都 1599 慶長４ ８・是月 仙石秀範、従五位下に叙せられ、豊前守に任ぜられる 信史18-370 出石仙石家譜

209 伏見 1599 慶長４ ９・16 能閑、秀久邸を訪問 北野日記-529 北野日記

210 大坂 1600 慶長5 正・１ 秀久、大坂城西丸に登城 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

211 小諸 1600 慶長５ ５・８ 徳川家康、秀久に対して佐久郡小諸城に帰り、北国筋鎮撫に当らせる 信史18-404 出石仙石家譜

212 小諸 1600 慶長５ ６・２ 仙石秀久、北六左衛門へ知行を給与する － 長野県立歴史館蔵
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信濃国小諸

小諸 1600 慶長５ ６・７ 仙石秀久、北六左衛門へ知行を追加給与する － 長野県立歴史館蔵

214 小諸 1600 慶長５ ７・６ 仙石秀久、仙石左京等に、会津出陣の臼田善三郎に米を渡す 信史18-414 井出文書

215 小諸 1600 慶長５ ８ 仙石久政、従五位下・兵部大輔に叙任される 寛政重修諸家譜 寛政重修諸家譜・三百六

216 小山 1600 慶長５ ８ 小山の陣において真田昌幸父子の反転を報告 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

217 小諸 1600 慶長５ ８・３ 仙石秀久、徳川家康の命により、小諸城に帰る 信史補遺下-51 三　秀久公譜下

218 小諸 1600 慶長５ ８・８ 加賀・越後・信濃の計略を命じられる 信史補遺下-52 三　秀久公譜下

219 小諸 1600 慶長５ ８・11 真田昌幸攻撃を指示する 信史補遺下-52 三　秀久公譜下

220 小諸 1600 慶長５ ８・25 織田秀信の岐阜城も乗り潰したので美濃路へ出陣するよう命じる 信史補遺下-62 三　秀久公譜下

221 小諸 1600 慶長５ ９・14 徳川家康、三河赤坂より仙石秀久（秀康）に戦況を報じ、徳川秀忠に
西上を促す 信史補遺下-75 三　秀久公譜下

222 大津 1600 慶長５ ９・23 大津において秀久、久政が家康・秀忠と対面。久政、忠政と改名。 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

223 小諸 1600 慶長５ 是歳 仙石秀久の子政能（兵吉）が徳川秀忠の小姓役となる 信史補遺下-82 三　秀久公譜下

224 小諸 1600 慶長６ ５・５ 秀久、家康に節句の祝儀を贈りこの日礼状が出される 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

225 江戸 1600 慶長６ 10 秀久、江戸に出立 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

226 小諸カ 1602 慶長７ ２・13 仙石秀久、佐久郡大宮社に、米を寄進する 信史19-166 小山田文書3071.52-56

227 伏見 1602 慶長７ ３・15 仙石秀久、山城北野社に灯籠を献ずる 信史補遺下-94 旧記荒増写

228 伏見 1602 慶長７ ３・16 仙石図書正益、佐久郡安養寺に寺領を寄進する 信史19-176 安養寺文書

229 京都 1602 慶長７ ３・19 十河能閑の邸宅で連歌会 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

230 伏見 1602 慶長７ ８・11 仙石秀久の長子久忠（関都）死去　信濃大照庵に埋葬 信史補遺下-134 旧記荒増写

231 小諸 1603 慶長８ ２・12 将軍秀忠宣下、秀久は小諸城にあり 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

232 小諸 1603 慶長８ ４・11 佐久郡法華堂祐源、仙石秀久（秀康）の代官として、山城北野社に初
尾料を納める 信史補遺下-138 旧記荒増写

233 小諸 1603 慶長８ 11・22 仙石秀久、山浦左門に佐久郡茂田井の地を安堵する 信史19-552 山浦文書

234 小諸 1603 慶長８ 12・５ 瀬戸甚介扶持分について指示する 未収 太陽コレクション

235 小諸 1604 慶長９ ２・10 佐久郡法華堂祐源、仙石秀久代官として、山城北野社に初尾料を納め
る 信史補遺下-141 旧記荒増写

236 小諸 1604 慶長９ ９・６ 仙石秀久、鷲見藤兵衛に知行を与える 信史20-19 高見澤文書

237 小諸 1604 慶長９ ９・６ 仙石秀久、井出善三郎に知行を与える 信史20-19 井出文書

238 小諸 1604 慶長９ ９・10 仙石秀久、山城石清水八幡宮に佐久郡桜井村の地を寄進する 信史20-20 三　秀久公譜中

239 小諸 1604 慶長９ ９・６ 仙石秀久、鷲見次久等に知行を与える 信史20-18 高見澤文書

240 小諸 1604 慶長９ 是歳 某、仙石秀久のために祈念する 信史20-49 友野文書

241 江戸 1605 慶長10 正・28 徳川家康、小諸仙石忠政の弟久隆を加増する 信史20-57 出石仙石家譜

242 伏見 1605 慶長10 ２・24 徳川秀忠、上洛のため江戸を発った徳川秀忠に仙石秀久が供奉する 信史20-60 当代記三

243 伏見 1605 慶長10 ２・25 社人中に対し寄進残り分を確かに受け取るよう命じる 信史20-65 県立歴史館柏原文書

244 江戸 9999 年未詳 ４・４ 秘蔵の降真香の根付を形見として贈る 信史補遺下-235 大徳寺文書

245 伏見 1605 慶長10 ３・23 山城北野社梅順坊能閑、仙石秀久の山城伏見の邸を訪問する 信史補遺下-147 旧記荒増写

246 伏見 1605 慶長10 ４・11 仙石秀久、山城北野社に知行を寄進する　能閑伏見邸に滞在 信史補遺下-148 旧記荒増写

247 伏見 1605 慶長10 ４・26 徳川秀忠、将軍宣下拝賀のため参内する。仙石秀久が供奉する。 信史20-77 慶長十年御参内行列記

248 伏見 1605 慶長10 ５・17 仙石秀久、山城北野社に代参し、銀子等を献上する 信史補遺下-149 旧記荒増写

249 伏見 1606 慶長11 正・15 仙石秀久、鷲見九一郎に、佐久郡平尾郷内に知行を与える 信史20-167 高見澤文書

250 伏見 1606 慶長11 正・16 某、年貢の請け取りをおこなう。仙石秀久の黒印あり。 信史20-167 高見澤文書

251 伏見 1606 慶長11 正・18 山城北野社梅順坊能閑、仙石秀久に牛王札等を贈る 信史補遺下-153 旧記荒増写

252 伏見 1606 慶長11 正・19 秀久、娘婿古田重嗣を伏見邸へ招く 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

253 伏見 1606 慶長11 ２・15 仙石秀久、出沢久三郎等に、佐久郡長土呂に知行を与える 信史20-172 諸州古文書信州

254 伏見 1606 慶長11 ２・15 仙石秀久、河原田新七に、佐久郡長土呂に知行を与える 信史20-173 仙石旧記（丸山史料）

255 伏見 1606 慶長11 ２・24 仙石秀久、領内に新鉄砲奉公人を募る 信史20-176 山浦文書

256 江戸 1606 慶長11 ３～９月 江戸城修復に滞在 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

257 大坂 1606 慶長11 ９・27 結城秀康に供奉し江戸から大坂へ赴く。宿所は新在家如清の宅。 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下　旧記荒増写

258 京都 1606 慶長11 11・17 結城秀康に供奉し京都新在家の如清の邸を旅宿とする 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

259 京都 1606 慶長11 11・18 仙石秀久の子政能、従五位下に叙せられ、丹後守に任ぜられる 信史20-214 出石仙石家譜

260 京都 1607 慶長12 ２・４ 仙石秀久らが公家衆を饗する 信史補遺下-157 慶長日件錄・三

261 小諸 1607 慶長12 ４・16 仙石秀久、高橋源助に知行を与える 信史20-241 高橋文書

262 小諸 1607 （慶長12） ８・11 恵崎又左衛門に対し三枝松土佐守の間者を討ち捕ったことを賞する 恵崎家文書 長野県立歴史館所蔵文書

263 小諸 1607 （慶長12） 10・23 恵崎又左衛門に対し、井伊兵部の雇った間者を捉えたことを賞する 恵崎家文書 長野県立歴史館所蔵文書

264 小諸 1607 慶長12 10・23 仙石秀久、佐久郡望月鎮守八幡宮に神田を寄進する 信史20-265 三　秀久公譜中

265 小諸 1607 慶長12 11・１ 仙石秀久、山城北野社梅順坊能閑に、知行物成代金を渡す 信史補遺下-160 旧記荒増写

266 小諸 1607 慶長12 11・21 仙石秀久、高橋源助に佐久郡平賀の地を給与する 信史20-271 高橋文書

267 小諸 1607 慶長12 11・21 知行分として物成から百五十石分を宛がう 佐藤行信氏所蔵文書 影写本　
佐藤行信氏所蔵文書（3071.37-37-6）

268 江戸 1608 慶長13 ２・18 徳川秀忠、江戸の仙石秀久邸を訪問する 信史20-300 三　秀久公譜下

269 江戸 1608 慶長13 ２・29 仙石秀久、小林五郎左衛門に佐久郡平賀の地を与える 信史20-295 野沢小林文書

270 江戸 1608 慶長13 11・19 仙石秀久、佐久郡万福寺に同郡長土呂の地を寄進する 信史20-349 三　秀久公譜下

271 江戸 1608 慶長13 冬 徳川秀忠、江戸の仙石秀久邸を訪問し鶏・鴒の画を下附する 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下
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信濃国小諸

小諸 1609 慶長14 ２・19 仙石秀久、佐久郡鹿島大明神に地を寄進する 信史20-417 小林文書（3,071-52-56）

273 小諸 1609 慶長14 ３・11 仙石左馬進、酒匂小隼人に、佐久郡山辺村に知行を給与する 信史20-420 清水文書

274 小諸 1609 慶長14 ３・14 仙石秀久、山伏を山城北野社に代参させ最華を献ずる 信史補遺下 旧記荒増写

275 1609 慶長14 ５・19 仙石秀久、佐久郡正安寺に禁制を掲げる 信史20-426 正安寺文書

276 小諸 1609 慶長14 ７・４ 仙石秀久、中沢忠三郎に知行を与える 信史20-429 仙石家記（丸山史料）

277 小諸 1609 慶長14 ９・26 仙石秀久、岩村田を福島正則が通過するに際して接待を家臣に指示す
る 信史20-495 仙石文書　大徳寺文書

278 小諸 1609 慶長14 10・10 仙石秀久、酒匂小隼人に対して佐久郡清水庄兵衛に知行物成を渡す 信史補遺下-170 清水文書

279 小諸 1609 慶長14 12・是月 仙石秀久、佐久郡海瀬村の本年年貢を定める 信史20-502 阿部文書

280 小諸 1610 慶長15 正・23 耳取に於いて3050貫文の地を仙石菊太郎に与える 仙石家文書　 出石史料館所蔵文書（6171.64-47-3）

281 小諸 9999 年未詳 10・19 臼田組のうち300貫文分を当年物成より収納する 信史21-400 菊原文書

282 伏見 9999 未詳 ９・９ 伊勢杉木御師に対し祝儀として物成分を寄進する 三重県史中世１下 影写本　輯古帖（3071.56-7-10）

283 小諸カ 1610 慶長15 閏２・９ 仙石秀久、佐藤織部に佐久郡発地の地をを給与する 信史補遺下-179 佐藤文書

284 小諸カ 1610 慶長15 閏２・９ 仙石秀久、佐藤織部に佐久郡発地の地をを給与する 信史20-517 井出文書

285 小諸カ 1610 慶長15 12・11 仙石秀久、酒匂小隼人等に清水又十郎へ馬・家の代を渡させる 信史20-606 清水文書

286 小諸カ 1610 慶長15 12・是月 仙石秀久、片岡彦左衛門に佐久郡海瀬村の本年年貢を定める 信史20-612 阿部文書

287 江戸 1611 慶長16 正・２ 秀久、正月謳始に着座 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

288 江戸
（忠政小諸） 1611 慶長16 ３・10 仙石忠政、佐久郡小諸城に入部する 信史補遺下-186 四　忠政公譜

289 江戸 1611 慶長16 11・４ 北野社能閑に家臣波多野蔵人・野沢茂太夫を代官として物成料を寄付 信史補遺下-203 三　秀久公譜下

290 江戸 1612 慶長17 ３・24 佐久郡北相木の鷹見人に扶持等を給与することを命ずる 信史21-149 木次文書

291 江戸 1612 慶長17 ３・24 仙石秀久、南相木等の鷹見人の扶持分の注文を書き上げる 信史21-149 木次文書

292 江戸 1612 慶長17 ４・25 仙石秀久、山城北野社梅順坊能閑に、知行物成代金を渡す 信史補遺下-208 旧記荒増写

293 江戸 1612 慶長17 ６・18 仙石秀久、佐久郡岩村田若宮八幡宮に、神事料を寄進するための出納
を命ずる 信史21-163 県立歴史館柏原文書

294 江戸 1612 慶長17 ９・18 小諸城三の丸楼門完成 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

295 江戸 1612 慶長17 11・12 仙石忠政、佐久郡小諸仙明院に、城付修験行事職を安堵する。徳川家
康・同秀忠の武運を祈念させる。 信史補遺下-210 三　秀久公譜下

296 江戸 1613 慶長18 正 秀久江戸にあり。忠政小諸にあり。 改撰仙石家譜 三　秀久公譜下

297 江戸 1613 慶長18 正・29 仙石秀久、神津里右衛門等諸士に、酒代として米を与える。 信史21-219 高見澤文書

298 江戸 1613 慶長18 ３・21 仙石秀久、佐久郡若宮八幡社人に知行地として寄進するための出納を
命ずる 信史21-232 県立歴史館柏原文書

299 江戸 1613 慶長18 ４・10 仙石忠政、山城南禅寺金地院塔主崇伝（以心）に書状を送る 信史21-381 本光國師日記11

300 江戸 1613 慶長18 ６・18 仙石秀久、佐久郡岩村田山王社に祇園会神事料を寄進するための出納
を命じる 信史21-258 県立歴史館柏原文書

301 江戸 1613 慶長18 ９・16 仙石秀久、鷲見九一郎等の知行を給与する 信史21-277 高見澤文書

302 江戸 1613 慶長18 ９・16 仙石秀久、渡部善三郎の知行を給与する 信史21-277 古文書集七

303 江戸 1613 慶長18 ９・16 仙石秀久、小松平八に知行を給与する 信史補遺下-213 小松文書

304 江戸 9999 未詳 ２・16 仙石秀久が若宮八幡宮の社人に米を寄進し病気平癒を祈願。病のため
印判を使用。 信史21-233 県立歴史館柏原文書

305 江戸 1613 慶長18 ９・23 仙石秀久、佐久郡野沢の兵左衛門等に蔵米を給与する 信史21-279 野沢文書

306 江戸 1613 慶長18 12・19 仙石忠政、摂津岡山に至り、徳川家康に拝謁する 信史21-583 駿府記

307 江戸 1614 慶長19 ４・大吉 仙石秀久が鞘袴などの書上を残す 信史21-399 仙石文書

308 鴻巣 1614 慶長19 ５・６ 佐久郡小諸城主仙石秀久が江戸を出立、途中鴻巣で死去。子忠政が嗣
ぐ。 信史21-394 当代記九
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行
方

目
録

秀
久

（
黒

印
）

廣
田

甚
六

殿
仍

如
件

－
２

 
１

 
402石

を
支

配
分

と
し

て
宛

が
う

折
紙

兵
庫

県
史

史
料

編
中

世
１

-521
広

田
文

書
（

3071.64-78-1）
1586

天
正

14
８

・
24

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

花
押

）
金

ひ
ら

下
之

坊
仍

如
件

－
Ａ

Ａ
30石

を
寄

進
す

る
竪

紙
香

川
県

史
８

資
料

編
古

代
中

世
-64

影
写

本
　

金
刀

比
羅

宮
文

書（
3071.82-2）

9999
未

詳
10・

13
仙

石
秀

久
書

状
秀

久
（

花
押

）
問

注
所

刑
部

少
輔

恐
々

謹
言

御
返

報
Ａ

Ａ
九

州
征

伐
に

か
か

わ
る

状
況

に
対

す
る

返
書

写
問

注
所

文
書

影
写

本
　

問
注

所
文

書
（

3071.91-37）

9999
未

詳
11・

３
仙

石
秀

久
書

状
秀

久
判

増
田

右
衛

門
尉

殿
、

木
下

半
介

殿
－

－
－

九
州

征
伐

に
か

か
わ

る
12か

条
の

指
示

書
写

小
笠

原
稙

盛
等

書
翰

謄
写

本
　

小
笠

原
稙

盛
等

書
翰

（
2071.08-51）

1590
天

正
18

12・
10

仙
石

秀
康

寄
進

状
秀

康
（

花
押

）
原

和
兵

衛
殿

他
４

名
肝

要
候

者
也

－
Ｘ

Ｂ
松

原
大

明
神

へ
社

領
と

し
て

寄
付

を
す

る
竪

紙
信

史
17-224

松
原

神
社

文
書

1597
（

天
正

19年
）

２
・

28
仙

石
秀

康
書

状
千

権
兵

秀
康

（
花

押
）

木
興

食
上

人
様

恐
惶

謹
言

御
報

Ｘ
Ｂ

甲
斐

善
光

寺
如

来
の

移
送

奉
行

と
な

る
こ

と
を

賀
し

、
佐

久
へ

の
来

訪
に

尽
力

す
る

こ
と

を
伝

え
る

元
折

紙
新

編
信

濃
史

料
叢

書
１

-445
蓮

華
定

院
文

書

1591
天

正
19

５
・

14
仙

石
秀

康
寄

進
状

秀
康

（
花

押
）

安
養

寺
仍

如
件

－
Ｘ

Ｂ
百

貫
文

を
寺

領
と

し
て

寄
付

す
る

折
紙

信
史

17-274
安

養
寺

文
書

（
3071.52-22-3）

1594
文

禄
３

２
・

19
仙

石
秀

康
判

物
秀

康
（

花
押

）
龍

雲
寺

仍
如

件
－

Ｙ
Ｃ

龍
雲

寺
の

釘
抜

門
門

前
の

地
の

諸
役

を
免

除
す

る
竪

紙
信

史
17-547

龍
雲

寺
文

書
1594

文
禄

３
２

・
19

仙
石

秀
康

書
状

写
秀

康
龍

雲
寺

仍
如

件
－

-
-

龍
雲

寺
の

釘
抜

門
門

前
の

地
の

諸
役

を
免

除
す

る
写

彰
考

館
採

集
古

文
書

10
彰

考
館

採
集

古
文

書
10

1597
慶

長
２

２
・

６
仙

石
秀

久
安

堵
状

写
仙

石
越

前
守

秀
久

（
花

押
影

）
貞

祥
寺

仍
如

件
－

Ｃ
Ｆ

’
定

書
と

し
て

百
貫

文
を

寺
領

寄
付

す
る

竪
紙

信
史

18-195
影

写
本

　
貞

祥
寺

文
書

（
3071.52-51-2）

1597
慶

長
２

10・
５

仙
石

盛
長

書
状

盛
長

（
花

押
）

善
寂

東
堂

恐
々

頓
首

侍
者

中
Ｍ

Ｄ
仙

石
秀

久
、

猥
り

に
禅

師
号

を
称

し
な

い
こ

と
を

命
じ

る
切

紙
信

史
18-217

龍
雲

寺
文

書
9999

未
詳

10・
５

仙
石

秀
久

ヵ
判

物
五

條
大

内
記

盛
長

龍
雲

寺
恐

々
頓

首
－

－
－

仙
石

秀
久

、
猥

り
に

禅
師

号
を

称
し

な
い

こ
と

を
命

じ
る

写
彰

考
館

採
集

古
文

書
謄

写
本

　
彰

考
館

採
集

古
文

書
2071.02-21

1597
慶

長
２

10・
12

仙
石

盛
長

書
状

盛
長

（
花

押
）

龍
雲

寺
恐

々
頓

首
々

々
－

Ｍ
Ｄ

曹
洞

宗
の

僧
侶

が
薄

墨
綸

旨
を

も
っ

て
み

だ
り

に
禅

師
号

を
称

す
る

こ
と

を
命

ず
る

切
紙

信
史

18-218
龍

雲
寺

文
書

9999
未

詳
10・

12
仙

石
盛

長
ヵ

判
物

五
條

大
内

記
盛

長
龍

雲
寺

恐
々

頓
首

々
々

玉
机

下
－

－
曹

洞
宗

の
僧

侶
が

薄
墨

綸
旨

を
も

っ
て

み
だ

り
に

禅
師

号
を

称
す

る
こ

と
を

命
ず

る
写

彰
考

館
採

集
古

文
書

謄
写

本
　

彰
考

館
採

集
古

文
書

2071.02-21
1597

慶
長

２
12・

24
仙

石
盛

長
書

状
盛

長
（

花
押

）
龍

雲
寺

和
尚

　
恐

々
頓

首
々

々
侍

者
中

Ｍ
Ｄ

虚
官

僧
侶

の
数

多
き

を
嘆

く
切

紙
信

史
18-218

龍
雲

寺
文

書
1597

慶
長

２
12・

24
仙

石
盛

長
知

行
宛

行
状

盛
長

（
花

押
）

武
者

又
左

衛
門

殿
全

可
領

知
者

也
－

ｍ
Ｅ

仙
石

秀
久

、
武

者
又

左
衛

門
に

、
知

行
を

与
え

る
写

信
史

補
遺

下
-18

県
立

歴
史

館
丸

山
史

料
9999

年
未

詳
正

・
17

仙
石

秀
久

書
状

千
越

前
守

盛
長

花
押

-
恐

々
謹

言
－

－
－

仙
石

秀
久

、
石

清
水

八
幡

宮
に

金
子

を
寄

進
す

る
写

信
史

20-21
三

　
秀

久
公

譜
下

1598
慶

長
３

２
・

３
仙

石
秀

久
判

物
写

秀
久

（
花

押
影

）
貞

祥
寺

御
隠

居
龍

鶴
和

尚
仍

如
件

－
Ｃ

Ｇ
秀

久
、

佐
久

郡
貞

祥
寺

龍
鶴

（
松

山
）

に
、

隠
居

免
と

し
て

寺
領

を
加

付
す

る
竪

紙
信

史
補

遺
下

-21
大

徳
寺

文
書

1598
慶

長
３

４
・

２
仙

石
盛

長
寄

進
状

仙
越

前
守

盛
長

（
花

押
）

龍
雲

寺
可

申
候

、
以

上
－

ｍ
Ｅ

仙
石

秀
久

、
佐

久
郡

龍
雲

寺
に

土
地

を
寄

進
す

る
元

折
紙

信
史

18-271
龍

雲
寺

文
書

1599
慶

長
４

３
・

１
仙

石
盛

長
寄

進
状

越
前

守
盛

長
（

花
押

）
龍

雲
寺

仍
如

件
－

ｍ
Ｅ

仙
石

秀
久

、
佐

久
郡

龍
雲

寺
に

、
寺

領
を

寄
進

す
る

元
折

紙
信

史
18-342

龍
雲

寺
文

書
1599

慶
長

４
３

・
１

仙
石

盛
長

寄
進

状
越

前
守

盛
長

（
花

押
）

安
養

寺
仍

如
件

－
ｍ

Ｅ
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
安

養
寺

に
、

寺
領

を
寄

進
す

る
折

紙
信

史
18-342

安
養

寺
文

書
9999

年
未

詳
３

・
14

仙
石

盛
長

書
状

越
前

守
盛

長
（

花
押

）
安

養
寺

謹
言

－
ｍ

Ｅ
仙

石
秀

久
、

小
諸

城
内

に
植

木
を

植
え

る
が

寺
内

の
木

を
免

除
す

る
折

紙
信

史
補

遺
下

-33
安

養
寺

文
書

9999
年

未
詳

３
・

14
仙

石
盛

長
書

状
越

前
守

盛
長

（
花

押
）

龍
雲

寺
謹

言
－

ｍ
Ｅ

仙
石

秀
久

、
小

諸
城

内
に

植
木

を
植

え
る

が
寺

内
の

木
を

免
除

す
る

元
折

紙
信

史
補

遺
下

-33
龍

雲
寺

文
書

1600
慶

長
５

６
・

２
仙

石
盛

長
知

行
宛

行
状

盛
長

（
花

押
）

北
六

左
衛

門
殿

如
此

候
也

－
ｍ

Ｅ
仙

石
秀

久
、

北
六

左
衛

門
へ

知
行

を
給

与
す

る
折

紙
－

長
野

県
立

歴
史

館
蔵
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1600
慶

長
５

６
・

７
仙

石
盛

長
知

行
宛

行
状

盛
長

（
花

押
）

北
六

左
衛

門
殿

仍
如

件
、

－
ｍ

Ｅ
仙

石
秀

久
、

北
六

左
衛

門
へ

知
行

を
追

加
給

与
す

る
折

紙
－

長
野

県
立

歴
史

館
蔵

1600
慶

長
５

７
・

６
仙

石
盛

長
判

物
盛

長
（

花
押

）
千

石
左

京
殿

　
木

津
九

兵
衛

殿
其

旨
可

被
申

聞
候

、
－

ｍ
Ｅ

仙
石

秀
久

、
仙

石
左

京
等

に
、

会
津

出
陣

の
臼

田
善

三
郎

に
米

を
渡

す
竪

紙
信

史
18－

414
井

出
文

書

1602
慶

長
７

２
・

13
仙

石
秀

久
寄

進
状

（
黒

印
）

仙
石

筑
後

殿
組

頭
中

仍
定

所
如

件
－

１
２

 
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
大

宮
社

に
、

米
を

寄
進

す
る

竪
紙

信
史

19-166
小

山
田

文
書

3071.52-56

1603
慶

長
８

11・
22

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
案

秀
久

山
浦

左
衛

門
殿

可
領

知
者

也
－

－
－

仙
石

秀
久

、
山

浦
左

門
に

佐
久

郡
茂

田
井

の
地

を
安

堵
す

る
折

紙
信

史
19-552

山
浦

文
書

1603
慶

長
８

12・
５

仙
石

秀
久

書
状

秀
久

（
花

押
）

瀬
戸

甚
助

殿
候

べ
く

候
也

－
Ｅ

Ｆ
１

給
人

９
人

分
の

扶
持

に
つ

い
て

の
配

分
命

令
折

紙
カ

未
収

泰
巌

美
術

館
所

蔵
文

書
1604

慶
長

９
９

・
６

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

花
押

）
鷲

見
藤

兵
衛

殿
仍

如
件

－
Ｄ

Ｆ
２

仙
石

秀
久

、
鷲

見
藤

兵
衛

に
知

行
を

与
え

る
折

紙
信

史
20-19

高
見

澤
文

書
1604

慶
長

９
９

・
６

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

花
押

）
井

出
善

三
郎

殿
全

可
令

領
知

者
也

－
Ｄ

Ｆ
２

仙
石

秀
久

、
井

出
善

三
郎

に
知

行
を

与
え

る
切

紙
信

史
20-19

井
出

文
書

1604
慶

長
９

９
・

10
仙

石
秀

久
寄

進
状

写
御

諱
花

押
－

仍
如

件
－

－
－

仙
石

秀
久

、
山

城
石

清
水

八
幡

宮
に

佐
久

郡
桜

井
村

の
地

を
寄

進
す

る
写

信
史

20-20
三

　
秀

久
公

譜
中

1604
慶

長
９

９
・

６
仙

石
秀

久
知

行
宛

行
状

秀
久

（
花

押
）

鷲
見

藤
兵

衛
殿

仍
如

件
－

Ｄ
Ｆ

２
仙

石
秀

久
、

鷲
見

次
久

等
に

知
行

を
与

え
る

折
紙

信
史

20-18
高

見
澤

文
書

1605
慶

長
10

２
・

25
仙

石
秀

久
判

物
秀

久
（

花
押

）
内

膳
殿

　
兵

庫
殿

　
久

賀
殿

　
可

被
申

付
者

也
－

Ｅ
Ｆ

１
社

人
中

に
対

し
寄

進
残

り
分

を
確

か
に

受
け

取
る

よ
う

命
じ

る
竪

紙
信

史
20-65

県
立

歴
史

館
柏

原
文

書
9999

年
未

詳
４

・
４

仙
石

秀
久

書
状

写
仙

越
前

守
（

花
押

影
）

仙
石

治
左

衛
門

殿
恐

惶
謹

言
－

Ｅ
Ｆ

１
秘

蔵
の

降
真

香
の

根
付

を
形

見
と

し
て

贈
る

折
紙

信
史

補
遺

下
-235

大
徳

寺
文

書
1606

慶
長

11
正

・
15

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

花
押

）
鷲

見
九

一
郎

殿
全

可
領

知
者

也
－

Ｃ
Ｇ

仙
石

秀
久

、
鷲

見
九

一
郎

に
、

佐
久

郡
平

尾
郷

内
に

知
行

を
与

え
る

折
紙

信
史

20-167
高

見
澤

文
書

1606
慶

長
11

２
・

15
仙

石
秀

久
知

行
宛

行
状

案
秀

久
（

花
押

）
出

澤
久

三
郎

殿
可

請
取

者
也

－
Ｃ

Ｇ
仙

石
秀

久
、

出
沢

久
三

郎
等

に
､

佐
久

郡
長

土
呂

に
知

行
を

与
え

る
写

信
史

20-172
諸

州
古

文
書

信
州

1606
慶

長
11

２
・

15
仙

石
秀

久
知

行
宛

行
状

写
秀

久
河

原
田

新
七

殿
可

請
取

者
也

－
－

－
仙

石
秀

久
、

河
原

田
新

七
に

､
佐

久
郡

長
土

呂
に

知
行

を
与

え
る

写
信

史
20-173

仙
石

旧
記

（
丸

山
史

料
）

1606
慶

長
11

２
・

24
仙

石
秀

久
条

書
案

秀
久

－
可

召
出

者
也

－
－

－
仙

石
秀

久
、

領
内

に
新

鉄
砲

奉
公

人
を

募
る

折
紙

信
史

20-176
山

浦
文

書
1607

慶
長

12
４

・
16

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

花
押

）
高

橋
源

介
可

奉
公

者
也

－
Ｃ

Ｇ
仙

石
秀

久
、

高
橋

源
助

に
知

行
を

与
え

る
元

折
紙

信
史

20-241
高

橋
文

書
1607

（
慶

長
12）

８
・

11
仙

石
秀

久
書

状
秀

久
（

黒
印

）
恵

崎
又

左
衛

門
殿

謹
言

－
４

 
４

 
恵

崎
又

左
衛

門
に

対
し

三
枝

松
土

佐
守

の
間

者
を

討
ち

捕
っ

た
こ

と
を

賞
す

る
元

折
紙

恵
崎

家
文

書
長

野
県

立
歴

史
館

所
蔵

文
書

1607
（

慶
長

12）
10・

23
仙

石
秀

久
書

状
秀

久
（

黒
印

）
恵

崎
又

左
衛

門
殿

謹
言

－
４

４
恵

崎
又

左
衛

門
に

対
し

、
井

伊
兵

部
の

雇
っ

た
間

者
を

捉
え

た
こ

と
を

賞
す

る
元

折
紙

恵
崎

家
文

書
長

野
県

立
歴

史
館

所
蔵

文
書

1607
慶

長
12

10・
23

仙
石

秀
久

寄
進

状
秀

久
花

押
秀

利
花

押
大

沢
龍

泉
院

令
寄

附
畢

－
－

－
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
望

月
鎮

守
八

幡
宮

に
神

田
を

寄
進

す
る

写
信

史
20-265

三
　

秀
久

公
譜

中

1607
慶

長
12

11・
21

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

花
押

）
高

橋
源

助
全

可
領

知
者

也
、

－
Ｃ

Ｇ
仙

石
秀

久
､

高
橋

源
助

に
佐

久
郡

平
賀

の
地

を
給

与
す

る
元

折
紙

信
史

20-271
高

橋
文

書

1607
慶

長
12

11・
21

仙
石

秀
久

判
物

秀
久

（
花

押
）

井
上

民
部

殿
全

可
領

知
者

也
－

Ｃ
Ｇ

知
行

分
と

し
て

物
成

か
ら

百
五

十
石

分
を

宛
が

う
切

紙
佐

藤
行

信
氏

所
蔵

文
書

影
写

本
　

佐
藤

行
信

氏
所

蔵
文

書
（

3071.37-37-6）
1608

慶
長

13
２

・
29

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
案

秀
久

判
小

林
五

郎
左

衛
門

殿
全

可
領

知
者

也
、

－
-

-
仙

石
秀

久
、

小
林

五
郎

左
衛

門
に

佐
久

郡
平

賀
の

地
を

与
え

る
元

折
紙

カ
信

史
20-295

野
沢

小
林

文
書

1608
慶

長
13

11・
19

仙
石

秀
久

判
物

案
花

押
篠

澤
萬

福
寺

全
可

領
知

者
也

－
－

－
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
万

福
寺

に
同

郡
長

土
呂

の
地

を
寄

進
す

る
写

信
史

20-349
三

　
秀

久
公

譜
下

1609
慶

長
14

２
・

19
仙

石
秀

久
寄

進
状

秀
久

（
花

押
）

（
懸

紙
ウ

ハ
書

　
蔵

大
夫

）
仍

御
寄

進
申

所
如

件
－

Ｃ
Ｇ

仙
石

秀
久

、
佐

久
郡

鹿
島

大
明

神
に

地
を

寄
進

す
る

竪
紙

信
史

20-417
小

林
文

書
（

3,071ー
52

‐
56）

1609
慶

長
14

５
・

19
仙

石
秀

久
禁

制
写

秀
久

（
花

押
影

）
-

仍
如

件
－

Ｅ
Ｆ

１
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
正

安
寺

に
禁

制
を

掲
げ

る
竪

紙
信

史
20-426

正
安

寺
文

書
1609

慶
長

14
７

・
４

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
写

秀
久

（
花

押
）

中
澤

忠
三

郎
殿

全
可

領
知

者
也

－
－

－
仙

石
秀

久
、

中
沢

忠
三

郎
に

知
行

を
与

え
る

写
信

史
20-429

仙
石

家
記

（
丸

山
史

料
）

1609
慶

長
14

９
・

26
仙

石
秀

久
書

状
秀

久
（

花
押

）
瀧

藤
□

□
謹

言
－

Ｃ
Ｇ

仙
石

秀
久

、
岩

村
田

を
福

島
正

則
が

通
過

す
る

に
際

し
て

接
待

を
家

臣
に

指
示

す
る

折
紙

信
史

20-495
仙

石
文

書
　

大
徳

寺
文

書

1609
慶

長
14

10・
10

仙
石

秀
久

知
行

物
成

定
状

案
中

役
酒

匂
小

隼
人

殿
被

仰
出

候
、

以
上

－
－

－
仙

石
秀

久
、

酒
匂

小
隼

人
に

対
し

て
佐

久
郡

清
水

庄
兵

衛
に

知
行

物
成

を
渡

す
信

史
補

遺
下

-170
清

水
文

書

1609
慶

長
14

12・
是

月
仙

石
秀

久
年

貢
割

付
仙

越
前

　
片

岡
彦

左
衛

門
（

黒
印

）
名

主
　

長
百

姓
可

致
皆

済
者

也
－

－
－

仙
石

秀
久

、
佐

久
郡

海
瀬

村
の

本
年

年
貢

を
定

め
る

信
史

20-502
阿

部
文

書

1610
慶

長
15

正
・

23
仙

石
秀

久
宛

行
状

秀
久

（
花

押
）

菊
太

郎
殿

仍
如

件
－

Ｃ
’

Ｇ
耳

取
に

於
い

て
3050貫

文
の

地
を

仙
石

菊
太

郎
に

与
え

る
折

紙
仙

石
家

文
書

　
出

石
史

料
館

所
蔵

文
書

（
6171.64-47-3）

9999
年

未
詳

10・
19

仙
石

秀
久

書
状

秀
久

（
花

押
）

－
可

仕
候

者
也

、
－

Ｃ
Ｇ

臼
田

組
の

う
ち

300貫
文

分
を

当
年

物
成

よ
り

収
納

す
る

信
史

21-400
菊

原
文

書
9999

未
詳

９
・

９
仙

石
秀

久
書

状
仙

石
越

前
守

秀
久（

花
押

）
杉

木
作

太
夫

殿
恐

惶
謹

言
御

返
報

Ｃ
’

Ｇ
伊

勢
杉

木
御

師
に

対
し

祝
儀

と
し

て
物

成
分

を
寄

進
す

る
写

三
重

県
史

　
中

世
１

下
影

写
本

　
輯

古
帖

（
3071.56-7-10）

1610
慶

長
15

閏
２

・
９

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

黒
印

）
佐

藤
織

部
殿

全
可

領
知

者
也

－
４

４
仙

石
秀

久
、

佐
藤

織
部

に
佐

久
郡

発
地

の
地

を
を

給
与

す
る

折
紙

信
史

補
遺

下
-179

佐
藤

文
書

1610
慶

長
15

閏
２

・
９

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

黒
印

）
井

出
善

三
郎

殿
仍

如
件

－
４

４
仙

石
秀

久
、

佐
藤

織
部

に
佐

久
郡

発
地

の
地

を
を

給
与

す
る

元
折

紙
カ

信
史

20-517
井

出
文

書
1610

慶
長

15
12・

11
仙

石
秀

久
知

行
物

成
定

状
中

役
酒

匂
小

隼
人

　
山

邊
鄕

蔵
一

札
を

可
取

申
候

－
４

４
仙

石
秀

久
、

酒
匂

小
隼

人
等

に
清

水
又

十
郎

へ
馬

・
家

の
代

を
渡

さ
せ

る
信

史
20-606

清
水

文
書

1610
慶

長
15

12・
是

月
仙

石
秀

久
年

貢
割

付
仙

越
前

　
片

岡
彦

左
衛

門
（

黒
印

）
佐

久
郡

海
瀬

村
名

主
　

長
百

姓
可

致
皆

済
者

也
－

－
－

仙
石

秀
久

、
片

岡
彦

左
衛

門
に

佐
久

郡
海

瀬
村

の
本

年
年

貢
を

定
め

る
信

史
20-612

阿
部

文
書

1612
慶

長
17

３
・

24
仙

石
秀

久
黒

印
状

（
黒

印
）

長
右

衛
門

殿
須

田
徳

左
衛

門
殿

高
木

儀
左

衛
門

被
為

仰
出

候
、

以
上

－
４

４
佐

久
郡

北
相

木
の

鷹
見

人
に

扶
持

等
を

給
与

す
る

こ
と

を
命

ず
る

竪
紙

信
史

21-149
木

次
文

書

1612
慶

長
17

３
・

24
仙

石
秀

久
黒

印
状

－
長

右
衛

門
殿

須
田

徳
左

衛
門

殿
高

木
儀

左
衛

門
－

－
－

－
仙

石
秀

久
、

南
相

木
等

の
鷹

見
人

の
扶

持
分

の
注

文
を

書
き

上
げ

る
竪

紙
信

史
21-149

木
次

文
書

1612
慶

長
17

６
・

18
仙

石
秀

久
黒

印
状

（
黒

印
）

長
右

衛
門

へ
被

為
　

仰
出

候
、

以
上

－
４

 
４

 
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
岩

村
田

若
宮

八
幡

宮
に

、
神

事
料

を
寄

進
す

る
た

め
の

出
納

を
命

ず
る

竪
紙

信
史

21-163
県

立
歴

史
館

柏
原

文
書

1612
慶

長
17

11・
12

仙
石

忠
政

書
状

案
兵

部
大

輔
黒

印
小

諸
年

行
事

仙
明

院
仍

而
如

件
－

－
－

仙
石

忠
政

、佐
久

郡
小

諸
仙

明
院

に
、城

付
修

験
行

事
職

を
安

堵
す

る
。

徳
川

家
康

・
同

秀
忠

の
武

運
を

祈
念

さ
せ

る
。

信
史

補
遺

下
-210

三
　

秀
久

公
譜

下

1613
慶

長
18

正
・

29
酒

匂
清

兵
衛

等
連

署
状

（
黒

印
）

可
相

渡
旨

被
為

仰
出

候
、

以
上

－
４

 
４

 
仙

石
秀

久
、

神
津

里
右

衛
門

等
諸

士
に

、
酒

代
と

し
て

米
を

与
え

る
。

竪
紙

信
史

21-219
高

見
澤

文
書

1613
慶

長
18

３
・

21
仙

石
秀

久
黒

印
状

（
黒

印
）

岩
村

田
御

蔵
　

恵
崎

又
左

衛
門

目
出

候
、

已
上

－
４

４
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
若

宮
八

幡
社

人
に

知
行

地
と

し
て

寄
進

す
る

た
め

の
出

納
を

命
ず

る
竪

紙
信

史
21-232

県
立

歴
史

館
柏

原
文

書

1613
慶

長
18

６
・

18
酒

匂
清

兵
衛

等
連

署
状

（
黒

印
）

岩
村

田
被

為
　

仰
出

候
、

以
上

－
４

 
４

 
仙

石
秀

久
、

佐
久

郡
岩

村
田

山
王

社
に

祇
園

会
神

事
料

を
寄

進
す

る
た

め
の

出
納

を
命

じ
る

竪
紙

信
史

21-258
県

立
歴

史
館

柏
原

文
書

1613
慶

長
18

９
・

16
仙

石
秀

久
知

行
宛

行
状

秀
久

（
黒

印
）

鷲
見

九
一

郎
殿

全
可

領
知

者
也

－
３

３
仙

石
秀

久
、

鷲
見

九
一

郎
等

の
知

行
を

給
与

す
る

折
紙

信
史

21-277
高

見
澤

文
書

1613
慶

長
18

９
・

16
仙

石
秀

久
知

行
宛

行
状

写
秀

久
（

黒
印

）
渡

部
善

三
郎

殿
全

可
領

知
者

也
－

－
－

仙
石

秀
久

、
渡

部
善

三
郎

の
知

行
を

給
与

す
る

写
信

史
21-277

古
文

書
集

七
1613

慶
長

18
９

・
16

仙
石

秀
久

知
行

宛
行

状
秀

久
（

黒
印

）
小

松
平

八
殿

全
可

領
知

者
也

－
３

３
仙

石
秀

久
、

小
松

平
八

に
知

行
を

給
与

す
る

元
折

紙
カ

信
史

補
遺

下
-213

小
松

文
書

9999
未

詳
２

・
16

仙
石

秀
久

黒
印

状
秀

久
（

黒
印

）
若

宮
之

社
人

中
御

吉
事

追
ゝ

可
申

承
候

、
以

上
－

３
 

３
 

仙
石

秀
久

が
若

宮
八

幡
宮

の
社

人
に

米
を

寄
進

し
病

気
平

癒
を

祈
願

。
病

の
た

め
印

判
を

使
用

。
折

紙
信

史
21-233

県
立

歴
史

館
柏

原
文

書

1613
慶

長
18

９
・

23
仙

石
秀

久
黒

印
状

黒
印

-
被

　
仰

出
候

、
已

上
－

－
－

仙
石

秀
久

、
佐

久
郡

野
沢

の
兵

左
衛

門
等

に
蔵

米
を

給
与

す
る

写
信

史
21-279

野
沢

文
書

1614
慶

長
19

４
・

大
吉

仙
石

秀
久

覚
書

仙
越

前
守

仙
石

治
左

衛
門

殿
以

上
－

－
－

仙
石

秀
久

が
鞘

袴
な

ど
の

書
上

を
残

す
切

紙
信

史
21-399

仙
石

文
書
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日
本
史
料
』
に
掲
載
さ
れ
る
秀
久
の
卒
伝
を
み
て
み
よ
う（

３
）。

史
料
一
「
仙
石
家
譜
」

秀
久　

中
興
ノ
祖
越
前
守
藤
原
秀
久　
初
メ
秀
久
ト
称
シ
、
後
秀
康
、
又
盛
長
ト
改
メ
、
遂
ニ
秀
久

ニ
復
ス

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
秀
久
の
名
乗
り
は
秀
久
―
秀
康
―
盛
長
―
秀
久
と
変
化
し
た
。

　

秀
久
発
給
文
書
の
う
ち
判
物
及
び
書
状
を
花
押
の
形
状
に
よ
っ
て
時
期
区
分
す
る
と
（
１
）

～
（
７
）
と
大
き
く
七
期
（
Ｅ
は
さ
ら
に
二
区
分
）
に
分
類
で
き
る
（
表
２
）。
な
お
こ
れ
ま
で

知
ら
れ
て
い
る
文
書
の
う
ち
、
文
書
の
体
裁
や
文
字
配
置
な
ど
か
ら
写
と
判
断
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、正
確
を
期
す
た
め
花
押
使
用
の
年
代
決
定
の
考
慮
か
ら
念
の
た
め
除
外
し
て
い
る
。

（
１
）　

秀
久
一
期　

花
押
Ａ　

時
期　

佐
久
郡
入
部
以
前

　

仙
石
秀
久
発
給
文
書
と
し
て
確
認
で
き
る
最
も
早
い
も
の
は
、
仙
石
氏
の
家
記
「
改
撰
仙
石

家
譜
」
に
引
載
さ
れ
た
永
禄
一
〇
年
四
月
八
日
「
仙
石
権
兵
衛
書
状
写
」（
花
押
影
な
し
）、
次

い
で
稲
毛
三
郎
左
衛
門
宛
天
正
一
一
年
七
月
二
九
日
「
仙
石
秀
久
感
状
写
」
で
あ
る
が
、
原
本

と
し
て
確
実
な
も
の
は
、
天
正
一
二
年
一
一
月
一
四
日
「
仙
石
秀
久
諸
役
免
許
状
」
が
初
例
で

あ
る
。
な
お
篠
原
家
文
書
の
（
年
未
詳
）
一
二
月
一
一
日
「
羽
柴
秀
吉
書
状
」
は
阿
波
国
に
お

い
て
仙
石
秀
久
と
と
も
に
忠
節
を
働
い
た
こ
と
を
賞
す
る
も
の
で
天
正
一
一
年
に
比
定
さ
れ
て

い
る
が（

４
）、

そ
の
比
定
が
正
し
け
れ
ば
そ
の
副
状
と
思
し
き
（
年
未
詳
）
一
二
月
一
五
日
「
仙
石

秀
久
副
状（

５
）」

も
天
正
一
一
年
と
な
り
、
現
存
す
る
秀
久
発
給
文
書
の
初
出
と
な
ろ
う
。
こ
の
時

期
の
花
押
（
花
押
Ａ
）
の
終
期
は
、
金
比
羅
宮
下
宮
に
米
三
〇
石
を
寄
進
す
る
天
正
一
四
年
八

月
二
四
日
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状
」
を
下
限
と
す
る
。
ま
た
年
未
詳
な
が
ら
九
州
征
伐
に
お

け
る
秀
久
の
問
注
所
刑
部
少
輔
へ
の
軍
令
報
告
で
あ
る
一
〇
月
一
三
日
「
仙
石
秀
久
書
状
」
も

天
正
一
四
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
秀
久
の
花
押
と
し
て
、
天
正
一
〇
年
代
に
見
ら
れ
る
も
の

は
花
押
Ａ
で
あ
る
。
秀
吉
の
配
下
と
し
て
阿
波
国
・
讃
岐
国
へ
進
出
を
図
っ
た
時
期
に
は
こ
の

花
押
を
用
い
て
い
る
。
秀
久
は
秀
吉
の
配
下
と
し
て
天
正
七
年
頃
に
摂
津
の
奉
行
に
み
え
る（

６
）。

　

そ
の
後
、
主
将
と
し
て
戦
っ
た
豊
後
国
戸
次
川
の
戦
い
で
敗
北
し
独
断
で
撤
退
し
た
こ
と
か

ら
改
易
に
な
っ
て
以
降
、
天
正
一
八
年
ま
で
、
秀
久
発
給
文
書
は
見
い
だ
せ
な
い
。

（
２
）　

秀
康
一
期　

花
押
Ｂ　

天
正
一
八
年
～
文
禄
元
年

　

秀
久
は
徳
川
家
康
の
取
り
成
し
で
小
田
原
攻
め
に
参
画
を
許
さ
れ
、
そ
の
功
に
よ
り
大
名
に

復
帰
し
た
。
秀
久
は
天
正
一
八
年
七
月
一
三
日
、
小
諸
城
五
万
石
を
拝
領
す
る（

７
）。

小
諸
時
代
の

発
給
文
書
の
初
出
は
同
年
一
二
月
一
〇
日
に
松
原
大
明
神
へ
社
領
を
寄
付
し
た
寄
進
状
で
あ
る（

８
）。

　

こ
の
時
の
名
乗
り
は
「
秀
康
」
と
記
し
て
い
る
。
秀
吉
の
一
字
と
と
も
に
、
小
田
原
の
戦
い

で
の
秀
久
の
参
陣
に
口
入
す
る
な
ど
、
復
帰
に
尽
力
し
た
家
康
か
ら
一
字
拝
領
し
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。
こ
の
名
乗
り
は
慶
長
二
年
七
月
二
五
日
に
「
盛
長
」
と
改
名
す
る
ま
で
使
用
し
て
い

る（
９
）。

　

な
お
秀
久
が
小
諸
へ
初
め
て
下
向
し
た
の
は
天
正
一
九
年
正
月
一
九
日
で
あ
る
か
ら
松
原
神

社
宛
の
寄
進
状
は
在
京
中
の
も
の
で
あ
る
。
秀
久
は
三
月
六
日
に
は
京
都
か
ら
大
坂
に
戻
っ
て

い
る（

（1
（

。

　

こ
の
年
の
五
月
一
一
日
、
秀
吉
は
秀
久
ほ
か
在
所
の
諸
大
名
に
対
し
て
、
喜
連
川
家
の
女
房

衆
が
古
河
か
ら
上
洛
す
る
に
際
し
て
中
山
道
道
中
の
路
次
馳
走
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ

て
い
る
。
同
月
一
四
日
、
秀
久
は
佐
久
郡
安
養
寺
に
寺
領
一
〇
〇
貫
文
を
寄
進
し
て
い
る（

（1
（

。

（
３
）　

秀
康
二
期　

花
押
Ｃ　

文
禄
元
年
？
～
慶
長
二
年

　

秀
久
は
花
押
Ｂ
を
文
禄
三
年
二
月
一
九
日（

（1
（

迄
に
改
変
し
て
い
る
（
花
押
Ｃ
）。
改
変
の
契
機

は
文
禄
元
年
に
従
五
位
下
・
越
前
守
に
叙
任（

（1
（

さ
れ
、
諸
大
夫
成
を
果
た
し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ

う
。

（
４
）　

盛
長
一
期　

花
押
Ｄ　

慶
長
二
年
七
月
～
一
二
月

　

秀
久
の
実
名
に
関
わ
る
記
事
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
次
の
一
文
で
あ
る
。

史
料
二
「
北
野
日
記
」
慶
長
二
年
七
月
二
六
日
条（

（1
（

廿
六
日
、
仙
石
越
前
守
殿
名
乗
盛
長
御
判
御
替
被
レ
成
と
て
、
其
祝
儀
ニ
御
初
尾
金
子
二

部
、
則
為
二
祝
儀
一
さ
し
樽
一
荷
両
種
あ
ら
ひ
米
持
参
申
候
也
、
御
酒
た
へ
、
晩
ニ
帰
り

候
也
、
尤
昨
廿
五
日
御
参
詣
未
之
刻
御
初
尾
金
二
百
疋
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史
料
三
「
北
野
日
記
」
慶
長
二
年
八
月
八
日
条（

（1
（

八
日
、
御
祈
念
法
楽
申

　

千
里
ま
て
み
き
り
に
な
ひ
く
稲
葉
哉　

盛
長

　

朝
戸
明
れ
ハ
霧
晴
る
ゝ
空　
　
　
　
　

能
閑

　

行
月
も
秋
の
時
雨
の
誘
引
れ
て　
　
　

関
都

　

盛
長
殿
御
出
席
在
て
連
歌
了
、
夜
半
之
頃
迄
大
酒
有
り
、
す
ゝ
き
一
つ
給
也
、
了
徳
・

松
雪
め
し
つ
れ
ら
る
ゝ
也

　

史
料
二
は
「
秀
康
」
を
改
名
し
「
盛
長
」
と
名
乗
り
、
花
押
も
替
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

北
野
社
で
は
秀
久
が
願
主
と
な
っ
て
法
楽
連
歌
が
挙
行
さ
れ
た
（
史
料
三
）。
残
存
す
る
盛
長

名
で
の
発
給
文
書
の
最
初
例
は
、
慶
長
二
年
一
〇
月
五
日
「
仙
石
盛
長
書
状
」
で
、
同
一
の
花

押
が
い
ず
れ
も
龍
雲
寺
宛
と
し
て
計
三
通
残
っ
て
い
る
（
慶
長
二
年
一
〇
月
一
二
日
・
同
年
一
二

月
二
四
日「
仙
石
盛
長
書
状
」）。
こ
の
こ
と
か
ら
改
名
と
判
改
は
事
実
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る（
図

１
参
照
）。

　

「
盛
長
」
へ
の
改
名
の
契
機
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
改
名
・
御
判
替
が
お
こ
な
わ
れ
た
慶
長

二
年
七
月
二
六
日
当
日
、
福
島
正
則
が
侍
従
に
任
じ
ら
れ
た（

（1
（

。

　

こ
こ
で
は
秀
久
が
「
盛
長
」
と
名
乗
り
を
替
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
四
国
・
九
州
で
の
戦
い

で
深
い
関
係
を
有
し
た
長
宗
我
部
氏
と
の
接
点
を
触
れ
て
お
こ
う
。

　

秀
吉
の
四
国
征
伐
で
そ
の
軍
門
に
降
っ
た
長
宗
我
部
元
親
は
、
天
正
一
四
年
、
嫡
男
信
親
や

十
河
存
保
な
ど
四
国
勢
と
と
も
に
軍
監
仙
石
秀
久
の
指
揮
命
令
の
も
と
で
九
州
攻
略
に
出
陣
し

た
。
こ
の
戦
い
で
嫡
子
信
親
が
戦
死
し
た
長
宗
我
部
氏
は
、
四
男
右
衛
門
太
郎
が
後
継
と
な
っ

た
。
秋
山
繁
は
、
秀
吉
の
奉
行
増
田
長
盛
が
秀
吉
と
長
宗
我
部
氏
と
の
取
次
と
な
っ
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
す
る（

（1
（

。
ま
た
平
井
上
総
は
、
右
衛
門
太
郎
は
増
田
長
盛
が
烏
帽
子
親
で
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
す
る（

（1
（

。
右
衛
門
太
郎
の
実
名
盛
親
は
長
盛
の
偏
諱
の
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
関
係

性
は
長
盛
が
四
国
に
お
け
る
長
宗
我
部
家
の
指
南
・
取
次
を
担
っ
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
い

う（
（1
（

。
な
お
、
黒
田
基
樹
に
拠
れ
ば
、
盛
親
は
「
羽
柴
侍
従
」
と
羽
柴
名
字
を
名
乗
っ
た
徴
証
が

み
ら
れ
る（

（2
（

。
讃
岐
国
を
根
拠
と
し
た
仙
石
秀
久
は
、
九
州
豊
前
国
で
の
改
易
を
経
て
い
る
点
も

あ
っ
た
こ
と
が
起
因
し
、
復
帰
し
た
あ
と
も
羽
柴
姓
を
名
乗
っ
た
徴
証
は
み
ら
れ
な
い
。

　

増
田
長
盛
と
仙
石
秀
久
と
の
直
接
的
な
関
係
は
、
秀
久
が
天
正
一
〇
年
に
淡
路
国
洲
本
城
主

と
な
っ
て
い
た
時
期
に
ま
で
溯
る
。
秀
久
は
淡
路
の
国
衆
管
平
右
衛
門
に
よ
っ
て
洲
本
城
が
奪

わ
れ
た
際
、
勲
功
の
あ
っ
た
広
田
蔵
丞
の
働
き
を
秀
吉
に
報
告
す
る
た
め
、「
即（

仙
石
秀
久
）

権
兵
よ
り
増

田
仁
右
衛
門
尉
方
迄
被
レ
上
候
間
、
被
レ
致
二
披
露
一
候
」
と
、
増
田
長
盛
が
取
り
つ
い
で
披
露

を
お
こ
な
っ
て
い
る（

（2
（

。
こ
の
点
か
ら
、
長
盛
が
秀
久
の
取
次
で
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な

い
。

　

な
お
「
盛
長
」
の
名
乗
り
に
つ
い
て
、
近
世
成
立
「
仙
石
家
中
興
家
伝（

（2
（

」
で
は
豊
前
守
を
盛

長
に
当
て
る
が
、
実
際
に
豊
前
守
を
名
乗
っ
た
の
は
秀
久
二
男
秀
範
（
宗
也
斎
）
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

（
５
）　

盛
長
二
期　

花
押
Ｅ　

慶
長
二
年
一
二
月
～
慶
長
九
年
九
月

　

「
盛
長
」
期
の
花
押
Ｄ
は
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
消
え（

（2
（

、
花
押
Ｅ
へ
と
変
化
す
る
。
遅
く
て
も
慶

長
八
年
一
一
月
二
二
日
ま
で
に
は
秀
久
に
実
名
を
戻
し
て
い
る（

（2
（

の
で
、
盛
長
は
そ
れ
以
前
に
改

名
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
６
）　

秀
久
二
期　

花
押
Ｆ

　

現
状
で
は
慶
長
八
年
一
二
月
五
日
「
仙
石
秀
久
書
状
」（
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
泰
巖
歴
史
美
術

館
所
蔵
）が
花
押
Ｆ
の
初
例
で
あ
る
。
特
徴
は
天
・
地
に
横
線
画
を
入
れ
た
明
朝
体
型
で
あ
る
。

秀
久
へ
の
改
名
を
期
に
花
押
を
変
更
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
（
Ｆ
１
）。

史
料
四
「
仙
石
秀
久
判
物
」（『
信
濃
史
料
』
未
収　

元
折
紙
カ
）

尚
以
と
り
か
い
之
儀
可
二
申
下
一
候
条
、
様
子
可
二
申
上
一
候
、
以
上

如
レ
被
レ
得
弐
拾
人
之
内
令
二
九
人
相
か
ゝ
へ
一
へ
く
候
、
則
ふ
ち
か
た
を
遣
給
之
事
、
田
地

に
て
三
分
二
蔵
前
に
て
三
分
一
可
レ
遣
候
、
成
二
其
意
一
当
月
中
ニ
相
揃
候
へ
く
候
也

　

慶
長
八
年

　
　
　

十
二
月
五
日

秀
久
（
花
押
Ｆ
１
）

瀬
戸
甚
介
殿
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史
料
四
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
秀
久
発
給
判

物
で
あ
る
。
瀬
戸
氏
の
給
人
九
人
分
の
扶
持
に
つ
い
て
、
当

一
二
月
中
ま
で
に
三
分
の
二
は
田
地
作
徳
に
て
、
残
り
三
分

の
一
は
御
蔵
よ
り
支
出
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

瀬
戸
氏
は
佐
久
郡
瀬
戸
郷
を
本
貫
と
し
た
武
士
と
考
え
ら
れ

る
。
瀬
戸
は
上
州
と
岩
村
田
を
結
ぶ
要
衝
に
あ
り
、
内
山
城

に
至
近
の
こ
の
地
は
武
田
領
国
時
代
は
料
所
で
あ
っ
た（

（2
（

。

　

さ
ら
に
明
朝
体
の
形
状
の
マ
イ
ナ
ー
チ
ェ
ン
ジ
と
し
て
井

出
善
三
郎
・
鷲
見
次
久
等
宛
慶
長
九
年
九
月
六
日
「
仙
石
秀

久
知
行
宛
行
状（

（2
（

」
が
見
ら
れ
る
（
Ｆ
２
）。
た
だ
し
こ
の
形

状
の
花
押
は
南
佐
久
郡
の
二
家
に
宛
て
た
同
年
月
日
付
三
通

（
井
出
文
書
・
高
見
澤
文
書
）
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
再
度

Ｆ
１
型
に
形
状
変
化
す
る
。
Ｆ
２
型
花
押
が
一
時
的
な
も
の

か
ど
う
か
は
、
類
例
等
の
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
７
）　

秀
久
三
期　

花
押
Ｇ

　

明
朝
体
型
花
押
Ｆ
１
を
変
化
さ
せ
た
花
押
Ｇ
は
、
現
在
慶
長
一
五
年
正
月
二
三
日
の
使
用
例

が
あ
る
の
が
そ
の
下
限
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
秀
久
使
用
の
花
押
は
見
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く

最
晩
年
ま
で
花
押
Ｇ
を
使
用
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

二
　
諱
秀
康
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
秀
康
名
で
発
給
さ
れ
た
一
通
と
し
て
知
ら
れ
る
高
野
山
蓮
華
定
院
文
書
中
の
年
未

詳
書
状
を
検
討
の
材
料
に
挙
げ
て
み
る
。

史
料
五
「
仙
石
秀
康
書
状
」（
継
紙
・
巻
子
（
（2
（

）

猶
以
、
手
前
取
紛
、
無
音
迷
惑
仕
候
、
何
も
以
二
面
上
一
可
二
申
承
一
候
、
以
上

去
頃
上
洛
仕
候
付
、
自
レ
是
可
二
申
上
一
処
、
差
当
用
所
候
て
御
免
罷
成
、
迷
惑
仕
候
、
随

而
大
仏
之
為
二
御
奉
行
一
、
被
二　

仰
出
一
候
旨
、
無
二
其
隠
一
候
、
誠
御
名
誉
成
儀
候
、
我

等
式
迄
珍
重
存
候
、次
ニ
蓮
華
定
院
之
儀
被
二
仰
下
一
候
、佐
久
郡
へ
節
ゝ
御
下
之
由
尤
候
、

自
二
貴
僧
様
一
被
二
仰
下
一
義
候
条
、
い
か
様
ニ
も
馳
走
、
用
所
儀
も
可
レ
承
候
、
逗
留
中
致

レ
宿
候
、
相
積
儀
可
レ
得
二
貴
意
一
候
、
恐
惶
謹
言

千
権
兵

二（
慶
長
二
年
）

月
廿
八
日�

秀
康
（
花
押
Ｂ
）

木
興
食
上
人
様

　
　
　
　
　

御
報

　

史
料
四
は
、
高
野
山
中
興
の
祖（

（2
（

と
し
て
知
ら
れ
る
興
山
応
其
（
木
喰
上
人
）
に
出
し
た
仙
石

秀
康
（
秀
久　

以
下
秀

久
に
統
一
）
の
書
状
で

あ
る
。
秀
久
は
応
其
が

「
大
仏
の
御
奉
行
」
に

任
じ
ら
れ
た
こ
と
を
誠

に
名
誉
な
こ
と
で
自
分

達
に
と
っ
て
も
嬉
し
い

こ
と
、と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
応
其
が
佐
久
に
下

向
す
る
際
に
は
何
事
も

尽
力
し
用
事
を
承
り
た

い
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
文
書
は
本
文
中
に
も

あ
る
よ
う
に
東
信
地
域

を
檀
那
場
と
す
る
高
野

山
蓮
華
定
院
に
残
さ
れ

た
も
の
で
蓮
華
定
院
が

応
其
と
の
間
を
取
り

史料四　仙石秀久書状
（一般財団法人太陽コレクション泰巖歴史美術館蔵）

史料五　仙石秀康書状（高野山蓮華定院蔵）
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持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
大
仏
奉
行
」
と
は
、
応
其
が
羽
柴
秀
吉
の
命
で
方
広
寺
大
仏
殿
造
営

に
関
わ
っ
て
い
た
事
象
を
指
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
河
内
将
芳
に
よ
れ
ば
、
応
其
が

当
時
「
大
仏
本
願
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、「
大
仏
殿
作
事
」
と
い
う
巨
大
工
事
を
主
担
当
と
し

て
担
っ
て
い
た（

（2
（

。
大
仏
殿
造
営
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
初
見
が
天
正
一
九
年
五
月
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
大
仏
奉
行
」
は
、
こ
の
直
前
に
任
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
本
文
中
に
佐
久
郡
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
の
は
秀
康

が
小
諸
へ
入
部
す
る
天
正
一
八
年
末
以
降
の
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
天
正
一
九
年
二
月
二
六

日
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
秀
吉
発
願
の
こ
の
方
広
寺
大
仏
が
慶
長
元
年
（
一

五
九
六
）
閏
七
月
の
大
地
震
で
中
途
で
大
破
し
た
た
め
、
甲
斐
善
光
寺
か
ら
阿
弥
陀
如
来
を
移

す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
天
正
一
九
年
段
階
で
秀
康
の
名
乗
り
が
「
権
兵
衛
尉
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し

た
上
で
次
の
二
通
の
「
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
」
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。

史
料
六
「
羽
柴
秀
吉
朱
印
状（

（3
（

」

く（
草
津
）

さ
つ
湯
の
山　

御
座
所

　

御
普
請
衆

一
し（

信
濃
）

な
の
一
国
の
衆

一
か（

甲
斐
）い

の
国

一
か（

上

野

）

う
つ
け
一
国
の
衆
但
御
座
所
其
外
御
普
請
半
分
可
相
渡
之

右
三
か
こ
く
の
衆
と
し
て
、
草
津
に
て
の
御
座
所
御
ふ
し
ん
可
二
申
付
一
候
、
石
か
き
・

へ
い
・
さ
く
・
御
番
所
并
二
間
三
間
の
小
屋
共
見
合
可
レ
仕
候
、
三
月
十
五
日
御
立
な
さ

れ
候
間
、
成
二
其
意
一
、
三
月
廿
五
日
よ
り
内
ニ
悉
出
来
候
様
ニ
可
二
申
付
一
候
也
、

文
禄
四
年
正
月
三
日�

（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

　

御
普
請
奉
行
三
人

浅
野
左（

幸

長

）

京
大
夫
と
の
へ

千
石
越
前
守
と
の
へ

石（

貞

清

）

川
兵
蔵
と
の
へ

史
料
七
「
羽
柴
秀
吉
朱
印
状（

（3
（

」

草
津
御
湯
治
之
間
城
々
御
番
衆
事

一
こ
む
ろ　

千
石
越
前
守
居
城　
　
　

千
石
ご（

権

兵

衛

）

ん
ひ
ょ
う
ゑ

一
上
田　
　

さ
な
田
安
房
守
居
城　
　

羽
柴
右
近

一
ま
つ
も
と　

石
川
玄
蕃
居
城　
　
　

い（
稲
葉
）

な
は
右
近

一
川
中
島　

越
後
衆　
　
　
　
　
　
　

石
川
け（

玄
蕃
）

ん
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
ひ（

肥
後
）こ

一
ぬ
ま
た　

さ
な
田
源
三
郎
居
城　
　

羽
柴
修
理
大
夫

一
ミ
の
わ　

井
伊
侍
従
居
城　
　
　
　

あ（
浅
野
）

さ
の
左
近
大
夫

一
ま
へ
は
し　

平
岩
七
介
居
城　
　
　

あ
さ
の
左
京
大
夫

一
に
つ
た　
　

榊
原
式
部
太
輔
居
城　

日
祢
野
を（

織
部
）

り
へ

右
草
津
御
湯
治
之
間
、
城
々
請
取
、
御
番
可
レ
仕
候
也
、

文
禄
四
年
正
月
四
日�

（（
豊
臣
秀
吉
）

朱
印
）

　

こ
の
一
連
の
史
料
は
、
秀
吉
が
上
野
国
草
津（
群
馬
県
長
野
原
町
）へ
湯
治
に
出
か
け
る
際
に
、

普
請
奉
行
に
宛
て
た
指
図
で
あ
り
、
そ
の
一
人
浅
野
家
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

史
料
六
で
は
、
草
津
移
徙
に
あ
た
っ
て
草
津
の
あ
る
上
野
国
だ
け
で
な
く
、
信
濃
・
甲
斐
国

の
諸
大
名
に
対
し
て
、
湯
治
御
座
所
の
普
請
を
命
じ
て
い
る
。
奉
行
は
甲
斐
一
六
万
石
浅
野
幸

長
、
小
諸
五
万
石
千
石（
仙
石
）越
前
守
、
石
川
貞
清
は
尾
張
犬
山
城
主
で
木
曽
代
官
も
務
め
た
。

　

秀
吉
の
草
津
移
徙
の
間
、
道
中
の
城
（
領
国
）
を
秀
吉
の
代
官
に
よ
っ
て
一
時
接
収
さ
れ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
小
諸
（
室
）
城
は
仙
石
越
前
守
の
居
城
で
、
こ
れ
を
秀
吉
政
権
側
で
預

か
っ
た
の
が
仙
石
権
兵
衛
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
権
兵
衛
は
秀
久
の
嫡
子
秀
範
に
充
て
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
上
田
城（
真
田
昌
幸
）を
森
忠
政
、
松
本
城（
石
川
康
長
）を
稲
葉
方
通
、

川
中
島
（
海
津
城
ほ
か
上
杉
景
勝
）
を
石
川
康
長
・
康
勝
、
沼
田
城
（
真
田
信
幸
）
を
京
極
高
知
、

箕
輪
城
（
井
伊
直
政
）・
前
橋
城
（
平
岩
親
吉
）
を
浅
野
幸
長
、
新
田
城
（
榊
原
康
政
）
を
日
根

野
高
弘
が
一
時
受
け
取
っ
た
。
い
ず
れ
も
上
野
国
近
国
の
豊
臣
大
名
が
城
の
受
け
渡
し
を
担
っ

て
い
る
。

　

上
田
か
ら
但
馬
国
出
石
に
転
封
と
な
っ
た
仙
石
氏
に
伝
え
ら
れ
た
家
譜
に
秀
範
の
記
述
が
あ
る
。



32

長野県立歴史館研究紀要第32号（2026.3）

史
料
八
「
出
石
仙
石
家
譜（

（3
（

」

秀
範　

一
ニ
久
倫
ニ
作
ル
、
主
馬
、
権
兵
衛

文
禄
元
年
壬
辰
正
月
、
始
テ
秀
吉
ニ
謁
ス
、（
中
略
）、
同
四
年
乙
未
、
近
習
ニ
補
セ
ラ
レ
、

後
秀
頼
ノ
傅
ト
ナ
ル
、
慶
長
四
年
己
亥
八
月
、
従
五
位
下
ニ
叙
シ
、
豊
前
守
ニ
任
セ
ラ
レ
、

別
ニ
禄
三
千
石
ヲ
賜
フ
、同
十
七
年
壬
子
、父
ノ
意
ニ
背
ク
コ
ト
ア
リ
テ
家
祠
ヲ
嗣
カ
ス
、

薙
髪
シ
テ
宗
也
斎
ト
称
ス
、
十
九
年
甲
寅
十
月
二
日
、
秀
頼
ノ
招
ニ
応
シ
テ
大
坂
城
ニ
入

リ
、
三
万
石
ヲ
領
ス
。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
秀
範
が
秀
吉
近
習
と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
秀
頼
傅
役
で
あ
っ
た
こ
と
、

小
諸
と
は
別
に
三
千
石
を
分
知
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
秀
康
と
秀
久
と
は
、
他
の
信
濃

国
の
大
名
で
真
田
家
（
上
田
領
昌
幸
、
沼
田
領
信
幸
、
馬
廻
衆
信
繁
）、
小
笠
原
家
（
貞
慶
と
秀

政
（
（3
（

）
と
同
様
、
別
家
扱
い
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
家
譜
に
拠
れ
ば
、
秀
範
の
初
名
は
秀
久

の
偏
諱
か
ら
久
倫
で
あ
っ
た
が
、
秀
範
に
替
わ
っ
て
い
る
。
秀
吉
の
偏
諱
と
す
る
と
文
禄
元
年

の
謁
見
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
二
男
秀
範
・
三
男
忠
政

　

父
の
仮
名
権
兵
衛
を
継
い
だ
二
男
秀
範
は
、

当
初
家
嫡
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。
秀
範
は
近
江
国
に
生
ま
れ
た
が
生
年

は
不
詳
。
秀
久
の
近
江
在
国
時
代
は
、
天
正
二

～
六
年
で
あ
り
、
次
弟
忠
政（
久
政
、
以
下
忠
政
）

が
生
ま
れ
た
の
が
天
正
六
年
で
あ
る
の
で（

（3
（

、
こ

の
間
に
秀
範
は
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
秀
吉
近
習
と
な
っ
た
文
禄
元
年
時
点

で
は
、
一
五
～
一
九
歳
程
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
な
お
長
兄
菊
太
郎
久
忠
（
幼
名
伊
勢
松
）

は
盲
目
の
た
め
京
都
で
関
都
検
校
と
称
し
て
い

た
。

　

し
か
し
家
譜
の
通
り
だ
と
す
る
と
父
の
本
意
に
叛
い
た
こ
と
か
ら
秀
久
は
廃
嫡
と
な
っ
た
と

い
う
。
そ
の
時
期
は
確
定
で
き
な
い
。

　

秀
久
が
慶
長
三
年
に
秀
吉
の
葬
儀
を
終
え
一
一
月
に
伏
見
邸
か
ら
小
諸
へ
帰
城
す
る
際
に
秀

範
は
伏
見
に
残
留
し
た
。
秀
久
は
帰
城
の
直
前
、
伏
見
の
家
康
邸
襲
撃
が
噂
さ
れ
た
頃
、
小
諸

に
在
城
し
て
い
た
忠
政
（
実
際
は
三
男
）
に
書
状
を
送
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
伏
見
の
家
康
邸

を
訪
れ
、
家
康
へ
の
忠
節
を
尽
く
す
こ
と
、
江
戸
に
何
か
あ
れ
ば
小
諸
に
い
る
久
政
が「
家
嫡
」

と
し
て
精
忠
を
尽
く
す
、
記
し
た（

（3
（

。
家
譜
は
後
年
の
編
纂
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
忠
政
を
当
初

よ
り
家
督
継
承
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
直
後
、
龍
雲
寺
に
対
し
一
通
の
判
物
が
出
さ
れ
て
い
る
。

史
料
九
「
仙
石
信
鄕
判
物
」

「
仙（

包
紙
ウ
ハ
書
）

石
信
鄕
公
黒
印　

壱
通
」

定
龍
雲
寺
門
前
く
き
ぬ
き
よ
り
内
屋
敷
分
年
貢
諸
役
共
ニ
令
二
免
許
一
者
也
、
仍
如
件

慶
長
三
年

十
二
月
十
八
日�

信
鄕
（
花
押
）

龍
雲
寺

　

仙
石
信
鄕
は
家
譜
等
系
図
に
見
ら
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
龍
雲
寺
に
対
し
て
諸
役
免
除
を
認

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
龍
雲
寺
宛
の
判
物
が
秀
康
（
秀
久
）
か
ら
文
禄
三

年
二
月
一
九
日
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い（

（3
（

。
文
禄
三
年
の
も
の
が
当
主
で
あ
る
秀

久
発
給
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長
三
年
段
階
の
仙
石
氏
に
と
っ
て
同
文
文
書
を
発
給
で
き

る
の
は
同
等
の
秀
範
も
し
く
は
忠
政
と
考
え
ら
れ
る
。「
家
譜
」
で
は
こ
の
時
小
諸
に
い
た
の

は
忠
政
で
、
秀
範
は
こ
の
時
在
京
し
て
お
り
、
忠
政
が
秀
久
か
ら
こ
の
段
階
で
家
嫡
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
岩
村
田
龍
雲
寺
へ
の
判
物
発
給
が
で
き
る
の
は
忠
政
の
み
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
信
鄕
」
は
忠
政
の
名
乗
り
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

後
年
だ
が
、
大
坂
陣
に
豊
臣
秀
頼
方
と
し
て
出
陣
し
た
武
将
の
動
向
に
つ
い
て
記
し
た
「
大

坂
陣
山
口
休
庵
咄
」
に
は
、
仙
石
豊
前
（
秀
範
）
が
「
石
田
治
部
少
の
一
味
に
て
関
ヶ
原
以
後

浪
人（

（3
（

」
と
あ
る
。
父
秀
久
・
三
男
忠
政
と
、
二
男
秀
範
と
の
関
係
が
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
別

史料九　仙石信鄕判物（龍雲寺蔵）
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行
動
を
取
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

慶
長
五
年
七
月
、
上
杉
景
勝
討
伐
に
際
し
て
、
会
津
へ
軍
を
進
め
た
武
将
に
細
川
忠
興
が
い

る
。
細
川
家
四
〇
〇
石
取
家
臣
の
牧
惣
太
夫
に
よ
り
寛
文
四
年
に
作
成
さ
れ
た
「
細
川
忠
興
軍

功
記
」
に
信
濃
を
通
過
し
た
際
の
記
述
が
記
さ
れ
る
。

史
料
一
〇
「
細
川
忠
興
軍
功
記（

（3
（

」

七
月
九
日
之
晩
ハ
信
州
望
月
に
被
レ
成
、
御
陣（

マ
マ
）

成
候
、
仙
石
越
前
殿
御
領
分
に
て
御
馳
走

被
レ
成
、
明
る
十
日
之
昼
ハ
岩
村
田
に
て
御
息
豊
前
殿
、
右
宅
ゟ
御
出
候
て
御
振
舞
被
レ

成
候
、
其
晩
は
山
中
之
宿
に
御
陣
被
レ
成
候
事

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
進
軍
す
る
忠
興
が
佐
久
郡
望
月
宿
で
泊
っ
た
。
秀
久
の
領
国
で
あ
り
、
歓

待
さ
れ
た
。
翌
日
は
豊
前
守
（
秀
範
）
が
岩
村
田
で
出
迎
え
、
昼
食
の
振
舞
を
お
こ
な
っ
た
、

と
い
う
。
な
お
岩
村
田
は
江
戸
時
代
、
小
諸
藩
領
に
属
し
て
い
た
が
、
元
禄
一
六
年
に
北
佐
久

郡
内
を
中
心
に
内
藤
家
岩
村
田
藩
一
万
六
千
石
と
し
て
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
中
心
と

な
っ
た
町
が
岩
村
田
町
約
二
七
〇
〇
石
で
陣
屋
が
置
か
れ
た
。
先
に
見
た
「
家
譜
」
で
秀
範
は

三
千
石
を
分
知
さ
れ
て
い
る
。
秀
範
は
岩
村
田
に
所
領
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
あ
と
上
田
城
攻
め
で
は
、
秀
久
の
ほ
か
久
政
、
秀
範
三
名
が
出
陣
し
て
い
る
。

史
料
一
一
「
お
ほ
え（

（3
（

」

（
前
略
）

　

一
子
ノ
年
ハ
江
戸
中
納
言
様
上
田
へ
御
馬
出
申
候
事
、
宇
津
宮
へ
御
陣
ふ
れ
御
座
候

て
、　

両
上
様
御
馬
出
申
候
、
宇
津
宮
ゟ
江
戸
還
御
被
レ
遊
、
内
府
様
ハ
東
海
道
ヲ
関
ヶ

原
へ
被
レ
成
二
御
座
一
候
、
江
戸
中
納
言
様
ハ
上
田
へ
御
出
馬
ニ
付
而
、
小
諸
御
城
へ
被
レ

為
レ
入
、小
諸
ゟ
上
田
へ
御
馬
出
申
候
、右
そ
な
へ
榊
原
式
部
殿
、左
そ
な
へ
牧
野
右
馬
允
、

中
そ
な
へ　

道（
秀
久
）

樹
様
ニ
て
御
座
候
、
道
樹
様
御
そ
な
へ
御
先
手
ハ　

宗（
久
政
）

知
様
、
中
そ
な
へ

豊（
秀
範
）

前
様
・
御
旗
本
、　

道
樹
様
と
承
申
候

　

一
上
田
大
手
へ
牧
野
右
馬
允
殿
と　

宗
知
様
御
着
被
レ
成
候
由
、　

宗
知
様
御
は
た
ら

き
、
諸
勢
ほ
め
申
候
を
、　

道
樹
様
御
悦
被
レ
成
候
、
其
上
ニ
被
一
仰
出
一
候
ハ
、
宗
知
様

豊
前
様
を
急
ニ
御
か
い
被
レ
成
、
旗
本
ゟ
お
し
よ
せ
即
時
ニ
上
田
城
御
ふ
ミ
や
ふ
り
可
レ

被
レ　

成
と
被
二　

仰
出
一
候
由
承
申
候
事

（
中
略
）

　

一
小
諸
御
城
ハ
酒
井
左
衛
門
尉
殿
へ
御
渡
被
レ
成
、
御
門
く
ま
て
左
衛
門
尉
殿
御
か
た

め
、
出
入
仕
候
者
も
左
衛
門
尉
殿
御
指
引
被
レ
成
候
、
奥
様
か
た
と
内
膳
様
計
御
城
内
ニ

如
二
前
一々
被
レ
成
二
御
座
一
候
、豊
前
様
・
宗
知
様
ハ
く
る
わ
ニ
被
レ
成
二
御
座
一
候
事（
下
略
）

　

「
お
ほ
え
」
は
仙
石
家
が
所
蔵
す
る
慶
長
五
年
の
上
田
城
攻
め
を
記
す
軍
功
録
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
城
攻
め
の
右
翼
に
榊
原
康
政
、
左
翼
に
牧
野
康
成
が
配
さ
れ
、
中
備
が
秀
久
で

あ
っ
た
。
仙
石
隊
の
先
手
が
久
政
、
中
備
に
秀
範
、
続
い
て
旗
本
衆
、
秀
久
本
隊
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
秀
久
は
秀
忠
本
体
と
と
も
に
西
国
へ
兵
を
進
め
、
小
諸
城
は
酒
井
家
次
の
預
か
り
城

と
な
り
、
奥
方
と
子
の
内
膳
（
政
直
）
は
城
内
に
、
秀
範
と
久
政
は
郭
で
守
備
し
た
と
い
う
。

別
家
扱
い
で
は
あ
る
が
、
関
ヶ
原
の
合
戦
で
秀
範
が
一
族
と
対
立
す
る
行
動
は
取
っ
て
い
な

か
っ
た
と
見
做
せ
る
。

四
　
判
物
の
用
途

　

仙
石
秀
久
の
発
給
文
書
の
う
ち
、
判
物
の
用
途
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

Ａ　

知
行
宛
行

　

信
濃
入
部
以
前
の
判
物
に
よ
る
仙
石
氏
の
知
行
宛
行
状
の
多
く
は
、

　

・
為
～
事

　

・
一
△
△
石
＋
宛
行
箇
所

　

・
右
～
者
也
（
仍
如
件
）

の
形
式
で
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
箇
条
書
と
し
な
い
で
、
本
文
中
に
全
て

入
れ
込
む
形
態
の
判
物
も
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
信
濃
国
に
所
領
を
得
た
秀
久
に
よ
る
知
行
宛
行
の

様
式
は
、
石
高
で
は
な
く
貫
高
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
を
留
意
し
た
い
。

（
１
）　

本
文
中
に
知
行
高
を
入
れ
込
む
形
式

史
料
一
二
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状（

（4
（

」

以
上

為
二
知
行
分
一
、
四
百
石
者
令
二
支
配
一
候
了
、
猶
依
二
奉
公
之
忠
一
、
可
二
加
増
一
者
也
、
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天
正
拾
四
年

二
月
十
三
日�

秀
久
（
花
押
Ａ
）

広
田
甚
六
殿

（
２
）　

事
書

史
料
一
三
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状（

（4
（

」

為
二
知
行
一
令
二
扶
助
一
分
之
事

山
田
郡
木
太
郷
内

一
六
百
石
者�

四
村

右
、
全
可
二
領
知
一
者
也
、
仍
如
レ
件

天
正
拾
四
年

八
月
廿
四
日　

秀
久
（
花
押
Ａ
）

由
佐
三
郎
五
郎
殿

史
料
一
四
「
仙
石
盛
長
判
物（

（4
（

」

為
二
知
行
一
遣
分
事

一　

貳
百
貫
文

右
之
支
配
畢
、
妻
子
去
年
ゟ
召
連
被
レ

下
、
萬
神
妙
成
被
レ
仕
様
候
間
、
連
々

身
上
引
立
、
為
レ
可
レ
遣
如
レ
此
候
也
、

　

慶
長
五
年

　
　

六
月
二
日�

盛
長
（
花
押
Ｅ
）

　
　
　
　
　

北
六
左
衛
門
殿

Ｂ　

寄
進

寄
進
状
の
様
式
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。

史
料
一
五
「
仙
石
秀
久
寄
進
状（

（4
（

」

令
二
寄
進
一
寺
領
分
之
事

　

一
百
石
者　
　
　
　
　

白
嶺
寺

右
、
改
而
令
二
寄
進
一
上
者
、
全
可
レ
有
二
寺
納
一
候
也
、
仍
如
レ
件

天
正
拾
四
年　
　

千
石
権
兵
衛
尉

二
月
十
三
日�

秀
久
（
花
押
Ａ
）

　

史
料
一
五
で
は
事
書
の
次
に
寄
進
石
高
と
寄
進
先
（
宛
所
）
を
入
れ
込
み
最
後
に
仍
如
件
で

締
め
く
く
っ
て
い
る
。
宛
所
は
記
さ
な
い
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
が
次
第
に
宛
所
が
記
さ
れ
る
形

式
に
変
化
し
て
い
き
（
史
料
一
六
）、
文
書
様
式
が
書
札
体
と
な
っ
た
。
寄
進
状
は
、
天
正
一

三
年
に
讃
岐
国
を
拝
領
し
た
後
か
ら
金
毘
羅
宮
、
白
嶺
寺
と
い
っ
た
有
力
寺
社
に
積
極
的
に
発

給
さ
れ
て
い
る
。
寺
社
へ
の
寄
進
は
す
べ
て
原
則
書
判
で
お
こ
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
金
毘
羅

宮
で
は
当
初
一
〇
石
だ
っ
た
社
領
が
、
秀
久
に
よ
っ
て
四
ヶ
月
の
内
に
三
〇
石
へ
と
拡
大
し
て

い
る
。
秀
久
は
金
毘
羅
宮
神
宮
寺
別
当
で
あ
る
下
之
坊
へ
も
天
正
一
四
年
八
月
二
四
日
に
寄
進

を
お
こ
な
っ
て
い
る（

（4
（

。

史
料
一
六
「
仙
石
秀
久
寄
進
状（

（4
（

」

為
二
寺
領
一
令
二
寄
進
一
分
之
事

一
百
石
者

　

右
全
可
レ
在
二
寺
納
一
所
附
之
儀
者
、
青
海
之
内
を
以
新
介
・
弥
右
衛
門
方
ゟ
可
レ
被
二
請

取
一
者
也
、
仍
如
レ
件

天
正
拾
四
年八

月
廿
四
日�

秀
久
（
花
押
Ａ
）

し
ろ
み
ね

　

衆
徒
中

史
料
一
七
「
仙
石
秀
康
寄
進
状（

（4
（

」

令
二
寄
進
一
知
行
分
事

一
百
貫
文
者
安
養
寺
之
内

右
全
可
レ
有
二
御
寺
納
一
候
、
仍
如
レ
件

天
正
十
九
年

五
月
十
四
日�

秀
康
（
花
押
Ｂ
）

　

安
養
寺

史料一四　仙石盛長判物（県立歴史館蔵）
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Ｃ　

禁
制

　

仙
石
氏
の
支
配
の
な
か
で
禁
制
は
信
濃
国
内
で
は
殆
ど
発
給
さ
れ
て
い
な
い
禁
制
で
あ
る

が
、
秀
吉
が
土
佐
国
を
平
定
し
、
秀
久
が
讃
岐
一
国
を
拝
領
し
入
部
し
た
天
正
一
三
年
八
月
に

際
し
て
金
比
羅
宮
及
び
地
蔵
院
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。

　

禁
制
と
記
さ
れ
た
一
行
目
の
下
部
に
発
給
先
が
入
れ
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
特
段
様
式
的

に
目
新
し
い
も
の
は
な
い
。

史
料
一
八
「
仙
石
秀
久
禁
制（

（4
（

」

禁
制　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
松
内
松
王
寺

一
当
手
軍
勢
甲
乙
人
乱
妨
狼
藉
之
事

一
伐
採
山
林
竹
木
之
事

一
対
二
百
姓
一
不
二
謂
儀
申
懸
一
族
之
事

右
條
々
堅
令
二
停
止
一
訖
、
若
違
背
之
輩
於
レ
在
レ
之
者
、
可
レ
加
二
成
敗
一
者
也
、
仍
如
レ
件

天
正
拾
三
年
八
月
十
日�

秀
久
（
花
押
Ａ
）

　

な
お
信
濃
国
内
で
は
正
安
寺
宛
禁
制
が
あ
る
が
、
書
体
等
か
ら
近
世
に
な
っ
て
か
ら
創
ら
れ

た
写
と
思
わ
れ
る
。
新
た
な
所
領
へ
の
移
封
の
際
に
禁
制
が
大
量
に
発
給
さ
れ
る
が
、
仙
石
氏

の
場
合
は
、
小
諸
領
内
で
禁
制
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
は
一
つ
の
特
徴
を
示
し
て
い
る（

（4
（

。

Ｄ　

書
状
形
式
の
判
物

　

秀
久
書
状
は
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
で
書
状
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、
知

行
状
や
免
許
状
な
ど
判
物
の
内
容
に
近
い
も
の
も
残
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）　

天
正
十
八
年
以
前

史
料
一
九
「
仙
石
秀
久
書
状（

（4
（

」

以
上

人
数
拾
人
取
次
、
可
二
差
出
一
候
、
扶
持
か
た
の
事
、
可
二
申
付
一
候
、
謹
言

天
正
拾
三

五
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

権
兵
衛
尉

�

秀
久
（
花
押
Ａ
）

広
田
蔵
丞

（
２
）　

天
正
一
八
年
以
降

史
料
二
〇
「
仙
石
盛
長
書
状（

（5
（

」

小
諸
城
中
ニ
植
木
申
付
候
、
然
者
、
於
二
在
一々
鑿
候
ハ
ん
間
、
当
寺
諸
木
之
儀
令
二
免
許
一

畢
、
被
レ
得
二
其
意
一
、
以
二
此
折
帋
一
可
レ
被
二
相
理
一
候
、
為
レ
其
態
申
入
候
、
謹
言

越
前
守

三
月
十
四
日�

盛
長
（
花
押
Ｅ
）

安
養
寺

五
　
印
判
の
分
類

　

秀
久
の
使
用
し
た
印
章
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る

も
の
で
四
種
類
あ
る
。

（
１
）　

信
濃
入
部
以
前
の
印
判

①　

永
楽
国
通
宝
印

　

信
濃
国
佐
久
郡
入
部
以
前
の
印
判
は
す
べ
て

「
永
楽
国
通
宝
」
の
印
章
（
印
１
）
を
使
用
す
る
。

判
物
同
様
、
形
式
に
定
型
化
が
見
て
と
れ
る
。

・
為
～
事

・
一
△
△
石
＋
宛
行
箇
所

・
右
～
者
也
（
仍
如
件
）

と
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
判
物
と
の
差
は
、
判
物
が
数
百
石
の
宛
行
に
使
用
さ
れ
、
黒
印
は
数

十
～
百
石
程
度
の
比
較
的
小
規
模
の
知
行
地
の
給
与
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

史
料
二
一
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状（

（5
（

」

為
二
知
行
一
令
二
扶
助
一
分
之
事

勝
郡
新
居
郷

印１�（塩田文書『大日本古文書』 
12－14東京大学史料編纂所）
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一
拾
石
者�

新
居
村

　

右
全
可
二
領
知
一
者
也
、
仍
如
レ
件

　
　

天
正
拾
四
年

　
　
　

八
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
久 

黒
「
永
楽
国
通
宝
」印

　
　
　
　
　
　

香
川
采
女
佐
殿

（
２
）　

信
濃
入
部
以
後
の
印
章
三
種

　

佐
久
郡
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
印
は
三
種
類
で
あ
る
が
、
最
も
多
用
さ
れ
た
の
は
「
秀
康
」

黒
印
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
印
章
は
、
時
期
に
よ
る
変
遷
は
な
く
、
公
・
私
印
と
し
て
内
容
に

応
じ
て
使
い
分
け
を
し
て
い
た（

（5
（

。

①　

壺
印
（
印
２
）

　

類
例
は
わ
ず
か
一
点
で
あ
る
が
、
秀
久
が
小
諸
大
宮
神
社
に
寄
進
し
た
際
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。
鼎
印
は
禅
宗
寺
院
な
ど
で
多
用
さ
れ
る
。
史
料
一
八
は
、
佐
久
郡
の
各
社
に
計
一
千
俵
を

寄
進
す
る
旨
を
伝
え
た
文
書
で
あ
る
。
祈
祷
頭
と
さ
れ
る
神
官
立
神
氏
は
、
川
西
の
大
宮
社（
両

羽
神
社
）
と
川
東
の
小
諸
八
幡
社
社
家
の
同
族
で
あ
る（

（5
（

。
後
者
は
小
山
田
氏
と
称
し
た
。

史
料
二
二
「
仙
石
秀
久
寄
進
状（

（5
（

」

御
寄
進
申
表
子
之
事

合
千
俵
者
納

右
之
分
、
御
寄
進
仕
候
条
其
宮
其
て
よ
り
に
て

可
二
相
渡
一
候
、
四
組
く
み
か
し
ら
能
々
念
入
、

又
其
代
官
ニ
申
付
可
二
相
渡
一
候
、
今
度
社
人

中
、
其
上
千
石
筑
後
其
外
組
か
し
ら
と
し
て
、

其
宮
々
へ
わ
り
之
こ
と
く
其
宮
之
在
所
に
て
田

地
を
以
、
当
秋
よ
り
毎
年
寄
進
可
レ
仕
候
、
仍

定
所
如
レ
件

慶
長
七
年
壬
寅二

月
十
三
日 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仙
石
越
前
守 

黒（
壺
印
）印

祈
祷
頭

川
西

立
神
殿　

社
人
中
川
東

　
　

仙
石
筑
後
殿

　
　

組
頭
中

②　

富
貴
印
（
印
３
）

　

私
印
と
し
て
用
い
ら
れ
た
事
が
分
か
る
の
は
、

「
富
貴
」
印
で
あ
る
。
次
の
史
料
二
三
は
、
若
宮

八
幡
宮
（
佐
久
市
岩
村
田
）
に
一
〇
俵
寄
進
す
る

旨
を
記
し
た
書
状
で
あ
る
。
追
而
書
に
よ
れ
ば
、

本
来
書
判
で
あ
る
べ
き
も
の
が
「
い
ま
だ
病
中
に

候
間
、
印
判
に
て
申
候
」
と
あ
り
、
書
状
に
こ
の

印
を
例
外
的
に
用
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
花
押
の
代
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
秀
久
の
個
人
的
な
人
格
を
表
象
し
た
印
判
と
い
え
る
。

史
料
二
三
「
仙
石
秀
久
書
状（

（5
（

」

猶
以
、
未
病
中
ニ
候
間
、
印
判
ニ
て
申
候
、
以
上

態
申
遣
候
、
仍
代
参
御
節
規
、
俵
子
拾
表
納
致
二
進
上
一
候
、
於
二　

御
神
前
ニ

一
、
二
夜
三

日
之　

御
祈
念
可
レ
然
様
ニ
任
入
候
、
猶
御
吉
事
追
ゝ
可
二
申
承
一
候
、
以
上

二
月
十
六
日�

秀
久 

黒「
富
貴
」印

若
宮
之社

人
中

③　

秀
康
印
（
印
４
）

　

秀
康
は
小
諸
入
部
直
後
か
ら
使
用
す
る
秀
久
の
諱
で
あ
り
、
本
来
は
書
判
に
代
用
さ
れ
る
べ

き
私
印
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
実
際
の
使
用
例
は
、
慶
長
一
五
年
以
降
、
主
に
蔵
米
の

出
納
関
係
の
文
書
に
多
用
さ
れ
て
お
り
、
文
書
行
政
の
な
か
で
仙
石
氏
の
公
印
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る（

（5
（

。

印２（小山田文書　個人蔵）

印３（柏原文書　当館蔵）
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な
お
秀
康
印
の
う
ち
、「
秀
康
署
名
＋
黒
印
」
の
書
状
形
式
が
二
通
あ
る
。
年
未
詳
の
書
状

で
あ
る
が
、「
秀
康
印
」
の
使
用
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
文
書
の
発
給
年
代
の
絞
り
込

み
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
以
下
煩
雑
で
あ
る
が
考
証
し
て
お
こ
う
。

史
料
二
四
「
仙
石
秀
久
書
状（

（5
（

」

以
上

急
度
申
遣
候
、
仍
三
枝
松
土
佐
守
殿
ゟ
雇
之
者
崎
間
村
ニ
在
レ
之
處
ニ
其
方
金
山
ゟ
帰
候
刻

討
捕
候
事
令
二
祝
着
一
候
、
猶
吉
兵
衛
方
ゟ
可
レ
申
候
、
謹
言

八
月
十
一
日�

秀
久 

黒「
秀
康
」印

恵
崎
又
左
衛
門
殿

史
料
二
五
「
仙
石
秀
久
書
状
」

以
上

井
伊
兵
部
殿
ゟ
雇
之
者
湯
原
村
庄
屋
角
之
助
所
ニ
在
レ
之
を
其
方
搦
捕
召
寄
故
、
使
者
へ
相

渡
候
事
令
二
祝
着
一
候
、
委
七
右
衛
門
方
ゟ
可
レ
申
候
、
謹
言

十
月
廿
三
日�

秀
久 

黒「
秀
康
」印

恵
崎
又
左
衛
門
殿

　

史
料
二
四
・
二
五
は
、
平
成
三
〇
年
度

に
県
立
歴
史
館
が
購
入
し
た
文
書
で
あ

る
。
恵
崎
氏
の
出
自
は
美
濃
国
厚
見
郡
江

崎
と
み
ら
れ
、
土
岐
氏
に
仕
え
た
仙
石
氏

の
配
下
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
直
臣
で

あ
る
。
こ
こ
で
い
う
又
左
衛
門
は
秀
久
治

政
の
末
期
か
ら
郡
代
と
し
て
み
え
る
吉
久

と
考
え
ら
れ
る（

（5
（

。
秀
久
に
は
鷲
見
氏
の
よ

う
に
近
江
出
身
の
も
の
も
お
り（

（5
（

、
秀
久
初

期
の
家
臣
団
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
い

え
る
。

　

ま
ず
文
中
人
物
の
比
定
か
ら
検
討
し
た

い
。官
途
か
ら
三
枝
松
土
佐
守
は
三
枝
昌
吉
、井
伊
兵
部
は
井
伊
直
政
の
嫡
子
直
勝
で
あ
ろ
う
。

昌
吉
が
土
佐
守
を
名
の
る
の
が
慶
長
一
二
年
以
降
で
、
信
濃
国
境
の
甲
斐
国
逸
見
筋
東
向
村
に

拠
点
を
置
い
た（

（6
（

。
直
勝
が
父
直
政
の
没
後
、
遺
領
佐
和
山
一
五
万
石
・
安
中
三
万
石
を
継
承
し

家
督
を
継
い
だ
の
が
慶
長
七
年
、
さ
ら
に
兵
部
少
輔
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
慶
長
九
年
で
あ
る（

（6
（

。

な
お
父
直
政
は
箕
輪
城
主
だ
っ
た
と
き
碓
氷
峠
に
関
所
を
配
置
し
信
濃
国
と
の
境
の
警
護
に
あ

た
っ
た
と
す
る（

（6
（

。

　

史
料
二
四
で
は
、
昌
吉
が
雇
っ
た
者
が
崎
田
村
（
南
佐
久
郡
佐
久
穂
町
）
に
い
た
と
こ
ろ
を

恵
﨑
又
左
衛
門
吉
久
が
捕
縛
し
、
秀
久
が
賞
し
た
も
の
、
史
料
二
五
は
同
様
に
、
直
勝
が
放
っ

た
者
が
湯
原
村
（
佐
久
市
臼
田
）
の
庄
屋
角
之
助
宅
に
い
た
と
こ
ろ
を
捕
縛
し
た
こ
と
を
賞
し

て
い
る
。
い
ず
れ
も
同
一
の
右
筆
に
よ
る
文
書
で
、
形
状
も
ほ
ぼ
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
両
者
の
官
途
か
ら
み
て
、
慶
長
一
二
年
以
降

の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
史
料
二
四
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、「
改
撰
仙
石
家
譜
」
に
も
記
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
慶
長
一
二
年
の
こ
と
と
す
る（

（6
（

。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、「
秀
康
印
」
は
慶
長
一
二
年
以
降
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
一
先
ず
推
定

し
て
お
き
た
い
。

六
　
黒
印
状
の
用
途

　

続
い
て
秀
久
の
印
章
の
用
途
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
も
黒
印
を
使
用
し
て
い
る
。

　

判
物
同
様
、
印
判
状
も
知
行
宛
行
・
寄
進
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
印
判
状
の

ほ
う
が
、
所
領
規
模
・
寄
進
高
が
小
さ
い
も
の
が
多
い
。
ま
た
小
諸
領
時
代
に
お
い
て
は
、
貫

高
表
記
と
な
っ
て
い
る
。
書
判
の
代
替
と
し

て
印
判
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
多
い（

（6
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
用
途
と
し
て
特
徴
的
な

印
は
「
秀
康
印
」
で
、
領
内
の
御
蔵
か
ら
出

納
を
命
じ
る
際
と
、
支
給
・
下
行
し
た
際
に

も
押
印
し
、
計
二
箇
所
に
こ
の
印
が
捺
さ
れ

て
い
る
。

上　史料二四　仙石秀久書状／
下　史料二五　仙石秀久書状
（いずれも「恵崎家文書」県立歴史館所蔵）

印４（恵崎家文書　当館蔵）
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Ａ　

知
行
宛
行

史
料
二
六
「
仙
石
秀
久
黒
印
状（

（6
（

」

当
物
成
を
以
相
渡
分
事

一
拾
石�

塩
田
猪
介

右
、
為
二
代
官
一
原
与
右
衛
門
尉
・
向
小
兵
衛
ニ
申
付
候
条
、
自
二
両
人
前
一
慥
可
レ
被
二
請

取
一
者
也
、
仍
如
レ
件

天
正
十
三
年

九
月
廿
四
日�

秀
久 

黒
「
永
楽
国
通
宝
」印

　

塩
田
猪
介
殿

史
料
二
七
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状（

（6
（

」

為
二
知
行
一
令
二
扶
助
一
分
之
事�

勝
郡
新
居
郷

一
拾
石
者�

新
居
村

右
全
可
二
領
知
一
者
也
、
仍
如
レ
件

天
正
拾
四
年

八
月
廿
四
日�

秀
久 

黒
「
永
楽
国
通
宝
」印

香
川
采
女
佐
殿

史
料
二
八
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状（

（6
（

」

為
二
知
行
一
被
レ
下
分
之
事

一
百
五
拾
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
地
組
之
内

右
令
二
支
配
一
畢
、
去
年
物
成
ゟ
被
レ
下
候
条
、
全
可
二
領
知
一
者
也

慶
長
拾
五
年

閏
二
月
九
日�

秀
久 

黒「
秀
康
」印

佐
藤
織
部
殿

史
料
二
九
「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状（

（6
（

」

被
レ
下
知
行
分
事

一
百
三
拾
貫
文　

平
賀
之
内

右
令
二
支
配
一
畢
、
全
可
二
領
知
一
者
也

慶
長
十
八
年

九
月
十
六
日�

秀
久 

黒「
富
貴
」印

鷲
見
九
一
郎
殿

Ｂ　

寄
進

　

寺
社
へ
の
寄
進
は
、
祈
祷
の
依
頼
を
求
め
、
秀
久
の
敬
意
を
示
す
た
め
原
則
と
し
て
書
判
で

お
こ
な
い
、厚
礼
で
遇
し
て
い
る
。い
っ
ぽ
う
史
料
三
〇
は
金
比
羅
宮
に
所
蔵
さ
れ
る
文
書
で
、

寄
進
状
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
宛
所
は
、
神
社
周
辺
の
給
人
で
、
彼
ら
に
対
し
て
年
貢
負
担

分
の
う
ち
十
石
を
免
除
す
る
の
で
、そ
の
分
を
神
社
へ
寄
進
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
よ
り
薄
礼
の
黒
印
状
の
形
態
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

史
料
三
〇
「
仙
石
秀
久
寄
進
状（

（6
（

」

当
物
成
を
以
令
二
寄
進
一
分
之
事

一
拾
石
者　
　
　
　
　
　
　
　

金
毘
羅

右
彼
寺
中
手
作
、
其
外
門
前
等
よ
り
の
年
貢
之
内
を
以
、
京
升
之
算
用
ニ
て
可
二
相
渡

一
也
、天

正
十
三

十
月
十
九
日�

秀
久 

黒
「
永
楽
国
通
宝
」印

宗
善

伊
藤
久
兵
衛
尉
殿

牧
甚
大
夫
殿

山
田
理
右
衛
門
尉
殿

Ｃ　

諸
役
免
許

　

判
物
同
様
の
機
能
を
持
つ
が
、
低
額
の
諸
役
免
許
で
あ
る
た
め
、
印
判
形
式
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

史
料
三
一
「
仙
石
秀
久
年
貢
免
許
状（

（7
（

」

当
寺
屋
敷
分

合
五
石
者　
　

但
畠
方

右
当
年
貢
之
儀
令
二
免
除
一
者
也
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天
正
十
三
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
兵
衛
尉

拾
月
廿
三
日�

秀
久 

黒
「
永
楽
国
通
宝
」印

豊
田
郡
萩
原
寺

　
　
　

地
蔵
院

Ｄ　

出
納
印

　

史
料
二
八
は
、
秀
久
が
若
宮
八
幡
宮
へ
俵
子
五
俵
を
寄
進
す
る
旨
を
報
じ
た
奉
書
で
、
そ
の

黒
印
と
し
て
「
秀
久
印
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
宛
先
は
渡
奉
行
も
し
く
は
郡
奉
行
と
思
わ
れ

る
秀
久
宿
老
等
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
岩
村
田
御
蔵
に
対
し
て
俵
子
を
支
出
す
る
よ
う
に

命
じ
た
も
の
で
あ
る
。「
秀
康
印
」
が
公
印
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
複
合
文
書
と

し
て
機
能
し
て
い
る（

（7
（

。

史
料
三
二
「
仙
石
家
黒
印
状（

（7
（

」

可
二
相
渡
一
俵
子
之
事

一
俵
子
五
表
納　

 

黒（「
秀
康
」）印　

　

岩
村
田

右
、　

若
宮
様
御
神
事
御
入
用
と
し
て
被
レ
為
レ　

遣
候
条
、
祝
と
し
て
可
二
相
渡
一
旨
、
被

レ
為
二　

仰
出
一
候
、
以
上

慶
長
十
五
年
納
之
内

慶
長
十
七
年

 

黒（「
秀
康
」）印　

六
月
十
八
日

長
右
衛
門
へ

酒
匂
仁
兵
衛
へ

恵
崎
又
左
衛
門
へ

其
外
渡
奉
行

岩
村
田
御
蔵

　

な
お
秀
久
時
代
に
御
蔵
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
岩
村
田
御
蔵
で
あ

り
、
元
和
年
間
の
忠
政
時
代
に
は
平
原
に
も
置
か
れ
て
い
る（

（7
（

。

お
わ
り
に

　

以
上
、
仙
石
秀
久
発
給
文
書
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
像
と
と
も
に
、
花
押
・
印
章
を
紹
介
し

た
。
秀
久
が
讃
岐
国
に
所
領
を
得
る
と
定
型
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
知
行
宛
行
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
定
の
文
書
形
式
を
も
と
に
支
配
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
形
式
は
信

濃
へ
移
封
さ
れ
た
あ
と
も
基
本
的
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
諒
解
さ
れ
る
。

　

小
諸
時
代
の
秀
久
は
、
改
名
・
叙
任
を
契
機
に
花
押
を
し
ば
し
ば
変
更
し
て
い
る
。
ま
た
、

印
は
す
べ
て
黒
印
で
用
途
毎
に
使
い
分
け
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
く
に
「
秀
康
印
」

は
、
仙
石
家
印
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
後
半
は
郡
奉
行
ら
が
使
用
し
て
い
る
公
印
で
あ
る
。
別

稿
で
、
こ
の
印
の
使
用
事
例
を
も
と
に
、
文
書
発
給
に
よ
る
影
響
と
効
力
に
つ
い
て
、
機
能
の

構
造
的
把
握
を
お
こ
な
っ
た
。「
富
貴
」
印
は
吉
祥
印
と
し
て
秀
久
個
人
の
判
物
の
代
用
と
さ

れ
て
い
る
。

　

織
豊
期
か
ら
近
世
初
期
の
移
行
期
に
限
る
と
、
自
治
体
史
で
の
叙
述
の
取
り
扱
い
は
必
ず
し

も
十
全
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
移
封
を
経
て
い
る
大
名
で
あ
れ
ば
、
通
貫
し
た
叙
述
が
と
れ
な

い
こ
と
も
あ
る
。
秀
久
の
基
礎
的
な
研
究
の
遅
れ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。

　

秀
久
は
織
豊
大
名
と
目
さ
れ
な
が
ら
羽
柴
の
名
字
を
名
の
ら
ず
、
豊
臣
賜
姓
も
さ
れ
た
形
跡

が
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
九
州
戦
線
で
の
失
態
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
が
、
秀
久
は
越
前
守
に
叙
さ
れ
諸
大
夫
の
家
格
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仙
石
家
の

家
格
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
北
野
社
宮
仕
十
河
能
閑
な

ど
豊
富
な
人
間
関
係
も
本
稿
で
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
紙
幅
も
尽
き
る
の
で

別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

謝
辞　

左
記
の
方
々
に
は
史
料
調
査
・
写
真
掲
載
に
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
（
敬
称
略
）。

一
般
財
団
法
人
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
泰
巖
美
術
博
物
館　

柏
原
て
る
江　

高
野
山
蓮
華
定
院

　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

龍
雲
寺
（
敬
称
略
）
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注１　

黒
田
基
樹
「
結
城
秀
康
文
書
の
基
礎
的
研
究
」（『
近
世
初
期
大
名
の
身
分
秩
序
と
文
書
』
戎
光

祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
二
一
七
頁
）。

２　

自
治
体
史
で
は
、『
兵
庫
県
史 

第
三
巻
』
一
九
七
八
年
、『
香
川
県
史 

第
二
巻 

通
史
編 

中
世
』

一
九
八
三
年
が
羽
柴
秀
吉
の
配
下
と
し
て
、
播
磨
・
淡
路
・
讃
岐
を
転
戦
す
る
秀
久
を
描
く
。
小

諸
時
代
は
、『
北
佐
久
郡
志
第
二
巻　

歴
史
編
』一
九
五
六
年
、『
小
諸
市
誌
歴
史
編
三　

近
世
史
』

一
九
九
一
年
、『
佐
久
市
志
歴
史
編
三　

近
世
』一
九
九
二
年
な
ど
が
あ
る
。
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ

て
い
る
も
の
は
『
南
佐
久
郡
誌　

近
世
編
』
二
〇
〇
一
年
で
、
一
章
を
設
け
て
「
仙
石
秀
久
・
忠

政
」
を
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
し
南
佐
久
郡
を
中
心
と
し
て
い
る
。
秀
久
の
文
書
を
扱
っ
た
も
の
は

上
田
市
立
博
物
館
『
仙
石
氏
史
料
展
』
図
録
（
一
九
八
四
年
）
が
管
見
の
限
り
唯
一
の
も
の
で
あ

る
。
塩
川
友
衛
『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語　

小
諸
藩
』（
現
代
書
館
、
二
〇
〇
七
年
）
で
も
仙
石
氏
の

治
政
は
わ
ず
か
三
頁
の
記
述
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
宮
下
英
樹
は
仙
石
秀
久
を
主
人
公
と
し
た

『
セ
ン
ゴ
ク
』（
一
五
巻
）『
セ
ン
ゴ
ク　

天
正
記
』（
一
五
巻
）『
セ
ン
ゴ
ク
一
統
記
』（
一
五
巻
）

『
セ
ン
ゴ
ク
権
兵
衛
』（
二
七
巻
）
を
大
部
の
作
品
を
著
し
て
い
る
。
歴
史
漫
画
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
で
は
あ
る
が
、「
改
撰
仙
石
家
譜
」
な
ど
史
料
に
即
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
連
載
は
週
刊
ヤ
ン

グ
マ
ガ
ジ
ン
、
の
ち
講
談
社
よ
り
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
）。

３　

『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
―
一
四
、
一
四
頁
。

４　

「
篠
原
文
書
」（『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』
八
五
七
。
以
下
『
秀
吉
』
と
す
る
）。

５　

「
篠
原
文
書
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
（3071.82-8-1

）。

６　

「
羽
柴
秀
吉
書
状
写
」（「
浅
野
文
書
」『
秀
吉
』
二
〇
一
）。

７　

「
寛
永
重
修
諸
家
譜
」（『
信
濃
史
料
』
補
遺
上
。
以
下
『
信
史
』
と
す
る
）。

８　

「
仙
石
秀
康
寄
進
状
」（「
松
原
神
社
文
書
」『
信
史
』
一
七
、
二
二
四
頁
）。	

９　

「
旧
記
荒
増
写
」
慶
長
二
年
七
月
二
五
日
条
。
こ
の
日
、
盛
長
に
改
名
し
、
北
野
社
に
金
二
〇

〇
疋
を
寄
進
し
て
い
る
（『
信
史
』
補
遺
下
、
一
一
頁
）。

10　

「
改
撰
仙
石
家
譜
二　

秀
久
公
譜
中
」（『
信
史
』
補
遺
上
、
七
〇
五
頁
）。	

11　

「
安
養
寺
文
書
」（『
信
史
』
一
七
、
二
七
四
頁
）。

12　

「
仙
石
秀
康
判
物
」（「
龍
雲
寺
文
書
」『
信
史
』
一
七
、
五
四
七
頁
）。

13　

「
改
撰
仙
石
家
譜
二　

秀
久
公
譜
中
」『
信
史
』
補
遺
上
、
七
二
四
頁
）。

14　

「
北
野
日
記
」（
北
野
天
満
宮
史
料
刊
行
会
編
『
北
野
天
満
宮
史
料
』
五
二
〇
頁
）。

15　

「
北
野
日
記
」（
同
右
、
五
二
〇
・
五
二
一
頁
）。

16　

下
村
效「
史
料
紹
介 

天
正 

文
禄 

慶
長
年
間
の
公
家
成
・
諸
大
夫
成
一
覧
」（『
栃
木
史
学
』七
、

一
九
九
三
年
）。
木
下
聡
編
『
豊
臣
期
武
家
口
宣
案
集
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
七
年
。

17　

秋
山
繁
『
土
佐
と
南
海
道
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
九
〇
頁
。

18　

平
井
上
総
『
長
宗
我
部
元
親
・
盛
親
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
一
六
五
頁
。

19　

前
掲
註
18
、
一
七
七
頁
。

20　

黒
田
基
樹
『
羽
柴
を
名
乗
っ
た
人
々
』
角
川
選
書
、
二
〇
一
六
年
、
二
〇
四
頁
。

21　
（
天
正
一
一
年
）
正
月
一
三
日
「
石
田
三
成
書
状
」（「
広
田
文
書
」『
兵
庫
県
史
史
料
編
中
世
一
』

五
二
〇
頁
）。

22　

『
大
日
本
史
料
』
一
二
―
一
四
、
三
四
頁
。

23　

武
者
又
左
衛
門
宛
慶
長
二
年
一
二
月
二
四
日
「
仙
石
盛
長
知
行
宛
行
状
写
」（「
県
立
歴
史
館
所

蔵
丸
山
史
料
『
信
史
』
補
遺
下
、
一
八
頁
）。

24　

山
浦
左
衛
門
宛
慶
長
八
年
一
一
月
二
二
日「
仙
石
秀
久
知
行
宛
行
状
案
」（「
山
浦
文
書
」『
信
史
』

一
九
、
五
五
二
頁
）。

25　

永
禄
四
年
卯
月
一
七
日
「
武
田
信
玄
宛
行
状
写
」（「
武
田
氏
感
状
写
」『
信
史
』
一
二
、
三
五

三
頁
）。

26　

「
井
出
文
書
」・「
高
見
澤
文
書
」（『
信
史
』
二
〇
、
一
八
・
一
九
頁
）。

27　

「
蓮
華
定
院
文
書
」（『
新
編
信
濃
史
料
叢
書
』
一
、
四
四
五
頁
）。

28　

「
高
野
山
総
分
方
風
土
記
」（『
大
日
本
史
料
』
一
二
―
五
、
八
四
一
頁
）。

29　

河
内
将
芳
『
秀
吉
の
大
仏
造
立
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
八
年
、
四
四
頁
。

30　

「
浅
野
家
文
書
」（『
信
史
』
一
八
、
九
七
頁
）。

31　

「
浅
野
家
文
書
」（『
信
史
』
一
八
、
九
八
頁
）。

32　

『
信
史
』
一
八
―
三
七
〇
、『
同
』
二
一
―
四
五
四
頁
。

33　

村
石
正
行
「
小
笠
原
貞
政
・
秀
政
発
給
文
書
の
基
礎
的
考
察
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

二
五
、
二
〇
二
〇
年
）。

34　

「
改
撰
仙
石
家
譜
」
三
、
秀
久
公
譜
上
。

35　

「
改
撰
仙
石
家
譜
」
三
、
秀
久
公
譜
中
。

36　

「
龍
雲
寺
文
書
」（『
信
史
』
一
七
、
五
四
七
頁
）。

37　

『
続
々
群
書
類
従
四　

史
伝
部
三
』。
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38　

『
続
群
書
類
従
二
〇
下
』。『
信
史
』
二
一
、
四
五
五
頁
。

39　

「
仙
石
家
文
書
」（『
信
史
』
補
遺
下
、
六
九
）。

40　

「
広
田
文
書
」（『
兵
庫
県
史
中
世
編
一
』、
五
二
〇
頁
）。

41　

「
由
佐
文
書
」（『
香
川
県
史
八　

資
料
編
古
代
中
世
』、
一
五
九
頁
）。

42　

信
濃
史
料
未
収
（「
県
立
歴
史
館
収
集
文
書
（
雑
）」0-99-3-2

）。

43　

「
白
峯
寺
文
書
」
五
（『
大
日
本
史
料
』
一
一
―
二
八
、
一
四
頁
）。

44　

「
金
刀
比
羅
宮
文
書
」（『
香
川
県
史
八　

史
料
編
古
代
中
世
』、
六
三
頁
）。

45　

「
白
峯
寺
文
書
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
、3071.82-5-1

）。

46　

「
安
養
寺
文
書
」（『
信
史
』
一
七
、
二
七
四
頁
）。

47　

「
金
刀
比
羅
宮
文
書
」（『
香
川
県
史
八　

史
料
編
古
代
中
世
』、
六
四
頁
）。

48　

村
石
正
行
「
初
期
松
本
藩
領
に
お
け
る
法
と
下
達
文
書
―
慶
長
一
九
年
発
給
の
小
笠
原
秀
政
印

判
状
・
制
札
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
信
濃
』
七
一
―
一
二
、
二
〇
一
九
年
）。

49　

「
広
田
文
書
」（『
兵
庫
県
史
中
世
編
一
』、
五
二
〇
頁
）。

50　

『
信
史
』
補
遺
下
、
三
三
頁
。

51　

「
香
川
文
書
」（
神
奈
川
県
立
博
物
館
所
蔵
）。

52　

村
石
正
行「
仙
石
秀
久
の
寄
進
出
納
文
書
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』七
七
―
一
二
、
二
〇
二
五
年
）。

53　

神
官
立
神
氏
（
大
宮
・
小
山
田
両
氏
）
と
「
立
神
文
書
」
に
つ
い
て
は
村
石
正
行
「
小
山
田
藤

四
郎
と
立
神
氏
―
佐
久
郡
大
宮
家
文
書
か
ら
―
」（『
信
濃
』七
三
―
一
二
、
二
〇
二
一
年
）参
照
。

54　

慶
長
七
年
二
月
一
三
日
「
仙
石
秀
久
寄
進
状
」（「
小
山
田
文
書
」『
信
史
』
一
九
、
一
六
六
頁
）。

55　

「
柏
原
文
書
」（『
信
史
』
二
一
、
二
三
三
頁
）。

56　

前
掲
注
52
村
石
論
文
。

57　

信
濃
史
料
未
収
（「
県
立
歴
史
館
収
集
文
書
（
雑
）」
の
う
ち
「
恵
崎
家
文
書
」（0-99-3-26-5

・

6
）。

58　

慶
長
二
〇
年
正
月
二
六
日
「
仙
石
忠
政
老
臣
連
署
状
」（「
山
宮
文
書
」『
信
史
』
二
二
、
七
頁
、

に
「
恵
崎
又
左
衛
門
尉
吉
久
」
と
見
え
る
。
た
だ
し
『
信
史
』
で
は
標
題
を
「
仙
石
秀
久
老
臣
連

署
状
」
と
す
る
が
既
に
秀
久
は
没
し
て
お
り
忠
政
が
正
し
い
）。
上
田
市
芳
泉
寺
に
は
吉
久
の
墓

石
が
あ
り
、
明
暦
元
年
一
一
月
三
日
没
と
記
す
（
上
田
市
立
博
物
館
『
仙
石
氏
史
料
展
』
一
九
八

三
年
、
四
五
頁
）。

59　

鷲
見
元
禄
四
年
写
「
覚
」
に
よ
れ
ば
、「
鷲
見
藤
兵
衛
出
所
者
近
江
国
」、「
住
所
者
美
濃
之
き

ふ
又
伊
勢
之
長
嶋
に
も
住
居
之
由　

信
長
公
に
も
御
奉
公
仕
之
由
夫
ゟ
後　

千
石
越
前
守
様
江
罷

出
御
知
行
七
百
貫
拝
領
」
と
あ
る
（「
仙
石
家
旧
記
」
丸
山
清
俊
史
料
、
県
立
歴
史
館
蔵
）。
ま
た

「
源
姓
鷲
見
氏
」
に
よ
れ
ば
、
藤
兵
衛
尉
次
定
江
州
産
」「
九
郎
右
衛
門
尉
次
吉
勢
州
産
也
、
秀

久
公
御
嫡
子
豊
前
守
殿
勤-

二
仕
於
佐
久
郡
一
令
レ
領
二
三
百
三
拾
貫
文
一
為
二
御
小
姓
一
、
豊
前
守
殿

御
浪
人
後
兵
部
太
輔
忠
政
公
於
二
伏
見
一
御
預
り
忠
政
公
御
家
督
後
、
故
有
レ
之
知
行
被
二
召
上
一
」

と
あ
り
、
鷲
見
氏
の
う
ち
藤
兵
衛
の
子
次
吉
が
伊
勢
生
ま
れ
で
、
仙
石
秀
範
の
家
臣
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（「
仙
石
家
旧
記
」）。

60　

丸
島
和
洋
「
三
枝
昌
吉
」（『
武
田
氏
家
臣
団
人
名
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
二
一
年
、
三
三

二
頁
）。

61　

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
二
、
二
九
二
頁
。

62　

淡
路
博
和
「
安
中
藩
」（
山
田
武
麿
編
『
上
州
の
諸
藩 

上
』
上
毛
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
、
七

三
頁
）。

63　

「
改
撰
仙
石
家
譜
二
」。

64　

判
物
を
機
能
か
ら
再
分
類
し
、
書
判
・
印
判
に
よ
る
「
判
物
」
に
つ
い
て
小
笠
原
貞
慶
発
給
文

書
で
検
討
を
試
み
て
い
る
（「
小
笠
原
貞
慶
発
給
文
書
の
基
礎
的
考
察
」『
信
濃
』
六
七
―
一
二
、

二
〇
一
五
年
参
照
）。

65　

「
塩
田
文
書
」（『
兵
庫
県
史
史
料
編
中
世
一
』、
五
一
八
頁
）。

66　

「
香
川
文
書
」（
神
奈
川
県
立
博
物
館
蔵
）。

67　

「
佐
藤
文
書
」（『
信
史
』
補
遺
下
、
一
七
九
頁
）。	

68　

『
信
史
』
二
一
、
二
七
七
頁
。

69　

「
金
刀
比
羅
神
社
文
書
」（『
香
川
県
史
八　

資
料
編
古
代
中
世
』
六
四
頁
）。

70　

「
地
蔵
院
文
書
」（『
香
川
県
史
八　

資
料
編
古
代
中
世
』
九
二
頁
）。

71　

前
掲
注
52
村
石
論
文
。

72　

『
信
史
』
二
一
、
一
六
三
頁
。

73　

「
恵
崎
久
清
請
取
状
」（
長
野
立
歴
史
館
蔵
「
小
林
文
書
」『
信
史
』
二
三
、
三
四
一
頁
）。
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は
じ
め
に

　

当
館
が
所
蔵
す
る
幕
末
・
明
治
初
期
か
ら
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
年
）
ま
で
の
長
野
県
庁

の
公
文
書
群
「
長
野
県
行
政
文
書
」
は
、
近
代
史
料
と
し
て
の
価
値
の
高
さ
と
、
一
〇
、
七
八

三
点
と
い
う
豊
富
な
残
存
点
数
か
ら
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
年
）
に
長
野
県
宝
に
指
定
さ

れ
て
い
る（

１
）。

現
在
の
当
館
に
お
い
て
も
閲
覧
利
用
の
頻
度
は
極
め
て
高
く
、
長
野
県
の
近
現
代

史
を
研
究
す
る
上
で
不
可
欠
の
史
料
群
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
史
料
学
的
研
究
の

蓄
積
は
乏
し
い
状
況
に
あ
る
。
大
き
な
研
究
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
史
料

群
と
し
て
の
形
成
過
程
や
伝
来
過
程
の
問
題
が
あ
る
。
近
代
の
長
野
県
庁
に
お
い
て
公
文
書
が

ど
の
よ
う
に
保
存
・
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
歴
史
的
な
過
程
の

な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
廃
棄
・
湮
滅
・
流
出
、
収
集
を
経
て
現
在
の
史
料
群
が
形
作
ら
れ
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（

２
）。

　

こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
現
在
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
含
ま
れ
る
簿
冊
の
形
態
的
特
徴
と

戦
後
の
修
史
事
業
の
過
程
で
残
さ
れ
た
痕
跡
の
悉
皆
調
査
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る（

３
）。

こ
の
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
、
史
料
群
の
形
成
過
程
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
大
い
に

期
待
さ
れ
る
。
他
方
で
、
膨
大
な
点
数
が
残
存
す
る
近
代
公
文
書
群
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
な
変
遷
の
な
か
で
生
じ
た
、
公
文
書
群
の
保
存
・
管
理
・
伝
来
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
事
象
に
視
点
を
据
え
て
個
別
的
に
検
討
を
加
え
て
い
く
作
業
も
必
要
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
筆
者
は
以
前
に
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
含
ま
れ
る
郡

役
所
文
書
に
注
目
し
、
郡
役
所
廃
止
段
階
に
お
け
る
廃
棄
・
移
管
の
状
況
と
そ
の
後
の
伝
来
過

程
、
現
存
す
る
史
料
群
の
残
存
状
況
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が（

４
）、

か
か

る
視
点
か
ら
の
研
究
の
蓄
積
が
引
き
続
き
求
め
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
良
好
な
残
存
状
況
の
背
景
に
は
、
戦
争
や
災
害
等
に

よ
る
大
規
模
な
被
害
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

５
）。

他
県
で
は
庁
舎
火
災
や
戦
災
に

よ
り
、
公
文
書
の
残
存
状
況
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
事
例
が
散
見
す
る（

６
）。

た
だ
し
、
長

野
県
の
県
庁
舎
も
歴
史
上
、大
き
な
火
災
に
遭
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。そ
れ
が
、

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
年
）
の
火
災
で
あ
る
。
当
時
の
長
野
県

庁
舎
は
現
在
の
信
州
大
学
教
育
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
（
長
野
市
西
長
野
）
の
場
所
に
あ
り
、
明
治

七
年
一
〇
月
に
落
成
し
た
建
物
で
あ
っ
た（

７
）。

し
か
し
、
明
治
四
一
年
の
火
災
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
全

焼
す
る
被
害
に
遭
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
別
棟
と
な
っ
て
い
た
文
書
庫
は
延
焼
を
免
れ
た

た
め
、
公
文
書
群
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

８
）。

一
方
、
火
災
後
、
新
庁
舎
の

建
設
を
め
ぐ
っ
て
移
庁
論
争
が
再
燃
し
た
こ
と
で
、
県
政
に
大
き
な
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

結
果
的
に
は
長
野
市
か
ら
寄
付
を
受
け
た
現
在
の
県
庁
舎
が
あ
る
場
所
の
敷
地
（
長
野
市
南
長

野
幅
下
）
に
移
る
こ
と
と
な
り
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
年
）
に
竣
工
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

明
治
四
一
年
の
火
災
は
、
単
な
る
災
害
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
近
代
長
野
県
政
史
上
の
重
要
な
事

象
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
行
研
究
で
も
比
較
的
詳
細
な
言
及
が
み
ら
れ
る（

９
）。

し
か
し
、
そ

れ
は
火
災
後
の
県
庁
位
置
を
め
ぐ
る
論
争
や
県
政
の
混
乱
に
つ
い
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、

火
災
そ
の
も
の
に
対
す
る
県
の
対
応
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
重

要
な
史
料
と
し
て
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
う
ち
の
「（
明
治
四
一
年
）
例
規
・
県
有
財
産
・

予
算
決
算
・
県
会
・
議
事
訴
願
訴
訟
・
帝
国
議
会
（
全
）」【
識
別
番
号
：
明
41
－
２
Ａ
－
６
】

（
以
下
、「
県
有
財
産
」
と
略
記
し
、
識
別
番
号
の
記
載
も
省
略
す
る
）
が
あ
る
（
図
１
）。
県
庁
舎

研
究
報
告

明
治
四
一
年
の
長
野
県
庁
舎
火
災
と
公
文
書

花
岡
　
康
隆
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火
災
直
後
の
対
応
か
ら
、
火
災

後
に
お
け
る
県
庁
舎
及
び
備
品

等
の
被
害
状
況
に
関
す
る
調
査

の
一
連
の
書
類
を
綴
っ
た
地
方

課
内
議
事
係
の
簿
冊
で
あ
る
。

当
該
簿
冊
に
綴
ら
れ
た
書
類
の

一
覧
が
後
掲
別
表
１
で
あ
る
。

こ
の
史
料
か
ら
は
、
火
災
直
後

に
お
け
る
県
の
対
応
の
具
体
相
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
火
災
に
お
い
て

少
な
か
ら
ず
公
文
書
が
焼
失
し
て
い
る
事
実
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
庁
舎
火
災
と
公
文
書
管
理
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
の

事
例
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
あ
り（

（1
（

、
庁
舎
火
災
の
実
相
究
明
は
公
文
書
の
管
理
体
制
や
伝
来

の
研
究
に
お
け
る
論
点
と
な
り
う
る
。「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
お
い
て
も
、
明
治
九
年
の
筑

摩
県
庁
舎
火
災
の
影
響
に
よ
る
筑
摩
県
文
書
の
僅
少
さ
が
指
摘
さ
れ
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
主
に
「
県
有
財
産
」
を
分
析
対
象
と
し
て
、
ま

ず
、
明
治
四
一
年
の
長
野
県
庁
火
災
直
後
に
お
け
る
県
の
対
応
の
具
体
的
経
過
を
明
ら
か
に
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
の
公
文
書
焼
失
の
規
模
と
公
文
書
の
復
元
を
中
心
と
す
る
火
災
へ
の

県
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
併
せ
て
現
存
す
る
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
お
け
る

公
文
書
焼
失
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
先
行
す
る
県
庁
舎
火
災
の
事
例
と
比

較
し
、
長
野
県
に
お
け
る
公
文
書
復
元
の
方
針
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

以
下
、
本
文
・
註
に
お
い
て
館
蔵
「
長
野
県
行
政
文
書
」
及
び
「
長
野
県
報
」
を
出
典
と
し

て
挙
げ
る
場
合
は
、
簿
冊
名
（「　

」）
と
識
別
番
号
（【　

】）
を
併
記
し
、
所
蔵
・
史
料
群
名

は
省
略
す
る
。
ま
た
、「
県
有
財
産
」
に
つ
づ
ら
れ
た
書
類
を
典
拠
と
す
る
場
合
は
別
表
１
の

№
を
【　

】
内
に
記
し
た
。

一　

火
災
発
生
と
そ
の
後
の
経
過

　

本
章
で
は
議
論
の
前
提
と
し
て
、
火
災
発
生
の
状
況
と
そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
、
諸
史
料

や
先
行
研
究（

（1
（

を
も
と
に
、
県
庁
舎
焼
失
と
そ
の
直
後
の
県
の
対
応
、
新
庁
舎
建
設
ま
で
の
経
過

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

明
治
四
一
年
五
月
一
〇
日
午
前
三
時
過
ぎ
、
長
野
県
庁
舎
で
火
災
が
発
生
し
た
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
当
時
の
県
庁
舎
は
、
明
治
七
年
に
長
野
町
袖
長
野
（
現
在
の
信
州
大
学
教
育
学
部
構
内

の
東
側
）に
建
設
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
西
側
隣
接
地
に
は
長
野
県
尋
常
師
範
学
校
も
あ
っ

た
。
午
前
五
時
に
よ
う
や
く
鎮
火
さ
れ
た
も
の
の
、
庁
舎
一
四
棟
は
こ
と
ご
と
く
焼
失
し
た
。

「
県
有
財
産
」
に
は
、
火
災
発
生
当
日
で
あ
る
五
月
一
〇
日
の
午
後
二
時
付
け
で
地
方
課
（
議

事
係
）
が
起
案
し
た
、
内
務
省
宛
て
火
災
発
生
報
告
の
電
報
案
が
綴
ら
れ
て
い
る
（
図
２
）。

史
料
１　

五
月
一
〇
日
付
地
方
課
起
案
内
務
省
宛
て
報
告
案
【
№
22
①
】

明
治
四
十
一
年
五
月
十
日
午
後
二
時　
　
　
　
　
　
　
　

属
（
署
名
）

知
事
（
署
名
）

内
務
部
長
（
署
名
）

警
察
部
長
（
署
名
）

事
務
官

県
庁
舎
焼
失
ニ
関
ス
ル
件

内
務
大
臣　
　
　
　
　

知
事

県
庁
舎
焼
失
ニ
付
具
申

（
中
略
）

発
火
ノ
時
刻
ハ
今
暁
三
時
ニ
シ
テ
火
回
ハ
リ
甚
猛
烈
全
ク
鎮
火
シ
タ
ル
ハ
午
前
五
時
ナ
リ

庁
舎
十
四
棟
ハ
悉
ク
灰
燼
ニ
帰
シ
金
庫
ニ
収
納
セ
ル
文
書
ヲ
除
ク
ノ
分
常
務
取
扱
書
類
多

ク
之
ヲ
取
出
ス
ニ
遑
ナ
ク
会
計
課
、
土
木
課
、
林
務
課
ハ
他
ノ
什
器
ト
共
ニ
殆
ド
全
部
焼

失
シ
知
事
官
房
ハ
約
十
分
ノ
一
、
農
商
課
ハ
約
十
分
ノ
五
、
地
方
課
ハ
約
十
分
ノ
七
、
学

務
課
ハ
約
廿
分
ノ
十
九
ヲ
取
出
ス
ヲ
得
タ
リ
警
察
部
各
課
ニ
於
テ
ハ
通
ジ
テ
約
十
分
ノ
八

ヲ
取
リ
出
シ
タ
リ
、
県
有
財
産
及
担
保
品
収
蔵
ノ
金
庫
弐
個
及
帳
簿
格
納
ノ
金
庫
壱
個
ハ

猛
火
ニ
包
マ
レ
タ
ル
モ
之
ヲ
開
匣
シ
タ
ル
ニ
在
中
物
件
ハ
悉
ク
異
常
ナ
カ
リ
シ
知
事
官
房

備
付
郵
便
切
手
収
蔵
ノ
金
庫
ハ
之
ヲ
開
キ
タ
ル
ニ
在
中
物
件
ハ
其
ノ
一
部
ヲ
除
ク
ノ
分
焦

焼
シ
テ
用
ヲ
為
サ
ズ
庁
舎
ニ
離
レ
タ
ル
肥
料
分
析
所
、
巡
査
教
習
所
及
撃
剣
所
、
度
量
衡

図１　「（明治四一年）例規・県有
財産・予算決算・県会・議事訴願
訴訟・帝国議会（全）」（表紙）
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検
定
所
、
門
衛
室
、
物
置

土
蔵
二
棟
、
文
書
土
蔵
二

棟
、
物
置
三
棟
ハ
延
焼
ヲ

免
レ
タ
リ
右
ニ
付
庁
舎
ハ

仮
ニ
県
会
議
事
院
内
及
元

長
野
連
隊
区
司
令
部
ニ
借

受
ケ
該
庁
舎
内
ニ
設
ケ
事

務
ヲ
開
始
シ
タ
リ
発
火
ノ

原
因
ハ
過
失
ト
認
ム
ル
モ

目
下
検
査
中
ニ
係
レ
リ

　

通
常
の
稟
議
書
の
用
紙

を
使
っ
て
お
ら
ず
、
稟
議

の
過
程
に
お
い
て
も
起
案

者
を
含
め
て
誰
も
印
を
用

い
て
い
な
い
な
ど
、
火
災

発
生
直
後
の
混
乱
し
た
様

子
が
伝
わ
っ
て
く
る
史
料

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
①

火
災
発
生
か
ら
鎮
火
ま
で

の
状
況
、
②
庁
舎
一
四
棟

が
焼
失
し
、「
常
務
取
扱

書
類
」
に
つ
い
て
は
、
会

計
課
・
土
木
課
・
林
務
課

は
他
の
什
器
類
と
と
も
に
ほ
と
ん
ど
焼
失
、
知
事
官
房
は
一
〇
分
の
一
、
農
商
課
は
一
〇
分
の

五
、
地
方
課
は
一
〇
分
の
七
、
学
務
課
は
二
〇
分
の
一
九
、
警
察
部
各
課
は
一
〇
分
の
八
を
取

り
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
③
「
県
有
財
産
及
担
保
品
」
が
収
蔵
さ
れ
た
金
庫
二
個
及
び
帳

簿
が
収
め
ら
れ
た
金
庫
一
個
は
猛
火
に
包
ま
れ
た
が
、
中
の
も
の
は
無
事
で
あ
っ
た
こ
と
、
④

他
方
で
、知
事
官
房
備
え
付
け
の
郵
便
切
手
収
蔵
の
金
庫
内
の
も
の
は
焼
け
焦
げ
て
い
た
こ
と
、

⑤
庁
舎
か
ら
離
れ
た
肥
料
分
析
所
、
巡
査
教
習
所
・
撃
剣
所
、
度
量
衡
検
定
所
、
門
衛
室
、
物

置
・
土
蔵
二
棟
、
文
書
土
蔵
二
棟
、
物
置
三
棟
は
延
焼
を
免
れ
た
こ
と
、
⑥
県
会
議
事
堂
内
及

び
元
長
野
連
隊
区
司
令
部
に
仮
庁
舎
を
置
く
こ
と
、
が
報
告
さ
れ
る
と
と
も
に
、
火
災
発
生
の

要
因
は
過
失
と
認
め
ら
れ
る
が
、
調
査
中
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
余
白
に
は
即
施
行
す

べ
き
と
の
旨
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
墨
書
き
の
ラ
フ
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
庁
舎
の
延
焼
状
況

を
示
す
図
が
付
さ
れ
る
【
№
22
②
】。

　

五
月
一
〇
日
に
は
庁
舎
焼
失
の
た
め
、
県
会
議
事
院
（
議
事
堂
）
に
仮
事
務
所
を
置
く
告
示

案
と
五
月
一
〇
日
以
前
の
応
答
未
済
文
書
の
再
提
出
を
求
め
る
告
示
案
が
起
案
さ
れ
、
告
示
第

一
四
六
号
・
一
四
七
号
と
し
て
発
出
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
起
案
も
通
常
の
稟
議
書
の
用
紙
を
用

い
ず
、
稟
議
ル
ー
ト
上
の
主
任
・
文
書
係
・
官
房
主
席
・
事
務
官
・
内
務
部
長
・
知
事
は
い
ず

れ
も
印
を
用
い
て
お
ら
ず
、
や
は
り
火
事
に
よ
る
混
乱
の
状
況
が
う
か
が
え
る
。
翌
日
に
は
焼

失
し
た
警
察
本
部
は
当
面
の
間
は
長
野
連
隊
区
司
令
部
庁
舎
に
於
い
て
事
務
を
取
り
扱
う
と
す

る
告
示
案
が
起
案
さ
れ
、
一
二
日
に
告
示
一
四
九
号
と
し
て
発
出
し
て
い
る（

（1
（

。

　

火
災
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
火
災
発
生
翌
日
の『
信
濃
毎
日
新
聞
』で
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

県
庁
職
員
も
含
め
た
関
係
者
か
ら
の
取
材
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
詳
細
か
つ
多

岐
に
わ
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

史
料
２　

�

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
五
月
一
一
日
（『
長
野
県
史 

近
代
史
料
編 

第
八
巻 

二
（
社
会 

衛
生
・
防
災
）』
三
五
二
号
（
（1
（

）
※
丸
数
字
・
註
筆
者

○
県
庁
の
焼
失

　

重
要
の
書
類
多
く
焼
失
す　

仮
庁
舎
を
議
事
院
に
設
く

①�
暁
色
未
だ
定
ま
ら
ず
熟
睡
の
夢
尚
円
か
な
る
昨
朝
三
時
五
分
、
火
事
よ
と
呼
ば
ゝ
る
声

に
驚
き
起
ち
た
る
長
野
警
察
署
の
夜
勤
巡
査
が
表
に
出
つ
れ
ば
、
こ
は
如
何
に
県
庁
の

宿
直
室
辺
に
当
り
て
猛
火
の
今
や
将
に
燃
え
上
ら
ん
と
す
る
有
様
な
る
に
が
大
に
驚
き

て
警
戒
を
加
へ
た
る
よ
り
市
役
所
前
な
る
五
番
組
の
警
鐘
は
忽
ち
乱
打
さ
れ
て
市
民
の

夢
を
破
り
、
寂
莫
た
り
し
夜
の
衢
に
須
叟
に
し
て
修
羅
場
も
斯
く
や
と
思
ふ
ば
か
り
、

人
の
叫
び
、
喞
筒
の
響
、
提
灯
の
往
復
旁
午
織
る
が
如
く
、
五
番
の
消
防
組
を
先
頭
第

図２　明治41年5月10日付け起案内務省宛て報告書案（部分）
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一
と
し
て
長
野
は
元
よ
り
附
近
の
各
消
防
組
次
第
に
駆
け
付
け
必
死
と
な
り
て
尽
力
し

た
れ
共
、
数
日
来
の
好
天
気
に
乾
き
切
り
居
た
る
こ
と
ゝ
て
、
猛
火
は
用
捨
な
く
紅
蓮

の
舌
を
拡
げ
、

②�
忽
ち
玄
関
・
文
書
課（

（1
（

及
び
会
計
課
を
焼
尽
し
、一
方
は
北
に
向
ひ
て
地
方
課
、農
商
課
、

林
務
課
等
及
び
部
長
室
、
秘
書
課
、
知
事
室
を
、
他
の
一
方
は
土
木
課
、
愛
国
婦
人
会

事
務
所
、
共
進
会
事
務
所
、
参
事
会
室
、
警
察
部
、
学
務
課
等
見
る
〳
〵
間
に
烏
有
に

帰
し
去
り
、
焔
は
炎
々
と
し
て
折
し
も
風
無
き
天
を
梨
子
地
に
染
め
な
し
余
勢
将
に
附

近
の
人
家
、
県
農
会
事
務
所
及
び
師
範
学
校
等
に
燃
え
移
ら
ん
と
せ
し
も
同
校
生
徒
及

び
消
防
組
の
尽
力
宜
し
き
を
得
た
る
為
め
、
漸
く
消
し
止
め
延
焼
の
災
害
は
辛
じ
て
免

れ
午
前
五
時
全
く
鎮
火
せ
り
、

③�

▲
焼
場
所
と
残
っ
た
部
分　

以
上
大
要
を
尽
せ
る
も
更
に
焼
失
部
分
を
詳
記
す
れ
ば
、

宿
直
室
、
小
使
室
、
受
附
、
玄
関
、
文
書
課
、
地
方
課
、
農
商
課
、
林
務
課
、
会
計
課
、

土
木
課
、
部
長
室
、
秘
書
課
、
知
事
室
、
参
事
会
室
、
共
進
会
事
務
所
、
同
協
賛
会
事

務
所
、
愛
国
婦
人
会
、
義
勇
艦
隊
委
員
部
、
神
苑
会
、
忠
勇
顕
彰
会
、
軍
人
後
援
会
、

日
本
体
育
会
支
部
、
学
務
課
、
兵
事
社
寺
課
、
警
察
部
等
に
し
て
全
く
残
存
し
た
る
は
、

巡
査
教
習
所
、
肥
料
検
査
所
、
度
量
衡
検
定
所
、
土
蔵
三
棟
、
半
焼
な
る
は
警
察
部
附

属
の
分
析
所
也
、

（
後
略
）

　

ま
ず
、
①
の
部
分
で
は
、
午
前
三
時
頃
に
県
庁
で
火
災
が
発
生
す
る
と
長
野
市
内
の
消
防
組

が
必
死
で
対
応
す
る
も
、
た
ち
ま
ち
火
災
が
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う
す
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
段

階
で
は
火
元
は
宿
直
室
で
あ
っ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
②
の
部
分
で
は
、
拡
大
し
た
炎
に
よ

り
、
ま
ず
玄
関
と
文
書
係
・
会
計
課
の
執
務
室
が
焼
失
し
、
北
に
広
が
っ
た
炎
は
地
方
課
、
農

商
課
、
林
務
課
・
部
長
室
、
秘
書
課
、
知
事
室
を
焼
き
、
も
う
一
方
向
（
西
か
）
は
土
木
課
、

愛
国
婦
人
会
事
務
所
、
共
進
会
事
務
所
、
参
事
会
室
、
警
察
部
、
学
務
課
な
ど
を
瞬
く
間
に
焼

失
さ
せ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
周
囲
の
人
家
や
県
農
会
事
務
所
・
師
範
学
校
は
延
焼

を
ま
ぬ
が
れ
た
こ
と
、
午
前
五
時
に
は
鎮
火
に
至
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
③
の
部
分
で
は
、

焼
失
し
た
施
設
と
焼
け
残
っ
た
施
設
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

後
略
し
た
部
分
に

は
、
①
「
文
書
金
庫

の
被
害
」
と
し
て
庁

内
各
課
の
被
害
状
況

（
詳
し
く
は
後
述
）、

②
御
真
影
が
無
事
で

あ
っ
た
こ
と
、
③
当

日
の
宿
直
員
及
び
不

寝
番
担
当
者
の
名
、

④
長
野
市
内
の
消
防

六
組
の
尽
力
と
長
野

市
以
外
か
ら
か
け
つ

け
た
一
三
の
町
村
の

消
防
組
の
名
、
⑤
師

範
学
校
生
徒
の
尽
力

に
よ
り
師
範
学
校
が

焼
失
を
免
れ
た
こ

と
、
⑥
負
傷
者
の
状

況
、
⑦
電
話
が
無
事

で
あ
っ
た
こ
と
、
と

い
う
七
つ
の
項
目
と

内
容
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

火
災
発
生
を
受
け

て
、
県
は
そ
の
原
因
究
明
に
う
ご
い
て
い
る
。
五
月
一
五
日
に
は
、
地
方
課
・
知
事
官
房
よ
り
、

五
月
九
日
に
お
け
る
各
課
職
員
の
出
勤
状
況
調
査
の
指
令
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
【
№
６
】、
翌

日
付
け
で
各
部
・
課
よ
り
出
勤
状
況
が
報
告
さ
れ【
№
７
】、
地
方
課
で
集
約
し
て
い
る【
№
５
】

図３　明治41年5月21日付け起案・内務省宛て報告書案（部分）
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（
表
１
）。
ま
た
、
一
五
日
中
に
長
野
測
候
所
よ
り
五
月
九
日
・
一
〇
日
夜
間
に
お
け
る
風
向
・

風
力
を
報
告
さ
せ
て
い
る
【
№
９
】。
さ
ら
に
、
並
行
し
て
出
火
当
日
の
宿
直
の
職
員
ら
一
四

名
を
対
象
と
し
た
、
火
災
発
生
当
日
の
状
況
の
聞
き
取
り
調
査
が
行
わ
れ
【
№
11
】、
一
四
日

は
関
係
職
員
か
ら
始
末
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
【
№
12
～
15
】。
た
だ
し
、
出
火
の
原
因
は
特

定
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。ま
た
、焼
失
し
た
文
書
・
物
品
類
の
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、

各
課
よ
り
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
【
№
16
～
21
】。
こ
の
内
容
は
次
章
で
詳
述
す
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
調
査
を
受
け
て
、
五
月
二
一
日
に
は
知
事
名
で
の
内
務
省
宛
て
の
火
災
に
関
す

る
報
告
書
案
が
起
案
さ
れ
、
翌
日
に
書
留
に
て
施
行
し
て
い
る
【
№
８
①
】（
図
３
）。
稟
議
の

過
程
で
内
容
や
表
現
な
ど
に
つ
い
て
多
数
の
箇
所
に
訂
正
が
入
っ
て
お
り
、
県
庁
舎
の
焼
失
と

い
う
不
祥
事
の
報
告
書
が
慎
重
に
慎
重
を
重
ね
て
作
成
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
本

史
料
は
長
文
で
あ
る
た
め
、
次
章
で
文
書
焼
失
に
関
す

る
記
述
部
分
を
掲
出
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
内
容

を
紹
介
す
る
の
み
に
留
め
た
い（

（1
（

。

　

こ
の
報
告
書
に
は
、
火
災
の
延
焼
の
状
況
を
示
す
精

巧
な
庁
舎
図
面
が
付
さ
れ
て
い
る【
№
８
②
】（
図
４
）。

焼
失
直
前
の
庁
舎
内
の
部
屋
の
配
置
状
況
を
知
り
得
る図４　庁舎の延焼状況を示す図面（上：全体、下：出火元付近拡大）
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貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
当
初
は
庁
舎
一
階
の
宿
直
室
の
辺
り
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
た
火
元

は
、
こ
の
図
面
の
段
階
で
は
朱
色
が
塗
ら
れ
た
人
民
控
所
周
辺
で
あ
っ
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
西
側
は
ま
ず
会
計
課
と
土
木
課
を
焼
き
、
さ
ら
に
西
側
の
部
長
室
、
警
務
部
、
学
務

課
と
延
焼
し
て
い
っ
た
様
子
、
北
側
は
ま
ず
文
書
係
を
焼
き
、
そ
こ
か
ら
土
木
課
、
内
務
部
長

室
、
さ
ら
に
は
地
方
課
、
農
商
課
、
林
務
課
へ
と
延
焼
し
て
い
っ
た
様
子
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。

　

報
告
書
の
内
容
と
し
て
は
、
出
火
の
の
ち
に
延
焼
が
迅
速
に
拡
大
し
全
焼
に
至
っ
た
原
因
と

し
て
、
①
庁
舎
の
棟
上
に
あ
る
火
見
櫓
（
図
中
の
甲
と
記
さ
れ
た
部
分
）
と
庁
舎
屋
上
に
採
光
窓

（
図
４
中
の
乙
・
丙
と
記
さ
れ
た
部
分
）
が
高
く
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
煙
突
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
て
炎
を
上
昇
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
、
②
庁
舎
の
各
室
を
隔
て
る
壁
は
板
塀

ば
か
り
で
土
壁
が
な
か
っ
た
こ
と
、
③
庁
舎
は
廊
下
の
接
続
が
多
く
、
拡
張
す
る
た
び
に
建
物

を
継
ぎ
足
し
て
い
っ
た
こ
と
、
④
も
と
も
と
庁
舎
が
水
利
不
便
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
、
と
い

う
庁
舎
の
構
造
的
問
題
と
地
理
的
問
題
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
午
前
三
時
と
い
う
時
間
帯
の
発
生

だ
っ
た
上
、
庁
員
の
二
割
以
上
が
出
張

中
で
あ
っ
た
こ
と
も
文
書
搬
出
に
手
間

取
っ
た
理
由
に
挙
げ
る
。

　

次
に
、
文
書
・
重
要
備
品
等
の
焼
失

状
況
に
つ
い
て
、
こ
の
報
告
書
作
成
ま

で
の
段
階
で
明
ら
か
と
な
っ
た
状
況
を

ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て

は
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
た
め
、
こ

こ
で
は
省
略
す
る
。

　

そ
し
て
、
火
災
の
原
因
に
つ
い
て
調

査
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
こ
の
報
告
書
の
段
階
で
は
人

民
控
所
の
付
近
が
火
元
と
さ
れ
、
そ
の

二
階
に
平
素
よ
り
置
い
て
あ
っ
た
紙
屑

等
が
盛
ん
に
燃
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
ま
た
、
人
民
控
所
の
向
か
い
に
あ
る
県
金
庫
係
員
詰
所
で
は
火
鉢
を
使
っ
て
い
た
事
実
が

あ
り
、
宿
直
の
職
員
が
出
火
当
日
に
誰
も
こ
れ
を
見
廻
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
人
民
控
所
の

東
側
に
は
火
鉢
を
積
み
重
ね
て
い
た
こ
と
、
宿
直
の
職
員
は
一
一
時
ま
で
に
就
寝
し
た
が
、
そ

の
段
階
で
は
火
や
煙
を
感
知
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
調
査
結
果
と
し
て
述
べ
ら
れ
て

お
り
、
過
失
に
因
る
失
火
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
原
因
を
究
明
す

る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
火
災
発
生
直
後
か
ら
行
わ
れ
た
職
員
へ
の
聞
き
取
り
を
中

心
と
す
る
徹
底
し
た
調
査
の
結
果
が
ま
と
め
ら
れ
、
宿
直
職
員
の
火
の
確
認
不
足
な
ど
が
指
摘

さ
れ
る
も
、
火
災
の
根
本
的
な
原
因
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

（1
（

。
た
だ
し
、
そ
の

後
も
火
災
の
原
因
調
査
が
継
続
し
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
五
月
二
二
日
に
は
、
今
度
は
隣
接
す
る
師
範
学
校
講
堂
・
体
操
場
な
ど
計
八
棟
が
焼

失
す
る
事
態
が
起
き
た（

（1
（

。
相
次
ぐ
火
災
を
受
け
、
翌
日
に
は
知
事
官
房
及
び
各
部
・
課
な
ど
に

対
し
て
訓
令
「
庁
中
ノ
取
締
ニ
関
ス
ル
件
」
が
【
№
３
】、
二
五
日
に
は
長
野
市
長
あ
て
に
「
長

野
市
内
ノ
警
戒
ニ
関
ス
ル
件
」
が
【
№
２
】
発
せ
ら
れ
て
い
る（

（2
（

。
し
か
し
、
翌
月
一
五
日
に
は

師
範
学
校
本
館
な
ど
計
三
棟
が
焼
失
し
て
い
る
。
五
月
二
八
日
に
は
あ
ら
た
め
て
「
火
災
予
防

ニ
関
ス
ル
件
」
が
内
務
部
よ
り
発
せ
ら
れ
【
№
１
】、
更
な
る
警
戒
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。

県
で
は
県
庁
舎
新
築
に
か
か
る
建
物
価
格
の
見
積
り
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
額
は
三
万
八
七
二
〇

円
と
さ
れ
て
い
る
【
№
４
】。

　

そ
の
後
、
六
月
二
三
日
付
け
で
内
務
省
よ
り
県
庁
焼
失
備
品
調
弁
費
と
し
て
八
一
四
六
円
九

五
銭
が
支
出
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
他
方
で
、
一
連
の
火
災
発
生
を
受
け
て
、
七
月
九
日
付
け
で
知
事

の
大
山
綱
昌
は
内
務
省
よ
り
譴
責
処
分
を
受
け
て
い
る（

（2
（

。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
県
庁
の
焼
失
に
よ
り
、
南
長
野
町
聖
徳
の
県
会
議
事
堂
が
い
っ
た
ん
の

仮
庁
舎
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
九
月
か
ら
一
一
月
一
〇
日
ま
で
市
内
の
城
山
で
開
催
し
た

一
府
十
県
連
合
共
進
会（

（2
（

の
終
わ
り
を
待
ち
、
そ
の
施
設
の
一
つ
で
あ
る
参
考
館
（
の
ち
商
品
陳

列
館
）
を
仮
庁
舎
と
し
て
一
一
月
一
八
日
か
ら
県
政
の
執
務
を
お
こ
な
っ
た
（
告
示
第
三
九
六

号
（
（2
（

）。
県
庁
舎
の
再
建
案
は
一
二
月
の
県
会
で
大
山
綱
昌
知
事
よ
り
提
出
さ
れ
、
翌
年
三
月
に

県
会
議
事
堂
の
南
方
（
南
長
野
幅
下
）
に
決
定
し
た
。
同
年
一
二
月
に
起
工
式
が
行
わ
れ
、
大

正
二
年
六
月
に
は
新
庁
舎
が
完
成
し
た（

（2
（

。

表１　５月９日在庁職員調

総員 出張不在員 在庁所員 総員ニ対スル
在庁所員割

知事官房 21 1 20 0.95

地 方 課 19 5 14 0.74

土 木 課 35 13 22 0.63

学 務 課 22 5 17 0.77

農 商 課 24 4 20 0.83

林 務 課 16 10 6 0.38

会 計 課 31 2 29 0.94

警 察 部 40 6 34 0.85

合計 208 46 162 0.78

※県吏員から給仕までを含めた人数。
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以
上
、
本
章
で
は
火
災
の
発
生
か
ら
そ
の
後
の
県
の
対
応
状
況
を
概
観
し
て
き
た
。
次
章
で

は
、
本
稿
の
主
題
と
な
る
公
文
書
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

二　

公
文
書
の
被
害
状
況

１　

焼
失
文
書
の
調
査

　

県
庁
内
で
は
、火
災
後
す
ぐ
に
各
課
で
焼
失
し
た
文
書
・
物
品
類
の
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、

「
県
有
財
産
」
に
は
各
課
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
査
結
果
の
目
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
特
に
焼
失

し
た
文
書
類
に
つ
い
て
は
各
課
で
詳
細
な
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
①
文
書

係
管
理
下
の
完
結
文
書
群
と
、
②
各
課
の
管
理
下
に
あ
っ
た
未
完
結
文
書
や
台
帳
類
（「
常
用

書
類
」）
の
二
系
統
に
分
類
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
、
系
統
ご

と
に
被
害
状
況
を
検
討
し
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
前
段
と
し
て
、
焼
失
し
た
は
ず
の
文
書
の
ラ

イ
ン
ナ
ッ
プ
を
ど
の
よ
う
に
調
査
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
次

の
史
料
は
こ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
。

史
料
３　

林
務
課 

焼
失
文
書
目
録
【
№
20
②
】
※
傍
線
筆
者

林
務
課　
　

明
治
四
十
一
年
五
月
十
日
（
午
前
三
時
）
長
野
県
庁
舎
焼
失
当
時
ノ
当
課
員

在
庁
者　
（
中
略
、
以
下
五
名
）

不
在
者　
（
中
略
、
以
下
十
名
）

右
ノ
如
ニ
シ
テ
在
庁
者
極
メ
テ
少
数
ナ
リ
シ

書
類
物
品
ノ
現
況
調
査

書
類
ノ
今
日
迄
ニ
発
見
セ
ル
モ
ノ
別
記
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
就
中
公
有
林
野
ニ
関
ス
ル
書
類
ノ

如
キ
ハ
当
日
議
事
院
ニ
引
移
リ
シ
当
時
ニ
在
テ
ハ
皆
無
リ
シ
ニ
漸
次
他
係
書
類
中
ヨ
リ
発

見
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
而
シ
テ
之
カ
調
査
ニ
当
リ
会
計
課
並
ニ
当
課
ノ
目
録
及
台
帳
ヲ
焼
失

セ
ル
ヲ
以
テ
記
憶
ニ
依
リ
記
載
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
勉
メ
テ
精
密
ヲ
期
シ
タ
リ
シ
モ
細
微
ノ

点
ニ
至
テ
ハ
遺
漏
ナ
キ
ヲ
保
シ
難
シ

　

最
も
被
害
が
大
き
か
っ
た
林
務
課
が
提
出
し
た
焼
失
文
書
目
録
で
あ
る
。
壊
滅
的
な
被
害
を

受
け
な
が
ら
も
、
課
外
に
出
て
い
た
書
類
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
傍
線
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
会
計
課
並
ニ
当
課
ノ
目
録
及

台
帳
」
を
焼
失
し
た
た
め
、
多
く
は
記
憶
に
よ
っ
て
記
載
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
会
計
課
や
各
課
に
お
い
て
保
管
す
る
書
類
を
管
理
す
る
た
め
の「
目
録
」

や「
台
帳
」類
が
存
在
し
て
お
り
、
焼
失
を
免
れ
た
課
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
焼
失
書
類
の
調
査
・

確
認
、
文
書
目
録
の
作
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２　

文
書
係
の
管
理
下
に
あ
っ
た
完
結
文
書
群

　

本
節
で
は
、
前
節
で
分
類
し
た
二
系
統
の
焼
失
文
書
の
う
ち
、
文
書
係
管
理
下
の
完
結
文
書

群
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
知
事
官
房
に
お
い
て
文
書
編
纂
や
保
存
等
の
業
務
に
あ
た
っ
た
文
書

係
が
管
理
し
て
い
た
文
書
群
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
の
様
子
は
次
に
挙
げ
る
『
信
濃

毎
日
新
聞
』
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

史
料
４　

�

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
五
月
一
一
日
（『
長
野
県
史 

近
代
史
料
編 

第
八
巻 

二
（
社
会 

衛
生
・
防
災
）』
三
五
二
号
）

▲
文
書
金
庫
の
被
害　

文
書
の
被
害
如
左

◎
文
書
課　

此
処
に
は
四
十
年
度
及
び
四
十
一
年
即
ち
最
近
の
事
済
み
た
る
書
類
を
所
蔵

し
居
た
る
が
、
不
幸
に
し
て
火
元
に
最
も
接
近
し
居
り
た
る
為
め
一
物
も
取
出
す
を
得
ず

悉
皆
烏
有
に
帰
せ
し
め
た
る
は
残
念
至
極
と
云
ふ
べ
し
。

（
後
略
）

　

史
料
１
に
お
い
て
後
略
と
し
た
部
分
の
記
事
で
あ
る
。
文
書
係
は
火
元
の
人
民
控
所
に
近

か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
四
十
年
度
及
び
四
十
一
年
即
ち
最
近
の
事
済
み
た
る
書
類
」、
す
な
わ
ち

明
治
四
〇
年
度
及
び
四
一
年
度
の
完
結
文
書
の
す
べ
て
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
全
体
像
は
、
五
月
一
一
日
付
け
で
文
書
係
か
ら
提
出
さ
れ
た
焼
失
文
書
目
録【
№

21
③
】（
図
５
）
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
目
録
で
は
、
文
書
類
目
ご
と
明
治
四
〇
・
四

一
年
の
第
一
種
～
四
種
文
書
の
焼
失
冊
数
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
全
体
を
一
覧

化
し
た
の
が
後
掲
の
別
表
２
で
あ
る
。
こ
の
表
を
も
と
に
、
保
存
年
限
ご
と
に
焼
失
し
た
冊
数

を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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第
一
種
文
書
（
永
年
保
存
）
…
明
治
四
〇
年
一
八
三
冊
、
明
治
四
一
年
九
七
冊

第
二
種
文
書
（
三
〇
年
保
存
）
…
明
治
四
〇
年
八
一
冊
、
明
治
四
一
年
二
一
冊

第
三
種
文
書
（
一
〇
年
保
存
）
…
明
治
四
〇
年
一
五
七
冊
、
明
治
四
一
年
八
一
冊

第
四
種
文
書
（
三
年
保
存
）
…
明
治
四
〇
年
五
冊
、
明
治
四
一
年
五
二
冊

　

以
上
か
ら
、
六
七
七
冊
に
の
ぼ
る
文
書
群
が
焼
失
し
た
こ
と
、
う
ち
、
永
年
保
存
と
す
べ
き

文
書
二
八
〇
冊
が
焼
失
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
た
、
年
度
で
み
る
と
、
明
治
四
〇
年

の
簿
冊
が
四
二
六
冊
と
い
う
全
体
の
三
分
の
二
弱
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
影
響
は
、
現
在
の「
長

野
県
行
政
文
書
」の
残
存
状
況
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
２
は
、「
長
野
県
行
政
文
書
」

の
う
ち
、
明
治
四
〇
年
、
四
一
年
、
四
二
年
の
簿
冊
の
残
存
数
を
課
ご
と
に
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
の
年
度
も
、
後
の
段
階
に
な
っ
て
か
ら
文
書
群
に
編
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
簿
冊

は
除
外
し
た
数
字
と
な
っ
て
い
る（

（2
（

。
明
治
四
一
年
・
四
二
年
に
比
し
て
明
治
四
〇
年
の
簿
冊
の

残
存
数
が
著
し
く
乏
し
い
こ
と
が
わ
か
る（

（2
（

。

　

こ
の
状
況
は
昭
和
一
〇
年
代
か
ら
戦
後
間
も
な
い
時
期
に
編
冊
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
文
書
保

存
目
録
で
も
同
様
の
傾
向
が
看
取
で
き
る（

（2
（

。
筆
者
が
確
認
し
た
文
書
保
存
目
録
七
冊
そ
れ
ぞ
れ

に
記
載
さ
れ
る
明
治
四
〇
年
度
の
第
一
種
（
永
年
保
存
）
の
簿
冊
数
を
示
し
た
の
が
表
３
で
あ 図５　知事官房文書係提出の焼失文書目録（部分）

表２　「長野県行政文書」のうち、明治40年、41年、42年の簿冊の残存数

知事官房 地方課 土木課 学務課 農商課 林務課 会計課 合計

明治40 4 4 1 12 0 1 0 22

明治41 3 5 17 72 9 7 1 114

明治42 1 8 33 41 3 24 0 110

表３　「文書保存目録」に記載される明治40年度の簿冊
№ 簿冊名 部課 識別番号 総冊数 残存簿冊 冊数 現存

１ 文書保存目録 知事官房 明45-2A-10 ２
篤行者褒賞（明治四十一年合冊） １ ○
履歴書 転任免職死亡 １ ○

２ 文書保存目録 地方課 明44-1-4 ４

第三十回長野県通常県会会議録（臨時県会会議録） １ ×
県参事会議案原議 １ ×
県参事会会議録 １ ○
県参事会諮問案裁号報号原議 １ ×

３ 文書保存目録 土木課 明45-2A-9 １ 自三十九年至四十年 砂防工事関係書類 １ ○

４ 文書保存目録 学務課 明45-2A-8 14

県立学校職員進退 ２ ○
小学校 ９ ○
小学校・実業補習学校・小学校ニ類スル各種学校教員進
退回議 １ ○

学事年報 １ ○
学級別市町村立小学校及学年別児童表 １ ○

５ 文書保存目録 経済部農務課
（元農商課） 明45-2A-5 記載なし ― ― ―

６ 文書保存目録 林務課 明45-2A-6 記載なし ― ― ―
７ 文書保存目録 社会教育課 明45-2A-7 記載なし ― ― ―
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明治四一年の長野県庁舎火災と公文書

る
。
農
商
課
・
林
務
課
・
社
会
教
育
課
（
旧
学
務
課
）
は
記
載
が
な
く
、
こ
の
保
存
目
録
作
成

段
階
で
残
存
す
る
簿
冊
が
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
他
、
焼
失
し
た
簿
冊
が
少
な
か
っ

た
学
務
課
の
み
一
四
冊
が
残
存
し
て
い
た
が
、
知
事
官
房
は
二
冊
、
地
方
課
は
四
冊
、
土
木
課

は
一
冊
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
残
存
数
は
乏
し
い
。
反
対
に
、
こ
れ
ら
の
簿
冊
が
な
ぜ
焼
失
を

免
れ
た
の
か
と
い
う
点
は
現
段
階
で
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
こ
の
表
３
か
ら
は
、
現
存
す

る
「
長
野
県
行
政
文
書
」
が
史
料
群
と
し
て
形
成
さ
れ
る
以
前
の
県
庁
舎
に
保
存
さ
れ
て
い
る

段
階
か
ら
、
す
で
に
明
治
四
〇
年
の
簿
冊
数
が
乏
し
い
と
い
う
状
況
が
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

以
上
か
ら
、
明
治
四
一
年
の
火
災
に
お
い
て
は
、
明
治
四
〇
年
度
の
完
結
文
書
の
簿
冊
が
壊

滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
で
は
、
こ
こ
に
い
か
な
る
制
度
的
背
景
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

史
料
５　

�

明
治
三
九
年
「（
改
訂
）
文
書
保
管
規
程
」（「
例
規
・
文
書
雑
件
・
篤
行
者
褒
賞
・

寄
附
者
褒
賞
」【
大
10
－
１
－
９
】）
※
傍
線
・
丸
数
字
筆
者

第
一
条　

文
書
ハ
文
書
係
ニ
於
テ
必
要
ノ
項
目
ヲ
設
ケ
編
纂
ス
ベ
シ

第
二
条　

文
書
ハ
左
ノ
四
種
ニ
分
チ
保
存
ス
ベ
シ

第
一
種　

無
期
保
存　

無
期
保
存
ノ
必
要
ア
ル
文
書

第
二
種　

参
拾
個
年
保
存　

第
一
種
ニ
亞
ギ
保
存
ノ
必
要
ア
ル
文
書

第
参
種　

拾
個
年
保
存　

第
二
種
ニ
亞
ギ
保
存
ノ
必
要
ア
ル
文
書

第
四
種　

三
個
年
保
存　

三
個
年
以
上
保
存
の
必
要
ナ
キ
文
書

軽
微
ナ
ル
事
件
ニ
シ
テ
保
存
ノ
必
要
ナ
キ
文
書
ハ
文
書
係
及
主
務
係
協
議
ノ
上
知

事
ノ
決
裁
ヲ
受
ケ
棄
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

①�

第
三
条　

文
書
ノ
回
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
知
事
官
房
及
各
係
ニ
分
チ
第
一
式
ノ
文
書
編

纂
索
引
ヲ
付
シ
編
纂
ス
ベ
シ

（
中
略
）

第
四
条　

文
書
ハ
一
歴
年
毎
ニ
一
冊
ノ
厚
サ
凡
ソ
弐
寸
ヲ
限
度
ト
シ
編
纂
ス
ヘ
シ

（
中
略
）

②�

第
六
条　

編
纂
ノ
文
書
ハ
翌
年
更
ニ
装
釘
シ
図
面
其
他
編
冊
シ
難
キ
モ
ノ
ハ
袋
又
ハ
帙

ニ
収
メ
各
其
要
領
ヲ
表
記
ス
ヘ
シ

但
装
釘
上
紙
数
ノ
多
寡
ニ
依
リ
便
宜
分
合
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

③�

第
七
条　

編
冊
シ
タ
ル
文
書
ハ
第
二
式
ノ
文
書
保
存
目
録
ニ
登
記
シ
文
庫
ニ
収
蔵
ス
ヘ

シ
、
文
庫
ニ
収
蔵
ス
ル
ト
キ
ハ
文
書
ヲ
関
係
各
係
ニ
区
別
シ
其
の
編
纂
年
度
毎
ニ
保
存

種
目
ニ
従
ヒ
配
列
ス
ヘ
シ

（
後
略
）

　

明
治
三
九
年
に
改
訂
さ
れ
た
、
完
結
文
書
の
編
纂
・
保
存
に
つ
い
て
の
規
程
で
あ
る（

（2
（

。
傍
線

部
①
～
③
の
流
れ
を
確
認
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
各
課
で
完
結
処
理
を
終
え
た
文
書
は
文
書
係

に
回
付
さ
れ
て
索
引
を
付
し
て
「
編
纂
」
さ
れ
る
（
傍
線
部
①
、
第
三
条
）。
そ
し
て
、
翌
年
さ

ら
に
「
装
釘
」
さ
れ
る
（
傍
線
部
②
、
第
六
条
）。
こ
の
「
装
釘
」
と
は
、
現
存
す
る
「
長
野
県

行
政
文
書
」
に
見
ら
れ
る
、「
公
文
編
冊
」
の
題
箋
を
貼
っ
た
柿
渋
を
引
い
た
板
目
の
表
紙
を

付
し
て
四
ツ
目
綴
じ
で
装
丁
し
た
状
態
と
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、

保
存
目
録
に
登
記
さ
れ
て
文
書
庫
に
収
蔵
さ
れ
る
（
傍
線
部
③
、
第
七
条
）。

　

明
治
四
一
年
に
発
生
し
た
火
災
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
前
年
で
あ
る
明
治
四
〇
年
の
完
結
文

書
が
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
理
由
に
は
、
こ
の
よ
う
な
当
該
時
期
の
文
書
管
理
規
程
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
明
治
四
〇
年
・
四
一
年
の
公
文
書
の
う
ち
、
明
治
四
〇

年
の
も
の
は
火
災
の
前
年
に
文
書
係
に
回
付
さ
れ
て
「
編
纂
」
さ
れ
、
装
釘
の
の
ち
に
文
書
庫

に
収
蔵
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
文
書
群
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
書
庫
に
収
蔵
さ
れ
る

前
の
段
階
で
火
災
に
遭
い
、
文
書
係
の
執
務
室
に
お
い
て
灰
燼
に
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

焼
失
し
た
明
治
四
一
年
の
文
書
に
つ
い
て
も
、
火
災
発
生
ま
で
の
段
階
で
完
結
処
理
を
終
え

て
文
書
係
に
回
付
さ
れ
た
完
結
文
書
群
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
も
火
災
に
遭
わ

な
け
れ
ば
明
治
四
二
年
度
中
に
編
綴
さ
れ
て
文
書
庫
に
保
存
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。

３　

各
課
が
保
管
し
て
い
た
未
完
結
文
書
の
綴
・
台
帳
類
・
図
書
類

　

次
に
、
焼
失
し
た
二
系
統
の
文
書
群
の
う
ち
、
各
課
の
管
理
下
に
あ
っ
た
系
統
の
も
の
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
各
課
の
管
理
下
に
あ
っ
た
文
書
群
は
、
①
明
治
四
一
年
度
の
公
文
書

を
中
心
と
し
た
、
文
書
係
に
送
ら
れ
る
前
の
未
完
結
の
公
文
書
、
②
常
用
の
帳
簿
・
台
帳
・
目
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録
類
、
③
図
書
・
書
籍
類
、
に
分
類
さ
れ
る
。

　

各
課
の
文
書
群
の
焼
失
状
況
は
、『
信
濃
毎
日
新
聞
』
や
「
県
有
財
産
」
に
綴
ら
れ
る
五
月

一
〇
日
付
【
№
22
】（
史
料
１
）
及
び
五
月
二
一
日
付
け
の
内
務
省
宛
て
報
告
書
案
【
№
８
】

に
詳
し
い
。
以
下
、『
信
濃
毎
日
新
聞
』
及
び
五
月
二
一
日
付
け
の
内
務
省
宛
て
報
告
書
案
を

掲
出
す
る
。

史
料
６�　

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
明
治
四
一
年
五
月
一
一
日
（『
長
野
県
史 

近
代
史
料
編 

第

八
巻 

二
（
社
会 
衛
生
・
防
災
）』
三
五
二
号
）
※
丸
数
字
筆
者

▲
文
書
金
庫
の
被
害　

文
書
の
被
害
如
左

（
中
略
、
史
料
４
に
掲
出
）

①�

◎
地
方
課
、
農
商
課
、
林
務
課　

此
三
課
は
一
棟
の
中
に
あ
り
て
庁
内
の
最
北
部
に
位

し
居
り
た
れ
ば
、
其
後
方
な
る
板
塀
を
破
壊
し
て
内
外
力
を
協
せ
た
る
結
果
地
方
課
は

八
部
農
商
課
は
七
部
程
の
書
類
を
全
う
し
、
只
林
務
課
に
於
て
の
み
僅
に
其
十
分
の
一

程
を
取
出
し
得
た
り
、
殊
に
農
商
課
に
於
て
共
進
会
に
関
す
る
書
類
を
完
う
せ
し
め
た

る
は
喜
ぶ
べ
し
、

②�

◎
郡（

部
）長

室
、
秘
書
課
、
知
事
室 

大
概
は
取
出
し
た
れ
ど
、
唯
部
長
室
の
テ
ー
ブ
ル
の

抽
出
に
最
近
の
書
類
を
入
れ
置
き
し
も
の
が
焼
失
せ
し
は
遺
憾
な
り
と
岡
田
内
務
部
長

は
語
れ
り

③�

◎
会
計
課
、
土
木
課 

何
れ
も
書
類
殆
ど
全
部
を
焼
失
せ
し
も
唯
土
木
課
の
第
一
工
区

に
属
す
る
も
の
は
取
出
た
る
が
如
し

④�

◎
私
設
団
体　

義
勇
艦
隊
委
員
部
、神
苑
会
、忠
勇
顕
彰
会
の
書
類
は
大
概
取
出
せ
り
、

但
顕
彰
会
の
編
纂
部
に
属
す
る
も
の
は
全
部
焼
失
、
愛
国
婦
人
会
の
も
の
は
会
員
台
帳

箪
笥
四
本
の
内
一
本
及
び
遺
族
廃
兵
調
査
書
類
の
一
箱
を
出
し
た
る
の
み
、余
は
焼
失
、

軍
人
後
援
会
の
分
亦
全
部
焼
失
、
婦
人
会
事
務
取
扱
習
田
少
佐
は
、
来
る
廿
三
日
東
京

に
於
け
る
同
会
総
会
に
就
き
支
部
会
員
数
に
つ
き
て
精
細
な
る
調
査
を
な
し
来
る
十
六

日
電
報
に
て
報
告
す
る
筈
な
り
し
が
調
査
の
仕
様
な
き
に
は
困
却
す
と
語
る
、

⑤�

◎
警
察
部
、
学
務
課
、
社
寺
兵
事
課
、
延
焼
の
最
後
な
り
し
と
師
範
学
校
生
徒
の
尽
力

に
よ
り
全
部
焼
失
を
免
れ
た
り

⑥�

◎
金
庫
は
無
事　

会
計
に
保
管
せ
る
金
庫
の
中
に
は
農
工
銀
行
の
担
保
に
か
ゝ
る
有
価

証
券
額
面
三
十
万
円
、
県
有
々
価
証
券
全
部
約
三
十
万
円
程
、
工
事
請
負
保
証
と
し
て

預
か
り
居
れ
る
同
証
券
十
万
足
ら
ず
、
並
に
日
記
、
原
簿
其
他
の
重
要
帳
簿
等
あ
り
し

も
猛
火
の
中
に
あ
り
て
全
部
被
害
を
免
れ
た
る
は
不
幸
中
の
幸
い
と
云
ふ
べ
し
、
尚
罹

災
救
助
基
金
七
十
万
円
は
東
京
興
行
銀
行
に
全
部
預
入
れ
あ
り
、
課
長
岩
下
神
太
郎
氏

の
預
り
居
れ
る
私
設
団
体
の
預
金
は
六
三
銀
行
に
預
入
し
あ
る
が
故
に
、
此
度
の
火
災

に
よ
り
て
何
等
の
影
響
な
か
り
し
は
勿
論
な
り
、

⑦�

▲
御
真
影
も
無
事　

焼
け
残
り
た
る
前
記
土
蔵
の
中
に
蔵
し
た
る
旧
き
書
類
は
何
れ
も

無
事
な
り
し
が
其
中
の
一
棟
即
ち
知
事
官
房
の
裏
手
な
る
土
蔵
に
は
御
真
影
を
収
め
あ

り
、
こ
れ
亦
何
等
の
被
害
な
し
、（
後
略
）

史
料
７　

五
月
二
一
日
付
内
務
省
宛
て
報
告
書
案
【
№
８
】

※�

丸
数
字
筆
者
、
網
掛
け
・
抹
消
線
を
付
し
た
箇
所
は
稟
議
の
過
程
で
削
除
の
指
示
が

入
っ
た
個
所
、
太
字
ゴ
チ
ッ
ク
は
稟
議
の
過
程
で
字
句
の
挿
入
の
指
示
が
入
っ
た
個

所
、
■
は
判
読
不
能
個
所
を
示
す
。

①�

…
（
前
略
）
火
難
ヲ
免
レ
タ
ル
公
書
ハ
重
ニ
書
箱
ニ
収
蔵
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ニ
シ
テ
是
等

ハ
先
ツ
一
着
ニ
運
ヒ
出
サ
レ
残
リ
タ
ル
卓
子
、
椅
子
、
手
箪
笥
等
ハ
重
ニ
最
後
ニ
回
サ

レ
タ
ル
ニ
依
リ
各
課
ト
モ
之
ヲ
取
リ
出
ス
ニ
由
ナ
ク
概
子
灰
燼
ニ
帰
ス
ル
ノ
已
ミ
ニ
得

サ
ル
ニ
至
レ
リ
従
テ
棚
卓
子
ノ
抽
キ
出
シ
又
ハ
手
箪
笥
在
中
ノ
当
座
書
類
及
等
秘
密
ニ

属
ス
ヘ
キ
書
類
ハ
又
亦
共
ニ
焼
失
ノ
類
ニ
罹
レ
リ

②�

焼
失
後
徐
々
ニ
調
査
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ニ
当
時
全
焼
ト
信
シ
タ
ル
モ
思
ヒ
ノ
外
累
災
ヲ
免
レ

タ
ル
モ
ノ
ア
リ
或
ハ
平
易
ノ
書
類
ニ
シ
テ
焼
失
免
レ
タ
リ
ト
信
シ
タ
ル
モ
ノ
却
テ
災
ヲ

受
ケ
タ
ル
ア
リ
就
中
爾
後
ノ
調
査
ニ
依
リ
累
災
ヲ
免
レ
シ
モ
ニ
シ
テ
特
ニ
記
ス
ヘ
キ
ハ

会
計
課
ニ
於
ケ
ル
最
重
要
ナ
ル
帳
簿
四
十
年
度
・
四
十
一
年
度
ノ
国
庫
歳
出
簿
及
日
記

県
費
日
記
簿
等
弐
拾
弐
点
ノ
猛
火
ノ
中
ニ
ア
リ
タ
ル
金
庫
ニ
現
存
シ
テ
更
ニ
異
状
ナ
カ

リ
シ
ハ
大
ニ
意
ヲ
強
ク
■
■
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
又
林
務
課
ニ
於
テ
モ
諸
台
帳
参
拾
参
冊
其

他
ノ
帳
簿
五
冊
其
ノ
他
雑
書
類
若
干
ナ
ル
ノ
焼
失
ヲ
免
レ
タ
ル
コ
ト
是
ナ
リ
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③�

常
用
ノ
台
帳
類
ニ
シ
テ
焼
失
ニ
係
リ
タ
ル
重
ナ
ル
モ
ノ
ハ
△
焼
失
ニ
係
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ

各
課
ヲ
通
ジ
テ
三
十
七
種
内
重
要
ニ
シ
テ
将
来
多
ク
ノ
時
間
ト
力
ヲ
致
ス
ニ
ア
ラ
サ
レ

ハ
再
造
ス
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
道
路
調
書
、
△
恩
給
及
勲
章
年
金
台
台
帳
、
巡
査
年
金

台
帳
、
官
有
地
台
帳
、
耕
地
整
理
台
帳
、
保
安
林
台
帳
、
県
税
戸
数
割
町
村
位
等
級
査

定
台
帳
等
ナ
リ
ト
ス
其
重
モ
ナ
ル
モ
ノ
ニ
係
レ
リ

④�

什
器
ト
シ
テ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ヽ
焼
失
ニ
係
リ
タ
ル
ハ
各
測
量
器
械
六
台
顕
微
鏡
六
十
八

十
一
台
其
ノ
重
ナ
ル
モ
ノ
ニ
係
レ
リ
仮
保
管
ニ
係
リ
特
別
奉
置
セ
ル
教
育
勅
勅
語
謄
本

百
九
十
八
通
ノ
格
納
セ
ル
什
器
ト
共
ニ
二
階
建
ナ
ル
一
棟
ノ
楼
上
ニ
ア
リ
シ
カ
猛
撃
ナ

ル
火
焔
ノ
廊
下
ヲ
延
ヒ
ツ
ヽ
■
ア
リ
テ
之
ニ
近
ク
ニ
策
途
ナ
ク
遂
ニ
炎
上
ノ
不
幸
ヲ
見

ル
ニ
至
リ
タ
ル
ハ
リ
殊
ニ
痛
恨
極
マ
リ
ナ
ン
ト
ス
（
文
部
省
ヘ
申
報
済
）

（
後
略
）

　

ま
ず
、
掲
出
し
た
部
分
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

史
料
６
の
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
の
記
事
は
、
前
節
の
史
料
４
で
検
討
し
た
文
書
係
以
外
の
各

部
署
及
び
各
団
体
、
金
庫
、
御
真
影
の
被
災
状
況
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
庁
内
各

部
署
に
お
け
る
文
書
や
台
帳
類
の
被
害
状
況
と
救
出
時
の
状
況
が
、
関
係
者
の
証
言
な
ど
も
交

え
な
が
ら
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
①
で
は
、
地
方
課
・
農
商
課
・
林
務
課
、
②
で
は
部
長

室
・
秘
書
課
・
知
事
室
、
③
で
は
会
計
課
・
土
木
課
、
⑤
で
は
警
察
部
・
学
務
課
・
社
寺
兵
務

係（
（3
（

の
文
書
類
の
被
災
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
会
計
課
に
つ
い
て
は
、
⑥
に
お
い
て
、
県
有

の
証
券
と
関
係
帳
簿
類
が
金
庫
内
に
あ
っ
て
無
事
だ
っ
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
。
詳
し
い
内
容

は
後
で
検
討
す
る
が
、
火
元
と
の
位
置
関
係
な
ど
や
救
出
時
の
状
況
の
違
い
か
ら
、
文
書
の
被

害
状
況
に
も
大
き
な
差
が
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

④
で
は
庁
内
に
事
務
所
が
置
か
れ
て
い
た
関
係
団
体
の
被
災
状
況
が
述
べ
ら
れ
、
義
勇
艦
隊

委
員
部
、
神
苑
会
、
忠
勇
顕
彰
会
の
書
類
は
大
略
が
救
出
で
き
た
が
、
忠
勇
顕
彰
会
の
う
ち
編

纂
部
の
も
の
は
全
部
焼
失
、
愛
国
婦
人
会
の
も
の
は
ご
く
一
部
を
除
い
て
焼
失
、
軍
人
後
援
会

の
も
の
も
全
部
焼
失
し
た
と
い
う
。

　

⑦
で
は
、
焼
け
残
っ
た
土
蔵
の
な
か
に
あ
っ
た
「
旧
き
書
類
」
は
す
べ
て
無
事
で
あ
っ
た
と

す
る
が
、
こ
れ
は
、
は
じ
め
に
で
述
べ
た
、
現
在
の
信
州
大
学
教
育
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
に
現
存

す
る
文
書
庫
と
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
被
災
を
免
れ
た
公
文
書
群
を
指
し
て
い
る
。
現
在
の「
長

野
県
行
政
文
書
」
の
う
ち
、
明
治
三
九
年
以
前
の
簿
冊
群
の
大
半
は
こ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、「
知
事
官
房
の
裏
手
」
に
あ
た
る
土
蔵
内
に
収
め
ら
れ
た
御
真
影
が

無
事
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
独
立
し
た
奉
安
殿
で
は
な
く
土
蔵
内
に
安
置
す
る
と
い

う
当
該
時
期
の
長
野
県
庁
舎
に
お
け
る
御
真
影
の
管
理
状
況
を
示
す
記
述
と
し
て
重
要
で
あ

る（
（3
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
新
聞
と
い
う
一
般
大
衆
向
け
の
媒
体
に
あ
っ
て
、
文
書
類
の
被
害
状
況
を

こ
こ
ま
で
詳
述
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
近
代
に
お
け
る
人
び
と
の
公
文
書
に
対
す
る
意
識

や
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

　

史
料
７
は
一
章
で
内
容
を
紹
介
し
た
五
月
二
一
日
付
け
の
内
務
省
宛
て
報
告
書
案
の
う
ち
、

文
書
類
の
被
害
状
況
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
央
に
提
出
す
る
報
告
書

の
案
で
あ
る
た
め
、
稟
議
の
過
程
で
多
数
の
文
言
・
字
句
の
訂
正
や
抹
消
の
指
摘
が
書
入
さ
れ

て
い
る
。
特
に
、
③
で
は
抹
消
さ
れ
た
部
分
に
焼
失
し
た
文
書
の
名
称
や
焼
失
し
た
文
書
の
数

な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
基
準
や
配
慮
に
よ
り
、
記
載
の
必

要
性
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
抹
消
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
も
基
本

的
に
は
実
際
に
あ
っ
た
事
実
を
記
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
と
考
え
る
。

　

①
で
は
、
焼
失
を
免
れ
た
公
文
書
（「
公
書
」）
は
書
箱
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
た
め
優
先
的
に

運
び
出
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
反
対
に
残
っ
た
卓
子
（
テ
ー
ブ
ル
）・
椅
子
や

手
箪
笥
類
は
後
回
し
と
な
っ
た
た
め
、
棚
や
手
箪
笥
の
な
か
に
あ
っ
た
当
面
の
案
件
に
関
す
る

書
類
（「
当
座
書
類
」）
や
機
密
性
の
高
い
案
件
の
書
類
（「
秘
密
ニ
属
ス
ヘ
キ
書
類
」、
た
だ
し
、

こ
の
部
分
は
稟
議
の
過
程
で
抹
消
）
は
焼
失
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
こ
の

点
は
、
史
料
６
に
記
さ
れ
る
部
長
室
の
「
抽
出
に
最
近
の
書
類
を
入
れ
置
き
し
も
の
が
焼
失
せ
し
」
と

す
る
岡
田
内
務
部
長
の
証
言
と
も
合
致
す
る
）。
前
者
は
各
部
署
内
で
集
約
し
て
保
管
し
て
い
た

文
書
類
、
後
者
は
各
担
当
者
レ
ベ
ル
で
保
管
し
て
い
た
継
続
案
件
や
進
行
中
の
案
件
の
文
書
類

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

②
で
は
、
火
災
直
後
の
五
月
一
〇
日
付
け
報
告
書
以
降
の
調
査
に
よ
り
、
当
初
は
全
焼
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
焼
失
を
免
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
反
対
に
、
焼
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失
を
免
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
た

が
、
実
際
に
は
被

災
し
た
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

特
に
、
壊
滅
的
と

見
ら
れ
て
い
た
会

計
課
と
林
務
課
で

焼
失
を
免
れ
た
重

要
な
書
類
が
あ
っ

た
こ
と
が
特
記
さ

れ
る
（
具
体
的
な

内
容
は
後
述
）。

　

③
で
は
、
常
用

の
台
帳
類
で
焼
失

し
た
も
の
の
う

ち
、
重
要
な
も
の

（「
重
ナ
ル
モ
ノ
」）
は
各
課
通
じ
て
三
七
種
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
特
に
重

要
で
は
あ
る
が
す
ぐ
に
は
「
再
造
」
が
困
難
な
も
の
と
し
て
、
道
路
調
書
、
恩
給
及
び
勲
章
年

金
台
帳
、
巡
査
年
金
台
帳
、
官
有
地
台
帳
、
耕
地
整
理
台
帳
、
保
安
林
台
帳
、
県
税
戸
数
割
町

村
位
等
級
査
定
台
帳
な
ど
が
挙
が
っ
て
い
る
。
次
章
で
検
討
す
る
、
県
に
よ
る
焼
失
文
書
の
復

旧
に
関
わ
る
内
容
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　

④
で
は
、
焼
失
し
た
什
器
類
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
教
育
勅
語
謄
本
一
九
八

通
が
格
納
し
た
什
器
と
と
も
に
す
べ
て
焼
失
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
前
述
し

た
御
真
影
と
同
様
に
当
該
時
期
の
県
庁
舎
に
お
け
る
教
育
勅
語
の
管
理
・
保
存
の
あ
り
方
を
知

り
う
る
貴
重
な
記
述
と
言
え
る
。

　

以
上
、
史
料
６
・７
の
内
容
を
概
観
し
た
。

両
史
料
で
規
模
の
数
字
に
や
や
相
違
が
あ
る

が
（
表
４
参
照
）、
あ
ら
た
め
て
公
文
書
の

被
害
状
況
を
抽
出
し
て
ま
と
め
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
、
出
火
元
で
あ
る
人
民
控
所
に
近
い

位
置
に
あ
っ
て
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
の

が
、
会
計
課
、
土
木
課
、
知
事
官
房（
文
書
係
）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
署
は
什
器
類
と
と
も

に
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ

る
。
文
書
係
管
理
下
に
あ
っ
た
完
結
文
書
に

つ
い
て
は
前
節
で
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
土

木
課
に
つ
い
て
は
、
五
月
一
〇
日
段
階
の
報

告
書（
史
料
１
）で
は
全
部
焼
失
と
あ
る
が
、

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
は
第
一
工
区
分
に
関
す
る
文
書
の
み
が
残
っ
た
と
す
る
（
史
料
６
③
）。

会
計
課
も
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
。
史
料
７
に
お
い
て
焼
失
し
た
常
用
台
帳
類
で
「
重
ナ
ル
モ

ノ
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
恩
給
及
び
勲
章
年
金
台
帳
、
巡
査
年
金
台
帳
が
会
計

課
管
下
の
も
の
で
あ
る（

（3
（

。
た
だ
し
、
金
庫
の
中
に
あ
っ
た
た
め
に
、「
最
重
要
ナ
ル
帳
簿
」
と

さ
れ
る「
四
十
年
度
・
四
十
一
年
度
ノ
国
庫
歳
出
簿
及
県
費
日
記
簿
等
」二
二
点
は
無
事
で
あ
っ

た
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
。

　

他
方
で
、
出
火
元
か
ら
離
れ
た
庁
舎
最
北
部
に
位
置
し
て
い
た
地
方
課
・
農
商
課
・
林
務
課

で
は
、
後
方
の
壁
を
破
壊
し
て
文
書
類
の
救
出
作
業
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
農
商
課
は
五

割
（
史
料
６
は
七
割
と
す
る
）、
地
方
課
は
七
割
（
史
料
６
は
八
割
と
す
る
）
の
文
書
を
取
り
出
す

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
林
務
課
で
取
り
出
せ
た
文
書
は
「
諸
台
帳
参
拾
参
冊
・
帳

簿
五
冊
其
ノ
他
雑
書
類
」
な
ど
全
体
の
わ
ず
か
一
割
に
と
ど
ま
っ
た
。
五
月
二
一
日
付
け
の
報

告
書
に
お
い
て
、
林
務
課
は
出
張
に
よ
り
四
割
弱
程
度
の
職
員
し
か
在
庁
し
て
お
ら
ず
文
書
の

搬
出
作
業
に
困
難
が
と
も
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
務
課
は
九
割
五
分
・
警
察
部
は
八

図６　各課から提出された焼失文書目録（右：土木課、左：農商課）（部分）

表４　各部課の文書被害状況

５月10日付け内務省宛て
報告書【史料１】

『信濃毎日新聞』５月11日
【史料２】

知事官房 10分の９焼失 ―

会 計 課 ほとんど焼失 ほとんど焼失

土 木 課 ほとんど焼失 第１工区分の除きほとんど
焼失

林 務 課 ほとんど焼失 10分の９焼失

農 商 課 10分の５焼失 10分の３焼失

地 方 課 10分の３焼失 10分の２焼失

学 務 課 20分の１焼失 被害なし

警 察 部 10分の２焼失 被害なし
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割
の
文
書
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
（
史
料
６
は
全
部
と
す
る
）。

　

ま
た
、
特
に
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
会
計
課
【
№
10
】
と
林
務
課
【
№
20
③
】
は
焼
失
を
免
れ

た
書
類
（「
現
在
書
類
」）
を
目
録
化
し
て
提
出
し
て
お
り
、
別
表
３
（
１
）
～
（
２
）
と
し
て

掲
出
し
た
。
会
計
課
の
「
最
重
要
ナ
ル
帳
簿
」
で
あ
る
「
四
十
年
度
・
四
十
一
年
度
国
庫
歳
出

簿
及
県
費
日
記
簿
等
」
に
つ
い
て
は
、
国
庫
歳
出
簿
ほ
か
四
〇
点
以
上
が
目
録
に
記
載
さ
れ
て

い
る
。
林
務
課
に
つ
い
て
も
、
公
文
書
は
二
二
項
目
が
挙
げ
ら
れ
、
三
九
冊
の
簿
冊
・
三
括
り

の
書
類
、
七
一
件
の
雑
件
書
類
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
現
存
す
る
「
長
野
県

行
政
文
書
」
の
簿
冊
と
の
突
合
は
難
し
い
が
、
林
務
課
の
現
在
書
類
の
目
録
に
挙
が
る
「
公
有

林
野
原
野
整
理
台
帳
（
八
冊
）」
に
つ
い
て
は
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
現
存
す
る
「
公
有
原

野
整
理
」【
明
37
－
２
Ｇ
－
１
】
お
よ
び
「
公
有
原
野
整
理
（
四
冊
ノ
一
～
四
）」【
明
38
－
４
－

５
－
１
】
～
【
明
38
－
４
－
５
－
４
】
の
四
冊
が
、
こ
の
う
ち
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る（

（3
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、
被
害
の
あ
っ
た
各
部
課
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
焼
失

文
書
目
録
」に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い（
図
６
）。
こ
れ
は
、
各
課
が
執
務
室
に
置
い
て
い
た「
常

務
取
扱
書
類
」
で
焼
失
し
た
も
の
を
書
き
上
げ
て
報
告
し
た
目
録
で
あ
る
。
こ
の
目
録
を
一
覧

化
し
た
の
が
別
表
４
（
１
）
～
（
６
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
課
も
お
お
む
ね
、
書
類
（
未
完
結

文
書
の
綴
り
）、
帳
簿
・
台
帳
・
目
録
類
、
図
書
・
書
籍
類
の
三
種
に
分
け
て
報
告
し
て
い
る
。

史
料
７
に
お
い
て
、
特
に
重
要
で
「
再
造
」
を
要
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
道
路

調
書
（
別
表
４
（
１
）
①
土
木
課
№
29
）、
恩
給
及
び
勲
章
年
金
台
帳
（
別
表
４
（
３
）
①
会
計
課

№
１
）、
巡
査
年
金
台
帳
（
別
表
４
（
３
）
②
会
計
課
№
59
）、
官
有
地
台
帳
（
別
表
４
（
１
）
①

土
木
課
№
43
）、
耕
地
整
理
台
帳
（
別
表
４
（
２
）
農
商
課
№
32
）、
保
安
林
台
帳
（
別
表
４
（
５
）

④
林
務
課
№
19
）、
県
税
戸
数
割
町
村
位
等
級
査
定
台
帳
（
別
表
４
（
４
）
②
地
方
課
№
22
）
に
つ

い
て
も
、
管
理
し
て
い
た
課
ご
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

課
に
よ
っ
て
目
録
作
成
の
方
法
も
若
干
の
差
が
見
ら
れ
る
。
土
木
課
（
別
表
４
（
１
））
は
一

括
し
て
焼
失
文
書
の
目
録
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
農
商
課
（
同
（
２
））
は
課

員
が
分
担
し
て
作
製
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
課
員
が
担
当
す
る
業

務
に
応
じ
て
焼
失
文
書
の
調
査
と
目
録
作
成
を
分
担
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
地
方
課
（
同

（
４
））
も
課
内
の
係
ご
と
に
分
け
て
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
林
務
課
（
同
（
５
））
や
会

計
課
（
同
（
３
））
は
焼
失
し
た
文
書
の
種
類
ご
と
に
分
け
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
農

商
課
は
摘
要
欄
を
設
け
て
、
回
議
中
・
施
行
済
・
完
結
や
他
機
関
へ
の
照
会
・
他
部
署
か
ら
の

供
覧
な
ど
、焼
失
段
階
に
お
け
る
文
書
処
理
の
状
況
に
つ
い
て
特
記
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、

課
を
こ
え
た
統
一
的
な
書
式
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
か
ら
は
、
焼
失
文
書
の
迅
速
な
調
査

と
集
約
を
最
優
先
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
え
る
。

　

各
課
の
焼
失
書
類
の
件
数
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

土
木
課
…
五
二
件
（
書
籍
含
め
て
五
九
件
）

会
計
課
…
七
四
件

地
方
課
…
六
三
件
（
書
籍
含
め
て
八
四
件
）

農
商
課
…
四
八
件

林
務
課
…
六
六
件
（
書
籍
含
め
て
八
一
件
）

知
事
官
房
…
八
二
件

学
務
課
・
警
察
部
…
報
告
な
し

　

編
綴
さ
れ
る
前
の
段
階
の
文
書
類
の
件
数
で
あ
る
上
、
課
ご
と
の
業
務
の
特
性
な
ど
を
度
外

視
し
て
い
る
た
め
単
純
な
数
量
の
比
較
は
で
き
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
被
害
が
な
か
っ
た
学
務

課
・
警
察
部
か
ら
は
提
出
が
な
い
こ
と
な
ど
、
上
述
し
た
各
課
に
お
け
る
被
害
状
況
に
対
応
し

た
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

各
課
に
お
け
る
文
書
の
焼
失
は
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
現
存
す
る
同
一
種
類
の
簿
冊
の
年

代
的
偏
在
と
い
う
形
で
も
そ
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
知
事
官
房
の
焼
失

文
書
目
録
で
は
、
令
達
・
訓
令
・
告
示
等
の
綴
り
や
文
書
目
録
、
往
復
文
書
の
件
名
簿
な
ど
、

文
書
管
理
に
関
わ
る
も
の
を
中
心
と
す
る
常
用
の
文
書
や
帳
簿
類
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
別
表

４
（
６
）
知
事
官
房
）。
注
目
さ
れ
る
の
は
文
書
の
件
名
簿
で
あ
る
。
こ
の
火
災
に
よ
り
、
明
治

二
八
年
か
ら
四
〇
年
に
至
る
ま
で
の
各
種
の
文
書
件
名
簿
が
焼
失
し
て
い
る
（
別
表
４
（
６
）

知
事
官
房
№
36
～
53
）。
知
事
官
房
の
文
書
件
名
簿
に
つ
い
て
は
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
は

明
治
二
五
年
の
も
の
が
二
点（

（3
（

、
明
治
四
三
年
の
も
の
が
一
点（

（3
（

現
存
す
る
が
、
そ
の
間
の
時
期
の

も
の
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
が
、
本
来
で
あ
れ
ば
連
続
的
に
保
存
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
簿
冊
が
、
明
治
四
一
年
の
火
災
で
焼
失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
年
代
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が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
た
形
で
伝
来
・
現
存
す
る
と
い
う
状
況
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

記
録
資
料
編
纂
へ
の
影
響

　

公
文
書
の
焼
失
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、

記
録
資
料
の
編
纂
に
対
す
る
影
響
を
み
て
お
き
た
い
。

　

明
治
四
二
年
に
県
が
編
纂
・
発
行
し
た
統
計
資
料
で
あ
る
『
明
治
四
十
年 

長
野
県
第
二
十

五
統
計
書
』（
長
野
県
、
一
九
〇
九
年
）
の
う
ち
、
県
庁
各
部
の
収
受
・
発
送
文
書
の
取
り
扱
い

件
数
を
挙
げ
た
「
官
吏
及
文
書
」
の
項
目
内
「
第
三
六
九 

往
復
文
書
」（
同
書
四
六
一
頁
）
に

お
い
て
、
明
治
四
〇
年
度
の
往
復
文
書
の
数
に
つ
い
て
知
事
官
房
・
内
務
部
の
数
が
収
受
・
発

送
と
も
に「
？
」と
な
っ
て
い
る
（
図
７
）。
知
事
官
房
文
書
係
が
提
出
し
た
焼
失
文
書
目
録
（
別

表
４
知
事
官
房
（
６
）
№
51
・
52
）
に
明
治
四
〇
年
分
の
収
受
件
名
簿
三
五
冊
・
発
議
件
名
簿
一

一
冊
が
挙
が
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
治
四
〇
年
分
の
収
受
・
発
送
文
書
の
件
数
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
統
計
資
料
で
は
、
四
一
年
度
分
の

収
受
・
発
送
文
書
の
取
り
扱
い
件
数
に
つ
い
て
も
三
九
年
度
に
比
し
て
著
し
く
少
な
い
数
字
と

な
っ
て
い
る
。知
事
官
房
は
三
九
年
度
が
収
受
件
数
三
二
二
四
件
、発
送
件
数
一
五
四
七
件
だ
っ

た
の
に
対
し
て
、
四
一
年
度
が
収
受
件
数
一
六
二
六
件
、
発
送
件
数
一
二
三
三
件
と
な
っ
て
い

る
。
内
務
部
に
つ
い
て
は
、
三
九
年
度
の
収
受
件
数
七
四
七
九
九
件
、
発
送
件
数
七
五
二
〇
九

件
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
四
一
年
度
が
収
受
件
数
四
八
二
四
六
件
、
発
送
件
数
三
七
一
二
二
件

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
資
料
に
は
「
附
言
」
と
し
て
「
四
十
一
年
ニ
在
リ
テ

五
月
十
日
以
前
ノ
分
ハ
庁
舎
火
災
ノ
為
焼
失
不
明
」
と
記
載
し
て
い
る
（
図
７
（
（3
（

）。

　

そ
の
他
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
火
災
時
に
県
庁
内
に
置
か
れ
た
事
務
所
が
焼
失

し
た
愛
国
婦
人
協
会
（
史
料
６
の
④
部
分
参
照
）
が
昭
和
一
六
年
に
編
纂
し
た
『
愛
国
婦
人
協

会
長
野
県
支
部
沿
革
誌
』
の
事
例
が
あ
る
。
同
書
三
頁
に
は
「
凡
例
」
と
し
て
「
明
治
四
十
一

年
県
庁
舎
火
災
の
際
支
部
書
類
全
部
を
焼
失
し
た
る
為
め
止
む
を
得
ず
郡
幹
事
部
の
記
録
を
調

査
せ
し
も
、
尚
不
明
の
箇
所
多
き
を
免
れ
ず
」
と
し
て
お
り
、
同
書
四
四
頁
に
お
い
て
も
「
長

野
県
庁
舎
火
災
に
罹
り
、
県
庁
内
支
部
事
務
所
も
焼
失
、
書
類
全
部
を
失
ふ
」と
記
し
て
い
る
。

　

以
上
、
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
に
よ
っ
て
記
録
が
焼
失
し
た
こ
と
で
統
計
資
料
に
お
け

る
正
確
な
数
字
の
把
握
や
関
係
団
体
の
記
録
編
さ
ん
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
事
例
を
挙
げ

た（
（3
（

。
現
在
の
段
階
で
管
見
に
入
っ
た
も
の
は
こ
の
二
例
の
み
で
あ
る
が
、
他
に
も
公
文
書
の
焼

失
の
影
響
を
受
け
た
事
象
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

三　

焼
失
公
文
書
の
復
旧
作
業　

前
章
で
は
、
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
に

よ
る
公
文
書
の
焼
失
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
、

相
当
数
の
文
書
が
焼
失
し
た
事
実
が
確
認
で
き

た
。
ま
た
、
そ
れ
が
現
在
の
「
長
野
県
行
政
文

書
」
の
残
存
状
況
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
公
文
書
で
あ
る
以

上
、
行
政
を
す
す
め
る
上
で
、
失
わ
れ
た
ま
ま

に
し
て
は
お
け
な
い
も
の
も
多
数
含
ま
れ
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
文
書
に
つ
い
て
は
、
復
旧
が

試
み
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
先
行
す
る
事
例
の
紹
介
が
あ
る
。

図７　『明治四十年 長野県第二十五統計書』
（国立国会図書館デジタルコレクションより）
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明
治
六
年
五
月
、
皇
居
で
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
隣
接
す
る
太
政
官
庁
舎
も
類
焼
し
、
記
録

類
が
焼
失
し
た
。
記
録
類
の
復
元
の
た
め
、
政
府
は
各
省
や
府
県
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
に
太
政

官
に
提
出
し
た
文
書
の
写
し
を
再
提
出
す
る
か
、
書
き
写
す
た
め
に
職
員
を
派
遣
す
る
の
で
便

宜
を
図
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
内
容
の
「
皇
城
炎
上
記
録
焼
失
ニ
付
御
達
願
伺
書
謄
写
可
差
出
旨

省
府
県
ヘ
ノ
達
」
を
発
出
し
て
い
る（

（3
（

。
府
県
レ
ベ
ル
で
は
、
明
治
二
一
年
の
県
庁
舎
火
災
に
よ

り
公
文
書
の
大
多
数
が
焼
失
し
た
栃
木
県
に
お
い
て
、
様
々
な
方
法
に
よ
り
、
復
元
作
業
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

（3
（

。

　

ま
た
、
長
野
県
で
も
焼
失
文
書
を
復
元
し
た
前
例
が
あ
る
。
明
治
九
年
一
〇
月
、
長
野
県
筑

摩
出
張
所
は
同
年
六
月
の
旧
筑
摩
県
庁
舎
の
火
災
で
焼
失
し
た
戸
籍
・
職
分
・
寄
留
総
計
の
謄

写
差
出
を
南
各
大
区
の
区
・
戸
長
に
対
し
て
命
じ
て
い
る（

（4
（

。

　

本
章
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
例
を
踏
ま
え
た
上
で
、
明
治
四
一
年
の
長
野
県
庁
舎
火
災
で

焼
失
し
た
公
文
書
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
復
旧
作
業
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検

討
し
た
い
。

　

以
下
で
は
、
①
失
わ
れ
た
書
類
の
謄
写
の
収
集
な
ど
を
通
じ
て
、
失
わ
れ
た
簿
冊
と
同
等
の

簿
冊
を
作
成
す
る
こ
と
を
「
復
元
」、
②
年
度
を
跨
い
で
継
続
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
帳
簿
や

台
帳
類
が
失
わ
れ
た
た
め
、
火
災
後
の
年
月
日
を
起
点
と
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
帳
簿
・

台
帳
類
を
作
成
す
る
こ
と
を
「
新
調
」
と
表
現
す
る
。

１　

告
示
に
よ
る
「
応
答
未
済
」
文
書
の
再
提
出
指
示

　

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
県
は
火
災
発
生
と
同
日
の
五
月
一
〇
日
付
で
次
の
告
示
を
出
し
て

い
る
。
告
示
と
は
「
管
内
一
般
若
ク
ハ
一
部
分
ヘ
告
示
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
。

史
料
８　

長
野
県
告
示
第
百
四
十
七
号
【（
県
報
）
明
41
－
１
】

本
月
十
日
当
庁
火
災
ノ
為
メ
書
類
焼
失
ニ
付
同
日
以
前
提
出
ノ
書
願
伺
等
ニ
シ
テ
応
答

未
済
ノ
モ
ノ
ハ
更
ニ
調
製
差
出
ス
ヘ
シ

明
治
十
一
年
五
月
十
日　
　
　

長
野
県
知
事
大
山
綱
昌

　

県
民
一
般
に
対
し
て
、
火
災
の
発
生
日
以
前
に
県
に
提
出
し
た
「
書
願
伺
」
で
、
応
答
未
済

の
も
の
に
つ
い
て
は
再
び
作
成
（「
更
ニ
調
製
」）
し
て
提
出
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
火
災
発
生
後
の
政
府
発
行
の
『
官
報
』（
五
月
一
六
日
・
七
四
六
四
号
、
五
月
一
八
日
・
七

四
六
五
号
、
五
月
一
九
日
・
七
四
六
六
号
）
に
お
い
て
も
、
長
野
県
の
広
告
と
し
て
「
〇
書
類
焼

失　

本
月
十
日
当
庁
舎
火
災
ニ
罹
リ
書
類
焼
失
ニ
付
キ
同
日
以
前
提
出
ノ
諸
文
書
ニ
シ
テ
応
答

未
済
ノ
モ
ノ
ハ
更
ニ
調
製
差
出
サ
ル
ヘ
シ
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
県
は
火
災
直
後
に
あ
っ
て
、
行
政
が
中
断
・
遅
滞
し
な
い
よ
う
、
ま
ず
は
受
理

し
た
案
件
・
文
書
の
処
理
を
優
先
す
る
対
応
を
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

２　

官
有
地
台
帳
の
復
元

　

前
掲
史
料
７
（
③
部
分
）
で
は
、
焼
失
し
た
常
用
台
帳
類
の
「
重
ナ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
挙
げ

て
い
る
う
ち
に
官
有
地
台
帳
が
あ
る
。
県
は
火
災
発
生
の
二
日
後
に
次
の
訓
令
を
発
出
し
て
い

る
。「
訓
令
」
と
は
「
所
属
ノ
官
署
公
署
及
官
吏
ヘ
指
示
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
。

史
料
９　

長
野
県
訓
令
第
四
十
号
【（
県
報
）
明
41
－
１
】

長
野
県
訓
令
第
四
十
号　
　
　
　
　
　
　
　
　

郡
役
所　

市
役
所

当
庁
備
付
ノ
官
有
地
台
帳
火
災
ノ
為
メ
焼
失
ニ
付
右
台
帳
調
製
上
必
要
ニ
候
官
有
土
地

水
面
ト
モ
土
地
台
帳
及
名
寄
帳
等
ニ
就
キ
別
紙
書
式
ニ
依
リ
市
町
村
別
ニ
一
筆
限
リ
詳

密
取
調
来
ル
六
月
十
日
限
リ
遅
滞
ナ
ク
差
出
ス
ベ
シ
右
訓
令
ス

明
治
四
十
一
年
五
月
十
二
日　
　
　

長
野
県
知
事
大
山
綱
昌

官
有
地
取
調
書

市
町
村
名

大

字

地

番

字

地

目

反

別

何
郡
市

何

々

一
二
〇

何

々

何

々

一

三
一
五
歩

（
中
略 

※
調
書
書
式
）

備
考　

本
調
書
ハ
御
料
地
及
国
有
林
野
ニ
限
リ
記
載
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
其
他
ノ
官
有
地

即
チ
各
官
用
地
、
社
寺
、
仏
堂
地
、
宅
地
田
畑
、
荒
蕪
地
、
池
沼
湖
其
他
ノ
官
有
地

ニ
シ
テ
土
地
台
帳
ニ
登
載
ア
ル
モ
ノ
ハ
詳
細
取
調
総
テ
本
調
書
ニ
記
載
ス
ル
ヲ
要
ス

　

土
木
課
管
理
下
の
官
有
地
台
帳
が
焼
失
し
た
た
め
、
郡
役
所
及
び
市
役
所
に
対
し
て
、
土
地

台
帳
や
名
寄
帳
に
基
づ
い
て
官
有
土
地
・
水
面
の
取
調
書
の
再
作
成
・
提
出
を
指
示
し
た
も
の
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で
あ
る
。
備
考
に
あ
る
よ

う
に
、
御
料
地
及
び
国
有

林
野
に
つ
い
て
は
記
載
が

不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
御

料
地
（
御
料
林
）
に
つ
い

て
は
、
管
轄
す
る
帝
室
林

野
局
木
曽
支
局
（
明
治
三

六
年
設
置
）
が
把
握
し
て

お
り
、
そ
ち
ら
へ
の
照
会

で
事
足
り
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
林
野
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
林
務
課
の
現
在

書
類
の
目
録
に
公
有
林
野
整
理
台
帳
が
挙
が
っ
て
お
り
、
焼
失
を
免
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
た
め
、
復
元
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
史
料
９
の
指
示
を
受
け
て
行
わ
れ
た
調
査
に
関
す
る
簿
冊
が
、「（
明
治
四
十
一
年
）

公
文
編
冊 

官
有
地
調
ニ
関
ス
ル
件 

上
水
内
郡
役
所
」【
明
41
－
２
Ｂ
－
14
】、「（
明
治
四
十
一

年
五
月
現
在
）
官
有
地
調 

上
伊
那
郡
役
所
」【
明
41
－
２
Ｂ
－
９
】
の
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

県
か
ら
の
訓
令
を
受
け
た
郡
役
所
（
現
存
す
る
も
の
は
上
水
内
郡
役
所
と
上
伊
那
郡
役
所
）
が
、

管
内
の
町
村
に
指
示
し
て
官
有
地
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「（
明

治
四
十
一
年
五
月
）
官
有
土
地
水
面
使
用
貸
付
台
帳
再
製
材
料 

土
木
課
」【
41
－
２
Ｂ
－
10
】

は
各
郡
・
市
か
ら
の
官
有
地
調
査
に
つ
い
て
の
報
告
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
復
元
さ
れ
た
も
の
で
現
存
し
て
い
る
簿
冊
が
、
土
木
課
の
官
有

地
台
帳
一
冊
（「
官
有
地
台
帳 

小
県
（
三
冊
ノ
三
）」【
明
41
－
２
Ｂ
－
12
－
３
】）
と
、
学
務
課
が

管
理
す
る
社
寺
関
係
の
官
有
地
台
帳
三
〇
冊
で
あ
る
（【
明
41
－
２
Ｃ
－
16
－
１
－
１
】
か
ら
【
明

41
－
２
Ｃ
－
16
－
17
】
ま
で
）。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
表
紙
に
「
明
治
四
一
年
五
月
調
製
」（
図
８
）

と
あ
り
、
火
災
後
に
復
元
し
た
簿
冊
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

３　

焼
失
文
書
目
録
に
み
る
各
部
・
課
に
よ
る
復
元
・
新
調

　

官
有
地
台
帳
以
外
に
も
、
各
部
・
課
が
主
体
と
な
っ
て
、
焼
失
し
た
公
文
書
の
復
元
・
新
調

を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
各
課
が
作
成
し
た

焼
失
公
文
書
の
目
録
に
痕
跡
が
の
こ
る
。
す
な
わ
ち
、
焼
失
公
文
書
の
目
録
を
観
察
す
る
と
、

目
録
の
上
部
欄
外
（
別
表
４
「
欄
外
上
記
入
」）
に
朱
書
で
「
○
」
や
「
◎
」
な
ど
の
書
き
入
れ

や
チ
ェ
ッ
ク
の
印
（「
、」）
が
延
べ
五
〇
個
所
に
わ
た
っ
て
確
認
が
で
き
る
（
図
６
）。
ま
た
、

農
商
課
の
目
録
に
は
「
十
一
日
照
会
済
」「
照
会
済
」「
照
」
と
い
っ
た
書
き
込
み
が
あ
る
。
こ

の
書
き
入
れ
か
ら
、
農
商
課
で
は
、
一
一
・
一
二
日
の
段
階
か
ら
郡
役
所
な
ど
に
照
会
を
か
け

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
火
災
直
後
か
ら
関
係
機
関
に
照
会
を
か
け
、
焼
失

文
書
・
台
帳
類
の
復
元
を
図
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
書
き
入
れ
自
体
は

こ
の
目
録
を
集
約
し
た
地
方
課
に
よ
っ
て
記
入
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
農
商
課
の

事
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
〇
」
と
「
◎
」
や
チ
ェ
ッ
ク
の
印
に
つ
い
て
も
、
そ
の
違
い
は

現
段
階
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
外
部
機
関
へ
の
照
会
な
ど
、
復
元
・
新
調
の
た
め
の
何

ら
か
の
措
置
を
と
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
焼
失
文
書
目
録
か
ら
は
、
各
課
が
焼
失
文
書
の
必
要
度
・
重
要
度
に
応
じ

て
取
捨
選
択
し
な
が
ら
復
元
作
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
次
項
以
降
で
は
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
現
存
す
る
公
文
書
群
の
う
ち
、
火
災
後
に

復
元
・
新
調
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
簿
冊
・
文
書
を
課
ご
と
に
列
挙
し
て
い
く
。

４　

知
事
官
房

（
１
）　

「
版
木
簿
」【
明
41
－
１
－
２
】
及
び
「
印
影
簿
」【
昭
６
－
Ａ
－
６
】（
図
９
・
10
）

　

「
版
木
簿
」
は
県
庁
内
で
用
い
ら
れ
て
い
た
書
式
等
を
印
刷
す
る
た
め
の
版
木
を
管
理
す
る

た
め
の
台
帳
で
あ
る
。
版
木
は
、
知
事
官
房
下
に
お
い
て
庁
内
の
文
書
管
理
を
担
当
し
た
文
書

係
の
管
下
に
あ
っ
た
。
知
事
官
房
の
焼
失
物
品
に
版
木
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
前
述

し
た
よ
う
に
火
災
直
後
は
通
常
の
稟
議
書
の
様
式
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
、
版
木
類
や
公
文
書
の
用
紙
類
が
焼
失
し
た
可
能
性
は
高
い
。
明
治
四
一
年
を
新
調

の
起
点
と
す
る
「
版
木
簿
」
の
存
在
は
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。
版
木
の
新
調
と
と
も
に
、
版

木
簿
の
新
調
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
「
印
影
簿
」
は
県
庁
内
で
用
い
ら
れ
て
い
た
印
の
管
理
台
帳
で
あ
る
。
林
務
課
で
は
「
印
箱
」

図８　「官有地台帳 社寺関係 南佐久（４
冊ノ内１）」【明41－2C－16－1－1】
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と
と
も
に
、
内
務
部
長
官
印
以
下
一
九
種
の
印
が
焼
失
し
て
い
る
。
林
務
課
以
外
で
も
印
が
焼

失
し
た
可
能
性
は
高
く
、
や
は
り
印
の
新
調
と
と
も
に
印
影
簿
の
新
調
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。

　

文
書
行
政
の
機
能
を
復
旧
さ
せ
る
た
め
に
焼
失
し
た
版
木
及
び
印
が
新
調
さ
れ
、
そ
れ
と
と

も
に
管
理
簿
の
新
調
が
早
急
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
２
）　

「
古
図
目
録
」【
明
治
－
年
度
不
詳
－
24
】

　

知
事
官
房
の
焼
失
文
書
目
録
の
う
ち
、「
図
書
目
録
ノ
部
」
と
し
て
「
古
図
目
録 

一
冊
」（
別

表
４
（
６
）
知
事
官
房
№
25
）
と
あ
る
た
め
、
現
存
す
る
こ
の
簿
冊
は
復
元
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

５　

土
木
課

（
１
）　

「
松
本
建
設
事
務
所
所
管
中
央
西
線 

鐡
道
用
地
潰
地
調
書
」【
明
41
－
２
Ｂ
－
７
】

　

土
木
課
が
所
管
す
る
中
央
西
線
の
敷
設
の
た
め
の
用
地
買
収
に
関
す
る
簿
冊
で
あ
る
。
こ
の

簿
冊
に
明
治
四
一
年
七
月
一
日
付
け
で
、
逓
信
省
管
下
で
鉄
道
関
係
の
業
務
を
担
っ
た
帝
国
鉄

道
庁
の
松
本
建
設
事
務
所
へ
の
次
の
依
頼
文
書
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

史
料
10　

明
治
四
一
年
七
月
一
日
付
け
土
木
課
起
案
（
松
本
建
設
事
務
所
宛
て
）

鐡
道
用
地
潰
地
調
査
ノ
義
ニ
付
照
会
ノ
件

帝
国
鉄
道
庁　

松
本
建
設
事
務
所
殿

貴
庁
御
所
管
東
筑
摩
郡
宗
賀
村
地
籍
ヨ
リ
西
筑
摩
郡
日
義
村
ニ
至
ル
鉄
道
用
地
買
収
ニ
関

ス
ル
書
類
ハ
過
般
当
庁
火
災
之
際
全
部
焼
失
地
種
目
組
替
等
ノ
処
理
上
差
支
候
ニ
付
、
甚

タ
御
手
数
ノ
至
リ
ト
存
候
ヘ
共
右
潰
地
調
書
並
ニ
図
面
ト
モ
各
一
通
御
謄
写
之
上
御
送
付

ヲ
煩
シ
度
此
段
及
御
依
頼
候
也
、

　

東
筑
摩
郡
宗
賀
村
（
現
塩
尻
市
）
か
ら
西
筑
摩
郡
日
義
村
（
現
木
曽
郡
木
曽
町
）
に
至
る
ま
で

の
中
央
西
線
の
鉄
道
用
地
買
収
に
関
す
る
書
類
が
焼
失
し
て
し
ま
い
、
潰
地
の
地
種
目
組
み
替

え
な
ど
の
処
理
に
差
支
え
が
生
じ
た
た
め
、
土
木
課
が
帝
国
鉄
道
庁
に
提
出
し
た
潰
地
調
書
及

び
図
面
の
謄
写
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）　�

「（
自
明
治
三
十
五
年
十
一
月
至
四
十
三
年
）
耕
地
整
理
地
区
国
有
地
編
入
許
可
綴 

土
木

課
」【
明
43
－
２
Ｂ
－
１
】

　

前
掲
史
料
７（
③
部
分
）に
お
い
て
、
焼
失
し
た
常
用
台
帳
類
の「
重
ナ
ル
モ
ノ
」と
し
て「
耕

地
整
理
台
帳
」
が
挙
が
っ
て
お
り
、
土
木
課
の
焼
失
書
類
目
録
に
も
「
国
有
地
耕
地
整
理
地
区

編
入
台
帳
」（
別
表
４
（
１
）
①
土
木
課
№
50
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

各
郡
役
所
か
ら
提
出
さ
せ
た
耕
地
整
理
地
区
の
う
ち
国
有
地
へ
の
編
入
許
可
に
関
す
る
書
類

の
写
し
を
綴
っ
た
簿
冊
で
あ
る（

（4
（

。
照
会
文
書
の
一
例
を
挙
げ
よ
う
。

史
料
11　

明
治
四
一
年
九
月
一
日
付
土
木
課
起
案
（
下
伊
那
郡
役
所
宛
て
）
※
傍
線
筆
者

耕
地
整
理
地
区
ヘ
国
有
地
編
入
ノ
許
可
ヲ
請
ケ
タ
ル
モ
ノ
其
願
書
並
ニ
図
面
ノ
写
及
当

庁
指
令
写
等
取
纏
メ
送
付
方
之
義
去
五
月
十
二
日
付
土
甲
発
第
七
号
ヲ
以
テ
及
照
会
候

以
来
数
回
照
会
ヲ
重
子
候
ニ
拘
ラ
ス
貴
郡
ニ
限
于
今
送
付
無
之
整
理
上
差
支
候
条
至
急

送
付
方
取
計
相
成
度
此
段
及
照
会
候
也

　

傍
線
部
分
か
ら
、
五
月
一
二
日
の
段
階
で
各
郡
役
所
に
対
し
て
耕
地
整
理
地
区
の
国
有
地
へ

図９　「版木簿」【明41－１－２】（右：表紙、左：部分）

図10　「印影簿」【昭６－Ａ－６】（右：表紙、左：部分）
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の
編
入
の
許
可
を
受
け

た
願
書
・
図
面
の
写
し

及
び
県
か
ら
の
指
令
書

の
写
し
を
取
り
ま
と
め

て
提
出
す
る
よ
う
、
郡

役
所
宛
て
に
照
会
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
の
簿
冊
に
は
、
こ

の
よ
う
な
指
令
を
受
け

て
各
郡
役
所
が
管
下
か

ら
取
り
ま
と
め
た
願

書
・
図
面
の
写
し
文
書

が
綴
ら
れ
て
い
る
（
図
11
）。

（
３
）
工
事
台
帳

　

土
木
課
の
焼
失
文
書
の
目
録
に
「［
自
三
十
九
年
度
至
四
十
一
年
度
］
工
事
施
行
台
帳
」（
別

表
４
（
１
）
①
土
木
課
№
２
）
と
あ
る
。
以
下
の
二
点
は
表
紙
に
「
明
治
四
十
一
年
五
月
再
調
製
」

と
あ
り
（
図
12
）、
火
災

後
に
新
調
し
た
簿
冊
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

・�「（
明
治
四
十
一
年
度
）

通
常
工
事
台
帳
」【
明

41
－
２
Ｂ
－
３
】

・�「（
明
治
四
十
一
年
度
）

指
定
工
事
台
帳
」【
明

41
－
２
Ｂ
－
４
】

（
４
）　

砂
防
工
事
関
係
書
類

　

土
木
課
の
焼
失
文
書
の
目
録
に
「
三
十
九
年
度
以
後
砂
防
工
事
設
計
及
稟
伺
関
係
書
類
」（
別

表
４
（
１
）
①
土
木
課
№
３
）
な
ど
、
砂
防
工
事
関
係
の
文
書
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、

以
下
の
簿
冊
の
う
ち
、
①
②
は
焼
失
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
簿
冊
、
③
は
火
災
発
生

の
四
一
年
五
月
を
起
点
と
し
て
新
調
さ
れ
た
簿
冊
と
考
え
ら
れ
る
。

①�

「（
自
明
治
三
十
九
年 

至
同
四
十
一
年
）
砂
防
工
事
台
帳 

横
湯
川
砂
防
事
務
所
」【
明
41
－

２
Ｂ
－
１
】

②�

「（
自
明
治
四
十
一
年
五
月
）（
三
十
九
年
度
残
工
事
）
工
費
支
払
簿 

長
野
県
横
湯
川
砂
防
事

務
所
」【
明
41
－
２
Ｂ
－
２
】

③�

「（
明
治
四
十
一
年
度
以
降
）
横
湯
川
水
源
砂
防
工
事
竣
功
内
訳
書
」【
明
42
－
２
Ｂ
－
４
】

（
５
）�　
「（
自
明
治
三
十
七
年
至
同
四
十
四
年
）
鳴
岩
川
水
利
相
論
事
件
」【
明
44
－
２
Ｂ
－
７
】

　

八
ヶ
岳
山
麓
を
流
れ
る
鳴
岩

川
（
現
茅
野
市
）
は
江
戸
時
代

よ
り
そ
の
流
域
に
お
い
て
水
利

権
や
湧
水
を
め
ぐ
る
相
論
が
行

わ
れ
て
い
る（

（4
（

。
こ
の
簿
冊
は
明

治
三
七
年
以
来
の
鳴
岩
川
の
水

利
相
論
に
関
す
る
一
件
綴
り
で

あ
る
。
こ
の
簿
冊
か
ら
次
の
文

書
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

史
料
12
（
明
治
四
十
二
年
五
月

二
十
七
日
起
案
）（
図
13
右
）

諏
訪
郡
鳴
岩
三
ヶ
堰
並
通
水
利

組
合
管
理
者
ヨ
リ
別
紙
ノ
如
ク

届
出
ノ
処
、
本
件
ハ
行
政
訴
訟

ノ
結
果
ニ
依
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
客

図11　耕地整理地区国有地編入願書の写し
（「（自明治三十五年十一月至四十三年）耕地整理地区国有
地編入許可綴 土木課」【明43－２Ｂ－１】）

図12　「（明治四十一年度）通常工事台帳」
【明41－２Ｂ－３】（表紙）

図13　「（自明治三十七年至同四十四年）鳴岩川水利相論事件」
【明44－２Ｂ－７】
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歳
庁
舎
焼
失
ノ
際
関
係
書
類
焼
失
ニ
付
行
政
裁
判
所
ニ
就
キ
書
類
謄
写
ノ
上
処
分
方
相

伺
度
先
以
供
高
覧
置
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
任
（
印
）

知
事
（
印
）

内
務
部
長
（
印
）
土
木
課
長
（
印
）　　

課
寮

　

鳴
岩
川
の
水
利
権
に
関
す
る
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
の
書
類
が
焼
失
し
た
た
め
、
担
当
職
員
が

行
政
裁
判
所（

（4
（

に
お
い
て
書
類
を
謄
写
し
た
上
で
、
処
分
案
の
伺
い
を
し
た
い
と
い
う
内
容
の
起

案
を
し
て
い
る
。
こ
の
起
案
文
書
の
後
に
は
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
謄
写
し
た
関
係
書
類
が
綴

ら
れ
、
末
尾
に
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
謄
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る

（
図
13
左
）。

　

土
木
課
の
焼
失
文
書
目
録
に
は
「
鳴
岩
川
筋
用
水
ニ
関
ス
ル
行
政
訴
訟
其
他
一
件
書
類
」（
別

表
４
（
１
）
①
土
木
課
№
32
）
が
挙
が
っ
て
お
り
、
火
災
に
よ
っ
て
進
行
中
に
あ
っ
た
鳴
岩
川

用
水
の
行
政
訴
訟
に
関
す
る
書
類
が
焼
失
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
12
は
こ
の
焼
失
書
類
を

復
元
す
る
起
案
で
あ
っ
た
。

（
６
）　

「（
明
治
四
一
年
～
四
四
年
）
結
局
文
書
引
継
簿 

土
木
課
」【
明
44
－
２
Ａ
－
17
】

　

結
局
文
書
引
継
簿
と
は
、
完
結
処
理
を
行
っ
た
の
ち
に
文
書
係
に
引
き
継
い
だ
公
文
書
（
結

局
文
書
）
を
各
課
に
お
い
て
随
時
、
記
録
し
て
い
っ
た
目
録
で
あ
る（

（4
（

。
土
木
課
の
焼
失
文
書
目

録
に
「
文
書
引
継
目
録
」（
別
表
４
（
１
）
①
土
木
課
№
20
）
が
挙
が
っ
て
お
り
、
土
木
課
管
理

下
の
結
局
文
書
引
継
簿
が
焼
失
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
簿
冊
は
焼
失
後
に
新
調

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６　

農
商
課

　

農
商
課
は
全
体
の
七
割
の
文
書
を
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
同
課
管
下
で
庁
内
に
お
か

れ
た
共
進
会
の
事
務
所
は
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
（
史
料
２
）。
前
掲
の
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
に

よ
れ
ば
、
共
進
会
の
文
書
は
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
が（
史
料
６
①
の
部
分
）、

農
商
課
の
焼
失
文
書
の
目
録
に
「
一
府
十
県
連
合
共
進
会
関
係
書
類
」（
別
表
４
（
２
）
農
商
課

№
９
）と
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、共
進
会
関
係
の
文
書
も
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
は
明
治
四
一
年
五
月
を
作
成
の
起
点
と
す
る
共
進
会
関
係
の
簿
冊
で

あ
り
、
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
た
め
に
新
調
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

・「（
明
治
四
十
一
年
五
月
ヨ
リ
）
例
規
書
類
綴 

共
進
会
事
務
所
」【
明
41
－
２
Ｅ
－
３
】

・「
職
員
録 

共
進
会
事
務
所
」【
明
41
－
２
Ｅ
－
４
】

・「（
明
治
四
十
一
年
五
月
ヨ
リ
）
新
聞
切
抜
貼
付
簿 

共
進
会
事
務
所
」【
明
41
－
２
Ｅ
－
５
】

７　

林
務
課

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
課
の
一
つ
が
林
務
課
で
あ
っ
た
。
前
掲
史
料

７
（
③
部
分
）
に
お
い
て
は
、
焼
失
し
た
常
用
台
帳
類
の
う
ち
で
「
重
ナ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
林

務
課
の
保
安
林
台
帳
を
挙
げ
て
い
る
。
保
安
林
と
は
「
水
源
の
涵
養
、
土
砂
の
崩
壊
そ
の
他
の

災
害
の
防
備
、
生
活
環
境
の
保
全
・
形
成
等
、
特
定
の
公
益
目
的
を
達
成
す
る
た
め
」
政
府
や

都
道
府
県
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
森
林
で
あ
り
、
そ
の
制
度
は
明
治
時
代
に
始
ま
る（

（4
（

。
林
務
課

の
焼
失
文
書
目
録
に
も
保
安
林
関
係
の
も
の
が
一
覧
と
さ
れ
て
い
る
（
表
２
（
５
）
④
林
務
課
）。

そ
の
な
か
に
は
保
安
林
台
帳
も
（
表
２
（
５
）
④
林
務
課
№
19
）
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

を
ふ
ま
え
る
と
、
明
治
四
二
年
の
簿
冊
と
し
て
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
現
存
す
る
以
下
の
一

七
冊
の
保
安
林
台
帳
は
、
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
後
に
新
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
１
】（
四
二
年
一
〇
月
三
〇
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
３
】（
四
二
年
六
月
一
五
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
４
】（
四
二
年
六
月
一
五
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ—

１
－
６
】（
四
二
年
七
月
一
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
７
】（
四
二
年
一
二
月
二
八
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
11
】（
四
二
年
九
月
一
五
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
12
】（
四
二
年
四
月
一
〇
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
13
】（
四
二
年
九
月
二
八
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
15
】（
四
二
年
九
月
二
八
日
）
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・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
17
】（
四
二
年
一
一
月
二
三
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
18
】（
四
二
年
ヵ
七
月
一
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
19
】（
四
二
年
四
月
二
一
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
20
】（
四
一
年
七
月
一
二
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
21
】（
四
一
年
六
月
二
四
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
22
】（
四
一
年
一
一
月
五
日
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
10
】（
年
月
日
な
し
）

・「
保
安
林
」【
明
42
－
２
Ｆ
－
１
－
16
】（
年
月
日
な
し
）

　

以
上
、
各
課
に
お
け
る
焼
失
文
書
の
復
元
や
、
帳
簿
・
台
帳
類
の
新
調
の
状
況
に
つ
い
て
検

討
し
て
き
た（

（4
（

。
そ
の
方
針
・
方
法
と
し
て
は
、
①
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
文
書
の
う
ち
未
執
行

の
も
の
を
告
示
と
い
う
形
で
再
提
出
を
求
め
る
、
②
「
重
ナ
ル
モ
ノ
」
と
さ
れ
る
台
帳
類
を
体

系
的
に
復
元
す
る
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
各
郡
役
所
な
ど
関
係
機
関
に
対
し
て
再
調
査
や
謄
写

の
依
頼
を
行
う
、
③
各
課
で
必
要
に
応
じ
て
文
書
・
台
帳
類
の
復
元
・
新
調
を
行
う
、
と
い
っ

た
パ
タ
ー
ン
に
整
理
で
き
よ
う
。
ま
た
、
現
在
の
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
は
少
な
か
ら
ず
、

明
治
四
一
年
の
火
災
を
契
機
と
し
て
新
調
・
復
元
さ
れ
た
簿
冊
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

四　

火
災
を
契
機
と
す
る
文
書
整
理

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
二
一
年
に
県
庁
火
災
に
よ
っ
て
公
文
書
を
焼
失
し
た
栃
木
県
で
は
、
明
治

二
三
年
ま
で
に
郡
役
所
に
発
し
た
令
達
や
郡
役
所
か
ら
の
提
出
文
書
に
つ
い
て
謄
本
を
徴
収
す

る
こ
と
で
復
元
作
業
を
行
い
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
至
っ
て
も
欠
号
の
補
充
作
業
を
行
い
、

ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
の
保
存
文
書
の
復
元
を
行
っ
て
い
る（

（4
（

。

　

一
方
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
以
外
の
方
針
・
方
法
で
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
後
の
長

野
県
が
文
書
の
復
元
作
業
を
行
っ
て
い
た
徴
証
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
栃
木
県
の
よ
う
に
ア
ー

カ
イ
ブ
と
し
て
の
公
文
書
群
の
体
系
的
な
復
元
作
業
を
行
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
〇
・
四
一
年
以
前
の
保
存
公
文
書
に
つ
い
て
は
被
害
が
な

か
っ
た
こ
と
や
、常
用
の
文
書
に
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
課
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
対
応
で
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
第
一
義
的
な
要
因
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
次
の
史
料
が
注
目
さ
れ
る
。

史
料
13�　

大
正
三
年
「（
知
事
官
房
）
事
務
引
継
書
」【
大
３
－
１
－
１
】
※
傍
線
・
丸
数

字
筆
者

（
前
略
）

六�

、
文
書
整
理　

明
治
三
十
三
年
七
月
文
書
保
管
規
程
ヲ
改
定
シ
テ
事
件
ノ
結
了
セ
ル
書

類
ハ
其
都
度
官
房
ニ
引
継
ギ
類
目
及
保
存
年
限
等
ヲ
調
査
シ
其
内
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ハ
索

引
ヲ
付
シ
テ
仮
綴
編
纂
シ
翌
年
更
ニ
装
釘
シ
テ
保
存
目
録
ニ
登
記
シ
年
度
課
係
ヲ
別
チ

テ
倉
庫
ニ
収
蔵
ス
ル
取
扱
ニ
改
メ
尓
来
着
々
之
カ
整
理
ヲ
為
シ
来
リ
タ
ル
モ
①
一
般
事

務
ノ
増
加
ニ
伴
ヒ
保
存
簿
冊
ノ
数
ハ
逐
年
多
キ
ヲ
加
フ
ニ
至
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
去
明
治
三

十
九
年
二
月
中
再
ヒ
規
程
ヲ
改
正
シ
テ
保
存
年
限
ノ
短
縮
ヲ
図
リ
尚
②
客
年
中
新
築
文

庫
ニ
移
転
ノ
際
不
要
簿
冊
ヲ
調
査
シ
テ
漸
次
之
ヲ
棄
却
シ
整
理
漸
ク
緒
ニ
就
ク
ニ
至
レ

リ
、
現
今
保
存
セ
ル
簿
書
冊
数
左
ノ
如
シ

第
一
種
（
永
年
保
存
）　

一
万
二
千
百
六
冊

第
二
種
（
三
十
年
保
存
）　

一
千
八
十
九
冊

第
三
種
（
十
年
保
存
）　

二
千
八
百
二
冊

合
計
一
万
七
千
六
百
二
十
四
冊

図
書　

二
千
二
百
九
冊　

…
（
後
略
）
…

　

大
正
三
年
の
依
田
銈
次
郎
か
ら
力
石
雄
一
郎
へ
の
県
知
事
交
代
時
に
お
け
る
事
務
引
継
書
の

一
部
で
あ
る（

（4
（

。
傍
線
部
①
か
ら
は
、
明
治
三
〇
年
代
末
の
段
階
で
事
務
増
加
に
伴
う
文
書
量
の

増
大
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
文
書
管
理
規
程
を
改
定
し
て
保
存
年
限
を
変
更
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る（

（4
（

。
こ
の
よ
う
に
、
文
書
量
の
増
大
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
、
焼
失
公

文
書
を
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
復
元
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
一
因
と
考
え
る
。

　

さ
ら
に
、
傍
線
部
②
か
ら
は
新
庁
舎
完
成
後
、
文
書
庫
の
移
転
に
あ
た
っ
て
「
不
要
文
書
」

の
調
査
・
廃
棄
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
廃
棄
さ
れ
た
文
書
の
具
体
的
な
種
類
や

規
模
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
も
の
の
、
県
庁
火
災
に
起
因
す
る
新
庁
舎
へ
の
移
転
が
イ
レ
ギ
ュ
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ラ
ー
な
廃
棄
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
梅
原
康
嗣
は
現
代
に
お
け
る
公
文
書
廃
棄
の
契
機

と
し
て
、
①
庁
舎
の
移
転
、
新
・
改
築
時
、
②
市
町
村
の
合
併
時
、
③
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
等
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
時
、
④
庁
舎
の
火
災
等
災
害
時
、
を
挙
げ
る（

（5
（

。
明
治
四
一
年

の
県
庁
火
災
は
、
こ
の
う
ち
の
④
の
事
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
①
の
事
象
も
派
生
的

に
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た「
県
有
財
産
」な
ど
を
用
い
て
、
四
章
に
わ
た
っ

て
明
治
四
一
年
に
発
生
し
た
長
野
県
庁
舎
火
災
と
公
文
書
焼
失
の
状
況
、
現
存
公
文
書
群
へ
の

影
響
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
各
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

　

ま
ず
、
一
章
で
は
火
災
後
に
お
け
る
県
庁
内
の
対
応
の
具
体
相
を
復
元
し
た
。
そ
の
上
で
、

二
章
で
は
焼
失
文
書
の
目
録
な
ど
か
ら
、
火
災
に
よ
る
公
文
書
の
被
害
状
況
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
現
存
す
る
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
残
存
状
況
へ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
特
に
明
治
四
〇
年
の
簿
冊
の
残
存
数
が
極
め
て
乏
し
い
と
い
う
形
で
影
響

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
県
庁
内
の
文
書
焼
失
が
記
録
資
料
編
纂
に
も
影
響
を

与
え
た
事
実
を
指
摘
し
た
。
三
章
で
は
、
県
庁
火
災
後
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
公
文
書
の
復
元

が
行
わ
れ
た
の
か
検
討
し
、
長
野
県
で
は
①
応
答
未
済
の
文
書
の
再
提
出
を
告
示
の
形
式
で
県

下
一
般
に
対
し
て
発
出
、
②
官
有
地
台
帳
な
ど
重
要
な
台
帳
類
の
復
元
を
訓
令
の
形
式
で
各
郡

役
所
・
町
村
役
場
に
発
出
、
③
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
課
ご
と
必
要
に
応
じ
て
外
部
機
関
に
対

し
て
照
会
を
か
け
て
文
書
の
復
元
・
再
調
製
を
行
う
、
と
い
う
対
応
を
採
っ
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
た
。
ま
た
、
明
治
四
〇
年
代
の
簿
冊
に
は
火
災
後
に
再
調
製
し
た
も
が
少
な
か
ら
ず
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
四
章
で
は
、
焼
失
し
た
公
文
書
の
簿
冊
を
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て

体
系
的
に
復
元
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、

文
書
量
の
増
大
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
た
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
現
存
す
る
史
料
群
と
し
て
の
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
あ
り
方
に
対
す

る
明
治
四
一
年
火
災
の
影
響
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、①
明
治
四
〇
年
の
残
存
簿
冊
の
乏
し
さ
、

②
同
一
種
類
の
簿
冊
の
年
代
的
偏
在
、
③
復
元
・
新
調
文
書
の
存
在
、
と
い
う
三
点
を
指
摘
で

き
る
。
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
史
料
群
と
し
て
の
「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
形
成
過

程
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
史
料
の
残
存
状
況
に
影
響
を
与
え
た
歴
史
的
な
事
象

を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
て
、
丹
念
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

最
後
に
今
後
の
具
体
的
な
検
討
課
題
を
挙
げ
た
い
。
一
つ
は
、
文
書
目
録
の
更
な
る
検
討
で

あ
る
。
本
稿
は
明
治
四
一
年
の
県
庁
火
災
に
よ
る
公
文
書
の
被
害
と
復
旧
、
現
存
公
文
書
群
へ

の
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
が
、
結
果
と
し
て
そ
の
全
体
像
を
素
描
す
る

こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
特
に
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
焼
失
文
書
目
録
の
分
析
が
不

十
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
、
焼
失
文
書
目
録
に
記
載
さ
れ
た
公
文
書
の
一
点
一
点
に
つ

い
て
、現
存
す
る
公
文
書
と
の
突
合
を
す
す
め
る
こ
と
で
さ
ら
な
る
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

関
連
す
る
課
題
と
し
て
次
に
挙
げ
て
お
き
た
い
の
が
、
火
災
後
に
復
元
・
新
調
し
た
文
書
、
焼

失
文
書
の
復
元
に
関
す
る
県
か
ら
の
照
会
文
書
や
通
知
等
の
さ
ら
な
る
収
集
で
あ
る
。
膨
大
な

史
料
群
で
あ
る
「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
は
ま
だ
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
関
係
史
料
も
存
在
す

る
と
思
わ
れ
る
。
関
係
史
料
の
収
集
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
が

公
文
書
の
管
理
体
制
に
与
え
た
影
響
も
追
究
し
て
い
き
た
い（

（5
（

。

　

近
代
長
野
県
に
お
け
る
公
文
書
喪
失
の
契
機
と
そ
の
規
模
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
究
明
も
大

き
な
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
長
野
県

に
お
け
る
火
災
に
よ
る
公
文
書
焼
失
の
契
機
と
し
て
は
、
明
治
九
年
の
筑
摩
県
庁
舎
火
災
に
よ

る
筑
摩
県
文
書
の
焼
失
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
焼
失
規
模
の
実
態
に
つ
い
て
は
十
分

に
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
昭
和
二
三
年
一
月
に
も
県
庁
別
館
（
二
棟
）
が
火
災
に
遭
っ

て
い
る
が（

（5
（

、
こ
の
と
き
も
か
な
り
の
規
模
で
公
文
書
が
焼
失
し
た
こ
と
が
断
片
的
な
記
録
か
ら

明
ら
か
と
な
る（

（5
（

。
い
ず
れ
も
大
い
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
戦
前
の
県
庁
文
書
が

湮
滅
・
流
出
し
た
最
大
の
契
機
で
あ
る
、
戦
時
中
・
終
戦
時
に
お
け
る
公
文
書
廃
棄
の
実
態
究

明
も
大
き
な
課
題
で
あ
る（

（5
（

。
ま
た
、
町
村
合
併
に
際
し
て
公
文
書
の
廃
棄
が
な
さ
れ
た
こ
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る（

（5
（

。

　

災
害
な
ど
に
よ
る
公
文
書
の
消
失
は
現
代
に
お
い
て
も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る（

（5
（

。
公
文

書
が
喪
失
さ
れ
る
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
に
注
目
し
、
そ
の
要
因
や
実
態
・
規
模
を
究
明

し
て
い
く
こ
と
は
、
現
代
に
お
け
る
公
文
書
管
理
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
に
も
な
る
だ
ろ
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う
。
史
料
が
喪
失
し
た
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
が
つ
き
ま
と
う
が
、
近
年
で
は
史

料
が
現
存
し
て
い
な
い
こ
と
の
意
味
を
問
う
議
論
（「
不
在
史
料
論
（
（5
（

」）
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

引
き
続
き
、
方
法
論
も
含
め
て
研
究
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
約
し
て
閣
筆
す
る
。

〔
付
記
〕�

本
研
究
に
お
け
る
史
料
の
収
集
・
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ

ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://dl.ndl.go.jp/

）
よ
り
多
大
な
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
を
付

言
し
て
お
く
。

注１　

「
長
野
県
行
政
文
書
」
の
概
要
と
県
宝
指
定
の
理
由
等
に
つ
い
て
は
、
児
玉
卓
文
「
長
野
県
行

政
文
書
の
県
宝
指
定
」（『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
三
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

２　
「
長
野
県
行
政
文
書
」の
管
理
体
制
に
つ
い
て
個
別
実
証
的
に
検
討
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
、

児
玉
卓
文
「
明
治
前
期
の
長
野
県
行
政
文
書
の
管
理
と
保
存
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

一
三
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
拙
稿
「
明
治
後
半
・
大
正
期
長
野
県
庁
に
お
け
る
公
文
書
管
理
体
制

復
元
の
試
み
―
完
結
処
理
か
ら
廃
棄
ま
で
の
過
程
を
中
心
に
―
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

三
〇
号
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
福
島
正
樹
「
長
野
県
に
お
け
る
公
文
書
・
地
域

資
料
の
保
存
と
現
代
史
の
編
纂
」（『
信
濃
』
七
三
巻
四
号
、
二
〇
二
一
年
）
が
「
長
野
県
行
政
文

書
」
の
伝
来
に
つ
い
て
素
描
す
る
。

３　

（
研
究
代
表
）
福
島
正
樹
「『
長
野
県
行
政
文
書
（
公
文
編
冊
）』
の
形
成
過
程
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
」（
科
学
研
究
費
用
助
成
金
令
和
五
（
二
〇
二
三
）
年
度
基
盤
研
究
（
Ｃ
））。

４　

拙
稿
「
長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
近
代
郡
役
所
文
書
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
―
伝
来
経
緯
の
検

討
を
中
心
に
―
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
三
一
号
、
二
〇
二
五
年
）。

５　

橋
詰
文
彦
・
梅
原
康
嗣
「
長
野
県
立
歴
史
館
に
お
け
る
行
政
文
書
の
収
集
、
整
理
・
保
存
―
そ

の
現
状
と
課
題
―
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
五
号
、
一
九
九
九
年
）。

6　

例
え
ば
、
長
崎
県
行
政
文
書
は
昭
和
二
〇
年
の
原
子
爆
弾
投
下
と
昭
和
二
五
年
に
お
け
る
県
庁

舎
（
仮
庁
舎
）
火
災
に
よ
っ
て
大
正
期
以
降
の
文
書
が
焼
失
し
て
い
る
（
石
尾
和
貴
「
近
代
の
「
長

崎
県
行
政
文
書
」に
つ
い
て（
そ
の
４
）」長
崎
学W

EB

学
会（T

A
BIN
A
GA

旅
す
る
長
崎
学
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、https://tabinaga.jp/tanken/

）、
二
〇
二
四
年
二
月
二
八
日
掲
載
）
最
終
閲
覧
日

二
〇
二
五
年
一
一
月
二
五
日
）。

７　

明
治
七
年
の
県
庁
舎
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
伊
藤
友
久
「
長
野
県
行
政
文
書 

県

庁
舎
建
築
関
係
」（『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
28 

学
芸
員
が
語
る
長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
品
選 

第
四

巻 

近
現
代
歴
史
資
料
』
長
野
県
立
歴
史
館
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。

８　

焼
け
残
っ
た
文
書
庫
は
庁
舎
移
転
後
に
長
野
師
範
学
校
が
譲
り
受
け
、
現
在
は
「
旧
長
野
県
庁 

書
籍
庫
」
と
し
て
信
州
大
学
教
育
学
部
の
地
に
残
って
い
る
。
平
成
二
〇
年
に
国
登
録
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
平
成
二
九
年
に
内
部
を
改
修
し
て
信
州
大
学
同
窓
会
赤
煉
瓦
館
と
な
る
（
信
州
大
学

大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ムペ
ー
ジ
「
信
州
大
学
の
歴
史
遺
産
探
訪
―
３　

旧
長
野
県
庁 

書
籍
庫
」

（https://w
w
w
.shinshu

－u.ac.jp/institution/library/archives/new
s/introduction/

post

－24.htm
l

）〔
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
二
五
年
八
月
二
九
日
〕）。
な
お
、
焼
け
残
っ
た
庁
舎
表
門

に
つい
て
は
福
島
正
樹
「
大
学
史
と
し
て
の
キ
ャ
ン
パス
前
史
（
１
）
―
旧
長
野
県
庁
と
そ
の
表
門
―
」

（『
信
州
大
学
附
属
図
書
館
研
究
』
一〇
号
、
二
〇
二一年
）
を
参
照
。

９　

長
野
県
編
『
長
野
県
史 

通
史
編
第
八
巻
近
代
二
』（
長
野
県
史
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）、
長

野
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
長
野
市
誌 

第
六
巻 

歴
史
編 

近
代
二
』（
長
野
市
、
二
〇
〇
〇
年
）。

10　

竹
末
広
美
「
記
録
史
料
の
保
存
を
考
え
る
―
失
わ
れ
た
栃
木
県
公
文
書
―
」（
栃
木
県
高
等
学

校
教
育
研
究
会
社
会
部
会
編
『
平
成
四
年
度
高
校
社
会
科
紀
要
』
一
九
九
三
年
）、
川
田
純
之
「
明

治
前
期
の
栃
木
県
庁
文
書
と
そ
の
保
存
」（『
栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』二
号
、
一
九
九
八
年
）、

丸
茂
博
「
明
治
二
一
年
焼
失
県
公
文
書
の
復
元
に
つ
い
て
」（『
栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
一

六
号
、
二
〇
一
二
年
）。

11　

筑
摩
県
庁
火
災
に
お
け
る
公
文
書
の
焼
失
に
関
す
る
記
録
の
例
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
挙
げ

ら
れ
る
。「
書
物
は
七
、
八
分
出
ま
し
た
な
れ
ど
濠
の
水
に
浸
し
過
半
損
失
に
な
り
、
庁
訴
裁
判

の
書
類
は
大
概
焼
失
に
成
た
と
か
申
升
」（
筑
摩
県
庁
火
災
報
道
記
事
『
信
飛
新
聞
』
明
治
九
年

六
月
二
〇
日
、『
長
野
県
史
近
代
史
料
編 

第
八
巻
二
（
社
会 

衛
生
・
防
災
』
六
一
七
頁
）、「
証

書
モ
旧
筑
摩
県
庁
火
災
ノ
節
焼
失
」（『
大
審
院
民
事
判
決
録 

明
治
一
一
年
五
月
』三
八
四
一
頁
）、

「
惜
む
ら
く
は
当
時
の
書
類
、
両
県
の
合
併
筑
摩
縣
廳
の
火
災
等
に
よ
り
て
散
佚
し
て
傳
は
ら
ざ

る
も
の
あ
る
の
み
」（『
信
濃
蚕
糸
業
史 

下
卷
』
大
日
本
蚕
糸
会
信
濃
支
会
、
一
九
三
七
年
、
一

三
四
頁
）、「（
新
徳
館
文
庫
の
書
籍
を
）
筑
摩
県
へ
差
出
し
た
。
県
庁
の
火
災
で
書
籍
の
大
半
は

焼
失
し
た
が
、
残
っ
た
も
の
は
長
野
師
範
学
校
と
松
本
開
智
学
校
に
移
さ
れ
」（『
上
伊
那
誌
第
二

巻 （
歴
史
篇
）』
上
伊
那
誌
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
、
一
二
七
五
頁
、
括
弧
内
筆
者
）
な
ど
。
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12　

註
９
『
長
野
市
誌 

第
六
巻 

歴
史
編 

近
代
二
』
な
ど
。

13　

「
本
庁
舎
焼
失
ニ
付
事
務
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
」（「（
明
治
四
一
～
四
四
年
）
知
事
官
房 

例
規
」

【
明
44
－
１
－
３
】）。

14　

「
本
県
警
察
部
ハ
長
野
連
隊
区
司
令
部
庁
舎
ニ
テ
事
務
ヲ
取
扱
フ
」（「（
明
治
四
一
～
四
四
年
）

知
事
官
房 
例
規
」【
明
44
－
１
－
３
】）。
な
お
、
五
月
一
〇
日
段
階
で
陸
軍
局
宛
て
に
連
隊
区
司

令
部
跡
の
使
用
許
可
を
打
診
し
、
同
日
中
に
陸
軍
局
よ
り
「
差
支
ヘ
ナ
シ
」
と
す
る
返
報
を
受
け

て
い
る
（
同
前
）。

15　

記
事
全
体
に
つ
い
て
は
『
信
濃
毎
日
新
聞
に
見
る
一
一
〇
年 

明
治
・
大
正
編
』（
信
濃
毎
日
新

聞
社
、
一
九
八
三
年
）
六
六
三
頁
に
掲
載
さ
れ
る
。
記
事
に
は
挿
絵
と
し
て
火
災
時
の
よ
う
す
を

描
い
た
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

16　

正
確
に
は
文
書
係
（
知
事
官
房
管
下
）
で
あ
る
。
戦
前
に
お
け
る
県
庁
組
織
の
変
遷
に
つ
い
て

は
、長
野
県
総
務
部
文
書
学
事
課『
長
野
県
の
行
政
組
織 

明
治
・
大
正
時
代
お
よ
び
昭
和
前
期（
昭

和
二
十
二
年
五
月
ま
で
）』（
一
九
六
五
年
）
を
参
照
。

17　

本
史
料
は
当
時
の
県
庁
舎
の
構
造
な
ど
を
示
す
も
の
と
し
て
も
非
常
に
貴
重
な
史
料
で
あ
り
、

全
文
の
翻
刻
・
紹
介
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

18　

な
お
、
明
治
四
二
年
二
月
に
は
本
庁
宿
直
規
定
の
改
正
を
行
い
、
守
衛
に
よ
る
夜
勤
監
視
の
方

法
の
補
足
が
な
さ
れ
て
い
る
（「
庁
達
第
二
号 

宿
直
規
定
中
改
正
案
」〔「（
知
事
官
房
）
例
規
」【
明

44
－
１
－
３
】〕）。
火
災
の
影
響
に
よ
る
改
正
で
あ
ろ
う
か
。

19　

『
長
野
県
史 

通
史
編
第
八
巻
近
代
二
』、『
長
野
市
誌 

第
六
巻 

歴
史
編 

近
代
二
』
な
ど
。

20　

五
月
二
六
日
に
は
各
郡
役
所
か
ら
郡
立
農
学
校
・
町
村
役
場
・
小
学
校
宛
て
に
職
員
に
よ
る
宿

直
の
規
律
遵
守
を
指
示
す
る
訓
令
が
出
さ
れ
て
い
る
（「
例
規
書
類 

庶
務
ノ
部 

更
級
郡
役
所
（
地

方
課
）」【
明
42
－
２
Ａ
－
10
】）。

21　
「
長
野
県
庁
焼
失
品
調
弁
費
ヲ
第
二
予
備
金
ヨ
リ
支
出
ス
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
類
聚
・

第
三
十
二
編
・
明
治
四
十
一
年
・
第
九
巻
・
財
政
二
・
会
計
二
』〔
類01059100

〕）。

22　

「
長
野
県
知
事
大
山
綱
昌
譴
責
ノ
件
」（
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
雑
纂
・
明
治
四
十
一
年
・

第
十
七
巻
・
内
務
省
・
内
務
省
（
災
害
報
告
）』【
纂01082100

】）。

23　

明
治
一
〇
年
代
よ
り
殖
産
興
業
政
策
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
、
各
地
域
の
産
物
や
製
品
の

展
覧
・
品
評
会
。
長
野
県
は
関
東
区
府
県
連
合
共
進
会
に
含
ま
れ
、
明
治
一
四
年
よ
り
一
府
十
県

（
東
京
府
・
神
奈
川
県
・
新
潟
県
・
埼
玉
県
・
群
馬
県
・
千
葉
県
・
茨
城
県
・
栃
木
県
・
山
梨

県
・
愛
知
県
・
長
野
県
）
が
順
番
で
開
催
し
た
。
明
治
四
一
年
九
月
二
〇
日
か
ら
一
一
月
一
〇
日

ま
で
の
五
〇
日
間
、
第
一
二
回
関
東
区
府
県
連
合
共
進
会
と
し
て
長
野
県
で
開
催
さ
れ
て
い
た
。

24　

「
告
示
第
三
九
六
号
」（「（
明
治
四
一
～
四
四
年
）
知
事
官
房 

例
規
」【
明
44
－
１
－
３
】）。

な
お
、本
庁
と
別
の
建
物
と
な
っ
た
警
察
部
は
事
務
処
理
上
の
支
障
を
き
た
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、

明
治
四
一
年
一
一
月
二
一
日
に
は
当
分
の
間
、
県
印
及
び
知
事
印
を
警
察
部
に
置
く
こ
と
が
起
案

さ
れ
、
県
達
一
七
五
号
と
し
て
発
出
さ
れ
て
い
る
（
同
前
）。

25　
「
開
庁
式
儀
式
一
件
」【
大
２
－
１
－
５
】、「
県
庁
舎
建
築
工
事
書
類
綴
」【
大
２
－
２
Ｂ
－
４
】。

26　

現
在
、
明
治
四
〇
年
の
簿
冊
と
し
て
四
〇
冊
が
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
一
五
年
も
し
く
は

戦
後
の
段
階
で
県
庁
に
入
っ
た
郡
役
所
文
書
一
四
点
（【
明
40
－
２
Ａ
－
２
】
～
【
明
40
－
２
Ａ

－
８
】、【
明
40
－
２
Ａ
－
12
】【
明
40
－
２
Ａ
－
13
】【
明
40
－
２
Ｃ
－
４
】【
明
40
－
２
Ｃ
－
７
】

【
明
40
－
２
Ａ
－
９
】【
明
40
－
２
Ａ
－
10
】【
明
40
－
２
Ｅ
－
１
】）、
実
際
の
作
成
年
度
は
四
一

年
と
考
え
ら
れ
る
簿
冊
四
点
（【
明
40
－
２
Ｂ
－
１
】〔
明
治
四
一
年
一
一
月
以
降
の
編
綴
〕、【
明

40
－
２
Ｃ
－
１
】【
明
40
－
２
Ｃ
－
２
－
１
】【
明
40
－
２
Ｃ
－
２
－
２
】〔
明
治
四
〇
年
度
の
学

事
関
係
の
年
報
で
あ
る
た
め
、
作
成
は
翌
年
度
と
な
る
〕）
を
含
む
た
め
、
実
質
的
に
は
そ
の
残

存
数
は
二
二
点
と
な
る
。

27　

註
５
橋
詰
・
梅
原
論
文
に
掲
載
さ
れ
る
、「
長
野
県
行
政
文
書
」
に
含
ま
れ
る
簿
冊
の
年
代
別

の
残
存
数
を
示
す
グ
ラ
フ
で
も
明
治
四
〇
年
が
著
し
く
乏
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

28　
「
長
野
県
行
政
文
書
」に
含
ま
れ
る
文
書
保
存
目
録
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
註
２
拙
稿
を
参
照
。

29　

明
治
後
半
に
お
け
る
長
野
県
庁
文
書
の
完
結
か
ら
編
綴
ま
で
の
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
註

２
拙
稿
を
参
照
。

30　

記
事
で
は
「
社
寺
兵
務
課
」
と
す
る
が
、
当
該
時
期
は
学
務
課
内
の
社
寺
兵
務
係
で
あ
る
。

31　

学
校
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
長
野
県
内
に
お
け
る
独
立
型
の
奉
安
殿
の
普
及
・
拡
大
に
つ
い
て

は
、
小
林
輝
行
「
長
野
県
に
お
け
る
「
奉
安
殿
」
の
設
立
と
そ
の
普
及
（
Ⅰ
）
―
明
治
期
の
そ
の

設
置
状
況
と
設
置
手
続
き
―
」（『
信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
六
九
号
、
一
九
九
〇
年
）、
同
「
長

野
県
に
お
け
る
「
奉
安
殿
」
の
設
立
と
そ
の
普
及
（
Ⅱ
）
―
大
正
・
昭
和
期
の
そ
の
設
置
状
況
と

設
置
手
続
き
―
」（『
同
前
』
七
〇
号
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

32　

な
お
、
現
存
す
る
恩
給
及
び
勲
章
年
金
台
帳
に
つ
い
て
は
、
火
災
以
前
の
年
度
と
し
て
は
、
明

治
三
九
年
の「
兵
務
恩
給
勲
章
」【
明
39
－
３
－
26
－
１
】～【
明
39
－
３
－
26
－
11
】の
一
一
冊
、

「
勲
章
年
金
台
帳
（
甲
）
～
（
丙
）」【
明
39
－
３
－
28
－
１
】
～
【
明
39
－
３
－
28
－
３
】
の
三
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冊
の
み
が
現
存
し
、
い
ず
れ
も
会
計
課
で
は
な
く
、
学
務
課
社
寺
兵
務
係
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
火
災
後
に
復
元
し
た
形
跡
は
な
く
、
火
災
時
に
搬
出
さ
れ
た
簿
冊
と
判
断
さ
れ
る
。「
兵
務

恩
給
勲
章
」
の
簿
冊
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
一
、
四
二
、
四
三
、
四
四
、
大
正
三
、
五
、
一
三
、

昭
和
二
年
、
と
継
続
し
て
残
存
し
て
い
る
が
、
明
治
四
〇
年
の
も
の
は
残
存
し
て
お
ら
ず
、
や
は

り
す
べ
て
学
務
課
社
寺
兵
務
係
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
残
存
状
況
と
明
治
四
一
年
の
火
災

と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

33　

「
苗
木
下
付
ニ
関
ス
ル
調
査
書
類
一
冊
」
に
つ
い
て
も
、「
苗
圃
苗
木
春
ノ
分
（
三
冊
ノ
内
一

～
三
）」【
明
四
一
－
２
Ｆ
－
３
－
１
～
３
】
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

34　

「
乙
発
之
部　

発
議
件
名
簿
（
三
冊
ノ
内
三
）」【
明
25
－
１
－
７
－
３
】、「
下
高
井
郡
甲
乙
件

名
簿
（
全
）」【
明
25
－
１
－
８
】。

35　

「
土
甲
乙
発
件
名
簿
」【
明
43
－
１
－
２
】。

36　

『
明
治
四
十
一
年 

長
野
県
第
二
十
六
統
計
書
』（
長
野
県
、
一
九
〇
九
年
）
も
同
様
で
あ
る
。

37　

『
上
田
小
県
誌 

第
六
巻 

歴
史
編
上
１ 

考
古
』（
小
県
上
田
教
育
会
、
一
九
九
五
年
）
一
四
頁

に
よ
れ
ば
、『
長
野
県
町
村
誌
』
編
さ
ん
の
た
め
に
明
治
初
年
に
各
町
村
か
ら
集
め
ら
れ
た
町
村

誌
の
原
稿
に
つ
い
て
も
明
治
四
一
年
の
県
庁
舎
火
災
で
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和

五
年
に
栗
岩
英
治
が
遺
跡
調
査
で
小
県
郡
滋
野
村
に
来
訪
し
た
際
、
丸
山
清
俊
の
も
と
に
原
稿
の

複
製
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
を
も
と
に
昭
和
一
一
年
、『
長
野
県
町
村
誌
』

全
三
巻
を
刊
行
し
た
と
い
う
（「
集
め
ら
れ
た
町
村
誌
の
原
稿
が
印
刷
さ
れ
な
い
ま
ま
保
管
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
が
明
治
末
年
に
長
野
県
庁
舎
が
大
火
に
あ
い
、
集
め
ら
れ
た
町
村
誌
の
原
稿
は
灰

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。」）。
た
だ
し
、
こ
れ
は
『
上
田
小
県
誌 

第
六

巻 

歴
史
編
上
１ 

考
古
』
の
み
に
み
ら
れ
る
記
述
で
、『
長
野
県
町
村
誌
』
に
は
こ
の
よ
う
な
編

纂
の
経
緯
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
参
考
と
し
て
記
し
た
。

38　

国
立
公
文
書
館
蔵
「
皇
城
炎
上
記
録
焼
失
ニ
付
御
達
願
伺
書
謄
写
可
差
出
旨
省
府
県
ヘ
ノ
達
」

【
請
求
番
号　

公00733100

】。
な
お
、「
令
和
三
年
度
第
三
回
企
画
展
「
近
現
代
の
文
書
管
理
の

歴
史
」
特
集 

災
害
と
公
文
書 

記
録
を
守
る
、
未
来
に
活
か
す
。」（
国
立
公
文
書
館
編
『
国
立
公

文
書
館
ニ
ュ
ー
ス
』
二
九
号
、
二
〇
二
一
年
）
参
照
。

39　

註
10
丸
茂
論
文
。

40　

『
長
野
県
史 

近
代
史
料
編 

第
八
巻
一
戸
口
・
社
会
集
団
』
五
六
頁
。

41　

明
治
三
二
年
制
定
の
耕
地
整
理
法
に
よ
り
、
耕
地
の
利
用
増
進
を
目
的
と
し
て
、
所
有
者
が
共

同
し
て
土
地
の
交
換
・
分
合
、
区
画
形
状
の
変
更
及
び
道
路
・
畦
畔
・
溝
渠
の
変
更
・
廃
置
な
ど

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
明
治
期
に
お
け
る
耕
地
整
理
法
に
つ
い
て
は
、
野
々
村
圭
造
・
大
江
靖

雄
「
明
治
期
に
お
け
る
耕
地
整
理
法
の
全
面
改
正
の
背
景
と
意
義
―
技
術
的
・
資
源
的
制
約
に
よ

る
区
画
整
理
事
業
か
ら
灌
漑
排
水
事
業
へ
の
全
面
転
換
―
」（『
農
業
農
村
工
学
会
論
文
集
』
三
一

九
号
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

42　

鳴
岩
川
の
水
利
権
を
め
ぐ
る
相
論
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
茅
野
市『
茅
野
市
史 

下
巻（
近
現
代
・

民
俗
）』（
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

43　

大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
設
置
さ
れ
て
い
た
行
政
訴
訟
を
担
う
特
別
裁
判
所
。
昭
和
二
二
年
（
一

九
四
七
年
）
に
日
本
国
憲
法
及
び
裁
判
所
法
施
行
に
伴
い
廃
止
。

44　

結
局
文
書
引
継
簿
の
性
格
に
つ
い
て
は
註
２
拙
稿
を
参
照
。
な
お
、
拙
稿
で
は
結
局
文
書
引
継

が
主
務
課
管
理
下
の
目
録
で
あ
る
こ
と
を
推
測
に
よ
っ
て
指
摘
し
た
が
、
こ
の
焼
失
目
録
に
よ
っ

て
そ
の
推
測
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

45　

林
野
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w
.rinya.m

aff.go.jp/j/tisan/tisan/con_2.htm
l

、

最
終
閲
覧
日
二
〇
二
五
年
一
一
月
二
七
日
）
よ
り
。

46　

そ
の
他
、
以
下
の
簿
冊
に
つ
い
て
は
そ
の
作
成
の
起
点
と
な
る
年
月
か
ら
判
断
し
て
、
火
災
を

契
機
と
し
て
新
調
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
焼
失
文
書
目
録
に
は
挙
が
っ
て

い
な
い
た
め
、
参
考
と
し
て
挙
げ
て
お
き
後
考
を
期
し
た
い
。

　

・「（
自
明
治
四
十
一
年
十
月
）
会
計
検
査
院
審
理
書
関
係 

国
費
係
」【
明
41
－
２
Ｇ
－
１
】

　

・「（
明
治
四
十
一
年
十
二
月
）
報
徳
社 

台
帳 

内
務
部
地
方
課
」【
明
41
－
２
Ａ
－
10
】

47　

註
10
丸
茂
論
文
。

48　

文
書
管
理
制
度
研
究
に
お
け
る
知
事
事
務
引
継
書
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
福
島
正
樹「（
文

献
史
料
を
よ
む
）
明
治
・
大
正
期
の
知
事
引
継
書
を
読
む
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り
』
八
四

号
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

49　

註
２
拙
稿
。

50　

梅
原
康
嗣
「
長
野
県
に
お
け
る
史
料
保
存
活
用
の
現
状
と
課
題
」（『
信
濃
』
五
二
巻
七
号
、
二

〇
〇
〇
年
）。

51　

明
治
四
一
年
に
お
け
る
県
庁
火
災
と
そ
れ
に
よ
る
庁
舎
移
転
を
受
け
た
も
の
と
み
ら
れ
る
文
書

管
理
規
程
の
変
更
や
文
書
例
規
の
制
定
は
現
段
階
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
大
正
・

昭
和
初
期
の
台
帳
に
表
紙
に
赤
い
紙
で
「
非
常
持
出
」
と
い
う
貼
紙
が
貼
ら
れ
た
簿
冊
が
確
認
で
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き
る
（「（
大
正
二
年
）
不
動
産
原
簿　

土
地
之
部
」【
大
２
－
２
Ｂ
－
６
】、「
県
有
不
動
産
原
簿 

土
地
ノ
部
」【
大
～
昭
－
年
不
詳
－
１
】、「
県
有
不
動
産
台
帳（
建
物
）」【
大
～
昭
－
年
不
詳
－
２
】）。

運
用
の
実
態
は
不
明
確
だ
が
、
火
災
を
受
け
て
の
措
置
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
大
正
八

年
二
月
に
出
さ
れ
た
庁
達
第
三
号
「
庁
員
非
常
心
得
」
で
は
、
非
常
時
に
お
け
る
「
簿
書
」
の
搬

出
順
序
を
あ
ら
か
じ
め
計
画
し
て
お
く
こ
と
、「
簿
書
」
お
よ
び
「
器
具
」
は
重
要
な
も
の
か
ら

順
次
搬
出
す
る
こ
と
、「
書
類
」
は
散
逸
し
な
に
よ
う
に
搬
出
し
無
暗
に
階
上
か
ら
外
に
投
げ
る

よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（「（
自
明
治
十
二
年 

至

大
正
九
年
）
文
書
例
規
（
文
書
係
）」【
大
９
－
１
－
８
】）。

52　

こ
の
時
の
火
災
の
詳
細
を
報
じ
る
新
聞
記
事
に
つ
い
て
は
、『
夕
刊
信
州
』
昭
和
二
三
年
一
月

一
六
日
（
信
濃
毎
日
新
聞
社
「
信
濃
毎
日
新
聞
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
て
閲
覧
）、『
信
濃
毎
日
新
聞
』

昭
和
二
三
年
一
月
一
六
日
（『
信
濃
毎
日
新
聞
に
見
る
一
一
〇
年 

昭
和
編
』
信
濃
毎
日
新
聞
社
、

一
九
八
三
年
）
四
八
九
頁
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
。

53　

昭
和
二
三
年
一
月
の
県
庁
舎
火
災
に
よ
る
公
文
書
の
焼
失
に
つ
い
て
は
、
註
52
『
夕
刊
信
州
』

の
記
事
に
「【
農
地
買
収
令
書
全
部
焼
く 

配
給
台
帳
も
焼
失
す
】
重
要
書
類
の
焼
失
で
今
後
の
事

務
に
支
障
を
来
す
の
は
農
地
部
農
地
課
と
経
済
部
商
工
課
で
、
農
地
課
は
農
地
買
収
令
書
や
、
売

渡
し
令
書
を
焼
失
し
て
い
る
の
で
、
農
地
改
革
事
務
が
相
当
の
遅
延
を
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
ま
た
、
商
工
課
は
賠
償
関
係
書
類
や
配
給
用
書
類
を
焼
い
て
い
る
が
同
課
で
は
工
場
や
各
地

方
事
務
所
に
副
本
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
事
務
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
い
っ
て
い
る
」（
農
地
部
長

の
談
話
で
は
、
買
収
令
書
や
売
り
渡
し
令
書
は
未
記
載
の
ス
ト
ッ
ク
も
入
れ
て
五
十
万
枚
が
焼
失

し
た
と
い
う
）
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
。
註
52
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
の
記
事
に
は
「
農
地
課
・

商
工
課
な
ど
を
始
め
と
し
て
書
類
の
焼
失
に
よ
る
事
務
の
難
渋
を
で
き
る
だ
け
防
ぎ
」
と
い
う
記

述
が
あ
る
。

　
　

ま
た
、
当
該
記
事
以
外
に
も
公
文
書
の
焼
失
を
物
語
る
叙
述
と
し
て
、
現
段
階
ま
で
に
管
見
に

入
っ
た
も
の
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

・
満
洲
開
拓
移
民
送
出
時
資
料
…�

「
送
出
時
に
お
け
る
開
拓
団
資
料
は
二
十
三
年
一
月
の
県
庁
舎

火
災
で
焼
失
し
た
の
で
」（
長
野
県
編
『
県
政
十
年
の
あ
ゆ
み
』

〔
一
九
五
七
年
〕
一
九
六
頁
）、「
昭
和
二
十
三
年
の
長
野
県
庁

の
火
災
…
（
中
略
）
…
な
ど
か
ら
、
散
逸
を
ま
ぬ
か
れ
た
資
料

を
収
集
す
る
こ
と
に
歳
月
の
大
半
が
費
や
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
」（
長
野
県
開
拓
自
興
会
満
州
開
拓
史
刊
行
会
『
長
野
県
満

州
開
拓
史 

総
編
』〔
一
九
八
四
年
〕
編
集
後
記
）。

・
農
地
関
係
…�

「
時
た
ま
〳
〵
県
庁
火
災
で
農
地
部
関
係
の
資
料
を
焼
失
し
た
る
た
め
異
常
な
困

難
に
遭
遇
し
た
が
」（
信
濃
毎
日
新
聞
社
文
化
部
編『
長
野
県
に
於
け
る
農
地
改
革
』

〔
不
二
出
版
、
一
九
九
一
年
〕
三
頁
）、「
こ
の
問
題
は
県
庁
火
災
の
た
め
に
反
証

と
し
て
上
げ
る
べ
き
も
の
が
紛
失
し
」（『
下
伊
那
に
於
け
る
農
地
改
革
』〔
下
伊

那
農
地
改
革
協
議
会
、
一
九
五
〇
年
〕
一
六
七
頁
）、「
昭
和
二
三
年
一
月 

県
庁

一
部
焼
失
に
よ
り
開
拓
書
類
焼
失
」（『
上
伊
那
開
拓
十
年
史
』〔
上
伊
那
開
拓
十

周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、
一
九
五
七
年
〕
二
頁
）。

・
文
化
財
関
係
…�

市
村
咸
人
「
昭
和
二
三
年
二
月
二
日 

先
に
提
出
し
た
満
島
梁
ノ
木
島
番
所
報

告
書
焼
失
に
つ
き
再
稿
を
求
め
ら
る
。
困
却
。（
県
庁
火
災
）」（
市
村
咸
人
「
日

記
抄
」〔
市
村
咸
人
全
集
刊
行
会
編
『
市
村
咸
人
全
集 

第
一
二
巻
』
下
伊
那
教

育
会
、
一
九
八
一
年
〕
五
五
四
頁
）。

・
労
働
関
係
…�

「
殊
に
昭
和
二
十
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
の
資
料
は
ど
こ
に
も
な
い
、
…（
中
略
）

…
思
え
ば
昭
和
二
十
三
年
一
月
の
県
庁
の
火
災
で
（
当
時
私
は
労
政
課
長
で
あ
っ

た
が
）
肝
心
の
資
料
を
全
部
焼
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
今
に
な
っ
て
、
実
に
大

き
な
損
失
で
あ
っ
た
と
し
み
じ
み
思
う
。」（
鈴
木
鳴
海
『
信
州
労
働
運
動
史 

1945

－1954

』
長
野
県
労
働
組
合
評
議
会
、
一
九
五
六
年
）
一
九
頁
。

54　

長
野
県
に
お
け
る
終
戦
時
の
文
書
廃
棄
に
つ
い
て
は
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
編
集
局
編
『
信
州
昭

和
史
の
空
白
』（
信
濃
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）、
小
松
芳
郎
「
終
戦
時
の
文
書
廃
棄
」（『
信

濃
』五
五
八
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
梅
原
康
嗣「
長
野
県
に
お
け
る
終
戦
前
後
の
公
文
書
保
存
」（『
信

濃
』
五
九
巻
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
未
検
討
史
料
と
し
て
「（
昭
和
八
年
）

簿
冊
引
継
簿
（
庶
務
課
）」【
昭
８
－
Ｂ
－
16
】
が
あ
る
。
当
該
簿
冊
の
な
か
に
「
昭
和
二
十
年
八

月
二
十
日
焼
失
書
類
ト
シ
テ
文
書
係
ヘ
引
渡
ス
」
と
い
う
注
記
の
あ
る
文
書
目
録
が
含
ま
れ
て
い

る
。

55　

長
野
県
に
お
け
る
市
町
村
合
併
時
の
文
書
廃
棄
に
つ
い
て
は
田
玉
徳
明
「
市
町
村
合
併
と
史
料

保
存
―
平
一
四
年
度
市
町
村
に
お
け
る
歴
史
資
料
保
存
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
―
」（『
信
濃
』

五
五
巻
八
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
小
松
芳
郎
「
平
成
の
市
町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
―
国
へ
の
要

請
と
国
か
ら
の
要
請
を
う
け
て
―
」（
台
湾
史
研
究
部
会
編
『
現
代
の
公
文
書
史
料
学
へ
の
視
座
』
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中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

56　

近
年
に
発
生
し
た
庁
舎
火
災
に
お
け
る
公
文
書
焼
失
と
し
て
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
の
新
潟
県

上
越
市
役
所
第
二
庁
舎
火
災
に
よ
る
三
三
〇
〇
冊
以
上
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
焼
失
、
二
〇
二
五
年

一
月
の
大
阪
府
庁
本
館
地
下
倉
庫
の
火
災
に
よ
る
公
文
書
焼
失
、
二
〇
二
五
年
五
月
の
埼
玉
県
白

岡
市
庁
舎
火
災
に
よ
る
公
文
書
焼
失
、
と
い
っ
た
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

57　

小
島
道
裕
『「
史
料
学
」
講
義 

歴
史
は
何
か
ら
分
か
る
の
だ
ろ
う
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二

四
年
）。
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別表１「県有財産」編綴書類一覧
※■は判読不明の文字を示す。
№ 年 月 日 文書名 種類 備考 作成部署 起案者・作成者等 宛先

１ － 明治41年 ５ 28 火災予防ニ関スル件 起案書類 地方課 早川属 赤十字社長支部幹事・内務部長

２ － 明治41年 ５ 25 長野市内ノ警戒ニ関スル件 起案書類 地方課 地方課長 長野市長・内務部長・警察部長

３ － 明治41年 ５ 23 庁中之取締ニ関スル件 起案書類 地方課 早川属

知事官房・内務部・警察部・郡
市役所・警察署・県立学校・県
立病院・農業試験場・測候所・
蚕病予防事務所

４ － － － － 旧県庁舎建物価格見積、（明治14
～34年度建物建設費） 見積価格・建設費一覧

旧建物惣見積価格金
4,503円35銭／新築惣見積価
格金３万8,721円

地方課ヵ －

５ － 明治41年 ５ 17 五月九日県庁員在庁下調 起案書類

知事官房・地方課・土木
課・学務課・農商課・林務
課・会計課・警察部の調査
結果のとりまとめ

地方課 早川属

６ － 明治41年 ５ 15 庁員取調ノ件 起案書類
５月９日現在の庁員氏名及
び当日の在庁状況について
調査依頼。

地方課 早川属 警察部長・内務部長・地方課長

７

① 明治41年 ５ 16 （五月九日現在知事官房職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 知事官房 首席属・佐藤知敬 地方課長

② 明治41年 － － （五月九日現在地方課職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 地方課 －

③ 明治41年 ５ 16 （五月九日現在土木課職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 土木課 技師・野田六次 地方課長

④ 明治41年 ５ 16 （五月九日現在学務課職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 学務課 事務官・立花俊吉 地方課長

⑤ 明治41年 ５ 16 （五月九日現在農商課職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 農商課 技師・菅正懿 地方課長

⑥ 明治41年 ５ 16 （五月九日現在林務課職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 林務課 技師・丹上章慶 地方課長

⑦ 明治41年 － － （五月九日現在会計課職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 会計課 －

⑧ 明治41年 ５ 16 （五月九日現在警察部職員氏名） 職員氏名及び火災当日の在庁状況 警察部 事務官・堀田義次郎 地方課長

８
①

明治41年
５ 21 県庁舎焼失ニ関スル件（県庁舎焼

失ニ付報告） 起案書類 内務省宛て報告書案
地方課 早川属 内務大臣

② － － （県庁舎の焼失状況を示す図面） 図面

９ － 明治41年 ５ 15 （５月９・10日夜間における風向
及び風力につき報告） 報告書

９日午前６時・午後10時、
10日午前２時・午前６時の
情報

長野測候所 長野測候所 地方課

10 － 明治41年 － － 現在帳簿目録（金庫ニ収蔵シタル
モノ） 目録 会計課 －

11

① 明治41年 ５ － 調書 調書

地方課岩下属・早川属によ
る５月14・15日に実施した
使丁への聞き取り調査の結
果

地方課 属岩下神太郎・属早川敏夫

② 明治41年 ５ － 質問事項

①火鉢ハ何月何日ヲ以テ取片付ヲ為シ
タルカ歟、②五月九日火鉢ノ要求アリ
テ之ヲ出シタルヤ否ヤ、出シタリトセ
ハ其ノ始末如何、③煙草盆之火ノ始末
如何、④南条村ノ民ノ参庁セル際火鉢
ノ■出セサリシヤ否ヤ■出シタリトセ
ハ其ノ火ノ始末如何、又煙草盆移管、
⑤南条村民カ檀ノ火鉢ノ取リ出シタル
コトナキヤ、⑥夜業アリシノランプヲ
使用セシコトイキ■■ノ顛末、⑦■■
ノ置場所如何、石油ハ如何

地方課 －

③ 明治41年 ５ － 調査対象者一覧 名簿 地方課 －

④ 明治41年 ５ － 回答書（山崎茂助） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 山崎茂助

⑤ 明治41年 ５ － 回答書（大内是太郎） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 大内是太郎

⑥ 明治41年 ５ － 回答書（深沢熊吉） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 深沢熊吉

⑦ 明治41年 ５ － 回答書（栗田政弥） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 栗田政弥

⑧ 明治41年 ５ － 回答書（近藤善助） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 近藤善助

⑨ 明治41年 ５ － 回答書（立岩直之助） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 立岩直之助

⑩ 明治41年 ５ － 回答書（和田慶作） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 和田慶作

⑪ 明治41年 ５ － 回答書（馬場住五郎） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 馬場住五郎

⑫ 明治41年 ５ － 回答書（徳永貞順） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 徳永貞順

⑬ 明治41年 ５ － 回答書（芦沢吉造） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 不寝番 芦沢吉造

⑭ 明治41年 ５ － 回答書（藤田幸次郎） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 藤田幸次郎

⑮ 明治41年 ５ － 回答書（松井已之助） 回答書 ５月９日の状況について質
問事項への回答 使丁 松井已之助

12 － 報告書 報告書
明治41年５月９日における
使丁の宿直および不寝番の
状況

地方課・使丁

岩下属・早川属・宮沢雇、
使丁立岩直之助・山崎茂
助・和田慶作・馬場徳五
郎・徳永貞順・芹沢吉造
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13 － 明治41年 ５ 14 始末書 始末書 ５月９日の状況について 地方課・使丁 早川繁夫・岩下神太郎・立
岩直之助

14 － 明治41年 ５ 14 報告書 報告書 ５月９日の状況について 雇 雇長崎治郎

15 － 明治41年 ５ 14 上申書 上申書 ５月９日金庫詰所退出後火
の始末をなしたる者なし 使丁 山崎茂助以下11名

16

① 明治41年 ５ － 焼失書類概目（内務部土木課） 表紙

土木課

土木課

② 明治41年 ５ － 備品焼失概数調（土木課） 目録 土木課

③ 明治41年 ５ － 消耗品焼失概数調（土木課） 目録 土木課

17

① 明治41年 ５ － 焼失文書類目録（農商課） 表紙

農商課

農商課

② 明治41年 ５ － 焼失文書目録（農商課） 目録 竹下属

③ 明治41年 ５ － 焼失書類（農商課） 目録 金子属

④ 明治41年 ５ 11 焼失セル台帳類（農商課） 目録 佐々木属

⑤ 明治41年 ５ － （焼失文書目録） 目録 三浦属

⑥ 明治41年 ５ － （焼失文書目録） 目録 有賀属

⑦ 明治41年 ５ － 蚕病予防火災焼失書類及物品目録 目録

⑧ 明治41年 ５ － 焼失之為メ指閊書類 目録 佐々木属

⑨ 明治41年 ５ － 耕地整理書類焼失調 目録 佐野技師

⑩ 明治41年 ５ － 備品焼失調 目録 佐野技師

18

① 明治41年 ５ － 重要焼失書帳簿（会計課） 表紙

会計課
② 明治41年 ５ － 焼失帳簿書類調 目録 県費係

③ 明治41年 ５ － 焼失帳簿書類調 目録 県費係

④ 明治41年 ５ － 焼失重要物品調 目録 学務係

19

① 明治41年 ５ － 焼失書類目録（地方課） 表紙

地方課

② 明治41年 ５ － 文書 目録 議事係 議事係

③ 明治41年 ５ － 文書 目録 庶務係 庶務係

④ 明治41年 ５ － 簿冊 目録 議事係 議事係

⑤ 明治41年 ５ － 簿冊 目録 庶務係 庶務係

⑥ 明治41年 ５ － 書籍 図書共 目録 議事係 議事係

⑦ 明治41年 ５ － 書籍 図書共 目録 県参事会 県参事会

⑧ 明治41年 ５ － 図書 目録 庶務係 庶務係

⑨ 明治41年 ５ － 書類 目録 県税検査吏員 県税検査吏員

20

① 明治41年 ５ 11 罹災取調書（林務課） 表紙

林務課

② 明治41年 ５ － 焼失当時ノ当課員（林務課） 名簿

③ 明治41年 ５ － 現在書類其他 目録

④ 明治41年 ５ － 公有林関係 目録

⑤ 明治41年 ５ － 県有林関係 目録

⑥ 明治41年 ５ － 雑件 目録

⑦ 明治41年 ５ － 保安林関係 目録

⑧ 明治41年 ５ － 養成苗木関係 目録

⑨ 明治41年 ５ － 森林開墾関係 目録

⑩ 明治41年 ５ － 図書 目録

⑪ 明治41年 ５ － 物品 器具機械 目録

⑫ 明治41年 ５ － 焼失書類其他（表紙） 目録

⑬ 明治41年 ５ － 公有林野関係 目録

⑭ 明治41年 ５ － 苗木養成関係 目録

⑮ 明治41年 ５ － 県有林関係 目録

⑯ 明治41年 ５ － 保安林関係 目録

⑰ 明治41年 ５ － 統計関係 目録

⑱ 明治41年 ５ － 雑部 目録

⑲ 明治41年 ５ － 物品 目録

⑳ 明治41年 ５ － 消耗品 目録

21

① 明治41年 ５ 19 庁舎火災ノ際焼失セシ文書（知事
官房） 起案書類

知事官房

② 明治41年 ５ － 焼失書類（編纂ノ部） 目録

③ 明治41年 ５ － （焼失完結文書目録）（知事官房
文書係） 目録

知事官房・地方課・土木
課・学務課・農商課・林務
課・会計課・

④ 明治41年 ５ － 焼失書類（往復之部） 目録

⑤ 明治41年 ５ － 焼失書類（褒賞之部） 目録

22
①

明治41年
５ 10 県庁舎焼失ニ関スル件 起案書類 内務省宛て報告書案

地方課 早川属 内務大臣
② － － 庁舎図面
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別表２ 知事官房（文書係）報告 明治40年・41年度 焼失文書

課名 文書類目
第一種冊数 第二種冊数 第三種冊数 第四種冊数

40年 41年 40年 41年 40年 41年 40年 41年

知事官房 例規 1 1 1 － － － － －

叙勲位 1 1 － － － － － －

高等官進退 1 1 － － － － － －

官房各部職員進退 1 1 － － － － － －

郡職員進退 1 1 － － － － － －

恩給扶助 1 1 － － － － － －

懲戒 1 － － － － － － －

篤行者褒賞 1 － 1 1 1 1 1 1

寄附者褒賞 1 － 1 1 1 1 1 1

指令 － － － － 1 1 1 1

秘書雑件 1 1 － － 1 1 1 1

文書雑件 1 1 1 1 1 1 － 1

親展閣省院訓令 1 1 － － － － － －

親展閣省院通牒 1 1 － － － － － －

閣省院訓令 1 1 － － － － － －

閣省院通牒 1 1 － － － － － －

謄本配付簿 － － － － － － 1 1

地方課 議事例規 － 1 － － － － － －

帝国議会 － － － － － － － 1

県会 1 － － － － 2 － 1

県参事会 － 1 － － － － － 1

予算決算 1 1 1 － － 1 － 1

県税 1 － 1 － － 1 － 1

県有財産 3 1 1 － 1 1 － 1

罹災救助 1 － － － － － － －

議事訴願訴訟 － － － － － 1 － 1

議事雑件 － － － － － － － 1

庶務例規 1 1 － 1 1 － － －

郡行政 1 － 1 － 1 1 － 1

市町村行政 1 1 1 1 － 1 － 1

市町村吏員 － － － － 4 1 － 1

廃兵遺族救助 － － 1 － 3 1 － 1

恤救 － － － 1 1 － － 1

行旅病人死亡人 － － － － 1 1 － 1

庶務内務報告 － － 1 1 － 1 － －

庶務大蔵報告 － － 1 1 － － － －

庶務雑件 1 － 1 1 4 1 － 1

市町村条例［二市十六郡各一冊 内四十一年ニ於テ南安曇郡現存］ 18 17 － － － － － －

地租制限外課税[ニ市十六郡各一冊] － － － － 18 18 － －

県税戸数割等級調 － － － － 1 － － －

土木課 土木例規 1 1 － － － － － －

道路橋梁用悪水路溜池新設変更廃止 2 2 － － － － － －

木材川下河川取締 － － 1 1 － － － －

砂防指定地木曽川流域 － － － － 1 － － －

渡船桟橋水車 2 1 － － － － － －

道路堤塘並木敷使用 2 1 － － － － － －

軌道 1 － － － － － － －

潰地 － － 2 1 － － － －

不用道路敷処分 － － 8 1 － － － －

不用材処分 － － － － 1 1 － －

捕魚用工作物 － － － － 2 1 － －

県費負担編入 － － － － 1 － － －

土木県会議案 1 － － － － － － －

土木訴願訴訟 1 － － － － － － －

土木報告 － － 1 1 1 1 － 1

土木会計雑件 － － － － － － － 1

土木雑件 1 － 1 － 1 1 － 1

地理例規 1 － － － － － － －

土地官民有区別 1 － － － － － － －

地種目変換 5 2 － － － － － －
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官地貸渡 5 1 － － － － － －

官地払下 4 2 － － － － － －

土地収用 1 － － － － － － －

土石其他産物払下 － － － － 2 1 － －

地理報告 － － － － 1 － － －

地理雑件 2 1 － － 1 1 － 1

私費工事 － － － － 4 1 － －

学務課 学務例規 1 1 － － 1 1 － 1

小学校 － 4 1 1 1 1 － 1

小学校学級編制 1 1 － － 1 2 － －

小学校教員進退 7 1 － － 1 1 － 1

小学校代用教員進退 － － － － 2 1 － －

小学校医進退 － － 1 － － － － －

小学校教育検定 4 5 2 3 2 － － －

師範学校 1 1 1 1 1 1 － 1

中学校 1 － 1 － 1 1 － 1

県立学校 1 1 1 － 1 1 － 1

県立学校職員進退 － 1 1 － 1 1 － 1

実業補習学校 2 1 1 － 1 2 － －

実業補習学校職員進退 1 1 － － 1 1 － －

諸学校 2 1 1 － 1 1 － 1

諸学校職員進退 2 － － － 1 － － －

私立学校 1 1 1 1 1 1 － 1

教員年功加俸 1 － － － － － － －

生徒身体検査 － － － － 1 － － －

郡視学学務委員 1 － 1 1 1 － － －

文部省教員検定 － － 1 － 1 － － －

医術薬剤師試験 － － 2 － 2 － － －

東亜同文会 1 － 1 － 1 1 － 1

学務諸会 1 － 1 － 1 － － －

学務統計 － － － － 2 － － 1

学務雑件 1 1 1 － 1 1 － 1

社寺例規 1 1 － － － － － －

御陵墓 1 1 1 － 1 1 － －

官国幣社 1 1 1 － 1 1 － 1

神社仏寺宗教 8 4 5 － 2 2 － 1

神職僧侶 2 1 － － 1 1 － 1

上地林境内編入 1 1 － － － － － －

社寺内務報告 1 1 － － － － － －

社寺雑件 2 1 1 － 1 1 － 1

兵務例規 1 1 － － － － － －

徴兵志願兵 1 1 － － 1 1 － 1

召集 1 － － － 1 1 － 1

陸海軍生徒 1 － － － 1 1 － 1

兵務恩給勲章 2 1 2 － 5 1 － 1

兵務雑件 1 1 － － 1 1 － 1

民籍 3 1 － － － － － －

海軍志願兵願書 － － － － 4 3 － －

農商課 農商例規 1 1 － － － － － －

農会 1 1 1 － 1 － － －

博覧会 － － 1 － 1 － － －

連合共進会 － － 1 － 1 － － －

農商諸会 － － － － 1 － － －

農業 1 1 1 － 1 － － －

蚕糸業 1 － 1 － 1 － － －

鉱業 － － － － 2 － － －

漁業 1 1 1 － 1 － － －

耕地整理 5 － 1 － 1 － － －

苗代 1 － 1 － 1 － － －

測候所 1 － 1 － 1 － － －

農事試験場 1 － 1 － 1 － － －

銀行 1 1 1 － 1 － － －

農工銀行 1 1 1 － 1 － － －
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商業会議所 1 － 1 － 1 － － －

産業組合 2 1 － － 1 － － －

蚕種同業組合 1 － － － 1 － － －

生糸同業組合 1 － － － 1 － － －

絹織物同業組合 1 － － － 1 － － －

寒心太同業組合 － － － － 1 － － －

酒造組合 1 － － － 1 － － －

農商諸団体 1 1 － － 1 － － －

移住民 1 1 1 － 1 － － －

牧畜 1 1 1 － 2 － － －

獣医蹄鉄工 － － － － 1 － － －

蚕病予防 1 1 1 － 2 － － －

度量衡 － 1 － － － － － －

肥料検査 2 1 4 － － － － －

害虫駆除 － － － － 1 － － －

特許 － － 1 － － － － －

通信運輸 － － － － 1 － － －

勧業費 － － 1 － 1 － － －

農商統計 － － － － 1 1 － －

農商報告 － － － － 1 － － －

農商雑件 2 1 1 － 2 1 － －

蚕病予防職員復命書 － － － － 1 － － －

林務課 林務例規 1 － － － － － － －

苗圃苗木 － － － － 1 1 － 1

保安林 1 － 1 － 1 1 － 1

公有林野整理 1 － － － 1 － － －

林務雑件 1 1 1 1 2 1 － 1

森林開墾 南佐久 3 － － － － － － －

同上 北佐久 3 － － － － － － －

同上 小県 4 － － － － － － －

同上 諏訪 5 － － － － － － －

同上 上伊那 － － － － － － － －

同上 下伊那 － － － － － － － －

森林開墾 西筑摩 － － － － － － － －

同上 東筑摩 － － － － － － － －

同上 南安曇 － － － － － － － －

同上 北安曇 － － － － － － － －

同上 更級 － － － － － － － －

同上 埴科 － － － － － － － －

同上 上高井 － － － － － － － －

同上 下高井 － － － － － － － －

同上 上水内 1 － － － － － － －

同上 下水内 － － － － － － － －

同上 長野 － － － － － － － －

同上 松本 － － － － － － － －

春季苗木下付書類 － － － － 5 － － －

林野状況誌 － － － － 3 － － －

植林成績報告 － － － － 2 － － －

会計課 会計例規 1 － － － 1 － － －

歳入 1 － 1 － 1 － － 1

歳出 － － － － 1 1 － 1

会計雑件 1 － 1 － 1 1 － 1

合計 183 97 81 21 157 81 5 52 677

第一種冊数 第二種冊数 第三種冊数 第四種冊数

40年 41年 40年 41年 40年 41年 40年 41年

知事官房 15 12 4 3 5 5 5 6 55

地方課 29 23 9 6 35 31 0 15 148

土木課 30 11 13 4 15 7 0 4 84

学務課 56 36 28 7 46 31 0 21 225

農商課 30 14 23 0 37 2 0 0 106

林務課 20 1 2 1 15 3 0 3 45

会計課 3 0 2 0 4 2 0 3 14
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別表３　会計課・林務課提出の現在文書目録
⑴　会計課 現在帳簿目録

帳簿名
冊数

四十年度 四十一年度
歳入徴収官徴収簿 1 1
収入官吏現金出納簿 1 襲用
同上補助簿 1 襲用
国庫歳出簿 1 1
同上内訳簿 2 2
同上概算渡現金前渡整理簿 1 1
同上予算照合簿 1 1
同上内国旅費予算照合簿 1 1
県費日記簿 1 1
同原簿 1 1
特別会計歳入歳出簿 1 1
罹災救助基金出納簿 1 1
同上内訳簿 1 襲用 1
同上貸下預金所細簿 1 襲用
貸下預金明細簿 2 襲用 1
雑部金受払簿 1 襲用
県費予算照合簿 1 1
国費備品出納簿 1 襲用
同消耗品出納簿 1 1
県費備品出納簿 5 襲用
同消耗品出納簿 2
巡査給与品出納簿 1 襲用
同貸与品出納簿 1

30 16

⑵　林務課現在書類
種別 書類名 欄外記載 冊数

公有林関係 公有林野原野整理台帳 南佐久 上伊那 西筑摩 埴科 上高井 下高井 上水内 下水内 計八冊 8
公有山林取締台帳 南佐久 北佐久 小県 諏訪 上伊那 下伊那 東筑摩 南安曇 北安曇 更級 埴科 上高井 下高井 上水内 下水内 計十五冊 15
公有原野整理並営林方法ニ関シ未結局ノモノ全部

県有林関係 県有林台帳 付属図面 全部六冊 6
雑件綴 五冊 5
林地購入関係書類 全部
県有林経営計画書 壱袋

雑件 各種往復未結書類　二十二件
結局未綴書類 六十九件
林業行政統計調査書類 壱冊 1
造林地免租ニ関スル書類 壱冊 1
林業講習会ニ関スル書類 壱冊 1
出張命令簿 二冊 2

保安林関係 森林会議案　九冊 但不備 9
養成苗木関係 苗木下付ニ関スル調査書類 壱冊 1

苗木下付県参事会決議書類 壱冊 1
森林開墾関係 森林開墾台帳 二冊 四十一年分 〇× 2

同不許可台帳 壱冊 〃 〇× 1
同一部許可台帳 壱冊 〃 〇× 1
森林開墾願書 各郡分
松本税務署ヘ無願開墾許可通知ノ件
北佐久郡ヘ森林開墾誤謬訂正ニ関スル件

図書 実用森林学上巻 壱冊 1
林学教科書 〃 1
牧草論 〃 1
造林法 〃 1
実用森林教授 前巻 〃 1
大日本有用樹木効用論 〃 1
造林学 〃 1
日本樹木害虫論 〃 1
日本製紙論 〃 1
田野山林実地測量学 〃 1
竹林栽培新論 〃 1
鉱物岩石鑑定及吹管分析表 壱葉
信濃国全図 壱葉
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別表４各課報告焼失書類・図書目録
※№・欄外上記入（「、」は合点を示す）・備考の項目は報告者による。[ ]は割書きを示す。■は判読不明の文字を示す。
⑴　①土木課　焼失書類概目 
№ 欄外上書入 備考

1 河川実測図写其他図面多数

2 〇 [自三十九年度至四十一年度]工事施行台帳 現存簿冊あり

3 三十九年度以後砂防工事設計及稟伺関係書類 現存簿冊あり？

4 三十九年度水害国庫補助工事設計及施行並検査関係書類 現存簿冊あり？

5 [四十年度四十一年度]道路橋梁治水工事設計書

6 [自三十九年度至四十一年度]工事施行関係書類

7 同上工事施行請願書類

8 [自三十六年度至四十一年度]木曽川流域諸作業伺関係書類

9 同上工事請負違約金免除願関係書類

10 同上工事竣工検査復命書類

11 [四十年四十一年]工事成績一覧表綴

12 〇 道路堤塘敷使用許可台帳

13 〇 古材処分台帳

14 〇 捕魚用工作者許可台帳

15 〇 渡船吊越船橋台帳

16 〇 砂防指定地台帳

17 〇 道路橋梁長巾等調書

18 〇 工事巡視台帳

19 〇 廃道敷処分台帳

20 〇 文書引継目録 現存簿冊あり

21 ◎ [四十年度四十一年度]土木費支払ニ関スル帳簿

22 備品消耗品受払簿

23 備品貸渡明細簿

24 出張伺簿

25 請負人視角証明書綴

26 〇 土木費所属物品台帳

27 ◎ 共進会建築工事施行契約書

28 ◎ 松本女子師範学校其他営繕工事契約書

29 〇 内務省訓令ニ依リ調査セル道路調書

30 工事用財調単価ニ関スル調査書類

31 木曽川流域砂防指定地調査関係書類

32 ◎ 鳴岩川筋用水ニ関スル行政訴訟其他一件書類 現存簿冊あり

33 ◎ 藤沢川筋水車ニ関スル行政訴訟其他一件書類

34 内務省訓令通帳等成例書類

35 県費支弁道路河川編入請願書類

36 県会決議録決算書及議事録

37 県参事会議決諮問及報告書類

38 県吏員履歴綴及名簿

39 土木費予算ニ関スル参考書類

40 郡町村補助工事ニ関スル書類

41 土木費予算配当原議

42 〇 軌道及水力電気願ニ関スル書類

43 ◎ 官有地台帳 現存簿冊あり

44 〇 官有地貸渡台帳

45 〇 官有地土石他産物払下台帳

46 官有土地目録

47 鐡道用地台帳

48 官有地取調帳

49 官有財産増減異動報告

50 〇 国有地耕地整理地区編入台帳 現存簿冊あり

51 右之外取扱中ニ係ル書類一切[但出張員携帯等ノ為焼失ヲ免レタル書類二三アリ]

52 〇 諏訪湖並天竜川上流河川法準用区域ニ付テノ関係書類 筆跡№１～51と異なる。

⑴　②土木課 備品焼失概数調（うち書籍類のみ抽出）
№ 冊数 書名

53 1 日本全図

54 1 信濃全図

55 1 万国地図

56 12 現行法規綴

57 136 法令全書綴

58 7 信濃全図小

59 136 官報綴
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⑵　農商課 焼失文書目録
№ 欄外上書入 書名 ※（　）内は摘要欄の記載 その他の書き入れ 報告日・報告者 備考

1 県郡農会会則

竹下属

2 11日照会済 同上役員名簿

3 11日照会済 産業督励成績調（更ニ照会提出ヲ促ス）

4 12日照会済◎ 陶土調査一件（竹下属岐阜出張施設ニ関スル取調書トモ）附陶器製造依嘱ニ関スル一件

5 〇 第四回産業督励書ニ関スル一件

6 ◎ 共進会費中節以下内容ニ関スル一件 但消耗品費ノ内容ヲ除ク他ハ書類ノ参考スヘキモノナシ

7 照済 四十年度右産業組合事業報告書

金子属8 産業組合供入金調台帳（農耕銀行■■ヲ調査■■）

9 ◎ 一府十県連合共進会関係書類 現存簿冊あり

10 郡役所ヘ11日付照会済 銀行定款綴込

五月十一日　佐々木属

11 〃　〇 酒造組合定款及台帳

12 〃 商業会議所及水産組合定款綴

13 銀行ニ関スル執務法規

14 ◎ 漁業台帳及附属図面台帳

15 11日照会済 会社票（北佐久・小県・諏訪・東筑摩・南安曇・北安曇・更級・上高井郡ノ分）

16 11日照会済 工場票（南佐久・北佐久・小県・諏訪・東筑摩・南安曇・北安曇・更級・上高井・上伊那之分）

三浦属

17 明治四拾年現在農商統計表一綴

18 図書編冊（図書共寄贈スモノ又ハ三十九年農商工統計書凡百五十部）

19 官報（明治四拾年同四十一年分）

20 県報（明治四十一年分）

21 〇 同業組合台帳　一冊　蚕種同業組合・生糸同業組合・織物同業組合
照会済 有賀属

22 ◎ 同業組合定款綴　一冊　蚕種同業組合・生糸同業組合・織物同業組合

23 照 蚕病予防■■事務所区域報告（告示スベキモノ） 以下、〇～〇「蚕病予防 火
災焼紛失書類及物品」

24 照◎ 蚕種同業組合長ヨリ農商務大臣ヘノ請願書

25 照 各蚕病予防事務所予算調書

26 照 蚕糸ニ関スル予想調 朱書で抹消

27 顕微鏡　六十四台 顕微鏡ヲ除キ夫々照会処分中

28 ◎〇 貸下牝馬台帳

小野寺技師
29 〇 四十年度種牡牛台帳

30 四十一年度種牡牛出願書類

31 共進会出陳牛馬出願書類

32 〇 耕地整理台帳
以下32～48「耕地整理書類焼
失調」、全体にかかる形で「〇」
印および「照」の書入れ

五月十一日 佐野技師

33 耕地整理執務法規

34 同制規参照

35 上水内郡朝日村耕地整理換地交付並増歩地処分総量決議認可申請書正副二通（規則変更認可ノ指揮ヲ経テ進達
スベキモノ保管中）

36 同上設計並規約変更ニ関スル件（認可伺■ノ為メ一通農商務省ヘ進達中）

37 上水内郡柳原村耕地整理設計変更ニ関スル件（不備ノ■アリ郡ヘ照会中）

38 小県郡東内村耕地整理設計並規約変更ニ関スル件（認可■伺ノ為農商務省ヘ進達中）

39 小県郡東内村耕地整理換地交付並増歩地処分総会決議認可申請書正副二通（規約変更ヲ経テ進達スヘキモノ保
管中）

40 下伊那郡泰阜村手島田耕地整理発起認可書類

41 同上不備ノ廉ニ対スル訂正書ニ関スル件（郡ヘ照会中ノモノ）

42 下水内郡永田村永江耕地整理設計変更ニ関スル件（農商務省ヘ■伺中）

43 耕地整理費補助申請ノ件（立案回議中焼失） 抹消

44 下水内郡役所ヘ耕地整理組合会並成績取調ニ関スル照会ノ件（施行済ノモノ）

45 耕地整理収益調（結局セシモノ）

46 明治三十九年耕地整理一種 一冊（文書係ヨリ供覧中ノモノ）

47 明治三十八年耕地整理一種 一冊（同上）

48 耕地整理予定地調査復命書 全部

⑶　①会計課 重要焼失書帳簿⑴
№ 欄外上書入 書名

1 〇 恩給及勲章年金台帳

2 〇 恩賜及救助台帳

3 三十九年度四十年度各章所管歳出支払回議

4 四十一年度分四十一年五月九日迄支払回議

5 、 四十年度各省所管支払証憑書

6 、 四十一年度各省所管支出証憑書（四十一年五月九日迄）
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7 三十七年度ヨリ四十一年度ニ至ル支出計算書綴

8 三十四年度ヨリ四十一年度ニ至ル各省諸報告書綴

9 、 三十四年度ヨリ四十年度ニ至ル恩賞■録支払明細書綴

10 職員録

11 俸給差引表綴

12 国庫歳出予算書

13 俸給現員及■■■簿

14 商工銀行検査報告

15 俸給並ニ■■配当決議書

16 明治三十七年度ヨリ四十一年度ニ至ル租税外諸収入予算書

17 明治三十六年度ヨリ四十年度三月ニ至ル租税外諸収入徴収報告綴

18 、 明治四十年度徴収報告ニ関スル証憑書類

19 、〇 明治四十年度収入計算書同検定書及金庫領収証

20 ◎ 明治四十一年度四月分徴収報告及証憑書

21 国庫貸下金関係書類（證書現存）

22 臨時事件費計算書及証憑書類

23 四十年度、 明治三十八年度ヨリ四十年度ニ至ル歳入歳出■現金出納官吏検定書

24 、 同上四十年度分証憑書類

25 〇 保管証券出納簿壱冊各年度襲用

26 出納官吏現金出納簿壱冊四十年度ヨリ四十一年度ニ至ル襲用

27 支払命令原符四十年度四十一年度全部

28 引出切符四十年度四十一年度全部

29 新聞雑誌等発刊保証金支払帳一冊

30 度量衡ニ関スル供託書受取台帳一冊

31 国費諸規約

32 法規加除綴

33 、 国費庁費予算照合簿

34 、 県費物品購入決議書

35 国費同上

36 、 国・県費備品使用簿

37 物品購入ニ関スル諸契約書

38 国・県費ニ関スル物品合計規則

39 〇 巡査■官台帳

40 給仕及小使名簿

41 同進退ニ関スル書類

42 出納官吏・物品会計官吏交替及■■■検査掛報告書

43 視覚■■■及■■■■簿

44 同■■■書

45 国費消耗品■■■簿

46 国・県費郵便切手概算■

47 同上精算書

⑶　②会計課 焼失帳簿書類調⑵（５月11日）
№ 欄外上書入 帳簿名 明治40年度 明治41年度 年々襲用

48 県歳入簿 １冊 １冊

49 県歳出簿 （甲乙丙丁戊）５冊 （同上）５冊

50 県歳入内訳書 （甲乙）２冊 （同上）２冊

51 警察費内訳書 １冊 １冊

52 土木費同上 １冊 １冊

53 勧業費同上 ２冊 ２冊

54 郡役所費同上 １冊 １冊

55 衛生及病院費同上 １冊 １冊

56 県吏員費同上 １冊 １冊

57 概算渡整理簿 １冊 １冊

58 前渡金同上 １冊 前年ヨリ継続

59 巡査年金台帳 ２冊

60 小学教員恩給台帳 １冊

61 同上年功加俸台帳 ４冊

62 貸付金台帳 １冊

63 収入金各課合議簿 １冊

64 各廨ヨリ呈出済ノ計算書及証憑書 全部

65 本庁直収入ニ関スル書類 同上
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⑶　③会計課 焼失帳簿書類調⑶（５月11日）
№ 欄外上書入 書名 年度 冊数 摘要

66 県有証券内訳簿 １

67 保管証券内訳簿 ４

68 保管証券出納簿 １

69 県有証券ニ関スル書類 １

70 県出納吏現金出納簿 二十九年度ヨリ四十一
年度ニ至ル

１

71 保管証券受払回議 ３

72 現金現在簿 明治二十七年以降 ５ 襲用

73 支払命令原符全部 四十年度

74 同上 四十一年度

⑷　①地方課 焼失書類目録⑴　議事係・文書
№ 欄外上書入 文書名

1 地甲収第二二七号 上水内郡安茂里村長ヨリ土木費寄附之分採納ニ関スル件（採納決裁済ナルモ要賞與文書係
ニ回付シ置キタル分）

2 甲収第五五八〇号 東筑摩郡上川手村及南安曇郡豊科村外四ヶ村及蚕種家総代ヨリノ土木費寄附採納ニ関スル
件（前同断）

3 地甲収第二六六号 長野市藤井平五郎ヨリ自転車寄附採納ニ関スル件（前同断）

4 地甲収二七二号 埴科郡松代町六工社外五会社ヨリノ同上

5 地甲収第三一三号 埴科郡坂城町塚田彦太郎外二十名ヨリノ警察費寄附金採納ニ関スル件（前同断）

6 地甲収一一六号 諏訪郡平野村小口音次郎外百四十九名ヨリ電話架設寄附採納ニ関スル件（同）

7 地甲収五〇二号 同郡上諏訪町土橋源蔵外二名ヨリノ自転車寄附採納ニ関スル件（同）

8 地甲収五一六号 同郡川岸村横内亀三郎外五名同上

9 地甲収四七九号 南安曇郡梓村金井廣外十四名同上

10 土甲収二〇七号 上高井郡（住所氏名ハ尚調査ス）下高井郡（同上）上伊那郡（同上）ヨリノ土木費寄附採納
ニ関スル件（前同断）

11 土甲収七〇七号 上高井郡日田村大字平島惣代伊藤栄作外一人 同上

12 一乙収一五三〇七号 更級郡更級村阿部六之助外百六名 同上

13 四十一年四月訓第二百六十一号 郡役所経費増額原議 会計課ニ再回ノ分

14 三十八年度地租割下戻金八拾円参拾銭四厘 四十一年度分予備費支出原議 同上

15 三十九年度地租割下戻金四百六円拾九銭参厘 同上

16 大町中学校退職及死亡給与金七拾六円五拾銭 同上

17 県会議員選挙費費用弁償金五拾円八十銭 同上

18 ◎ 松本市杉浦常太郎ニ土地貸付ニ関スル契約書等ノ一件書類 四十年度貸地料未満ニ付徴収処理方会計課ニ照会
引継置キタル分

19 種馬所供用県有地縮図

⑷　②地方課 焼失書類目録⑵　議事係・簿冊
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

20 ◎ 明治三十七年調査 県税戸数割等級調査材料 全一冊 1

21 ◎ 同地価配分調 全部四冊 4

22 ◎〇 同 県税戸数割等級調査定台帳 全一冊 1

23 ◎ 契約書 四冊ノ内三冊 3

24 明治三十八、三十九、四十年県税実数調 全部

25 第一回（明治十二年度）ヨリ第二十九回（明治四十年度）ニ至ル通常県会決議録及日誌並臨時県会決議録及日
誌 二十九綴 29

26 明治二十二年度以降通常県会会議案 二十冊 20

27 明治二十五年度以降臨時県会議案 二十一冊 21

28 明治二十年度以降歳入出決算報告書 二十冊 20

29 他府県会決議録 三十九年度以降分 百十七冊 117

30 明治三十三年以降長野県県報 三十二冊 32

31 県税諸規定綴 一冊 1

32 ◎ 課長専用機密書類受付簿 一冊 1

33 県参事会議案起号簿 三十二年ヨリ四十一年マテ（二十九年ヲ除ク） 九冊 9

34 郡役所経費予算整理簿 三十四年度ヨリ三十八年度マデ 七冊 7

35 県参事会議案起号簿 四十年、四十一年 二冊 2 抹消

36 県会及県参事会物品請求簿 三十四年ヨリ四十一年マデ（但卅八、卅九年ヲ除ク）六冊 6

37 県参事会訴願受付簿 二冊 2
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⑷　③地方課 焼失書類目録⑶　議事係・書籍図書
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

38 市町村先例全集 全一冊 1

39 長野県会沿革史 一部及第二編 四冊 4

40 長野県統計書 二十九年以降ノ分 十冊 10

41 長野県県治一班 三十四年以降 六冊 6

42 帝国年鑑 五冊 5

43 郡図 二軸 2

44 内務省出版図書 配布ヲ受ケタル分 全部

⑷　④地方課 焼失書類目録⑷　庶務係・文書
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

45 感化院ニ関スル当座書類 三綴ノ内 一綴

46 平根村地租制限外課税許可稟請ニ対スル地益調書

47 五郎兵衛新田村地租制限外課税段別割併課稟請書

48 松本市行政監督ニ関スル件

49 同市行旅病人取扱費用請求書二通

50 明治四十年度印紙貼用高調書綴

51 一部一区有財産調上下伊那西東筑摩松本市ノ分

52 四十一年度第一期統計小票 一市十三郡ノ分

53 四十年度町村並普通水利組合歳入出予算更正報告十二郡分

54 四十一年度 同上 三郡分

55 四十年度県統計材料 三郡分

56 復命書 三十二年以前ノ分

⑷　⑤地方課 焼失書類目録⑸　庶務係・簿冊
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

57 処務細則並庁達綴 一冊 1

58 里程表 一冊 1

59 長野県電報略号表 一冊 1

60 法人台帳 一冊 1

61 郡歳入歳出予算 三十九年度四十年度分 二冊 2

62 庶務例規綴 一冊 1

63 結局文書引継簿 一冊 1

⑷　⑥地方課 焼失書類目録⑹　庶務係・図書
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

64 ジョンストン原著 世界大地図 一軸 1

65 信濃国全図 一軸 1

66 官報 （未詳）

67 法令全書 （未詳）

⑷　⑦地方課 焼失書類目録⑺　県参事会・書籍図書
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

68 金利精覧 全一冊 1

69 長野県令達類纂 全三冊 3

70 法令大全 三十六年出版 全一冊 1

71 行政裁判所判決録 三十九年分 全一冊 1

72 同 四十一年三月分四月分 二冊 2

73 同総括目録 三十八年分 全一冊 1 一行削除

74 信濃国全図 一軸 1

75 大審院判決録 四十一年四、五巻　二冊 2

76 官報 三十六、三十九年分全部、三十八年分十月分ヲ除ク、四十年分[四月分ヲ除ク]、四十一年分、一、二、三
月分 四十九冊

49

⑷　⑧地方課 焼失書類目録⑻　県税検査吏員・書類
№ 欄外上書入 文書名 冊数 備考

77 吏員小出■■県税検査吏員章 一葉

78 県税検査成績表 自三十七年四月以降ノ分 全部

79 出張命令簿 一冊 1

80 里程表 一冊 1

81 吏員検査手帳 二十三冊 23

82 検査参考簿 一冊 1

83 雑綴 一冊 1

84 県税諸規定 一冊 1
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⑸　①林務課 焼失書類⑴　公有林野関係
№ 欄外上書入 文書名

1 北佐久 小県 諏訪 下伊那 東筑摩 南安曇 北安曇 更級 計八冊

2 公有山林取締台帳 西筑摩 計壱冊

3 公有原野山林明細簿 計拾六冊

4 公有原野公有原野整理申請書綴込 計拾六冊

5 公有山林営林法届書綴込 計拾六冊

6 明治卅九年度公有原野整理結局書類 但シ卅九年引継ギタルモノニシテ借覧中ノモノ 壱冊

7 公有社寺有林現在届 小県 諏訪 西筑摩 下高井 松本市

⑸　②林務課 焼失書類⑵　苗木養成関係
№ 欄外上書入 文書名

8 〇 苗木下附台帳 全部計参冊

9 四十年春季苗木下附書類 凡参冊

10 〃秋季苗木下附書類 全部

11 四十一年春季苗木下附書類 全部

12 苗木下附ニ関スル書類差出方ノ件春秋 二件

13 苗圃看守ヨリ苗木引渡報告 四十五年春季 四苗圃分

14 苗木下附ニ関スル書類差出方ノ件 一件

15 苗圃地借入契約書 全部十県

16 四十一年春季下附苗木数苗圃ヘ通知ノ件 一件

⑸　③林務課 焼失書類⑶　県有林関係
№ 欄外上書入 文書名

17 県有林ニ関シ農商務省其他関係官衙往復書類 一冊

18 県有林雑件 図面共 但シ緊要ノ書類ニ無之 五六拾

⑸　④林務課 焼失書類⑷　保安林関係
№ 欄外上書入 文書名

19 保安林台帳 国有二 御料二 公有一 社寺一 私有一 個所一 九冊

20 保安林編入調書綴 五冊

21 保安林解除関係書類綴 壱冊

22 森林会議案 自壱回至九回各壱冊 第十回四冊第十一回四十三冊 廿六冊

23 九、十回森林会附議ニ係ル一切ノ原議書類

24 十一回同上

25 西筑摩郡山口村保安林伐採願書 一件

26 西筑摩郡楢川村外四ヶ村内鐡道用地保安林解除通知書類 四件

27 諏訪郡湊村及同郡豊田村保安林伐採願書 二件

28 社寺有保安林解除帝室林野管理局通知書 一件

29 下高井郡穂波村保安林編入申請書 一件

30 保安林異動関係書類 四件

31 保安林字名訂正願綴 一件

32 森林会雑件綴 一冊

33 森林法施行前ノ保安林書類

34 保安林伐採願 二件（不詳）

35 学務課通知保安林解除一件書類

36 保安林所有者調査照会一件書類

37 西筑摩郡読書村社有保安林解除申請書

38 東筑摩郡本郷村保安林編入告示一件書類

39 南安曇郡烏川、小倉村保安林伐採願書 二件

40 東筑摩郡本郷村保安林編入異議ノ申請書類

41 森林会議員名簿 壱冊

⑸　⑤林務課 焼失書類⑸　統計関係
№ 欄外上書入 文書名

42 森林統計書（四十年分未結ノモノ） 二件

43 明治三十九年分森林統計一件 全部

44 明治四十年分統計書類一件（未結ノモノ）
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⑸　⑥林務課 焼失書類⑹　雑部
№ 欄外上書入 文書名

45 林務課員履歴書 一冊

46 苗圃看守進退ニ関スル綴 一冊

47 県会決議録 合本 一冊

48 庶務規程綴 一冊

49 庶務雑件綴 一冊

50 成規参照書類 一冊

51 林野雑件 一冊

52 郡市長其他諸集会一件 一冊

53 親展書類綴 一冊

54 電報符号綴 一冊

55 職員録 一冊

56 〇 森林開墾台帳 自三十一年至四十年

57 〇 同一部許可台帳 自三十一年至四十年

58 〇 同不許可台帳 〃

59 結局文書引継簿 〃

60 物品請求並ニ精算書 〃

61 物品購入請求簿 〃

62 物品受払簿 〃

63 森林開墾不許地造林方照会ノ件 各郡

64 同誤謬訂正ニ関スル件 各郡

65 同社寺明細帳登録ニ関スル件 各郡

66 森林開墾願書 無立木地 各郡

⑸　⑦林務課 焼失書類⑺　物品類のうち書籍
№ 欄外上書入 文書名

67 法令全書 全部

68 県報 全部

69 県告示 全部

70 官報 卅八年以降 全部

71 事典 二冊

72 法令大全 二冊

73 大日本地質図 掛図一切図一 ニ冊

74 長野県地図 三冊

75 植物学講義 二冊

76 簡易測量学 四冊

77 植物名彙 一冊

78 捕獲鳥図解 一冊

79 昆虫学 一冊

80 岩石学教科書 二冊

81 外ニ書籍百余冊

⑹　知事官房 焼失書類 編纂ノ部
№ 部門 文書名 備考

1 編纂ノ部 三十二年五月発行 本県令達類纂　三冊

2 編纂ノ部 自三十二年一月至四十一年五月県令綴 弐冊

3 編纂ノ部 同上訓令綴 四冊

4 編纂ノ部 同上告示綴 六冊

5 編纂ノ部 同上告諭綴 壱冊

6 編纂ノ部 同上事例、彙報、公告綴 参冊

7 編纂ノ部 同上令達補遺綴 壱冊

8 編纂ノ部 県報登載褒賞綴 壱冊

9 編纂ノ部 自三十六年至四十一年 庁達綴 壱冊

10 編纂ノ部 本県令達索引 壱冊

11 編纂ノ部 各係別編纂本県令達綴 拾壱冊

12 法令ノ部 自慶応三年至明治四十一年二月法令全書 全部

13 法令ノ部 法令全書索引 弐冊

14 法令ノ部 自四十一年三月至同年五月官報 三冊

15 法令ノ部 内務報告例 壱冊

16 法令ノ部 法規輯覧 三冊

17 書籍ノ部 康熙字典 全部

18 書籍ノ部 社会新辞典 壱冊

19 図書目録ノ部 第一種文書目録 三冊
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20 図書目録ノ部 第一種追加及村誌目録 壱冊

21 図書目録ノ部 第二種文書目録 壱冊

22 図書目録ノ部 第二十年保存文書目録 壱冊

23 図書目録ノ部 第三種文書目録 壱冊

24 図書目録ノ部 第四種文書目録 壱冊

25 図書目録ノ部 古図目録 壱冊 現存簿冊あり

26 図書目録ノ部 法令通牒目録 壱冊

27 図書目録ノ部 書籍目録 壱冊

28 図書目録ノ部 図書引継廃棄目録壱冊

29 図書目録ノ部 各係編冊文書引継目録 八冊

30 現時往復中書類ノ部 帝室林野整理局木曽支庁ニ対シ保存文書貸出ニ関スル件

31 現時往復中書類ノ部 農商務省山林局 同上

32 現時往復中書類ノ部 長野大林区署 同上

33 現時往復中書類ノ部 帝国鐡道庁長野営業事務所 同上

34 現時往復中書類ノ部 長野地方裁判所松本支部 同上

35 現時往復中書類ノ部 同上 飯田支部 同上

36 往復之部 明治二十八年分 丙号件名簿（下伊那郡） 一冊

37 往復之部 同三十年分 丙号件名簿（閣省往復） 一冊

38 往復之部 同三十三年分 収受件名簿 三冊

39 往復之部 同三十四年分 収受件名簿 三十冊

40 往復之部 同　発議件名簿 七冊 

41 往復之部 同三十五年分 収受件名簿 二十七冊

42 往復之部 同 発議件名簿 七冊

43 往復之部 同三十六年分 収受件名簿 二十八冊

44 往復之部 同発議件名簿 七冊

45 往復之部 同三十七年分 収受件名簿 二十七冊

46 往復之部 同発議件名簿 七冊

47 往復之部 同三十八年分 収受件名簿 三十九冊

48 往復之部 同発議件名簿 十二冊

49 往復之部 同三十九年分 収受件名簿 二十七冊

50 往復之部 同発議件名簿 四冊

51 往復之部 同四十年分 収受件名簿 三十五冊

52 往復之部 同発議件名簿 十一冊

53 往復之部 同諸令達件名簿 一冊

54 往復之部 同金品交付簿 二冊

55 往復之部 同親展文書交付簿 一冊

56 往復之部 同県報原稿送致簿 一冊

57 往復之部 使送簿 五冊

58 往復之部 未信送致簿 二冊

59 往復之部 文書交付簿 一冊

60 往復之部 特殊郵便物交付簿 三冊

61 往復之部 当宿直日誌 四冊

62 往復之部 同四十一年分 収受件名簿 十三冊

63 往復之部 同発議件名簿 七冊

64 往復之部 同諸令達件名簿 一冊

65 往復之部 同金品交付簿 一冊

66 往復之部 同親展文書交付簿 一冊

67 往復之部 同県報原稿送致簿 一冊

68 往復之部 使送簿 五冊

69 往復之部 未信送致簿 二冊

70 往復之部 文書交付簿 一冊

71 往復之部 同特殊郵便物交付簿 三冊

72 往復之部 同当宿直日誌 一冊

73 往復之部 同国費通信費支払簿（五月分）一冊

74 往復之部 県費通信費支払簿（五月分）一冊

75 往復之部 当宿直用通信費支払簿 一冊

76 褒賞之部 明治四十年一月以降施行済及未済ノ寄附者褒賞原議書

77 褒賞之部 諏訪郡長具申ニ係ル実業精励者褒賞下賜具申書原議書

78 褒賞之部 興益者褒賞方ニ関スル下伊那郡長ノ具申書

79 褒賞之部 明治三十七八年戦役ニ関スル官公吏個人団体行賞関係書類

80 褒賞之部 明治三十七八年戦役ニ関シ町村吏員ノ下賜ノ御沙汰書

81 褒賞之部 元司法属土屋直文寡婦扶助料請求書進退原議書

82 褒賞之部 受褒賞者台帳及褒賞例規綴
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長野県域出土耳環の集成

は
じ
め
に

　

長
野
県
内
か
ら
出
土
す
る
耳
環
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
発
掘
調
査
報
告
書
や
県

史
・
市
町
村
史
に
お
い
て
個
別
に
報
告
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
県
域
全
体
を
対
象
と
し
た
整
理

と
し
て
は
、
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
年
）
に
桐
原
健
氏
が
行
っ
た
集
成
が
知
ら
れ
て
い
る（

１
）。

同
研
究
は
、
伝
世
品
や
出
土
地
点
が
不
明
瞭
な
資
料
を
含
め
、
当
時
把
握
可
能
で
あ
っ
た
耳
環

資
料
を
広
く
収
集
・
提
示
し
た
点
に
お
い
て
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
研
究
の
基
礎
を
な
す

重
要
な
成
果
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
桐
原
氏
の
集
成
以
降
、
約
三
〇
年
が
経
過
す
る
な
か
で
、
県
内
各
地
に
お

け
る
発
掘
調
査
は
進
展
し
、
新
た
な
耳
環
出
土
事
例
も
継
続
的
に
報
告
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、

耳
環
研
究
に
お
い
て
は
、
製
作
技
法
や
材
質
構
成
、
出
土
状
況
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
検
討
が

蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
た
整
理
を
行
う
こ
と
に
は
、
一
定
の
意
義
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
長
野
県
域
出
土
耳
環
に
つ
い
て
新
た
に
資
料
の
集

成
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
本
稿
に
お
け
る
集
成
は
、
長
野
県
お
よ
び
県
内
市
町
村
が
刊

行
し
た
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
、
な
ら
び
に
『
長
野
県
史 

考
古
資
料
編
』
に
掲
載
さ
れ
た

事
例
を
主
な
対
象
と
す
る
。
市
町
村
史
や
個
人
研
究
、
未
報
告
資
料
に
つ
い
て
は
、
記
載
内
容

や
整
理
方
法
に
差
異
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、本
稿
で
は
原
則
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
ら
未
収
載
資
料
を
含
め
た
整
理
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

以
上
の
集
成
に
も
と
づ
き
、
耳
環
の
出
土
時
期
や
分
布
、
法
量
、
材
質
お
よ
び
製
作
技
法
と

い
っ
た
諸
側
面
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
の
様
相
を
概
観
す
る
。
あ

わ
せ
て
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
整
理
結
果
を
、
全
国
的
な
耳
環
研
究
の
蓄
積
を
参
照
し
つ
つ
、
地

方
社
会
に
お
け
る
耳
環
の
受
容
や
展
開
を
考
え
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

一　

耳
環
研
究
の
展
開
と
課
題

　

耳
環
研
究
は
、
近
代
以
降
に
お
け
る
用
途
お
よ
び
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
に
端
を
発
す
る
。
古

墳
か
ら
出
土
す
る
人
骨
の
調
査
に
お
い
て
、
頭
蓋
骨
の
左
右
両
側
、
耳
部
に
相
当
す
る
位
置
か

ら
出
土
が
確
認
さ
れ
る
事
例
や
、
人
物
埴
輪
に
表
現
さ
れ
た
装
着
状
況
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、

耳
環
は
耳
に
装
着
さ
れ
る
装
身
具
、
す
な
わ
ち
「
耳
飾
り
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

理
解
を
前
提
と
し
て
、
耳
環
は
古
墳
時
代
の
副
葬
品
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
以
後
、

古
墳
出
土
資
料
を
中
心
に
研
究
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

耳
環
研
究
を
体
系
的
に
進
め
た
最
初
期
の
研
究
と
し
て
は
、
藤
田
亮
策
の
研
究
成
果
が
挙
げ

ら
れ
る（

２
）。

藤
田
は
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
の
研
究
に
お
い
て
、
耳
環
の
材
質
お
よ
び
製
作

技
法
を
詳
細
に
観
察
し
、
銅
芯
に
金
銀
の
鍍
金
や
箔
張
を
施
し
た
も
の
を
中
心
と
し
つ
つ
、
鉄

製
・
鉛
製
な
ど
多
様
な
素
材
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
日
本
列
島
出
土

の
耳
飾
り
を
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
舶
載
品
と
渡
来
工
人
に
よ
る
国
内
生
産
と
い
う
二
系
統
に
整

理
し
、
日
本
列
島
に
お
け
る
耳
環
受
容
と
生
産
の
枠
組
み
を
提
示
し
た
。
こ
の
整
理
は
、
そ
の

後
の
耳
環
研
究
に
お
け
る
伝
播
論
・
生
産
論
の
基
礎
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

藤
田
以
降
、
耳
環
を
古
墳
時
代
の
物
質
文
化
の
広
が
り
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
が

展
開
す
る
。
石
部
正
志
・
堀
田
啓
一
は
、
耳
環
を
大
和
政
権
の
中
心
層
に
よ
る
下
賜
品
と
し
て

位
置
づ
け
る
可
能
性
を
示
し
、
耳
環
の
分
布
や
性
格
を
中
央
政
権
と
の
関
係
か
ら
説
明
す
る
立

研
究
報
告

長
野
県
域
出
土
耳
環
の
集
成

水
科
　
汐
華
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場
を
提
示
し
た（

３
）。

こ
れ
に
対
し
、
菅
谷
文
則
は
、
耳
環
の
全
国
的
な
分
布
状
況
や
材
質
・
構
造

の
多
様
性
に
着
目
し
、
耳
環
の
流
通
を
必
ず
し
も
中
央
政
権
に
よ
る
統
制
の
産
物
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
指
摘
し
た（

４
）。

菅
谷
の
提
示
し
た
「
民
間
的
伝
播
」
の
可
能
性
は
、
耳
環
を
一

義
的
に
下
賜
品
や
威
信
財
と
み
な
す
理
解
に
再
考
を
促
し
、
そ
の
社
会
的
性
格
を
多
面
的
に
検

討
す
る
視
点
を
提
供
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
一
年
代
以
降
、
自
然
科
学
的
分
析
の
導
入
に
よ
っ
て
、
耳
環
研
究
は
新
た
な
段
階
を

迎
え
る
。
村
上
隆
や
渡
辺
智
恵
美
の
研
究
は
、
耳
環
が
多
様
な
材
質
・
構
造
・
製
作
技
法
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
、
耳
環
を
当
時
の
金
工
技
術
の
集

積
を
示
す
重
要
資
料
と
し
て
位
置
づ

（
（５

（
５
）～（け

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
観
や
肉
眼
観
察
に
基
づ
く
従
来

の
分
類
の
限
界
が
明
確
と
な
り
、分
析
科
学
的
手
法
の
有
効
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
永
嶋
正
春
は
、
錫
に
着
目
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
従
来
「
鉄
製
耳
環
」
と
さ
れ
て
き
た

資
料
の
多
く
が
、
鉄
地
に
錫
の
薄
板
を
巻
き
付
け
た
複
合
構
造
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
既

存
報
告
に
お
け
る
材
質
認
定
の
問
題
点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た（

（1
（

。

　

一
方
、
同
時
期
か
ら
、
資
料
集
成
と
比
較
に
も
と
づ
く
考
古
学
的
検
討
も
進
展
す
る
。
小
池

寛
は
中
空
耳
環
を
対
象
と
し
た
全
国
的
集
成
を
行
い
、
そ
の
出
現
時
期
や
出
土
古
墳
の
性
格
か

ら
、
中
空
耳
環
が
畿
内
政
権
と
深
く
関
わ
る
可
能
性
を
示
し
た（

（1
（

。
松
本
百
合
子
、
辻
村
純
代
、

野
口
成
美
ら
は
、
耳
環
の
断
面
形
状
や
法
量
、
材
質
構
成
に
着
目
し
、
時
間
的
推
移
に
伴
う
形

態
変
化
の
可
能
性
を
検
討

（
（2

（20

（2
（

し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
断
面
が
細
身
で
金
・
銀
無
垢
の
耳
環

が
相
対
的
に
古
い
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
銅
芯
に
金
・
銀
を
貼
っ
た
も
の
、
さ
ら
に

中
空
構
造
を
も
つ
耳
環
が
後
続
す
る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
時
期
の
下
降
と
と
も

に
耳
環
の
小
型
化
や
断
面
形
状
の
変
化
が
進
行
す
る
可
能
性
も
示
さ
れ
、
形
態
・
構
造
の
変
化

を
手
が
か
り
と
し
た
編
年
的
整
理
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。

　

近
年
の
耳
環
研
究
で
は
、
個
別
テ
ー
マ
ご
と
の
整
理
と
精
緻
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
自
然

科
学
分
析
の
進
展
に
よ
り
、
材
質
構
成
や
製
作
技
法
に
関
す
る
理
解
は
飛
躍
的
に
深
化
し
た
一

方
で
、
全
国
的
に
出
土
す
る
膨
大
な
資
料
す
べ
て
に
分
析
を
施
す
こ
と
は
現
実
的
に
困
難
で
あ

り
、分
析
対
象
と
な
ら
な
い
資
料
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
課
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
対
し
、
西
山
め
ぐ
み
は
、
自
然
科
学
分
析
の
成
果
を
参
照
軸
と
し
つ
つ
、
肉
眼
観
察

に
よ
っ
て
材
質
や
製
作
技
法
を
把
握
す
る
方
法
論
を
提
示
し
、
分
析
科
学
的
研
究
と
考
古
学
的

集
成
研
究
と
を
接
続
す
る
試
み
を
行
っ
た（

（2
（

。
こ
の
研
究
は
、
耳
環
研
究
に
お
け
る
方
法
論
的
転

換
点
と
し
て
評
価
で
き
る
。

　

ま
た
、
横
田
真
吾
は
法
量
変
化
お
よ
び
貴
金
属
使
用
割
合
に
着
目
し
た
編
年
的
整
理
を
提
示

し
、
耳
環
が
比
較
的
小
型
の
も
の
に
始
ま
り
、
六
世
紀
後
半
に
法
量
が
最
大
化
し
た
の
ち
、
再

び
小
型
化
へ
と
向
か
う
傾
向
を
示
す
可
能
性
を
指
摘
し
た（

（2
（

。
さ
ら
に
、
材
質
や
種
類
の
差
異
を

社
会
的
階
層
差
の
反
映
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
岩
橋
孝
典
は
中
空
耳
環
に
特
化
し
た
全
国
的

資
料
集
成
と
編
年
的
整
理
を
行
い
、
そ
の
出
現
・
盛
行
・
減
少
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
形
態
や
構
造
の
差
異
が
地
域
や
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
可
能
性
を
指
摘
し

（
（2
（2
（2
（

た
。
横
田
が
示

し
た
「
一
般
的
な
銅
芯
耳
環
や
中
空
耳
環
に
は
顕
著
な
地
域
的
偏
在
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
す

る
見
解
に
対
し
、
岩
橋
は
中
空
耳
環
に
限
れ
ば
地
域
的
偏
り
を
想
定
し
得
る
余
地
が
あ
る
こ
と

を
示
し
、
耳
環
研
究
に
お
け
る
地
域
性
の
検
討
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

以
上
の
研
究
史
か
ら
、
耳
環
研
究
は
自
然
科
学
的
成
果
と
考
古
学
的
解
釈
と
が
相
互
に
影
響

し
合
い
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
分
野
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
成
果

が
地
域
差
を
十
分
に
考
慮
し
た
形
で
検
証
さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
西
日
本
の
資
料
に
も
と
づ
い

て
提
示
さ
れ
て
き
た
編
年
観
や
解
釈
が
、ど
の
範
囲
ま
で
適
用
可
能
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

地
域
ご
と
の
実
証
的
整
理
が
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
今
後
の
耳
環
研
究

に
お
い
て
は
、
特
定
地
域
の
成
果
を
参
照
し
つ
つ
、
地
域
単
位
で
の
資
料
集
成
と
検
討
を
積
み

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
す
る
要
素
と
地
域
的
特
質
と
を
段
階
的
に
整
理
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

二　

長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
出
土
事
例
の
時
期
的
変
遷

　

本
章
で
は
、
前
章
で
示
し
た
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
長
野
県
域
か
ら
出
土
し
た
耳
環
に
つ
い

て
、
発
掘
調
査
報
告
書
を
基
礎
と
す
る
資
料
集
成
を
行
う
。
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
の
出
土

は
、
こ
れ
ま
で
に
一
三
五
遺
跡
か
ら
計
五
四
八
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
表
一
）。
本
章
で
は
、

今
回
集
成
し
た
資
料
を
基
礎
と
し
て
、
耳
環
の
出
土
状
況
を
時
期
区
分
ご
と
に
概
観
し
、
あ
わ
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せ
て
分
布
状
況
、
法
量
お
よ
び
材
質
の
諸
要
素
に
つ
い
て
基
礎
的
な
把
握
を
試
み
る
。

　

な
お
、
多
く
の
古
墳
が
横
穴
式
石
室
で
あ
り
、
個
々
の
耳
環
が
そ
の
い
ず
れ
の
段
階
で
副
葬

さ
れ
た
か
を
特
定
で
き
る
事
例
は
限
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
各
遺
跡
に
つ
い
て
土
器
資
料

や
詳
細
な
出
土
状
況
を
個
別
に
精
査
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
時
期
は
報
告
書
記
載
に

基
づ
い
て
大
ま
か
な
傾
向
を
整
理
す
る
に
と
ど
め
た
。
ま
た
、
耳
環
の
材
質
お
よ
び
製
作
技
法

の
把
握
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
報
告
書
の
記
述
に
依
拠
し
て
お
り
、
実
見
調
査
に
基
づ
く

再
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

１　

五
世
紀
末
～
六
世
紀
前
半

　

長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
の
出
現
は
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

本
節
で
は
、
耳
環
が
初
め
て
確
認
さ
れ
る
段
階
の
出
土
状
況
を
整
理
し
、
そ
の
導
入
期
の
様
相

を
検
討
す
る
。

　

最
古
段
階
の
事
例
と
し
て
は
、
長
野
市
に
所
在
す
る
川
柳
将
軍
塚
古
墳
か
ら
耳
環
の
出
土
が

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
同
古
墳
は
全
長
約
九
〇
ｍ
、
後
円
部
径
約
四
二
ｍ
、
前
方
部
長

約
四
八
ｍ
を
測
る
前
方
後
円
墳
で
、
主
体
部
は
竪
穴
式
石
室
と
さ
れ
、
築
造
時
期
は
五
世
紀
末

に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
六
世
紀
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
飯
田
市
座
光
寺
高

岡
に
所
在
す
る
高
岡
一
号
墳
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
古
墳
は
推
定
墳
長
約
七
二
ｍ
の
前
方
後
円
墳

で
、
杏
葉
や
絞
具
な
ど
の
馬
具
類
の
ほ
か
、
勾
玉
・
管
玉
・
切
子
玉
・
ガ
ラ
ス
玉
と
い
っ
た
玉

類
の
出
土
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、耳
環
も
こ
れ
ら
の
装
身
具
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
飯
田
市
上
郷
飯
沼
に
所
在
す
る
飯
沼
天
神
塚
古
墳
（
雲
彩
寺
古
墳
）
は
、
長
軸
約
七
五

ｍ
を
測
る
前
方
後
円
墳
で
、
六
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
寛
政
五
年
の
寺
地
拡
張
時
に
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
、
耳
環
の
ほ
か
武
具
・
馬
具
・
玉
類
・

土
器
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
耳
環
の
初

期
出
土
例
は
、
前
方
後
円
墳
と
い
う
墳
墓
形
態
と
結
び
つ
い
て
確
認
さ
れ
る
点
が
特
徴
と
し
て

指
摘
で
き
る
。
一
方
で
、
同
時
期
に
は
円
墳
か
ら
の
出
土
例
も
認
め
ら
れ
る
。
飯
田
市
上
久
堅

に
所
在
す
る
鬼
釜
古
墳
一
号
墳
は
、
推
定
直
径
約
十
六
ｍ
の
円
墳
で
、
石
室
は
遺
存
し
て
い
な

い
も
の
の
、
六
世
紀
前
半
に
築
造
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
六
世
紀
末

か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
追
葬
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
耳
環
の
出
土
時
期
に
つ
い

て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
松
本
市
中
山
字
鍬
形
原
に
所
在
す
る
中
山
古
墳
群

か
ら
も
耳
環
が
出
土
し
て
い
る
が
、
同
古
墳
群
は
六
世
紀
前
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
及
ぶ
長
期

的
な
使
用
が
想
定
さ
れ
、
当
該
資
料
が
本
区
分
期
に
帰
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
追
葬
を
含
め

再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
耳
環
の
分
布
状
況
を
み
る
と
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
の
段
階

に
お
い
て
、
県
内
の
各
地
域
か
ら
出
土
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
出
現
段
階
に
お
け
る
明
瞭
な
地

域
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

耳
環
の
法
量
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
段
階
の
資
料
は
い
ず
れ
も
比
較
的
小
型
で
概
ね
二
㎝
前

後
に
収
ま
る
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
現
時
点
で
確
認
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
は
、
著
し
く
大
型
化

し
た
例
は
認
め
ら
れ
ず
、
耳
環
は
小
型
の
傾
向
を
示
す
段
階
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

な
お
、
耳
環
の
材
質
に
つ
い
て
は
、
金
環
、
金
銅
製
、
青
銅
製
な
ど
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
段
階
は
、
耳
環
が
特
定
の
墳
墓
階
層
を
中
心
に
限
定
的
に
受
容
さ
れ

る
導
入
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

２　

六
世
紀
中
頃

　

六
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、
前
段
階
と
は
異
な
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
古
墳
出

土
例
に
加
え
、
集
落
遺
跡
か
ら
の
出
土
事
例
に
注
目
し
、
耳
環
の
使
用
場
面
の
拡
大
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

　

松
本
市
里
山
辺
に
所
在
す
る
丸
山
古
墳
は
、
主
軸
方
向
約
九
ｍ
、
直
交
方
向
約
一
〇
ｍ
を
測

る
円
墳
で
、
全
長
約
六
ｍ
の
無
袖
式
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
す
る
積
石
塚
古
墳
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
一
度
の
追
葬
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
築
造
お
よ
び
使
用
時
期
は
六
世
紀

中
頃
か
ら
七
世
紀
代
に
及
ぶ
。
副
葬
品
と
し
て
は
鉄
鏃
、
玉
類
、
土
器
が
確
認
さ
れ
る
が
、
馬

具
は
出
土
し
て
い
な
い
。
同
時
期
の
事
例
と
し
て
、
上
伊
那
郡
中
川
村
片
桐
に
所
在
す
る
天
伯

古
墳
も
挙
げ
ら
れ
る
。
同
古
墳
は
直
径
約
一
八
ｍ
の
円
墳
で
、
全
長
約
九
ｍ
の
横
穴
式
石
室
を

有
す
る
。
副
葬
品
と
し
て
は
直
刀
三
点
な
ど
の
武
具
が
確
認
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
馬
具
は
絞
具

の
み
が
出
土
し
て
お
り
、
玉
類
や
土
器
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
被
葬

者
は
性
別
不
明
の
二
体
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
人
骨
の
残
存
状
況
か
ら
は
埋
葬
に
大
き
な
時
間
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差
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

六
世
紀
中
頃
に
な
る
と
、
集
落
遺
跡
か
ら
耳
環
の
出
土
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
佐
久
市

長
土
呂
字
森
下
に
所
在
す
る
西
近
津
遺
跡
群
Ｓ
Ｂ
四
〇
二
六
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
遺
構
は
平
面

方
形
を
呈
す
る
竪
穴
建
物
跡
で
、
耳
環
は
埋
土
中
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　

六
世
紀
中
頃
の
耳
環
は
、
前
段
階
に
比
し
て
法
量
の
拡
大
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
縦
径
は
お

お
む
ね
二
・
五
㎝
前
後
に
集
中
し
て
お
り
、
本
時
期
の
耳
環
は
二
㎝
台
中
頃
を
中
心
と
す
る
法

量
段
階
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
耳
環
の
材
質
お
よ
び
製
作
技
法
に
つ
い
て
み
る
と
、
天
伯
古
墳
で
は
銅
環
に
金
箔
を

張
り
付
け
た
金
環
、
内
側
に
金
張
り
が
残
る
金
環
、
な
ら
び
に
銅
環
に
銀
を
張
っ
た
銀
環
が
出

土
し
て
お
り
、こ
の
時
期
以
降
、貼
金
技
術
の
存
在
を
示
す
耳
環
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

本
段
階
は
、
耳
環
の
法
量
拡
大
と
貼
金
技
術
の
導
入
が
同
時
に
認
め
ら
れ
、
耳
環
の
使
用
主

体
や
技
術
的
背
景
が
変
化
し
始
め
る
転
換
期
と
し
て
評
価
で
き
る
。

３　

六
世
紀
後
半

　

六
世
紀
後
半
は
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
の
出
土
量
お
よ
び
形
態
的
多
様
性
が
顕
著
と
な

る
時
期
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
古
墳
お
よ
び
集
落
遺
跡
双
方
の
資
料
を
も
と
に
、
耳
環
の
展
開

が
最
も
活
発
化
す
る
段
階
の
様
相
を
整
理
す
る
。

　

古
墳
出
土
例
と
し
て
は
、
長
野
市
松
代
町
に
所
在
す
る
大
室
古
墳
群
二
五
号
墳
が
代
表
的
で

あ
る
。
同
古
墳
は
径
約
一
三
ｍ
の
円
墳
で
、
無
袖
型
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
す
る
積
石
塚
古

墳
で
あ
り
、
築
造
時
期
は
六
世
紀
後
半
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
出
土
し
た
耳
環
の
中
に
は
鉄
芯

を
有
す
る
個
体
が
含
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
長
野
市
湯
谷
東
沖
に
所
在
す
る
湯
谷
古
墳
群
一

号
墳
か
ら
も
耳
環
八
点
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
七
点
は
鉄
芯
で
あ
る
。
同
古
墳
は
片
袖

型
横
穴
式
石
室
を
有
す
る
円
墳
で
、
直
刀
や
多
数
の
鉄
鏃
を
は
じ
め
、
馬
具
や
玉
類
を
伴
う
副

葬
状
況
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
号
墳
に
後
続
し
て
築
造
さ
れ
た
湯
谷
古
墳
群
三
号
墳
で
は
、

鉄
芯
を
有
す
る
耳
環
一
点
の
み
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
耳
環
に
は
中
央
付
近
に
紐
の
痕
跡
が

認
め
ら
れ
、
耳
環
の
着
装
方
法
を
検
討
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。

　

一
方
、
集
落
遺
跡
の
事
例
と
し
て
は
、
佐
久
市
長
土
呂
字
森
下
に
所
在
す
る
西
近
津
遺
跡
群

Ｈ
一
号
住
居
址
お
よ
び
坂
城
町
南
条
に
所
在
す
る
青
木
下
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
る
。
西
近
津
遺
跡

群
Ｈ
一
号
住
居
址
は
、
平
面
方
形
を
呈
す
る
竪
穴
建
物
跡
で
、
カ
マ
ド
の
両
袖
お
よ
び
煙
道
の

一
部
が
残
存
す
る
。
耳
環
は
埋
土
中
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
青
木
下
遺
跡
は
、
多
量
の
須
恵
器
お
よ
び
土
師
器
を
環
状
に
配
し
た
祭
祀
遺
構
が
検

出
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
集
落
遺
跡
で
あ
り
、
東
日
本
屈
指
の
土
器
集
積
遺
構
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
祭
祀
的
性
格
を
有
す
る
遺
構
か
ら
耳
環
が
出
土
し
て
い
る
点
も

耳
環
の
使
用
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

　

六
世
紀
後
半
の
耳
環
は
、
古
墳
出
土
例
を
中
心
に
前
段
階
よ
り
法
量
が
拡
大
し
、
全
時
期
を

通
じ
て
最
大
規
模
に
達
す
る
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
大
室
古
墳
群
二
五
号
墳
で
は
、

縦
横
と
も
に
概
ね
二
・
六
㎝
か
ら
三
・
五
㎝
前
後
の
範
囲
に
収
ま
る
耳
環
が
多
数
確
認
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
湯
谷
古
墳
群
一
号
墳
出
土
例
に
つ
い
て
も
径
約
三
・
七
㎝
に
達
す
る
個
体
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
本
時
期
の
耳
環
が
大
型
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
一
方
、
青
木
下
遺
跡
の

資
料
で
は
、
径
約
五
㎝
に
及
ぶ
耳
環
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
の
古
墳
出
土
例
と
比
較
し

て
も
際
立
っ
て
大
き
い
。同
遺
跡
が
祭
祀
的
性
格
を
有
す
る
遺
構
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

こ
う
し
た
耳
環
は
一
般
的
な
装
身
具
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
想
定
さ

れ
る
。

　

材
質
お
よ
び
製
作
技
法
に
注
目
す
る
と
、
六
世
紀
後
半
に
は
耳
環
の
多
様
化
が
い
っ
そ
う
顕

著
と
な
る
。
古
墳
出
土
例
の
中
に
は
、
蛇
塚
古
墳
一
号
墳
の
銅
芯
銀
張
り
お
よ
び
銅
芯
金
張
り

の
耳
環
が
出
土
し
て
お
り
、
貼
金
技
術
が
本
時
期
に
も
継
続
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
複
数
の
古
墳
か
ら
鉄
芯
を
有
す
る
耳
環
が
ま
と
ま
っ
て

確
認
さ
れ
て
い
る
。
前
段
階
で
あ
る
六
世
紀
中
頃
に
は
鉄
芯
耳
環
の
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い
な

い
の
に
対
し
、六
世
紀
後
半
に
な
る
と
少
な
く
と
も
一
〇
点
以
上
の
出
土
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、

短
期
間
の
う
ち
に
鉄
芯
耳
環
が
集
中
的
に
出
現
し
た
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

本
時
期
は
長
野
県
域
に
お
け
る
鉄
製
耳
環
の
出
現
段
階
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
と
評
価
で
き

る
。

　

以
上
の
状
況
か
ら
、六
世
紀
後
半
は
、耳
環
の
法
量
・
材
質
・
製
作
技
法
が
最
も
多
様
化
し
、

鉄
芯
耳
環
の
集
中
的
な
出
現
も
含
め
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
展
開
の
画
期
を
な
す
段
階
と
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し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

４　

六
世
紀
末

　

六
世
紀
末
に
な
る
と
、
耳
環
の
形
態
や
製
作
技
法
に
新
た
な
要
素
が
加
わ
る
一
方
で
、
前
段

階
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
特
徴
が
整
理
・
収
束
す
る
傾
向
も
認
め
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
時

期
の
耳
環
の
技
術
的
特
徴
と
出
土
状
況
を
整
理
す
る
。

　

古
墳
出
土
例
と
し
て
は
、
飯
田
市
松
尾
上
溝
に
所
在
す
る
上
溝
一
一
号
古
墳
が
代
表
的
で
あ

る
。
上
溝
一
一
号
古
墳
は
推
定
全
長
約
二
四
ｍ
の
円
墳
で
、
両
袖
型
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と

し
、六
世
紀
末
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。武
具
・
馬
具
・
装
身
具
・
土
器
類
か
ら
な
る
副
葬
品
セ
ッ

ト
が
充
実
し
て
お
り
、
耳
環
も
一
一
点
が
ま
と
ま
っ
て
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
佐
久
郡
臼

田
町
に
所
在
す
る
新
海
神
社
西
御
陵
古
墳
は
、
径
約
八
ｍ
の
円
墳
で
、
無
袖
型
横
穴
式
石
室
を

主
体
部
と
し
、
築
造
時
期
は
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
比
定
さ
れ
る
。
同
古
墳
か
ら
は
中

空
耳
環
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
上
田
市
の
陣
馬
塚
古
墳
、
南
佐
久
郡
臼
田
町
の
新
海

神
社
東
御
陵
古
墳
・
新
発
見
古
墳
、
な
ら
び
に
茅
野
市
の
頭
無
二
号
古
墳
な
ど
、
六
世
紀
末
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
一
部
の
円
墳
か
ら
は
、
鍍
金
あ
る
い
は
鍍
銀
と
み
ら
れ
る
耳
環
の
出
土
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
集
落
遺
跡
の
事
例
と
し
て
は
、
坂
城
町
南
条
に
所
在
す
る
保
地
遺
跡
Ｈ
四
号
住
居
址

が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
住
居
址
は
隅
丸
長
方
形
を
呈
す
る
竪
穴
建
物
跡
で
、
三
連
式
カ
マ
ド
を
備

え
、
長
胴
甕
や
円
筒
形
土
製
品
が
出
土
し
て
い
る
ほ
か
、
鍍
銀
製
と
み
ら
れ
る
耳
環
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
上
田
市
住
吉
字
宮
平
に
所
在
す
る
宮
平
遺
跡
で
は
、
一
七
号
竪
穴
建
物
跡

お
よ
び
八
九
号
竪
穴
建
物
跡
が
本
時
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
特
に
八
九
号
竪
穴
建
物
跡
か
ら
は

巻
き
糸
を
伴
う
耳
環
が
出
土
し
て
い
る
。

　

法
量
に
注
目
す
る
と
、
本
時
期
の
耳
環
は
全
体
と
し
て
二
二
・
五
～
三
・
〇
㎝
前
後
の
も
の

が
多
く
、
六
世
紀
後
半
段
階
に
比
べ
て
一
定
の
安
定
化
が
認
め
ら
れ
る
。

　

材
質
お
よ
び
製
作
技
法
の
面
で
は
、
銅
芯
に
金
あ
る
い
は
銀
を
貼
る
貼
金
技
術
が
引
き
続
き

確
認
さ
れ
、鉄
芯
を
有
す
る
耳
環
も
継
続
し
て
出
土
す
る
が
、そ
の
出
土
例
は
限
定
的
で
あ
り
、

前
段
階
に
比
し
て
減
少
傾
向
を
示
す
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
複
数
の
古
墳
か
ら
鍍

金
・
鍍
銀
と
み
ら
れ
る
耳
環
が
新
た
に
確
認
さ
れ
、
こ
の
時
期
以
降
、
鍍
金
技
術
の
存
在
が
う

か
が
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
新
海
神
社
西
御
陵
古
墳
に
お
い
て
中
空
耳
環
が
確
認
さ
れ
て

お
り
、
本
時
期
は
長
野
県
域
に
お
け
る
中
空
耳
環
の
出
現
段
階
に
あ
た
る
可
能
性
が
高
い
と
評

価
で
き
る
。

　

本
段
階
は
、
貼
金
技
術
や
鍍
金
技
術
、
中
空
耳
環
の
出
現
な
ど
に
よ
り
、
耳
環
の
技
術
体
系

が
ほ
ぼ
出
揃
う
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

七
世
紀
前
半
～
中
頃

　

七
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
は
、
耳
環
の
出
土
状
況
や
形
態
に
お
い
て
、
前
段
階
と
は

異
な
る
安
定
的
な
様
相
が
認
め
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
法
量
や
製
作
技
法
の
推
移
を
中
心
に
、

こ
の
時
期
の
耳
環
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

　

古
墳
出
土
例
と
し
て
は
、
松
本
市
里
山
辺
に
所
在
す
る
南
方
古
墳
が
注
目
さ
れ
る
。
同
古
墳

は
径
約
二
四
ｍ
の
円
墳
で
、
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
す
る
。
副
葬
品
に
は
、
直
刀
な
ど
の
武

具
、
壺
鐙
や
鞍
を
含
む
馬
具
類
、
玉
類
な
ど
の
装
身
具
の
ほ
か
、
畿
内
系
の
坏
や
銅
鋺
・
承
盤

と
い
っ
た
金
属
製
容
器
を
含
む
土
器
類
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
内
容
の
充
実
し
た
副

葬
構
成
を
示
す
。
初
葬
は
七
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
、
追
葬
は
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
及

ぶ
と
さ
れ
、
耳
環
が
一
定
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
て
用
い
ら
れ
、
副
葬
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
。
さ
ら
に
、
報
告
書
に
は
接
着
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
漆
状
物
質
の
存
在

や
、「
垂
飾
付
耳
飾
」
の
出
土
が
記
さ
れ
て
お
り
、
本
時
期
に
お
け
る
耳
環
の
構
造
を
考
え
る

上
で
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。
集
落
遺
跡
の
事
例
と
し
て
は
、
小
諸
市
御
影
新
田
に
所
在
す

る
中
原
遺
跡
群
三
九
号
竪
穴
建
物
跡
お
よ
び
一
三
〇
号
竪
穴
建
物
跡
が
挙
げ
ら
れ
る
。
三
九
号

竪
穴
建
物
跡
で
は
、
長
い
煙
道
を
も
つ
カ
マ
ド
が
検
出
さ
れ
、
カ
マ
ド
埋
土
か
ら
耳
環
が
出
土

し
て
い
る
。同
遺
構
に
は
、鎌
・
石
製
紡
錘
車
・
甑
な
ど
の
生
活
関
連
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
。

　

法
量
に
注
目
す
る
と
、本
時
期
の
耳
環
は
お
お
む
ね
二
・
五
㎝
前
後
の
個
体
が
中
心
を
占
め
、

六
世
紀
末
段
階
に
み
ら
れ
た
三
㎝
前
後
の
大
型
例
は
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
し
、
一
部

に
は
三
・
〇
㎝
程
度
に
達
す
る
個
体
も
含
ま
れ
て
お
り
、
法
量
の
幅
が
完
全
に
失
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
。
本
時
期
は
、
耳
環
の
法
量
が
縮
小
へ
向
か
う
過
程
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
過
渡
的
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な
様
相
を
示
す
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

材
質
お
よ
び
製
作
技
法
に
つ
い
て
は
、
銅
芯
に
金
ま
た
は
銀
を
貼
る
貼
金
技
術
、
な
ら
び
に

鍍
金
技
術
が
引
き
続
き
確
認
さ
れ
て
お
り
、
六
世
紀
末
段
階
に
成
立
し
た
技
術
体
系
が
継
承
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
、
新
た
な
製
作
技
法
の
顕
著
な
出
現
は
認
め
ら
れ
ず
、
技

術
的
に
は
安
定
化
の
段
階
に
入
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
鉄
芯
を
有
す
る
耳
環
は
七
世
紀
前
半
の

古
墳
出
土
例
に
限
っ
て
確
認
さ
れ
、
七
世
紀
中
頃
以
降
の
資
料
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
時
期
は
、
新
た
な
技
術
的
展
開
が
み
ら
れ
な
い
一
方
で
、
既
存
の
製
作
技
法
が
継
承
さ

れ
る
段
階
に
あ
た
る
と
評
価
で
き
る
。

６　

七
世
紀
後
半
～
末

　

七
世
紀
後
半
か
ら
末
に
か
け
て
は
、
耳
環
の
出
土
量
が
減
少
し
、
形
態
的
に
も
小
型
化
の
傾

向
が
顕
著
と
な
る
。
本
節
で
は
、
古
墳
お
よ
び
集
落
遺
跡
の
資
料
を
も
と
に
、
耳
環
の
終
末
期

的
様
相
を
整
理
す
る
。

　

古
墳
出
土
例
と
し
て
は
、
佐
久
市
安
原
の
蛇
塚
古
墳
三
号
墳
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
古
墳
は
径

約
二
二
・
五
×
十
九
・
七
ｍ
の
円
墳
で
、
片
袖
式
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
す
る
。
出
土
し
た

耳
環
九
点
の
う
ち
、
二
点
は
中
空
耳
環
で
あ
る
。

　

一
方
、
集
落
遺
跡
の
事
例
と
し
て
は
、
七
世
紀
末
の
小
諸
市
御
影
新
田
の
中
原
遺
跡
群
四
三

号
竪
穴
建
物
跡
や
、
七
世
紀
後
半
の
佐
久
市
小
田
井
の
芝
宮
遺
跡
群
二
九
号
竪
穴
建
物
跡
が
挙

げ
ら
れ
る
。
中
原
遺
跡
群
四
三
号
住
居
址
で
は
横
置
き
二
つ
掛
け
カ
マ
ド
や
坏
・
甕
が
確
認
さ

れ
、
芝
宮
遺
跡
群
二
九
号
住
居
址
で
は
長
い
煙
道
を
有
す
る
建
物
跡
か
ら
鉄
鏃
や
坏
が
出
土
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
耳
環
が
日
常
生
活
の
空
間
で
使
用
さ
れ
、
建
物
の
廃
絶
と
と
も

に
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

法
量
に
注
目
す
る
と
、
長
原
古
墳
群
五
号
墳
や
大
塚
三
号
墳
で
は
二
・
〇
㎝
台
前
半
の
個
体

が
中
心
を
占
め
る
。
幸
神
古
墳
二
号
墳
出
土
例
は
約
一
・
五
㎝
と
小
型
で
あ
り
、
芝
宮
遺
跡
群

出
土
例
も
同
遺
跡
内
で
最
小
規
模
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、
長
原
古
墳
群
七
号
墳
・
一
二
号
墳
や

皇
子
塚
古
墳
で
は
三
㎝
に
及
ぶ
個
体
も
確
認
さ
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
本
時
期
の
耳
環
は
小
型

化
の
傾
向
を
示
す
。

　

材
質
お
よ
び
製
作
技
法
に
つ
い
て
は
、
貼
金
技
術
や
鍍
金
技
術
が
な
お
継
続
す
る
も
の
の
、

こ
の
段
階
に
新
た
な
技
法
や
顕
著
な
形
態
的
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
来
の
技
術
が
踏
襲
さ

れ
る
様
相
が
強
く
、
耳
環
が
装
身
具
と
し
て
積
極
的
に
再
編
成
さ
れ
る
段
階
で
は
な
か
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　

本
段
階
は
、
耳
環
が
従
来
の
技
術
体
系
を
維
持
し
つ
つ
も
積
極
的
な
展
開
を
失
い
、
次
第
に

そ
の
役
割
を
終
え
て
い
く
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

７　

八
世
紀
以
降

　

八
世
紀
初
頭
か
ら
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
古
墳
と
し
て
は
、
安
塚
古
墳
群
八
号
墳
や
清
水

製
鉄
遺
跡
一
号
墳
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
八
世
紀
前
半
以
降
に
な
る
と
、
耳
環
は
集
落
遺
跡

か
ら
の
出
土
が
主
体
と
な
る
が
、
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
幅
を
も
っ
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

八
世
紀
以
降
に
は
集
落
遺
跡
か
ら
の
散
発
的
な
出
土
に
と
ど
ま
り
、
装
身
具
と
し
て
の
位
置
づ

け
は
変
化
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

８　

ま
と
め

　

長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
は
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
半
に
出
現
し
、
当
初
は
前
方
後
円

墳
や
円
墳
と
い
っ
た
墳
墓
を
中
心
に
、
比
較
的
小
型
の
装
身
具
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
六
世
紀

中
頃
に
な
る
と
、
集
落
遺
跡
か
ら
の
出
土
が
始
ま
り
、
法
量
の
拡
大
と
と
も
に
貼
金
技
術
が
導

入
さ
れ
る
な
ど
、
耳
環
の
使
用
場
面
お
よ
び
技
術
的
背
景
に
変
化
が
生
じ
る
。

　

六
世
紀
後
半
は
、法
量
の
最
大
化
、鉄
芯
耳
環
の
集
中
的
な
出
現
、貼
金
技
術
の
継
続
と
い
っ

た
諸
要
素
が
同
時
に
確
認
さ
れ
る
段
階
で
あ
り
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
の
展
開
過
程
に
お

い
て
重
要
な
画
期
を
な
す
時
期
と
評
価
で
き
る
。
こ
れ
に
続
く
六
世
紀
末
に
は
、
法
量
の
安
定

化
と
と
も
に
、
鍍
金
技
術
や
中
空
耳
環
が
新
た
に
加
わ
り
、
耳
環
の
製
作
技
法
が
ほ
ぼ
出
揃
う

状
況
が
認
め
ら
れ
る
。

　

七
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
か
け
て
は
、
耳
環
の
法
量
は
縮
小
傾
向
を
示
し
、
鉄
芯
耳
環
は
姿

を
消
す
一
方
で
、
貼
金
・
鍍
金
と
い
っ
た
既
存
技
術
が
継
承
さ
れ
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら
末
に
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か
け
て
も
こ
の
傾
向
は
続
き
、
耳
環
は
技
術
的
に
安
定
し
た
装
身
具
と
し
て
存
続
す
る
。
八
世

紀
以
降
は
、
集
落
遺
跡
か
ら
散
発
的
に
出
土
す
る
に
と
ど
ま
り
、
耳
環
は
次
第
に
使
用
さ
れ
な

く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
の
時
期
的
変
遷
は
、
出
現
―
拡
大
―
多
様
化
―

安
定
―
縮
小
と
い
う
段
階
的
推
移
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
先
学
が
指
摘
し
て

き
た
耳
環
の
展
開
過
程
と
も
整
合
的
で
あ
る
。

三　

長
野
県
域
出
土
耳
環
の
多
様
な
出
土
様
相
と
そ
の
予
察

１　

中
空
耳
環
の
出
土
状
況
と
時
期

　

本
節
で
は
、
長
野
県
域
に
お
け
る
中
空
耳
環
の
出
土
状
況
と
そ
の
時
期
的
特
徴
に
つ
い
て
整

理
し
、
全
国
的
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
受
容
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

　

現
時
点
で
確
認
さ
れ
て
い
る
長
野
県
域
出
土
の
中
空
耳
環
は
、
い
ず
れ
も
古
墳
出
土
資
料
に

限
ら
れ
、
集
落
遺
跡
か
ら
の
出
土
例
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
出
土
時
期
は
六
世
紀
後
半
以
降

に
限
ら
れ
、
点
数
は
い
ず
れ
も
少
数
で
あ
る
。

　

最
も
早
い
例
は
、
六
世
紀
後
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
長
野
市
松
代
町
大
室
の
大
室
古
墳
群
二

五
号
墳
で
、
耳
環
一
一
点
の
う
ち
中
空
耳
環
一
点
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く
事
例
と
し

て
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
頭
の
南
佐
久
郡
臼
田
町
新
海
神
社
西
御
陵
古
墳
で
は
、
耳
環
八

点
の
う
ち
中
空
耳
環
一
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
七
世
紀
代
の
事
例
と
し
て
は
、
佐
久
市
内
山

の
長
峯
古
墳
群
七
号
墳
が
挙
げ
ら
れ
、
耳
環
五
点
の
う
ち
中
空
耳
環
三
点
が
出
土
し
て
い
る
。

さ
ら
に
七
世
紀
後
半
に
は
、
佐
久
市
安
原
の
蛇
塚
古
墳
三
号
墳
か
ら
出
土
し
た
耳
環
九
点
の
う

ち
二
点
が
中
空
耳
環
で
あ
る
。
ま
た
、
七
世
紀
末
葉
か
ら
八
世
紀
初
頭
頃
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

長
野
市
若
穂
の
長
原
古
墳
群
五
号
墳
で
は
、
耳
環
六
点
の
う
ち
中
空
耳
環
一
点
が
羨
道
部
か
ら

出
土
し
て
い
る
。

　

中
空
耳
環
は
、
破
断
面
や
開
口
部
の
観
察
、
Ｘ
線
透
過
撮
影
に
よ
る
構
造
調
査
に
よ
っ
て
中

空
構
造
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、
法
量
測
定
の
結
果
か
ら
も
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
と
く
に
、
縦
径
・
横
径
と
い
っ
た
基
本
的
な
法
量
に
加
え
、
重
量
の
測
定
は
、
中
空
構

造
を
判
断
す
る
う
え
で
有
効
な
指
標
と
な
る
。
し
か
し
、
既
刊
の
発
掘
調
査
報
告
書
に
お
い
て

は
、
中
空
耳
環
と
さ
れ
る
資
料
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
数
値
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
例

は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
一
部
資
料
の
実
見
調
査
に

も
と
づ
き
、
法
量
お
よ
び
重
量
の
計
測
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
を
以
下
に
示
す
（
表
二
）。
あ

わ
せ
て
、
報
告
書
上
で
は
中
空
耳
環
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
形
態
観
察
か
ら
中

空
構
造
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
る
例
も
確
認
さ
れ
た
。
な
お
、
本
調
査
は
全
市
町
村
を
網
羅
す

る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
的
な
偏
り
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
以
下
の
結
果
は
、
報
告
書

資
料
に
も
と
づ
く
整
理
を
補
完
す
る
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
長
野
県
域
に
お
い
て
中
空
耳
環
は
六
世
紀
後
半
に
出
現
し
、
七
世
紀
代
を

中
心
に
断
続
的
に
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
出
土
点
数
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
分
布
や
出
土
状

況
を
踏
ま
え
る
と
、
中
空
耳
環
は
当
該
期
に
お
い
て
一
般
化
し
た
形
態
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難

い
。

　

全
国
的
な
中
空
耳
環
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
小
池
寛
氏
や
岩
橋
孝
典
氏
に
よ
る
研
究
が
知
ら

れ
て
い

（
（1
（1
（1
（

る
。
岩
橋
氏
に
よ
れ
ば
、
全
国
に
お
け
る
中
空
耳
環
の
確
認
数
は
三
八
一
点
余
り
に
の

ぼ
り
、
九
州
北
部
や
近
畿
地
方
を
中
心
に
多
く
分
布
す
る
と
い
う
。
岩
橋
氏
は
、
六
世
紀
後
半

段
階
の
中
空
耳
環
が
地
域
首
長
墓
ク
ラ
ス
の
古
墳
に
副
葬
さ
れ
、
威
信
財
と
し
て
の
性
格
を
有

し
て
い
た
一
方
、
六
世
紀
末
以
降
に
は
群
集
墳
や
横
穴
墓
群
な
ど
へ
の
副
葬
が
増
加
し
、
七
世

紀
段
階
に
は
そ
の
威
信
財
的
性
格
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
長
野
県
域
の
事
例
を
み
る
と
、
中
空
耳
環
の
出
現
時
期
は

六
世
紀
後
半
以
降
に
限
ら
れ
、
そ
の
分
布
時
期
は
全
国
的
に
み
た
中
空
耳
環
の
最
盛
期
か
ら
衰

退
期
に
相
当
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
長
野
県
に
お
け
る
中
空
耳
環
の
受
容
は
、
す
で
に
威
信

財
と
し
て
の
性
格
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
導

入
の
あ
り
方
は
、
全
国
的
な
展
開
と
は
や
や
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２　

竪
穴
建
物
跡
出
土
の
耳
環
の
様
相

　

耳
環
は
従
来
、
主
と
し
て
古
墳
か
ら
出
土
す
る
副
葬
品
と
し
て
理
解
さ
れ
、
集
落
遺
跡
か
ら

の
出
土
例
は
例
外
的
な
事
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
集
成
し
た
資
料
に
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よ
れ
ば
、
確
認
さ
れ
た
耳
環
五
四
八
点
の
う
ち
九
二
点
が
集
落
遺
跡
か
ら
の
出
土
で
あ
り
、
集

落
出
土
例
を
単
な
る
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
節
で
は
、
集
落
遺
跡
の
う

ち
、
と
く
に
竪
穴
建
物
跡
か
ら
出
土
し
た
耳
環
の
様
相
に
着
目
し
、
そ
の
出
土
状
況
と
意
味
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

　

竪
穴
建
物
跡
か
ら
出
土
す
る
耳
環
は
、単
数
で
確
認
さ
れ
る
例
が
多
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

耳
環
は
一
般
に
左
右
一
対
で
使
用
さ
れ
る
装
身
具
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
古
墳
出
土
例

に
お
い
て
は
、
そ
の
点
数
か
ら
追
葬
回
数
な
ど
を
推
定
す
る
議
論
も
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に

対
し
、
竪
穴
建
物
跡
に
お
け
る
単
数
出
土
と
い
う
傾
向
は
、
装
身
具
と
し
て
の
通
常
の
使
用
形

態
を
直
接
反
映
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

　

こ
う
し
た
単
数
出
土
の
傾
向
は
、
耳
環
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
竪
穴
建
物
跡
か
ら
は

管
玉
の
出
土
例
も
確
認
さ
れ
る
が
、
管
玉
も
本
来
は
複
数
点
を
連
ね
て
一
連
の
装
身
具
と
し
て

用
い
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竪
穴
建
物
跡
か
ら
は
一
点
、
あ
る
い
は
少
数
の
み
が
出
土
す

る
例
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
竪
穴
建
物
跡
と
い
う
場
に
お
い
て
、
装
身
具
が
本

来
の
使
用
形
態
と
は
異
な
る
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
竪
穴
建
物
跡
出
土
の
耳
環
や
管
玉
は
、
当
該
遺
構
の
利
用

者
が
日
常
的
に
身
に
つ
け
て
い
た
装
身
具
と
い
う
よ
り
も
、
何
ら
か
の
意
図
的
な
廃
棄
行
為
、

あ
る
い
は
住
居
の
廃
絶
過
程
に
伴
う
行
為
の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
も
っ
と
も
、
竪
穴
建
物
跡
の
中
に
は
、
墓
的
性
格
を
帯
び
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
る
遺
構

も
存
在
し
、
遺
構
の
機
能
が
単
一
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
た
だ
し
、
長
野
県
域
に
お
け
る

耳
環
出
土
例
の
多
く
は
、
カ
マ
ド
を
備
え
る
な
ど
住
居
的
性
格
が
明
瞭
な
竪
穴
建
物
跡
に
由
来

し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
多
く
は
日
常
生
活
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
遺
構
と
理
解

す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

横
田
真
吾
氏
は
、
竪
穴
建
物
跡
か
ら
出
土
し
た
耳
環
の
全
国
的
な
集
成
を
行
い
そ
の
出
土
傾

向
を
検
討
し
て
い
る（

（2
（

。
横
田
氏
は
、
竪
穴
建
物
跡
出
土
例
が
、
耳
環
の
古
墳
出
土
が
盛
行
す
る

時
期
に
比
し
て
相
対
的
に
後
行
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
金
無
垢
・
銀
無
垢
製
耳
環
が

確
認
さ
れ
ず
、
銅
・
鉄
・
鉛
な
ど
を
芯
材
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
特
徴
か
ら
、竪
穴
建
物
を
利
用
し
て
い
た
人
々
は
、貴
金
属
製
耳
環
を
身
に
つ
け
た
人
々

に
比
べ
、
耳
環
の
着
用
あ
る
い
は
入
手
の
機
会
が
相
対
的
に
遅
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。

　

一
方
、
横
田
氏
の
集
成
を
確
認
す
る
と
、
全
国
の
竪
穴
建
物
跡
か
ら
出
土
し
た
耳
環
二
三
三

点
の
う
ち
、
三
九
点
を
除
く
一
九
四
点
（
約
八
割
強
）
が
単
数
で
の
出
土
例
で
あ
り
、
竪
穴
建

物
跡
出
土
耳
環
の
多
く
が
一
対
を
成
さ
な
い
状
態
で
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
点
は
、
単
な
る
時
期
差
や
階
層
差
の
み
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

長
野
県
域
の
資
料
を
検
討
す
る
と
、
耳
環
の
集
落
出
土
が
相
対
的
に
後
行
す
る
傾
向
自
体
は

横
田
氏
の
指
摘
と
整
合
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
野
県
域
で
は
、
耳
環
は
古
墳
出
土
資

料
と
集
落
出
土
資
料
と
が
、八
世
紀
以
降
に
消
滅
を
迎
え
る
ま
で
併
行
し
て
確
認
さ
れ
て
お
り
、

両
者
が
明
確
に
移
行
す
る
時
期
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
竪
穴
建
物
跡
出
土
例
に

お
い
て
金
無
垢
・
銀
無
垢
製
耳
環
が
確
認
さ
れ
な
い
点
に
つ
い
て
も
、
古
墳
出
土
資
料
に
お
い

て
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
竪
穴
建
物
跡
出
土
例
の
み
を
材
質
的
に
劣
位
と
位

置
づ
け
る
こ
と
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
長
野
県
域
の
資
料
に
基
づ
く
限
り
、
竪
穴
建
物
跡
出
土
耳
環
を
社
会
的

階
層
差
や
耳
環
の
入
手
機
会
の
遅
れ
を
直
接
的
に
示
す
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
よ
り
も
、
古
墳

と
集
落
と
い
う
異
な
る
場
に
お
い
て
、
耳
環
が
担
っ
た
性
格
や
役
割
の
違
い
に
起
因
す
る
出
土

状
況
の
違
い
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

３　

鉄
製
耳
環
の
出
土
状
況

　

長
野
県
域
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
鉄
製
耳
環
は
、
一
四
遺
跡
か
ら
計
二
七
点
に
及
ぶ
。

本
稿
で
集
成
し
た
耳
環
総
数
五
四
八
点
に
占
め
る
割
合
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
い
も
の
の
、
県

域
内
の
一
部
遺
跡
に
お
い
て
鉄
製
耳
環
が
集
中
し
て
出
土
す
る
事
例
が
認
め
ら
れ
る
点
は
注
目

さ
れ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
須
坂
市
本
郷
大
塚
古
墳
で
は
一
四
点
中
四
点
、
長
野
市
大
室
古
墳
群
二
五
号

墳
で
は
一
一
点
中
一
点
、
長
野
市
湯
谷
古
墳
群
一
号
墳
で
は
八
点
中
七
点
、
同
三
号
墳
で
は
一

点
、
千
曲
市
森
将
軍
塚
古
墳
群
三
号
墳
で
は
三
点
中
一
点
、
同
一
四
号
墳
で
は
六
点
中
一
点
、
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上
田
市
他
田
塚
古
墳
で
は
一
二
点
中
一
点
、佐
久
市
新
海
神
社
西
御
陵
古
墳
で
は
八
点
中
一
点
、

松
本
市
出
川
南
遺
跡
で
は
二
点
、
中
山
古
墳
群
三
八
号
墳
で
は
一
点
、
同
五
三
号
墳
で
は
三
点

中
二
点
、
阿
智
村
神
坂
峠
遺
跡
で
は
一
点
の
鉄
製
耳
環
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
長
野
市

西
前
山
古
墳
で
は
出
土
し
た
耳
環
三
点
す
べ
て
が
鉄
製
で
あ
る
ほ
か
、
長
野
市
湯
谷
古
墳
群
一

号
墳
で
は
八
点
中
七
点
、
千
曲
市
東
條
遺
跡
で
は
五
点
す
べ
て
が
鉄
製
耳
環
で
あ
り
、
鉄
製
耳

環
が
出
土
耳
環
の
大
半
、
あ
る
い
は
独
占
的
に
確
認
さ
れ
る
遺
跡
が
複
数
存
在
す
る
。

　

鉄
製
耳
環
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
藤
田
亮
策
の
ほ
か
香
取
秀
眞
が
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）

に
発
表
し
た
『
日
本
金
工
史
』
の
な
か
で
「
稀
に
は
鐵
製
」
が
み
ら
れ
る
と
述
べ
て
お
り
、
早

く
か
ら
例
外
的
な
材
質
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（2
（

。
辻
村
純
代
は
、
畿
内
で
は

京
都
府
坊
主
山
二
号
墳
出
土
の
鉄
製
耳
環
一
対
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
畿

内
で
は
鉄
製
耳
環
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

（2
（

。
さ
ら
に

西
山
め
ぐ
み
は
、
福
岡
平
野
出
土
耳
環
三
八
四
点
お
よ
び
韓
国
嶺
南
地
域
出
土
耳
環
二
〇
〇
点

を
対
象
と
し
た
肉
眼
観
察
を
行
い
、
鉄
製
耳
環
は
韓
国
嶺
南
地
域
に
お
け
る
鉄
製
金
箔
張
一
点

と
、
福
岡
平
野
に
お
け
る
鉄
製
耳
環
一
点
を
確
認
し
た
の
み
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る（

（2
（

。
両
地

域
を
通
じ
て
み
て
も
、
耳
環
の
芯
材
は
銅
が
多
数
を
占
め
、
鉄
芯
の
耳
環
は
き
わ
め
て
稀
少
で

あ
り
、
特
異
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
と
比
較
す
る
と
、
長
野
県
域
に
お
け
る
鉄
製
耳
環
の
出
土
状
況
は
、
西

日
本
や
韓
国
嶺
南
地
域
に
お
け
る
鉄
製
耳
環
の
稀
少
性
と
対
照
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
特
定
の
遺
跡
に
お
い
て
鉄
製
耳
環
が
高
率
で
確
認
さ
れ
る
点
は
、
単
な
る
偶
発
的
事

例
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
辻
村
が
想
定
し
た
畿
内
工
房
の
技

術
的
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
地
方
に
お
い
て
独
自
の
展
開
を
み
せ
た
生
産
体
制
の
存
在
を
示
唆

す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
長
野
県
域
に
お
け
る
鉄
製
耳

環
の
集
中
的
な
出
土
は
、
地
方
社
会
に
お
け
る
主
体
的
な
素
材
選
択
や
、
畿
内
と
は
必
ず
し
も

同
一
で
は
な
い
流
通
・
生
産
構
造
の
一
端
を
示
す
可
能
性
を
も
つ
資
料
と
し
て
、
再
検
討
さ
れ

る
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鉄
製
耳
環
は
出
土
例
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
資
料
で
あ
り
、
全
国
的
な
悉
皆
調
査
は
い
ま
だ

行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
鉄
製
耳
環
の
地
理
的
分
布
や
出
土
密
度
の
地
域
差
に
つ
い
て

は
、
現
段
階
で
は
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
今
後
は
、
全
国
的
な
資
料
の
集

成
と
整
理
を
進
め
た
う
え
で
、
鉄
製
耳
環
の
分
布
や
流
通
の
実
態
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
を

行
う
必
要
が
あ
る
。

４　

耳
環
と
は
な
に
か

　

耳
環
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
古
墳
か
ら
出
土
す
る
副
葬
品
と
し
て
理
解
さ
れ
、
耳
に
装
着

さ
れ
る
装
身
具
、
す
な
わ
ち
「
耳
飾
り
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
古
墳
出
土
資
料
を
中
心

に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
長
野
県
域
の
資
料
、
と
く
に

集
落
遺
跡
や
竪
穴
建
物
跡
か
ら
出
土
す
る
耳
環
の
様
相
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
理
解
の
み
で
は

十
分
に
説
明
し
き
れ
な
い
側
面
を
含
ん
で
い
る
。
竪
穴
建
物
跡
出
土
の
耳
環
は
、
多
く
の
場
合

単
数
で
確
認
さ
れ
、
一
対
を
成
さ
な
い
例
が
大
半
を
占
め
る
。
こ
の
点
は
、
耳
環
を
左
右
一
対

で
使
用
す
る
装
身
具
と
み
な
す
理
解
と
は
必
ず
し
も
整
合
し
な
い
。
ま
た
、
掘
立
柱
建
物
の
柱

痕
跡
か
ら
出
土
す
る
例
や
寺
院
の
塔
心
礎
出

（
（3

（30

（3
（

土
例
な
ど
、
身
体
装
着
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い

場
か
ら
耳
環
が
出
土
す
る
事
例
も
知
ら
れ
て
お
り
、
耳
環
が
常
に
装
身
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た

と
は
限
ら
な
い
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

阿
智
村
神
坂
峠
遺
跡
は
、
古
墳
時
代
中
期
以
降
、
石
製
模
造
品
を
主
体
と
す
る
峠
神
祭
祀
の

場
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
交
通
路
の
安
全
祈
願
に
関
わ
る
儀
礼
的
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
遺
跡
で
あ
る
。
同
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
資
料
の
な
か
に
は
、
報
告

書
上
「
鉄
製
、
環
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
、「
耳
環
」
と
し
て
明
示
的
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
資
料
を
確
認
す
る
と
、
当
該
資
料
は
一
辺
に
切
れ
目
を
有
す
る
Ｃ

字
形
を
呈
し
、
形
態
的
に
は
一
般
に
耳
環
と
呼
ば
れ
て
き
た
資
料
と
共
通
す
る
特
徴
を
備
え
て

い
る
。

　

一
方
、
同
様
に
峠
付
近
に
立
地
し
、
交
通
路
と
関
わ
る
祭
祀
的
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
信

濃
町
川
久
保
遺
跡
か
ら
は
、
銅
芯
に
加
飾
を
施
し
た
い
わ
ゆ
る
「
銀
環
」
が
出
土
し
て
お
り
、

当
該
資
料
に
つ
い
て
は
耳
環
と
し
て
の
認
識
に
疑
義
は
呈
さ
れ
て
い
な
い
。
両
遺
跡
は
、
峠
や

交
通
路
と
関
わ
る
場
と
し
て
共
通
す
る
性
格
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
識
の
あ
り

方
に
差
異
が
生
じ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
事
例
は
、
耳
環
が
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
の
み
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
峠
や
交

通
路
と
結
び
つ
い
た
祭
祀
的
文
脈
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
神
坂
峠
遺
跡
出
土
資
料
の
よ
う
に
、
鉄
製
で
加
飾
を
欠
く
、
あ
る
い
は
加
飾
が
失
わ
れ

た
可
能
性
の
あ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
形
態
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
「
耳
環
」

と
断
定
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
す
な
わ
ち
、
銅
芯
に
金
や
銀
を
貼
り
、
鍍
金
を

施
す
と
い
っ
た
製
作
技
術
が
確
認
で
き
る
資
料
で
あ
れ
ば
、
従
来
の
耳
環
概
念
に
比
較
的
容
易

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
鉄
製
で
簡
素
な
形
態
を
も
つ
資
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の

機
能
や
性
格
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
長
野
県
域
の
資
料
が
示
す
耳
環
の
出
土
状
況
は
、
耳
環
を
一
義
的
に
装
身

具
と
し
て
理
解
す
る
従
来
の
枠
組
み
に
再
検
討
を
促
す
も
の
で
あ
る
。耳
環
は
、古
墳
・
集
落
・

峠
・
寺
院
と
い
っ
た
異
な
る
場
に
お
い
て
、
装
身
具
、
副
葬
品
、
奉
納
具
、
あ
る
い
は
祭
祀
具

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
味
や
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

多
義
的
な
性
格
を
前
提
と
し
た
議
論
が
求
め
ら
れ
る
。
今
後
は
資
料
の
精
査
と
全
国
的
な
比
較

検
討
を
通
じ
て
、
耳
環
の
定
義
と
機
能
に
つ
い
て
、
よ
り
精
緻
な
議
論
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

四　

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
長
野
県
域
か
ら
出
土
し
た
耳
環
資
料
に
つ
い
て
、
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
お

よ
び
『
長
野
県
史 

考
古
資
料
編
』
に
掲
載
さ
れ
た
事
例
を
対
象
と
し
て
集
成
を
行
い
、
そ
の

出
土
時
期
、
分
布
、
法
量
、
材
質
お
よ
び
製
作
技
法
、
な
ら
び
に
出
土
状
況
の
整
理
を
試
み
た
。

　

第
一
章
で
は
、集
成
資
料
に
も
と
づ
き
、耳
環
の
出
土
状
況
を
時
期
区
分
ご
と
に
整
理
し
た
。

そ
の
結
果
、長
野
県
域
の
耳
環
は
五
世
紀
末
か
ら
墳
墓
中
心
に
小
型
の
装
身
具
と
し
て
出
現
し
、

六
世
紀
中
頃
に
は
集
落
出
土
が
始
ま
り
法
量
拡
大
や
貼
金
技
術
の
導
入
が
見
ら
れ
る
。
六
世
紀

後
半
に
は
鉄
芯
耳
環
の
出
現
と
法
量
の
最
大
化
で
画
期
を
迎
え
、
六
世
紀
末
に
は
鍍
金
や
中
空

耳
環
が
加
わ
り
製
作
技
法
が
出
揃
っ
た
。
七
世
紀
以
降
は
法
量
縮
小
と
鉄
芯
耳
環
の
消
失
が
見

ら
れ
る
が
既
存
技
術
は
継
承
さ
れ
、
八
世
紀
に
は
出
土
が
散
発
的
と
な
り
使
用
は
減
少
し
た
。

こ
の
変
遷
は
出
現
―
拡
大
―
多
様
化
―
安
定
―
縮
小
の
段
階
的
推
移
と
し
て
整
理
で
き
、
先
行

研
究
と
も
整
合
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
整
理
は
、
報
告
書
記
載
に
基
づ
く
大
ま
か
な

傾
向
把
握
に
と
ど
ま
る
が
、
長
野
県
域
に
お
け
る
耳
環
出
土
の
時
期
的
推
移
を
概
観
す
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

第
三
章
で
は
、
耳
環
の
多
様
な
様
相
を
把
握
す
る
た
め
、
中
空
耳
環
、
竪
穴
建
物
跡
出
土
耳

環
、鉄
製
耳
環
と
い
っ
た
特
定
の
事
例
に
着
目
し
て
検
討
を
行
っ
た
。中
空
耳
環
に
つ
い
て
は
、

出
土
時
期
や
点
数
が
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
長
野
県
域
に
お
け
る
受
容
が
限
定
的
で
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
。
竪
穴
建
物
跡
出
土
耳
環
に
つ
い
て
は
、
単
数
出
土
が
多
い
点
に
注
目
し
、

古
墳
出
土
例
と
は
異
な
る
出
土
文
脈
の
存
在
を
確
認
し
た
。
鉄
製
耳
環
に
つ
い
て
は
、
全
国
的

に
は
出
土
例
が
少
な
い
と
さ
れ
る
な
か
で
、
長
野
県
域
で
は
比
較
的
集
中
し
て
確
認
さ
れ
る
事

例
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

さ
ら
に
、
第
三
章
第
四
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
、
耳
環
の
性
格
や
定
義
に
関
わ

る
問
題
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
た
。
従
来
、
耳
環
は
古
墳
副
葬
品
と
し
て
の
装
身
具
、
す
な
わ

ち
耳
飾
り
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
集
落
遺
跡
、
峠
祭
祀
に
関
わ
る
遺
跡
、
寺
院
塔
心
礎

な
ど
、
身
体
装
着
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
場
か
ら
の
出
土
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
耳
環

が
必
ず
し
も
装
身
具
と
し
て
の
機
能
に
限
定
さ
れ
な
い
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
、
長
野
県
域
出
土
耳
環
に
つ
い
て
、
既
存
資
料
の
再
整
理
を
行
い
、

そ
の
時
期
的
変
遷
と
出
土
様
相
を
基
礎
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
報
告
書
記
載

に
依
拠
し
た
整
理
に
と
ど
ま
り
、
県
内
全
域
の
実
見
調
査
や
全
国
的
な
比
較
検
討
に
は
至
っ
て

い
な
い
が
、
今
後
、
耳
環
の
性
格
や
機
能
を
検
討
し
て
い
く
う
え
で
の
基
礎
資
料
の
一
つ
と
し

て
活
用
し
た
い
。

注１　

桐
原　

健
「
科
野
に
み
る
金
環
出
土
古
墳
の
あ
り
方
」『
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
紀
要
』

第
一
四
輯
、
國
學
院
大
學
考
古
学
資
料
館
、
一
九
九
八
年
。

２　

藤
田
亮
策
「
朝
鮮
及
び
内
地
発
見
耳
飾
に
就
い
て
」『
日
本
文
化
叢
考
』
京
城
大
學
法
文
學
曾

第
二
部
論
纂
・
第
三
輯
、
一
頁
－
一
九
頁
、
一
九
三
一
年
。

３　

石
部
正
志
・
堀
田
啓
一「
古
墳
後
期
村
落
へ
の
手
工
業
製
品
の
流
通
に
つ
い
て
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
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第
四
二
号
、
大
阪
歴
史
学
会
、
一
頁
－
一
三
頁
、
一
九
六
五
年
。

４　

菅
谷
文
則
「
古
墳
時
代
の
耳
飾
り
に
つ
い
て
」『
古
代
国
家
の
形
成
と
展
開
』、
六
九
頁
－
九
七

頁
、
一
九
七
六
年
。

５　

村
上
隆
「
高
川
古
墳
出
土
の
耳
環
の
構
造
と
材
質
に
つ
い
て
」『
高
川
古
墳
群
』
兵
庫
県
文
化

財
調
査
報
告
書
第
九
七
冊
、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
。

６　

村
上
隆
「
ミ
ク
ロ
な
眼
で
探
る
わ
が
国
金
工
技
術
の
世
界
」『
佛
教
芸
術
』
第
二
一
三
号
、
五

二
頁
－
六
一
頁
、
一
九
九
四
年
。

７　

村
上
隆
「
古
代
金
工
の
ハ
イ
テ
ク
」『
古
代
に
挑
戦
す
る
自
然
科
学
』
一
〇
九
頁
－
一
二
〇
頁
、

一
九
九
五
年
。

８　

村
上
隆
「
古
代
金
工
に
お
け
る
色
彩
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
六
二
集
、
一

一
頁
－
四
二
頁
、
一
九
九
五
年
。

９　

村
上
隆「
金
属
の
調
査
研
究
法
」『
日
本
の
美
術
』第
四
〇
〇
号
、
至
文
堂
、
一
八
頁
－
二
一
頁
、

一
九
九
九
年
。

10　

村
上
隆
「
細
型
タ
イ
プ
の
金
製
耳
環
の
材
質
と
製
作
技
法
」『
文
化
財
保
存
修
復
学
会
第
二
三

回
大
会
講
演
要
旨
集
』
一
二
八
頁
－
一
二
九
頁
、
二
〇
〇
一
年
。

11　

村
上
隆「
Ｓ
ｐ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
－
八
を
用
い
た
金
・
銀
製
耳
環
の
分
析
」『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
』

三
四
頁
－
三
五
頁
、
二
〇
〇
一
年
。

12　

村
上
隆
「
古
墳
時
代
の
金
・
銀
製
耳
環
の
材
質
と
製
作
技
法
を
め
ぐ
る
考
察
」『
奈
良
文
化
財

研
究
所
紀
要
』
四
八
頁
－
五
〇
頁
、
二
〇
〇
二
年
。

13　

村
上
隆
「
古
代
の
金
・
銀
」『
科
学
が
解
き
明
か
す
古
代
の
歴
史
』、
一
五
三
頁
－
一
六
三
頁
、

二
〇
〇
四
年
。

14　

村
上
隆
『
金
・
銀
・
銅
の
日
本
史
』、
岩
波
書
店
、
二
八
頁
－
四
三
頁
、
二
〇
〇
七
年
。

15　

渡
辺
智
恵
美
「
耳
環
小
考
」『
創
立
三
十
周
年
記
念
誌
』、
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
七
三
頁
－

八
三
頁
、
一
九
九
七
年
。

16　

渡
辺
智
恵
美
「
自
然
科
学
的
手
法
を
用
い
た
古
墳
時
代
の
金
属
器
製
作
技
術
の
調
査
と
工
具
の

復
元
」『
科
学
研
究
費
助
成
事
業
研
究
成
果
報
告
書
』
二
〇
一
二
年
。

17　

渡
辺
智
恵
美
「
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
と
三
次
元
デ
ー
タ
を
利
用
し
た
耳
環
の
調
査
」『
史
学
論

叢
四
八
』、
一
－
九
頁
、
二
〇
一
八
年
。

18　

永
嶋
正
春
「
古
墳
時
代
に
於
け
る
金
属
錫
の
利
用
」『
歴
博
』
第
四
九
号
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
、
一
九
九
一
年
。

19　

小
池
寛
「
中
空
耳
環
に
つ
い
て
」『
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
論
集
第
１
集
』
京
都
府
埋
蔵
文
化
財

調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
四
一
頁
－
一
五
〇
頁
、
一
九
八
七
年
。

20　

松
本
百
合
子
「
副
葬
品
の
種
類
と
編
年
五
装
身
具
Ｂ
耳
環
」『
古
墳
時
代
の
研
究
』
第
八
巻 

古

墳
Ⅱ 

副
葬
品
、
雄
山
閣
出
版
株
式
会
社
、
一
〇
三
頁
、
一
九
九
一
年
。

21　

辻
村
純
代
「
耳
環
考
」『
古
文
化
談
叢
』
第
三
九
集
、
九
州
古
文
化
研
究
会
、
一
九
九
七
年
。

22　

野
口
成
美
「
東
山
古
墳
群
出
土
の
耳
環
の
特
徴
」『
東
山
古
墳
群
』
Ⅰ
、
中
町
教
育
委
員
会
、

一
九
九
九
年
。

23　

西
山
め
ぐ
み
「
古
墳
時
代
耳
環
考
」『
古
文
化
談
叢
』、
第
四
四
集
、
五
九
頁
－
九
二
頁
、
二
〇

〇
〇
年
。

24　

横
田
真
吾「
熊
本
県
熊
本
市
宮
穴
横
穴
群
出
土
の
遺
物
に
つ
い
て
」『
書
陵
部
紀
要
』第
六
九
号
、

宮
内
庁
書
陵
部
、
二
〇
一
八
年
。

25　

井
谷
朋
子
・
岩
橋
孝
典
・
吉
松
大
志
・
西
尾
克
己
「
隠
岐
郡
知
夫
村
・
高
津
久
横
穴
墓
群
に
つ

い
て
（
論
考
篇
）『
古
代
文
化
研
究
』
第
二
八
号
、
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
〇
年
。

26　

岩
橋
孝
典
「
再
考
・
中
空
耳
環
－
島
根
県
内
出
土
例
を
理
解
す
る
た
め
の
一
試
案
－
」『
古
代

文
化
研
究
』
第
三
〇
号
、
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
二
年
。

27　

横
田
真
吾
「
竪
穴
建
物
跡
出
土
の
耳
環
に
つ
い
て
」『
待
兼
山
考
古
学
論
集
Ⅳ
－
福
永
伸
哉
先

生
退
任
記
念
－
』
大
阪
大
学
考
古
学
研
究
室
、
二
〇
二
五
年
。

28　

香
取
秀
眞
『
日
本
金
工
史
』
雄
山
閣
出
版
株
式
会
社
、
一
九
三
二
年
。

29　

西
山
め
ぐ
み
「
金
工
技
術
か
ら
み
た
日
韓
交
渉
」『
人
類
史
研
究
』、
第
一
三
号
、
五
頁
－
一
六

頁
、
二
〇
〇
二
年
。

30　

石
橋
茂
登
・
諌
早
直
人
・
降
幡
順
子
「
飛
鳥
寺
塔
心
礎
出
土
耳
環
」『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀

要
』、
五
四
頁
－
五
七
頁
、
二
〇
一
七
年
。

31　

山
下
隆
次
「
奈
良
県
香
芝
市
尼
寺
廃
寺
塔
跡
の
調
査
」『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
四
一

四
号
、
三
二
頁
－
三
五
頁
、
一
九
九
七
年
。

32　

渡
辺
智
恵
美
「
尼
寺
廃
寺
塔
心
礎
出
土
耳
環
の
自
然
科
学
的
調
査
」『
尼
寺
廃
寺
Ⅰ
』
香
芝
市

教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
。

33　

斑
鳩
町
教
育
委
員
会
斑
鳩
町
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー
「
史
跡
中
宮
寺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
」『
斑

鳩
町
文
化
財
調
査
報
告
』
第
一
一
集
、
二
〇
一
三
年
。
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謝
辞資

料
の
観
察
に
あ
た
り
、
佐
久
市
教
育
委
員
会
、
松
本
市
教
育
委
員
会
、
飯
田
市
教
育
委
員

会
の
方
々
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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南方古墳出土（第８図版－３） 南方古墳出土（第８図版－３） 南方古墳出土（第８図版－５）
左：工具痕か。中央・右：薄板を接面にのせ、それを覆うように接面端部を垂直に折り曲げる。

長峯古墳群７号墳（第37図－12） 長峯古墳群７号墳（第37図－12） 長峯古墳群７号墳（第37図－13）
左：中空耳環の根拠となる破損状況。中央・右：側面端部を折り曲げてから、薄板を蓋状にかぶせる。

南方古墳出土（第８図版－２・３・５）

上溝11号墳出土（挿図19－１・２） 長峯古墳群７号墳（第37図－12・13）

大室古墳群25号墳（第51図－１）Ｘ線透過撮影 大室古墳群25号墳（第51図－２）Ｘ線透過撮影

図１　長野県域出土の中空耳環の諸例



96

長野県立歴史館研究紀要第32号（2026.3）

表１　長野県域耳環出土遺跡一覧（2026年３月時点）

番号 遺跡名 所在地 点数 報告図版番号
法量

報告書記載 古墳規模・出土状況 時期（存続時期） 文献縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

1 川久保遺跡 上水内郡信濃町大字
野尻 1 第37図-292 - - - 鉄表面の剥離がある銀箔環 ３区北端７層 古墳時代中期 1

2 本郷大塚古墳 長野県須坂市日滝字
宮原 14

図13-42 1.4 1.9 - 銅芯鍍金（金張か）

推定径15～16ｍの円墳。全長８ｍの片袖
式横穴式石室。金銅装圭頭大刀１点，象
嵌嵌円頭大刀１点出土。

古墳後期 2

図13-43 1.4 1.7 - 銅芯鍍金（金張か）
図13-44 1.8 1.7 - 銅芯　鍍金部分消滅
図13-45 1.7 1.6 - 銅芯　鍍金部分消滅
図13-46 2.6 2.3 - 銅芯銀張か，蛍光Ｘ線分析
図13-47 2.6 2.4 - 銅芯銀張か
図13-48 3 2.7 - 銅芯銀張か
図13-49 3.3 3.1 - 銅芯銀張か
図13-50 3.7 3.5 - 銅芯銀張か
図13-51 3.6 3.9 - 銅芯銀張か
図13-52 3.7 3.4 - 鉄芯　金・銀張か不明
図13-53 3.8 4.2 - 鉄芯　金・銀張か不明
図13-54 4.4 3.4 - 鉄芯　金・銀張か不明
図13-55 4.3 3.4 - 鉄芯　金・銀張か不明

3 大室古墳群二号墳 長野県長野市松代町
大室字村東山手 2

第66図-１ 2.17 2.36 11.9 錆付着も剥離無し 推定径13.15ｍ×13.2ｍの円墳。全長5.38
ｍの両袖型横穴式石室。 ７世紀前半代？ 3

第66図-２ 1.4 1.515 3.8 良好に残存

4 大室古墳群25号墳 長野県長野市松代町
大室字村東山手 11

第51図－１ 2.95 3.13 6.7 中空　ロウ付け接合痕残る

径12.9ｍ×12.8ｍの円墳。全長6.05ｍの
無袖型横穴式石室。 ６世紀後半 3

第51図－２ 2.99 3.38 34.7 内側残存・外側なし
第51図－３ 2.985 3.345 34.5 内側はほぼ残存・外側なし
第51図－４ 2.93 3.465 32 錆付着も剥離無し
第51図－５ 2.915 3.24 28.9 内側残存・外側一部残存
第51図－６ 2.805 3.07 23.9 内側若干残存・外側なし
第51図－７ 2.665 2.98 22.5 良好に残存
第51図－８ 2.625 3.025 20.1 錆付着も剥離無し
第51図－９ 2.645 2.97 19.5 良好に残存
第51図-10 2.6 2.96 17.6 内側ほぼ残存・外側なし
第51図-11 2.92 3.22 13 鉄芯のみ

5 大室古墳群425号墳 長野県長野市松代町
大室字村東山手 4 第６図-32～35 - - - 金環 北谷支群、径13ｍの円墳。玄室長4.8ｍ

の両袖型横穴式石室。 ６世紀代 4

6 大室古墳群436号墳 長野県長野市松代町
大室字村東山手 1 図無し - - - 銀環 一辺15.8ｍの方形に根を巡る。玄室長3.5

ｍの無袖型横穴式石室。 ６世紀代 4

7 大室古墳群 長野県長野市松代町
大室字村東山手 3 第７図-35～37 - - - 大室谷支群 ６世紀代 4

8 榎田遺跡 長野県長野市若穂綿
内 9

図版384-27 2.6 2.9 - ほぼ完形 SB746， №12．5.0×5.25ｍの隅丸方形
の竪穴建物跡。坏，長胴甕，甑が出土。 中期～後期（古墳Ⅴ期）

5

図版384-28 2.8 3.1 - ほぼ完形、銀張 SB1122，№23．4.75×5.0 中期～後期（古墳Ⅰ～Ⅴ期）
図版384-29 2.8 3 - ほぼ完形、銀張 遺構外 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）
図版384-30 2.5 2.5 - ほぼ完形 遺構外 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）
図版384-31 2.6 3.1 - ほぼ完形、銀張 SD65，№27 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）
図版384-32 2.6 2.9 - ほぼ完形 SD65，№28 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）

図版384-33 2.6 2.9 - ほぼ完形、銀張 SD511，№５．幅約150㎝、深さ約20㎝。
人骨１体の頭骨付近にで金環出土。 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）

図版384-34 2.7 2.9 - ほぼ完形、銀張 SD511，№22．幅約150㎝、深さ約20㎝。
人骨１体の頭骨付近にで金環出土。 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）

図版384-35 1.7 - - ほぼ完形、金張 遺構外 中期～後期（古墳Ⅲ期以降）

9 篠ノ井遺跡群 長野市篠ノ井塩崎

1 図73-４ 1.9 - - 銅地金張 3.90×5.40ｍの竪穴建物跡（SB130覆土）
カマドあり。本住居に伴う可能性は低い。 平安時代 6

1 第302図-11 1.7 0.6 3.18 検出面 古墳後期 7

1 211-4 2.9 - 4.44 完形、青銅 SB7307 ９世紀第３四半期から９世
紀第４四半期中葉頃 8

1 図298-8 - - - 耳環 SB06、SB01-05間で検出 古墳時代後期 9

10 社宮司遺跡 千曲市大字八幡字社
宮司 1 第424図-28 - - - 青銅製

２号竪穴建物跡（6.8ｍ×6.2ｍ）隅丸方
形。北壁東寄りカマド。耳環は床直から
出土。

９世紀終末から10世紀初頭 10

11 聖林寺跡 長野市豊野町 2 図７-17・18 - - - 銅芯銀装 ９ｍ×９ｍ範囲の集石。古墳であった可
能性もあるが、規模・形態不明。 ６世紀末～７世紀 11

12 川柳将軍塚古墳 長野市篠ノ井石川湯
ノ入 7 図無し - - -

全長90ｍ，後円部径42ｍ，前方部長さ48
ｍの前方後円墳。竪穴式石室。長野最古
級

５世紀末 4

13 檀田遺跡 長野市檀田 1 図版246-2634 - - - 長軸6.39ｍの竪穴建物跡（C①SA16）
２つあるカマドは本調査唯一の土製支脚。 古墳後期 13

14 長原古墳群５号墳 長野市若穂 6

第５図-１ 2 - -

全長4.1ｍの両袖型横穴式石室。 ７世紀末葉もしくは８世紀 14

第５図-２ 2.1 - -
第５図-３ 2.1 - -
第５図-４ 1.5 - -
第５図-５ 1.7 - -
図無し 2 - - 羨道東側壁出土、中空

15 長原古墳群６号墳 長野市若穂 5

第８図-１ - - -

横穴式石室 言及無し 14
第８図-２ 3 2.8 - ５点中最大
第８図-３ - - -
第８図-４ - - -
第８図-５ 2 1.9 - ５点中最小

16 長原古墳群７号墳 長野市若穂 3
第11図-１ 3 - - 銅地鍍金

長径12ｍ ，短径10ｍの円墳。全長4.33
ｍの横穴式石室。

７世紀終末もしくは８世紀
初頭 14第11図-２ 2.8 - -

第11図-３ 3 - - 銅地鍍金

17 長原古墳群12号墳 長野市若穂 4

第21図-１ 3 - - 銅地鍍金、径１㎜の麻の撚
紐が開口部に巻き付く

現存長2.5ｍの横穴式石室。 ７世紀終末～８世紀 14第21図-２ 3 - - 銅地鍍金
第21図-３ 3 - - 銅地鍍金
第21図-４ 3 - - 銅地鍍金

18 長原古墳群13号墳 長野市若穂 15 第26図-３～17 3.25 - - 銅地鍍金 10ｍ×8.3ｍの円墳。全長5.5ｍの横穴式
石室。 ８世紀代 14

19 西前山古墳 長野市松代町東条 3
23図-67 3.2 - - 鉄芯銀環

南北20.5ｍ，東西22.5ｍの円墳。現長5.80
ｍの横穴式石室。２号主体部Tr出土。 古墳時代後期 1523図-68 2.2 - - 鉄芯銀環

23図-69 3 - - 鉄芯金環
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番号 遺跡名 所在地 点数 報告図版番号
法量

報告書記載 古墳規模・出土状況 時期（存続時期） 文献縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

20 松原遺跡１号墳 長野市松代町東寺尾
北堀 11

第26図-111・112 2.6 - - 金銅装

径12ｍ前後の円墳。全長5.7ｍの両袖型
横穴式石室。 古墳時代後期 16

第26図-113・114 2.7 - - 金銅装

第26図-115・116 2.3 - - 金銅装、抉り部にガラス小
玉

第26図-117 1.7 - - 金銅装
第26図-118・119 2.1 - - 銀装
第26図-120・121 1.7 - - 銀装

21 屋地遺跡 長野市松代町東条 1 Ⅲ-232-27 - - - B SB21 古墳時代 17

22 湯谷古墳群１号墳 長野市湯谷東沖 8 第13図-11～18 3.7 - - 鉄芯、18のみ銀環 直径約11.5ｍの円墳。全長9.3ｍの片袖
型横穴式石室。土器は全て主体部外出土。 ６世紀後半～７世紀代 18

23 湯谷古墳群３号墳 長野市湯谷東沖 1 第16図-３ - - - 鉄芯，中央付近に紐の痕跡 直径約８ｍの円墳。無袖型横穴式石室。 ６世紀後葉代～７世紀代 18

24 吉古墳群75号墳 長野市若槻吉カウラ
フ 10 第６図-24～33 - - - 金銅製 直径15ｍの円墳。全長5.7ｍの横穴式石室。 ６世紀終末～７世紀初頭 4

25 大穴遺跡１号墳 千曲市大字森字大穴 1 第３-77図　SM１ - - - 鍍銀
主軸方向13.30ｍ，直交方向11.12ｍの円
墳。全長9.16ｍの無袖型横穴式石室。墳
丘盛土内の出土。

７世紀後半 19

26 大穴遺跡４号墳 千曲市大字森字大穴 1 第３-77図　SM４ - - -
主軸方向12.0，直交方向14.8ｍの円墳。
全長5.35ｍの両袖型横穴式石室。前庭外
側10号集石址周辺の出土。

８世紀以降か 19

27 大穴遺跡７号墳 千曲市大字森字大穴 1 第３-77図　SM７ - - - 一部鍍金残る ７号集石址 ７世紀～８世紀前半 19

28 清水製鉄遺跡１号墳 千曲市大穴森字南岡
地 6

第２-19図-27 1.3 1.5 - 鍍銀一部残る
主軸方向9.6ｍ，直交方向10.2ｍの円墳。
全長7.7ｍの横穴式石室。７世紀後葉か
ら８世紀初頭の遺物が出土，一時的に副
葬されたものと思われ，本墳は８世紀初
頭に造営されたと思われる。

８世紀初頭・一時期副葬 19

第２-19図-28 1.75 1.6 - 鍍金半分残る
第２-19図-29 1.9 1.75 - 錆化，磨滅顕著
第２-19図-30 2.25 2.1 - 鍍金半分残る
第２-19図-31 2.5 2 - 全面鍍金
第２-19図-32 2.35 2.15 - 全面鍍金

29 八幡遺跡群大道遺跡 千曲市大字八幡字北 1 第90図-４ 2.6 - 15 金環 北区畝状跡検出面 ７世紀後半代？ 19

30 東篠遺跡 千曲市八幡字東篠 5

第205図-４ 3 2.6 18 耳環（鉄＋メッキ） SB39埋土 ７世紀代

20
第205図-10 2.9 2.7 15.2 銀環（鉄＋メッキ） SB67埋土 不明
第205図-13 2.6 2.4 8.4 耳環（鉄） SD02埋土１層 TR4・３の間 古代
第205図-14 2 1.8 7.5 耳環（鉄＋メッキ） XⅦH06 古代
第205図-15 2.8 2.5 10.3 耳環（鉄） XⅦD25古代検出面 古代

31 森将軍塚古墳３号墳 更埴市大字森 3
図版10-７ 2.1 - - 銅環

5.25ｍ× 約６ｍの円墳。全長4.5ｍの無
袖型横穴式石室。

６世紀後半頃
時期の古いものから２，６，
８.４，３号墳の順

21図版10-８ 2 - - 銅環
図版10-９ 2.2 - - 鉄環

32 森将軍塚古墳４号墳 更埴市大字森 1 図版10-12 3 - - 金環 南北4.8× 東西3.8ｍの円墳。内法で全
長2.4ｍの無袖型横穴式石室。 ６世紀後半頃 21

33 森将軍塚古墳６号墳 更埴市大字森 1 図版７-25 - - - 青銅環、内径1.6㎝ 南北６×東西４ｍの円墳。 ６世紀後半～７世紀初頭 22

34 森将軍塚古墳12号墳 更埴市大字森 2
挿図２-６ 3.1 2.8 - 銅胎を銀で覆う、鍍金の可

能性
現存長2.3ｍの無袖式横穴式石室。 ７世紀前半 23

挿図２-７ 3.2 2.8 - 銅胎を銀で覆う、鍍金の可
能性

35 森将軍塚古墳14号墳 更埴市大字森 6

挿図８-１ 3.3 3.1 - 銅芯銀張り

玄室長2.6ｍの無袖式横穴式石室。 ７世紀前半 23

挿図８-２ 3.2 2.9 - 銅芯銀張り
挿図８-３ 2.5 2.3 - 銅芯金銅張り
挿図８-４ 2.6 2.4 - 銅芯金銅張り
挿図８-５ 2.2 2.1 - 鉄製
挿図８-６ 2.1 - - 細身の銅環

36 屋代遺跡群 更埴市雨宮・屋代 1 図版359-19 - - - 銅の丸棒に金を被せる ④～⑥区包含層
（※図版559-４「環」 耳環の可能性） - 24

37 湯ノ崎遺跡３号墳 更埴市大字稲荷山字
大牧 9 第11図-１～９ - - - 金銅張り、銹化が激しい 直径約10.5ｍの円墳。玄室長5.04ｍの無

袖型横穴式石室。 ６世紀末（～７世紀の半ば） 25

38 青木下遺跡 坂城町南条 3
図223-17 5 - - 金環 Ｒお８Ｆ区Ⅴ層一括

６世紀後半～７世紀前半 26図223-18 4.8 - - 金環 Ｒお８Ｅ区Ⅴ層一括
図223-19 5 - - 銅環 Ut11号 土器集積趾　Ｒえ８Ｈ区Ⅵ層

39 東裏遺跡 坂城町南条 3
第106図-２ - - - 銅製 Ｈ13号住居。底部に木葉痕のある坏出土 平安時代初期

27第106図-３ - - - グリット -
第106図-４ - - - 銀製 Ｈ９号住居。黒色土器、長胴甕出土 古墳時代後期

40 保地遺跡 坂城町南条 2 第40図-１・２ 3 - 15 鍍銀製
Ｈ４号住居址。東西3.3ｍの隅丸長方形。
３連式カマド。長胴甕、円筒形土製品出
土。

６世紀末～７世紀初頭 28

41 皇子塚古墳 上田市大字手塚字王
字塚 2

第５図-１ 3 2.8 0.75 銅地金に金箔をはる 径14.8ｍの円墳。全長6.1ｍの無袖型横
穴式石室。 ７世紀後半 29

第５図-２ 2.9 2.65 0.75

42 国分寺周辺遺跡群 上田市国分字西沖 5

図300-47 4.6 3.4 19.7 半欠、箔剥落 4531号土坑。長径140㎝深さ46㎝の楕円
形。覆土から須恵器片や耳環出土。 古墳時代後期

30
図300-48 2.6 2.9 4.9 箔剥落 456号土坑。310×286×22㎝、竪穴状遺

構ともいえる。内黒坏、長胴甕出土。 古墳時代後期

図300-49 2.3 2.6 6.7 箔一部残る 459号住居跡。内黒坏、小型甑出土。 ７世紀中頃
図300-50 2 2.1 4 箔残る ③区H-６ -
図300-51 2.9 3.3 27.1 箔一部残る ③区Ⅲ層 -

43 渋取田遺跡 上田市諏訪形 1 図114-12 2.2 2.4 8.9 SD01。刀子、土師坏、須恵坏、灰釉坏
など出土。 古墳時代後期以降 31

44 陣馬塚古墳 上田市住吉字横山 7 図76図-74～80 - - - 銅芯金箔張りか鍍金。
74・77、79・80が対を成す

直径8.2ｍの円墳。全長5.2ｍの両袖式横
穴式石室。 ６世紀末（～７世紀前半） 32

45 中の沢２号古墳
（半過古墳群７号墳） 上田市小泉字上半過 1 図版36-１ 1.9 1.8 7.3 銅・金 直径７ｍの円墳。全長3.2ｍの横穴式石

室。半過古墳群第10号墳よりやや古い。 古墳時代後期 33

46 半過古墳群10号墳 上田市小泉字上半過 4

図版44-１ 1.7 1.6 5.1 銅・金

直径７ｍの円墳。全長5.0ｍの横穴式石
室。７世紀第３四半期のフラスコ瓶出土。 古墳時代後期 33

図版44-２ 1.9 1.9 7.2 銅・金
図版44-３ 1.9 1.9 7.5 銅・金
図版44-４ 2.1 1.9 8.9 銅・金

47 半過古墳群11号墳 上田市小泉字上半過 2
図版48-３ 1.8 1.7 4.2 銅・金 直径７ｍの円墳。全長3.6ｍの片袖式横

穴式石室。半過古墳群第10号墳よりやや
新しい。

古墳時代後期 33
図版48-４ 1.8 1.6 3.5 銅・金

48 他田塚古墳 上田市下之郷塚穴原 12 第４図-23～34 - - - 耳環11、鉄環１ 南北18.5×東西17.2ｍの円墳。全長9.9
ｍの無袖型横穴式石室。 ７世紀前半頃 34
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番号 遺跡名 所在地 点数 報告図版番号
法量

報告書記載 古墳規模・出土状況 時期（存続時期） 文献縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

49 塚穴原第１号古墳 上田市大字下之郷字
塚穴原 22

第５図-１ 2.95 2.65 - 金環

直径20.5ｍの円墳。玄室長7.2ｍの横穴
式石室。 古墳時代後期中葉 35

第５図-２ 3 2.67 - 金環
第５図-３ 3.06 2.71 - 銀環
第５図-４ 1.74 1.62 -
第５図-５ 2.46 2.25 - 金環
第５図-６ 2.27 2.08 - 銀製
第５図-７ 2.63 2.4 - 金環
第５図-８ 2.35 2.1 - 金環
第５図-９ 2.86 2.68 - 金環
第５図-１０ 3.1 2.73 -
第５図-１１ 2.93 2.66 - 金環
第５図-１２ 1.92 1.7 - 金環
第５図-１３ 2.5 2.32 - 金環、14と対
第５図-１４ 2.53 2.4 - 金環、13と対
第５図-１５ 2.84 2.67 - 金環
第５図-１６ 2.87 2.6 - 金環
第５図-１７ 2.98 2.61 - 金環
第５図-１８ 3.31 2.99 - 22と対
第５図-１９ 2.44 2.18 - 金環
第５図-２０ 2.34 2.17 - 金環、21と対
第５図-２１ 2.37 2.16 - 金環、20と対
第５図-２２ 3.37 3.01 - 18と対

50 塚原古墳 上田市大字上田原字
塚原 2 第162図-19・26 - - - 銅環 礫床墓、人骨片出土。 古墳時代後期 36

51 豊原古墳 上田市大学常著残字
畳僚 1 第7図-１ 1.94 1.77 9.2 銅芯鍍金 径14～16ｍの円墳。玄室長1.9ｍの横穴

式石室。 古墳時代末期 37

52 法楽寺遺跡 上田市大字殿城字法
楽寺 3

第157図-23 2.7 3.1 19 銅 SB484 古墳時代後期
38第157図-24 2.3 2.6 7 銅 SD02 古墳時代後期

第157図-25 2.5 2.6 10 銅 SD17 古墳時代後期

53 宮平遺跡 上田市住吉字宮平 4

第184図-22 - - - 銅芯銀箔？ 17号竪穴建物跡 ６世紀末～７世紀前葉

32
第184図-23 - - - 銅芯金張り 79号竪穴建物跡 ７世紀前葉～中葉
第184図-24 - - - 銅芯金張り 80号竪穴建物跡 ７世紀中葉

第184図-25 - - - 銅芯金張り、二箇所に巻き
糸 89号竪穴建物跡 ６世紀末～７世紀前葉

54 宮ノ反Ａ遺跡群竹花
遺跡

小諸市大宇御影 新
田字竹花

1 第12図-２ - - - 13号竪穴住居跡 ７世紀代（中葉以降） 39

2
第367図-18 - - - SB41 平安時代

40
第367図-19 - - - SB43 古墳時代後期後半

55 長野原遺跡 小諸市大字平原 1 第３図-９ - - - １号竪穴住居跡、北壁にカマドあり。周
囲に後期後半の長野原塚古墳（消滅） ６世紀後葉頃 40

56 中原遺跡群 小諸市御影新田 4

第354図-45 - - - 銀環、表面の銀は３割残る 43号竪穴建物跡。横置き二つ掛けカマド
の可能性。坏、甕出土。 ７世紀末

41第354図-46 - - - 金環、カマド埋土出土 39号竪穴建物跡。カマド煙道長い38㎝、
支脚は熔岩。鎌、石製紡錘車、甑出土。 ７世紀前半

第354図-47 - - - 金環、鍍金ほとんど残る 130号竪穴建物跡。高坏・甕出土。 ７世紀前半
第354図-48 - - - 金環、小さい 遺構外 -

57 下原古墳群 御代田町大字馬瀬口
下原 1 第６図-２ 2.6 2.4 - 金環 東西6.21ｍ×南北6.51ｍの円墳。全長5.6

ｍの両袖型横穴式石室。 ８世紀（古墳時代後期） 42

58 めがね塚１号古墳 御代田町大字馬瀬口 1 第８図-22 1.7 - - 銅地金張り
直径10ｍ程度の円墳。奥壁～羨道部まで
の長さは6.6ｍ、 玄室長3.43ｍで町内で
は最大規模。両袖型横穴式石室。

７世紀中葉～後葉 43

59 大塚３号墳 北佐久郡望月町大字
協和字大塚 5

第13図-32 2.9 3 - 青銅＋金メッキ、残り良好

東西14ｍ×南北12ｍの円墳。石室全長７
ｍの横穴式石室。須恵器甕形土器など古
墳から出土するには大型の土器が出土。

７世紀後半 44
第13図-33 2.1 2.2 - 青銅＋金メッキ
第13図-34 2.1 2.3 - 青銅＋金メッキ
第13図-35 2.2 2.1 - 青銅＋金メッキ、残り良好
第13図-36 1.7 1.7 - 青銅＋金メッキ

60 尾垂古墳 佐久市前山 2 第114図-33・34 - - - 銅芯金張り 直径10.7ｍの円墳。石室長約４ｍの横穴
式石室。 ７世紀後葉（～８世紀前半） 45

61 川原端遺跡 佐久市大字鳴瀬字川
原端 1 第46図-11 - - - H28号住居址。南北27.2ｍの隅丸方形。

北壁中央にカマド。 古墳時代後期 46

62 幸神古墳４号墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 1 第47図-６ - - - 銅芯

主軸方向７×直交軸６ｍの円墳。全長4.6
ｍの横穴式石室。暗文土器、墨書土器出
土。

７世紀（～９世紀） 46

63 幸神古墳２号墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 1 第41図-１・２ 1.5 - - 内側１㎜金残る 主軸方向8.8×直交軸6.7ｍの円墳。全長

5.8ｍの横穴式石室。 ７世紀後半（～平安時代） 46

64 五庵古墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 6 第28図-１～６ - - - 銅芯、１～３は縦径３㎝、

４～６は縦径2.1㎝。
直径15ｍの円墳。全長4.4ｍの片袖型横
穴式石室。 ６世紀後半（～７世紀） 46

65 芝宮遺跡群 佐久市小田井 5

第194図-106 - - - 環の内側に鍍金僅かに残る 29号竪穴建物跡。煙道長いタイプ。鉄鏃、
坏出土。 ７世紀後半

47
第194図-107 - - - 220号竪穴建物跡。管玉、「主」墨書土器

５点、武蔵甕出土。 ９世紀後半前葉

第194図-108 - - - 表面の鍍金が僅かに残る SD３D/Eベルト ７世紀後半
第194図-109 - - - 小振りで鍍金も良く残る 82号竪穴建物跡。刀子、甕出土。 ７世紀中葉
第194図-110 - - - 芝宮遺跡のうち最小 SD３Gア ２層溝覆土中 ７世紀後半

66 下聖端遺跡 佐久市大字長土呂字
下聖端 1 第9図-43 1.6 - - 青銅製金環 Ｈ１号住居址。 ８世紀前半 48

67 新海神社東御陵古墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 2

第10図-３ 2.8 - - 白黄色に光り重い、メッキ 主軸方向7.6×直交軸8.2ｍの円墳。全長
3.2ｍの無袖型横穴式石室。 ６世紀末～７世紀 46

第10図-４ 2.1 - - 銀色、メッキ

68 新海神社新発見古墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 2 第16図-11・12 2.6 - - 銅芯、鍍金は金・銀の合金 主軸方向12ｍ、直交軸13ｍの円墳。全長

４ｍの無袖型横穴式石室。 ６世紀最末～７世紀前半 46

69 新海神社西御陵古墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 8 第24図-１～８ 2.9 - - ２は中空、８は鉄芯 主軸方向８ｍ、直交軸7.8ｍの円墳。全

長4.4ｍの無袖型横穴式石室。 ６世紀末～７世紀初頭 46

70 真光寺１号墳 北佐久郡望月町大字
協和真光寺 4

第８図-29 3.3 3 28 銅芯＋金メッキ

東西11.6ｍ×南北11.8ｍの円墳。主軸4.5
ｍの横穴式石室。 古墳時代後期 49

第８図-30 2.2 2.6 15 銀環に近い色調、金メッキ
第８図-31 2.85 2.5 16 銀環に近い色調、金メッキ

第８図-32 2.8 2.6 1.6 銅芯＋銀メッキ、光沢ある
白色
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番号 遺跡名 所在地 点数 報告図版番号
法量

報告書記載 古墳規模・出土状況 時期（存続時期） 文献縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

71 畳畑古墳 佐久市鳴瀬 5 第29図99～103 - - - 銅芯金張り 残存径が9.18×8.77ｍの円墳。全長約５
ｍの横穴式石室。玄室根石の間出土。

７世紀後葉（～奈良時代前
半） 50

72 坪の内古墳 佐久市根岸榛名平 1 第91図-19 - - 36.4 銀張銅芯耳環 推定約13ｍの円墳。横穴式石室。 ６世紀末～７世紀初頭 51

73 土合１号墳 佐久市五郎兵衛新田 4 第２図-29・30 - - - 金環 墳丘残存なし、玄室現存長5.0ｍの横穴
式石室。

６世紀後葉ないし７世紀初
頭 4

74 長土呂遺跡群 佐久市大字志賀

2
第５図-２ - - - ４号竪穴住居跡、カマド一部残存 ７世紀代

52
第22図－９ - - - 29号竪穴住居跡。カマド一部残存 ７世紀中葉以降

1 第９図-43 1.6 - - 青銅製 H１号竪穴住居址、南北590㎝、東西残
長580㎝、須恵器、土師器、刀子出土。 ８世紀前半 52

5

第234図-８・９ - - - H452号住居址 古墳時代後期（６・７世紀）

53
第339図-66 1.8 2.1 8.1 銅地金張り 遺構外

第301図-47 1.3 1.5 2.2 銅地金張り Ｍ59号溝址

第191図-６ 1.4 1.6 0.6 銅地金張り H925号住居址

75 中西ノ久保遺跡Ⅱ 佐久市大字岩村田 2
第89図-１ 3.02 - 13.69 銀張り、開口部なくドーナ

ツ状 遺構外 ７世紀～８世紀 54
第89図-２ 2.15 - 23.51 酸化激しい

76 中原古墳１号墳 南佐久郡臼田町大字
田口字幸神 5 第69図-１～５ - - - ７世紀後半 47

77 長峯古墳群１号墳 佐久市大字内山字長
峯 1 第13図-１ 3 - 22.4 銅の延棒に銀の含有量の多

い金めっき
主軸長9.10ｍ、直交軸長7.94ｍの円墳。
約４ｍの両袖型横穴式石室。 ７世紀後半 55

78 長峯古墳群７号墳 佐久市大字内山字長
峯 5 第37図-10～14 - - - 10・11銅芯、12～14中空 主軸長10.03ｍ、直交軸長11.56ｍの円墳。

4.73ｍの横穴式石室。 ７世紀代 55

79 西近津遺跡群 佐久市長土呂字森下

2
第９図-39 2.3 2.6 14.7 銅 H１号住居址、北壁検出部6.0×東壁7.2

ｍの方形、カマド両袖と煙道の一部が残
る。カマド内から獣の焼骨出土。

６世紀後半 56
第９図-40 2.2 2.35 12.1 銅

3

図版252 - - - SB4026、平面方形、埋土出土 ６世紀中頃

57図版252 - - - SB4057、平面隅丸方形 ７世紀代

図版252 - - - 金銅製 SB7039、平面長方形 ９世紀後半

80 東一本柳古墳 佐久市岩村田一本柳 5 第10図-126～130 2.2 2.4 - 金環、法量は最大のもの 南北10×東西6.8ｍの円墳。全長6.8ｍの
両袖型横穴式石室。 古墳時代終末期 58

81 東五里田遺跡 佐久市大字野沢東五
里田 1 第11図-７ 3 2.6 10.5 金銅製、P3上面で出土。 H２号住居址、、南北580cｍ、東西565㎝

の方形。須恵器高杯。賓、土師器賓出土。 奈良時代か 59

82 樋村遺跡 佐久市平賀字北耕地 1 H243-13 3 3.3 21.79 60

83 蛇塚古墳１号墳 佐久市安原蛇塚 2 第20図-１・２ - - - １銅芯銀張り，２銅芯金張
り

推定直径16.8ｍの円墳。約７ｍの片袖式
横穴式石室。 ６世紀後葉～７世紀初頭 61

84 蛇塚古墳３号墳 佐久市安原蛇塚 9 第35図-１～９ - - - １～７銅芯，８・９銅板中
空

主軸方向22.5ｍ，直交方向19.7ｍの円墳。
全長６ｍの片袖式横穴式石室。 ７世紀後半 61

85 安坂古墳群４号墳 東筑摩郡坂井村中安
坂東山 1 第４図-10 - - - 金環 一辺約15ｍ、玄室長4.93ｍの両袖型横穴

式石室。 古墳時代後期後半 62

86 大塚古墳 松本市里山辺 - 記載なし - - -
北側10.40ｍの方墳（円墳の可能性）主
体部不明。鉋・鉄鍛・銀環・ガラス製勾
玉・ガラス小玉出土、数量不明。

記載なし 63

87 北栗遺跡 松本市島立北栗

1 第131図-61 2 1.8 2.7 鍍金の剥落激しく銅芯が見
える

第９号住居址、東西4.49ｍの方形。土師
器坏、碗、甕出土。 島立南栗Ｘ期 64

1 図版215-46 - - - 金環あるいは銀環
４×３間の掘立柱建物（ST25）、耳環は
P1（身舎部分の柱痕跡、方形）掘り方
から出土。

古代２期 65

88 出川南遺跡 長野県松本市
2 第121図-１・２ - - - 鉄地に薄い銅板が被覆 第27号住居址・第64号住居址 ６世紀後半～７世紀後半 66

1 第14図-14 2.82 2.41 10.2 耳環 第583号住居址。東西軸8.6ｍの大型住居
址。西壁中央にカマド。 ７世紀中葉 67

89 中山古墳群38号墳 松本市中山字鍬形原 1 第29図-15 1.9 2.3 5.5 鉄地銅貼り
主軸方向14ｍ，直交軸12ｍの円墳。全長
7.1ｍの無袖式横穴式石室。東壁際から
出土。

６世紀前半代から８世紀前
半代

68

90 中山古墳群52号墳
松本市中山字鍬形原

2
第29図-31 2.8 3.28 19.2 銀環，銅地，開口部絞り，

折返し 主軸方向11ｍ，直交軸９ｍの円墳。横穴
式石室。 ６世紀の前半代

松本市中山字鍬形原 第29図-32 2.94 3.23 24 銀環，銅地，開口部絞り閉
鎖

91 中山古墳群53号墳

松本市中山字鍬形原

3

第30図-39 2.61 2.84 6.2 鉄地
主軸方向10.5ｍ，直交軸6.5ｍの円墳。
横穴式石室。

６世紀前半代～８世紀前半
代松本市中山字鍬形原 第30図-40 3.13 3.52 21 鉄地

松本市中山字鍬形原 第30図-41 2.94 3.26 14.4 銅地

92 中山古墳群55号墳

松本市中山字鍬形原

3

第31図-89 2.02 1.12 4.5 銀環，銅地
推定主軸方向11ｍ，直交軸径10ｍの円墳。
無袖式横穴式石室。

６世紀前半代～８世紀前半
代松本市中山字鍬形原 第31図-90 2.08 2.35 5.8 銀環，銅地

松本市中山字鍬形原 第31図-91 2.63 2.36 14.7 銀環，銅地

93 丸山古墳 松本市里山辺 7 第14図-51 2.72 2.45 14.9 銀・銅
主軸方向9.14ｍ，直交方向9.80ｍの円墳。
全長6.15ｍの無袖式横穴式石室。積石塚
古墳。少なくとも一回の追葬。

６世紀中頃～７世紀代 67

94 南方古墳 松本市里山辺 6 第８図版

1.94 2.07 4.7 金銅環，暗紫色の漆がみえ
る

径24ｍの円墳。横穴式石室。壺鐙の出土
はコウモリ古墳出土例に次いで２例目

７世紀中頃～後半（初葬）
７世紀末～８世紀初頭（追
葬）

68

2.23 2.4 3.3 金銅環

2.23 2.34 3.3 金銅環

2.34 2.56 7.7 銀銅環

2.74 2.97 8 金銅環

3.25 1.59 2.3 垂飾付耳飾

95 南栗・北栗遺跡 松本市島立南栗集落
北東 1 第77図-３ 1.45 1.65 1.09 金張り剥落 第77号住居址、5.19×3.63ｍの長方形、

土師器坏・甑把手出土。耳環覆土出土。 島立南栗Ⅰ期 69

96 南栗遺跡 松本市大字島立宇宮
原・西原 3

第150図-114 1.6 - - 青銅環に金鍍金 SK200（SM34）2.40×1.10ｍ の 楕 円 形
の墓址。金環は底面中央から出土。 古代１ないし２

70第150図-112 1.8 - - 青銅環に金鍍金 SB522。6.50×6.30ｍの大型隅丸方形の
住居址。金環は北西隅ピットから出土。 １期

第150図-113 - - - 銀環、破損が激しく計測不
可

SB544。一辺5.50ｍ前後の隅丸方形の住
居址カマド残存。銀環は南壁際の床面出
土。

２期
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番号 遺跡名 所在地 点数 報告図版番号
法量

報告書記載 古墳規模・出土状況 時期（存続時期） 文献縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

97 妙義山古墳群２号墳 松本市浅間 10 図版第15 62

98 安塚古墳群５号墳 長野県松本市神林／
今井 1 第10図-47 1.7 - - 銅地鍍金 墳丘残存なし、残存石室全長約8.35ｍの

横穴式石室。 ８世紀代 71

99 安塚古墳群８号墳 長野県松本市神林／
今井 4

第26図-３ 2.5 - - 銅製品、鍍金なし

推定約11ｍの円墳。全長9.7ｍの横穴式
石室。 ８世紀前半 71

第26図-４ 2 - - 銅地に鍍金があったが剥落

第26図-５ 2.1 - - 銅製品、鍍金なし

第26図-６ 1.8 - - 銅地鍍金

100 有明古墳群 南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 25 第14図-51～75 - - - 金環 - ６世紀頃 62

101 潮神明宮前遺跡 東筑摩郡明科町大字
東川手 1 第16図-１ 2.5 2.3 9.5 金銅 直径15.6ｍの円墳。残存長５ｍの横穴式

石室。群集墳を構成。土器は周溝出土。 ７世紀後半～８世紀初頭 72

102 穂高古墳群犬養塚古
墳（Ａ６号墳）

南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 4 図無し - - - 金環 径13ｍの円墳。残存石室長7.2ｍの横穴

式石室。 ６世紀頃 62

103 穂高古墳群祖父が塚
古墳（Ｂ－１号墳）

南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 2 第５図-６・７ - - - 金環 径16ｍの円墳。全長8.14ｍの横穴式石室。 ６世紀頃 62

104 穂高古墳群金掘塚古
墳（Ｂ５号墳）

南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 - 図無し - - - 金環、個数不明 径15.65ｍの円墳。8.6ｍの横穴式石室。 ６世紀頃 62

105 穂高古墳群祝塚古墳
（Ｂ23号墳）

南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 5 図無し - - - 金環 現存径11.5ｍの円墳。石室計測できない。 ６世紀頃 62

106 穂高古墳群狐塚１号
墳（Ｅ-６，７，８号墳）

南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 - 図無し - - - 金環、個数不明 径20ｍの円墳。本郡最大規模。 ６世紀頃 62

107 穂高古墳群上原古墳
（Ｇ１号墳）

南安曇野郡穂高町有
明・西穂高 2 第13図-14・15 - - - 金環 墳丘残存なし、10.1ｍの横穴式石室。松

本市安塚古墳群と同じ構造。 ６世紀頃 62

108 禰ノ神古墳１号墳 塩尻市大字柿沢字禰 
ノ神 2

第8図-１ 2.9 - - 金環、大形 墳丘崩れている。玄門の敷居石内側から
奥壁まで４ｍの無袖型横穴式石室。 ６世紀後半～７世紀前半 73

第8図-２ 1.92 - - 金環、小形

109 爾 ノ神古墳２号墳 塩尻市大字柿沢字爾 
ノ神 1 第17図-１ 2.75 - - 大部分金張剝がれ胴地緑青 南北13ｍ×11ｍの円墳。玄室長6.1ｍの

横穴式石室。 ６世紀後半～７世紀前半 73

110 畦地１号古墳 飯田市坐光寺畦地 7 第４図-11・12 - - - 金環６・銀環１ 東西径15ｍ×南北径19.8ｍの円墳。玄室
長6.67ｍの横穴式石室。 古墳時代後期前半 62

111 飯沼天神塚古墳 飯田市上郷飯沼 1 第４図-３ - - - 金環 長軸74.5ｍの前方後円墳。 ６世紀前半～中頃 62

112 鬼釜古墳 飯田市上久堅 2
図92-33 3～3.2 - - 中空，器壁は非常に薄い 推定直径16ｍの円墳。石室は遺存しない。

近代以降の盛土から耳環、刀、刀子、鉄
鏃、面繋金具、玉類、土器出土。

６世紀前半（６世紀末～７
世紀追葬） 74

図92-34 1.6～
1.9 - - 青銅製

113 上溝11号古墳 飯田市 松尾上溝 11

挿図19-１ 2.9 3.1 7 金環、２と対

推定全長約24ｍの円墳。両袖型横穴式石
室。 ６世紀末 75

挿図19-２ 2.9 3 7 金環、１と対
挿図19-３ 2.1 2.2 7 金環
挿図19-４ 1.9 2 7 金環

挿図19-５ 2 2.1 10 金環、４と似るが対ではな
い

挿図19-６ 1.5 1.7 5 金環
挿図19-７ 2.5 2.7 16 銀環、８と対
挿図19-８ 2.5 2.85 16 銀環、７と対
挿図19-９ 2.5 2.7 16 銀環
挿図19-１０ 2.3 2.5 12 銀環
挿図19-１１ 1.6 1.75 6 銀環

114 高岡１号墳 飯田市座光寺高岡 1 第４図-１ 1.7 1.6 - 金環、銅地部分に鍍金残る 推定墳長約72.3ｍの前方後円墳。 ６世紀前半 62
115 宮垣外遺跡 飯田市上郷飯沼 2 図版308 - - - 金環・銀環 堂垣外（DUG） - 75

116 ナギジリ一号墳 飯田市座光寺 12

挿図11-１ 2.7 3.2 21.1 銀環，11-２と対か

直径約15ｍの円墳。全長8.8ｍの無袖式
横穴式石室。３時期にわたり追葬，副葬
品は何れも追葬者に関する。

６世紀後半～８世紀前半 77

挿図11-２ 2.8 3.2 19.6 銀環，11-１と対か
挿図11-３ 2.9 3.2 19.2 金残存
挿図11-４ 3 3.3 20.4 金・銀残存無し
挿図11-５ 3 3.4 21.6 金・銀残存無し
挿図11-６ 2.9 3.3 21.5 金僅かに残存
挿図11-７ 2.1 2.1 7.6 金残存なし
挿図11-８ 1.9 2 9.3 金残存
挿図11-９ 1.6 1.7 2.7 金僅かに残存
挿図11-10 1.8 1.8 2.6 金僅かに残存
挿図11-11 1.5 1.6 3.9 金残存
挿図11-12 1.6 1.7 3.6 金残存

117 羽場獅子塚古墳 飯田市松尾上溝 1 挿図14-９ - - - 銅製の環状金具（耳環では
ない可能性）

周溝底部（８トレンチ）銅製の環状金具
は近くの火葬墓に伴う可能性。

古墳は古墳時代前期
火葬墓は寛永８年以降 78

118 信濃片桐古墳 上伊那郡中川村 5 Fig.10-29～33 1.5～ - - 現存14ｍの円墳。全長6.4ｍの片袖式横
穴式石室。 ７世紀中頃 79

119 天伯古墳 上伊那郡中川村片桐
天伯 3

第11図-１ 3.25 - - 金環、銅環に金箔張り付け
た

直径約18ｍの円墳。全長8.75ｍの横穴式
石室。 ６世紀中頃 80第11図-２ 2.2 - - 金環、内側に金張りが残る

第11図-３ 2.5 - - 銀環、銅環に銀を張ったも
の

120 源波古墳 上伊那郡箕輪町大字
東箕輪 16

第18図-１ 2.6 - -

約20ｍの円墳。全長11.5ｍの片袖型横穴
式石室。 ６世紀末～７世紀初頭 81

第18図-２ 2.6 - -
第18図-３ - - -
第18図-４ - - -
第18図-５ 3 - -
第18図-６ 3 - -
第18図-７ - - -
第18図-８ - - -
第18図-９ 3.1 - -
第18図-１０ 3.1 - -
第18図-１１ 2.7 - -
第18図-１２ 2.7 - -
第18図-１３ - - -
第18図-１４ - - -
第18図-１５ - - -
第18図-１６ - - -
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121 天王塚古墳 上伊那郡箕輪町大字
三日町 3 第14図-１～３ 2.5 - - 両袖型横穴式石室。 ７世紀後半（古墳時代後期

末） 82

122 名廻東古墳 伊那市西春近白沢 5 第220図-16～20 - - - 銅芯鍍金、４点は対 径11.4ｍの円墳。全長7.10ｍの横穴式石
室。 ７世紀代 83

123 富士塚古墳 伊那市西春近 3 第216図-20～22 - - - 銅芯を薄金板つつんだも
の、中空のようにも見える。 墳丘無し、15×54ｍの長方形横穴式石室。 ７世紀代 83

124 一本椹古墳 茅野市塚原 5 第23図-21～25 3.5 3.1 金環、法量は最大の22 84
125 姥塚古墳 茅野市永明塚原 2 図無し - - - 金環 円墳。墳丘規模、内部主体の記録なし ７世紀末～８世紀初頭 62

126 永明寺山古墳 茅野市 17

第24図１ 3 3.4 31.3 金環

径10ｍの円墳。5.2ｍの横穴式石室。 ７世紀中頃 85

第24図２ 3 3.3 24 金環
第24図３ 3.05 3.3 28.7 金環
第24図４ 3.05 3.4 26.9 金環
第24図５ 2.9 3.2 25.3 金環
第24図６ 2.85 3.2 25.5 金環
第24図７ 3.05 3.45 29.6 金環
第24図８ 2.85 3.15 20.5 金環？鍍金残存せず
第24図９ 2.95 3.3 30.8 金環？鍍金残存せず
第24図１０ 2.6 2.8 16.7 金環？鍍金残存せず
第24図１１ 2.1 2.3 9.8 金環
第24図１２ 2.1 2.3 8.8 金環
第24図１３ 1.65 1.7 2.6 金環
第24図１４ 1.65 1.65 2.9 金環
第24図１５ 1.35 1.5 1.7 金環
第24図１６ 1.5 1.5 2.1 金環
第24図１７ 1.4 1.4 1.5 金環

127 王経塚古墳 茅野市塚原 4 第7図-１～４ - - - 銅地鍍金、３は細く小形 直径12.30ｍの円墳。全長6.27ｍの片袖
型横穴式石室。 ７世紀後半 86

128 大塚古墳 茅野市永明塚原 8 第１図-71～78 - - - 78奇形の耳環 墳丘33ｍ、主体部長さ約7.3ｍとの記録
あり ７世紀末～８世紀 62

129 川久保古墳 茅野市ちの 1 第39図-12 - - - 銅地、金色は見えない 墳丘残存なし、全長5.0ｍの無袖型横穴
式石室。 ７世紀後半以降 87

130 頭無２号古墳 茅野市宮川 1 第10図-①-Ⅳ - - - 鍍銀がのこる 墳丘残存なし、6.67ｍの石室。 ６世紀末～７世紀初頭 88
131 荒神塚古墳 岡谷市川岸 3 第14図-16～18 - - - 金銅環 墳丘、石室の残存なし 古墳時代後期 89
132 コウモリ塚古墳 岡谷市長地中屋 1 第４図-37 - - - 金銅環 径15ｍの円墳。7.6ｍの両袖型横穴式石室。 ７世紀中頃 62

133 家の上古墳 下伊那郡豊岡村河野
中部 2 第４図-７・８ - - - 金環、銀環 南北18.5×東西17ｍの円墳。全長8.8ｍ

の横穴式石室。 古墳時代後期後半 62

134 郭２号墳 下伊那郡喬木村 2 図無し - - - 金環 - 古墳時代後期前半 62

135 神坂峠遺跡 下伊那郡阿智村園原
神坂山 1 第12図-10 - - - 鉄製、環 古墳時代の中期以降石製模造品を主体と

する峠神祭祀の場 古墳時代中期以降 90

548
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崎・山崎北・東平古墳群・土井ノ入窯跡・観音平経塚・小山製鉄』、1999年。

33　上田市教育委員会『中の沢遺跡・半過古墳群』、2009年。

34　上田市教育委員会『他人塚古墳』、1972年。

35　上田市教育委員会『塚穴原第１号古墳』、1976年。

36　上田市教育委員会『上田原遺跡：塚原古墳群・下之条条里水田遺跡』、1996年。

37　上田市教育委員会『豊原古墳』、1988年。

38　上田市教育委員会『法楽寺遺跡』、2004年。

39　小諸市教育委員会『東川原・大下原・竹花・舟窪・大塚原』、1994年。

40　長野県埋蔵文化財センター『栗毛坂・長土呂・野火附・前田・宮ノ反Ａ・下前田原・長野原・赤沼』、1999年。

41　長野県埋蔵文化財センター『芝宮遺跡群・中原遺跡群』、1999年。

42　御代田町教育委員会『馬瀬口下原古墳群学術発掘調査報告書』、1975年。

43　御代田町教育委員会『めがね塚１号古墳』、1998年。

44　望月町教育委員会『大塚第３号古墳』、1997年。

45　長野県埋蔵文化財センター『小山の神Ｂ遺跡・高尾Ａ遺跡・高尾古墳群5号墳・尾垂遺跡・尾垂古墳・洞源遺跡・荒城

跡・月明沢岩陰遺跡群』、2019年。

46　佐久市教育委員会『大和田遺跡群川原端遺跡』、2001年。④南佐久郡臼田町教育委員会『幸神古墳群』、1996年。

47　長野県埋蔵文化財センター『芝宮遺跡群・中原遺跡群』、1999年。

48　佐久市教育委員会『長土呂遺跡群下聖端遺跡Ⅳ』、2000年。

49　望月町教育委員会『真光寺第１号古墳』、1983年。

50　佐久市教育委員会『畳畑遺跡』、2024年。

51　佐久市教育委員会『榛名平・坪の内遺跡群榛名平遺跡』、2001年。

52　長野県埋蔵文化財センター『栗毛坂・長土呂・野火附・前田・宮ノ反Ａ・下前田原・長野原・赤沼』、1999年。

53　佐久市教育委員会『聖原 長土呂遺跡群』、2004年。

54　佐久市教育委員会『中西ノ久保遺跡Ⅱ』、1999年。

55　佐久市教育委員会『長峯古墳群』、1988年。

56　佐久市教育委員会『西近津遺跡群西近津遺跡Ⅵ』、2009年。

57　長野県埋蔵文化財センター『西近津遺跡群』、2015年。

58　佐久市教育委員会『東一本柳遺跡』、2014年。

59　佐久市教育委員会『東五里田遺跡』、2004年。

60　佐久市教育委員会『樋村遺跡群樋村遺跡』、2018年。

61　佐久市教育委員会『蛇塚Ａ遺跡群蛇塚遺跡・蛇塚古墳』、2000年。

62　長野県史考古資料編 全１巻（３）主要遺跡（中・南信）、長野県史刊行会、1983年。
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63　松本市教育委員会『松本市大塚古墳・南方古墳・南方遺跡』、1990年。

64　松本市教育委員会『松本市北栗遺跡Ⅳ・Ⅴ』、1990年。③長野県埋蔵文化財センター『北栗遺跡』、1990年。

65　松本市教育委員会『出川南遺跡Ⅳ・平田里古墳群』1994年。⑤松本市教育委員会『出川南遺跡』、2014年。

66　松本市教育委員会『中山古墳群・鍬形原古墳群・鍬形原砦址』、2003年。

67　松本市教育委員会『丸山古墳』、1993年。

68　松本市教育委員会『松本市大塚古墳・南方古墳・南方遺跡』、1990年。

69　松本市教育委員会『松本市南栗・北栗遺跡』1985年。

70　長野県埋蔵文化財センター『南栗遺跡』、1990年。

71　松本市教育委員会『松本市新村安塚古墳群』、1979年。

72　明科町教育委員会『潮神明宮前遺跡Ⅱ』、2005年。

73　塩尻市教育委員会『爾ノ神・栗木沢・砂田』、1986年。

74　飯田市教育委員会『鬼釜遺跡・風張遺跡・神之峯城跡』、2016年。

75　飯田市教育委員会『上溝11号古墳』、2000年。

76　飯田市教育委員会『堂垣外遺跡・橋爪遺跡・藪上遺跡・長橋遺跡』、1994年。

77　飯田市教育委員会『ナギジリ１号古墳』、1998年。

78　飯田市教育委員会『羽場獅子塚古墳』、2017年。

79　中川村教育委員会『信濃片桐古墳』、1980年。

80　中川村教育委員会『天伯古墳』、1996年。

81　箕輪町教育委員会『源波古墳・源波遺跡』、1983年。

82　箕輪町教育委員会『天王塚古墳』、1987年。

83　長野県教育委員会（1973）『伊那市西春近』、1973年。

84　茅野市教育委員会『一本椹古墳』、1973年。

85　茅野市教育委員会『永明寺山古墳』、2016年。

86　茅野市教育委員会『王経塚』、1974年。

87　茅野市教育委員会『下ノ原遺跡・川久保古墳』、1975年。

88　茅野市教育委員会『高部遺跡Ⅱ』、1999年。

89　岡谷市教育委員会『荒神塚古墳』、2015年。

90　阿智村教育委員会『神坂峠』、1969年。
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表２　長野県域耳環中空耳環

番号 遺跡名 所在地 報告図版番号
報告書記載法量 筆者計測値

縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

縦径
（㎝）

横径
（㎝）

重量
（g）

4 大室古墳群25号墳 長野県長野市松代町大室字村東山手 第51図－1 2.95 3.13 6.7 － － －

14 長原古墳群５号墳 長野市若穂 図無し 2 － － 19.5 － 0.7

69 新海神社西御陵古墳 南佐久郡臼田町大字田口字幸神 第24図－２ 2.9 － － 2.88 3.15 5.02

78 長峯古墳群７号墳 佐久市大字内山字長峯

第37図－12 － － － 3.12 3.29 11.3

第37図－13 － － － 3.05 3.26 10.76

第37図－14 － － － 2.92 3.27 7.57

84 蛇塚古墳３号墳 佐久市安原蛇塚
第35図－８ － － － 2.72 － 2.09

第35図－９ － － － 1.22 － 0.7

112 鬼釜古墳 飯田市上久堅 図92－33 3～3.2 － － 2.97 3.09 8.9

※以下、筆者による実見調査にもとづき、中空構造を有すると判断した資料。

80 東一本柳古墳 佐久市岩村田一本柳 第10図－130 － － － 2.17 2.24 3.62

94 南方古墳 松本市里山辺 第８図版

2.23 2.4 3.3 － － －

2.23 2.34 3.3 － － －

2.74 2.97 8 － － －

113 上溝11号墳 飯田市 松尾上溝
挿図19－１ 2.9 3.1 7 28.6 30.5 6.78

挿図19－２ 2.9 3 7 2.91 2.97 6.8

－ 上溝天神塚古墳 墓坑５出土 3.7 3.93 16.8

※筆者計測値は、実見調査にもとづきノギスおよび電子秤を用いて測定したものである。
※蛇塚古墳３号墳（第35図８・９）および長原古墳群５号墳の資料は破片のため、横径は計測不可。
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鎌倉～室町期における信濃香坂氏の動向について

は
じ
め
に

　

信
濃
に
お
け
る
南
北
朝
・
室
町
時
代
史
は
北
信
濃
の
国
人
領
主
連
合
と
南
信
濃
の
守
護
小
笠

原
氏
の
対
立
と
い
う
地
域
構
造
を
基
調
と
し
た（

１
）。

北
信
濃
の
国
人
領
主
た
ち
は
地
縁
的
な
結
合

関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
、
幕
府
権
力
を
背
景
に
領
域
支
配
の
展
開
を
志
向
す
る
守
護
小
笠
原
氏
に

対
抗
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
嘉
吉
の
変
を
契
機
と
す
る
幕
府
権
威
の
低
下
、
小
笠
原
氏
の

内
訌
に
よ
る
守
護
支
配
の
後
退
に
よ
り
、南
北
朝
期
以
来
の
地
域
構
造
は
崩
壊
す
る
。そ
し
て
、

こ
の
動
き
に
連
動
し
て
北
信
濃
の
国
人
領
主
連
合
は
解
体
し
、
一
五
世
紀
後
半
に
入
る
と
国
人

同
士
の
地
域
紛
争
と
い
う
形
で
内
包
さ
れ
て
い
た
矛
盾
が
表
出
す
る
。
争
乱
の
な
か
で
各
地
に

戦
国
期
的
な
地
域
権
力
（
国
衆
）
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る（

２
）。

信
濃
に
お
け

る
南
北
朝
～
室
町
・
戦
国
初
期
の
地
域
構
造
と
そ
の
変
動
を
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
と
ら
え
ら

れ
る
と
し
た
場
合
、
各
地
に
お
け
る
武
家
領
主
層
の
動
向
を
個
別
具
体
的
に
跡
付
け
て
い
く
こ

と
が
次
な
る
課
題
と
な
る（

３
）。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
信
濃
国
更
級
郡
の
香
坂
氏

の
動
向
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

香
坂
氏
は
、
更
級
郡
牧
之
島
（
現
長
野
市
信
州
新
町
）
を
本
拠
と
す
る
一
族
と
、
伊
那
郡
大

草
郷
（
現
上
伊
那
郡
中
川
村
）
を
本
拠
と
す
る
一
族
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
南
北
朝
期
に
は
南

朝
方
に
与
し
た
こ
と
か
ら
、
皇
国
史
観
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
す
る
戦
前
の
郷
土
史
研
究
で
も
注

目
さ
れ
て
き
た（

４
）。

戦
後
に
お
い
て
も
、
各
地
域
の
自
治
体
史
類
や
、
滋
野
氏
一
門
に
つ
い
て
論

じ
た
論
考
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
そ
の
動
向
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

５
）。

ま
た
、
戦
国
期
に
お

い
て
、
牧
之
島
香
坂
氏
の
名
跡
を
継
い
だ
武
田
氏
家
臣
春
日
虎
綱
の
研
究
も
あ
る（

６
）。

し
か
し
、

残
存
す
る
史
料
が
断
片
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
族
の
全
体
像
や
通
時
代
的
動
向
に
つ
い
て
不

明
瞭
な
部
分
も
あ
る（

７
）。

他
方
で
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
内
容
に
つ
い
て
も
、
史
料
の

個
別
具
体
的
な
検
証
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
る
部
分
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
す
る
地
域
史
研
究
の
成
果
を
総
合
し
つ
つ
、
鎌
倉
期
か
ら
戦
国
初

期
に
至
る
ま
で
の
更
級
郡
香
坂
氏
の
動
向
に
つ
い
て
、
良
質
な
史
料
に
基
づ
い
て
可
能
な
限
り

明
ら
か
に
す
る
。
以
て
、
北
信
濃
の
国
人
領
主
連
合
を
構
成
す
る
氏
族
の
南
北
朝
期
か
ら
戦
国

初
期
に
至
る
ま
で
の
動
向
の
一
事
例
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
史
料
引
用
の

出
典
に
つ
い
て
本
文
及
び
註
で
示
す
場
合
、『
信
濃
史
料
』
は
『
信
』
と
略
記
し
て
巻
数
と
頁

を
記
し
た
。
ま
た
、
北
信
濃
に
お
け
る
関
係
地
名
や
領
主
名
に
つ
い
て
は
、「
関
連
地
図
」
に

落
と
し
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

一
　
鎌
倉
期

１　

鎌
倉
時
代
の
香
坂
氏

　

香
坂
氏
は
、
東
信
濃
を
中
心
に
勢
力
を
有
し
た
滋
野
氏
を
出
自
と
す
る（

８
）。

い
わ
ゆ
る
滋
野
三

家
と
よ
ば
れ
る
海
野
・
祢
津
・
望
月
氏
の
う
ち
、
祢
津
小
次
郎
道
直
の
孫
・
宗
直
の
五
男
貞
行

を
祖
と
し
、
貞
行
の
子
息
宗
清
が
信
濃
国
佐
久
郡
香
坂
村（
現
佐
久
市
）を
名
字
と
し
て
名
乗
っ

た
と
い
う
。
牧
之
島
へ
の
来
訪
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
香
坂
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
興
禅
寺
（
現

長
野
市
信
州
新
町
）
の
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
年
）
に
信
濃
国
牧
官
香
坂
宗
清

が
当
地
を
給
わ
っ
て
佐
久
か
ら
移
住
し
、
見
山
崇
喜
を
招
い
て
正
和
二
年
（
一
三
一
三
年
）
に

興
禅
寺
を
創
建
し
た
と
さ
れ
る
が
、
香
坂
宗
清
の
実
在
や
牧
之
島
の
拝
領
を
確
か
な
史
料
か
ら

裏
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い（

９
）。

研
究
ノ
ー
ト

鎌
倉
～
室
町
期
に
お
け
る
信
濃
香
坂
氏
の
動
向
に
つ
い
て

花
岡
　
康
隆
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従
来
、香
坂
氏
の
名
字
の
地
で
あ
る
佐
久
郡
香
坂
郷
が
見
え
る
中
世
前
期
の
史
料
と
し
て
は
、

次
の
も
の
が
唯
一
と
さ
れ
て
き
た（

（1
（

。

史
料
１
「
守
矢
文
書
」
鎌
倉
幕
府
下
知
状
写
（『
信
』
⑤
七
三
頁
）
※
傍
線
筆
者

（
前
略
）

六
番
五
月
会
分

（
中
略
）

右
頭
、
大
井
庄
内
安
原
・
香
坂
郷
大
井
又
三
郎
入
道
、
南
市
村
・
崎
田
・
西
布
施
・
鷹

野
郷
・
甕
郷
、
除
大
井
三
郎
寄
子
分
地
頭
等

（
後
略
）

　

嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
年
）
に
鎌
倉
幕
府
が
諏
訪
上
社
の
神
事
で
あ
る
五
月
会
と
御
射
山
祭

の
頭
役
を
信
濃
御
家
人
た
ち
に
差
配
し
た
文
書
で
、
鎌
倉
時
代
の
信
濃
の
御
家
人
や
荘
園
・
公

領
の
様
相
に
つ
い
て
網
羅
的
に
知
り
う
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る（
（1
（

。
掲
出
し
た
部
分
の
傍
線
箇
所
に
香
坂
郷
が
見
え
る（

（1
（

。「
大
井
庄
内
安
原
・
香
坂
郷
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
香
坂
郷
は
隣
郷
の
安
原
郷
（
現
佐
久
市
）
と
と
も
に
大
井
荘
を
構
成
す
る
郷
村

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
知
行
者
と
し
て
大
井
又
三
郎
入
道
の
名
が
記
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
鎌
倉
末
期
の
嘉
暦
四
年
の
段
階
で
小
笠
原
氏
一
門
の
大
井
氏
が
香
坂
郷
を
知
行
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
大
井
又
三
郎
入
道
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
「
大
井
又
三
郎
行
氏
」
と
あ
る
、

大
井
光
長
の
四
男
・
行
氏
が
出
家
入
道
し
た
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。

　

香
坂
氏
の
動
向
を
考
え
る
上
で
問
題
と
な
る
の
は
、
当
該
史
料
に
地
頭
と
し
て
香
坂
氏
の
名

が
見
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
小
笠
原
氏
一
門
大
井
氏
の
勢
力
拡
大
に
よ
っ
て
香
坂
氏
が
鎌

倉
時
代
の
う
ち
に
本
領
を
追
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
見
方
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
の
香
坂
氏
に
関
す
る
研
究
で
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
次
の
文
書
は
、
こ
の
問

題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
。

史
料
２�　

足
利
尊
氏
下
文
写
（
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
倉
持
文
書
、『
南
北
朝
遺
文 

関
東

編
』
二
九
四
号
、『
信
』
未
収
）

故
将
軍　

在
（
足
利
尊
氏
）

判

下　

倉
持
左
衛
門
三
郎
入
道
行
円
跡

可
令
早
領
知
信
濃
国
香
坂
村
香
坂
太
郎

入
道
跡

事

右
為
合
戦
討
死
之
賞
、
所
宛
行
也
者
、
守
先
例
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、

建
武
二
年
九
月
廿
七
日

　

鎌
倉
時
代
以
来
の
足
利
氏
被
官
の
一
族
・
倉
持
氏
の
文
書
で
あ
る「
倉
持
文
書
」の
一
通
で
、

建
武
二
年
（
一
三
三
五
年
）
九
月
二
七
日
付
で
足
利
尊
氏
が
倉
持
行
円
（
師
忠
）
の
後
継
者
（
跡
）

に
与
え
た
恩
賞
宛
行
の
下
文
で
あ
る（

（1
（

。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
中
先
代
の
乱
の
鎮
圧
後
、
鎌

倉
に
居
座
り
続
け
た
尊
氏
が
配
下
の
武
士
た
ち
に
一
斉
に
発
給
し
た
も
の
で
あ
る（

（1
（

。
宛
行
の
対

象
地
と
し
て
「
信
濃
国
香
坂
村
香
坂
太
郎

入
道
跡

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
武
二
年
九
月
以
前
に
お
い
て
、

香
坂
村
（
郷
）
内
に
香
坂
太
郎
入
道
な
る
人
物
の
知
行
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

郡
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
香
坂
村
と
は
佐
久
郡
以
外
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
香
坂

太
郎
入
道
に
よ
る
香
坂
村
の
知
行
は
鎌
倉
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で

あ
ろ
う（

（1
（

。

　

史
料
２
こ
そ
が
、
鎌
倉
時
代
段
階
の
香
坂
氏
に
よ
る
佐
久
郡
香
坂
村
（
郷
）
の
知
行
を
示
す

史
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
明
確
な
一
次
史
料
に
よ
る
香
坂
氏
の
活
動
徴
証
と
し
て
は
現
段
階
に

お
い
て
最
も
古
い
史
料
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
史
料
１
に
香
坂

郷
の
知
行
者
と
し
て
大
井
又
三
郎
入
道
と
み
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
井
氏
が
排
他
的
に
同

郷
を
知
行
下
に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
得
分
や
知
行
地
を
郷
内
に
有
し
て
い
た

と
考
え
れ
ば
整
合
的
に
理
解
で
き
る
。史
料
１
に
香
坂
氏
の
名
が
見
え
な
い
理
由
は
不
明
だ
が
、

必
ず
し
も
史
料
１
は
信
濃
国
御
家
人
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
理
由
で
こ
の
年

は
香
坂
氏
が
頭
役
を
負
担
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

２　

中
先
代
の
乱
と
香
坂
氏

　

鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
、
建
武
政
権
が
成
立
す
る
が
、
各
地
で
旧
北
条
氏
や
北
条
氏
与
党
人
ら
に

よ
る
反
乱
が
頻
発
す
る
。
小
笠
原
氏
が
新
た
に
守
護
に
補
任
さ
れ
た
信
濃
で
も
、
建
武
二
年
二

月
に
水
内
郡
常
岩
北
条
（
現
飯
山
市
）、
三
月
に
府
中
（
現
松
本
市
）
に
お
い
て
反
乱
が
起
こ
っ

て
い
る
（『
信
』
⑤
二
六
〇
頁
な
ど
）。
そ
し
て
、
同
年
七
月
に
は
諏
方
上
社
大
祝
の
一
族
で
あ

る
諏
方
頼
重
・
時
継
父
子
や
海
野
氏
を
始
め
と
す
る
滋
野
氏
一
門
が
北
条
時
行
を
擁
立
し
て
大
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規
模
な
反
乱
を
起
こ
す
（『
信
』
⑤
二
六
四
頁
な
ど
）。
中
先
代
の
乱
で
あ
る（

（1
（

。
北
条
勢
は
関
東

に
進
軍
し
て
鎌
倉
を
占
領
す
る
が
、
東
下
し
た
足
利
尊
氏
に
敗
れ
る
。
そ
の
後
、
尊
氏
は
鎌
倉

に
居
座
り
続
け
、
最
終
的
に
は
建
武
政
権
に
反
旗
を
翻
す
こ
と
と
な
る
。

　

さ
て
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
に
お
け
る
香
坂
氏
の
最
初
の
活
動
徴
証
が
前
掲
史
料
２
と
な
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、建
武
二
年
九
月
二
七
日
付
の
こ
の
史
料
は
、中
先
代
の
乱
を
鎮
圧
し
た
後
、

鎌
倉
に
居
座
り
続
け
る
足
利
尊
氏
が
配
下
の
武
士
に
一
斉
に
恩
賞
宛
行
を
行
っ
た
際
に
発
給
し

た
文
書
の
う
ち
の
一
通
で
あ
る（

（1
（

。同
日
付
け
の
下
文
は
史
料
２
を
含
め
て
九
通
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
史
料
の
恩
賞
宛
行
の
所
領
に
「
○
○
跡
」
と
し
て
見
え
る
信
濃
武
士
は
、
鎌
倉
時
代
に
は

北
条
氏
に
従
属
的
な
立
場
に
あ
っ
た
た
め
に
幕
府
滅
亡
と
と
も
に
所
領
没
収
の
憂
き
目
に
あ
っ

た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
中
先
代
の
乱
に
際
し
て
は
北
条
時
行
に
与
し
た
一
族
や
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
史
料
２
に
お
い
て
足
利
尊
氏
に
よ
る
恩
賞
給
付
の
対
象

と
な
っ
た
所
領
の
旧
主
で
あ
る
香
坂
太
郎
入
道
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
北
条
氏
に
従
属
す
る
立
場

に
あ
っ
た
た
め
に
幕
府
滅
亡
と
と
も
に
佐
久
郡
香
坂
村
を
没
収
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
建
武
二
年
に
北
条
時
行
が
諏
訪
氏
や
滋
野
一
族
と
と
も
に
蜂
起
す
る
と
所
領

奪
還
を
期
し
て
反
乱
軍
に
与
し
た
。
し
か
し
、
乱
が
鎮
圧
さ
れ
た
た
め
、
討
伐
に
あ
た
っ
た
足

利
尊
氏
に
よ
っ
て
香
坂
村
は
恩
賞
と
し
て
足
利
氏
被
官
の
倉
持
氏
に
与
え
ら
れ
た
。
鎌
倉
末
か

ら
中
先
代
の
乱
ま
で
の
香
坂
氏
の
動
向
を
以
上
の
よ
う
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

そ
の
後
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
建
武
三
年
正
月
に
は
「
牧
城
」
に
お
い
て
香
坂
小
太
郎
入
道

心
覚
が
蜂
起
し
て
い
る
（『
信
』
⑤
三
三
二
頁
な
ど
）。
牧
城
の
比
定
地
は
諸
説
あ
っ
た
が
、
更

級
郡
牧
之
島
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う（

（1
（

。輩
行
名
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、

小
太
郎
を
名
乗
る
心
覚
は
史
料
２
に
み
え
る
香
坂
太
郎
入
道
の
子
息
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

（2
（

。

　

幕
府
滅
亡
直
後
の
建
武
三
年
に
牧
城
に
お
い
て
蜂
起
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
そ
れ

以
前
の
鎌
倉
時
代
の
段
階
か
ら
香
坂
氏
が
更
級
郡
牧
郷
に
所
領
を
有
す
る
と
い
っ
た
形
で
活
動

の
拠
点
を
得
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
時
期
こ
そ
明
確
に
な
ら
な
い

も
の
の
、
鎌
倉
期
段
階
に
お
け
る
香
坂
氏
の
更
級
郡
移
住
と
い
う
伝
承
を
裏
付
け
る
も
の
と
考

え
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
春
日
氏（
現
長
野
市
七
二
会
）、
小
田
切
氏（
現
長
野
市
小
田
切
地
区
）、

落
合
氏
（
葛
山
・
現
長
野
市
茂
菅
）
ら
佐
久
地
域
を
名
字
と
す
る
滋
野
氏
一
門
と
と
も
に
、
鎌

倉
時
代
の
段
階
で
何
ら
か
の
所
領
獲
得
を
契
機
と
し
て
北
信
濃
に
移
っ
た
と
す
る
想
定
が
な
さ

れ
て
い
る（

（2
（

。
そ
れ
以
外
に
も
北
信
濃
の
善
光
寺
周
辺
に
は
窪
寺
氏
（
現
長
野
市
安
茂
里
（
（2
（

）、
布
施

 

香香坂坂氏氏  

春春日日氏氏  

小小島島田田  

窪窪寺寺氏氏  

和和田田  

牧牧之之島島((牧牧城城))  

大大岡岡  

英英多多荘荘((清清滝滝城城))  

高高梨梨氏氏  

井井上上氏氏  

須須田田氏氏  

村村上上氏氏  

小小田田切切氏氏  

仁仁科科氏氏  

四四宮宮荘荘  

関関連連地地図図  

(「輯製二十万一図」明治 17年〔『日本歴史地名大系 20 長野県の地名』

付録〕)をもとに執筆者作成。 

 

落落合合氏氏  

仁仁科科御御厨厨  



108

長野県立歴史館研究紀要第32号（2026.3）

氏
（
現
長
野
市
篠
ノ
井
）、
平
林
氏
（
英
多
荘
内
平
林
、
現
長
野
市
松
代
町
（
（2
（

）、
大
岡
氏
（
現
長
野
市

大
岡
地
区
）
な
ど
と
い
っ
た
滋
野
姓
を
称
す
る
武
士
が
多
数
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
春
日

氏
は
承
久
の
乱
の
際
に
北
条
泰
時
の
も
と
で
活
躍
し
た
春
日
貞
幸
の
存
在
が
知
ら
れ
る
（『
信
』

③
五
七
二
頁
）。
小
田
切
氏
は
鎌
倉
末
期
段
階
で
佐
久
郡
大
井
荘
内
に
知
行
地
を
得
て
い
る
小

田
切
左
衛
門
尉
の
一
族
（『
信
』
⑤
七
〇
頁
）、
鎌
倉
中
・
後
期
の
高
井
郡
に
お
い
て
中
野
氏
や

市
河
氏
と
の
所
領
相
論
を
展
開
し
た
小
田
切
実
道
の
一
族（『
信
』④
三
八
八
・
五
一
五
頁
な
ど
）、

鎌
倉
後
期
に
幕
府
の
的
始
に
奉
仕
す
る
小
田
切
盛
遠
・
幸
遠
（
内
閣
文
庫
所
蔵
『
御
的
日
記
』
正

和
五
年
・
正
和
六
年
・
文
保
二
年
・
元
徳
二
年
～
四
年
条〔『
信
』未
収
〕）
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

窪
寺
氏
は
文
永
年
間
に
善
光
寺
奉
行
人
と
し
て
の
活
動
が
知
ら
れ
る
（『
信
』
④
二
六
二
頁
）。

建
治
元
年
（
一
二
七
五
年
）
の
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
に
は
春
日
刑
部
丞
跡
と
窪
寺
入
道
跡
が

見
え
、
そ
れ
ぞ
れ
七
貫
文
、
六
貫
文
と
い
う
信
濃
御
家
人
の
な
か
で
は
中
位
ク
ラ
ス
の
額
を
負

担
し
て
い
る（

（2
（

。

　

た
だ
し
、
香
坂
氏
は
前
述
し
た
よ
う
に
鎌
倉
期
段
階
で
佐
久
郡
の
香
坂
村
も
本
領
と
し
て
領

有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
香
坂
村
を
知
行
し
つ
つ
も
牧
郷
に
所
領
を
獲
得
し

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
南
北
朝
時
代
の
段
階
で
香
坂
氏
（
香
坂
高
宗
）
の
活
動
が

確
認
で
き
る
伊
那
郡
に
つ
い
て
も
、
そ
の
土
着
の
時
期
は
鎌
倉
期
に
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う（

（2
（

。

　

牧
郷
の
領
有
は
北
条
氏
と
の
関
係
性
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
鎌
倉
中
期
以
降
、
善
光
寺
を
始

め
と
す
る
北
信
濃
の
荘
園
・
公
領
に
北
条
氏
や
北
条
氏
被
官
が
進
出
を
す
す
め
て
い
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
特
に
、
牧
郷
の
東
に
隣
接
す
る
四
宮
荘
は
北
条
氏
の
有
力
被
官
諏

方
氏
に
よ
る
知
行
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
四
宮
荘
を
名
字
と
す
る
四
宮
左
衛
門
太
郎
な
る
人

物
が
中
先
代
の
乱
の
蜂
起
に
与
し
て
い
る
（『
信
』
⑤
二
六
四
頁
）。
更
級
郡
か
ら
水
内
郡
に
か

け
て
の
地
域
に
進
出
し
て
い
た
滋
野
氏
一
門
の
う
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
春
日
氏
は
、
北
条
泰

時
に
従
っ
た
春
日
貞
幸
の
存
在
か
ら
北
条
氏
と
の
親
密
な
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。
北
条
氏

が
北
信
濃
へ
の
進
出
を
す
す
め
て
い
く
な
か
で
、
香
坂
氏
も
北
条
氏
に
臣
従
す
る
立
場
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（2
（

。
無
学
祖
元
の
法
嗣
で
上
野
国
長
楽
寺
・
鎌
倉
浄
智
寺
・
京

都
南
禅
寺
の
住
持
な
ど
を
つ
と
め
た
見
山
崇
喜
が
香
坂
氏
菩
提
寺
で
あ
る
興
禅
寺
の
開
基
と
し

て
招
か
れ
て
い
る
点
も
（『
信
』
⑩
三
三
〇
頁
）、
香
坂
氏
と
北
条
氏
と
の
関
係
性
を
う
か
が
わ

せ
る
。

　

以
上
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
鎌
倉
期
か
ら
中
先
代
の
乱
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
香
坂
氏
の

活
動
を
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
素
描
し
た（

（2
（

。
何
ら
か
の
理
由
で
鎌
倉
期
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で

香
坂
氏
は
本
領
で
あ
る
佐
久
郡
か
ら
更
級
郡
や
伊
那
郡
に
一
族
を
分
派
さ
せ
た
が
、
幕
府
滅
亡

～
建
武
期
の
動
乱
の
な
か
で
本
領
を
喪
失
し
、
更
級
郡
・
伊
那
郡
そ
れ
ぞ
れ
に
移
っ
た
一
族
が

南
北
朝
期
以
降
に
国
人
領
主
と
し
て
活
動
し
て
い
っ
た
と
想
定
し
た
い
。

二
　
南
北
朝
期

１　

南
北
朝
動
乱
の
勃
発

　

中
先
代
の
乱
鎮
圧
後
、
鎌
倉
で
建
武
政
権
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
た
足
利
尊
氏
は
建
武
二
年

一
二
月
に
京
都
に
攻
め
の
ぼ
り
、
一
度
は
敗
れ
る
も
再
挙
し
て
翌
年
六
月
に
京
都
を
制
圧
、
一

一
月
に
は
室
町
幕
府
が
成
立
す
る
。一
方
、吉
野
に
逃
れ
た
後
醍
醐
天
皇
も
正
統
性
を
主
張
し
、

こ
こ
に
南
北
朝
時
代
が
始
ま
る
。

　

こ
の
間
、
信
濃
で
は
旧
北
条
氏
与
党
人
の
蜂
起
が
続
発
す
る
。
建
武
三
年
正
月
一
三
日
・
一

七
日
の
両
度
に
わ
た
っ
て
、
小
笠
原
貞
宗
と
村
上
信
貞
が
国
人
の
市
河
氏
ら
を
率
い
て
英
多
荘

（
現
長
野
市
松
代
町
）
内
の
清
滝
城
を
攻
め
て
い
る
（『
信
』
⑤
三
一
七
～
頁
）。
清
滝
城
に
籠
っ

た
勢
力
の
具
体
的
な
一
族
名
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
英
多
荘
を
名
字
と
す
る
英
多
氏
で
あ

ろ
う
か
。
英
多
氏
の
活
動
徴
証
は
乏
し
い
が
、
観
応
擾
乱
の
際
に
直
義
党
の
諏
方
直
頼
に
従
っ

て
小
笠
原
方
と
戦
っ
た
英
多
弾
正
左
衛
門
尉
な
る
人
物
の
活
動
が
指
摘
で
き
る
（『
信
』
⑥
八
〇

～
八
一
頁
（
（3
（

）。
英
多
荘
内
の
平
林
の
地
に
は
「
西
明
寺
殿
」、
す
な
わ
ち
得
宗
北
条
時
頼
の
菩
提

所
が
あ
っ
た
と
さ
れ
（『
信
』
⑨
六
四
頁
）、
当
該
地
域
の
勢
力
と
北
条
氏
と
の
結
び
つ
き
が
想

定
さ
れ
る
。

　

こ
の
英
多
荘
で
の
蜂
起
と
連
動
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
が
、
前
章
で
言
及
し
た
牧
城
に
お

け
る
香
坂
小
太
郎
入
道
の
挙
兵
で
あ
る
。

史
料
３
「
市
河
文
書
」
市
河
経
助
軍
忠
状
（『
信
』
⑤
三
八
一
頁
）
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信
濃
国
市
河
左
衛
門
十
郎
経
助
軍
忠
事

右
、
香
坂
小
太
郎
入
道
以
下
凶
徒
等
、
楯
籠
当
国
牧
城
之
間
、
惣
大
将
軍
村
上
源（

信
貞
）

蔵
人
為

誅
伐
彼
凶
徒
等
、
今
年
正
月
廿
三
日
御
発
向
之
間
、
属
于
経
助
御
手
致
軍
忠
時
、
若
党
難

波
太
郎
左
衛
門
尉
被
射
弓
手
指
、小
見
彦
六
被
射
右
手
眼
、中
間
孫
五
郎
者
被
射
通
足
頸
、

小
二
郎
者
被
射
左
股
畢
、
此
等
子
細
為
同
所
合
戦
之
間
、
高
梨
五
郎
・
犬
甘
四
郎
・
毛
見

源
太
・
殖
野
左
衛
門
次
郎
令
見
知
上
者
、
不
可
有
御
不
審
者
也
、
将
又
今
月
廿
五
日
重
御

発
向
之
間
、
同
馳
参
致
忠
節
上
者
、
賜
御
判
為
備
後
亀
証
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
三
年
六
月
廿
九
日

「
承
了
（
花
（
村
上
信
貞
）

押
）」

史
料
４
「
市
河
文
書
」
市
河
経
助
・
助
泰
軍
忠
状
（『
信
』
⑤
三
三
二
頁
）

信
濃
国
市
河
十
郎
経
助
・
同
三
郎
助
泰
軍
忠
事

右
、
楯
籠
香
坂
小
太
郎
入
道
心
覚
以
下
凶
徒
牧
城
之
間
、
為
誅
伐
、
守
護
代
小
笠
原
余
三

経
義
、
今
月
廿
五
日
被
発
向
之
間
、
属
御
手
令
馳
参
、
廿
六
、
七
両
日
致
合
戦
、
抽
軍
忠

上
者
、
賜
御
一
見
・
御
判
、
為
備
後
証
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
三
年
六
月
廿
九
日

「
承
了
（
花
（
小
笠
原
経
義
）

押
）」

　

建
武
三
年
六
月
に
市
河
経
助
ら
が
小
笠
原
経
義
及
び
村
上
信
貞
に
対
し
て
提
出
し
て
証
判
を

得
た
軍
忠
状
で
あ
る
。
史
料
３
の
前
半
部
分
か
ら
、
建
武
三
年
正
月
に
牧
城
に
お
い
て
香
坂
小

太
郎
入
道
心
覚
が
蜂
起
し
、
村
上
信
貞
が
鎮
圧
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
月
中
に

蜂
起
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
清
滝
城
に
籠
っ
た
勢
力
と
連
携
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い

と
い
え
る
。
こ
の
と
き
の
蜂
起
は
鎮
圧
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
史
料
３
及
び
史
料
４
か

ら
六
月
に
も
ふ
た
た
び
牧
城
に
お
い
て
香
坂
小
太
郎
入
道
が
蜂
起
し
、
村
上
信
貞
及
び
守
護
代

小
笠
原
経
義
が
鎮
圧
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
合
戦
に
は
足
利
方
と
し
て
高
井

郡
の
有
力
国
人
・
高
梨
経
頼
も
同
族
の
高
梨
時
綱
ら
を
率
い
て
参
加
し
て
お
り
（『
信
』
⑤
三
三

三
頁
）、
足
利
方
の
守
護
と
有
力
な
在
地
勢
力
に
よ
っ
て
鎮
圧
の
た
め
の
大
規
模
な
軍
事
行
動

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
間
、
二
月
に
は
北
信
濃
で
北
条
氏
一
族
の
大
夫
四
郎
及
び
丹
波
右
近
大
夫
な
る
人
物
た

ち
が
旧
北
条
氏
被
官
と
見
ら
れ
る
深
志
介
知
光
と
と
も
に
蜂
起
し
、「
更
級
郡
八
幡
山
西
麓
」

に
あ
た
る
麻
績
御
厨
に
お
い
て
守
護
代
小
笠
原
兼
経
及
び
村
上
信
貞
の
軍
勢
と
合
戦
と
な
っ
て

い
る
（『
信
』
⑤
三
二
四
～
三
二
五
頁
）。
深
志
介
知
光
は
有
力
な
在
庁
官
人
の
一
族
で
、
鎌
倉
時

代
に
お
け
る
府
中
地
域
へ
の
北
条
氏
の
進
出
に
と
も
な
い
、
北
条
氏
被
官
化
を
遂
げ
て
い
た
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
る（

（3
（

。
こ
の
蜂
起
は
同
月
三
月
に
は
鎌
倉
ま
で
侵
攻
す
る
ほ
ど
の
大
規
模
な
も

の
で
あ
っ
た（

（3
（

。
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
清
滝
城
や
牧
城
で
の
蜂
起
は
こ
の
動
き
と
連
携
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う（

（3
（

。
中
先
代
の
乱
直
後
の
香
坂
氏
は
、
流
動
的
な
政

治
情
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、
北
信
濃
に
お
い
て
旧
北
条
氏
与
党
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
後
、更
級
郡
の
香
坂
氏
は
し
ば
ら
く
史
料
上
追
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
が
、他
方
で
、

康
永
三
年
（
一
三
四
四
年
）
に
後
醍
醐
天
皇
皇
子
の
宗
良
親
王
が
信
濃
に
入
り
、
伊
那
郡
大
河

原
を
拠
点
と
す
る
と
、
同
郡
の
大
草
郷
（
現
上
伊
那
郡
中
川
村
）
を
支
配
す
る
香
坂
高
宗
が
こ

れ
を
支
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。
以
降
、
宗
良
親
王
は
信
濃
に
お
け
る
南
朝
方
国
人

の
結
集
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
伊
那
郡
と
更
級
郡
そ
れ

ぞ
れ
の
香
坂
氏
一
族
の
関
係
性
は
不
明
で
あ
る（

（3
（

。

２　

観
応
の
擾
乱

　

次
に
香
坂
氏
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
が
観
応
擾
乱
期
で
あ
る
。
貞
和
年
間
末
頃
よ
り
足
利

尊
氏
の
執
事
・
高
師
直
と
尊
氏
の
弟
・
直
義
と
の
間
に
生
じ
た
政
策
路
線
を
め
ぐ
る
対
立
は
、

幕
府
を
二
分
す
る
武
力
抗
争
へ
と
発
展
す
る
。
観
応
元
年（
正
平
五
年
・
一
三
五
〇
年
）一
〇
月
、

足
利
尊
氏
が
九
州
で
勢
力
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
直
義
の
養
子
・
直
冬
の
討
伐
に
出
陣
す
る
と
、

直
義
が
挙
兵
し
て
京
都
を
制
圧
す
る
。
さ
ら
に
、
直
義
は
同
年
一
二
月
に
南
朝
に
降
る
と
、
翌

年
二
月
に
は
尊
氏
・
師
直
を
破
っ
て
師
直
を
殺
害
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

　

こ
の
中
央
に
お
け
る
う
ご
き
と
連
動
し
て
、
信
濃
で
は
諏
方
直
頼
を
中
心
と
す
る
直
義
党
国

人
と
尊
氏
党
の
守
護
小
笠
原
氏
と
の
戦
闘
が
展
開
し
た
。
こ
の
と
き
、
諏
方
直
頼
に
従
軍
し
た

武
士
に
、
前
述
し
た
英
多
氏
の
名
が
見
え
る
。
戦
闘
は
直
義
党
国
人
側
の
有
利
に
す
す
み
、
在

京
し
て
い
た
尊
氏
党
の
小
笠
原
政
長
が
直
義
党
に
降
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
諏
方
直
頼
が
直
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義
に
よ
っ
て
信
濃
守
護
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

　

勝
利
し
た
直
義
は
政
務
の
主
導
権
を
握
る
も
の
の
政
局
は
安
定
せ
ず
、
八
月
に
は
尊
氏
・
義

詮
父
子
に
よ
る
挟
撃
を
恐
れ
た
直
義
は
京
都
を
脱
出
し
、
北
陸
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
に
逃
れ
た
。

一
一
月
に
は
、
東
国
に
逃
れ
た
直
義
討
伐
を
目
指
す
尊
氏
は
南
朝
と
和
議
を
結
び
、
北
朝
の
崇

光
天
皇
と
北
朝
年
号
の
観
応
を
廃
し
た
（
正
平
一
統
）。
尊
氏
は
観
応
三
年
正
月
に
は
鎌
倉
を

制
圧
し
、
翌
月
に
直
義
は
死
亡
し
た
。

　

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
信
濃
で
は
京
都
を
脱
出
し
た
後
に
鎌
倉
へ
の
下
向
を
め
ざ
す
足
利
直

義
を
支
援
す
る
た
め
、
諏
方
直
頼
が
北
信
濃
に
入
り
、
直
義
党
の
信
濃
国
人
を
率
い
て
、
尊
氏

党
に
復
帰
し
た
小
笠
原
勢
と
戦
闘
を
展
開
し
て
い
る
。
次
の
史
料
５
は
、
小
笠
原
勢
に
従
っ
て

諏
方
直
頼
勢
と
戦
っ
た
佐
藤
元
清
の
軍
忠
状
で
あ
る
。

史
料
５
「
佐
藤
文
書
」
佐
藤
元
清
軍
忠
状
案
（『
信
』
⑥
一
一
八
頁
）

佐
藤
蔵
人
元
清
申
軍
忠
事

右
、
去
年
観
応
二
、
六
月
廿
九
日
・
七
月
三
日
両
度
、
於
信
濃
国
符
野
辺
宮
原
、
対

于
諏
方
信（

直
頼
）

濃
守
代
禰
津
孫
次
郎
、
致
散
々
大
刀
打
、
被
左
手
肩
射
、
被
右
手
大
指
破
、

久
原
四
郎
次
郎
令
見
知
畢
、

一�

、
諏
方
信
濃
守
経
北
陸
道
、
打
越
信
州
之
由
、
有
其
聞
之
間
、
同
八
月
三
日
、
馳
向

同
国
富
部
原
、
対
于
香
阪（

坂
）美

濃
介
、
致
散
々
太
刀
打
之
条
、
原
新
右
衛
門
尉
令
見
知

了
、
次
、
於
善
光
寺
対
于
禰
津
孫
次
郎
以
下
凶
徒
等
、
致
散
々
合
戦
畢
、
次
、
楯
籠

米
子
城
之
処
、
諏
方
信
濃
守
以
下
之
輩
寄
来
之
間
、
致
散
々
合
戦
追
散
凶
徒
畢
、
同

九
月
十
九
日
、
御
敵
村
上
・
小
中
条
寄
来
之
間
、
同
致
合
戦
畢
、
若
党
金
子
又
次
郎

令
打
死
、
須
田
入
又
四
郎
令
見
知
了
、
…
（
中
略
）
…
然
早
給
御
証
判
、
為
備
後
日

亀
鏡
、
恐
々
言
上
如
件
、

観
応
三
年
正
月　

日

兵（
小
笠
原
氏
）

庫
守

「
承
了　

在
判
」

　

こ
の
年
の
八
月
三
日
に
諏
方
直
頼
方
と
し
て
、
更
級
郡
の
富
部
原
（
現
長
野
市
川
中
島
地
区
）

に
お
い
て
香
坂
美
濃
介
な
る
人
物
が
尊
氏
党
の
小
笠
原
勢
と
戦
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る（
（3
（

。
こ
の
人
物
の
実
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
更
級
郡
香
坂
氏
の
系
統
で
あ
ろ
う
。
富
部
原
は
戦

国
初
期
に
香
坂
氏
が
関
与
し
た
所
領
と
し
て
み
え
る
小
島
田
郷
（
現
長
野
市
小
島
田
）
か
ら
指

呼
の
地
で
あ
る
。
ま
た
、
周
辺
地
域
の
野
辺
宮
原
（
現
須
坂
市
）
や
善
光
寺
で
は
諏
方
直
頼
の

代
官
で
滋
野
氏
一
門
の
祢
津
孫
次
郎
（
宗
貞
）
が
直
義
方
と
し
て
戦
闘
を
行
っ
て
お
り
、
香
坂

氏
と
の
連
携
が
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
村
上
氏
も
直
義
方
と
し
て
佐
藤
元
清
ら
が
こ
も
る
米

子
城
に
攻
め
寄
せ
た
こ
と
も
記
さ
れ
る（

（3
（

。

　

観
応
三
年
（
正
平
七
年
）
の
閏
二
月
頃
に
は
幕
府
と
南
朝
と
の
間
に
不
和
が
生
じ
、
南
朝
方

が
足
利
義
詮
の
守
る
京
都
を
攻
め
て
占
領
す
る
事
態
と
な
り
、正
平
一
統
は
事
実
上
崩
壊
す
る
。

翌
月
に
は
義
詮
が
京
都
を
奪
還
し
て
い
る
が
、
東
国
で
は
観
応
三
年
（
正
平
七
年
）
閏
二
月
～

三
月
に
武
蔵
国
・
相
模
国
に
お
い
て
、鎌
倉
に
い
た
足
利
尊
氏
方
と
、宗
良
親
王
や
新
田
一
門
、

上
杉
氏
、
諏
方
氏
ら
で
構
成
さ
れ
る
南
朝
・
旧
直
義
党
方
と
の
間
で
大
規
模
な
合
戦
が
行
わ
れ

て
い
る
（
武
蔵
野
合
戦
）。
こ
の
合
戦
に
香
坂
氏
が
従
軍
し
た
か
否
か
は
史
料
上
、
明
ら
か
に
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
親
王
方
と
し
て
滋
野
八
郎
・
祢
津
行
貞
・
宗
貞
、

さ
ら
に
は
「
滋
野
一
族
三
十
一
人
」
が
従
軍
し
て
い
た
と
い
う
（『
信
』
⑥
一
四
〇
頁
）。
系
図

に
従
う
な
ら
ば
、
海
野
氏
も
参
戦
し
た
と
さ
れ
る（

（3
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
香
坂
氏
も
南
朝
方
と
し

て
参
戦
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（3
（

。
し
か
し
、
結
果
は
足
利
方
が
勝
利
し
、
敗

れ
た
宗
良
親
王
や
上
杉
氏
は
信
濃
に
逃
れ
た
と
い
う
。

３　

信
濃
南
朝
方
勢
力
の
幕
府
へ
の
帰
順

　

そ
の
後
、
幕
府
は
観
応
三
年
八
月
に
は
後
光
厳
天
皇
を
践
祚
さ
せ
て
北
朝
を
再
建
し
、
九
月

に
は
「
文
和
」
に
改
元
し
て
い
る
。
翌
文
和
二
年
（
一
三
五
三
年
）
六
月
に
も
再
び
南
朝
方
が

京
都
に
攻
め
い
っ
て
こ
れ
を
占
領
す
る
事
態
が
起
こ
る
が
、
七
月
に
は
再
び
幕
府
方
が
奪
還
し

て
い
る
。
同
年
九
月
に
尊
氏
が
関
東
か
ら
戻
り
安
定
化
を
図
る
も
の
の
、
文
和
四
年
正
月
に
も

南
朝
方
に
京
都
を
一
時
的
に
明
け
渡
す
と
い
う
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
後
も
中
央
で
は
南
朝
方
が
勢
力
を
維
持
し
て
幕
府
方
に
対
抗
す
る
状
況

が
続
い
て
い
る
。
信
濃
に
お
い
て
も
南
朝
方
の
抵
抗
は
継
続
し
て
お
り
、
香
坂
氏
が
そ
の
一
翼

を
担
っ
て
い
る
。
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史
料
６
「
小
笠
原
文
書
」
足
利
尊
氏
御
教
書
（『
信
』
⑥
一
六
六
頁
）

信
濃
国
香
坂
美
作
守
以
下
凶
徒
為
対
治
発
向
之
条
、
尤
以
神
妙
也
、
弥
可
致
忠
節
之
条
如

件
文
和
二
年
七
月
五
日　
（
花
（
足
利
尊
氏
）

押
）

小
笠
原
兵（

長

基

）

庫
助
殿

史
料
７
「
小
笠
原
文
書
」
足
利
尊
氏
御
教
書
（『
信
』
⑥
一
六
六
頁
）

信
濃
国
仁
科
右
馬
助
以
下
凶
徒
城
郭
追
落
之
条
、
尤
以
神
妙
也
、
弥
可
致
忠
節
之
条
如
件

文
和
二
年
七
月
五
日　
（
花
（
足
利
尊
氏
）

押
）

小
笠
原
兵（

長

基

）

庫
助
殿

　

文
和
二
年
七
月
、
香
坂
美
作
守
な
る
人
物
が
蜂
起
し
た
た
め
、
信
濃
守
護
小
笠
原
長
基
が
そ

の
鎮
圧
を
命
じ
ら
れ
た
御
教
書
が
史
料
６
で
あ
る
。
こ
の
人
物
も
実
名
は
不
明
だ
が
、
更
級
郡

香
坂
氏
の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
が
同
日
付
け
で
安
曇
郡
仁
科
御
厨
（
現
大
町
市
）
を
本

拠
と
す
る
仁
科
氏
の
仁
科
右
馬
助
の
鎮
圧
も
小
笠
原
長
基
に
命
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
が
史

料
７
で
あ
る
。仁
科
氏
は
室
町
期
に
お
け
る
大
文
字
一
揆
の
盟
主
と
し
て
知
ら
れ
る（

（4
（

。史
料
６
・

７
か
ら
は
、
香
坂
氏
が
仁
科
氏
と
連
携
し
て
南
朝
方
と
し
て
幕
府
に
抵
抗
運
動
を
展
開
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

文
和
四
年
八
月
に
は
、
宗
良
親
王
の
も
と
に
諏
方
氏
、
下
社
金
刺
氏
、
仁
科
氏
ら
が
結
集
し
、

筑
摩
郡
桔
梗
ヶ
原
に
お
い
て
小
笠
原
長
基
率
い
る
府
中
勢
と
合
戦
と
な
る
が
、
敗
北
を
喫
し
て

い
る
（『
信
』
⑥
一
八
二
頁
）。
史
料
的
に
は
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
時
に
親
王
方
と
し
て

香
坂
氏
が
参
戦
し
た
と
さ
れ
る
（「
矢
嶋
文
書
」
正
平
一
〇
年
八
月
矢
嶋
道
念
覚
書
、『
信
』
⑥
一
八

二
頁
）。「
国
中
騒
動
」
と
さ
れ
た
こ
の
合
戦
の
敗
北
に
よ
り
、
宗
良
親
王
は
大
鹿
郷
に
逼
塞
す

る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
の
後
、
足
利
尊
氏
が
死
去
し
、
将
軍
足
利
義
詮
と
鎌
倉
公
方
足
利
基
氏
の
協
調
に
よ
る
旧

直
義
党
武
士
の
復
権
が
す
す
め
ら
れ
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
年
）
に
旧
直
義
党
武
士
の
有
力

者
・
上
杉
憲
顕
が
関
東
管
領
に
復
帰
す
る（

（4
（

。
信
濃
で
は
小
笠
原
長
基
に
か
わ
っ
て
犬
懸
上
杉
朝

房
が
守
護
と
な
っ
て
い
る
。た
だ
し
、こ
れ
で
小
笠
原
氏
が
完
全
に
逼
塞
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
定
の
政
治
的
地
位
を
保
持
し
た
。
そ
の
た
め
、
旧
尊
氏
党
の
小
笠
原
氏
と
旧
直
義
党
・
南
朝

系
国
人
と
の
地
域
紛
争
が
再
び
激
化
す
る
。
貞
治
四
年
一
二
月
か
ら
翌
年
正
月
に
か
け
て
、
筑

摩
郡
塩
尻
郷
金
屋
に
お
い
て
、
小
笠
原
勢
と
諏
方
直
頼
方
が
合
戦
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
と

き
、
村
上
・
春
日
・
長
沼
氏
ら
と
と
も
に
香
坂
氏
が
諏
方
勢
に
与
し
て
戦
っ
て
い
る
（「
守
矢

満
実
書
留
」、『
信
』⑥
四
五
三
頁
）。
前
述
し
た
よ
う
に
、
春
日
氏
は
佐
久
郡
か
ら
北
信
濃
に
移
っ

た
滋
野
氏
一
門
で
あ
る
。
南
北
朝
期
に
活
動
し
た
興
禅
寺
住
持
の
黙
庵
は
春
日
氏
の
菩
提
寺
で

あ
る
法
蔵
寺
の
開
祖
と
な
っ
て
お
り
、
香
坂
氏
と
春
日
氏
の
結
び
つ
き
が
う
か
が
え
る（

（4
（

。

　

以
上
、
香
坂
氏
は
南
北
朝
期
を
通
じ
て
、
旧
北
条
氏
与
党
人
、
そ
の
後
、
南
朝
方
も
し
く
は

直
義
党
と
し
て
活
動
し
、
一
貫
し
て
守
護
小
笠
原
氏
に
対
抗
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
こ
と
が

あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
。
は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
南
朝
方
・
直
義
党
に
与
し
た
信
濃

国
人
の
多
く
が
、
守
護
職
権
を
梃
子
に
領
域
支
配
の
拡
大
を
め
ざ
す
小
笠
原
氏
と
の
権
益
が
衝

突
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
小
笠
原
氏
は
現
在
の
中
・
南
信
地
域
を
拠
点
と
し
た
が
、

南
北
朝
期
の
段
階
で
更
級
郡
へ
の
進
出
も
す
す
め
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。
こ
の
う

ご
き
が
北
信
濃
国
人
と
の
衝
突
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る（

（4
（

。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

「
小
笠
原
文
書
」
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
年
）
二
月
一
二
日
小
笠
原
長
基
譲
状
（『
信
』
⑦
一
一

三
頁
）
に
、
小
笠
原
氏
の
所
領
と
し
て
更
級
郡
小
島
田
郷
（
現
長
野
市
小
島
田
町
）
が
挙
が
っ
て

い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
川
中
島
の
中
央
に
位
置
す
る
小
島
田
郷
は
戦

国
初
期
の
段
階
で
「
香
坂
領
」
と
呼
称
さ
れ
る
香
坂
氏
の
支
配
が
認
め
ら
れ
る
所
領
で
あ
る
。

小
島
田
郷
へ
の
香
坂
氏
の
関
与
が
ど
の
段
階
に
遡
る
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
、
小
笠
原
氏

の
更
級
郡
小
島
田
郷
へ
の
進
出
が
、
香
坂
氏
の
権
益
と
衝
突
し
た
可
能
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

し
か
し
、
貞
治
年
間
以
降
、
幕
府
（
北
朝
）
が
軍
事
的
な
優
勢
を
確
定
さ
せ
、
さ
ら
に
は
旧

直
義
党
の
復
権
が
す
す
め
ら
れ
る
と
い
う
政
治
状
況
が
現
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
南
朝
方
（
旧

直
義
党
）
の
信
濃
国
人
た
ち
の
幕
府
（
北
朝
）
へ
の
帰
順
が
す
す
む
。
諏
方
氏
・
祢
津
氏
は
延

文
四
年
（
正
平
一
四
年
、
一
三
五
九
年
）
に
お
け
る
足
利
義
詮
の
南
朝
攻
撃
に
従
軍
し
た
と
さ
れ

る
（『
信
』
⑥
三
四
七
頁
）。
そ
の
後
、
一
時
的
に
「
宮
方
」
と
し
て
の
活
動
が
み
え
る
史
料
も

あ
る
が
、
基
本
的
に
は
幕
府
方
の
勢
力
と
し
て
活
動
し
て
い
く
。
佐
久
郡
の
滋
野
一
族
・
臼
田

氏
は
応
安
元
年
（
正
平
二
三
年
、
一
三
六
八
年
）
三
月
に
管
領
細
川
頼
之
よ
り
本
知
行
地
を
安
堵

さ
れ
て
お
り
、
幕
府
方
へ
の
帰
順
が
確
認
で
き
る
（『
信
』
⑥
四
八
九
頁
）。
他
方
で
、
応
安
六
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年
（
一
三
七
二
年
）
に
は
佐
久
郡
の
滋
野
氏
一
門
と
み
ら
れ
る
塩
野
六
郎
（
佐
久
郡
塩
野
牧
か
）

の
所
領
が
闕
所
化
し
て
お
り
、
南
朝
方
に
与
し
た
滋
野
氏
一
門
へ
の
圧
迫
が
行
わ
れ
て
い
る

（「
辻
文
書
」『
南
北
朝
遺
文 

中
国
・
四
国
編
』
四
〇
二
七
号
、『
信
』
未
収
）。

　

香
坂
氏
と
共
同
歩
調
を
と
っ
て
い
た
仁
科
氏
も
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
年
）
二
月
一
六
日

と
い
う
北
朝
年
号
を
以
て
、
仁
科
弾
正
小
弼
盛
国
が
仁
科
神
明
宮
に
棟
札
を
納
め
て
お
り
、
こ

れ
以
前
に
北
朝
に
降
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
信
』
⑦
二
五
頁
）。
そ
し
て
、
康
応
二
年
（
一

三
八
九
年
）
三
月
に
、「
左
典
厩
滋
野
宗
継
」
が
大
旦
那
と
し
て
香
坂
氏
菩
提
寺
で
あ
る
更
級

郡
神
峯
山
興
禅
寺（
信
州
新
町
牧
之
島
）の
梵
鐘
を
鋳
造
・
寄
進
し
て
い
る（
興
禅
寺
所
蔵
鐘
銘
写
、

『
信
』
⑦
二
〇
七
頁
（
（4
（

）。
こ
の
人
物
は
次
章
で
み
る
、
大
塔
合
戦
で
出
陣
し
た
香
坂
左
馬
助
宗
継

と
同
定
さ
れ
る
。
康
応
と
い
う
北
朝
年
号
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
ま
で
に
牧
之
島

の
香
坂
氏
が
北
朝
に
降
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る（

（4
（

。
以
降
、
香
坂
氏
を
含
む
旧
南

朝
方
の
信
濃
国
人
た
ち
は
室
町
幕
府
体
制
の
な
か
で
小
笠
原
氏
に
対
抗
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

三
　
室
町
期

１　

大
文
字
一
揆
構
成
員
と
し
て
の
香
坂
氏

　

次
に
香
坂
氏
の
活
動
が
確
認
で
き
る
の
が
、
南
北
朝
合
一
後
の
応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
年
）

に
起
こ
っ
た
大
塔
合
戦
で
あ
る
。
前
年
に
小
笠
原
長
秀
が
信
濃
守
護
に
任
命
さ
れ
る
と
、
善
光

寺
に
入
部
し
て
北
信
濃
の
国
人
所
領
へ
の
介
入
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
長
秀
の
強
権
的

な
行
動
の
背
景
に
は
、
鎌
倉
公
方
の
抑
え
込
み
を
志
向
す
る
足
利
義
満
の
政
策
的
意
図
が
あ
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る（

（4
（

。

　

北
信
濃
の
有
力
国
人
た
ち
は
守
護
小
笠
原
長
秀
に
反
発
し
、
大
規
模
な
合
戦
と
な
っ
た
。
こ

の
と
き
、
有
力
国
人
連
合
の
主
力
と
な
っ
た
の
が
、
村
上
、
高
梨
、
井
上
、
須
田
、
海
野
ら
東

北
信
の
有
力
国
人
と
大
文
字
一
揆
の
面
々
で
あ
る（

（4
（

。『
大
塔
物
語
』
に
は
大
文
字
一
揆
の
人
々

と
し
て
「
仁
科
、
禰
津
、
春
日
、
香
坂
、
宮
高
、
西
牧
、
落
合
、
小
田
切
、
窪
寺
、
其
勢
八
百

余
騎
」
と
み
え
、
香
坂
氏
は
そ
の
他
の
北
信
濃
の
滋
野
氏
一
門
と
と
も
に
大
文
字
一
揆
の
構
成

員
で
あ
っ
た（

（4
（

。
こ
の
ほ
か
、『
信
州
大
塔
軍
記
』
や
後
掲
史
料
８
か
ら
、
小
市
氏
・
栗
田
氏
・

原
氏
・
三
村
氏
も
一
揆
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
宮
高
氏
、
西

牧
氏
は
安
曇
郡
に
展
開
し
た
滋
野
氏
一
門
で
あ
る
。
ま
た
、
祢
津
氏
は
小
県
郡
、
春
日
氏
、
落

合
氏
、
小
田
切
氏
、
窪
寺
氏
は
北
信
濃
に
展
開
し
た
滋
野
氏
一
門
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
通
り

で
あ
る
。

　

大
文
字
一
揆
の
特
徴
に
つ
い
て
は
高
村
隆
氏
が
、
①
滋
野
氏
一
門
・
村
上
氏
等
有
力
国
人
の

庶
子
家
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
、
②
犀
川
流
域
の
山
間
に
分
布
し
た
小
領
主
層
の
地
縁
的
集
団
で

あ
っ
た
こ
と
、
③
観
応
擾
乱
以
来
、
常
に
反
小
笠
原
と
い
う
行
動
を
示
し
、
擾
乱
で
は
足
利
直

義
党
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
文
字
一
揆
の
側
が
直
義
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る（

（5
（

。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
香
坂
氏
は
南
北
朝
期
段
階
か
ら
祢

津
氏
、春
日
氏
と
い
っ
た
滋
野
氏
一
門
や
安
曇
郡
の
仁
科
氏
と
、旧
北
条
氏
与
党
人
・
南
朝
方
・

直
義
党
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
立
場
を
同
じ
く
し
な
が
ら
連
携
し
、
一
貫
し
て
守
護
小
笠
原
氏

に
対
抗
し
て
き
た
。
高
村
氏
が
指
摘
す
る
大
文
字
一
揆
形
成
の
過
程
を
香
坂
氏
の
動
向
か
ら
あ

ら
た
め
て
確
認
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
香
坂
氏
は
大
塔
合
戦
や
大
文
字
一
揆
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
特
異
な
活
動
徴
証

を
残
し
て
い
る
。
一
つ
は
、『
大
塔
物
語（

（5
（

』で
の
描
か
れ
方
と
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
性
で
あ
る
。

『
大
塔
物
語
』
で
は
、
守
護
方
が
籠
っ
た
大
塔
の
古
城
の
攻
め
手
で
あ
っ
た
香
坂
左
馬
助
入
道

宗
継
は
、
落
城
の
際
の
場
内
の
凄
惨
な
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、
戦
場
か
ら
帰
宅

す
る
こ
と
な
く
窪
寺
の
観
音
に
詣
で
た
。
そ
し
て
、
子
息
の
刑
部
少
輔
に
所
領
を
譲
り
渡
し
て

遁
世
し
、
高
野
山
に
登
っ
て
三
年
間
の
苦
行
の
の
ち
に
念
仏
行
者
と
な
っ
て
諸
国
を
修
行
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
大
塔
物
語
』
の
異
本
で
あ
る
『
大
塔
記
』
は
巻
末
に
「
享
禄
二
己

丑
年
八
月
十
三
日　

香
阪（

坂
）左

馬
介
入
道
書
」
と
い
う
識
語
を
載
せ
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
年
）

に
香
坂
宗
継
が
同
書
を
著
し
た
と
す
る（

（5
（

。
無
論
、
大
塔
合
戦
か
ら
百
年
以
上
後
に
宗
継
が
『
大

塔
記
』
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
高
野
聖
・
回
国
僧
と
な
っ
た
と
描
か
れ
て
い

る
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
・
文
化
的
素
養
を
持
っ
た
存
在
が
想
定
さ
れ
る
『
大
塔
物
語
』

の
異
本
の
作
者
に
擬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

も
う
一
点
言
及
し
て
お
き
た
い
の
が
、「
大
文
字
の
旗
」
の
伝
来
で
あ
る
。
大
文
字
一
揆
の

旗
と
し
て
知
ら
れ
る
大
日
方
家
旧
蔵
の
「
大
文
字
の
旗
」（
現
在
は
当
館
蔵
）
は
、
近
世
の
「
つ
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ち
く
れ
か
が
み
」
の
う
ち
更
級
郡
牧
田
中
村
の
興
禅
寺
の
項
に
「
香
坂
弾
正
大
文
字
之
旗
あ
り
」

と
い
う
記
述（

（5
（

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
日
方
家
の
所
蔵
と
な
る
以
前
は
、
江
戸
時
代
の
段
階
ま
で

香
坂
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
興
禅
寺
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（5
（

。

　

以
上
の
徴
証
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
更
な
る
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
、

大
文
字
一
揆
に
お
け
る
香
坂
氏
の
特
異
な
立
場
を
う
か
が
わ
せ
る
。こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、

「
笠
系
大
成
附
録
」
永
享
一
二
年
（
一
四
四
〇
年
）
七
月
日
結
城
合
戦
陣
番
帳
写
（『
信
』
⑧
一

三
七
頁
）
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
享
一
二
年
、
下
総
国
で
起
こ
っ
た
結
城
合
戦
に
出
陣

し
た
信
濃
守
護
小
笠
原
政
康
が
、
率
い
て
い
た
信
濃
勢
を
三
〇
番
に
編
成
し
て
陣
中
警
護
に
あ

た
ら
せ
た
際
の
番
帳
で
、
二
～
一
六
番
に
東
・
北
信
地
域
の
反
守
護
的
立
場
を
と
っ
て
い
た
国

人
層
が
、
一
七
番
以
降
に
小
笠
原
氏
一
門
・
被
官
、
伊
那
・
府
中
地
域
の
中
小
国
人
層
、
東
・

北
信
地
域
の
小
領
主
層
が
編
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
番
帳
に
一
二
番
と
し
て
「
香
坂
殿
」
の
名

が
み
え
る
。
こ
の
香
坂
氏
が
更
級
郡
と
伊
那
郡
い
ず
れ
の
系
統
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、

番
帳
の
一
四
番
に
は
「
諏
方
信
濃
守
殿
、
大
原
（
草
ヵ
）
殿
代
、
中
澤
殿
代
、
甲
斐
沼
殿
代
」

と
あ
る
の
が
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
諏
訪
信
濃
守
は
高
遠
諏
方
氏
、
中
澤
殿

は
中
沢
郷
（
現
駒
ケ
根
市
）
を
名
字
と
す
る
中
沢
氏
、
甲
斐
沼
殿
は
甲
斐
沼
村
（
現
伊
那
市
富
県
）

を
名
字
と
す
る
一
族
と
考
え
ら
れ
、い
ず
れ
も
伊
那
郡
の
国
人
で
あ
る
。そ
し
て
、「
大
原（
草
ヵ
）

殿
」
は
大
草
郷
を
領
し
た
伊
那
郡
の
香
坂
氏
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
一
二
番

の
「
香
坂
殿
」
は
牧
之
島
を
本
拠
と
し
た
更
級
郡
の
香
坂
氏
を
指
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
水
内
郡
・
更
級
郡
に
展
開
し
、
香
坂
氏
と
と
も
に
大
文
字
一
揆
を
構
成

す
る
滋
野
氏
一
門
は
一
五
番
に
「
落
合
殿
、
小
田
切
殿
、
窪
寺
殿
」
と
み
え
、
複
数
で
一
つ
の

番
を
担
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
香
坂
氏
は
単
独
で
陣
番
を
つ
と
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
番
帳

の
二
番
か
ら
一
四
番
に
編
成
さ
れ
た
国
人
は
高
梨
・
須
田
・
井
上
・
村
上
・
海
野
・
嶋
津
と

い
っ
た
有
力
国
人
で
、
い
ず
れ
も
単
独
で
番
を
担
っ
て
い
る
。
一
二
番
に
単
独
で
名
が
挙
が
る

更
級
郡
の
香
坂
氏
も
ま
た
、
同
等
規
模
の
勢
力
を
有
す
る
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
こ
か
ら
、
香
坂
氏
は
大
文
字
一
揆
や
北
信
濃
の
滋
野
氏
一
門
の
な
か
で
も
突
出
し
た
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る（

（5
（

。

２　

大
文
字
一
揆
連
署
注
進
状
写
の
問
題
点

　

応
永
七
年
に
起
こ
っ
た
大
塔
合
戦
は
国
人
勢
が
勝
利
し
、
京
都
に
逃
げ
帰
っ
た
長
秀
は
守
護

を
罷
免
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
わ
ず
か
な
斯
波
氏
の
守
護
期
を
へ
て
、
信
濃
は
幕
府
料
国
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
信
濃
は
幕
府
に
よ
る
直
接
統
治
下
に
お
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
応
永
一
〇
年
に
料

国
代
官
細
川
慈
忠
が
入
部
し
て
く
る
と
、
村
上
・
高
梨
・
井
上
・
須
田
ら
北
信
濃
の
有
力
国
人

は
抵
抗
を
見
せ
る
が
、
大
塔
合
戦
の
時
ほ
ど
広
域
な
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
ず
鎮
圧
さ

れ
て
い
る
。
国
人
た
ち
は
幕
府
の
権
威
に
服
し
た
の
で
あ
る（

（5
（

。

　

以
降
、
幕
府
料
国
下
の
信
濃
は
、
国
人
に
よ
る
反
乱
や
押
領
行
為
は
み
ら
れ
な
い
安
定
し
た

情
勢
と
な
り
、
荘
園
や
国
衙
領
か
ら
京
都
へ
の
年
貢
収
納
が
復
活
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
応
永
年
間
初
期
に
お
け
る
地
域
の
安
定
化
は
全
国
的
に
み
ら
れ
、「
応
永
の
平
和
」

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
背
景
に
は
東
国
情
勢
の
安
定
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
同
時
期
、
大
文
字
一

揆
は
盟
主
た
る
仁
科
盛
輝
が
幕
府
御
料
所
と
な
っ
た
春
近
領
の
代
官
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
も
と

で
一
揆
の
面
々
が
幕
府
よ
り
所
領
の
安
堵
を
受
け
て
い
る（

（5
（

。
以
上
の
事
例
か
ら
、
幕
府
料
国
下

の
信
濃
は
、
小
笠
原
氏
の
守
護
支
配
が
停
止
さ
れ
、
料
国
代
官
の
も
と
で
国
人
層
の
地
域
支
配

が
保
障
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
応
永
二
二
年
一
二
月
に
小
笠
原
長
秀
に
信
濃
国
春
近
領
及
び
住
吉
荘
が
返
付
さ
れ

る
と
（『
信
』
⑦
五
〇
六
頁
）、
大
文
字
一
揆
は
そ
の
決
定
の
撤
回
を
求
め
る
注
進
状
を
幕
府
に

提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
前
述
し
た
香
坂
宗
継
の
子
息
刑
部
少
輔
の
名
が
見
え
る
次
の
史
料

８
で
あ
る（

（5
（

。

史
料
８　

�

大
文
字
一
揆
連
署
注
進
状
写
（
丸
山
清
俊
資
料
「
古
文
書
集 

十
四
（
（5
（

」、『
信
』
⑦
五

〇
六
頁
者
）
※
傍
線
筆
者

一�
、
大
塔
物
語
原
本
を
愚
老
諏
方
下
宮
大
祝
よ
り
持
来
る
所
、
万
金
に
而
上
木
、
然
処
誤

写
又
注
進
状
等
者
、
記
載
無
之
諏
方
本
者
文
正
元
年
堯
深
法
師
自
筆
本
也
、
載
当
応
永

六
年
注
進
状
コ
レ
ハ
上
田
板
ニ
漏
タ
リ

文
字
本
書
ノ
マ
ヽ
ナ
リ

大
文
字
一
揆
注
進
状
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畏
言
上
仕
候
、
抑
当
国
之
住
吉
庄
・
春
近
之
事
、

小
笠
原
修（

長
秀
）理

大
夫
正
捷
、
御
判
給
候
、
驚
入
存
候
、
彼
役
之
事
者
、
就
守
護
職
事
候
、

先
年
彼
仁
、
当
国
被
仰
付
守
護
職
之
時
、
不
用
代
々
支
証
而
、
彼
役
之
外
、
全

（
令
ヵ
）地

頭
没

倒
之
間
、
国
忩
劇
罷
成
候
、
非
守
護
御
沙
汰
而
、
彼
役
被
仰
付
小
笠
原
候
者
、
国
乱
不

可
断
絶
候
、
隨
而
、
当
御
代
之
始
、
仁
科
弾
正
少
弼
盛
輝
、
安
曇
・
筑
摩
両
郡
為
御
料

所
ノ
御
代
官
、
下
国
仕
候
処
、
小
笠
原
被
成
下
治
罰
御
教
書
候
間
、
大
文
字
一
揆
輩
、

為
御
方
致
合
戦
候
、
既
根（

祢
）津

越
後
入
道
、
同
一
族
数
輩
、
討
死
仕
候
、
加
之
、
一
揆
輩
、

依
代
々
忠
節
、
御
判
並
春
近
所
々
、
知
行
于
今
無
相
違
之
処
、
小
笠
原
修
理
大
夫
、
掠

本
領
申
候
條
、
自
由
之
至
候
歟
、
永
被
止
小
笠
原
春
近
・
住
吉
庄
訴
訟
者
、
一
揆
輩
、

弥
可
致
忠
節
候
、
以
此
旨
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、

応
（
二
十
三
年
ヵ
）

永
六
年
三
月　
　
　
　
　
　

香
坂
刑
部
少
輔
入
道
沙
弥
徳
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

窪
寺
民
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
村
民
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
牧
宮
内
少
輔
時
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

栗
田
沙
弥
覚
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

禰
津
宮
内
少
輔
入
道
沙
弥
得
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

春
日
伊
豆
入
道
沙
弥
大
椿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
牧
刑
部
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
修
理
亮
宗
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

落
合
対
馬
守
氏
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
高
豊
後
守
氏
家

進
上　

飯
尾
美（

貞

之

）

濃
入
道
殿

此
状
原
本
ニ
有
之
上
田
板
ニ
漏
レ
候
也
、
外
一
通
ハ
上
田
板
有
之
哉
ト
存
候

　

こ
の
史
料
か
ら
は
、
幕
府
料
国
下
の
時
期
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
香
坂
氏
を
始
め
と
す

る
大
文
字
一
揆
と
小
笠
原
氏
と
の
対
立
が
在
地
で
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に

傍
線
部
か
ら
は
、
そ
れ
が
合
戦
に
及
ぶ
状
況
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
史
料
か
ら
は
明

確
に
な
ら
な
い
が
、
こ
の
注
進
状
の
提
出
の
結
果
、
小
笠
原
長
秀
へ
の
春
近
領
の
返
付
は
撤
回

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
料
８
に
つ
い
て
は
、
年
号
部
分
の
記
載
に
関
わ
っ
て
、
書
誌
学
的
な
問
題
点

が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
文
書
は

明
治
初
期
に
県
の
庶
務
課
史
誌
編
輯
掛
の
職
に
従
事
し
た
小
県
郡
滋
野
村
（
現
東
御
市
）
出
身

の
郷
土
史
家
・
丸
山
清
俊
が
謄
写
収
集
し
た
信
濃
に
関
す
る
史
料
・
典
籍
類
で
構
成
さ
れ
る
史

料
群
に
含
ま
れ
る（

（6
（

。
丸
山
が
収
集
し
た
史
料
は
昭
和
初
期
に
栗
岩
英
治
に
よ
っ
て
調
査
の
手
が

入
り
、
栗
岩
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
年
）
に
『
滋
野
村
丸
山
家
信
濃
史
料
解
題
』
を
出
版
し

て
い
る
。
昭
和
三
二
年
に
は
清
俊
の
孫
・
丸
山
高
が
県
立
長
野
図
書
館
に
寄
贈
し
て
「
丸
山
文

庫
」
の
名
で
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
一
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
に
県
立
歴
史
館
に
移
管

さ
れ
、
現
在
は
「
丸
山
清
俊
資
料
」
の
名
で
公
開
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

史
料
８
を
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
、昭
和
一
〇
年
の
堀
内
千
万
蔵
の
論
稿
で
あ
る（

（6
（

。堀
内
は
、

栗
岩
英
治
の
も
と
で
丸
山
家
の
史
料
を
閲
覧
し
た
際
に
本
文
書
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
佐
久

郡
布
施
村
（
現
佐
久
市
）
の
郷
土
史
家
で
あ
る
土
屋
直
右
衛
門
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
と
指

摘
し
て
い
る
。
土
屋
直
右
衛
門
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
か
ら
一
五
年
に
わ
た
り
『
長
野

県
町
村
誌
』
が
編
纂
さ
れ
た
際
に
、
南
佐
久
・
北
佐
久
・
小
県
郡
内
一
〇
〇
余
箇
村
の
村
誌
を

ま
と
め
る
こ
と
を
委
嘱
さ
れ
た
人
物
で
あ
る（

（6
（

。
堀
内
は
本
文
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
内
容

的
に
み
て
年
次
で
あ
る
「
応
永
六
年
」
は
「
廿
」
が
脱
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
応

永
（
廿
）
六
年
三
月
」
と
翻
刻
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
堀
内
が
編
纂
を
担
っ
た
『
安
筑
史
料
叢
書 

第
一
輯
』（
一
九
三
七
年
）
に
も
「
小
県

滋
野 

丸
山
文
庫
本
」
と
い
う
出
典
で
掲
載
さ
れ
、
年
号
部
分
の
翻
刻
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
諏
訪
史
料
叢
書 

巻
二
九
』（
一
九
三
九
年
）
は
本
文
書
の

出
典
を
「
信
濃
所
載
」
の
「
丸
山
文
庫
本
」
と
し
、「
応
永
廿
六
年
三
月
」
と
翻
刻
し
て
い
る
。

さ
ら
に
堀
内
千
万
蔵
も
昭
和
一
九
年
の
論
稿
で
「
応
永
廿
六
年
三
月
」
と
翻
刻
し
て
い
る（

（6
（

。

　

そ
し
て
、
昭
和
三
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
信
濃
史
料 

第
七
巻
』
の
段
階
で
は
、「
応
永
六
年
」

の
脇
に
「
廿
六
」
と
記
し
た
上
で
、
そ
の
横
に
年
代
比
定
の
考
証
成
果
で
あ
る
「（
廿
三
ヵ
）」

と
い
う
傍
注
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
出
典
を
「
丸
山
文
庫
文
書 

○
小
県
郡
滋
野
村 

丸
山
作

楽
氏
所
蔵
」
と
し
て
い
る
。
丸
山
作
楽
は
丸
山
清
俊
の
子
孫
に
あ
た
る（

（6
（

。
以
降
、
本
文
書
が
利
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用
さ
れ
る
場
合
は
『
信
濃
史
料
』
の
翻
刻
に
依
拠
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
に
堀
内
が
史
料
紹
介
を
し
た
段
階
で
は
、
文
書
に
記
さ
れ
た
年
号
は「
応

永
六
年
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
疑
義
を
呈
す
る
形
で
「
廿
」
と
い
う
文
字
を
挿
入
に
し
て
翻
刻
し

て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
徐
々
に
も
と
も
と
「
応
永
廿
六
年
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

な
翻
刻
と
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
『
信
濃
史
料
』
の
段
階
で
は
、「
応
永
六
年
」

と
い
う
年
号
の
脇
に
も
と
か
ら「
廿
六
」と
い
う
数
字
が
記
載
さ
れ
る
翻
刻
と
な
っ
て
い
る（
表

参
照
）。

　

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
当
該
文
書
を
館
蔵
の
「
丸
山
清
俊
資
料
」
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
、
部
分

的
な
も
の
も
含
め
て
複
数
の
写
し
を
確
認
で
き
た
が
、
管
見
の
限
り
「
応
永
六
年
」
と
す
る
も

の
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（

（6
（

。
そ
の
な
か
で
も
前
後
の
注
記
な
ど
を
含
め
て
最
も
完

全
な
形
で
書
写
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
が
、
史
料
８
と
し
て
掲
出
し
た
「
古
文
書
集 

十
四
」

掲
載
の
も
の
で
あ
る
。「
古
文
書
集
」
は
『
皇
国
地
誌
』
編
さ
ん
の
過
程
で
丸
山
が
収
集
し
た

古
文
書
の
写
し
や
、各
郡
か
ら
提
出
さ
れ
た
古
文
書
の
写
し
な
ど
を
綴
っ
て
い
る
。史
料
８
は
、

「
芦
田
宿
本
陣
土
屋
家
文
書
」
と
し
て
伝
わ
っ
た
土
屋
直
右
衛
門
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
筆
跡
等

表
　
大
文
字
一
揆
注
進
状
写
の
年
号
部
分
の
翻
刻
一
覧
表

№

年
号
部
分
の
翻
刻

出
典
表
記

掲
載
文
献

発
行
年

１

応
永
（
廿〇

）
六
年
三
月

丸
山
文
庫
本

葵
堂
聾
人
「
貴
重
な
る
一
史
料
の
発
見　

大
塔
物
語
補
遺
」（『
信
濃
』（
第
一
次
）
四
巻
五
号
）

一
九
三
五
年

２

応
永
（
廿
）
六
年
三
月

小
県
滋
野　

丸
山
文
庫
本

『
安
筑
史
料
叢
書　

第
一
輯
』（
高
美
書
店
）

一
九
三
七
年

３

応
永
廿
六
年
三
月

信
濃
所
載
、
丸
山
文
庫
本

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
史
料
叢
書　

巻
二
九
』（
諏
訪
教
育
会
）

一
九
三
九
年

４

応
永
廿
六
年
三
月

―

堀
内
葵
堂
「
捧
庄
と
春
近
領
と
の
再
管
見
」（『
信
濃
』
第
二
次
三
二
巻
）

一
九
四
四
年

５

（
廿
三
ヵ
）

廿
六

応
永
六
年

三
月

丸
山
文
庫
文
書　

〇
小
県
郡
滋
野
村　

丸
山
作
楽
氏
所
蔵

『
信
濃
史
料
』
第
七
巻

一
九
五
六
年

６

（
廿
三
ヵ
）

応
永
六
年
三
月

丸
山
文
庫
文
書

南
安
曇
郡
誌
改
訂
編
纂
会
『
南
安
曇
郡
誌　

第
二
巻　

上
』

一
九
六
八
年

７

廿
六

応
永
六
年
三
月

（
二
三
）

丸
山
作
楽
氏
所
蔵
文
書

小
穴
芳
実
「
信
州
安
曇
郡
成
相
本
村
の
成
立
」（『
信
濃
』
二
七
巻
七
号
）

一
九
七
五
年

８

（
廿
三
日
）

応
永
六
年

三
月

丸
山
文
庫
文
書

更
級
埴
科
地
方
誌
刊
行
会
『
更
級
埴
科
地
方
誌　

第
２
巻　

（
原
始
・
古
代
・
中
世
編
）』

一
九
七
八
年

９

　

（
廿
三
か
）

応
永
六
年
三
月

信
濃
史
料
所
収
丸
山
文
庫
文
書

三
郷
村
誌
編
纂
会
『
三
郷
村
誌
一
（
小
倉
・
温
・
明
盛
村
）』（
三
郷
村
教
育
委
員
会
）

一
九
八
〇
年

10

（
廿
三
ヵ
）

廿
六

応
永
六
年

三
月

丸
山
文
庫
文
書　

〇
小
県
郡
滋
野
村　

丸
山
作
楽
氏
所
蔵

大
町
市
史
編
纂
委
員
会
『
大
町
市
史　

第
二
巻
（
原
始
・
古
代
・
中
世
）
資
料
編
』（
大
町
市
）

一
九
八
五
年

11

廿
六

応
永
六
年

三
月

丸
山
作
楽
氏
所
蔵
文
書

松
川
村
誌
編
纂
委
員
会
『
松
川
村
誌　

歴
史
編
』（
松
川
村
誌
刊
行
会
）

一
九
八
八
年
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と
比
較
し
て
判
断
す
る
に
、
堀
内
千
万
蔵
が
指
摘
す
る
よ
う
に
土
屋
直
右
衛
門
が
写
し
て
丸
山

に
提
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
堀
内
が
最
初
に
紹
介
し
た
大
文
字
一
揆
注
進
状
も
、
こ
の

「
古
文
書
集
」
所
収
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　

一
方
、『
信
濃
史
料
』
が
「
丸
山
文
庫
文
書 

○
小
県
郡
滋
野
村 

丸
山
作
楽
氏
所
蔵
」
と
し

て
採
録
し
た
写
し
は
、
年
号
部
分
の
翻
刻
の
相
違
や
、
出
典
の
表
記
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
史
料

８
と
は
別
の
写
し
と
し
て
丸
山
家
に
伝
来
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
現
状
で

は
そ
の
行
方
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

　

以
上
、
大
文
字
一
揆
注
進
状
写
に
つ
い
て
の
現
段
階
ま
で
に
筆
者
が
把
握
し
得
た
書
誌
学
的

問
題
と
し
て
提
示
し
た
が
、
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
の
調
査
を
期
し
た
い
。
た

だ
し
、
文
書
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
長
秀
が
住
吉
・
春
近
を
返
付
さ
れ
た
応
永
二
二
年 図　大文字一揆連署注進状写（丸山清俊資料「古文書集 十四」所収、長野県立歴史館蔵）
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一
二
月
の
直
後
と
な
る
応
永
二
三
年
に
比
定
す
る
先
学
の
考
証
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

３　

都
鄙
関
係
の
展
開
と
大
文
字
一
揆

　

そ
の
後
、
室
町
幕
府
と
鎌
倉
公
方
と
の
対
立
が
深
刻
化
し
た
こ
と
で
、
幕
府
が
信
濃
を
国
堺

と
し
て
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
小
笠
原
氏
を
軍
事
指
揮
権
者
と
し
て
復
権
さ
せ
る（

（6
（

。
そ

し
て
、
応
永
三
二
年
に
は
小
笠
原
政
康
（
長
秀
の
弟
）
が
守
護
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
、
信
濃

の
幕
府
料
国
化
は
終
わ
り
を
迎
え
る
。
た
だ
し
、
幕
府
は
守
護
小
笠
原
氏
を
信
濃
統
治
の
基
軸

に
据
え
る
一
方
で
、
村
上
氏
や
高
梨
氏
と
い
っ
た
有
力
国
人
た
ち
を
幕
府
に
直
結
さ
せ
る
回
路

を
開
い
て
い
た
。
大
文
字
一
揆
も
ま
た
、
永
享
二
年
の
段
階
で
守
護
小
笠
原
氏
と
は
別
個
に
幕

府
よ
り
直
接
に
軍
事
動
員
の
命
令
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
信
』
⑧
二
八
頁
）。
幕

府
は
有
力
国
人
と
守
護
小
笠
原
氏
の
対
立
と
い
う
地
域
矛
盾
を
踏
ま
え
た
上
で
、東
国
と
の「
国

堺
」
た
る
信
濃
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
信
濃
で
は
再
び

守
護
小
笠
原
氏
と
北
信
濃
の
国
人
層
と
の
対
立
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
村
上
氏
や
海
野
氏
、

さ
ら
に
は
大
文
字
一
揆
構
成
員
の
祢
津
氏
な
ど
は
鎌
倉
公
方
と
結
び
つ
く
こ
と
で
小
笠
原
氏
に

対
抗
し
た
が
、
永
享
九
年
に
小
笠
原
氏
に
屈
服
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
諸
系
図
に
よ
れ

ば
、
小
笠
原
政
康
は
春
日
氏
の
女
性
を
娶
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
女
性
と
の
間
に
嫡
子
宗
康
を
儲

け
て
い
る（

（6
（

。
仁
科
氏
も
ま
た
小
笠
原
氏
と
婚
姻
を
結
ん
だ
と
さ
れ
る
。
福
田
豊
彦
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
小
笠
原
氏
に
よ
る
軍
事
的
な
圧
力
と
婚
姻
と
い
う
「
硬
軟
」
両
様
の
方
途
に
よ
っ

て
、
大
文
字
一
揆
は
永
享
年
間
中
に
は
解
体
さ
れ
た
と
す
る（

（6
（

。
た
だ
し
、
大
文
字
一
揆
の
盟
主

と
さ
れ
る
仁
科
氏
の
仁
科
持
盛
は
永
享
九
年
に
弾
正
少
弼
に
任
官
し
て
い
る
（『
薩
戒
記
』
永
享

九
年
五
月
八
日
条
〔『
信
』
未
収
〕）。
高
梨
氏
も
同
じ
時
期
に
刑
部
少
輔
に
任
官
し
て
い
る
徴
証

が
あ
る
。
鎌
倉
公
方
と
の
対
立
が
深
刻
化
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
最
有
力
国
人
の
村
上
氏
に

よ
る
反
乱
が
起
こ
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
幕
府
が
栄
典
の
授
与
な
ど
を
通
じ
て
、
守
護
小

笠
原
氏
と
と
も
に
、
高
梨
氏
や
仁
科
氏
ら
有
力
国
人
も
直
接
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
様

子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
永
享
の
乱
（
永
享
一
〇
年
九
月
）
に
お
け
る
幕
府
方
の
勝
利
に
よ
っ
て
足
利
持
氏

は
自
害
し
、
鎌
倉
府
は
解
体
さ
れ
る
。
こ
の
時
も
小
笠
原
政
康
は
幕
府
方
の
軍
事
力
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
永
享
一
二
年
、
関
東
で
持
氏
遺
児
を
擁
し
た
結
城
氏
朝
が
反
乱

を
起
こ
す
と
、
政
康
は
結
城
城
攻
め
に
出
陣
し
て
い
る
。
政
康
が
率
い
た
信
濃
国
人
を
三
〇
番

に
編
成
し
て
陣
中
警
護
に
あ
た
ら
せ
た
際
の
番
帳
が
前
述
し
た
「
笠
系
大
成
附
録
」
永
享
一
二

年
七
月
日
結
城
合
戦
陣
番
帳
写
（『
信
』
⑧
一
三
七
頁
）
で
あ
る
。
北
信
濃
の
有
力
国
人
や
大
文

字
一
揆
の
面
々
な
ど
、
そ
れ
ま
で
守
護
に
対
し
て
自
立
的
姿
勢
を
示
し
た
国
人
た
ち
が
守
護
小

笠
原
氏
の
も
と
で
関
東
に
出
陣
し
た
こ
と
を
表
す
こ
の
史
料
は
、
幕
府
権
力
を
背
景
と
し
た
小

笠
原
氏
に
よ
る
一
国
規
模
で
の「
分
国
支
配
の
成
立
」を
示
す
と
さ
れ
る（

（6
（

。
前
述
し
た
よ
う
に
、

こ
の
番
帳
の
一
二
番
に
香
坂
氏
の
名
が
み
え
、
香
坂
氏
も
ま
た
他
の
反
守
護
的
立
場
を
取
っ
て

き
た
国
人
領
主
た
ち
と
同
様
に
、
守
護
小
笠
原
氏
の
軍
事
指
揮
下
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。四

　
戦
国
初
期

１　

戦
国
移
行
期
の
香
坂
氏

　

嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
年
）、
将
軍
足
利
義
教
が
播
磨
守
護
赤
松
満
祐
に
殺
害
さ
れ
る
（
嘉
吉

の
乱
）。
そ
の
後
、
子
息
義
勝
が
八
歳
で
将
軍
と
な
る
も
半
年
で
夭
折
し
、
足
利
義
政
が
九
歳

で
そ
の
地
位
を
継
承
す
る
。
以
降
は
管
領
政
治
が
行
わ
れ
る
が
、
権
力
を
拡
大
さ
せ
た
細
川
・

畠
山
両
管
領
家
の
対
立
・
抗
争
が
展
開
す
る
。
将
軍
横
死
に
よ
る
幕
府
権
威
の
低
下
や
、
そ
の

後
の
中
央
政
治
の
混
乱
は
結
果
と
し
て
地
方
勢
力
の
自
立
化
を
す
す
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

信
濃
に
お
い
て
は
、
嘉
吉
二
年
に
守
護
小
笠
原
政
康
が
没
す
る
と
、
そ
の
跡
を
め
ぐ
っ
て
伊

那
を
本
拠
と
す
る
嫡
子
宗
康
と
、
府
中
を
本
拠
と
す
る
甥
持
長
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
る
。
文

安
三
年
（
一
四
四
六
年
）、
両
者
は
水
内
郡
漆
田
原
（
現
長
野
市
）
で
武
力
衝
突
に
及
び
、
宗
康

が
敗
死
し
た
。
な
お
、
こ
の
と
き
春
日
氏
は
前
述
し
た
姻
戚
関
係
か
ら
宗
康
方
と
し
て
参
戦
し

た
と
い
う
（『
豊
前
豊
津
小
笠
原
家
譜
』、『
信
』
⑧
二
一
〇
頁
）。
結
果
、
小
笠
原
家
は
伊
那
家
と

府
中
家
に
分
裂
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
伊
那
家
は
鈴
岡
家
と
松
尾
家
に
分
裂
す
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
、
小
笠
原
氏
は
守
護
と
し
て
機
能
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

　

享
徳
三
年
（
一
四
五
四
年
）
に
享
徳
の
乱
が
勃
発
し
、
関
東
で
古
河
公
方
足
利
成
氏
方
と
上
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杉
方
（
幕
府
）
と
の
抗
争
が
展
開
す
る
と
、
北
信
濃
は
大
き
な
影
響
を
受
け
る
。
そ
の
要
因
が

越
後
守
護
上
杉
房
定
に
よ
る
北
信
濃
へ
の
介
入
で
あ
っ
た
。
山
内
上
杉
氏
の
有
力
者
で
あ
る
房

定
は
幕
府
方
の
主
力
と
し
て
関
東
へ
出
兵
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
小
笠
原
氏
に
よ
る
守
護
支

配
が
後
退
し
た
北
信
濃
へ
の
介
入
を
進
め
た
。
高
井
郡
の
有
力
国
人
・
高
梨
政
高
は
村
上
政
清

と
共
に
足
利
成
氏
に
通
じ
て
上
杉
房
定
に
対
抗
し
た
。
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
年
）
に
は
、
高

梨
政
高
は
高
井
郡
に
侵
攻
し
た
上
杉
一
門
の
右
馬
頭
を
高
橋
（
現
中
野
市
）
で
討
つ
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
（『
信
』
⑧
四
六
六
頁
）。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
は
寛
正
六
年
に
信
濃
守
護
小

笠
原
家
長
（
伊
那
家
、
光
康
の
子
息
）
に
対
し
て
、
越
後
守
護
の
上
杉
房
定
と
談
じ
て
高
梨
・

村
上
を
討
伐
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
（『
信
』
⑧
六
二
五
頁
）。
こ
の
幕
府
の
命
令
に
よ
り
香
坂

氏
を
含
め
た
周
辺
領
主
が
両
一
族
を
一
斉
に
攻
撃
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

（7
（

。

　

『
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
』
に
よ
れ
ば
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
年
）
に
そ
れ
ま
で
高
梨
氏
の

支
配
下
に
あ
っ
た
水
内
郡
和
田
郷
（
現
長
野
市
）
に
つ
い
て
、「
香
坂
初
而
知
行
、
代
官
小
田
切

下
総
守
貞
遠
」
と
あ
り
、
こ
の
年
、
香
坂
氏
が
初
め
て
和
田
郷
を
知
行
し
、
そ
の
代
官
と
し
て

小
田
切
下
総
守
貞
遠
が
諏
訪
上
社
花
会
頭
役
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（『
信
』
⑧
五
四

八
頁
）。
ま
た
、
こ
こ
か
ら
、
香
坂
氏
が
小
田
切
氏
の
人
物
を
被
官
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
そ
の
後
も
和
田
郷
は
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
年
）
に
大
岡
伯
耆
守
滋
野
盛
泰
な
る
人

物
が
知
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（『
信
』
⑨
五
一
頁
）。
こ
の
人
物
の
名
字
の
地
と
み

ら
れ
る
更
級
郡
大
岡
郷
（
現
長
野
市
大
岡
・
旧
大
岡
村
）
の
天
宗
寺
は
香
坂
氏
菩
提
寺
の
興
禅
寺

と
同
じ
く
香
坂
宗
清
が
創
建
し
た
も
の
と
伝
わ
る（

（7
（

。
こ
の
こ
と
の
真
偽
は
明
ら
か
に
し
え
な
い

が
、
大
岡
郷
が
香
坂
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
大
岡
伯
耆
守
滋
野
盛
泰

の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
滋
野
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
香
坂
氏
の
同
族
で
大
岡
郷
を
名

字
と
し
て
名
乗
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
高
梨
氏
の
寄
子
と
な
っ
て
い
た
水
内
郡

富
武
郷
（
現
長
野
市
富
竹
）
も
文
正
二
年
（
応
仁
元
、
一
四
六
七
年
）
に
は
小
田
切
安
芸
守
高
遠

の
知
行
と
な
っ
て
い
る
（『
信
』
⑧
五
七
九
頁
）。
こ
れ
ら
の
う
ご
き
は
、
井
原
今
朝
男
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
幕
府
に
よ
る
高
梨
・
村
上
討
伐
令
を
受
け
、
香
坂
氏
と
小
田
切
氏
が
高
梨
氏
の

所
領
を
奪
取
し
た
こ
と
を
意
味
す
る（

（7
（

。
た
だ
し
、
文
明
六
年
ま
で
に
は
和
田
郷
は
再
び
高
梨
氏

の
知
行
が
確
認
で
き
る
た
め
、
高
梨
氏
が
香
坂
氏
か
ら
奪
還
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
信
』
⑨

一
一
五
頁
）。

　

ま
た
、
文
正
元
年
に
は
前
述
し
た
香
坂
氏
の
和
田
郷
代
官
と
し
て
み
え
る
小
田
切
貞
遠
と
同

族
と
み
ら
れ
る
小
田
切
安
芸
守
高
遠
な
る
人
物
が
、
窪
寺
郷
に
お
い
て
「
始
」
め
て
諏
訪
上
社

の
頭
役
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る（『
信
』⑧
五
四
八
頁
）。
窪
寺
郷
は
長
禄
二
年（
一
四
五
八
年
）・

寛
正
四
年
の
段
階
で
は
窪
寺
備
前
守
貞
光
の
知
行
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
が
文
正
元
年
ま
で

に
小
田
切
氏
の
支
配
下
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
応
仁
元
年
、
文
明
六
年
に

も
同
郷
は
小
田
切
高
遠
の
知
行
が
確
認
で
き
る
（『
信
』
⑨
三
一
頁
・
一
一
五
頁
）。
さ
ら
に
、
文

明
一
〇
年
、
一
四
年
、
一
八
年
と
継
続
し
て
子
息
と
見
ら
れ
る
小
田
切
安
芸
守
清
遠
に
よ
る
知

行
が
確
認
で
き
る
（『
信
』
⑨
二
八
〇
頁
、
二
五
一
頁
、
三
五
七
頁
）。
こ
れ
も
、
小
田
切
氏
が
窪

寺
氏
の
所
領
を
奪
取
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
以
降
、
窪
寺
氏
は
活
動
が
追
え
な
く

な
る
。
小
田
切
安
芸
守
清
遠
は
文
明
九
年
以
降
、
小
市
郷
に
も
進
出
し
（『
信
』
⑨
二
〇
五
頁
）、

同
郷
を
知
行
し
て
い
た
徳
長
氏
な
る
一
族
を
被
官
化
し
て
い
る
（『
信
』
⑨
二
一
五
頁
（
（7
（

）。

　

以
上
の
経
過
か
ら
、
室
町
期
段
階
で
は
北
信
濃
の
国
人
連
合
を
形
成
す
る
関
係
に
あ
っ
た
香

坂
氏
・
小
田
切
氏
と
高
梨
・
村
上
氏
が
文
正
年
間
の
争
乱
を
契
機
と
し
て
、
対
立
関
係
に
及
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
小
田
切
氏
に
よ
る
窪
寺
郷
の
奪
取
と
い
う
事
態
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
大
文
字
一
揆
の
構
成
員
で
あ
っ
た
滋
野
氏
一
門
同
士
が
抗
争
に
及
ん

で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

他
方
で
、
こ
の
時
期
ま
で
に
香
坂
氏
は
府
中
小
笠
原
家
と
の
関
係
を
構
築
し
て
い
る
。
文
明

一
三
年
四
月
、
府
中
の
小
笠
原
長
朝
が
山
家
光
家
と
抗
争
に
及
び
、
諏
訪
政
満
が
山
家
氏
を
支

援
す
る
た
め
に
出
陣
し
た
際
、香
坂
氏
は
仁
科
氏
と
と
も
に
小
笠
原
方
に
同
心
し
て
い
る（『
信
』

⑨
二
六
一
頁
）。
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
年
）
八
月
、
小
笠
原
長
朝
が
対
立
す
る
鈴
岡
家
の
小
笠

原
政
秀
に
攻
め
ら
れ
る
と
、
香
坂
氏
が
長
朝
へ
の
合
力
の
た
め
に
筑
摩
郡
府
中
へ
と
出
陣
し
て

い
る
（「
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
」、『
信
』
⑨
四
八
一
頁
）。
し
か
し
、
長
朝
は
政
秀
に
敗
れ
た
と
み

ら
れ
、
鈴
岡
小
笠
原
家
が
一
時
的
に
府
中
を
占
領
す
る
。『
溝
口
家
記
』
に
よ
れ
ば
、
小
笠
原

長
朝
は
家
伝
文
書
等
を
持
ち
牧
之
島
の
香
坂
氏
を
頼
っ
た
と
い
う
。
な
お
、「
守
矢
満
実
書
留
」

に
よ
れ
ば
、
文
明
一
三
年
一
〇
月
一
〇
日
、
香
坂
美
濃
守
諏
宗
な
る
人
物
が
諏
訪
上
社
に
参
詣

し
て
い
る
が
、
諏
宗
の
母
の
肥
那
と
い
う
女
性
は
祢
津
氏
（
祢
津
光
直
か
）
の
娘
で
あ
り
、
神
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長
官
守
矢
満
実
と
い
と
こ
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
（『
信
』
⑨
二
六
八
頁
）。
室
町
期
段
階
で

は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
守
護
家
の
小
笠
原
氏
と
の
関
係
を
構
築
す
る
一
方
で
、
か
つ
て
の
大
文

字
一
揆
構
成
員
の
う
ち
、
仁
科
氏
や
祢
津
氏
と
の
関
係
は
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。

　

は
じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
嘉
吉
の
乱
後
の
上
意
の
弱
体
化
と
守
護
小
笠
原
氏
の
分
裂
、

享
徳
の
乱
に
よ
る
地
域
の
不
安
定
化
は
、
北
信
濃
の
国
人
同
士
が
内
包
し
て
い
た
所
領
の
競
合

関
係
を
表
出
さ
せ
た
。
結
果
、
一
五
世
紀
後
半
以
降
、
か
つ
て
結
合
関
係
に
あ
っ
た
国
人
同
士

に
よ
る
地
域
紛
争
が
恒
常
化
す
る
。
南
北
朝
期
以
来
の
「
南
信
濃
の
守
護
小
笠
原
氏 

対 

北
信

濃
の
有
力
国
人
連
合
」
と
い
う
信
濃
の
地
域
構
造
は
崩
壊
し
、
戦
国
期
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。
そ
の
な
か
で
室
町
期
の
国
人
領
主
た
ち
は
戦
国
期
的
な
領
域
権
力
（〝
国
衆
〟）
へ

と
変
質
し
て
い
く
の
で
あ
る（

（7
（

。
更
級
郡
香
坂
氏
は
北
信
濃
の
国
人
連
合
を
構
成
す
る
一
族
の
当

該
時
期
に
お
け
る
動
向
と
し
て
、
典
型
的
な
一
事
例
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
香
坂
氏
の

「
領
」
の
具
体
的
な
範
囲
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
周
辺
領
主
と
の
抗
争
を

経
て
牧
之
島
を
中
心
と
し
た
「
領
」
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
の
後
の
香
坂
氏
の
動
向
に
つ
い
て
も
極
め
て
断
片
的
で
は
あ
る
が
追
う
こ
と
が
で
き
る
。

永
正
年
間
に
入
る
と
、
北
信
濃
は
守
護
代
長
尾
為
景
に
よ
る
権
力
掌
握
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た

越
後
永
正
の
乱
の
影
響
を
受
け
、
高
梨
・
市
河
・
泉
・
井
上
・
海
野
・
島
津
・
栗
田
ら
北
信
濃

の
国
人
層
が
争
乱
に
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
。
越
後
の
争
乱
自
体
は
永
正
一
一
年
（
一
五
一
四
）

を
も
っ
て
終
息
す
る
が
、
乱
を
契
機
と
し
て
、
高
井
郡
の
高
梨
氏
と
周
辺
国
人
層
と
の
対
立
・

抗
争
が
継
続
す
る
。
永
正
年
間
と
さ
れ
る
「
上
杉
家
文
書
」
七
月
二
七
日
島
津
貞
忠
書
状
（『
信
』

⑩
三
六
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
村
上
・
香
坂
領
中
」
と
さ
れ
る
小
島
田
郷
（
現
長
野
市
小
島
田
）

に
お
い
て
高
梨
氏
に
敵
対
す
る
中
野
氏
の
牢
人
衆
が
集
う
状
況
と
な
っ
た
と
い
う
。
具
体
的
な

状
況
や
関
係
性
は
不
明
だ
が
、
香
坂
氏
も
ま
た
村
上
氏
と
結
ぶ
形
で
、
こ
の
争
乱
に
関
与
し
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

次
に
香
坂
氏
の
活
動
が
み
え
る
の
が
、
武
田
氏
の
北
信
濃
侵
攻
の
際
で
あ
る
。
天
文
二
二
年

（
一
五
五
三
）四
月
、
武
田
晴
信
が
埴
科
郡
葛
尾
城
を
攻
め
、
城
主
の
村
上
義
清
が
没
落
す
る
と
、

香
坂
氏
は
武
田
氏
に
出
仕
し
て
い
る（
高
白
斎
記
、『
信
』⑪
五
五
六
頁
）。
弘
治
二
年（
一
五
五
六
）

五
月
に
は
、
香
坂
筑
前
守
な
る
人
物
が
更
級
郡
英
多
荘
内
の
八
郎
丸
郷
内
の
地
な
ど
を
宛
て
行

わ
れ
て
お
り
。
武
田
氏
に
従
属
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（「
高
野
文
書
」『
信
』
⑫
九
九
（
（7
（

）。

従
属
後
の
香
坂
氏
は
武
田
氏
が
更
級
・
埴
科
・
水
内
郡
へ
の
侵
攻
を
す
す
め
る
に
あ
た
り
、
領

主
層
と
武
田
氏
と
の
仲
介
役
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（「
西
条
文
書
」

『
信
』
⑫
一
一
九
頁
（
（7
（

）。
そ
し
て
、
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
年
）
頃
ま
で
に
武
田
家
臣
の
春
日
虎

綱
が
海
津
入
城
と
連
動
し
て
香
坂
氏
の
も
と
へ
養
子
に
入
り
、
そ
の
名
跡
を
継
承
し
て
香
坂
弾

正
と
称
し
て
い
る
。
一
連
の
背
景
に
は
川
中
島
地
域
に
お
け
る
香
坂
氏
の
政
治
的
・
軍
事
的
地

位
の
高
さ
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
有
力
国
人
と
し
て
の

香
坂
氏
の
地
位
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

南
北
朝
・
室
町
期
の
信
濃
国
の
地
域
構
造
を
、
北
信
濃
の
国
人
領
主
連
合
と
南
信
濃
の
守
護

小
笠
原
氏
の
対
立
と
い
う
枠
組
み
で
と
ら
え
、
そ
の
解
体
に
よ
る
戦
国
状
況
の
現
出
と
国
人
層

の
国
衆
化
と
い
う
流
れ
で
理
解
し
た
上
で
、
鎌
倉
～
戦
国
初
期
に
お
け
る
更
級
郡
香
坂
氏
の
動

向
に
つ
い
て
、
派
生
す
る
論
点
と
と
も
に
検
討
を
加
え
た
。
各
章
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

一
章
で
は
、
鎌
倉
期
か
ら
中
先
代
の
乱
ま
で
の
動
向
を
検
討
し
た
。
①
鎌
倉
期
の
香
坂
氏
は

本
領
で
あ
る
久
郡
香
坂
村
を
領
有
し
な
が
ら
、
更
級
郡
に
も
進
出
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
、
②
鎌
倉
末
期
の
香
坂
氏
は
北
条
氏
に
近
い
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
幕
府
滅
亡
と
と
も
に
香

坂
村
を
失
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
中
先
代
の
乱
の
際
に
は
香
坂
氏
は
北
条
氏

方
に
与
し
た
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。

　

二
章
で
は
、
南
北
朝
期
の
動
向
を
検
討
し
た
。
香
坂
氏
は
南
北
朝
期
を
通
じ
て
、
①
北
条
氏

与
党
人
→
直
義
党
→
南
朝
方
と
い
う
政
治
的
立
場
を
取
り
、
仁
科
氏
や
他
の
滋
野
氏
一
門
と
と

も
に
守
護
小
笠
原
氏
に
対
抗
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
②
そ
の
背
景
に
は
小
笠
原
氏
の
更

級
郡
へ
の
進
出
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
③
尊
氏
死
後
の
直
義
党
武
士
の
復
権
と
南
朝
勢
力
の
衰

勢
に
よ
り
、
香
坂
氏
は
康
応
年
間
ま
で
に
幕
府
（
北
朝
）
に
降
っ
た
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。

　

三
章
で
は
、
室
町
期
か
ら
戦
国
初
期
の
香
坂
氏
の
動
向
を
検
討
し
た
。
①
大
文
字
一
揆
の
結
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び
つ
き
が
、
南
北
朝
以
来
の
直
義
党
武
士
・
滋
野
氏
一
門
の
結
合
関
係
を
背
景
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
②
香
坂
氏
は
そ
の
大
文
字
一
揆
構
成
員
の
滋
野
氏
一
門
の
な

か
で
も
突
出
し
た
勢
力
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
併
せ
て
、
③
応
永
二
三
年
に
比
定
さ

れ
る
大
文
字
一
揆
注
進
状
写
の
書
誌
学
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

　

四
章
で
は
室
町
・
戦
国
移
行
期
の
香
坂
氏
の
動
向
を
検
討
し
た
。享
徳
の
乱
の
影
響
を
受
け
、

北
信
濃
に
お
い
て
争
乱
が
勃
発
す
る
な
か
で
、
香
坂
氏
が
か
つ
て
は
結
合
関
係
に
あ
っ
た
国
人

領
主
と
所
領
を
め
ぐ
る
対
立
関
係
に
及
ん
で
い
る
状
況
を
概
観
し
、
戦
国
期
へ
の
移
行
を
見
通

し
た
。

　

先
学
の
成
果
に
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
南
北
朝
～

戦
国
初
期
に
お
け
る
北
信
濃
の
有
力
個
人
領
主
の
動
向
の
一
事
例
と
し
て
提
示
し
た
次
第
で
あ

る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
同
様
の
観
点
か
ら
他
の
氏
族
に
つ
い
て
、
史
料
の
悉
皆
収
集
に

も
と
づ
く
動
向
の
解
明
を
引
き
続
き
す
す
め
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
も

う
一
点
、
中
世
を
通
じ
た
滋
野
氏
一
門
の
活
動
の
広
が
り
と
展
開
の
解
明
と
い
う
課
題
を
挙
げ

て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
香
坂
氏
の
動
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が
、
他
の
滋
野
氏
一
門

と
の
結
び
つ
き
の
強
さ
が
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
本
稿
で
も
た
び
た
び

言
及
し
た
が
、
滋
野
姓
を
称
し
て
い
る
人
物
の
活
動
徴
証
で
、
そ
の
位
置
づ
け
が
十
分
に
検
討

さ
れ
て
い
な
い
事
例
は
多
い
。
滋
野
姓
を
称
す
る
人
物
の
活
動
徴
証
の
悉
皆
収
集
と
そ
の
総
体

的
把
握
を
通
じ
て
、
中
世
を
通
じ
た
滋
野
氏
一
門
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
性

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
し
て
閣
筆
す
る
。

注１　

以
下
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
室
町
幕
府
に
よ
る
信
濃
国
支
配
の
展
開
と

崩
壊
」（『
武
田
氏
研
究
』
六
八
号
、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

２　

信
濃
に
お
け
る
国
衆
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
信
濃
高
梨
氏
の
「
国
衆
」
化
」（『
戦
国
時

代
の
大
名
と
国
衆 

支
配
・
従
属
・
自
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど

を
参
照
。

３　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
当
該
時
期
に
お
け
る
信
濃
国
人
の
政
治
的
動
向
を
検
討
し
た
拙
稿

と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
註
２
拙
稿
、「
室
町
～
戦
国
初
期
の
須
田
氏
に
つ
い
て
」（『
信
濃
』

六
九
巻
一
二
号
、
二
〇
一
七
年
）、「
室
町
～
戦
国
期
に
お
け
る
信
濃
知
久
氏
に
つ
い
て
の
基
礎
的

考
察
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
一
二
号
、
二
〇
一
九
年
）、「
室
町
～
戦
国
初
期
に
お
け
る
信
濃
井

上
氏
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
一
五
号
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

４　

信
濃
教
育
会『
建
武
中
興
を
中
心
と
し
た
る
信
濃
勤
王
史
攷
』（
一
九
三
九
年
）、
市
村
咸
人「
香

坂
高
宗
」「
大
河
原
城
址
及
び
香
坂
高
宗
の
墓
」「
建
武
中
興
史
傳
」（『
市
村
咸
人
全
集 

第
三
巻
』

下
伊
那
教
育
会
、
一
九
八
〇
年
）、
同
「
伊
那
史
概
要
」（『
市
村
咸
人
全
集 

第
六
巻
』
下
伊
那
教

育
会
、
一
九
八
〇
年
）、
同
「
永
享
の
高
坂
文
書
」（『
信
濃
』（
第
二
次
）
三
号
、
一
九
四
二
年
）

な
ど
。

５　

下
伊
那
教
育
会
編
『
下
伊
那
史 

第
六
巻 

室
町
時
代
』（
下
伊
那
誌
編
纂
会
、
一
九
七
〇
年
）、

信
州
新
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
信
州
新
町
史 

上
巻
』（
長
野
県
上
水
内
郡
信
州
新
町
、
一
九
七

九
年
）、
下
平
加
賀
雄
「
高
坂
文
書
に
対
す
る
考
察
」（『
伊
那
』
四
三
三
号
、
一
九
六
四
年
）、
今

牧
久
「
近
世
初
期
「
所
の
代
官
」
の
動
向
―
信
州
伊
那
郡
香
坂
家
を
中
心
と
し
て
―
」（
一
）（
二
）

（『
信
濃
』
二
一
巻
一
一
号
、
一
九
六
九
年
、
二
三
巻
一
二
号
、
一
九
七
一
年
）、
木
内
勝
「
香
坂

氏
略
記
」（『
佐
久
』
一
五
郷
、
一
九
九
五
年
）、
同
「
北
信
に
移
住
し
た
春
日
氏
・
望
月
氏
」（『
佐

久
』
四
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
香
坂
昌
道
『
香
坂
家
私
史
』（
私
家
版
、
二
〇
一
八
年
）、
吉
澤

博
『
信
濃
高
坂
家
・
香
坂
家
歴
史
調
査
記
録
』（
私
家
版
、
二
〇
一
八
年
）、
同
『
信
濃
高
坂
家
・

香
坂
家
歴
史
調
査
記
録　

第
二
巻
』（
私
家
版
、
二
〇
一
九
年
）、
武
田
武
『
佐
久
か
ら
犀
川
更
級

山
中
に
移
住 

牧
野
島
を
舞
台
に 

香
坂
氏
の
興
亡 

そ
れ
に
関
わ
っ
た
武
将
た
ち
』（
ユ
ニ
オ
ン
ブ

レ
ス
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
。

６　

平
山
優
「
戦
国
大
名
武
田
氏
の
領
国
支
配
機
構
の
形
成
と
展
開
―
川
中
島
四
郡
支
配
を
事
例
と

し
て
」（『
山
梨
県
史
研
究
』
二
号
、
一
九
九
四
年
）、
同
「
戦
国
大
名
武
田
氏
の
海
津
領
支
配
に

つ
い
て
―
城
代
春
日
虎
綱
の
動
向
を
中
心
に
―
」（『
甲
斐
路
』
八
〇
号
、
一
九
九
四
年
）、
同
「
春

日
虎
綱
」（
柴
辻
俊
六
編
『
新
編　

武
田
信
玄
の
す
べ
て
』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
柴

辻
俊
六
「
戦
国
期
信
濃
海
津
城
代
春
日
虎
綱
の
考
察
」（『
戦
国
期
武
田
氏
領
の
地
域
支
配
』（
岩

田
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。

７　

近
年
で
は
村
石
正
行
「「
伊
奈
侍
従
」
京
極
生
双
発
給
文
書
」（『
信
濃
』
七
七
巻
六
号
、
二
〇

二
五
年
）
が
伊
那
郡
大
草
郷
香
坂
家
の
家
伝
文
書
を
紹
介
し
て
い
る
。

８　

以
下
、
香
坂
氏
の
出
自
の
概
要
に
つ
い
て
は
註
５
『
信
州
新
町
史 

上
巻
』
な
ど
を
参
照
。
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９　

註
５『
信
州
新
町
史 

上
巻
』、『
信
州
の
仏
教
寺
院 

第
三
巻
』（
郷
土
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）、

『
更
級
埴
科
地
方
誌 

第
二
巻
（
原
始
・
古
代
・
中
世
編
）』（
更
級
埴
科
地
方
誌
刊
行
会
、
一
九

七
八
年
）八
七
七
頁
、
一
一
五
八
頁
な
ど
。
な
お
、『
更
級
埴
科
地
方
誌 

第
二
巻（
原
始
・
古
代
・

中
世
編
）』
や
註
５
武
田
著
書
は
香
坂
氏
の
推
定
系
図
を
載
せ
る
が
、
一
次
史
料
に
登
場
す
る
人

物
名
と
二
次
史
料
や
伝
承
史
料
に
登
場
す
る
人
物
名
を
無
批
判
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
と
な
っ

て
お
り
、
本
稿
で
は
採
ら
な
い
。

10　

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
〇 

長
野
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

11　

当
該
史
料
の
基
本
的
性
格
な
ど
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
冨
雄
「
諏
訪
上
社
中
世
の
御
頭
と
鎌
倉
幕

府
」（『
伊
藤
冨
雄
著
作
集 

第
一
巻
』
永
井
出
版
企
画
、
一
九
七
八
年
、
初
出
一
九
三
七
年
）、
湯

本
軍
一
「
御
家
人
頭
役
の
一
形
態
―
鎌
倉
時
代
諏
訪
上
社
に
つ
い
て
―
」（『
信
濃
』
二
一
巻
一
〇

号
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
を
参
照
。

12　

別
本
に
あ
た
る
「
矢
嶋
文
書
」
所
収
の
写
し
で
は
、「
香
坂
郷
」
と
す
る
個
所
の
「
郷
」
の
字

が
抜
け
て
い
る
。「
矢
嶋
文
書
」
所
収
の
写
し
に
つ
い
て
は
、
桜
井
松
夫
「
諏
訪
上
社
五
月
会
・

御
射
山
頭
役
注
文
「
鎌
倉
幕
府
下
知
状
案
」
の
検
討
」（『
信
濃
古
代
中
世
史
の
究
明
（
一
）』
私

家
版
、
二
〇
一
五
年
）、
岩
永
紘
和
「
大
祝
家
文
書
・
矢
島
家
文
書
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
二
八
二 

列

島
の
中
世
地
下
文
書
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

13　

桜
井
松
夫
「
小
笠
原
氏
流 

大
井
・
伴
野
両
氏
に
つ
い
て
」（『
信
濃
古
代
中
世
史
の
究
明
』
私

家
版
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）。

14　

足
利
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
近
代
足
利
市
史 

第
一
巻
』（
足
利
氏
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
。

15　

さ
し
あ
た
り
、
拙
稿「
鎌
倉
幕
府
滅
亡
と
海
野
氏
―
鎌
倉
期
海
野
氏
に
つ
い
て
の
補
論
―
」（『
信

濃
』
七
六
巻
四
号
、
二
〇
二
四
年
）
を
参
照
。

16　

な
お
、
佐
久
郡
の
香
坂
の
地
に
あ
る
閼
伽
流
山
に
残
る
五
輪
塔
類
を
鎌
倉
～
南
北
朝
の
も
の
と

し
、
香
坂
氏
の
造
立
に
よ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
岩
崎
長
思
「
閼
伽
流
城
址
」〔『
長
野
県
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
』
二
三
集
、
長
野
県
、
一
九
四
六
年
〕）、
香
坂
氏
と
の
結
び
つ
き

を
明
示
す
る
も
の
は
な
い
。

17　

中
先
代
の
乱
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
由
美
『（
中
公
新
書
）
中
先
代
の
乱
』（
中
央
公
論
新
社
、
二

〇
二
一
年
）
を
参
照
。

18　

註
15
拙
稿
を
参
照
。

19　

酔
古
生
「
上
條
出
土
の
嘉
慶
の
宝
篋
印
塔
に
就
て
」（『
信
濃
』（
第
一
次
）
五
巻
一
〇
号
、
一

九
三
六
年
）。

20　

建
武
年
間
段
階
で
両
者
と
も
「
入
道
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
一
人
物
の
可
能
性
も
否

定
で
き
な
い
。

21　

佐
久
市
志
編
纂
委
員
会
編
『
佐
久
市
志 

歴
史
編
二
（
中
世
）』（
佐
久
市
、
一
九
九
三
年
）。

22　

関
保
男
「
窪
寺
入
道
跡
」（『
長
野
』
一
八
五
号
、
一
九
九
六
年
）。

23　

長
野
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
長
野
市
誌　

第
九
巻　

旧
市
町
村
史
編　

旧
更
級
郡
・
旧
埴
科

郡
』（
長
野
市
、
二
〇
〇
一
年
）。

24　
「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
の
翻
刻
や
基
本
情
報
に
つ
い
て
は
、
海
老
名
尚
・
福
田
豊
彦
「『
田

中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
』「
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
」
に
つ
い
て
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報
告
』
四
十
五
集
、
一
九
九
二
年
）、
石
井
進
「
中
世
の
古
文
書
を
読
む
」（『
歴
博
大
学
院

セ
ミ
ナ
ー 

新
し
い
史
料
学
を
求
め
て
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
参
照
。「
六
条
八

幡
宮
造
営
注
文
」
に
み
え
る
信
濃
御
家
人
に
つ
い
て
は
、
小
林
計
一
郎
「
鎌
倉
時
代
の
信
濃
御
家

人
」（『
長
野
』
一
八
五
号
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

25　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
香
坂
氏
が
拠
点
と
し
た
の
が
大
草
郷
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
大

草
郷
は
周
辺
に
伊
那
春
近
領
が
展
開
し
て
お
り
、
鎌
倉
期
は
北
条
氏
の
影
響
下
に
置
か
れ
た
。
そ

の
う
ち
の
小
井
弖
郷
は
北
条
氏
被
官
の
工
藤
氏
が
入
部
し
て
当
該
地
域
に
土
着
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
あ
る
い
は
大
草
郷
も
ま
た
伊
那
春
近
領
に
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
な
い
だ
ろ

う
か
。
伊
那
春
近
領
に
つ
い
て
は
、『
伊
那
史
歴
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

信
濃
の
牧
・
春
近
領
・
宿
場
』

（
伊
那
市
・
伊
那
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

26　

長
野
市
誌
編
さ
ん
委
員
会
『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
長
野
市
、

二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

27　

井
出
正
義
「
春
日
刑
部
丞
跡
」（『
長
野
』
一
八
五
号
、
一
九
九
六
年
）。

28　

北
信
の
村
上
氏
、
東
信
の
海
野
氏
、
中
信
の
仁
科
氏
、
南
信
の
知
久
氏
に
つ
い
て
も
同
様
の
動

向
を
想
定
し
た
。
拙
稿
「
鎌
倉
期
信
濃
村
上
氏
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」（『
法
政
史
学
』
七
九

号
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
信
濃
知
久
氏
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
信
濃
』
七
一

巻
二
号
、
二
〇
一
九
年
）、
同
「
鎌
倉
時
代
後
期
に
お
け
る
海
野
氏
に
つ
い
て
の
覚
書
―
未
検
討

史
料
の
紹
介
を
兼
ね
て
―
」（『
千
曲
』
一
七
八
号
、
二
〇
二
三
年
）、
同
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
仁

科
氏
像
の
再
検
討
」（『
信
濃
』
七
五
巻
三
号
、
二
〇
二
三
年
）。

29　

な
お
、
元
弘
元
年
の
赤
坂
城
攻
め
の
幕
府
軍
の
交
名
（
光
明
寺
残
篇
）
に
み
え
る
「
高
坂
出
羽
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権
守
」
を
信
濃
の
香
坂
氏
と
み
る
説
が
あ
る
が
（
注
21
『
佐
久
市
志 

歴
史
編
二
（
中
世
）』
一
八

五
頁
）、
こ
れ
は
武
蔵
国
の
高
坂
（
た
か
さ
か
）
氏
で
あ
ろ
う
。

30　

仁
科
神
明
宮
の
棟
札
に
よ
れ
ば
永
和
二
年
か
ら
永
享
八
年
ま
で
英
多
氏
が
権
大
工
を
世
襲
し
て

い
る
（
一
志
茂
樹
『
美
術
史
上
よ
り
見
た
る
仁
科
氏
文
化
の
研
究
』
信
濃
教
育
会
安
曇
部
会
、
一

九
三
七
年
）。

31　

鈴
木
由
美
「
建
武
三
年
三
月
の
「
鎌
倉
合
戦
」
―
東
国
に
お
け
る
北
条
与
党
の
乱
の
事
例
と
し

て
―
」（『
古
文
書
研
究
』
七
九
号
、
二
〇
一
五
年
）。

32　

註
31
鈴
木
論
文
。

33　

註
５
『
信
州
新
町
史
』
三
一
三
～
三
一
四
頁
。

34　

香
坂
高
宗
は
同
時
代
の
古
文
書
・
古
記
録
類
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
、宗
良
親
王
の
歌
集『
李

花
集
』
に
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
宗
良
を
支
え
た
人
物
と
し
て
実
在
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
な
お
、
信
濃
の
大
河
原
を
去
り
、
吉
野
に
戻
っ
た
文
中
三
年
頃
よ
り
宗
良
親
王
が
選
集
し

た
と
い
う
『
新
葉
集
』
巻
第
十
六
雑
歌
上
に
滋
野
宗
興
な
る
人
物
の
歌
（「
花
だ
に
も
咲
き
て
と

く
散
る
山
里
に
惜
し
ま
れ
ぬ
身
の
な
ほ
や
残
ら
む
」）
が
一
首
収
め
ら
れ
て
い
る
（『
信
』
未
収
）。

こ
の
人
物
の
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
海
野
氏
の
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
（
川
田
順
『
吉
野
朝

の
悲
歌 

定
本
』
養
徳
社
、
一
九
四
五
年
）、「
宗
」
の
字
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
香
坂
氏
の

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

35　

註
５
武
田
著
書
の
推
定
系
図
で
は
香
坂
心
覚
の
子
息
の
代
で
伊
那
の
香
坂
高
宗
が
分
か
れ
た
と

す
る
が
根
拠
に
乏
し
い
。

36　
「
浅
草
文
庫
古
文
書
」
正
平
七
年
正
月
日
武
田
文
元
軍
忠
状
写
（『
信
』
⑥
一
二
〇
頁
）
は
「
富

部
西
河
原
」
と
す
る
。

37　

拙
稿
「
南
北
朝
期
の
信
濃
村
上
氏
―
観
応
擾
乱
期
を
中
心
に
―
」（『
信
濃
』
六
九
巻
二
号
、
二

〇
一
七
年
）。

38　

「
信
州
滋
野
氏
三
家
系
図
」（『
群
書
系
図
部
集 

第
六
』）。

39　

註
５
『
信
州
新
町
史
』
な
ど
。

40　

当
該
期
の
仁
科
氏
に
つ
い
て
は
、『
大
町
市
史 

第
二
巻 

原
始
・
古
代
・
中
世
』（
大
町
市
、
一

九
八
五
年
）・
柴
辻
俊
六
「
信
濃
仁
科
氏
の
領
主
制
」（『
戦
国
期
武
田
氏
領
の
展
開
』
岩
田
書
院
、

二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

41　

以
下
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
府
体
制
成
立
期
に
お
け
る
信
濃
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
」（『
信

濃
』
六
三
巻
一
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

42　

戸
谷
一
郎
『
法
蔵
寺
史
』（
法
蔵
寺
史
刊
行
会
、
一
九
四
八
年
）。

43　

村
石
正
行
「
十
四
世
紀
内
乱
期
の
守
護
所
と
善
光
寺
周
辺
」（
笹
本
正
治
・
土
本
俊
和
編
『
善

光
寺
の
中
世
』
高
志
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

44　

室
町
後
期
ま
で
に
は
四
宮
荘
に
小
笠
原
氏
一
門
赤
沢
氏
が
進
出
し
て
い
る
（『
信
』
⑧
四
一
三

頁
な
ど
）。
大
塔
合
戦
に
お
い
て
小
笠
原
勢
が
同
荘
内
の
塩
崎
城
に
籠
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
に
よ

る
（『
大
塔
物
語
』）。

45　

戸
谷
一
郎
『
法
蔵
寺
史
』（
法
蔵
寺
史
刊
行
会
、
一
九
四
八
年
）
な
ど
。

46　

香
坂
氏
居
館
跡
と
さ
れ
る
安
養
寺
境
内
出
土
の
宝
篋
印
塔
に
北
朝
年
号
の
嘉
慶
二
年
（
一
三
八

八
）
の
銘
が
あ
る
（『
信
』
⑦
二
七
頁
）。
滸
山
老
猿
「
発
掘
さ
れ
た
香
坂
氏
の
墳
墓
？
上
條
区
御

屋
敷
か
ら
」（『
信
濃
』（
第
一
次
）
四
巻
一
一
号
、
一
九
三
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

47　

井
原
今
朝
男
『
高
井
地
方
の
中
世
史
』（
須
坂
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。

48　

大
文
字
一
揆
に
つ
い
て
は
、
福
田
豊
彦
「
国
人
一
揆
の
一
側
面
」（『
室
町
幕
府
と
国
人
一
揆
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）、
高
村
隆
「
大
塔
合
戦
研
究
序
説
」（
拙
編
著

『
シ
リ
ー
ズ
・
中
世
関
東
武
士
の
研
究 

第
一
八
巻 

信
濃
小
笠
原
氏
』戎
光
祥
出
版
、二
〇
一
六
年
、

初
出
一
九
七
八
年
）、
久
留
島
典
子
「
領
主
の
一
揆
と
中
世
後
期
社
会
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史 

第
九
巻
中
世
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

49　

註
48
高
村
論
文
。

50　

註
48
高
村
論
文
。

51　

『
新
編
信
濃
史
料
叢
書 

第
二
巻
』
所
収
。

52　

古
典
遺
産
の
会
編
『
室
町
軍
記
総
覧
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
）。

53　

『
新
編
信
濃
史
料
叢
書 

第
四
巻
』
三
九
四
頁
。

54　

福
島
正
樹「「
大
文
字
の
旗
」の
修
復
と
復
原
模
造
に
つ
い
て
」（『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』

四
号
、
一
九
九
八
年
）。

55　

註
５
木
内
「
香
坂
氏
略
記
」
も
「
こ
の
と
き
香
坂
氏
は
一
族
だ
け
で
十
二
番
を
当
て
ら
れ
て
い

る
の
で
、
相
当
な
兵
力
を
持
っ
て
参
陣
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。」
と
す
る
。

56　

現
飯
山
市
の
水
内
郡
白
山
神
社
本
殿
に
応
永
三
二
年
八
月
一
二
日
付
け
の
願
主
の
藤
原
経
吉
に

よ
る
創
建
棟
札
が
伝
わ
る
が
、
同
じ
く
応
永
三
二
年
八
月
の
年
紀
を
も
つ
本
殿
向
拝
化
粧
裏
板
に

は
、「
白
山
妙
理　

滋
野
之
宗
厚　

生
年
四
二
才
応
永
丗
二
年
八
月
」
と
見
え
、
同
社
の
創
建
に
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鎌倉～室町期における信濃香坂氏の動向について

滋
野
宗
厚
な
る
人
物
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
（『
信
』
⑦
五
七
四
頁
、
重
要
文

化
財
小
菅
神
社
奥
社
本
殿
修
理
委
員
会
編『
重
要
文
化
財
小
菅
神
社
奥
社
本
殿
修
理
工
事
報
告
書
』

一
九
六
八
年
、
長
野
県
編『
長
野
県
史 

美
術
建
築
資
料
編
二（
建
築
）解
説
』長
野
県
史
刊
行
会
、

一
九
九
〇
年
、飯
山
市
誌
編
纂
専
門
委
員
会
編『
飯
山
市
誌 

歴
史
編 

上
』飯
山
市
、一
九
九
三
年
）。

こ
の
人
物
が
滋
野
氏
一
門
の
い
か
な
る
系
統
に
位
置
づ
く
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
下
高
井
地
域
に

進
出
し
て
い
た
小
田
切
氏
、
も
し
く
は
「
宗
」
の
字
を
名
乗
る
こ
と
か
ら
香
坂
氏
、
と
い
う
二
つ

の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
当
該
の
神
社
が
所
在
す
る
桑
名
川
の
地
は
飯
山
・
中
野
・
越

後
方
面
へ
通
じ
る
た
め
に
関
所
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
奥
信
濃
に
お
け
る
交
通
の
要

地
に
滋
野
氏
が
進
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

57　

拙
稿
「
信
濃
春
近
領
を
め
ぐ
る
室
町
幕
府
・
守
護
・
国
人
」（『
日
本
史
研
究
』
七
一
二
号
、
二

〇
二
一
年
）。

58　

こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
註
57
拙
稿
を
参
照
。

59　

請
求
番
号
【
二
〇
八
―
二
―
一
四
】。

60　

丸
山
文
庫
に
つ
い
て
は
、『
長
野
県
立
歴
史
館
収
蔵
文
書
目
録
一
六 

丸
山
清
俊
資
料（
０
―
６
）』

（
長
野
県
立
歴
史
館
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

61　

葵
堂
聾
人
（
堀
内
千
万
蔵
）「
貴
重
な
る
一
史
料
の
発
見 

大
塔
物
語
補
遺
」（『
信
濃
』（
第
一
次
）

四
巻
五
号
、
一
九
三
五
年
）。

62　

望
月
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
望
月
町
誌 

第
五
巻
（
近
現
代
編
）』（
望
月
町
、
一
九
九
九
年
）。

63　

堀
内
葵
堂
（
堀
内
千
万
蔵
）「
捧
庄
と
春
近
領
と
の
再
管
見
」（『
信
濃
』
第
二
次
三
二
巻
、
一

九
四
四
年
）。

64　

丸
山
作
楽
氏
は
昭
和
五
四
年
に
七
〇
歳
で
没
し
て
い
る
（
丸
山
家
墓
碑
銘
（
東
御
市
滋
野
乙
所

在
）
よ
り
）。
な
お
、
平
成
六
年
段
階
の
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
調
査
で
は
「
国
書
総
目
録
」

に
「
丸
山
文
庫
」（
丸
山
作
楽
氏
旧
蔵
史
料
）
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
流
失
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』二
九
号
、
一
九
九
三
年
）。

65　

管
見
の
限
り
、
当
該
文
書
の
全
体
又
は
一
部
の
写
し
を
収
め
た
館
蔵
史
料
と
し
て
は
以
下
の
も

の
が
あ
る
。
丸
山
文
庫
文
書
「
北
信
濃
史
料
写
」【
二
一
〇
―
一
】、
同
「
佐
久
郡
雑
史
料
写
」【
二

二
二
―
五
七
】、
芦
田
宿
本
陣
土
屋
家
文
書
「
正
臣
雑
録
五
十
六 

信
濃
国
姓
氏
部
」【
一
一
―
Ｆ

―
九
一
】、
同
「
正
臣
雑
録
六
十
一 

信
濃
国
姓
氏
部
」【
一
一
―
Ｆ
―
一
六
六
】、
同
「
正
臣
雑
録

五
十
八 

信
濃
国
姓
氏
部
」【
一
一
―
Ｆ
―
一
六
七
】。

66　

以
下
に
つ
い
て
は
、
註
１
拙
稿
を
参
照
。

67　

『
尊
卑
分
脈
』
な
ど
（『
信
』
⑧
二
一
三
頁
）。

68　

註
48
福
田
論
文
。

69　

湯
本
軍
一
「
守
護
小
笠
原
氏
の
分
国
支
配
」（
拙
編
著
『
信
濃
小
笠
原
氏
』
戎
光
祥
出
版
、
二

〇
一
六
年
、
初
出
一
九
七
二
年
）。

70　

註
26
『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
』。

71　

渡
辺
市
太
郎
編
『
信
濃
宝
鑑 

上
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
四
年
）。

72　

註
26
『
長
野
市
誌 

第
二
巻 

歴
史
編 

原
始
・
古
代
・
中
世
』。

73　

代
官
は
徳
長
掃
部
助
遠
縄
と
名
乗
っ
て
お
り
、
小
田
切
氏
か
ら
の
一
字
拝
領
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
人
物
は
文
明
一
〇
年
・
一
四
年
・
一
八
年
の
窪
寺
郷
の
代
官
も
つ
と
め
て
い
る
。

74　

戦
国
期
の
国
衆
成
立
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
註
２
拙
稿
、
平
山
優
・
花
岡
康
隆
編
『
戦
国

武
将
列
伝
４ 

甲
信
編
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

75　

永
禄
三
年
六
月
に
も
香
坂
筑
前
守
が
更
級
郡
横
田
の
地
を
武
田
家
よ
り
宛
て
行
わ
れ
て
い
る

（「
高
野
文
書
」『
信
』
⑫
三
〇
一
頁
）。

76　

以
下
に
つ
い
て
は
、
註
６
平
山
「
戦
国
大
名
武
田
氏
の
海
津
領
支
配
に
つ
い
て
」
を
参
照
。
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『長�野県史』掲載の「伝入山峠出土」の子持勾玉について

は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
の
集
成
作
業
を
進
め
て
お
り
、『
長
野
県
立
歴
史
館

研
究
紀
要
』
の
三
〇
号
・
三
一
号
に
お
い
て
そ
の
成
果
を
ま
と
め
、
四
二
点
と
い
う
点
数
で
あ

る
こ
と
を
提
示
し
た（

１
）。

　

そ
の
な
か
に
は
、
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
と
群
馬
県
安
中
市
の
県
境
に
所
在
す
る
入
山
峠
か
ら

出
土
し
た
と
さ
れ
る
子
持
勾
玉
が
あ
る（
以
下
、「
伝
入
山
峠
出
土
品
」と
表
記
す
る
）。
筆
者
は
、

集
成
作
業
と
と
も
に
こ
の
子
持
勾
玉
の
所
在
に
つ
い
て
調
査
し
て
き
た
。
そ
の
調
査
結
果
を
本

稿
で
報
告
し
た
い
。

一
　
所
在
調
査
を
始
め
る

　

入
山
峠
か
ら
出
土
し
た
と
さ
れ
る
子
持
勾
玉
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
長
野
県
史　

考
古
資
料
編　

全
一
巻
（
四
）　

遺
構
・
遺
物
』（
以
下
、『
長
野

県
史
』
と
略
称
）
の
中
の
「
古
墳
時
代
の
信
仰
と
葬
制
」
章
の
「
滑
石
製
摸
造
品
」
項
に
写
真
（
九

一
二
・
九
一
三
頁
）
と
岩
崎
卓
也
氏
（
長
野
県
佐
久
市
出
身
・
当
時
は
筑
波
大
学
教
授
）
に
よ
る
解

説
文
（
八
八
六
・
八
八
七
頁
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
子
持
勾
玉
に
つ
い
て
以
下
の
記
述
が
な
さ

れ
て
い
る
。

　

福
岡
県
沖
ノ
島
遺
跡
や
大
阪
府
カ
ト
ン
ボ
山
古
墳
な
ど
の
例
は
、
多
量
の
祭
祀
遺
物
や

滑
石
製
摸
造
品
と
と
も
に
出
土
し
た
子
持
勾
玉
の
例
だ
が
、
県
内
の
諸
例
を
含
め
て
ほ
と

ん
ど
の
場
合
単
独
で
出
土
す
る
。
ま
た
、
群
馬
県
三
ツ
寺
・
原
之
城
遺
跡
の
よ
う
な
豪
族

居
館
址
や
、栃
木
県
宮
内
二
号
古
墳
の
よ
う
に
古
墳
の
周
溝
内
か
ら
単
独
出
土
す
る
例
は
、

こ
の
遺
物
の
性
格
が
単
純
に
き
め
が
た
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
県
内
で
は
、
一
四
遺
跡
一
七
例
の
出
土
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ほ
か
に
玉
依

比
売
命
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
九
点
の
子
持
勾
玉
が
あ
る
か
ら
、
北
信
地
方
に
や
や
多

い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
群
馬
県
立
博
物
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
山
崎
義
雄
採

集
の
子
持
勾
玉
は
、
入
山
峠
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。

参
考
資
料
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。�

（
横
線
は
筆
者
に
よ
る
）

二
　
調
査
の
経
過

　
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」は
、『
長
野
県
史
』で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
の『
信

濃
史
料　

第
一
巻
』（
昭
和
三
一
年
（
一
九
五
六
年
）
刊
行
）
や
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
第
七
集
「
共
同
研
究
「
古
代
の
祭
祀
と
信
仰
附
篇　

祭
祀
遺
物
出
土
地
地
名
表
」」（
昭
和
六

〇
年
（
一
九
八
五
年
）
刊
行
）
等
の
集
成
で
は
み
ら
れ
な
い
子
持
勾
玉
で
あ
っ
た
。

　

『
長
野
県
史
』
刊
行
後
は
、
当
然
な
が
ら
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
も
長
野
県
内
出
土
の
子
持

勾
玉
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
筆
者
も
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
に
埼
玉

県
で
開
催
さ
れ
た
「
第
二
回
東
日
本
埋
蔵
文
化
財
研
究
会　

古
墳
時
代
の
祭
祀
―
祭
祀
関
係
の

遺
跡
と
遺
物
―
」
で
長
野
県
の
う
ち
東
北
信
の
事
例
集
成
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
に
も
『
長
野

県
史
』
に
基
づ
き
、「
伝
入
山
峠
」
の
子
持
勾
玉
も
紹
介
し
た（

２
）。

ま
た
、
平
成
一
七
年
（
二
〇

〇
五
年
）
の
第
五
四
回
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会
「
古
墳
時
代
の
滑
石
製
品
―
そ
の
生
産
と
消
費

―
」
資
料
集
で
も
同
様
に
紹
介
し
て
い
る（

３
）。

　

入
山
峠
に
は
神
坂
峠
、
雨
境
峠
と
と
も
に
全
国
で
も
三
か
所
し
か
な
い
古
墳
時
代
の
峠
祭
祀

研
究
ノ
ー
ト

『
長�

野
県
史
』
掲
載
の
「
伝
入
山
峠
出
土
」
の
子
持
勾
玉
に
つ
い
て�

―
「
伝
入
山
峠
出
土
」
の
子
持
勾
玉
は
存
在
し
な
か
っ
た
―

櫻
井
　
秀
雄
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が
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
遺
跡
が
あ
り
、
入
山
峠
祭
祀
遺
跡
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は

以
前
よ
り
峠
祭
祀
の
遺
跡
と
し
て
、
入
山
峠
祭
祀
遺
跡
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
き
た
が
、
令

和
元
年（
二
〇
一
九
年
）か
ら
入
山
峠
祭
祀
遺
跡
の
研
究
に
着
手
し
、
研
究
を
進
め
て
行
く
中
で
、

こ
の
「
伝
入
山
峠
の
子
持
勾
玉
」
を
実
見
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
所
在
を
調
べ

る
こ
と
に
し
た（

４
）。

　

『
長
野
県
史
』
で
所
蔵
先
と
さ
れ
て
い
る
「
群
馬
県
立
博
物
館
」
は
昭
和
三
二
年
（
一
九
五

七
年
）
三
月
一
二
日
に
富
岡
市
に
開
館
し
て
い
る
が
、
昭
和
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）
一
〇
月

一
二
日
に
閉
館
し
て
い
る
。そ
し
て
、同
日
に
高
崎
市
に
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
が
開
館
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
五
七
年
（
一
九
八
二
年
）
七
月
一
六
日
に
、
旧
群
馬
県
立
博
物
館
を
改
修
し
、

群
馬
県
立
自
然
科
学
資
料
館
が
開
館
し
た
。
こ
の
資
料
館
は
、
平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）
三

月
三
一
日
に
廃
止
さ
れ
、
翌
四
月
一
日
に
は
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
が
発
足
し
、
同
年
一
〇

月
二
二
日
に
は
富
岡
市
に
開
館
す
る
に
至
っ
て
い
る（

５
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
長
野
県
史
』
が
刊
行
さ
れ
た
昭
和
六
三
年
（
一
九
八
八
年
）
の
段
階
で
は
、「
群

馬
県
立
博
物
館
」
は
す
で
に
閉
館
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
」
の
こ
と
で

あ
ろ
う
と
推
察
し
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
入
山
峠
で
採
集
さ
れ
た
山
崎
義

男
氏
資
料
の
資
料
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
子
持
勾
玉
の
所
在
を
問
い
合
わ
せ
た
が
、
群

馬
県
立
歴
史
博
物
館
に
は
な
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た（

６
）。

　

そ
こ
で
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
年
）
か
ら
長
野
県
内
の
子
持
勾
玉
の
集
成
作
業
を
開
始
し

た
際
に
、
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
に
も
照
会
を
し
た
が
、
こ
ち
ら
で
も
所
蔵
は
し
て
い
な
い

と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
至
り
、
所
在
調
査
は
行
き
詰
ま
る
こ
と
と
な
っ
た（

７
）。

次
に
は
、
群
馬
県
内
の
市
町
村

の
教
育
委
員
会
や
博
物
館
に
移
管
な
ど
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
群
馬

県
内
の
文
化
財
担
当
の
方
に
何
か
ご
存
じ
の
こ
と
は
な
い
か
と
尋
ね
回
っ
た
が
、
な
か
な
か
所

在
の
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
の
令
和
七
年
（
二
〇
二
五
年
）
三
月
、
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
（
高
崎
市
）

の
学
芸
員
で
あ
る
清
水
豊
氏
か
ら
、「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
子
持
勾
玉
と
同
一
の
も

の
な
の
で
は
な
い
か
」
と
の
ご
教
示
を
受
け
た
。
清
水
氏
は
令
和
七
年
（
二
〇
二
四
年
）
に
か

み
つ
け
の
里
博
物
館
の
第
三
二
回
特
別
展
「
子
持
勾
玉　

群
馬
県
内
出
土
品
を
集
め
て
わ
か
っ

た
こ
と
」
を
担
当
さ
れ
た
方
で
あ
っ
た（

８
）。

　

三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
は
、
群
馬
県
高
崎
市
（
旧
群
馬
郡
群
馬
町
）
に
所
在
し
、
上
越
新
幹
線
建
設

に
伴
う
発
掘
調
査
が
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
年
）
か
ら
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
に

よ
り
行
わ
れ
、
全
国
で
初
め
て
と
な
る
五
世
紀
後
半
の
豪
族
居
館
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
注
目

を
集
め
た
遺
跡
で
あ
る（

９
）。

子
持
勾
玉
は
計
三
点
が
出
土
し
た
が
、
こ
の
う
ち
の
二
点
は
欠
損
し

た
破
片
資
料
で
あ
り
、
二
号
石
敷
か
ら
出
土
し
た
も
の
（
以
下
、「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
と

表
記
す
る
）
が
今
回
の
対
象
と
な
る
。

　

清
水
氏
か
ら
は
、「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
と
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
の
写
真
を
見
比
べ

る
と
、
傷
や
欠
損
部
分
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
、
山
崎
義
男
論
文
「
上
信
国
境
「
入
山
峠
」
祭

祀
遺
跡
に
就
い
て
（
附
官
道
「
東
山
道
」
碓
氷
峠
の
検
討
）」
に
も
子
持
勾
玉
の
記
述
は
な
い
こ

と
か
ら
入
山
峠
で
出
土
し
た
の
で
は
な
く
、
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
の
出
土
品
と
同
一
個
体
で
は
な
い

か
と
い
う
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た（

（1
（

。

　

こ
の
ご
教
示
は
手
が
か
り
が
な
く
行
き
詰
ま
り
状
態
で
あ
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
、
大
変
あ
り

が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
が
、「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」

と
同
一
個
体
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
群
馬
県
立
歴
史
博
物
に
も
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
に
も
所
蔵

さ
れ
て
い
な
い
の
か
と
い
う
今
ま
で
の
疑
問
は
解
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ご
教
示
を
受
け

て
、
改
め
て
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
の
写
真
と
『
長
野
県
史
』
の
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
の
写

真
を
見
る
と
、
た
し
か
に
清
水
氏
の
ご
指
摘
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
入
山

峠
祭
祀
遺
跡
で
の
出
土
遺
物
を
み
て
も
、
子
持
勾
玉
の
出
土
は
ど
の
記
録
に
な
い
こ
と
も
再
確

認
で
き
た
。

　

こ
こ
で
、
所
在
調
査
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

三
　
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
で
の
調
査

　

令
和
七
年
（
二
〇
二
五
年
）
の
一
二
月
、「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
を
実
見
し
、
調
査
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
の
資
料
は
発
掘
調
査
を
行
っ
た
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
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図１　『長野県史』掲載の子持勾玉（912頁）
　　　６が「伝入山峠出土品」
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業
団
が
所
蔵
し
て
い
る
が
、高
崎
市
の
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
に
通
年
貸
出
を
し
て
い
る
た
め
、

両
機
関
の
ご
厚
意
で
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
に
て
資
料
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
運
び
と

な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　
「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」と
見
比
べ
る
資
料
は
、『
長
野
県
史
』掲
載
の
写
真
の
み
で
あ
る
。

当
館
に
は
『
長
野
県
史
』
編
纂
過
程
の
記
録
類
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
幸
い
に

も
印
刷
時
の
Ｌ
版
サ
イ
ズ
の
版
下
写
真
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
と
「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
の

実
物
を
対
比
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
し
た
。

四
　
調
査
結
果

　

以
下
、
調
査
結
果
を
記
し
た
い
。

１　

形
状

　

「
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
の
法
量
は
、
最
大
長
一
〇
・
二
㎝
、
最
大
幅
四
・
二
㎝
、
最
大

厚
二
・
五
㎝
、
重
さ
一
五
二
・
六
五
ｇ
を
測
る
。
子
勾
玉
は
、
側
面
部
に
は
左
右
と
も
に
二
個

ず
つ
、
背
部
に
三
個
、
腹
部
に
は
一
個
を
持
つ
。

　

「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
は
、
ス
ケ
ー
ル
の
な
い
写
真
の
み
の
た
め
、
法
量
は
不
明
で
あ
る
。

写
真
で
み
る
と
、
子
勾
玉
は
側
面
部
に
二
個
、
背
部
に
三
個
、
腹
部
に
一
個
が
確
認
で
き
、「
三

ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
腹
部
の
子
勾
玉
の
上
下
が
直
角
に
近
い
形

状
を
呈
し
て
い
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。

２　

欠
損
部

　

「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
は
、
側
面
部
と
背
部
の
子
勾
玉
を
欠
い
て
い
る
。
背
部
の
欠
損

は
「
故
意
的
打
ち
欠
き
」
と
さ
れ
る（

（1
（

。「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
の
写
真
を
見
る
と
、
側
面
部
及

び
背
部
の
欠
損
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
欠
損
状
態
も
同
じ
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
一
致
を
み

る
。

３　

表
面
の
傷

　

「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
は
、
発
掘
調
査
時
等
に
付
い
た
と
み
ら
れ
る
ひ
っ
か
き
傷
が
み

ら
れ
る
。
特
に
穿
孔
部
の
上
下
に
み
ら
れ
る
傷
は
、「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
の
写
真
で
も
は
っ

き
り
と
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

石
材
の
含
有
物

　

「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
の
石
材
は
滑
石
で
あ
る
。
こ
の
滑
石
に
は
黒
色
の
含
有
物
が
観

察
で
き
る
が
、
こ
の
含
有
物
の
模
様
は
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
の
写
真
で
も
一
致
し
て
い
る
の

が
確
認
で
き
る
。

５　

結
果

　

以
上
の
観
察
結
果
か
ら
、「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
と
「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
は
同
一
の

も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。　

五
　
結
論

　

か
み
つ
け
の
里
博
物
館
で
「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
の
資
料
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
そ
の

所
在
を
探
し
て
い
た「
伝
入
山
峠
出
土
品
」と
同
一
個
体
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、

『
長
野
県
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
と
い
う
子
持
勾
玉
は
存
在
せ
ず
、

「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
と
取
り
違
え
ら
れ
、
誤
っ
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

推
測
で
は
あ
る
が
、『
長
野
県
史
』
編
集
の
段
階
で
錯
誤
が
起
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
岩
崎
卓
也
氏
の
解
説
文
を
改
め
て
読
み
直
す
と
、「
現
在
群
馬
県
立
博
物
館
所

蔵
と
な
っ
て
い
る
山
崎
義
雄
採
集
の
子
持
勾
玉
は
、
入
山
峠
出
土
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
さ
だ
か
で
は
な
い
。」と
伝
聞
的
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、「
群
馬
県
三
ツ
寺
・

原
之
城
遺
跡
の
よ
う
な
豪
族
居
館
址
や
、
栃
木
県
宮
内
二
号
古
墳
の
よ
う
に
古
墳
の
周
溝
内
か

ら
単
独
出
土
す
る
例
は
、
こ
の
遺
物
の
性
格
が
単
純
に
き
め
が
た
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。」
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と
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
の
出
土
例
も
取
り
上
げ
て
い
る
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
が
、「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
と
し
て
掲

載
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
取
り
違
え
ら
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。「
伝

入
山
峠
出
土
品
」
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
こ
こ
に
明
記
し
、『
長
野
県
史
』
の
訂
正
を
し

て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

『
長
野
県
史
』
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
を
実
見
し
た
い
と
の
想

い
か
ら
始
め
た
所
在
調
査
は
、「
三
ツ
寺
Ⅰ
遺
跡
出
土
品
」
と
取
り
違
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

と
の
思
い
も
か
け
な
い
結
論
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
私
が
集
成
を
行
っ
た
長
野
県
内
出
土

の
子
持
勾
玉
は
、
こ
の
「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
を
除
い
て
、
現
段
階
で
は
四
一
点
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
今
後
の
研
究
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

今
回
の
所
在
調
査
に
お
い
て
は
、
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
の
清
水
豊
氏
か
ら
の
ご
教
示
が
な

け
れ
ば
調
査
は
行
き
詰
ま
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
今
回
の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

清
水
氏
に
は
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
飯
田
浩
光
氏
（
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
）、

篠
原
克
実
氏
（
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
）、
洞
口
正
史
氏
（
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
）、

板
垣
詩
乃
（
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
）、
土
子
舞
琴
氏
（
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
）
の
皆

様
に
も
所
在
調
査
等
に
お
い
て
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で

あ
る
。

注１　

櫻
井
秀
雄
「
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
」『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
三
〇
号
、
二
〇

二
四
年
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版　

長
野
県
立
歴
史
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
）

（https://w
w
w
.npm

h.net/publication/data/bb9ae5b3d83fc7b03168a581a24815b8.pdf

）

　
　

櫻
井
秀
雄
「
長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉
（
集
成
補
遺
）『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀
要
』
三

一
号
、
二
〇
二
五
年
、（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
版　

長
野
県
立
歴
史
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
）

（https://w
w
w
.npm

h.net/publication/data/c4447f79a82c74ceff6e1c1a00b0cf90.pdf

）

写真１　『長野県史』掲載の伝入山峠出土品と三ツ寺Ⅰ遺跡出土品
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２　

櫻
井
秀
雄
・
渋
谷
恵
美
子
「
長
野
県
」『
第
二
回　

東
日
本
埋
蔵
文
化
財
研
究
会　

古
墳
時
代

の
祭
祀
―
祭
祀
関
係
の
遺
跡
と
遺
物
―
』、
東
日
本
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
、
一
九
九
三
年　

こ
の

う
ち
東
北
信
を
櫻
井
が
担
当
し
た
。

３　

櫻
井
秀
雄
「
一　

古
墳
時
代
滑
石
製
品
出
土
遺
跡
地
名
表　

長
野
県
」『
第
五
四
回
埋
蔵
文
化

財
研
究
集
会　

古
墳
時
代
の
滑
石
製
品
―
そ
の
生
産
と
消
費
―　

発
表
要
旨
・
資
料
集
』、
埋
蔵

文
化
財
研
究
会
他
、
二
〇
〇
五
年

４　

櫻
井
秀
雄
「
長
野
県
軽
井
沢
町
の
入
山
峠
祭
祀
遺
跡
と
古
東
山
道
、
そ
し
て
東
山
道
」『
金
沢

大
学
考
古
学
紀
要
』
四
一
号
、
金
沢
大
学
考
古
学
研
究
室
、
二
〇
二
〇
年

５　

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
沿
革
・
年
報
（
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

https://w
w
w
.gm
nh.pref.gunm

a.jp/m
useum

/history/

、
令
和
五
年
八
月
一
八
日
閲
覧
）

６　

『
長
野
県
史
』
の
記
述
に
は
、「
山
崎
義
雄
」
と
あ
る
が
、「
山
崎
義
男
」
が
正
し
い
。
な
お
、

山
崎
義
男
氏
は
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
年
）
に
入
山
峠
に
祭
祀
遺
跡
が
あ
る
こ
と
を
初
め
て
発

見
し
、
そ
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
報
告
が
注
10
文
献
で
あ
る
。

７　

『
長
野
県
史
』
の
編
纂
委
員
で
あ
っ
た
桐
原
健
氏
に
も
生
前
、「
伝
入
山
峠
出
土
品
」
の
所
在

を
手
紙
で
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、「
お
尋
ね
の
入
山
峠
の
子
持
勾
玉
の
件
、
小
生
全
く
記
憶

な
く
、
お
役
に
な
れ
ず
面
目
な
い
」
と
の
お
返
事
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

８　

清
水
豊
『
第
三
二
回
特
別
展
図
録　

子
持
勾
玉　

群
馬
県
内
出
土
品
を
集
め
て
わ
か
っ
た
こ

と
』、
か
み
つ
け
の
里
博
物
館
、
二
〇
二
五
年

９　

群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
『
三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
』、
一
九
八
八
年

　
　

か
み
つ
け
の
里
博
物
館
『
第
一
九
回
特
別
展
図
録　

豪
族
居
館　

三
ッ
寺
Ⅰ
遺
跡
の
す
べ
て
―

出
土
品
を
総
覧
す
る
―
』、
二
〇
二
四
年

10　

山
崎
義
男
「
上
信
国
境
「
入
山
峠
」
祭
祀
遺
跡
に
就
い
て
（
附
官
道
「
東
山
道
」
碓
氷
峠
の
検

討
）」『
考
古
学
雑
誌
』
第
四
三
巻
第
一
号
、
日
本
考
古
学
会
、
一
九
五
七
年

11　

注
８
文
献
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は
じ
め
に

　

出
土
品
や
記
録
類
を
長
野
県
立
歴
史
館
で
所
蔵
し
て
い
る
小
諸
市
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
は
、
上

信
越
自
動
車
道
建
設
に
伴
い
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
に
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

佐
久
調
査
事
務
所
に
よ
り
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　

発
掘
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
か
ら
中
世
ま
で
の
竪
穴
住
居
跡
九
一
軒
や
掘
立
柱
建
物
跡
七
九

棟
な
ど
が
検
出
さ
れ
た
が
、
特
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
古
墳
時
代
末
～
奈
良
時
代
の
官
衙
と
み

ら
れ
る
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
の
研
究
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
宮
ノ

反
Ａ
遺
跡
群
の
周
辺
に
東
山
道
の
長
倉
駅
を
比
定
し
、
こ
の
官
衙
跡
は
駅
倉
と
指
摘
す
る
説
が

有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
中
世
で
は
一
三
～
一
五
世
紀
頃
と
み
ら
れ
る
居
館
跡
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
か
ら
は
四
六
箱
も
の
動
物
骨
が
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
平
成
一
一
年（
一
九
九
九
年
）に
刊
行
さ
れ
た
発
掘
調
査
報
告
書
に
は
一
号
堀
跡
の
項
で「
覆

土
中
層
に
は
砂
層
が
薄
く
堆
積
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
ウ
マ
・
ウ
シ
の
獣
骨
が
や
や
散
乱
し
た

状
態
で
み
つ
か
り
、
時
折
イ
ヌ
の
骨
類
も
確
認
で
き
た
。」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い（
１
）。

 

そ
こ
で
、
今
回
は
、
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た
動
物
骨
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
く
こ

と
と
す
る
。一　

宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
の
概
要

　

宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
は
、
小
諸
市
の
東
部
に
あ
た
る
御
影
新
田
に
所
在
す
る
。
本
遺
跡
の
東
に

は
小
諸
市
、佐
久
市
、御
代
田
町
の
三
市
町
に
ま
た
が
る
鋳
物
師
屋
遺
跡
群
が
近
接
し
て
お
り
、

本
来
は
一
体
の
遺
跡
群
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

検
出
さ
れ
た
遺
構
は
、
古
墳
時
代
後
期
の
六
世
紀
後
葉
か
ら
奈
良
時
代
の
八
世
紀
前
半
、
平

安
時
代
の
九
世
紀
、中
世
の
一
三
～
一
五
世
紀
の
三
時
期
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。こ
の
う
ち
、

七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
に
み
ら
れ
た
、
溝
で
方
形
に
区
画
さ
れ
、
内
部
に
数
棟
の
掘
立
柱

建
物
跡
が
置
か
れ
た
遺
構
に
は
調
査
時
か
ら
注
目
が
集
ま
っ
た
。

　

調
査
段
階
で
は
こ
れ
を
県
内
初
の
豪
族
居
館
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
が
、
整
理
を
進
め

て
行
く
中
で
何
ら
か
の
官
衙
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
官
衙
は
建
て
替
え

ら
れ
て
お
り
、
七
世
紀
末
に
第
一
段
階
の
も
の
が
み
ら
れ
た
が
、
八
世
紀
前
半
に
立
て
替
え
ら

れ
、
規
模
を
拡
大
し
て
い
る
。
内
部
の
掘
立
柱
建
物
は
七
世
紀
末
の
段
階
で
は
二
×
三
間
の
も

の
で
あ
っ
た
が
、
八
世
紀
前
半
で
は
三
×
六
間
と
大
型
の
も
の
が
置
か
れ
、
棟
数
も
増
加
し
て

く
る
。
佐
久
地
域
で
は
初
と
な
る
官
衙
跡
で
あ
る
が
、
特
徴
的
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
な
い
こ

と
も
あ
り
、
郡
衙
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
報
告
書
で
は
郡
の
下
部
組
織
で
あ
る
郷
衙
の

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
近
接
す
る
鋳
物
師
屋
遺
跡
群
周
辺
に
比
定
さ
れ
る
東
山

道
長
倉
駅
に
関
わ
る
施
設
で
あ
る
と
の
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
田
中
広
明
は
長
倉
駅
の
運
営
を

ま
か
な
う
駅
田
か
ら
の
収
穫
物
を
納
め
る
「
駅
倉
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

２
）。

ま
た
、
堤　

隆
は
、
建
物
群
の
南
側
の
区
画
溝
と
考
え
ら
れ
て
い
た
八
世
紀
前
半
段
階
で
の
東
西
に
並
行
す

る
二
本
の
溝
跡
が
幅
約
九
ｍ
前
後
と
古
代
官
道
の
規
格
通
り
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
こ
れ

ら
を
東
山
道
の
側
溝
で
も
あ
っ
た
と
論
じ
る（

３
）。

　

中
世
の
居
館
跡
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
文
献
史
料
に
は
登
場
し
な
か
っ
た
城
砦
的
居
宅
で

あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
貴
重
な
発
見
で
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

資
料
紹
介

小
諸
市
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
出
土
の
動
物
骨

櫻
井
　
秀
雄
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二　

宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
出
土
の
骨
類

　

宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
出
土
の
骨
類
は
平
成
八
年
（
一
九
九
六
年
）
三
月
二
日
（
水
）
に
京
都
大

学
霊
長
類
研
究
所
教
授
で
あ
っ
た
茂
原
信
生
先
生
か
ら
鑑
定
を
受
け
て
お
り
、
当
日
の
整
理
日

誌
に
は
「
ひ
と
と
お
り
見
て
い
た
だ
い
た
が
、
不
明
確
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
後
日
再
鑑
定
す

る
予
定
」（
当
館
所
蔵
・
当
時
の
調
査
・
整
理
担
当
者
で
あ
っ
た
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
宇
賀

神
誠
司
調
査
研
究
員
が
執
筆
）
と
の
記
載
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
再
鑑
定
は
な
か
っ
た

模
様
で
あ
り
、
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
不
明
確
な
も
の

を
再
鑑
定
す
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
鑑
定
さ
れ
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
り
、
そ

の
資
料
的
価
値
は
十
分
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一
部
の
不
明
確
な
も
の
は
そ
の
ま
ま
と

し
、
こ
こ
に
鑑
定
結
果
を
報
告
し
て
い
き
た
い
。

　

出
土
骨
は
表
１
に
掲
載
し
た
。

三　

考
察

　

宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た
動
物
骨
は
、
整
理
箱
（
テ
ン
バ
コ
）
で
四
六
箱
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
密
閉
容
器
（
タ
ッ
パ
ー
ウ
ェ
ア
、
シ
ー
ル
ウ
ェ
ア
等
）
や
ア
ク
リ
ル
容
器
に
入
れ
て
保

管
し
て
あ
る
。
こ
う
し
た
容
器
ご
と
に
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
こ
の
単
位
で
点
数
と
し

て
数
え
る
。
番
号
が
付
い
て
い
る
容
器
（
点
数
）
は
、
二
七
五
点
を
数
え
る
。
こ
れ
を
出
土
し

た
遺
構
ご
と
に
み
る
と
、
１
号
堀
（
Ｓ
Ｄ
０
１
）、
１
号
流
路
跡
（
Ｓ
Ｄ
０
３
）、
１
号
溝
跡
（
Ｓ

Ｄ
０
２
）、
２
号
溝
跡
（
Ｓ
Ｄ
０
６
）、
７
号
竪
穴
住
居
跡
（
Ｓ
Ｂ
０
８
）、
14
号
竪
穴
住
居
跡
（
Ｓ

Ｂ
１
８
）、
56
号
竪
穴
住
居
跡（
Ｓ
Ｂ
６
２
）、
Ｓ
Ｋ
５
７
、
Ｓ
Ｋ
８
６
、
出
土
遺
構
不
明
と
な
っ

て
い
る（

４
）。

　

以
下
、
遺
構
別
に
出
土
骨
し
た
動
物
骨
を
概
観
す
る
。

　

１
号
堀
（
Ｓ
Ｄ
０
１
）

　

中
世
の
居
館
跡
を
め
ぐ
る
堀
で
あ
る
。幅
約
五
ｍ
、深
さ
は
北
西
隅
に
い
く
ほ
ど
深
く
な
り
、

最
大
で
は
二
ｍ
を
超
え
て
い
る
。
南
東
隅
は
二
股
に
分
か
れ
て
お
り
、
浅
く
な
っ
て
い
る
。
埋

土
の
状
況
か
ら
は
、人
為
的
か
自
然
埋
没
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
報
告
者
は
記
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
堀
の
内
側
に
は
土
塁
の
存
在
が
想
定
で
き
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
居
館
跡
は
、
北

側
の
急
崖
を
自
然
の
要
害
と
し
て
利
用
し
、
そ
の
他
三
方
を
空
堀
で
囲
ん
で
い
る
。
遺
物
は
一

三
～
一
五
世
紀
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。
規
模
は
、
内
法
で
東
西
長
一
二
〇
ｍ
強
、
南
北
八
〇
ｍ

強
で
あ
る
。
動
物
骨
は
、
二
六
二
点
と
本
遺
跡
出
土
の
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。
種
別
の
内
訳

で
み
る
と
、
馬
が
一
一
〇
点
、
牛
が
八
三
点
、
犬
二
点
、
鹿
三
点
、
鹿
？
一
点
、、
小
動
物
三
点
、

種
不
明
六
〇
点
と
な
っ
て
お
り
、
馬
と
牛
が
主
体
で
あ
る
。
牛
が
予
想
以
上
に
多
い
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。

　

部
位
別
で
み
る
と
、
馬
で
は
、
頭
蓋
骨
、
上
顎
骨
、
下
顎
骨
、
前
腕
骨
、
胸
骨
、
肋
骨
、
肩

甲
骨
、
中
手
骨
、
寛
骨
、
腰
骨
、
距
骨
、
滑
骨
、
頚
椎
、
椎
骨
、
腓
骨
、
下
腿
骨
、
歯
な
ど
が

み
ら
れ
る
。
牛
で
も
頭
蓋
骨
、
上
顎
骨
、
下
顎
骨
、
上
腕
骨
、
橈
骨
、
寛
骨
、
肋
骨
、
胸
椎
、

頚
椎
、
腰
椎
、
中
手
骨
、
大
腿
骨
な
ど
が
み
ら
れ
、
馬
と
牛
で
特
記
す
る
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
。

　

１
号
流
路
跡
（
Ｓ
Ｄ
０
３
）

　

官
衙
跡
の
外
側
南
に
位
置
し
、
東
西
方
向
に
不
整
形
な
弧
状
を
呈
し
て
延
び
て
い
る
。
幅
は

大
き
く
広
が
る
箇
所
を
除
く
と
幅
約
一
・
五
ｍ
～
三
・
〇
ｍ
、
深
さ
約
一
・
五
ｍ
を
は
か
る
。

遺
物
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
ひ
と
つ
分
し
か
出
土
し
て
い
な
い
が
、
八
世
紀
後
半
以
降
の
も
の
は
認
め

ら
れ
ず
、
七
世
紀
前
葉
を
中
心
と
し
た
時
期
に
廃
棄
さ
れ
た
６
号
住
居
跡
よ
り
も
重
複
関
係
で

新
し
い
た
め
、
七
世
紀
中
葉
以
後
の
所
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
報
告
者
の
宇
賀
神
誠
司
は

官
衙
跡
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
、
人
口
の
河
川
と
考
え
て
い
る
。
人
間
の
掌
を
超
え
る
よ
う

な
礫
は
一
切
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
比
較
的
細
か
な
砂
礫
の
身
で
埋
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
埋
土
の
観
察
か
ら
四
回
に
分
か
れ
て
埋
没
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
動
物
骨
は
一
点

出
土
し
て
い
る
が
、
種
も
部
位
も
不
明
な
も
の
で
あ
る
。

　

１
号
溝
跡
（
Ｓ
Ｄ
０
２
）

　

東
西
に
延
び
る
溝
跡
で
あ
り
、
最
大
で
幅
二
・
五
ｍ
、
深
さ
一
・
一
ｍ
を
は
か
る
。
八
世
紀

前
半
に
相
当
す
る
時
期
の
所
産
と
考
え
ら
れ
、
竪
穴
住
居
跡
や
掘
立
柱
建
物
跡
の
す
べ
て
を

切
っ
て
い
る
。
報
告
者
は
断
面
図
の
観
察
か
ら
北
側
に
土
塁
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘

し
て
い
る
。

　

動
物
骨
は
、
鹿
の
腰
椎
が
一
点
出
土
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
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２
号
溝
跡
（
Ｓ
Ｄ
０
６
）

　

３
号
溝
と
は
陸
橋
部
の
門
状
施
設
を
挟
ん
で
東
西
に
延
び
て
い
る
。
官
衙
跡
の
南
の
区
画
溝

（
道
路
側
溝
も
兼
ね
る
か
）
の
一
部
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
推
定
幅
は
約
三
・
〇
ｍ
を

は
か
り
、
深
さ
は
約
一
・
二
ｍ
程
度
で
あ
る
。
埋
土
は
自
然
堆
積
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
報
告

者
は
北
側
に
土
塁
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
出
土
し
た
動
物
骨
は
、
鹿
が
一
点
で
部
位
は
不

明
で
あ
る
。

　

７
号
竪
穴
住
居
跡
（
Ｓ
Ｂ
０
８
）

　

七
世
紀
中
葉
頃
に
廃
棄
さ
れ
た
竪
穴
住
居
跡
で
あ
る
。
出
土
し
た
動
物
骨
は
、
鹿
が
一
点
で

部
位
は
不
明
で
あ
る
。

　

14
号
竪
穴
住
居
跡
（
Ｓ
Ｂ
１
８
）

　

時
期
決
定
で
き
る
資
料
は
少
な
い
が
、
埋
土
か
ら
は
八
世
紀
代
の
武
蔵
甕
の
破
片
が
多
数
認

め
ら
れ
た
。
出
土
し
た
動
物
骨
は
、
種
不
明
の
小
動
物
骨
が
一
点
で
部
位
も
不
明
で
あ
る
。

　

56
号
竪
穴
住
居
跡
（
Ｓ
Ｂ
６
２
）

　

七
世
紀
中
葉
に
比
定
さ
れ
る
。
動
物
骨
は
、
カ
マ
ド
右
袖
か
ら
小
動
物
骨
一
点
が
出
土
し
て

い
る
が
部
位
は
不
明
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｋ
５
７
・
Ｓ
Ｋ
８
６

　

と
も
に
土
坑
で
あ
る
。
Ｓ
Ｋ
５
７
か
ら
は
馬
の
臼
歯
一
点
、
Ｓ
Ｋ
８
６
か
ら
は
種
不
明
の
下

顎
骨
一
点
が
出
土
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
た
動
物
骨
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
ほ
と
ん
ど
が
１
号

堀
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
馬
と
牛
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
他
の
遺
構
か
ら

は
動
物
骨
の
出
土
が
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
１
号
堀
跡
の
出
土
量
の
突
出
さ
が
際
立
っ

て
い
る
。
中
世
の
居
館
跡
の
堀
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
馬
と
牛
の
出
土
が
多
量
に
集
中
し
て
い

る
こ
と
に
は
注
目
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
中
世
居
館
跡
は
文
献
史
料
に
も
登
場
し

な
い
新
た
に
発
見
さ
れ
た
城
砦
的
居
宅
で
あ
る
。
こ
の
居
館
の
性
格
を
知
る
上
で
も
馬
・
牛
の

大
量
出
土
は
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
。
馬
と
牛
の
出
土
数
を
み
る
と
、
馬
が
一
一
〇
点
、
牛
が

八
三
点
と
馬
が
や
や
多
い
も
の
の
牛
の
出
土
数
も
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
象

を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
の
か
も
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

　

今
後
の
研
究
の
資
料
と
し
て
役
立
て
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注１　

宇
賀
神
誠
司
「
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
」『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
一
七

―
佐
久
市
内
そ
の
３
・
小
諸
市
内
そ
の
一
―
宮
ノ
反
Ａ
遺
跡
群
他
』、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン

タ
ー
、
一
九
九
九
年

２　

田
中
広
明「
信
濃
の
道
後
、
坂
東
の
道
口　

小
諸
市
宮
ノ
反
遺
跡
の
可
能
性
」『
佐
久
考
古
通
信
』

一
〇
二
号
、
佐
久
考
古
学
会
、
二
〇
〇
九
年

３　

堤　

隆
『
浅
間　

火
山
と
共
に
生
き
る
』、
ほ
お
ず
き
書
籍
、
二
〇
一
二
年
。
な
お
、
筆
者
も

同
意
見
で
あ
る
。（
櫻
井
秀
雄
「
信
濃
国
の
道
後　

佐
久
郡
」『
古
代
東
国
の
考
古
学
４　

古
代
の

坂
と
堺
』、
高
志
書
院
、
二
〇
一
七
年
）

４　

本
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
調
査
段
階
で
付
け
た
遺
構
記
号
・
遺
構
番
号
を
報
告
書
掲
載
段
階
で
付

け
替
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
遺
構
記
号
の
番
号
と
報
告
し
た
遺
構
番
号
と
の
間
で
異
な
っ
て
い

る
。
土
坑
で
あ
る
Ｓ
Ｋ
５
７
と
Ｓ
Ｋ
８
６
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
で
は
個
別
に
は
報
告
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
本
稿
で
は
遺
構
記
号
の
ま
ま
で
紹
介
す
る
。
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1号流路跡(SD03)

14号竪穴住居跡
(SB18)

2号溝跡(SD06)

1号溝跡(SD02)

1号堀(SD01)

7号竪穴住居跡
(SB08)

53号竪穴住居跡
(SB62)

図1. 宮ノ反A遺跡群 全体図と動物骨が出土した遺構

図１　宮ノ反Ａ遺跡群　全体図と動物骨が出土した遺構
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小諸市宮ノ反Ａ遺跡群出土の動物骨

表１　宮ノ反Ａ遺跡群出土の獣骨
No テンバコNo 整理番号 出土遺構 取上番号 種別 部位 備考

1 101 84 SD01 No26－2 ウシ 橈骨
2 101 85 SD01 No26－3 ウシ 寛骨
3 102 86 SD01 No26－4 ウシ 頭蓋骨
4 102 93 SD01 No26－10 ウシ 下顎骨
5 103 261 SD01 No45－1 ウシ 上腕骨
6 103 264 SD01 No45－6 肩甲骨
7 103 266 SD01 No45－17 ウマ 下顎骨
8 103 275 SD01 No51 ウシ 上腕骨
9 104 161 SD01 No45－46 ウシ 部位不明

10 104 162 SD01 No45－45 ウシ 部位不明
11 104 163 SD01 No45－46 ウシ 部位不明
12 104 164 SD01 No45－47 ウシ 部位不明
13 104 165 SD01 No45－48 ウシ 腰椎棘突起
14 104 166 SD01 No45－49 ウシ 肋骨他
15 104 167 SD01 No45－50 ウシ 胸椎
16 104 168 SD01 No45－51 ウマ 肋骨
17 104 169 SD01 No45－52 ウマ 肋骨
18 104 170 SD01 No45－53 ウシ 部位不明
19 104 171 SD01 No45－54 ウマ 肋骨
20 104 174 SD01 No45－57 ウマ 肋骨
21 104 175 SD01 No45－48 ウマ 肋骨
22 104 176 SD01 No45－59 ウシ 部位不明
23 104 177 SD01 No46 種不明 部位不明
24 104 178 SD01 No47 種不明 中手骨
25 104 179 SD01 No48－1 ウマ 上腕骨
26 104 180 SD01 No48－2 ウマ 腓骨
27 104 192 SD01 No45－55 ウシ 胸椎
28 104 193 SD01 No45－56 ウシ 背骨
29 104 250 不明 種不明 部位不明
30 105 141 SD01 No45－18 ウシ 部位不明
31 105 147 SD01 No45－28 ウシ 部位不明
32 105 154 SD01 No45－35 ウシ 胸骨
33 105 156 SD01 No45－39 ウシ 寛骨
34 105 157 SD01 No45－40 ウシ 肋骨
35 105 158 SD01 No45－41 ウシ 腰椎横突起
36 105 159 SD01 No45－42 ウシ 頚椎
37 105 160 SD01 No45－43 ウシ 部位不明
38 106 269 SD01 No45－26 ウシ 中手骨
39 106 271 SD01 No45－37 ウシ 肋骨
40 107 142 SD01 No45－20 ウシ 肋骨
41 107 143 SD01 No45－22 ウシ 肋骨
42 107 145 SD01 No45－24 ウシ 椎骨
43 107 146 SD01 No45－25 ウシ 部位不明
44 107 148 SD01 No45－29 ウシ 腰椎
45 107 149 SD01 No45－30 ウシ 部位不明
46 107 150 SD01 No45－31 ウシ 肢骨
47 107 151 SD01 No45－32 ウシ 部位不明
48 107 152 SD01 No45－33 ウシ 部位不明
49 107 153 SD01 No45－34 ウシ 肋骨
50 107 155 SD01 No45－36 ウシ 胸骨
51 108 125 SD01 No43－1 ウマ 部位不明
52 108 133 SD01 No45－8 ウシ 肋骨
53 108 138 SD01 No45－14 ウシ 肋骨
54 109 11 SD01 A－4 ウシ 下顎骨
55 110 249 SD01 ウマ 臼歯 10本
56 110 254 種不明 部位不明
57 110 256 SD01 No1 ウシ 上腕骨
58 110 257 SD01 No26－4 ウマ 切歯
59 111 267 SD01 No45－19 ウシ 下腿骨
60 111 274 SD01 No48－25 ウマ 前腕骨
61 112 61 SD01 No8 ウマ 肩甲骨
62 112 63 SD01 No9 イヌ 歯
63 112 64 SD01 No10 ウマ 臼歯
64 112 65 SD01 No11 不明
65 112 67 SD01 No13
66 112 68 SD01 No14 ウマ 肋骨
67 112 70 SD01 No16 ウマ 前腕骨
68 112 71 SD01 No17 不明
69 112 73 SD01 No19 不明
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No テンバコNo 整理番号 出土遺構 取上番号 種別 部位 備考
70 112 76 SD01 No22 ウマ 橈骨
71 112 77 SD01 No23 小動物
72 112 78 SD01 No24 ウマ 切歯他
73 112 80 SD01 No25－1 ウマ 第3中手骨
74 113 6 SK86 種不明 下腿骨
75 113 7 SD01 A－1 ウマ 頭、上顎
76 113 19 SD01 A－13 ウマ 肋骨
77 114 121 SD01 No41－3 種不明 部位不明
78 114 122 SD01 No41－4 種不明 肩甲骨
79 114 124 SD01 No42 ウシ 右下顎骨
80 115 42 SD01 B－2 不明 不明
81 115 45 SD01 C－3 不明 不明
82 115 46 SD01 D ウマ 臼歯他
83 115 48 SD01 E群 ウマ 頚骨
84 115 49 SD01 F群 ウマ 肋骨
85 115 50 SD01 F群 ウマ 肋骨
87 115 52 SD01 G群 ウマ 肋骨
88 115 54 SD01 H群 小動物 イヌ？
89 115 56 SD01 No3 ウシ 中手骨
90 115 57 SD01 No4 不明 不明
91 115 59 SD01 No6 不明 不明
92 115 60 SD01 No7 ウマ 肋骨
93 116 183 SD01 No48－5 ウマ 部位不明
94 116 186 SD01 No48－8 ウマ 肋骨肋軟骨
95 116 187 SD01 No48－9 ウマ 肋骨
96 116 188 SD01 No48－10 ウマ 肋骨
97 116 189 SD01 No48－11 ウマ 肋骨
98 116 190 SD01 No48－12 ウマ 肋骨
99 116 192 SD01 No48－14 ウマ 肋骨

100 116 193 SD01 No48－15 ウマ 肋骨
101 116 194 SD01 No48－16 ウマ 寛骨
102 116 195 SD01 No48－17 ウマ 部位不明
103 116 196 SD01 No48－18 ウマ 肋骨
104 116 197 SD01 No48－19 ウマ 腰骨
105 116 198 SD01 No48－20 ウマ 肋骨
106 116 199 SD01 No48－21 ウマ 肋骨
107 116 200 SD01 No48－22 ウマ 部位不明

108 117 113 SD01 No36 ウマ 下顎骨
頭蓋骨 歯付

109 118 87 SD01 No26－4 ウシ 下顎骨
頭蓋骨

110 118 95 SD01 No26－12 ウシ 臗骨
111 119 265 SD01 No45－11 ウシ 中手骨
112 119 268 SD01 No45－21 ウマ 下顎骨
113 120 123 SD01 No41－5 種不明 部位不明
114 120 126 SD01 No43－2 ウマ 前腕骨
115 120 127 SD01 No43－3 ウマ 前腕骨
116 120 128 SD01 No44 シカ 部位不明
117 120 129 SD01 No45－2 ウシ 大腿骨
118 120 130 SD01 No45－5 ウシ 部位不明
119 120 131 SD01 No45 ウマ 臼歯
120 120 132 SD01 No45－7 ウシ 肋骨
121 120 134 SD01 No45－9 ウシ 部位不明
122 120 135 SD01 No45－10 ウシ
123 120 136 SD01 No45－12 ウシ 胸椎
124 120 137 SD01 No45－13 ウシ 部位不明
125 120 139 SD01 No45－15 ウシ 部位不明
126 120 140 SD01 No45－16 ウシ 部位不明
127 121 13 SD01 A－6 ウマ 肋骨
128 121 203 SD01 No48－26 ウマ 肋骨
129 121 206 SD01 No48－29 ウマ 肋骨
130 121 209 SD01 No48－32 ウマ 肋骨
131 121 210 SD01 No48－33 ウマ 部位不明 肋骨？
132 121 211 SD01 No48－34 ウマ 部位不明
133 121 212 SD01 No50 ウマ 部位不明
134 122 276 SD01 No53 ウマ 上顎骨
135 123 88 SD01 No26－5 ウシ 下腿骨
136 123 98 SD01 No27－1 ウシ 肋骨
137 124 101 SD01 No27 ウシ 切歯他
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No テンバコNo 整理番号 出土遺構 取上番号 種別 部位 備考
138 124 102 SD01 No27 ウシ 上腕骨
139 124 103 SD01 No27－4 ウシ 下腿骨
140 124 105 SD01 No29 種不明 寛骨
141 124 106 SD01 No29 ウシ 上顎骨
142 124 116 SD01 No38 種不明 部位不明
143 125 201 SD01 No48－23 ウマ 肋骨
144 125 202 SD01 No48－24 ウマ 肋骨
145 125 204 SD01 No48－27 ウマ 肋骨
146 125 205 SD01 No48－28 ウマ 肋骨
147 125 207 SD01 No48－30 ウマ 軸椎
148 125 208 SD01 No48－31 ウマ 肋骨
149 125 213 SD01 No48 ウマ 前腕骨
150 125 215 SD01 No55 ウマ 大腿骨
151 125 216 SD01 No52 ウシ 中手骨
152 125 217 SD01 No54 ウマ 肋骨
153 125 218 SD01 No55 種不明 臼歯
154 125 219 SD01 No56
155 125 220 SD01 No57 ウマ 前腕骨間隙
156 126 9 SD01 A－2 ウマ 下顎骨
157 127 255 SD01 A－9 ウマ 頭蓋骨
158 128 47 SD01 E群 ウマ 下顎骨
159 129 262 SD01 No45－3 ウシ 下腿骨
160 129 263 SD01 No45－4 ウシ 大腿骨
161 130 110 SD01 No33 ウマ 前腕骨
162 130 115 SD01 No39－2 種不明 部位不明
163 130 117 SD01 No39 ウマ 肋骨
164 130 118 SD01 No40 ウマ 下顎骨
165 130 119 SD01 No41－1 ウマ 前腕骨
166 131 221 SD01 No59 種不明 部位不明 931222
167 131 222 SD01 No60 種不明 部位不明 931130
168 131 223 SD01 No61 種不明 臼歯 931209
169 131 224 SD01 臼歯
170 131 225 SD01 No1 シカ？ 部位不明
171 131 226 SD01 トレンチNo2 小動物 頭蓋骨
172 131 227 SD01 ベルト下 種不明 部位不明 931130
173 131 228 SD01 セクションNo3トレンチ 種不明 炬骨
174 131 229 SD01 セクションNo1 種不明 部位不明
175 131 230 SD01 トレンチセクションNo3 種不明 部位不明
176 131 231 SD01 セクションNo3トレンチ 種不明 部位不明
177 131 232 SD01 ウマ 前腕骨
178 131 233 SD01 種不明 部位不明 931130
179 131 234 SD01 ウシ 臼歯 931220
180 131 235 SD01 種不明 臼歯 931030
181 131 236 SD01 大臼歯、下顎骨 931130
182 131 237 SD01 種不明 臼歯
183 131 238 SD01 種不明 部位不明 931216
184 131 239 SD01 Ⅰ－O－21グリッド シカ 部位不明
185 131 240 SD01 大腿骨他
186 132 31 SD01 A－24 ウマ 胸骨
187 132 32 SD01 A－25 ウマ 肋骨
188 132 33 SD01 A－26 種不明 部位不明
189 132 34 SD01 A－27 ウシ 部位不明
190 132 35 SD01 A－28 ウマ 胸骨
191 132 36 SD01 A－29 種不明 部位不明
192 132 37 SD01 A－30 ウマ 肋骨
193 132 38 SD01 A－31 種不明 部位不明
194 132 39 SD01 A－33 ウシ 仙骨
195 132 40 SD01 A ウマ 肋骨
196 133 83 SD01 No26－15 ウシ 下腿骨
197 133 97 SD01 No26－1 ウシ 寛骨
198 134 90 SD01 No26－6 ウマ 前腕骨他
199 134 91 SD01 No26－7 ウシ 頚骨
200 134 92 SD01 No26－9 ウマ 前腕骨
201 134 94 SD01 No26－11 種不明 部位不明
202 134 96 SD01 No26－14 ウシ 部位不明
203 134 99 SD01 No27－2 ウシ 部位不明
204 134 100 SD01 No27－3 ウシ 上腿骨
205 135 81 SD01 No25－2 ウマ 前腕骨
206 135 82 SD01 No25－3 ウシ 下腿骨
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No テンバコNo 整理番号 出土遺構 取上番号 種別 部位 備考
207 135 89 SD01 No26－6 ウシ 上腕骨
208 136 270 SD01 No45－27 ウシ 第十一肋骨
209 137 272 SD01 No45－38 ウシ 寛骨
210 137 273 SD01 No45－44 ウシ 肋骨
211 138 241 SD01 種不明 臼歯他
212 138 242 SD01
213 138 243 SD01 種不明 歯
214 138 244 SD01 ウマ 臼歯
215 138 245 SD01 ウマ 臼歯
216 138 247 SD03
217 138 248 SD06 シカ 部位不明
218 138 251 SD01 焼骨
219 138 253
220 138 258 SD01 No26－8 臼歯
221 138 259 SD01 No34－2 ウマ 前腕骨
222 138 260 SD01 No35 ウマ 距骨、滑骨
223 139 41 SD01 B－1 イヌ 頭部
224 139 43 SD01 C－1 ウシ 臼歯他
225 139 44 SD01 C－2 ウマ 寛骨
226 139 51 SD01 G群
227 139 53 SD01 G群 ウマ 肋骨
228 139 55 SD01 I群
229 139 58 SD01 No5
230 140 1 SB08 シカ 部位不明
231 140 2 SB62 カマド右袖 小動物
232 140 3 SB18 小動物・種不明 部位不明
233 140 4 SB 種不明 部位不明 SB番号不明
234 140 5 SK57 ウマ 臼歯
235 140 8 SD01 A－1 ウマ 歯
236 140 10 SD01 A－3 ウマ 肋骨
237 140 12 SD01 A－5 ウマ 頚椎、肋骨
238 140 14 SD01 A－7 ウマ 椎骨
239 140 15 SD01 A－8 ウマ 肋骨
240 140 16 SD01 A－10 種不明 肋骨
241 140 17 SD01 A－11 種不明 部位不明
242 140 18 SD01 A－12 ウシ 肋骨
243 140 26 SD01 A－14 種不明 胸椎
244 141 104 SD01 No28 種不明 部位不明
245 141 107 SD01 No30 種不明 上腕骨
246 141 108 SD01 No31 種不明 部位不明
247 141 109 SD01 No32 種不明 部位不明
248 141 111 SD01 No34－1 種不明 部位不明
249 141 112 SD01 No35 ウマ 部位不明
250 141 114 SD01 No37－1 種不明 部位不明
251 141 120 SD01 No41－2 種不明 部位不明
252 142 144 SD01 No45－23 ウマ 下顎骨
253 143 246 SD02 シカ 腰椎
254 143 252 不明 ウシ 中手骨他
255 144 181 SD01 No48－3 ウマ 腓骨
256 144 182 SD01 No48－4 ウマ 部位不明
257 144 184 SD01 No48－6 ウマ 中手骨
258 144 185 SD01 No48－7 ウマ 腰椎
259 144 191 SD01 No48－13 ウマ 部位不明
260 145 62 SD01 No9
261 145 66 SD01 No12 ウシ 中手骨
262 145 69 SD01 No15 ウマ
263 145 72 SD01 No18
264 145 74 SD01 No20 ウマ 頚椎
265 145 75 SD01 No21 シカ
266 145 79 SD01 No24 ウマ 下腿骨
267 146 21 SD01 A－15 ウマ 椎骨
268 146 22 SD01 A－16 ウマ 肋骨
269 146 23 SD01 A－17 ウマ 椎骨
270 146 24 SD01 A－17 ウマ 肋骨
271 146 25 SD01 A－17西側 種不明 部位不明
272 146 26 SD01 A－18 ウマ 肋骨
273 146 27 SD01 A－19 ウマ 肋骨他
274 146 28 SD01 A－21 ウマ 前腕骨
275 146 29 SD01 A－22 ウマ 胸椎
276 146 30 SD01 A－23

※空欄は収納容器、カード等に記載がないもの
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千曲市更埴条里遺跡の竪穴住居跡から出土した牛歯について

は
じ
め
に

　

長
野
県
立
歴
史
館
（
以
下
、
当
館
）
が
所
蔵
し
て
い
る
考
古
資
料
の
な
か
に
、
千
曲
市
更
埴

条
里
遺
跡
Ｉ
地
区
の
竪
穴
住
居
跡
Ｓ
Ｂ
８
０
４
か
ら
出
土
し
た
牛
歯
が
あ
る
。
発
掘
調
査
報
告

書
（
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
二
七
―
更

埴
条
里
遺
跡
・
屋
代
遺
跡
群
（
含
む
大
境
遺
跡
・
窪
河
原
遺
跡
）
―
古
代
２
・
中
世
・
近
世
編
』、

二
〇
〇
〇
年
）
で
は
こ
の
竪
穴
住
居
跡
の
内
容
に
つ
い
て
は
表
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
牛
歯
骨
を
利
用
し
た
骨
祭
祀
の
好
事
例
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、

当
館
で
保
管
し
て
い
る
図
面
や
記
録
等
を
も
と
に
、
改
め
て
報
告
し
、
若
干
の
考
察
を
行
い
た

い
。

一
　
事
例
の
紹
介

１　

更
埴
条
里
遺
跡
Ｉ
地
区
Ｓ
Ｂ
８
０
４

　

更
埴
条
里
遺
跡
は
、
千
曲
市
屋
代
に
所
在
し
、
当
館
の
北
に
広
が
る
千
曲
川
右
岸
の
後
背
湿

地
に
位
置
す
る
。
発
掘
調
査
は
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
か
ら
平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
に

か
け
て
、
上
信
越
自
動
車
道
建
設
に
伴
い
、
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
実
施
さ
れ

た
。
調
査
報
告
書
は
、
隣
接
す
る
屋
代
遺
跡
群
、
窪
河
原
遺
跡
と
あ
わ
せ
て
、
木
簡
編
、
縄
文

時
代
編
、
弥
生
・
古
墳
時
代
編
、
古
代
一
編
、
古
代
二
・
中
世
・
近
世
編
の
五
分
冊
で
刊
行
さ

れ
た
。
今
回
取
り
上
げ
る
更
埴
条
里
遺
跡
Ｉ
地
区
の
Ｓ
Ｂ
８
０
４
は
、『
古
代
二
・
中
世
・
近

世
編
』
で
触
れ
ら
れ
て
い
る（

１
）。

な
お
、
こ
の
Ｓ
Ｂ
８
０
４
は
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
一

〇
～
一
一
月
に
か
け
て
筆
者
が
発
掘
調
査
を
担
当
し
た
竪
穴
住
居
跡
で
あ
り
、
当
時
の
所
見

カ
ー
ド
や
記
憶
も
振
り
返
り
な
が
ら
、
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

２　

出
土
状
況

　

Ｓ
Ｂ
８
０
４
は
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
に
調
査
さ
れ
た
竪
穴
住
居
跡
で
あ
る
。
溝
跡

Ｓ
Ｄ
８
０
１
と
重
複
す
る
が
、
遺
構
検
出
作
業
を
通
じ
て
そ
れ
よ
り
も
古
い
所
産
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
規
模
は
三
・
九
五
ｍ
×
三
・
八
五
ｍ
で
、
深
さ
三
八
㎝
を
は
か
る
。
東
壁
に

カ
マ
ド
が
設
置
さ
れ
、
燃
焼
部
上
に
土
器
、
支
脚
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
カ
マ
ド
前
方
中
央
部
や

掘
り
方
、
埋
土
内
に
土
器
片
が
整
理
箱
で
二
箱
分
出
土
し
て
い
る
。
竪
穴
住
居
跡
の
時
期
は
報

告
書
で
の
時
期
区
分
の
８
期
後
半
で
あ
り
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
年
）
に
発
生
し
た
仁
和
の
大

洪
水
後
の
所
産
と
し
て
、九
世
紀
末
の
時
期
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。調
査
時
の
所
見
に
よ
れ
ば
、

カ
マ
ド
周
辺
か
ら
南
壁
ま
で
の
床
面
に
は
２
ｍ
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
炭
化
物
の
分
布
が
広
い
範
囲

に
み
ら
れ
た
。
南
東
隅
の
炭
化
物
層
を
取
り
除
い
た
と
こ
ろ
、
東
西
約
80
㎝
、
南
北
約
40
㎝
の

東
西
に
長
い
ピ
ッ
ト
（
Ｐ
１
）
が
検
出
さ
れ
た
。
ピ
ッ
ト
の
深
さ
は
約
10
㎝
と
浅
く
、
ピ
ッ
ト

の
埋
土
に
も
炭
化
物
層
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
灰
溜
ピ
ッ
ト
の
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
以
外
に

ピ
ッ
ト
は
検
出
さ
れ
ず
、
柱
穴
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　

牛
の
歯
は
、
竪
穴
住
居
跡
の
中
央
や
や
南
側
の
床
面
で
発
見
さ
れ
た
。
顎
骨
は
残
存
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
歯
骨
は
並
列
し
て
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
顎
骨
に
付
い
た
状
態
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
出
土
状
況
で
あ
っ
た
。こ
の
歯
に
つ
い
て
は
、土
ご
と
取
上
げ
タ
ッ
パ
ー

に
入
れ
て
持
ち
帰
り
、
当
時
は
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
在
職
し
て
い
た
当
館
の
白
沢

勝
彦
文
化
財
専
門
員
に
お
願
い
し
て
、
ラ
ッ
プ
効
果
を
期
待
し
た
オ
ブ
ラ
ー
ト
（
被
覆
）
処
理

資
料
紹
介

千
曲
市
更
埴
条
里
遺
跡
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
牛
歯
に
つ
い
て

櫻
井
　
秀
雄
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を
施
し
て
も
ら
っ
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
年
）
五
月
に
筆
者
が
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
専
門
研
修
を

受
講
し
た
際
に
こ
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
ラ
ッ
プ
し
た
歯
を
持
参
し
、
環
境
考
古
学
研
究
室
の
松
井

章
氏
に
鑑
定
し
て
い
た
だ
い
た（

２
）。

そ
の
鑑
定
結
果
は
ラ
ベ
ル
に
部
位
が
記
入
さ
れ
た
状
態
で
保

管
し
て
い
る
。
松
井
氏
に
よ
る
手
書
き
ラ
ベ
ル
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
牛
の
右
上
顎
骨
の

臼
歯
で
あ
り
、
第
一
後
臼
歯
（
Ｍ
一
）、
第
二
後
臼
歯
（
Ｍ
二
）、
第
三
後
臼
歯
（
Ｍ
三
）、
第
三

前
臼
歯
（
Ｐ
Ｍ
三
）、
第
四
前
臼
歯
（
Ｐ
Ｍ
四
）
の
五
本
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
住
居
跡
か
ら
は
、

こ
れ
ら
以
外
に
も
歯
骨
資
料
八
点
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
先
述
し
た
牛
歯
の
周
辺
か
ら

点
在
す
る
よ
う
に
検
出
さ
れ
た
。

　

更
埴
条
里
遺
跡
出
土
の
動
物
骨
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
作
成
に
あ
た
っ
て
、
京
都
大
学
名
誉

教
授
の
茂
原
信
生
先
生
・
独
協
医
科
大
学
の
櫻
井
秀
雄
先
生
、
芹
澤
雅
夫
先
生
に
よ
る
鑑
定
を

受
け
て
お
り
、
Ｓ
Ｂ
８
０
４
か
ら
出
土
し
た
歯
（
報
告
書
の
標
本
番
号
二
〇
三
）
に
つ
い
て
も
改

め
て
鑑
定
が
な
さ
れ
て
い
る
（
当
然
な
が
ら
鑑
定
結
果
に
相
違
は
な
い
）。
ま
た
、
こ
こ
で
は
標

本
番
号
二
〇
三
の
周
辺
か
ら
検
出
さ
れ
た
他
の
歯
に
つ
い
て
も
鑑
定
が
行
わ
れ
、
標
本
番
号
二

は
牛
の
下
顎
の
切
歯
片
と
歯
種
不
明
、
標
本
番
号
三
は
牛
歯
だ
が
部
位
不
明
で
歯
種
不
明
、
標

本
番
号
六
は
牛
の
下
顎
歯
で
あ
る
が
、
種
不
明
と
い
う
鑑
定
結
果
が
出
て
い
る
。
な
お
、
他
の

歯
骨
に
つ
い
て
は
鑑
定
結
果
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
鑑
定
は
不
可
能
だ
っ
た
も
の
と
理

解
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
調
査
所
見
と
鑑
定
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
標
本
番
号
二
〇
三
の
牛
の
下
顎
歯
を
床
面

に
設
置
し
、
そ
の
周
辺
に
牛
の
小
歯
骨
を
散
り
ば
め
る
よ
う
な
行
為
が
推
測
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。

二
　
動
物
骨
を
用
い
た
祭
祀
に
つ
い
て
の
考
察

　

遺
跡
か
ら
出
土
す
る
牛
や
馬
な
ど
の
動
物
骨
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
土
を
安
易
に
祭
祀
、
と

り
わ
け
犠
牲
祭
祀
と
結
び
つ
け
る
傾
向
が
あ
る
が
、
解
体
し
た
牛
馬
の
残
滓
を
投
棄
し
た
と
考

え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
の
方
が
多
く
、
祭
祀
と
み
る
こ
と
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
の
実
態
は
単
一
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　

筆
者
は
、
馬
を
用
い
た
祭
祀
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
た
こ
と
が
あ
る（

３
）。

一　

生
き
た
馬
の
奉
納
（
神
馬
）

二　

死
亡
・
殺
害
し
た
馬
を
利
用
し
た
祭
祀

Ａ　

馬
を
殺
す
こ
と
に
意
味
を
も
つ
祭
祀
（
犠
牲
祭
祀
・
殺
牛
馬
信
仰
）

Ｂ　

馬
の
白
骨
化
し
た
骨
や
歯
を
用
い
た
祭
祀
（
骨
祭
祀
）

　

一
の
生
き
た
馬
の
奉
納
は
、『
続
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
年
）
六
月
二
八
日
条

に
「
丙
申
、
馬
を
諸
社
に
奉
る
。
雨
を
祈
へ
れ
ば
な
り
。」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
雨

乞
い
の
た
め
に
諸
社
へ
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

４
）。

　

牛
に
つ
い
て
は
、
二
の
死
亡
・
殺
害
し
た
馬
を
利
用
し
た
祭
祀
が
中
心
と
な
る
が
、
Ａ
の
犠

牲
祭
祀
（
殺
牛
馬
信
仰
）
と
Ｂ
の
骨
祭
祀
は
全
く
異
な
る
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

Ａ
の
存
在
は
、『
日
本
書
紀
』
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
二
年
）
七
月
二
五
日
条
に
、「
戊
寅
に
、

群
臣
相
語
り
て
曰
は
く
、「
村

村
の
祝
部
の
所
教
の
随
に
、
或

い
は
牛
馬
を
殺
し
て
、
諸
の
社

の
神
を
祭
る
。」
と
あ
る
よ
う

に
、
七
世
紀
中
頃
に
は
雨
乞
い

を
行
う
に
際
し
て
、
村
々
の
祝

部
の
教
え
に
よ
り
牛
馬
を
殺
し

て
諸
々
の
社
の
神
を
祭
る
儀
礼

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
献

史
料
か
ら
も
わ
か
る（

５
）。

Ｂ
は
骨

や
歯
に
内
包
さ
れ
て
い
る
「
呪

力
」に
期
待
し
た
祭
祀
で
あ
り
、

Ａ
の
馬
を
殺
す
こ
と
を
伴
う

「
犠
牲
祭
祀
」
と
は
明
確
に
分

け
る
必
要
が
あ
る（

６
）。

Ｂ
は
馬
を

殺
す
こ
と
を
せ
ず
と
も
自
然

写真１　オブラート処理した牛歯
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千曲市更埴条里遺跡の竪穴住居跡から出土した牛歯について

1.    にぶい黄褐　(10YR5/4)　砂質マンガン、黄灰ブロックが混入
2.    暗　褐　(10YR3/4)　1 に比べしまりがよい
3.    暗　褐　(10YR3/4)　しまりよし。明黄褐ブロックが混入
4.    赤　褐　焼土層
5.    黒　褐　炭化物層　焼土ブロックが混入
6.    明赤褐　火床
7.    暗茶褐　しまりよし。黄褐土が多く混入
8.    明黄褐　砂質　炭化物が混入
9.    明黄褐　8 と同質。焼土粒を含み、やや暗い色
10.  赤　褐　焼土

牛歯の出土状況

7

8

2

3

203

図 1. 更埴条里遺跡 I 地区 竪穴住居跡 SB804

※ 数字は報告書標本番号　4・5 は欠番

1

N

遺物出土状況全景 ( 西から )

番号なし

6

図１　更埴条里遺跡Ｉ地区　竪穴住居跡　SB804
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死
・
事
故
死
・
病
死
し
た
馬
の
骨
を
利
用
し
て
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、Ｂ
に
つ
い
て
は「
骨

祭
祀
」
と
い
う
名
称
で
「
犠
牲
祭
祀
」
と
は
区
別
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
犠
牲
祭
祀
と
骨
祭
祀
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
、
馬
を
は

じ
め
と
す
る
動
物
祭
祀
の
実
態
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

先
述
し
た
屋
代
遺
跡
群
の
事
例
は
、
祭
祀
行
為
の
所
産
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
ま
ず
標
本
番
号
２
０
３
は
歯
の
付
い
た
牛
の
下
顎
骨
の
み
を
竪
穴
住
居
跡
の
床

面
に
置
い
て
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
出
土
状
況
は
実
用
的
な
利
用
と
は
考
え
難

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
牛
の
骨
祭
祀
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る（

７
）。

　

池
島
・
福
万
寺
遺
跡（
大
阪
府
八
尾
市
）で
は
一
二
世
紀
の
水
田
の
水
路
底
の
土
坑
二
基
か
ら
、

牛
の
下
顎
骨
の
み
を
収
め
た
も
の
と
頭
蓋
骨
を
仰
向
け
に
し
て
収
め
た
も
の
が
検
出
さ
れ
て
い

る
。

　

周
防
国
府
（
山
口
県
防
府
市
）
で
は
一
〇
世
紀
後
半
の
井
戸
跡
か
ら
牛
の
上
顎
骨
が
出
土
し

て
い
る
。
人
為
的
な
堆
積
土
の
上
に
斎
串
な
ど
の
祭
祀
遺
物
が
土
器
と
と
も
に
置
か
れ
た
上
か

ら
の
出
土
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
主
な
も
の
で
あ
り
、
骨
を
用
い
た
祭
祀
を
示
す
事
例
は
少
な
く
な
い
。
井
戸
か
ら

出
土
し
た
牛
馬
骨
の
な
か
に
祭
祀
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
か
つ
て
論
じ
た
こ

と
が
あ
る（

８
）。

な
に
よ
り
も
卜
骨
の
存
在
は
弥
生
時
代
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
骨
に

呪
術
的
な
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
。

　

ま
た
、
骨
の
呪
力
に
関
す
る
文
献
史
料
に
つ
い
て
も
先
述
論
文
で
指
摘
し
た
。『
日
本
書
紀
』

皇
極
天
皇
二
年
一
一
月
一
日
条
に
は
、
蘇
我
入
鹿
に
攻
め
入
れ
ら
れ
た
山
背
大
兄
王
が
、「
仍

取
馬
骨
、
投
置
内
寝
」
と
馬
骨
を
屋
敷
へ
投
げ
入
れ
た
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
馬

骨
を
自
分
の
骨
と
思
わ
せ
る
た
め
身
代
わ
り
と
し
て
投
げ
入
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
増
田

精
一
が
当
時
馬
の
骨
に
は
呪
力
を
認
め
て
い
た
と
説
話
で
あ
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
馬
骨
に

は
特
別
な
観
念
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

９
）。

ま
た
、『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
九
月
十

五
日
条
に
は
、「
有
司
其
撰
吉
日
。
告
於
宗
社
。
夫
封
壃
馬
歯
」と
あ
り
、
こ
の
頃
吉
祥
が
あ
っ

た
こ
と
に
か
ら
ん
で
有
司
が
吉
日
を
選
ん
で
宗
社
に
告
げ
て
、
馬
歯
を
境
界
に
封
ぜ
よ
、
と
い

う
内
容
の
命
令
で
あ
る（

（1
（

。
馬
歯
に
祭
祀
的
な
役
割
が
内
包
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
は
馬
骨
・
馬
歯
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
牛
歯
に
つ
い
て
も
同
様
な
性
格
を
有
し
て
い
た

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
屋
代
遺
跡
群
の
Ｓ
Ｂ
８
０
４
の
牛
歯
は
骨
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し

て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
古
代
の
牛
歯
を
利
用
し
た
骨
祭
祀
と
し
て
、
屋
代
遺
跡
群
Ｓ
Ｂ
８
０
４
の
事
例
を
報

告
し
た
。
調
査
報
告
書
で
は
表
と
鑑
定
結
果
の
み
の
記
載
で
あ
っ
た
も
の
だ
が
、
今
回
、
こ
の

よ
う
に
調
査
所
見
、
実
測
図
等
の
記
録
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
出
土
状
況
等
を
紹
介
す

る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
後
の
研
究
の
た
め
の
資
料
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注１　

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
二
七
―
更

埴
市
内
そ
の
六
―　

更
埴
条
里
遺
跡
・
屋
代
遺
跡
群
―
古
代
二
・
中
世
・
近
世
編
』、
二
〇
〇
〇

年
２　

筆
者
が
受
講
し
た
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
専
門
研
修
は
、
松
井
氏
が
担
当
の
研
修
で
は
な
く
、

遺
跡
探
査
研
修
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
約
束
も
取
ら
ず
に
研
修
終
了
後
の
夕
方
に
松
井
氏
の
研

究
室
を
訪
ね
た
わ
け
だ
が
、
快
く
迎
え
入
れ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
は
今
も
感
謝
の
念
が
絶
え
な

い
。
筆
者
は
大
学
院
修
士
論
文
で
殺
牛
馬
信
仰
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
基
い
た
論
考
「
殺
牛
馬
信

仰
に
関
す
る
文
献
史
料
の
再
検
討
―
日
本
古
代
の
動
物
犠
牲
に
つ
い
て
―
」
が
そ
の
年
の
四
月
に

刊
行
さ
れ
た
『
信
濃
』
四
四
巻
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
松
井
氏
は
そ
れ
を
す
で
に
読
ん
で
い
て

下
さ
っ
て
お
り
、「
書
い
た
の
は
君
な
ん
だ
ね
。一
度
会
っ
て
み
た
か
っ
た
ん
だ
よ
」と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
奈
良
文
化
財
研
究
所
を

訪
れ
る
た
び
に
は
松
井
氏
を
訪
ね
、
動
物
考
古
学
に
つ
い
て
多
岐
に
わ
た
る
指
導
を
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
た
。
松
井
氏
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
を
ご
退
職
さ
れ
て
間
も
な
い
平
成
二
七
年
（
二
〇

一
五
年
）
に
ご
逝
去
さ
れ
た
が
、
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
改
め
て
学
恩
に
感
謝
す
る
と
と
も
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千曲市更埴条里遺跡の竪穴住居跡から出土した牛歯について

に
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。

３　

動
物
祭
祀
を
犠
牲
祭
祀
と
骨
祭
祀
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
（
二

〇
二
四
年
）
に
帝
京
大
学
文
化
財
研
究
所
で
行
わ
れ
た
「
馬
の
中
世
」
研
究
会
で
発
表
し
た
。
ま

た
、「
コ
ラ
ム
六　

動
物
骨
と
祭
祀
」『
令
和
七
年
度
長
野
県
立
歴
史
館
秋
季
企
画
展　

疫
病
退
散
！

除
災
祈
願
の
考
古
学　

図
録
』（
二
〇
二
五
年
）
で
も
触
れ
て
い
る
。

４　

『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
の
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

５　

『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
の
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

６　

櫻
井
秀
雄
「
殺
牛
馬
信
仰
に
関
す
る
文
献
史
料
の
再
検
討
」『
信
濃
』
第
四
四
巻
四
号
、
信
濃

史
学
会
、
一
九
九
二
年

７　

松
井
章
「
古
代
・
中
世
の
村
落
に
お
け
る
動
物
祭
祀
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
六
一
集
、
一
九
九
五
年

８　

櫻
井
秀
雄
「
井
戸
か
ら
出
土
す
る
牛
馬
遺
存
体
」『
考
古
学
研
究
』
第
三
九
巻
二
号
、
考
古
学

研
究
会
、
一
九
九
二
年

９　

増
田
精
一
「
駄
馬
―
古
墳
時
代
の
馬
匹
利
用
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
五

七
号
、
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九
八
五
年

10　

『
文
徳
実
録
』
の
引
用
は
、
吉
川
弘
文
館
の
『
国
史
大
系
』
に
よ
る
。
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９　篠ノ井遺跡群（新幹線地点）の報告書は1998年に刊行され、土器についての所見が提示されているが、報告書担当者

は出土土器図面に別途土器中の砂の詳細な肉眼観察所見を残しており、その図面は出土資料とともに長野県立歴史館で

保管してきた。令和６年所蔵品展の際、図面に書かれた所見を改めて検討し直し、所見の記載内容を報告書担当者に確

認するとともに、再検討および胎土分析を行った。その際の経緯は信濃毎日新聞の「しなの歴史再見　近現代史となっ

た記録類」（令和６年（2024年）５月31日掲載）で紹介したが、その後、胎土中の「黒曜石」は岩石学的手法での胎土

分析により「石英」と同定した。

10　注１に同じ

【引用・参考文献】

阿部昭典2008「有孔鍔付土器」『小林達雄先生古稀記念企画　総覧　縄文土器』（株）アム・プロモーション

河内晋平2000「Ⅰ　地形・地質」『長野市誌　第11巻　資料編　自然』

周藤賢治・小山内康人2002『岩石学概論上　記載岩石学』共立出版株式会社
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水沢教子2000「第５章縄文中期後葉（ⅩⅡ̶２層検出）の遺構と遺物」『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書24　
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【謝辞】

　筆者は本年度末で当館勤続20年の節目を迎えます（平成13年度～24年度、平成30年度～令和７年度）。まだ建設前では

ありましたが、長野県初の「県立博物館」学芸員として来館者の皆さんに歴史ロマンを語る夢を抱いて長野県に就職し、

実際に職に就いてからは、実物資料の保存や展示に追われる躍動感に満ちた現実の学芸活動を十二分に経験できました。

特に当館の活動を通じて多くの方と出逢い、長らく支えていただきました。この区切りに際し、関係者の皆様に、深く謝

意を表します。
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有する石英が含まれ、その他に大型の石英が多数含まれること等である。ただし黒曜石は１点も含まれていなかっ

た。これらの点を総合的に検討した結果、土器の表面に分布する黒く半透明の鉱物は黒曜石ではなく、赤い器面に

埋没した石英が、黒く半透明を呈しているものと推察した。

　屋代遺跡群出土土器のうち水冷割れ目を持つ石英と黒雲母、発泡した流紋岩質凝灰岩が胎土に含まれる土器の原

料土は裾花凝灰岩層と推測してきた（10）が、結論としては本箱清水式土器も同様の原料土を使っている可能性が高

いと考える。屋代遺跡群において裾花凝灰岩起源を示す水冷割れ目を有する石英が含まれていた土器は、縄文時代

中期前葉の深沢タイプ、後葉の圧痕隆帯文土器・加曽利Ｅ式、弥生時代中期の栗林式土器、古墳時代～９世紀の土

師器など通時的にみられ、今回初めて弥生後期の土器でも確認できた。また、今回分析した土器の「黒曜石」類似

鉱物は黒曜石ではなかったと判断したが、岩石学的な記載では長野盆地西縁に広がる裾花凝灰岩層には実際に黒曜

石が含まれ（河内2000）、屋代遺跡群出土土器の中にも黒曜石を含むものがあるため（表２右列「縄文時代中期両

耳壺294」）、将来的な類例の蓄積によって実際に黒曜石が含まれる箱清水式土器が発見できる可能性も否定できな

いことは付記したい。

　本節の結論としては、弥生時代の箱清水式の壺は、縄文時代から古代へと連綿と続く在地の原料土を用いて製作

していたことになる。

Ⅵ　胎土分析の結果からの考察

１　分析結果からの推測

　以上胎土分析から３点の土器の岩石鉱物組成を確認し、さらに過去に胎土分析を行った土器胎土等との比較を

行ってきた。その結果を踏まえて本節ではこれらの土器の原料土の由来を推定し、搬入品かどうかを検討する。そ

の際、土器型式（厳密には土器型式内容と製作技法）と胎土の双方を念頭に入れる。具体的には土器型式の分布か

ら製作地の大まかなエリアを特定し、胎土中の岩石鉱物の由来となる地質を絞り込んでいく。

⑴　胎土分析312（図２）

　有孔鍔付土器は諏訪湖盆から関東地方まで広く分布する。その範囲で閃緑岩、花崗岩の候補地で白雲母を含む地

質としては中央構造線付近が相当する。諏訪盆地の南側から南に延びる領家帯の高遠花崗岩には白雲母が含まれ、

群馬県側では三波川変成帯の北側で領家帯に相当する下仁田－滑川帯に花崗岩が見られ、筑波山でも露出している。

本土器はそれら何れかの地域からの搬入品と判断される。

⑵　胎土分析333（図４）

　薄く繊細な加曽利ＥⅣ式の壺形土器もしくは瓢箪形土器の底部であり、関東地方に広がる隆起線文土器の一部で

ある。本土器にはバブルウォール型の火山ガラスが多く含まれることが大きな特徴であり、鉱物としてはアルカリ

長石が多く含まれる反面、輝石も多い。バブルウォール型火山ガラスは縄文時代前期に鹿児島県南西部の鬼界カル

デラから噴出した鬼界アカホヤ火山灰や30,000年ほど前の姶良Tn火山灰「AT」などに特徴的であり、群馬県、埼

玉県、神奈川県、茨城県、千葉県、東京都や長野県内の旧石器時代の遺跡でも広く確認されている。管見の限りで

はあるが、県内の土器中でこれほど多く確認したことが無いこと以外に情報を持たないが、県内以外で、隣接する

関東地方に由来する可能性もあり、搬入品とみられる。

⑶　胎土分析332（図３）

　加曽利ＥⅣ式にあたり北関東海岸部から内陸にかけて広がる微隆起線文が施された本土器は器壁が極めて薄く、

その胎土も粒子が細かく繊細である。岩石鉱物の組成は、胎土分析312と胎土分析333の中間的な様相で、胎土分析

333ほどではないものの火山ガラスがやや多く、マフィック傾向の深成岩や斜長石・輝石・白雲母が組み合わさる
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深成岩がある。また、有機質資料のうち海綿骨針は特に重要で、海岸部由来を示唆するため、土器型式の分布から

は、関東地方の海岸部からの搬入品と推測することで、土器型式と胎土の整合性がとれる。

　以上、今回分析した３点は何れも搬入品の可能性が考えられ、原料産地は関東地方が含まれる可能性が高いが具

体的には特定することはできなかった。それに対し、弥生時代の箱清水式土器の赤彩壺は、在地の裾花凝灰岩層由

来の原料土を用いた製作であることを推測した。

２　壺形土器搬入の意味

　縄文時代の深鉢形土器は煮沸具、壺形土器は貯蔵具である。煮沸具は度重なる煮沸に耐えられるよう厚手で堅硬

に作られているのに対し、壺形土器で小形のものは、単なる貯蔵に止まらず、持ち運びを前提にした道具であった

のではないか。また、壺形土器の一部には注口が付いたものが含まれていたとみられるが、小形で薄手、軽く作ら

れた背景はまさに土器を持って移動することが前提になっていたのかもしれない。

　筆者の研究における従来の胎土分析は、主に煮沸具を対象とし、その中の土器型式ごとの違いの背景を考えてき

たが、今回壺形土器に絞って胎土分析を行い、煮沸具の胎土分析結果と比較したことによって、由来は別としても

縄文時代の壺形土器は移動を伴う器種として確認できる可能性を示唆することができた。以前御代田町川原田遺跡

の胎土分析においては、浅鉢形土器に搬入の傾向が強いことが指摘されたが（建石2004）壺形土器も同様なのだろ

うか。今後はさらに分析対象を増やし、多様な器種間での比較をも行い、器種によって土器がどのような動きをす

るのかを確認しつつ、その背景を探っていきたい。

【注】

１　水沢教子2007「屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分析（上）」『長野県立歴史館研究紀要』第13号、2008「屋代遺跡群出土

煮沸具の胎土分析（下）」『長野県立歴史館研究紀要』第14号等の内容を加除修正して2014年『縄文社会における土器の

移動と交流』雄山閣としてまとめた。

２　水沢教子編『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書24更埴条里遺跡・屋代遺跡群―縄文時代編』本文・遺物図版・
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あることは承知している。ただその語感から瓢箪器形を想像するには難があるため、報告書では「瓢箪形土器」と記し、

本稿でもそれに準ずる。

４　綿田弘実2003「小県郡真田町唐沢岩陰遺跡の出土遺物」『長野県立歴史館研究紀要』９号

５　薄片は岩本鉱産物商会が作成し、その他屋代遺跡群の出土資料とともに長野県立歴史館で保管している。

６　報告書刊行時に建石徹氏に蛍光Ｘ線分析を依頼したもので、その結果は建石徹2000「第10章３（３）粘土の蛍光Ｘ線

分析による在地胎土と異質胎土」『上信越自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書24　更埴条里遺跡・屋代遺跡群―縄文時

代編―本文』長野県埋蔵文化財センターに掲載されている。

７　土器薄片内の造岩鉱物は一部に過ぎないものの、本岩は斜長石と単斜輝石の組み合わせからは、はんれい岩等のマ

フィック岩と仮定され、それが熱水変質作用（（周藤・小山内2002）で変成作用と同義）を受けているとみられる。そ

の結果、片理がみられるなどの組織上の特徴が明確であれば緑色片岩等に分類されるが、本岩の場合深成岩特有の等粒

状組織を残していることから、深成岩に分類した。

８　注１に同じ。なお、本節の土器で胎土分析番号を付したものの図版は、注１文献を参照されたい。
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有する石英が含まれ、その他に大型の石英が多数含まれること等である。ただし黒曜石は１点も含まれていなかっ

た。これらの点を総合的に検討した結果、土器の表面に分布する黒く半透明の鉱物は黒曜石ではなく、赤い器面に

埋没した石英が、黒く半透明を呈しているものと推察した。

　屋代遺跡群出土土器のうち水冷割れ目を持つ石英と黒雲母、発泡した流紋岩質凝灰岩が胎土に含まれる土器の原

料土は裾花凝灰岩層と推測してきた（10）が、結論としては本箱清水式土器も同様の原料土を使っている可能性が高

いと考える。屋代遺跡群において裾花凝灰岩起源を示す水冷割れ目を有する石英が含まれていた土器は、縄文時代

中期前葉の深沢タイプ、後葉の圧痕隆帯文土器・加曽利Ｅ式、弥生時代中期の栗林式土器、古墳時代～９世紀の土

師器など通時的にみられ、今回初めて弥生後期の土器でも確認できた。また、今回分析した土器の「黒曜石」類似

鉱物は黒曜石ではなかったと判断したが、岩石学的な記載では長野盆地西縁に広がる裾花凝灰岩層には実際に黒曜

石が含まれ（河内2000）、屋代遺跡群出土土器の中にも黒曜石を含むものがあるため（表２右列「縄文時代中期両

耳壺294」）、将来的な類例の蓄積によって実際に黒曜石が含まれる箱清水式土器が発見できる可能性も否定できな

いことは付記したい。

　本節の結論としては、弥生時代の箱清水式の壺は、縄文時代から古代へと連綿と続く在地の原料土を用いて製作

していたことになる。

Ⅵ　胎土分析の結果からの考察

１　分析結果からの推測

　以上胎土分析から３点の土器の岩石鉱物組成を確認し、さらに過去に胎土分析を行った土器胎土等との比較を

行ってきた。その結果を踏まえて本節ではこれらの土器の原料土の由来を推定し、搬入品かどうかを検討する。そ

の際、土器型式（厳密には土器型式内容と製作技法）と胎土の双方を念頭に入れる。具体的には土器型式の分布か

ら製作地の大まかなエリアを特定し、胎土中の岩石鉱物の由来となる地質を絞り込んでいく。

⑴　胎土分析312（図２）

　有孔鍔付土器は諏訪湖盆から関東地方まで広く分布する。その範囲で閃緑岩、花崗岩の候補地で白雲母を含む地

質としては中央構造線付近が相当する。諏訪盆地の南側から南に延びる領家帯の高遠花崗岩には白雲母が含まれ、

群馬県側では三波川変成帯の北側で領家帯に相当する下仁田－滑川帯に花崗岩が見られ、筑波山でも露出している。

本土器はそれら何れかの地域からの搬入品と判断される。

⑵　胎土分析333（図４）

　薄く繊細な加曽利ＥⅣ式の壺形土器もしくは瓢箪形土器の底部であり、関東地方に広がる隆起線文土器の一部で

ある。本土器にはバブルウォール型の火山ガラスが多く含まれることが大きな特徴であり、鉱物としてはアルカリ

長石が多く含まれる反面、輝石も多い。バブルウォール型火山ガラスは縄文時代前期に鹿児島県南西部の鬼界カル

デラから噴出した鬼界アカホヤ火山灰や30,000年ほど前の姶良Tn火山灰「AT」などに特徴的であり、群馬県、埼

玉県、神奈川県、茨城県、千葉県、東京都や長野県内の旧石器時代の遺跡でも広く確認されている。管見の限りで

はあるが、県内の土器中でこれほど多く確認したことが無いこと以外に情報を持たないが、県内以外で、隣接する

関東地方に由来する可能性もあり、搬入品とみられる。

⑶　胎土分析332（図３）

　加曽利ＥⅣ式にあたり北関東海岸部から内陸にかけて広がる微隆起線文が施された本土器は器壁が極めて薄く、

その胎土も粒子が細かく繊細である。岩石鉱物の組成は、胎土分析312と胎土分析333の中間的な様相で、胎土分析

333ほどではないものの火山ガラスがやや多く、マフィック傾向の深成岩や斜長石・輝石・白雲母が組み合わさる
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前期の条痕文土器（胎土分析12）、粒径が細かく鉱物が岩石数を上回る点でⅤ類２ｂ類の７世紀末～８世紀の甕Ｈ（胎

土分析208）との共通点があるが、火山岩の量や輝石などの有色鉱物の量に差があり、同類とはいえない。

２　篠ノ井遺跡群出土箱清水式の壺との胎土比較

　次に、弥生時代後期箱清水式の壺の胎土との比較を行

う。箱清水式は、煮沸具以外の器種が赤彩される特徴的

な土器群である。定型化した壺は、口縁部がラッパ形に

外反し、胴部下半が屈曲して底がすぼまる独特の器形で

ある。図19後列左端の土器のように表面の磨きによって、

一見すると「黒曜石」のような半透明の鉱物が浮き上がっ

て観察されることもある（９）。それが実際に黒曜石だと

すると、原料土の産地が特定できる可能性があることか

ら、共通する特徴のある土器を非掲載資料の中から抽出

して、胎土分析を行い、詳細な岩石・鉱物組成を確認す

ることにした。分析資料は、「篠ノ井遺跡群（新幹線地点）

MSN－２　IC２検　ⅣⅩ－20」との注記のある箱清水

式壺の破片（図20）で、事前の肉眼観察では表面には黒

曜石のような黒色

半透明の鉱物が多

数確認できた。ま

た、当館での透過

型エックス線装置

による観察では、

それらが表面のみ

ならず器面奥深く

まで分布している

ことが確認できた。

　本文Ⅳ節１に準

じて薄片を作成

し、観察した結果、

図20の箱清水式土

器の胎土は屋代遺

跡群出土縄文土器

144点の分析でⅠ群１類とした土器胎土に類似しており、

特に表２の「縄文中期252」（水沢2000）（中期後葉在地

的な加曽利Ｅ式）胎土との類似性が著しく高いことが判

明した（表２中列）。具体的には、火山岩として流紋岩

を含むこと、黒雲母、角閃石を含むこと、そして湾曲し

て先が尖った石英があり、その元となった水冷割れ目を

図20　篠ノ井遺跡群（新幹線地点）
MSN－２　IC２検　ⅣX－20　壺（胴）

図19　長野市篠ノ井遺跡群（新幹線地点）
箱清水式土器（当館蔵）

表２　長野市篠ノ井遺跡群（新幹線地点）他
MSN－２箱清水式土器の岩石・鉱物組成、その他は屋代遺跡群
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⑷　小結

　今回新規に胎土分析を行った３点は、何れも火山岩に乏しく火山ガラスと有機質に富むという共通点を持ち、胎

土分析312（図２）・332（図３）は花崗岩類を含むという特徴を持つが、その量比や詳細に共通性を見出すことは

できなかった。また、胎土分析333（図４）では岩石が極めて少なく、火山ガラスを多く含む背景として、火山灰

を粘土に積極的に混和して調合する可能性も考慮する必要がある。

Ⅴ　壺形土器の胎土比較

１　屋代遺跡群出土煮沸具の胎土との比較

　３点の壺形土器の胎土について、本節では今までの研究で確認（８）された屋代遺跡群出土煮沸具の胎土と比較し、

その関係性を確認する。そこで、以下に屋代遺跡群出土土器胎土の概要を再掲した。

　表１は縄文時代中期前葉から中世までの屋代遺跡群出土の煮沸具の胎土分析の結果確認できたⅠ～Ⅴ群の特徴

と、縄文時代中期の土器型式の関係を示したものである。

　屋代遺跡群出土土器群の主体を占める主要胎土はⅠ群１ａ・ｂ類、２ａ・ｂ類であり、主に千曲川左岸の裾花凝

灰岩起源の水冷割れ目を持つ石英と流紋岩質凝灰岩からなる。それに対し、Ⅰ群３ａ類は安山岩・流紋岩および

チャートを含むことが特徴でありその北方に原料土の産地を推測している。これに対しⅡ群１ａ・１ｂ類は水冷割

れ目を持つ石英と黒雲母、２類は五領ヶ台式特有の黒雲母を大量に含むものである。Ⅲ群１類は弥生時代以降に現

れる緑簾石岩含有土器、２類は花崗岩類を含むものを一括した。Ⅳ群は変成岩、Ⅴ群１類は粒径が揃ったもの、２

類は鉱物が微細なものを一括した。

　今回分析した３点のうち胎土分析312（図２）の有孔鍔付土器は石英が卓越的に多く、アルカリ長石と斜長石と

を含む点、花崗岩、白雲母が認められる点でⅢ群２類の五領ヶ台式の小型土器364に類似する。同じⅢ群２類でも

胎土分析290（図５）の加曽利Ｅ式と胎土分析367（水沢2000）の五領ヶ台式の浅鉢は、花崗岩の他に変成岩をも含

む。Ⅲ群２類は五領ヶ台式と加曽利Ｅ式が含まれるため、土器型式の地理的分布と花崗岩等の分布を重ね合わせた

場合、原料土の候補地としては三波川変成体の北側で領家帯に相当する下仁田－滑川帯の花崗岩や足尾山地や越後

山脈におよぶ古第三紀以前の花崗岩類、さらに東側では筑波山の花崗岩などが考えられる。

　一方、胎土分析332（図３）・333（図４）は火山ガラスが多く、植物珪酸体が多いことでⅤ群１ｃ類の弥生時代

群 類 特徴 中期前葉 中期後葉

Ⅰ群
1a・b 特殊石英と流紋岩
2a・b 特殊石英が小形、流紋岩・安山岩
3a 斜長石・輝石と安山岩主体
４ 火山ガラス

Ⅱ群 1a・1b 特殊石英と黒雲母
2 黒雲母

Ⅲ群 1 深成岩（緑簾石岩）
2 深成岩（花崗岩類）

Ⅳ群 1・3 ホルンフェルスや石英片岩
Ⅴ群 1a～1c 粒形が揃っているもの

2a～2c 鉱物が微細
※その他：東北系・北陸系・越後系

大
木
式

加
曽
利
Ｅ
式

深
沢
式

圧
痕
隆
帯
文

そ
の
他
※

五
領

台
式

東
信
系

表１　屋代遺跡群出土煮沸具の胎土分類と土器型式の関係
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岩石・鉱物よりもややマフィック側に傾くと思われるが、その母岩となる岩片はみられない。一方、斜長石に類似

した干渉色を呈するものの、二軸性負号のコノスコープ像、屈折率が樹脂より低く、２Ｖが60度未満、かつ内部に

双晶が見られ澄んだ外形を呈するものをアルカリ長石（サニディンの可能性がある）とした（図17）。「菫青石」と

は２Ｖで区別される。また、少数であるものの緑簾石、ジルコン、白雲母が含まれる、有機質としては、動物質の

微化石が複数観察された。

図18　岩石・鉱物の定量分析

0% 20% 40% 60% 80% 100%

333

332

312

岩石組成

火山岩類 流紋岩・デイサイト
火山ガラス・軽石 凝灰岩
発泡した流紋岩質凝灰岩 黒曜石・ピッチストン
深成岩類 ホルンフェルス
緑簾石岩 堆積岩類
泥岩 頁岩
チャート・石英多結晶・石英脈

0% 20% 40% 60% 80% 100%

333

332

312

鉱物組成

石英 斜長石 アルカリ長石
黒雲母 白雲母 角閃石
直閃石 単斜輝石 斜方輝石
緑簾石 ジルコン 黒色不透明鉱物
赤褐色粒子 その他の鉱物

150



壺形土器の胎土分析

（8）

　屋代遺跡群出土土器に関する過去の胎土分析結果を概観すると、植物珪酸体の有無という違いがあるものの、深

成岩で特徴づけられる群類に、Ⅲ群２類が挙げられる。Ⅲ群２類に該当する中期後葉の土器はそのうち１点のみで

あるが、それがＳＢ5316の柄鏡形住居跡から出土した加曽利ＥⅢ新式の縦位横状把手を有する壺形土器もしくは瓢

箪形土器（図５）であることは注目される。

⑵　壺形土器胴部（縦位橋状把手付）「報告書図版346－１（ST5111－１）」胎土分析332（図３）の胎土について

　含まれる砂が非常に細粒で、0.5㎜未満である（図11・12）。岩石ではチャートや深成岩類がみられる。その他単

斜輝石と斜長石が熱水変質作用（熱水変成）を受けた産物として生じた緑簾石が等粒状組織を構成する深成岩（７）

がみられる（図13）。火山ガラスも比較的多い（図14）。鉱物は石英が主体で、斜長石よりアルカリ長石が多い。石

英には変成岩起源とみられる波動消光のものがみられる。有機質の中には植物珪酸体や海綿骨針、魚卵状石灰岩と

みられるものなど、動植物質の微化石が含まれている。海綿骨針は東北地方の海岸部や富山・新潟など北陸沿岸部、

千葉・茨木・埼玉など関東地方の土器に含まれる傾向があり、火山ガラスとともに、原料土の由来が特定できる要

素である。

⑶　壺形土器底部「報告書図版292－３（SB5339－３）」胎土分析333（図４）

　胎土中の岩石・鉱物は0.25㎜未満の細粒と0.5㎜～0.8

㎜程度に分かれ、全体が細粒であった前述の２点とは異

なる（図15）。その内訳は、火山ガラス・軽石が極めて

多く、大きな特徴となっている。とくに火山ガラスは大

きく湾曲し、バブルウォール状を呈していて特徴的であ

る（図15）。バブルウォール状の火山ガラスは、マグマ

の冷却や圧力の変化に伴ってできた気泡をため込んだま

ま火山の噴火が起こった結果、気泡の形が残った状態で

遠くへ飛散したものであり、鬼界アカホヤや姶良Tn火

山灰など、限定的な火山灰の特徴とされる。

　鉱物では、石英よりも斜長石が多く、単斜輝石と斜方

輝石も比較的多い。この組成からは屋代遺跡群の在地の

オープンニコル×20

図15　壺形土器底部（胎土分析333）全体組成

オープンニコル×200

図16　壺形土器底部（胎土分析333）中の火山ガラス

オープンニコル×200

図17　壺形土器底部（胎土分析333）中鉱物
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オープンニコル×20 オープンニコル×20

図11　壺形土器（胎土分析332）の全体組成１ 図12　壺形土器（胎土分析332）の全体組成２

クロスニコル×20 オープンニコル×200

図13　壺形土器（胎土分析332）中の「深成岩」 図14　 壺形土器（胎土分析332）中の火山ガラスおよび植物
珪酸体

図９　有孔鍔付土器（胎土分析312）の全体構成２ 図10　有孔鍔付土器（胎土分析312）中の植物珪酸体（矢印）他

オープンニコル×20 　　　　0.05㎜（図10・図14・図16・図17のスケール）
オープンニコル×200（写真：横0.4㎜、縦0.3㎜）
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Ⅳ　胎土分析

１　胎土分析の方法

　土器の一部を口縁部に垂直方向に２～５㎜の厚さにスライスし、全体をエポキシ樹脂に埋め込んでチップを作成

する。このチップを平滑に研磨した後、スライドガラスに貼り付ける。接着面の反対側を二次的に切断し、さらに

その面を厚さ0.02㎜まで磨き、薄片を完成させた（５）。充填や貼り付けに用いた樹脂はペトロポキシ154である。完

成した薄片をオリンパス製偏光顕微鏡BX51で観察した。観察は基本的にオルソスコープで、無色鉱物の認定の際

にコノスコープ像を用いた。鉱物名の決定根拠は単ニコル観察では多色性、劈開、屈折率の推定、鉱物表面の状態

と二次的な鉱物の精製度合い等、直交ニコルでは干渉色、双晶、塁帯構造、消光角、伸長の正負等とした。メカニ

カルステージを用いて長軸方向に0.5㎜、短軸方向にも0.5㎜ずつ薄片を動かし、視野中央（十字線のクロス位置）

の鉱物・岩石を鑑定して、250ポイントのモード測定を行い、定量値を示した（図18）が、時間的な制約から薄片

全面を観察し、カウントに漏れた岩石・鉱物の種類を「＋」記号の追記はできなかった。

２　胎土分析の結果

⑴　有孔鍔付土器「報告書図版369－２（遺物包含層出土）」胎土分析312（図２）の胎土

　今回観察した薄片は、図２と同一個体の頸部をサンプリングして作成したもので、それを計量した結果を図18に

示した。全体的に0.2～0.5㎜程度の小形の岩石・鉱物で構成される（図８）。岩石全体では火山岩より深成岩が多い。

それらの多くは斜長石と有色鉱物が組み合う閃緑岩であるが、石英主体で斜長石やアルカリ長石が組み合う花崗岩

も少数含まれる。単体でみられる鉱物もこれらの造岩鉱物にあたるものが主体を占め、石英と斜長石が主体で構成

され、アルカリ長石、黒雲母、白雲母、角閃石が含まれる。ごく少量カウントされた蛍石と電気石も花崗岩との関

係が深い鉱物といえる。また、本資料では以上の岩石・鉱物以外に植物珪酸体が多数確認されている（図10）。そ

の他有孔虫化石の可能性も含め今後種類を詳しく調べ、環境情報を探っていきたい。

　建石徹氏による本土器の蛍光Ｘ線分析（６）では、SiO2が67.3％、Al2O3は23.3％、MgOは2.2％、K2Oは0.5％、CaO

は1.0％、TiO2は0.9％、Fe2O3は4.9％であり、他の２点は行われていない。

クロスニコル×20 オープンニコル×20

　　　　0.5㎜（図８・図９・図11～13・15が本スケールに同じ）
図８　有孔鍔付土器（胎土分析312）の全体構成１
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３　壺形土器底部「報告書図版292－３（SB5339－３）」胎土分析333（図４）

　縄文時代中期末葉加曽利ＥⅣ式期の円形竪穴住居状遺構であるSB5339の１層から出土（図７）。本竪穴状遺構は

3.67ｍ×3.2ｍと通常の土坑よりも大規模ながら掘り込みは27㎝と浅く、埋土も１層である。ただ、その１層から多

量に土器が出土し、分析対象土器の他、赤彩注口土器１点、壺形土器２点、瓢箪形土器１点など、特徴的な器種が

一括で廃棄されている。

　分析資料はレリーフ状に渦巻模様が浮き上がっており、内外面ともに赤彩がわずかに残る。底部から胴部にかけ

ての屈曲から壺形土器と考えられるが、埼玉県白鍬遺跡出土例（阿部2008第１図参照）のような上げ底を有する瓢

箪形土器の可能性もある。

４　壺形土器の所見

　図１で紹介した壺Ａのうち、両耳壺は加曽利Ｅ式系の壺、Ａ－Ⅱ３は東北系の壺、Ｂ－１は東北系の縦位橋状把

手付の壺に加曽利ＥⅣ式にあたる微隆起線文で文様が描かれたもの、Ｂ－Ⅱは有孔鍔付土器として理解できる。た

だ、それらの出現過程では両者が複雑に影響し合っている可能性がある。特に東北系の壺は大木８ｂ式期に現れ、

大木９０式から大木９ａ式に大木式土器分布圏およびその周辺で組成することをかつて紹介した（水沢2003）。そ

れに対し、大木９ｂ式～10式に並行する加曽利ＥⅣ式に伴う微隆起線文土器には椀形、壺形、瓢箪形、有溝小把手

の４つの類があり、前者に類似する胴部が外に大きく張出し、縦方向の把手が認められるものは前２者に属する（西

山1986）。前者が後者に影響を与えたとすれば、それは人や土器の動きと関係する可能性があり、煮炊きに使う大

形の深鉢形土器とは異なり、土器が必ずしも在地製作に限られないのではないかとの想像を喚起させる。土器が動

き、模倣が起こったとすれば、動いている主体が把握できるはずである。

図７　SB5339と壺の出土状況図６　ST5111と壺の出土状況
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Ⅲ　分析資料の観察

　以下に分析資料を時代順に検討する。

１　有孔鍔付土器「報告書図版369－２（遺物包含層出土）」胎土分析312（図２）

　縄文時代中期後葉ⅩⅡ－２層上面遺物包含層から出土。分析資料（図２）は、口唇部に鍔、その直下に孔が穿た

れている有孔鍔付土器で、地文は無く、表面が横方向に磨かれている。胴部には沈線で円文と逆Ｕ字区画文がみら

れる。胎土の肉眼観察では石英と黒雲母が目立つ。

２　壺形土器胴部（横位橋状把手付）「報告書図版346－１（ST5111－１）」胎土分析332（図３）

　縄文時代中期末葉加曽利ＥⅣ式期の地床炉と周溝を有する掘立柱建物跡ST5111の周溝付近から出土した（図６）。

壺Ｂ－Ⅰにあたり、胴部中央が強く張り出す。横位に橋が渡されたような薄い「縦位橋状把手」が上下で２箇所み

られる。底部は残存していないが底部近くで割れたとみられ、高さ８㎝程度のミニチュア土器の可能性もある。胴

部は無文。表面がやや赤く、赤彩が施されたとも考えられる。肉眼では、表面に海綿骨針が観察され、かなり特徴

的である。

図２　図版369－２（遺物包含層出土）胎土分析312 図３　図版346－１（ST5111－１）胎土分析332

図４　図版292－３（SB5339－３）胎土分析333 図５　図版257－18（SB5316－18）胎土分析290
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図１　壺の分類（水沢2000より転載）
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様構成からは大木９０式段階に組成する。宮城県山前遺跡遺物包含層や埼玉県将監塚遺跡93号住などに類例がある。

また、22は大木10式古段階と共通するアルファベット文様が施されている。屋代遺跡群の土器群には加曽利Ｅ式系、

大木式系と在地系がみられ、深鉢を中心とする大木９０式には、故地である南東北の特徴が反映されているが、本

類のように少数であるが壺形土器が伴っている。

　壺Ｂは頸部が短く、内外に彩色が施されているものを一括した。薄く割れやすいため、全体の形が分かるものが

少ないものの、大きく３区分した。今回胎土分析の対象とした土器はこの壺Ｂに限定した。

　Ｂ－Ⅰ：胴部中央が強く張出し、横位に橋が渡されたような薄い「横位橋状把手」（24・25）や、縦に橋が渡さ

れたかのような「縦位橋状把手」（26）を有するもの。24は無・地文であるが、25・26には微隆起線による文様が

みられ、いわゆる「微隆起線文土器群」Ⅱ類（西山1986）として捉えられる。また、24では最大径を挟んで上下２

段にわたって「横位橋状把手」が付随するが、このような類例は瓢箪形土器に多く、壺形土器としては極めて珍し

く（３）近隣では唐沢岩陰（４）でみられる。一方25にみられるような「横位橋状把手」は、微隆起線文土器に多い要

素であり、縦位橋状把手に後出する可能性がある。

　「縦位橋状把手」の壺への適応の古い事例は、岩手県の大舘町・大新町遺跡群に多くみられる大木８ａ式段階に

遡る（水沢1996）。これらは「口縁部無文＋橋状把手＋無文胴部に赤彩」という基本構造をとり、大木８ｂ式に確

実に連続して拡散する。基本的にこの構造のまま、大木９式・大木10式になると胴部文様にアルファベット文を取

り込む形に変化し、後期十腰内式へ連続する。

　従来から指摘してきたことではあるが、東北地方の大木式には器種による地域差があり、樽形土器の変遷が追え

るのは北東北に限られるため、大木式に遅れて成立した加曽利Ｅ式に組成する両耳壺や、さらに遅れて出現するこ

れら橋状把手を有する一群との直接的な関係を議論することは現時点では難しい。ただ、大木８ａ式並行期の関東

地方に同様な器種が存在しないとすれば、その関係性は十分予想される。また口縁部に、装飾化した縦位橋状把手

をもち、胴部に大柄な渦巻きする大木８ｂ式期の樽形土器は、山形県・福島県域でもみられ、それが山梨県原町農

業高校前遺跡１号竪穴や、群馬県行幸田山遺跡７号住でも出土しており、大木式の具体的な南下として捉えられる。

よって、東北地方の樽形土器が関東地方へ影響を与えることがないとは言い切れない。

　Ｂ－Ⅱ：頸部がＢ－Ⅰよりやや長めのものを充てた。うち27は頸部を一周する帽子の鍔のような先の尖った凸部

に孔が穿たれているいわゆる「有孔鍔付土器」である。胴部は無文で鍔の直下に円文があり、それを挟むように弧

線が延びている。本土器と割れ方まで非常に類似した事例が群馬県下鎌田遺跡24号住１（関根2003）である。加曽

利ＥⅢ式古段階にあたる本遺構からは「縦位橋状把手」を有する壺も出土していて、両者の器形がかなり共通して

いる。その用途上の関係性を考える手掛かりとなろう。

　Ｂ－Ⅲ：最大径がかなり上に偏るものを充てたが、29（SB5313出土）はヒレ状隆帯を有する大木９ａ式新相、

30（SB5316出土）は微隆起線が多重化する加曽利ＥⅢ式新相の瓢箪形土器の可能性がある。

　以上、屋代遺跡群出土壺形土器の分類を説明してきたが、本論では図１のＢ－Ⅰの24で示した加曽利ＥⅣ式期の

赤彩無頸壺（胎土分析332）、図１Ｂ－Ⅱの27で示した加曽利ＥⅢ式古（大木９ａ式期）の有孔鍔付土器（胎土分析

312）の胎土の観察を行う。さらに比較資料としてＢ－ⅠかＢ－Ⅲに分類されると思われる赤彩壺の胴部下半（胎

土分析333）とＢ－Ⅲの29を比較対象とした。
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研究報告

壺形土器の胎土分析
水沢　教子

Ⅰ　はじめに

　かつて千曲市屋代遺跡群出土土器のうち煮沸具を取り上げ、それらの胎土を縄文・弥生・古墳時代から平安時代

にかけて通時的に分析したところ、それぞれの時代に裾花凝灰岩を含む在地胎土があり、その他の複数の在地胎土

とそれらから外れる遠隔地に由来するとみられる胎土の存在が明らかになった（１）。煮沸具の多くは器壁が厚く砂

が多い傾向があるが、その理由として、本来の用途として被熱が前提となるため、加熱による熱膨張による割れを

防ぐために混和材を入れたり、粘土中の砂をそのまま残す措置が施されたことが想像される。それに対し、縄文時

代中期後葉から末葉の赤彩が施される壺形土器や瓢箪形土器には器壁が極めて薄いものが多い。これは粘土の精製

方法の違いによるものなのか、あるいは元々異なる場所から調達された粘土で製作されたためなのか、あるいは用

途などその他の理由によるのか。

　そこで本論では壺形土器の原料土の由来を捉えるために胎土分析を行う。まずは原料土とその由来が該期の煮沸

具と同様かどうか、もしも異なるとすれば、それは原料土の精製によるものか、あるいはまったく異なる由来とな

る地域を推測すべきかを確認し、壺形土器について考察したい。

Ⅱ　壺形土器の観察

１　概要

　屋代遺跡群（２）は千曲市雨宮から屋代にかけての千曲川の右岸約500ｍに位置する縄文時代から近世に至る複合

遺跡である。特に縄文時代で最大規模のⅩⅡ－２層検出の後葉集落は加曽利ＥⅡ式古段階にあたる栃倉式新相段階

に居住が始まり、加曽利ＥⅡ式新段階、ＥⅢ式古段階・新段階、ＥⅣ式段階の変遷が追える。竪穴建物跡は53軒、

掘立柱建物跡は27軒で、それらが墓域を中心にほぼ環状に展開していた。竪穴建物跡には、円形や楕円形の竪穴住

居跡と柄鏡形住居跡があり、それぞれの一部には石が敷かれたものがみられ、柄鏡形敷石住居として機能した。ま

た、掘立柱建物跡には中心に炉が検出されたことによって壁立て式の平地式住居と推定したものが17軒確認されて

いる。

　2000年に刊行された発掘調査報告書では、縄文中期後葉にあたる土器を1,741点掲載した（水沢2000）。そのうち

器種の判明したもの1719点の内訳は、深鉢が90.2％（1551点）に対し壺は5.7％（98点）であり、後者は特殊な器種

だったと捉えられる。報告書では大きく壺Ａと壺Ｂに分類して解説した（図１）。

　壺Ａは無文の口縁部の下端（頸部）でくびれ、胴部上半に最大径、左右に把手を有するいわゆる両耳壺を指す。

そのうち頸部に文様帯を確認したものをＡ－Ⅰ、頸部に文様帯を持たないものをＡ－Ⅱとした。さらにＡ－Ⅱのう

ち把手を180度離れて２つ持つものをＡ－Ⅱ１，90度離れて４つ持つものをＡ－Ⅱ２、把手を持たないものをＡ－

Ⅱ３とした。土器の形態区別の目安でによると、頸と胴の接点の幅が最大幅の三分の二以下のものを指すため、図

１の５・６などは本来鉢に分類されるべきかもしれないが、「両耳壺」として定型化していると見て壺に含めた。

また、Ａ－Ⅱ３は大木式系土器である20・21は大木８ｂ式新段階の胴部上半が張り出す壺形土器（Ｃ類型）で、文
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玄
と
ゆ
か
り
の
女
性

た
ち　

諏
訪
御
料
人
（
信
玄

の
側
室
・
勝
頼
の
母
）

「
山
梨
日
日
新
聞
」

三
月
二
五
日

④

武
田
信
玄
と
ゆ
か
り
の
女
性

た
ち　

真
理
姫
（
信
玄
の

娘
・
木
曽
義
昌
の
正
室
）

「
山
梨
日
日
新
聞
」

三
月
二
九
日

④

武
田
信
玄
と
ゆ
か
り
の
女
性

た
ち　

大
井
夫
人
（
信
玄
の

母
）

「
山
梨
日
日
新
聞
」

四
月
二
日

⑤

災
害
伝
承
と
神
仏
意
識
─
伊

那
谷
の
災
害
伝
説
を
通
じ
て

─

柳
田
國
男
記
念
伊
那
民
俗
学

研
究
所
『
伊
那
民
俗
研
究
』

第
三
二
号

三
月
一
日

⑤

上
小
地
域
の
虚
空
蔵
山

小
県
上
田
教
育
会
『
上
小
教

育
』
第
六
八
号

三
月
一
二
日

⑤

温
泉
か
ら
出
て
裁
判
を
し
た

勝
頼

『
山
梨
県
立
博
物
館
開
館
二

〇
周
年　

特
別
展　

武
田
勝

頼
』

三
月
一
五
日

笹

本

正

治

⑤

発
刊
に
あ
た
っ
て

『
さ
か
き
ふ
れ
あ
い
大
学　

教
養
講
座　

信
濃
村
上
氏

フ
ォ
ー
ラ
ム
～
語
り
継
ぐ
村

上
義
清
～
講
演
記
録
集
』

三
月
三
一
日

⑤

小
林
さ
ん
の
怖
さ

『
広
報
妻
籠
宿　

小
林
俊
彦

氏
追
悼
号
、
公
益
法
人
妻
籠

を
愛
す
る
会
』

四
月
一
日

⑤

間
近
で
み
た
網
野
善
彦
先
生
山
梨
郷
土
研
究
会
『
甲
斐
』

第
一
六
六
号

五
月
二
〇
日

⑤

山
梨
県
の
薙
鎌

『
甲
斐
の
郷
土
史
』

七
月
二
六
日

⑤

祭
り
の
意
味
と
歴
史

『
地
域
文
化
』
一
五
四
号

一
〇
月
一
〇
日

⑤

編
集
後
記

『
信
州
伊
那
春
近
五
人
衆
と

井
月
』
第
二
号

一
一
月
二
六
日

⑥

武
田
氏
三
代
─
戦
国
大
名
の

日
常
生
活
─

吉
川
弘
文
館

三
月
一
日

⑥

地
域
づ
く
り
と
学
び
─
人

材
・
誇
り
・
観
光
─

龍
鳳
書
房

一
〇
月
二
九
日

総
合
情
報
課

水

沢

教

子

①

屋
代
遺
跡
群
出
土
木
製
形
代

に
よ
る
祭
祀
の
具
体
像

『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』

第
三
一
号

三
月
三
一
日

②

内
陸
部
の
縄
文
人
骨

『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
二
九　

長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
品
選　

第
二
弾
―
原
始
―
』

三
月
一
五
日

②

赤
い
土
器

『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
二
九　

長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
品
選　

第
二
弾
―
原
始
―
』

三
月
一
五
日

②

プ
ロ
ロ
ー
グ
屋
代
遺
跡
群
の

水
辺
の
祭
祀
、
コ
ラ
ム
屋
代

遺
跡
群
出
土
木
製
祭
祀
具
の

劣
化
と
Ｐ
Ｅ
Ｇ
２
段
階
処
理
、

第
３
章
飛
鳥
時
代
の
祈
り
、

第
４
章
奈
良
時
代
の
祈
り

『
令
和
七
年
度
秋
季
企
画
展　

疫
病
退
散
！
除
災
祈
願
の
考

古
学
』

一
〇
月
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

山
河
の

風
土
が
生
み
出
し
た「
粘
土
」　

良
質
第
二
の
信
州
ブ
ラ
ン
ド
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

四
月
一
八
日
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水

沢

教

子

④

し
な
の
歴
史
再
見　

縄
文
土

器
文
様
直
接
的
か
ら
間
接
的

へ　

推
測
さ
れ
る
「
役
割
」

の
変
化　
　

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

日
光
・

月
光
菩
薩
を
鎌
倉
時
代
に
建

立　
「
滋
野
氏
女
」
込
め
た

祈
り
と
は

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

七
月
一
八
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

屋
代
遺

跡
群
出
土
の
祭
祀
具「
人
形
」　

西
か
ら
迫
る
疫
病　

緊
急
の

祓
い

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
一
〇
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　
「
布
手
」

墨
書
の
木
簡
屋
代
遺
跡
群
か

ら
出
土　

麻
布
の
織
り
手
祭

祀
の
道
具
も
？

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
一
四
日

⑥

論
文
展
望　

民
族
誌
か
ら
み

た
縄
文
時
代
の
サ
ケ
・
マ
ス

利
用　

長
野
県
考
古
学
会
誌

第
一
六
五
号

『
季
刊
考
古
学
』
第
一
七
二

号

八
月
一
日

町

田

勝

則

②

所
蔵
品
展　

原
始　

～
開
館

30
年
の
あ
ゆ
み
展
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

春
号
』
一
二
二
号

二
月
一
五
日

②

原
始　

～
滑
石
ロ
ー
ド　

縄

文
前
期
の
玉
つ
く
り
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

夏
号
』
一
二
三
号

六
月
一
日

③

コ
ラ
ム
３　

第
４
章
奈
良
時

代
の
祈
り　

ケ
ガ
レ
や
災
い

を
払
う
人
形　

県
内
最
古
の

「
蘇
民
将
来
符
」
資
料

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

日
本
の

原
史
に
重
要
な
県
内
の
遺
跡　

貴
重
な
遺
物　

郷
土
の
ほ
こ

り

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

二
月
二
一
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

黒
色
安

山
岩
・
黒
曜
石
・
輝
緑
岩　

石
器
を
支
え
た
「
信
州
ブ
ラ

ン
ド
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

四
月
一
一
日

町

田

勝

則

④

し
な
の
歴
史
再
見　

安
曇
野

･

北
村
遺
跡
出
土
の
縄
文
人

骨　

約
３
０
０
体
「
20
世
紀

最
大
の
発
見
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

九
月
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

大
き
く

変
わ
っ
た
信
州
の
弥
生
時
代

観　

北
と
南
二
つ
の
「
文
化

の
型
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
二
八
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

孤
立
し

て
見
え
る
後
期
古
墳　

築
造

を
支
え
た
地
域
を
探
る

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
二
月
一
二
日

黒

川
　

稔

②

霊
場
小
菅
～
飯
山
の
遺
産
と

文
化
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
四
号

八
月
二
八
日

②

霊
場
小
菅
～
飯
山
の
遺
産
と

文
化
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

冬
号
』
一
二
五
号

一
一
月
二
八
日

林

誠

④

し
な
の
歴
史
再
見　

佐
久
間

象
山　

中
国
古
典
へ
の
情
熱　

徹
底
し
た
臨
書　

迫
る
書
の

本
質

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

二
月
七
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

中
山
晋

平
と
竹
久
夢
二　

楽
譜
と
表

紙
絵
で
共
演

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

六
月
二
〇
日

小

林

寿

英

③

第
一
章
～
第
三
章

『
夏
季
企
画
展
図
録　

安
曇

野
～
知
ら
れ
ざ
る
里
山
の
祈

り
～
』

七
月
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

日
本
人

の
精
神
の
根
元
に
あ
る
信
仰　

安
曇
野
の
里
山
「
祈
り
」
の

痕
跡

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

六
月
二
七
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

妙
海
の

光
久
寺
像　

制
作
年
が
明
ら

か
に　

仏
師
の
歩
み
に
迫
る

手
が
か
り

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

七
月
二
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

覚
音

寺
・
千
手
観
音
像
の
体
内
納

入　

安
曇
野
と
京
の
結
び
付

き
示
す

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
一
五
日
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小

林

寿

英

④

し
な
の
歴
史
再
見　

学
芸
員

の
お
ス
ス
メ
‼　

優
し
い
微

笑
み　

優
雅
な
姿

「
読
売
新
聞
」

七
月
二
六
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

学
芸
員

の
お
ス
ス
メ
‼　

穏
や
か
表

情　

平
安
の
特
徴

「
読
売
新
聞
」

八
月
八
日

中

山　

敦

④

し
な
の
歴
史
再
見　

二
代
目

歌
川
広
重
作
「
諸
国
名
所
百

景
」　

寺
社
参
詣　

道
中
楽

し
む
旅
へ

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
二
二
日

鈴

木

幸

華

④

し
な
の
歴
史
再
見　

女
学
生

が
つ
づ
っ
た
戦
争
の
日
　々

敗
戦
時
の
偽
り
な
き
思
い　

記
す

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
一
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

豊
か
さ

の
象
徴　

電
気
冷
蔵
庫　

暮

ら
し
の
あ
り
方　

大
き
く
変

化

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
二
月
五
日

飯

島

公

子

④

し
な
の
歴
史
再
見　

長
野
県　

馬
具
の
出
土
数
全
国
３
位　

愛
し
い
馬
の
存
在　

多
様
に

残
す

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

六
月
一
三
日

考
古
資
料
課

櫻

井

秀

雄

①

長
野
県
内
出
土
の
子
持
勾
玉

（
集
成
補
遺
）

『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
一

三
月
三
一
日

②

縄
文
農
耕
、
青
銅
器
祭
祀
、

峠
の
祭
祀

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　

信
濃
の
風

土
と
歴
史
二
九　

原
始　

長

野
県
立
歴
史
館
所
蔵
品
選
第

二
弾

三
月
一
四
日

②

研
究
の
窓　

土
器
文
様
に
み

ら
れ
る
地
域
性

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

夏
号
』
一
二
三

六
月
一
日

③

概
要
、
ミ
ニ
解
説

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

櫻

井

秀

雄

③

コ
ラ
ム
５　
『
続
日
本
紀
』

に
み
る
奈
良
時
代
を
中
心
と

し
た
疫
病
流
行

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

③

コ
ラ
ム
６　

動
物
骨
と
祭
祀
『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

③

コ
ラ
ム
７　

平
安
時
代
の
災

厄
祓
い

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

弥
生
時

代
の
青
銅
器
祭
祀　

聞
く
、

見
る
か
ら
埋
め
ら
れ
る
物
へ
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

三
月
二
一
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

北
相
木

に
伝
わ
る
行
事
「
か
な
ん
ば

れ　
「
祓
い
」
を
願
う
児
童

の
姿
に
胸
熱
く
」

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
七
日

⑤

長
野
県
内
の
遺
物
集
積
祭
祀

遺
跡

令
和
六
年
度
山
梨
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
資
料
集
「
古
墳
時
代
中
期

の
遺
物
集
積
祭
祀
を
考
え
る
」
三
月
八
日

⑥

長
野
県
内
の
石
製
摸
造
品
製

作
遺
跡

『
金
沢
大
学
考
古
学
紀
要
』

四
六
号

三
月
二
五
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑪　

お
さ
る
庚
申
塔

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
三
四
号

一
月
一
日

⑥

櫻
井
秀
雄
の
歴
史
探
訪
講
座

⑫　

別
れ
の
松

南
相
木
村
公
民
館
報
『
館
報　

南
あ
い
き
』
四
三
五
号

三
月
二
八
日

⑥

考
古
学
セ
ミ
ナ
ー
「
縄
文
人

の
心
を
探
る
」
の
開
催　

長
野
県
考
古
学
会
誌
一
六
六

号

三
月
三
〇
日

⑥

長
野
県
地
方
史
研
究
の
動
向

（
考
古
学
分
野
）

信
濃
史
学
会
『
信
濃
』
七
七

巻
八
号

八
月
二
〇
日

⑥

浅
間
火
山
テ
フ
ラ
下
に
お
け

る
下
茂
内
第
Ⅱ
文
化
層
尖
頭

器
石
器
群
と
そ
の
時
代
（
共

著
）

長
野
県
考
古
学
会
『
長
野
県

考
古
学
会
誌
』
一
六
七

一
一
月
一
五
日
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櫻

井

秀

雄

⑥

立
科
町
の
「
歴
史
の
道
」

『
蓼
科
』
創
刊
号

一
二
月
二
三
日

大

竹

憲

昭

②

考
古
資
料
を
読
む　

黒
曜
石

の
表
面
に
観
察
さ
れ
た
「
運

搬
痕
」

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
四
号

八
月
二
八
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

野
尻
湖　

日
向
林
Ｂ
遺
跡　

出
土
石
器

群　

逸
品
ば
か
り

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
二
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

佐
久
・

香
坂
山
と
飯
田
・
竹
佐
中
原　

日
本
の
曙
に
つ
な
が
る
遺
跡
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
二
三
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

日
常
の

土
器
巡
る
穢
れ
と
祓
い　

縄

文
人
の
心　

知
る
手
段
に

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
一
七
日

⑥

浅
間
火
山
テ
フ
ラ
下
に
お
け

る
下
茂
内
第
Ⅱ
文
化
層
尖
頭

器
石
器
群
と
そ
の
時
代
（
共

著
）

長
野
県
考
古
学
会
『
長
野
県

考
古
学
会
誌
』
一
六
七

一
一
月
一
五
日

白

沢

勝

彦

③

コ
ラ
ム
８　

木
製
品
の
保
存

処
理

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

出
土
し

た
木
製
品　

形
状
保
処
理　

自
然
な
仕
上
が
り
を
目
指
し

て

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
二
四
日

杉

木

有

紗

②

疫
病
退
散
！
除
災
祈
願
の
考

古
学
～
木
製
祭
祀
具
に
み
る

古
代
の
祈
り
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
四
号

八
月
二
八
日

③

資
料
解
説　

ほ
か

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

③

コ
ラ
ム
２　

木
製
祭
祀
具
の

製
作
と
種
類

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

杉

木

有

紗

③

コ
ラ
ム
４　

箕
輪
町
箕
輪
遺

跡
の
木
製
祭
祀
具
に
つ
い
て

『
秋
季
企
画
展
図
録　

疫
病

退
散
！
除
災
祈
願
の
考
古
学

～
木
製
祭
祀
具
に
み
る
古
代

の
祈
り
～
』

一
〇
月
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

徳
永
哲

秀
氏
が
再
現
「
赤
い
土
器
」　

制
作
技
術
や
背
後
の
社
会
探

究

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
三
〇
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

千
曲
市

東
條
遺
跡
の
木
簡　

長
野
県

内
最
古
の
「
蘇
民
将
来
符
」
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
〇
月
三
日

水

科

汐

華

②

考
古
資
料
を
読
む　

米
山
一

政
寄
贈
資
料
の
紹
介
─
長
野

市
松
代
町　

竹
原
笹
塚
古
墳

出
土
の
馬
具
に
つ
い
て
─

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

冬
号
』
一
二
五
号

一
一
月
二
八
日

文
献
史
料
課

村

石

正

行

①

府
中
小
笠
原
氏
の
所
持
し
て

い
た
鈴
岡
・
松
尾
小
笠
原
氏

の
文
書
―
「
伊
那
譜
録
」
に

み
え
る
小
笠
原
政
秀
・
信
定

と
村
上
義
清
―

『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
一

三
月
三
一
日

①

寛
永
期
の
制
度
改
革
と
飯
田

藩
脇
坂
安
元
─
諸
国
巡
見

使
・
寛
永
国
絵
図
・
交
代
寄

合
伊
那
衆
─

『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
一

三
月
三
一
日

①

口
絵　

脇
坂
安
元
書
状

『
長
野
県
立
歴
史
館
研
究
紀

要
』
三
一

三
月
三
一
日

②

新
出
織
田
信
長
朱
印
状
と
大

塚
又
一
郎

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

夏
号
』
一
二
三

六
月
一
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

仏
像
の

胎
内
に
あ
っ
た
紙
背
文
書　

裏
面
に
も
重
要
な
情
報
が

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

四
月
四
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
戻
っ

た
真
田
昌
幸
書
状　

流
さ
れ

た
土
地
か
ら
上
田
に
影
響
力
「
信
濃
毎
日
新
聞
」

八
月
八
日
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職員執筆抄

村

石

正

行

④

し
な
の
歴
史
再
見　

飯
田
藩

主･

脇
坂
安
元　

家
老
へ
の

通
達　

外
様
大
名
の
悲
哀

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
二
月
二
六
日

⑥

旧
制
中
学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
「
地
域
社
会
」

『
信
濃
』
七
七
－
一

一
月
二
〇
日

⑥

文
献
史
学
・
考
古
学
・「
史

料
学
」

『
信
濃
考
古
』
二
〇
〇

三
月
三
一
日

⑥

書
評　

松
沢
裕
作
『
歴
史
学

は
こ
う
考
え
る
』

『
歴
史
教
育
研
究
』
一
五

三
月
三
一
日

⑥

懸
賞
論
文
「
学
生
フ
レ
ッ

シ
ュ
論
文
」
審
査
経
緯

『
信
濃
』
七
七
－
四

四
月
二
〇
日

⑥
「
伊
奈
侍
従
」
京
極
生
双
の

発
給
文
書

『
信
濃
』
七
六
－
一
二

五
月
二
〇
日

⑥

新
刊
紹
介　

伊
藤
純
郎
『
航

空
特
攻
隊　

空
に
散
っ
た
信

州
人
』

『
信
濃
』
七
七
巻
五
月
号

五
月
二
〇
日

⑥

監
修
『
漫
画
で
読
む
屋
代
秀

正
』

龍
鳳
書
房

八
月
二
七
日

⑥

父
を
廃
し
て
勢
力
を
伸
ば
し

た
信
玄
の
足
跡

『
歴
史
街
道
』
四
五
〇　

Ｐ

Ｈ
Ｐ
出
版

九
月
六
日

⑥

中
世
売
券
に
み
る
文
書
実
践
春
田
直
紀
編
『
地
下
文
書
論

集
Ⅲ
』
勉
誠
出
版

一
〇
月
一
五
日

⑥

仙
石
秀
久
の
寄
進
出
納
文
書

に
つ
い
て

『
信
濃
』
七
七
－
一
二

一
二
月
二
〇
日

新

井

寛

子

②

文
献
史
料
を
読
む　

旅
の
記

録
～
松
前
記
行
漫
録
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

春
号
』
一
二
二

二
月
一
五
日

②

文
献
史
料
を
読
む　

水
戸
浪

士
追
討
軍
と
信
州
の
人
々
～

「
浮
浪
士
追
討
御
印
状
并
廻

文
写
帳
」
～

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

秋
号
』
一
二
四

八
月
二
八
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

和
宮
降

嫁
の
行
列
と
地
域
へ
の
負
担　

幕
末　

世
の
変
革
望
む
契
機

に

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
一
月
二
一
日

花

岡

康

隆

①

長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
近
代

郡
役
所
文
書
に
つ
い
て
の
基

礎
的
研
究
―
伝
来
経
緯
の
検

討
を
中
心
に
―

『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』

第
三
一
号

三
月
三
一
日

①

戦
国
初
期
高
梨
氏
の
代
替
わ

り
を
め
ぐ
っ
て
―
高
梨
政

高
・
政
盛
・
澄
頼
―

『
長
野
県
立
歴
史
館
紀
要
』

第
三
一
号

三
月
三
一
日

②

石
製
装
身
具

『
信
濃
の
風
土
と
歴
史
二
九　

長
野
県
立
歴
史
館
所
蔵
品
選　

第
二
弾
―
原
始
―
』

三
月
一
五
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

明
治
・

大
正
期
に
存
在
「
郡
役
所
」

の
文
書　

地
域
の
特
色
知
る

重
要
な
史
料

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

二
月
二
八
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

松
原
遺

跡
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー　

縄
文

の
「
最
先
端
」
が
信
州
に

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

五
月
一
六
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

西
南
戦

争
で
死
亡
の
長
野
県
出
身
者　

理
不
尽　

国
民
に
強
い
た
徴

兵
制

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

九
月
一
九
日

④

し
な
の
歴
史
再
見　

高
梨
政

盛
が
発
行
し
た
安
堵
状　

「
父
子
二
頭
体
制
」
実
像
浮

か
ぶ

「
信
濃
毎
日
新
聞
」

一
二
月
一
九
日

⑥
『
信
濃
史
料
』〝
続
〟
補
遺
編

を
望
む
―
信
濃
国
太
田
荘
関

係
史
料
の
紹
介
―

信
濃
史
学
会
『
信
濃
』
第
七

七
巻
一
号

一
月
二
〇
日

⑥

軍
勢
催
促
状
伝
達
の
一
事
例

―
暦
応
四
年
三
月
二
四
日
足

利
直
義
軍
勢
催
促
状
の
検
討

―

信
濃
史
学
会
『
信
濃
』
第
七

七
巻
三
号

三
月
二
〇
日

⑥
（
講
演
録)

史
料
か
ら
み
る
村

上
義
清
―
こ
こ
ま
で
分
か
っ

た
村
上
義
清
―

坂
城
町
教
育
委
員
会
『
信
濃

村
上
氏
フ
ォ
ー
ラ
ム
～
語
り

継
ぐ
村
上
義
清
～
講
演
記
録

集
』

三
月
三
一
日
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花

岡

康

隆

⑥

室
町
・
戦
国
期
の
海
野
氏
～

「
国
衆
」
へ
の
道
と
そ
の
挫

折
～

と
う
み
歴
史
研
究
会
『
と
う

み
歴
史
研
究
会
誌
』
四
号

三
月
三
一
日

⑥

戦
国
期
に
お
け
る
松
岡
氏
・

座
光
寺
氏
に
つ
い
て
の
再
検

討
―
両
一
族
の
関
係
性
を
中

心
に
―

伊
那
史
学
会
『
伊
那
』
第
七

三
巻
五
号

五
月
一
日

⑥

室
町
殿
御
分
国
と
東
国
と
の

「
国
堺
」
は
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
た
の
か

渡
邊
大
門
編
『
室
町
史
の
新

論
点　

混
沌
の
時
代
を
読
み

解
く
研
究
最
前
線
』
星
海
社

新
書

六
月
一
六
日

⑥

武
田
氏
従
属
下
の
小
笠
原
信

嶺

春
近
五
人
衆
・
井
上
井
月
研

究
会
編
『
信
州
伊
那
春
近
五

人
衆
と
井
上
井
月
』第
二
号
、

宮
帯
出
版
社

一
一
月
二
六
日

⑥

明
治
十
年
、
京
都
に
出
張
し

た
長
野
県
官
吏
の
報
告
書
―

西
南
戦
争
関
係
資
料
の
紹
介

―

地
域
史
研
究
会
『
蓼
科
』
創

刊
号

一
二
月
二
三
日

黒

岩
　

隆

②

文
献
史
料
を
読
む　

二
百
万

人
の
勝
利
ー
浅
間
山
米
軍
演

習
地
化
反
対
運
動
史
―
／

「
浅
間
山
米
軍
演
習
地
化
絶

対
反
対
署
名
」

『
長
野
県
立
歴
史
館
た
よ
り

冬
号
』
一
二
五

一
一
月
二
八
日

⑤

南
大
原
遺
跡
の
玉
つ
く
り
～

弥
生
時
代
中
期
後
半
、
北
信

濃
で
の
玉
つ
く
り
の
可
能
性

～

『
髙
井
』
第
二
三
二
号

八
月
一
日

※�

凡
例　

職
員
の
任
意
申
告
に
よ
る
。

　

①
研
究
紀
要　

②
た
よ
り
・
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
等　

③
図
録　

④
新
聞
記
事　

⑤
そ
の
他
依
頼
原
稿　

　

⑥
①
～
⑤
以
外
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研
究
活
動
（
令
和
七
年
度
）

　

学
芸
研
究
会

五
月
二
八
日
（
水
）

　

笹
本　

正
治　
「
長
野
県
の
獅
子
と
役
割
」

七
月
三
〇
日
（
水
）

　

村
石　

正
行　
「�

な
ぜ
私
た
ち
は
「
史
料
」
を
集
め
る
の
か
」
長
野
県
立
歴
史
館
の
立
ち
位

置
と
こ
れ
か
ら
」　

八
月
二
七
日
（
水
）

　

花
岡　

康
隆　
「
明
治
四
一
年
の
長
野
県
庁
火
災
と
公
文
書
」

一
〇
月
一
日
（
水
）

　

大
竹　

憲
昭　
「
野
尻
湖
遺
跡
群
に
お
け
る
後
期
旧
石
器
時
代
初
頭
期
の
石
器
群
に
つ
い
て
」

一
〇
月
二
九
日
（
水
）

　

黒
岩　
　

隆　
「�

弥
生
時
代
中
期
の
北
信
濃
に
お
け
る
玉
つ
く
り
の
可
能
性�

―
中
野
市
南
大
原
遺
跡
の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」

　

水
科　

汐
華　
「�

長
野
県
域
に
お
け
る
古
墳
時
代
後
期
の
耳
環
出
土
状
況�

―
集
成
か
ら
み
た
地
域
的
特
徴
」

一
一
月
二
六
日
（
水
）

　

黒
川　
　

稔　
「
霊
場
小
菅
の
歴
史
と
景
観
」

　

新
井　

寛
子　
「
水
戸
浪
士
追
討
軍
の
動
向
と
民
衆
」

一
二
月
一
七
日
（
水
）

　

林　
　
　

誠　
「
中
山
晋
平
と
竹
久
夢
二
」

　

白
沢　

勝
彦　
「�

石
造
建
造
物
お
よ
び
青
銅
器
の
保
存
修
復
か
ら
考
え
る
こ
と�

―
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
群
／
中
国
・
三
星
堆
遺
跡
の
事
例
」

一
月
二
九
日
（
木
）

　

町
田　

勝
則　
「�

令
和
八
年
度
冬
季
企
画
展「
古
代
の
役
人
と
庶
民　

こ
う
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
信
濃
国
」
に
向
け
て
」

　

櫻
井　

秀
雄　
「「
伝
入
山
峠
出
土
」
の
子
持
勾
玉
を
探
し
て
」

二
月
二
六
日
（
水
）

　

初
見　

俊
輔　
「
長
野
県
の
冬
の
ス
ポ
ー
ツ
史
づ
く
り
」

　

中
山　
　

敦
・�

小
林　

寿
英　

�

「�

令
和
八
年
度
夏
季
企
画
展
実
施
に
向
け
た
構
想
計
画
及
び
運
営
計
画
の
研

究
」

三
月
一
八
日
（
水
）

　

鈴
木　

幸
香　
「
奥
信
濃
の
祭
り　

野
沢
温
泉
村
道
祖
神
祭
り
の
こ
れ
か
ら
」

　

水
沢　

教
子　
「
壺
形
土
器
の
胎
土
分
析
と
そ
の
課
題
」



審査委員
笹本　正治　　小松　健一
新津　尚治　　水沢　教子
櫻井　秀雄　　村石　正行

編集委員
大竹　憲昭　　黒川　稔

英訳監修
宮原利以（長野県庁企画振興部国際交流課）

（編集後記）
　研究紀要32号をお届けします。本号は原始縄文時代から近代まで、研究報告５編、
研究ノート２編、資料紹介２編を収録させていただきました。館蔵の史資料の分析
から県内の歴史資料の考察など、その内容は多岐に及んでおります。ぜひお読みい
ただき、ご意見をいただければ幸いです。（大竹　憲昭）
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史
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紀
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第
32
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二
〇
二
六
・
三

Featured Collection
A Feature of Documents of the Nonoyama Family in the Matsumoto Domain of the Edo Period 
� MURAISHI, Masayuki

Articles
A Basic Study of the Lion Mask (Shishigashira) as the Dragon God (Ryujin): A Lion that Plays the 
Role of the Water God� SASAMOTO, Shoji

Integration of the Jikan (Ancient Japanese Earrings) Excavated in Nagano Prefecture
� MIZUSHINA, Kiyoka

Analysis of Jar-shaped Pottery Using a Polarizing Microscope� MIZUSAWA, Kyoko

Basic Research of Documents Issued by Sengoku Hidehisa� MURAISHI, Masayuki

A Study on the Loss of Public Records Due to the Nagano Prefectural Government Office Fire in 
1908� HANAOKA, Yasutaka

Research Notes
A Study of the Komochi Magatama (Comma-Shaped Charm) Allegedly Excavated From Iriyama 
Pass: Refuting the Accounts in the History of Nagano Prefecture� SAKURAI, Hideo 

A Basic Study of the Movements of the Kosaka Clan in Shinano Province During the Kamakura–
Muromachi Period� HANAOKA, Yasutaka

Featured　Collection
On Bovine Teeth Excavated From the Remains of a Pit dwelling at the Koushoku Jori Site in Chikuma 
City� SAKURAI, Hideo

Animal Bones Excavated From Miyanosori Site A in Komoro City� SAKURAI, Hideo

Research Activities and Achievements
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